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【届出の対象とした募集金額】 スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト

第１回円貨社債(2013)：50億円(予定)

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト

第２回円貨社債(2013)：50億円(予定)

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト

第３回円貨社債(2013)：50億円(予定)

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト

第１回変動利付円貨社債(2013)：50億円(予定)

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト

第２回変動利付円貨社債(2013)：50億円(予定)

【安定操作に関する事項】 該当事項なし。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし。

注記：

(注1) 本書において、別段の記載がある場合を除いて、下記の用語は下記の意味を有するものとする。

「当行」又は「発行会社」とは、 スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトをい

う。

「当行グループ」とは、 スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト及び

その連結子会社をいう。

「北欧諸国」又は「北欧」とは、 スウェーデン、デンマーク、フィンランド及びノルウェーをいう。

「スウェーデン」とは、 スウェーデン王国をいう。

(注2) 別段の記載がある場合を除き、「SEK」及び「クローネ」はスウェーデン・クローネを、「US$」及び「米ドル」はアメ
リカ合衆国ドルを、「セント」はアメリカ合衆国セントを、「円」は日本円を、「ポンド」は英貨ポンドを、「デンマー
ク・クローネ」はデンマーク・クローネを、「ノルウェー・クローネ」はノルウェー・クローネを、「ユーロ」は欧州
連合の機能に関する条約(その後の改正を含む。)に基づき単一通貨を採用する又は採用した欧州連合の加盟国の通貨
を指す。2013年4月3日現在(日本時間)、株式会社三菱東京UFJ銀行が提示した対顧客電信売買相場の仲値は、1スウェー
デン・クローネ＝14.42円であった。本書におけるスウェーデン・クローネから日本円への換算額は、読者の便宜のた
めにのみ記載するものであり、スウェーデン・クローネ額が上記レートで日本円に換算されることを示すものと解し
てはならない。

(注3) 本書中の表における数値が四捨五入されている場合、合計欄の数値は必ずしも関連する各数値の合計と一致しない。

(注4) 本書には、将来の事象、財務及び経営成績並びに将来の市場の状況についての経営陣の現在の予測を反映した、将来の
見通しに関する記述が含まれている。「確信している」、「期待している」、「予想している」、「目指す」、「見積
もっている」、「意図している」、「見通しである」、「目標としている」、「と思われる」、「可能性がある」、「想定
する」、「場合がある」、「予定である」及び「はずである」等の語句又はその他の変化形若しくは類似の用語は、将
来の見通しに関する記述であることを明確にすることを意図している。将来の見通しに関する記述は本書中、複数箇所
に登場する(「第二部－第3－4 事業等のリスク」並びに「第二部－第3－7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況の分析」を含むが、これらに限られない。)。

将来の見通しに関する記述は、将来起こることも起こらないこともある事象に関連し、またかかる状況に依拠するも
のであるため、本来的にリスク及び不確実性を伴う。当行グループ及び当行は誠実に、かつ合理的と信じる想定に基づ
いて、上述の将来の見通しに関する記述を記載したが、かかる将来の見通しに関する記述のいずれも、将来の実績を確
約又は保証するものではない。当行グループ及び当行の実際の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー並びに当行
グループ及び当行が事業を行っている市場の動向は、本書に含まれる将来の見通しに関する記述において明示又は示
唆された内容とは大幅に異なる可能性がある。「第二部－第3－4 事業等のリスク」並びに「第二部－第3－7 財政状
態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」におけるすべての将来の見通しに関する記述は、本有価証券届出
書提出日現在で見積もられたものである。

将来の見通しに関する記述に依拠する場合、本社債への投資を予定する投資家は、前述の要素、その他の不確定要素及
び事象、特に当行グループ及び当行が事業を行う環境における政治的、経済的、社会的及び法律的な要因について慎重
に検討するべきである。かかる将来の見通しに関する記述は、それらの記述がなされた日時点における記述である。し
たがって、当行グループ又は当行のいずれも、それらの記述について、新たな情報、将来の事象又はその他の要因にかか
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わらず、更新又は修正する義務を負わない。当行グループ及び当行は、かかる将来の見通しに関する記述により期待さ
れる結果が達成されると表明し、保証し又は予想するものではなく、また、将来の見通しに関する記述は、いずれの場合
も、多くの想定されるシナリオのうちの一つを示しているに過ぎず、もっとも可能性の高いシナリオ又は標準的なシナ
リオと考えられるべきではない。

(注5) 当行は、いかなる場合においても、本書において税制上、法律上又は規制上の助言を行うものではない。

(注6) 当行グループ及び当行の事業年度は暦年である。
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【社債（短期社債を除く。）の募集】

＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第１回円貨社債(2013)＞

以下は、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第１回円貨社債(2013)（以下「本社

債」という。）について記載されており、「本社債権者」とは、本社債の社債権者を指す。

本＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第１回円貨社債(2013)＞における本社債

の未定事項または予定事項は2013年６月下旬頃に決定される予定である。

銘　　柄
スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第１回円貨社債

(2013)(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格 各社債の金額100円につき100円 利率（％） （未定）(注３)

利払日
毎年１月４日および

７月４日 (注４)
償還期限 2016年７月４日 (注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2013年６月26日 (注６) 払込期日 2013年７月４日 (注７)

申込取扱場所 別項記載の各金融商品取引業者の日本国内における本店および各支店

(注１) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）（以下「振替

法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法および保振機構

（下記「振替機関」において定義される。）が随時定める社債等の振替に関する業務規程ならびにその他の規則およ

びガイドライン（以下総称して「保振機構業務規程等」という。）に従って取り扱われる。

(注２) 上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき本社債の需要

状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本社債の条件

決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額および発行価額の

総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３) 利率は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2013年６月下旬頃に決定

される予定である。

(注４) 各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５) 償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６) 申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７) 払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

振替機関

名　　　　称 住　　　　　　　所

株式会社証券保管振替機構

（以下「保振機構」という。）（注）
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

(注)　保振機構には、主務大臣が振替法に従って指定する後継の振替機関を含むものとみなす。
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公告の方法

本社債の要項（以下「社債の要項」という。）に基づいて行うべき、または本社債に関する一切の公告は、日本

国の官報（もし可能であれば）ならびに東京都および大阪市において発行される時事に関する事項を掲載する

日本語の日刊新聞紙上にそれぞれ１回これを行う。かかる公告は、上記による掲載日（または２回以上もしくは

異なる日に掲載される場合は最初の掲載日）になされたとみなされる。各本社債権者に対する直接の通知はこれ

を要しない。発行会社が行うべき当該公告は、発行会社の請求があった場合に、発行会社の費用負担により、発行

会社に代わって財務代理人（下記「財務代理人とその職務」に定義される。）がこれを行うものとする。

引　受　人

元引受契約を締結する金融商品取引業者 引受金額

（百万円）
元引受の条件

会　社　名 住　　所

メリルリンチ日本証券株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

（以下「共同主幹事会社」と総称

する。）

東京都中央区日本橋一丁目

４番１号

日本橋一丁目ビルディング

東京都千代田区丸の内二丁目

５番２号

東京都千代田区大手町一丁目

５番１号

大手町ファーストスクエア

東京都中央区日本橋一丁目

９番１号

共同主幹事会社が

連帯して本社債の

発行総額を引受け

るので、個々の共

同主幹事会社の引

受金額はない。

本社債の発行総額

は、発行会社と共

同主幹事会社との

間で2013年６月26

日（予定）に調印

される元引受契約

に従い共同主幹事

会社により連帯し

て買取引受けさ

れ、一般に募集さ

れる。左記以外の

元引受の条件は未

定であるが、本社

債の条件決定日

に、発行条件とと

もに決定される予

定である。
合　　計 5,000（予定）

財務代理人とその職務

本社債について、社債の管理会社は設置されない。

財務代理人・発行代理人兼支払代理人の名称 住　　　　　　所

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

本社債に関する発行会社の財務代理人・発行代理人兼支払代理人（以下「財務代理人」という。文脈上別意に

解すべき場合を除き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理人を意味する。）は、株式会社

三井住友銀行とする。財務代理人は、社債の要項、発行会社および財務代理人間の2013年６月26日付（予定）の財

務代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）、振替法ならびに保振機構業務規程等に定める義務を履行し
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職務を行う。財務代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者に対していかなる義務も負わず、ま

た、本社債権者との間で代理または信託関係を有しない。社債の要項が添付された財務代理契約の写しは、本社債

の償還期日から１年を経過するまで、財務代理人の本店に備えられ、通常の営業時間に本社債権者の閲覧または

謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用はこれを請求する者の負担とする。

発行会社は随時、財務代理人の任命を変更または終了することができる。ただし、後任の財務代理人、発行代理

人および支払代理人が有効に任命されるまで（ただし、かかる後任の財務代理人が保振機構業務規程等に従って

発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、財務代理人の任命は継続

する。かかる場合、発行会社は、財務代理人の変更を事前に本社債権者に対して公告する。

後任の財務代理人、発行代理人および支払代理人は、かかる任命が有効とされる日をもって、退任する財務代理

人の地位を承継し、退任する財務代理人と代替し、社債の要項、財務代理契約および保振機構業務規程等に定め

る、退任する財務代理人の義務を履行し職務を行う。

保振機構が発行会社に対し、財務代理人の発行代理人または支払代理人としての指定を取消す旨の通知をなし

た場合には、発行会社は、遅滞なく後任の財務代理人、発行代理人および支払代理人を選任し（ただし、かかる後

任の財務代理人が保振機構業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有している

ことを条件とする。）、その旨を本社債権者に対して公告する。

利息支払の方法

本社債の利息は2013年７月５日（その日を含む。）から2016年７月４日（その日を含む。）（ただし、本「利息

支払の方法」第４段落に従う。）までこれを付し、毎年１月４日および７月４日の２回、各々その日（その日を含

む。）までの６か月分を後払いする。本「利息支払の方法」において定められた各利払の日を、以下「利払日」と

いう。

６か月以外の期間の利息については、かかる期間中の実日数について、１年365日の日割計算により支払われ

る。

各本社債権者に支払われる利息の総額は、保振機構業務規程等に従って計算される。

本社債の利息は、償還期日（その日を含まない。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の

要項に従った本社債の償還を怠ったときは、その時点で未償還の本社債の未返済元金額について償還期日（その

日を含まない。）からかかる本社債の償還が実際に行われた日（その日を含む。）までの期間中の実日数につき、

１年365日の日割計算により、上記「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケ

ン・エイ・ビー・プブリクト第１回円貨社債(2013)＞－利率」に定める利率による利息が日本円で支払われる。

ただし、その期間は、（保振機構業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人（以下

「支払代理人」という。）が、自己が受領した本社債全額の償還のために必要な資金を、本社債の振替を行うため

保振機構に口座を開設している関連する機構加入者（以下「機構加入者」という。）に配分した日を超えない。

ただし、保振機構業務規程等のもとでかかる支払期日後の配分ができない場合、かかる期間は財務代理人が下記

「摘要－３ 支払い－(ハ)」に従い最終の公告を行った日以後14日を超えない。

償還の方法

(1)　満期償還

本社債は、期限前に償還され、または買入消却されない限り、2016年７月４日に本社債の金額の100％で償

還される。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還

または返済することができない。

(2)　税務上の理由による償還
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スウェーデン王国の法律もしくは同国におけるもしくは同国の課税当局の規則に係る実際のもしくは予

定される変更もしくは改正またはかかる法律もしくは規則の適用に係る当該変更もしくは改正（ただし、当

該変更もしくは改正は発行日以降に効力を生じるものに限る。）の結果、発行会社が本社債に係る次の利払日

において追加額（下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」において定義される。）の支払義務を

負うことになる場合、発行会社はその選択により本「償還の方法－(2)」の下から２番目の段落に基づく償還

に関する事前の公告を本社債権者に対して行うことにより、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の

100％で、償還期日（その日を含む。）までの一切の経過利息を付して、いつでも償還することができる。ただ

し、かかる公告は、本社債に関して支払期限が到来したと仮定すれば発行会社が追加額の支払義務を負うこと

となる最も早い日から90日よりも前に行うことはできない。

発行会社が下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」に基づいてかかる追加額の支払義務を負

担するもののスウェーデン王国の法律または同国におけるもしくは同国の課税当局の規則により当該追加額

の全部または一部の支払を禁じられる場合、発行会社は本「償還の方法－(2)」の下から２番目の段落に基づ

く償還に関する事前の公告を本社債権者に対して行うことにより、実務上可能な限り速やかに（ただし、(i)

発行会社に追加額の支払義務を生ぜしめる事由の発生日または(ii)当該法律または規則が施行される日のい

ずれか遅い方から60日以内とする。）、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の100％で、償還期日（そ

の日を含む。）までの一切の経過利息を付して償還しなければならない（ただし、かかる法律または規則に従

う。）。

本「償還の方法－(2)」に従い償還に関する公告を本社債権者に対して行うに先立ち、発行会社は財務代

理人に対して、(i)当該追加額の支払義務の発生および（義務的償還の場合は）スウェーデン王国の法律また

は同国におけるもしくは同国の課税当局の規則による当該支払の禁止を示す合理的な範囲で詳細な事実、

(ii)（発行会社の償還権選択の場合は）かかる償還の実施の選択に係る発行会社の決定ならびに(iii)償還

予定期日を記載した、発行会社の適法に授権された役員が署名した証明書と共に、前２段落に規定する変更ま

たは改正の結果、発行会社が当該追加額の支払義務を負っているかまたは負うこととなること、および（義務

的償還の場合）当該支払の全部または一部がかかる法律または規則により禁止されることになることを記載

した定評ある独立の法律顧問による法律意見書を添付して提出しなければならない。かかる証明書および法

律意見書は英文で作成されるものとする。

直前の段落に基づいて提供される証明書および法律意見書は、財務代理人が受領後速やかにかつ本社債の

償還期日から１年を経過するまで財務代理人の本店に備えられ、通常の営業時間に本社債権者の閲覧または

謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用はこれを請求する者の負担とする。

発行会社は本「償還の方法－(2)」に従って行われる償還について財務代理人に対して償還予定期日の少

なくとも30日前までにその通知を行い、財務代理人は発行会社に代わってかかる償還予定期日の少なくとも

14日前までに本社債権者に対して償還に関する公告をするものとする。なお、当該償還予定期日は営業日（下

記「摘要－３ 支払い－(ロ)」において定義される。）でなければならず、また財務代理人に対するかかる通

知および発行会社に代わって財務代理人により行われる本社債権者に対する公告は取消不能とする。

本「償還の方法－(2)」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする（ただし、上記

に別段の定めがある場合を除く。）。

(3)　買入消却

発行会社またはその子会社は、適用ある法律に別段の定めがある場合を除き、また保振機構業務規程等の

規定に従って、公開市場または相対取引により任意の価格で本社債を随時買入れることができ、そのように買

入れた本社債はすべて直ちに消却するものとし、転売または再発行することはできない。ただし、発行会社ま

たはその子会社が買入れた本社債であって、可能性のある爾後の取引のための保有を決定するものおよび発

行会社またはその子会社が証券ディーラーとして、または実質保有者以外のその他の資格で行う通常業務の
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一環として買入れた本社債についてはこの限りでない。また買入れが入札により実施されるときは、すべての

本社債権者に同様にその機会を与えるものとする。

担　　　保

　本社債はいかなる物上担保によっても担保されない。

本社債の地位

本社債は、発行会社の無条件かつ無担保の債務であり、その相互の間において優先劣後せず同順位であり、また

預金債務を含む発行会社の一切の他の無担保債務（劣後債務およびスウェーデン法により優先弁済が認められ

た債務を除く。）と弁済に関して同順位である。

財務上の特約

(1)　担保提供制限

担保提供制限条項は規定されていない。

(2)　その他の条項

該当事項なし

社債権者集会

(1)　本社債の未償還総額の10分の１以上にあたる本社債を保有する本社債権者が共同または単独で社債権者集

会の議題である本社債権者の利害に関連する事項を記載した書面により社債権者集会の開催を、発行会社を

代理する財務代理人に対しその本店において請求する場合（ただし、当該本社債権者の書面請求には保有証

明書（下記「摘要－２ 債務不履行事由」に定義される。）を添付するものとする。）、または発行会社が社債

権者集会の開催を必要と認めて財務代理人に対し社債権者集会の開催予定日より少なくとも35日前までに書

面による通知をした場合、発行会社は本社債権者の利害に関連する事項を議題とする社債権者集会の招集を

行う。ただし、社債の要項の修正については、本社債に基づく本社債権者の権利の放棄を除き、発行会社の同意

を必要とする。

社債権者集会が招集される場合、財務代理人は発行会社に代わって当該社債権者集会の招集公告を当該集

会の開催日の少なくとも21日前までに本社債権者に対して行い、かつ、発行会社は発行会社に代わって財務代

理人が社債権者集会の招集および議事の進行の促進のために必要な手続をとるようにさせる。

(2)　本社債権者は当該社債権者集会において、自ら出席しもしくは代理人を通じて、または、発行会社もしくは発

行会社に代わって財務代理人が定める規則および手続に従って、書面もしくは（発行会社が電磁的方法によ

る議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により、その議決権を行使することができる。社債権者集会に

おいては、各本社債権者は当該本社債権者の保有する（その時点で未償還の）本社債の金額に応じて議決権

を有する。ただし、本社債権者は、当該集会の開催日の少なくとも７日前までに保有証明書を財務代理人に対

しその本店において提示し、かつ、当該集会の開催日に当該集会において発行会社または財務代理人に対し保

有証明書を提示しなければならず、さらに、当該本社債権者は、かかる保有証明書を（場合に応じて）保振機

構または当該本社債権者の関連する口座管理機関（下記「摘要－３ 支払い－(イ)」に定義される。）に返還

するまでは、本社債の振替の申請または抹消の申請をすることができない。発行会社は、その代表者を当該集

会に出席させ、当該集会においてその意見を表明させることができる。

(3)　当該社債権者集会の決議は、当該集会に出席し、当該集会において議決権を行使する権利を有する本社債権

者（以下「議決権者」という。）が保有する議決権の総数の２分の１超をもってこれをなす。ただし、下記の

事項については特別決議（以下に定義される。）を要する。
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(a)　すべての本社債に関してなされる支払の猶予、債務不履行によって生じた責任の免除または和解（下

記(b)に記載の事項を除く。）

(b)　すべての本社債に関してなされる訴訟行為または破産、会社更生もしくはこれに準ずる手続に関する

すべての行為

(c)　社債権者集会において決議すべき事項の決定について、社債権者集会の決議により指名および授権さ

れる本社債権者の１名もしくは複数名の代表者（ただし、かかる代表者は各々その時点で未償還の、

本社債の総額の1,000分の１以上を保有する者でなければならない。）（以下「代表本社債権者」と

いう。）または社債権者集会の決議により指名および授権されることのある社債権者集会の決議を執

行する者（以下「決議執行者」という。）の選任もしくは解任、または上記の者に委託した事項の変

更

(d)　本要項の条項に基づいて特別決議が要求されているその他の事項

「特別決議」とは、社債権者集会において、本社債の未償還総額に係る議決権者が保有する議決権の総数

の５分の１以上、かつ、当該集会に出席した議決権者が保有する議決権の総数の３分の２以上の賛成をもって

採択される決議を意味する。

社債権者集会において行使された議決権の数の算定上、代理人によりまたは書面もしくは（発行会社が電

磁的方法による議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により議決権を行使した本社債権者も、これに

出席しまた議決権を行使したものとみなされる。

(4)　本「社債権者集会」に従って行われた決議は、すべての本社債権者に対し、当該社債権者集会に出席したか

否かを問わず、適用ある日本法が認める限度において拘束力を有し、その執行は代表本社債権者または決議執

行者がこれにあたる。

(5)　本「社債権者集会」において、発行会社またはその子会社が保有する本社債は除外され、未償還でないもの

とみなす。

(6)　社債権者集会は日本国東京都において開催される。

(7)　本「社債権者集会」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

準拠法及び管轄裁判所

発行会社による本社債の発行に関する授権を除き、本社債ならびにこれに基づく本社債権者を含むすべての当

事者の一切の権利および義務は、すべて日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

社債の要項において別段の定めがある場合を除き、本社債に基づく義務の履行地は、日本国東京都とする。

本社債もしくは社債の要項から生ずるかまたはこれらに関する発行会社に対する一切の訴訟またはその他の

裁判手続は、非専属的に、東京地方裁判所に対して提起することができ、発行会社は、かかる裁判所の管轄権に明

示的、無条件かつ取消不能の形で服することに合意する。発行会社は、かかる訴訟またはその他の裁判手続につい

て下された最終判決または決定は確定的であることに合意する。

発行会社は、本社債もしくは社債の要項から生ずるか、またはこれらに関して日本国東京都において提起され

ることのある一切の法的またはその他の訴訟行為につき、訴状または一切の司法もしくはその他裁判上の書類の

送達を受ける発行会社の権限ある代理人として日本国東京都に所在する弁護士である多賀大輔氏を指名し、当該

訴状または一切の司法もしくはその他裁判上の書類の送達を受けるべき場所として現在日本国〒106-6036 東京

都港区六本木一丁目６番１号 泉ガーデンタワーに所在のアンダーソン・毛利・友常法律事務所のその時々の所

在地を指定する。発行会社は、本社債の未償還残高が存する限りいつでも、かかる指名および指定が完全な効力を

有しそれを継続するのに必要な一切の行為（あらゆる書類および証書の作成および提出を含む。）をなすことに

合意する。いずれかの時点でかかる代理人が何らかの理由により発行会社のかかる権限ある代理人として行為す

ることが不可能な場合、直前の文に定められた発行会社の義務はかかる事由の発生後も引続き有効とし、発行会
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社は直ちに日本国東京都に所在する後任の権限ある代理人を指名し、かつかかる指名が効力を有するのに必要な

一切の行為をなすことを約束する。発行会社は、財務代理人に対し、かかる後任の代理人を指名したことを速やか

に通知し、その旨を本社債権者に対して公告する。

本「準拠法及び管轄裁判所」の規定は、本社債権者が、発行会社に対し、適用ある法律に基づいていずれかの管

轄裁判所に訴訟またはその他の裁判手続を提起する権利またはその他法律により認められている方法で訴状ま

たは一切の司法もしくはその他裁判上の書類の送達を行う権利に影響を与えるものではない。

日本において得られた判決のスウェーデンにおける効力については、下記「第二部－第１　本国における法制

等の概要－日本において得られた判決の効力」を参照のこと。

摘　　要

１　信用格付

(イ)　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、日本国金融商品取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。）（以下「金商法」とい

う。）第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、または閲覧に供される信用格付はない。

(ロ)　その他の信用格付

発行会社は、本社債について、格付の付与を、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド（以下

「ムーディーズ」という。）およびスタンダード＆プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッ

パ・リミテッド（以下「S&P」という。）に依頼する予定であり、本社債の条件決定後にかかる格付けを取得でき

る予定である。

発行会社は、ムーディーズからAa3（安定的）の長期発行体格付を、また、S&PからAA-（ネガティブ）の長期発

行体格付をそれぞれ付与されており、本書提出日現在、かかる長期発行体格付に変更はない。

ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、金商法第66条の27に基づく信用格付業者として登録

されていない（かかる業者を、以下「無登録格付業者」という。）。無登録格付業者は、金融庁の監督および金商

法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引

業等に関する内閣府令第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。

ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金商法第66条の27に基づく登録を受けた信用格

付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）およびスタンダー

ド＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）を有している。ムー

ディーズおよびS&Pが付与する信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されている(i)ムー

ディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp）

の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録

格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および(ii)スタンダード＆プアーズ・レー

ティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.com/home/jp/jp）の「ライブラ

リ・規制関連」の「無登録格付け情報」（http://www.standardandpoors.com/ratings/unregistered/jp/jp）

に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。

２　債務不履行事由

以下に掲げる事由の発生および継続は債務不履行事由（以下「債務不履行事由」という。）を構成する。

(a)　支払期限の到来にもかかわらず、本社債のいずれかに関して発行会社による元金または利息の支払の不履

行が７日（元金の場合）または30日（利息の場合）間生じる場合。
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(b)　本社債に基づく発行会社を拘束するいずれかの義務、条件または規定（本社債に係る元利金の支払義務以

外のもの）の履行または遵守について発行会社による不履行があり、かつ、当該不履行が治癒可能でない

ときを除き、いずれかの本社債権者による発行会社に対するその旨の書面による通知（当該通知には、保

振機構または関連する口座管理機関により発行された当該本社債の保有を証する証明書（以下「保有証

明書」という。）を添付しなければならない。）が財務代理人の本店において行われた後当該不履行が30

日間継続する場合。

(c)　発行会社について管轄権を有するスウェーデン王国の政府機関もしくは監督当局が発行会社もしくはそ

の財産の全部もしくは実質的に全部に関わる支払不能、破産、再生、負債整理、資産・負債の順位決定もし

くは類似の債務整理における管理人もしくは清算人の任命もしくはその事業の解散もしくは清算に係る

手続を開始し、またはスウェーデン王国の裁判所が発行会社もしくはその財産の全部もしくは実質的に

全部に関わる支払不能、破産、再生、負債整理、資産・負債の順位決定もしくは類似の債務整理における管

理人もしくは清算人の任命もしくはその事業の解散もしくは清算に係る判決もしくは命令を下し、かつ、

かかる手続、判決または命令が60日間、取消されず、または解除もしくは中止されることなく効力を有す

る場合。

(d)　発行会社が支払不能に係る法を利用する申立てを行う場合、またはその債務弁済を任意に停止する場合。

(e)　発行会社がその事業の全部または実質的に全部の遂行を止める場合、または止めるおそれがある場合（た

だし、特別決議により事前に承認された再構築、吸収合併もしくは新設合併の目的のためにまたはこれら

を受けて行われるときを除く。）

債務不履行事由が１つ以上発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人の本店において、当該債務不

履行事由を特定した発行会社に対する書面による通知（当該書面通知は、保有証明書を添付しなければならず、

受領時に効力を生じる。）をすることにより、当該本社債権者が保有する本社債および当該本社債に対してその

時まで発生するすべての経過利息について直ちに期限の利益の喪失を宣言することができ、それにより、発行会

社に代わって財務代理人がかかる通知を受領する前にすべての債務不履行事由が治癒されていない限り、当該本

社債は、呈示、催告、拒絶証書その他いかなる通知も必要とすることなく、その金額の100％でこれに対するすべて

の経過利息（もしあれば）とともに直ちに支払われるものとする。

もし(i)上記(b)から(e)に掲げる事由のいずれかが発生した場合、または(ii)時の経過もしくは通知の送付も

しくはその双方により当該事由のいずれかとなる事態が存在する場合、発行会社は、直ちに（ただし、上記(ii)の

場合は発行会社がかかる事態を知ることとなったときに直ちに）、かかる事由または事態を財務代理人に書面で

通知し、その旨を本社債権者に対して公告する。また、もし上記(a)に掲げる事由または時の経過によりかかる事

由となる事態が発生し継続している場合、発行会社は直ちにかかる事由または事態を財務代理人に書面で通知

し、かつ財務代理人は発行会社に代わって本社債権者に対して公告する。

本「摘要－２ 債務不履行事由」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

３　支払い

(イ)　本社債の元金および利息の支払は、支払代理人により、振替法および保振機構業務規程等に基づいて、本社

債権者に対し、当該本社債権者が機構加入者である場合は直接、またそれ以外の場合には、当該本社債権者

が本社債を記録させるために口座を開設した関連する口座管理機関（以下「口座管理機関」という。）を

通じて、行われる。上記にかかわらず、支払代理人が、発行会社から受領した本社債の元金または利息の支払

に必要な資金を、関連する機構加入者に配分した時点で、発行会社は、社債の要項に基づくかかる支払義務

から免責される。

(ロ)　本社債の元金または利息の支払期日が営業日でない場合、本社債権者は翌営業日まで当該支払期日に支払

われるべき金額の支払を受ける権利を有せず、またかかる支払の繰延べに伴う追加利息またはその他の追
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加支払を受ける権利も有しない。本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルス

バンケン・エイ・ビー・プブリクト第１回円貨社債(2013)＞」において、「営業日」とは、日本国東京都に

おける銀行の営業日をいう。

(ハ)　支払期日に支払われるべき本社債の元金または利息の全額を支払代理人がかかる支払期日後に受領した場

合、財務代理人は、支払代理人によるかかる金額の受領後、実務上可能な限り速やかに、ただし遅くとも14日

以内に、本社債権者に対して金額受領の旨および支払方法ならびに支払日の公告を行う。かかる受領の時点

でかかる支払方法もしくは支払日（またはその双方）を決定することができない場合、財務代理人は本社

債権者に対してかかる金額受領の旨ならびに決定された範囲内でかかる支払方法および／または支払日の

公告を本社債権者に対して行い、後日、その決定後速やかに、かかる支払方法および／または支払日につい

て、本社債権者に対して公告を行う。当該公告に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

４　税制上の理由による追加の支払い

(イ)　発行会社による本社債に係る元利金の一切の支払は、スウェーデン王国によりもしくは同国のために、また

は同国のもしくは同国における課税当局によりもしくはそのために賦課または徴収される現在または将来

の租税または賦課金（性質の如何を問わない。）のための源泉徴収または控除を行うことなく支払われる

ものとする。ただし、かかる租税または賦課金の源泉徴収または控除が法律により要求される場合はこの限

りでない。その場合、発行会社は、当該源泉徴収または控除後に本社債権者が受領し得る純額が、当該源泉徴

収または控除がなければ本社債に関して受領し得たであろう元金または利息の各金額と等しくなるために

必要な追加額（以下「追加額」という。）を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下に定めるいず

れの本社債に関しても支払われない。

(a)　単に当該本社債を保有していること以外にスウェーデン王国と何らかの関連を有していることを理由

として当該本社債に関して当該租税もしくは賦課金の支払義務を負う本社債権者によりまたはかか

る本社債権者のために保有されているもの

(b)　（本社債券（下記「摘要－５ 本社債券の不発行」に定義される。）が発行される場合に限り）その券

面が関連日（以下に定義される。）の後30日を経過して支払呈示がなされるもの（ただし、かかる本

社債の保有者が当該30日目の日以前にこれを支払呈示したとすると追加額の支払を受ける権利を有

していた場合はこの限りでない。）

(c)　国籍もしくは住所またはスウェーデン王国との関係に係る証明、確認またはその他報告要件を遵守し

ていればかかる源泉徴収または控除が課されない本社債権者によりまたはそのために保有されるも

の（ただし、本(c)に規定する発行会社の追加額支払い義務の限定は、当該要件の遵守手続が保振機構

業務規程等に従い実施されていない場合には適用されない。）

本「摘要－４　税制上の理由による追加の支払い－(イ)」において、「関連日」とは、当該支払の期限

が最初に到来する日、または支払われるべき金銭の全額が当該支払期日以前に財務代理人により受領

されていない場合には、当該金銭の全額が財務代理人により受領され、かつ上記「摘要－３　支払い－

(ハ)」に従って最終の公告が財務代理人によりなされる日をいう。

(ロ)　本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリク

ト第１回円貨社債(2013)＞」において元金または利息には、本「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払

い」に従い元金または利息に関しそれぞれ支払われるべき追加額を含むものとみなす。本「摘要－４ 税制

上の理由による追加の支払い」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

５　本社債券の不発行

本社債の社債券（以下「本社債券」という。）は、本社債権者がその発行を請求できる振替法に規定された例

外的な場合を除き、発行されない。本社債券が発行される場合、かかる本社債券は支払期日未到来の利札付無記名

式に限るものとし、本社債権者は本社債券の記名式への変更または分割もしくは併合を要求することはできな
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い。

本社債券が発行された場合、本社債の元金および利息の計算および支払の方法、本社債権者による本社債に基

づく権利の行使および本社債の譲渡、ならびに本社債に関するその他のすべての事項は、その時点で適用ある日

本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行に従うものとする。社債の要項の規定とその時点で適用

ある日本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行との間に齟齬がある場合には、当該日本国の法令

およびその時点の日本国の一般的な市場慣行が優先するものとする。

本社債券の当初発行に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

６　時　　効

本社債の消滅時効は、元金については10年、利息については５年とする。

７　社債原簿

本社債の社債原簿は、発行会社に代わって財務代理人がこれを作成および管理し、その本店に備え置く。

８　通貨の補償

本社債の元金もしくは利息または本社債に関して支払うべきその他の金額の支払を命ずる判決または命令が

いずれかの裁判所によりなされまたは発せられ、かかる判決または命令が日本円以外の通貨で表示されている場

合には、かかる判決または命令に関連して本社債権者がかかる通貨により受領したまたは回収したいかなる金額

も当該本社債権者が日本円建で受領したまたは回収した金額の範囲でのみ発行会社を免責するものであり、発行

会社は、かかる本社債権者に対し、(i) かかる判決もしくは命令（またはその一部）の目的上日本円金額が日本

円以外の通貨で表示されている金額に換算された（または換算されたものとみなされた）日と (ii) かかる判

決もしくは命令（またはその一部）の履行がなされた日との間に生じた換算率の変動から生じる不足額を補填

するために必要な金額を支払うことを約束する。適用ある法律が認める限度において、上記の約束は、発行会社の

他の債務から別個、独立の債務を構成し、発行会社に対する別個、独立の請求原因となり、その時々の本社債権者

が猶予したか否かを問わず適用され、いかなる判決または命令にもかかわらず継続して完全な効力を有するもの

とする。

＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第２回円貨社債(2013)＞

以下は、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第２回円貨社債(2013)（以下「本社

債」という。）について記載されており、「本社債権者」とは、本社債の社債権者を指す。

本＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第２回円貨社債(2013)＞における本社債

の未定事項または予定事項は2013年６月下旬頃に決定される予定である。

銘　　柄
スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第２回円貨社債

(2013)(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格 各社債の金額100円につき100円 利率（％） （未定）(注３)
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利払日
毎年１月４日および

７月４日 (注４)
償還期限 2018年７月４日 (注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2013年６月26日 (注６) 払込期日 2013年７月４日 (注７)

申込取扱場所 別項記載の各金融商品取引業者の日本国内における本店および各支店

(注１) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）（以下「振替

法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法および保振機構

（下記「振替機関」において定義される。）が随時定める社債等の振替に関する業務規程ならびにその他の規則およ

びガイドライン（以下総称して「保振機構業務規程等」という。）に従って取り扱われる。

(注２) 上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき本社債の需要

状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本社債の条件

決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額および発行価額の

総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３) 利率は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2013年６月下旬頃に決定

される予定である。

(注４) 各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５) 償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６) 申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７) 払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

振替機関

名　　　　称 住　　　　　　　所

株式会社証券保管振替機構

（以下「保振機構」という。）（注）
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

(注)　保振機構には、主務大臣が振替法に従って指定する後継の振替機関を含むものとみなす。

公告の方法

本社債の要項（以下「社債の要項」という。）に基づいて行うべき、または本社債に関する一切の公告は、日本

国の官報（もし可能であれば）ならびに東京都および大阪市において発行される時事に関する事項を掲載する

日本語の日刊新聞紙上にそれぞれ１回これを行う。かかる公告は、上記による掲載日（または２回以上もしくは

異なる日に掲載される場合は最初の掲載日）になされたとみなされる。各本社債権者に対する直接の通知はこれ

を要しない。発行会社が行うべき当該公告は、発行会社の請求があった場合に、発行会社の費用負担により、発行

会社に代わって財務代理人（下記「財務代理人とその職務」に定義される。）がこれを行うものとする。

引　受　人

元引受契約を締結する金融商品取引業者 引受金額

（百万円）
元引受の条件

会　社　名 住　　所
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メリルリンチ日本証券株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

（以下「共同主幹事会社」と総称

する。）

東京都中央区日本橋一丁目

４番１号

日本橋一丁目ビルディング

東京都千代田区丸の内二丁目

５番２号

東京都千代田区大手町一丁目

５番１号

大手町ファーストスクエア

東京都中央区日本橋一丁目

９番１号

共同主幹事会社が

連帯して本社債の

発行総額を引受け

るので、個々の共

同主幹事会社の引

受金額はない。

本社債の発行総額

は、発行会社と共

同主幹事会社との

間で2013年６月26

日（予定）に調印

される元引受契約

に従い共同主幹事

会社により連帯し

て買取引受けさ

れ、一般に募集さ

れる。左記以外の

元引受の条件は未

定であるが、本社

債の条件決定日

に、発行条件とと

もに決定される予

定である。
合　　計 5,000（予定）

財務代理人とその職務

本社債について、社債の管理会社は設置されない。

財務代理人・発行代理人兼支払代理人の名称 住　　　　　　所

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

本社債に関する発行会社の財務代理人・発行代理人兼支払代理人（以下「財務代理人」という。文脈上別意に

解すべき場合を除き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理人を意味する。）は、株式会社

三井住友銀行とする。財務代理人は、社債の要項、発行会社および財務代理人間の2013年６月26日付（予定）の財

務代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）、振替法ならびに保振機構業務規程等に定める義務を履行し

職務を行う。財務代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者に対していかなる義務も負わず、ま

た、本社債権者との間で代理または信託関係を有しない。社債の要項が添付された財務代理契約の写しは、本社債

の償還期日から１年を経過するまで、財務代理人の本店に備えられ、通常の営業時間に本社債権者の閲覧または

謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用はこれを請求する者の負担とする。

発行会社は随時、財務代理人の任命を変更または終了することができる。ただし、後任の財務代理人、発行代理

人および支払代理人が有効に任命されるまで（ただし、かかる後任の財務代理人が保振機構業務規程等に従って

発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、財務代理人の任命は継続

する。かかる場合、発行会社は、財務代理人の変更を事前に本社債権者に対して公告する。

後任の財務代理人、発行代理人および支払代理人は、かかる任命が有効とされる日をもって、退任する財務代理

人の地位を承継し、退任する財務代理人と代替し、社債の要項、財務代理契約および保振機構業務規程等に定め

る、退任する財務代理人の義務を履行し職務を行う。
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保振機構が発行会社に対し、財務代理人の発行代理人または支払代理人としての指定を取消す旨の通知をなし

た場合には、発行会社は、遅滞なく後任の財務代理人、発行代理人および支払代理人を選任し（ただし、かかる後

任の財務代理人が保振機構業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有している

ことを条件とする。）、その旨を本社債権者に対して公告する。

利息支払の方法

本社債の利息は2013年７月５日（その日を含む。）から2018年７月４日（その日を含む。）（ただし、本「利息

支払の方法」第４段落に従う。）までこれを付し、毎年１月４日および７月４日の２回、各々その日（その日を含

む。）までの６か月分を後払いする。本「利息支払の方法」において定められた各利払の日を、以下「利払日」と

いう。

６か月以外の期間の利息については、かかる期間中の実日数について、１年365日の日割計算により支払われ

る。

各本社債権者に支払われる利息の総額は、保振機構業務規程等に従って計算される。

本社債の利息は、償還期日（その日を含まない。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の

要項に従った本社債の償還を怠ったときは、その時点で未償還の本社債の未返済元金額について償還期日（その

日を含まない。）からかかる本社債の償還が実際に行われた日（その日を含む。）までの期間中の実日数につき、

１年365日の日割計算により、上記「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケ

ン・エイ・ビー・プブリクト第２回円貨社債(2013)＞－利率」に定める利率による利息が日本円で支払われる。

ただし、その期間は、（保振機構業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人（以下

「支払代理人」という。）が、自己が受領した本社債全額の償還のために必要な資金を、本社債の振替を行うため

保振機構に口座を開設している関連する機構加入者（以下「機構加入者」という。）に配分した日を超えない。

ただし、保振機構業務規程等のもとでかかる支払期日後の配分ができない場合、かかる期間は財務代理人が下記

「摘要－３ 支払い－(ハ)」に従い最終の公告を行った日以後14日を超えない。

償還の方法

(1)　満期償還

本社債は、期限前に償還され、または買入消却されない限り、2018年７月４日に本社債の金額の100％で償

還される。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還

または返済することができない。

(2)　税務上の理由による償還

スウェーデン王国の法律もしくは同国におけるもしくは同国の課税当局の規則に係る実際のもしくは予

定される変更もしくは改正またはかかる法律もしくは規則の適用に係る当該変更もしくは改正（ただし、当

該変更もしくは改正は発行日以降に効力を生じるものに限る。）の結果、発行会社が本社債に係る次の利払日

において追加額（下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」において定義される。）の支払義務を

負うことになる場合、発行会社はその選択により本「償還の方法－(2)」の下から２番目の段落に基づく償還

に関する事前の公告を本社債権者に対して行うことにより、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の

100％で、償還期日（その日を含む。）までの一切の経過利息を付して、いつでも償還することができる。ただ

し、かかる公告は、本社債に関して支払期限が到来したと仮定すれば発行会社が追加額の支払義務を負うこと

となる最も早い日から90日よりも前に行うことはできない。

発行会社が下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」に基づいてかかる追加額の支払義務を負

担するもののスウェーデン王国の法律または同国におけるもしくは同国の課税当局の規則により当該追加額
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の全部または一部の支払を禁じられる場合、発行会社は本「償還の方法－(2)」の下から２番目の段落に基づ

く償還に関する事前の公告を本社債権者に対して行うことにより、実務上可能な限り速やかに（ただし、(i)

発行会社に追加額の支払義務を生ぜしめる事由の発生日または(ii)当該法律または規則が施行される日のい

ずれか遅い方から60日以内とする。）、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の100％で、償還期日（そ

の日を含む。）までの一切の経過利息を付して償還しなければならない（ただし、かかる法律または規則に従

う。）。

本「償還の方法－(2)」に従い償還に関する公告を本社債権者に対して行うに先立ち、発行会社は財務代

理人に対して、(i)当該追加額の支払義務の発生および（義務的償還の場合は）スウェーデン王国の法律また

は同国におけるもしくは同国の課税当局の規則による当該支払の禁止を示す合理的な範囲で詳細な事実、

(ii)（発行会社の償還権選択の場合は）かかる償還の実施の選択に係る発行会社の決定ならびに(iii)償還

予定期日を記載した、発行会社の適法に授権された役員が署名した証明書と共に、前２段落に規定する変更ま

たは改正の結果、発行会社が当該追加額の支払義務を負っているかまたは負うこととなること、および（義務

的償還の場合）当該支払の全部または一部がかかる法律または規則により禁止されることになることを記載

した定評ある独立の法律顧問による法律意見書を添付して提出しなければならない。かかる証明書および法

律意見書は英文で作成されるものとする。

直前の段落に基づいて提供される証明書および法律意見書は、財務代理人が受領後速やかにかつ本社債の

償還期日から１年を経過するまで財務代理人の本店に備えられ、通常の営業時間に本社債権者の閲覧または

謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用はこれを請求する者の負担とする。

発行会社は本「償還の方法－(2)」に従って行われる償還について財務代理人に対して償還予定期日の少

なくとも30日前までにその通知を行い、財務代理人は発行会社に代わってかかる償還予定期日の少なくとも

14日前までに本社債権者に対して償還に関する公告をするものとする。なお、当該償還予定期日は営業日（下

記「摘要－３ 支払い－(ロ)」において定義される。）でなければならず、また財務代理人に対するかかる通

知および発行会社に代わって財務代理人により行われる本社債権者に対する公告は取消不能とする。

本「償還の方法－(2)」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする（ただし、上記

に別段の定めがある場合を除く。）。

(3)　買入消却

発行会社またはその子会社は、適用ある法律に別段の定めがある場合を除き、また保振機構業務規程等の

規定に従って、公開市場または相対取引により任意の価格で本社債を随時買入れることができ、そのように買

入れた本社債はすべて直ちに消却するものとし、転売または再発行することはできない。ただし、発行会社ま

たはその子会社が買入れた本社債であって、可能性のある爾後の取引のための保有を決定するものおよび発

行会社またはその子会社が証券ディーラーとして、または実質保有者以外のその他の資格で行う通常業務の

一環として買入れた本社債についてはこの限りでない。また買入れが入札により実施されるときは、すべての

本社債権者に同様にその機会を与えるものとする。

担　　　保

　本社債はいかなる物上担保によっても担保されない。

本社債の地位

本社債は、発行会社の無条件かつ無担保の債務であり、その相互の間において優先劣後せず同順位であり、また

預金債務を含む発行会社の一切の他の無担保債務（劣後債務およびスウェーデン法により優先弁済が認められ

た債務を除く。）と弁済に関して同順位である。
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財務上の特約

(1)　担保提供制限

担保提供制限条項は規定されていない。

(2)　その他の条項

該当事項なし

社債権者集会

(1)　本社債の未償還総額の10分の１以上にあたる本社債を保有する本社債権者が共同または単独で社債権者集

会の議題である本社債権者の利害に関連する事項を記載した書面により社債権者集会の開催を、発行会社を

代理する財務代理人に対しその本店において請求する場合（ただし、当該本社債権者の書面請求には保有証

明書（下記「摘要－２ 債務不履行事由」に定義される。）を添付するものとする。）、または発行会社が社債

権者集会の開催を必要と認めて財務代理人に対し社債権者集会の開催予定日より少なくとも35日前までに書

面による通知をした場合、発行会社は本社債権者の利害に関連する事項を議題とする社債権者集会の招集を

行う。ただし、社債の要項の修正については、本社債に基づく本社債権者の権利の放棄を除き、発行会社の同意

を必要とする。

社債権者集会が招集される場合、財務代理人は発行会社に代わって当該社債権者集会の招集公告を当該集

会の開催日の少なくとも21日前までに本社債権者に対して行い、かつ、発行会社は発行会社に代わって財務代

理人が社債権者集会の招集および議事の進行の促進のために必要な手続をとるようにさせる。

(2)　本社債権者は当該社債権者集会において、自ら出席しもしくは代理人を通じて、または、発行会社もしくは発

行会社に代わって財務代理人が定める規則および手続に従って、書面もしくは（発行会社が電磁的方法によ

る議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により、その議決権を行使することができる。社債権者集会に

おいては、各本社債権者は当該本社債権者の保有する（その時点で未償還の）本社債の金額に応じて議決権

を有する。ただし、本社債権者は、当該集会の開催日の少なくとも７日前までに保有証明書を財務代理人に対

しその本店において提示し、かつ、当該集会の開催日に当該集会において発行会社または財務代理人に対し保

有証明書を提示しなければならず、さらに、当該本社債権者は、かかる保有証明書を（場合に応じて）保振機

構または当該本社債権者の関連する口座管理機関（下記「摘要－３ 支払い－(イ)」に定義される。）に返還

するまでは、本社債の振替の申請または抹消の申請をすることができない。発行会社は、その代表者を当該集

会に出席させ、当該集会においてその意見を表明させることができる。

(3)　当該社債権者集会の決議は、当該集会に出席し、当該集会において議決権を行使する権利を有する本社債権

者（以下「議決権者」という。）が保有する議決権の総数の２分の１超をもってこれをなす。ただし、下記の

事項については特別決議（以下に定義される。）を要する。

(a)　すべての本社債に関してなされる支払の猶予、債務不履行によって生じた責任の免除または和解（下

記(b)に記載の事項を除く。）

(b)　すべての本社債に関してなされる訴訟行為または破産、会社更生もしくはこれに準ずる手続に関する

すべての行為

(c)　社債権者集会において決議すべき事項の決定について、社債権者集会の決議により指名および授権さ

れる本社債権者の１名もしくは複数名の代表者（ただし、かかる代表者は各々その時点で未償還の、

本社債の総額の1,000分の１以上を保有する者でなければならない。）（以下「代表本社債権者」と

いう。）または社債権者集会の決議により指名および授権されることのある社債権者集会の決議を執

行する者（以下「決議執行者」という。）の選任もしくは解任、または上記の者に委託した事項の変

更

(d)　本要項の条項に基づいて特別決議が要求されているその他の事項
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「特別決議」とは、社債権者集会において、本社債の未償還総額に係る議決権者が保有する議決権の総数

の５分の１以上、かつ、当該集会に出席した議決権者が保有する議決権の総数の３分の２以上の賛成をもって

採択される決議を意味する。

社債権者集会において行使された議決権の数の算定上、代理人によりまたは書面もしくは（発行会社が電

磁的方法による議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により議決権を行使した本社債権者も、これに

出席しまた議決権を行使したものとみなされる。

(4)　本「社債権者集会」に従って行われた決議は、すべての本社債権者に対し、当該社債権者集会に出席したか

否かを問わず、適用ある日本法が認める限度において拘束力を有し、その執行は代表本社債権者または決議執

行者がこれにあたる。

(5)　本「社債権者集会」において、発行会社またはその子会社が保有する本社債は除外され、未償還でないもの

とみなす。

(6)　社債権者集会は日本国東京都において開催される。

(7)　本「社債権者集会」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

準拠法及び管轄裁判所

発行会社による本社債の発行に関する授権を除き、本社債ならびにこれに基づく本社債権者を含むすべての当

事者の一切の権利および義務は、すべて日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

社債の要項において別段の定めがある場合を除き、本社債に基づく義務の履行地は、日本国東京都とする。

本社債もしくは社債の要項から生ずるかまたはこれらに関する発行会社に対する一切の訴訟またはその他の

裁判手続は、非専属的に、東京地方裁判所に対して提起することができ、発行会社は、かかる裁判所の管轄権に明

示的、無条件かつ取消不能の形で服することに合意する。発行会社は、かかる訴訟またはその他の裁判手続につい

て下された最終判決または決定は確定的であることに合意する。

発行会社は、本社債もしくは社債の要項から生ずるか、またはこれらに関して日本国東京都において提起され

ることのある一切の法的またはその他の訴訟行為につき、訴状または一切の司法もしくはその他裁判上の書類の

送達を受ける発行会社の権限ある代理人として日本国東京都に所在する弁護士である多賀大輔氏を指名し、当該

訴状または一切の司法もしくはその他裁判上の書類の送達を受けるべき場所として現在日本国〒106-6036 東京

都港区六本木一丁目６番１号 泉ガーデンタワーに所在のアンダーソン・毛利・友常法律事務所のその時々の所

在地を指定する。発行会社は、本社債の未償還残高が存する限りいつでも、かかる指名および指定が完全な効力を

有しそれを継続するのに必要な一切の行為（あらゆる書類および証書の作成および提出を含む。）をなすことに

合意する。いずれかの時点でかかる代理人が何らかの理由により発行会社のかかる権限ある代理人として行為す

ることが不可能な場合、直前の文に定められた発行会社の義務はかかる事由の発生後も引続き有効とし、発行会

社は直ちに日本国東京都に所在する後任の権限ある代理人を指名し、かつかかる指名が効力を有するのに必要な

一切の行為をなすことを約束する。発行会社は、財務代理人に対し、かかる後任の代理人を指名したことを速やか

に通知し、その旨を本社債権者に対して公告する。

本「準拠法及び管轄裁判所」の規定は、本社債権者が、発行会社に対し、適用ある法律に基づいていずれかの管

轄裁判所に訴訟またはその他の裁判手続を提起する権利またはその他法律により認められている方法で訴状ま

たは一切の司法もしくはその他裁判上の書類の送達を行う権利に影響を与えるものではない。

日本において得られた判決のスウェーデンにおける効力については、下記「第二部－第１　本国における法制

等の概要－日本において得られた判決の効力」を参照のこと。

摘　　要
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１　信用格付

(イ)　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、日本国金融商品取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。）（以下「金商法」とい

う。）第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、または閲覧に供される信用格付はない。

(ロ)　その他の信用格付

発行会社は、本社債について、格付の付与を、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド（以下

「ムーディーズ」という。）およびスタンダード＆プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッ

パ・リミテッド（以下「S&P」という。）に依頼する予定であり、本社債の条件決定後にかかる格付けを取得でき

る予定である。

発行会社は、ムーディーズからAa3（安定的）の長期発行体格付を、また、S&PからAA-（ネガティブ）の長期発

行体格付をそれぞれ付与されており、本書提出日現在、かかる長期発行体格付に変更はない。

ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、金商法第66条の27に基づく信用格付業者として登録

されていない（かかる業者を、以下「無登録格付業者」という。）。無登録格付業者は、金融庁の監督および金商

法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引

業等に関する内閣府令第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。

ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金商法第66条の27に基づく登録を受けた信用格

付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）およびスタンダー

ド＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）を有している。ムー

ディーズおよびS&Pが付与する信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されている(i)ムー

ディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp）

の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録

格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および(ii)スタンダード＆プアーズ・レー

ティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.com/home/jp/jp）の「ライブラ

リ・規制関連」の「無登録格付け情報」（http://www.standardandpoors.com/ratings/unregistered/jp/jp）

に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。

２　債務不履行事由

以下に掲げる事由の発生および継続は債務不履行事由（以下「債務不履行事由」という。）を構成する。

(a)　支払期限の到来にもかかわらず、本社債のいずれかに関して発行会社による元金または利息の支払の不履

行が７日（元金の場合）または30日（利息の場合）間生じる場合。

(b)　本社債に基づく発行会社を拘束するいずれかの義務、条件または規定（本社債に係る元利金の支払義務以

外のもの）の履行または遵守について発行会社による不履行があり、かつ、当該不履行が治癒可能でない

ときを除き、いずれかの本社債権者による発行会社に対するその旨の書面による通知（当該通知には、保

振機構または関連する口座管理機関により発行された当該本社債の保有を証する証明書（以下「保有証

明書」という。）を添付しなければならない。）が財務代理人の本店において行われた後当該不履行が30

日間継続する場合。

(c)　発行会社について管轄権を有するスウェーデン王国の政府機関もしくは監督当局が発行会社もしくはそ

の財産の全部もしくは実質的に全部に関わる支払不能、破産、再生、負債整理、資産・負債の順位決定もし

くは類似の債務整理における管理人もしくは清算人の任命もしくはその事業の解散もしくは清算に係る

手続を開始し、またはスウェーデン王国の裁判所が発行会社もしくはその財産の全部もしくは実質的に

全部に関わる支払不能、破産、再生、負債整理、資産・負債の順位決定もしくは類似の債務整理における管

理人もしくは清算人の任命もしくはその事業の解散もしくは清算に係る判決もしくは命令を下し、かつ、
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かかる手続、判決または命令が60日間、取消されず、または解除もしくは中止されることなく効力を有す

る場合。

(d)　発行会社が支払不能に係る法を利用する申立てを行う場合、またはその債務弁済を任意に停止する場合。

(e)　発行会社がその事業の全部または実質的に全部の遂行を止める場合、または止めるおそれがある場合（た

だし、特別決議により事前に承認された再構築、吸収合併もしくは新設合併の目的のためにまたはこれら

を受けて行われるときを除く。）

債務不履行事由が１つ以上発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人の本店において、当該債務不

履行事由を特定した発行会社に対する書面による通知（当該書面通知は、保有証明書を添付しなければならず、

受領時に効力を生じる。）をすることにより、当該本社債権者が保有する本社債および当該本社債に対してその

時まで発生するすべての経過利息について直ちに期限の利益の喪失を宣言することができ、それにより、発行会

社に代わって財務代理人がかかる通知を受領する前にすべての債務不履行事由が治癒されていない限り、当該本

社債は、呈示、催告、拒絶証書その他いかなる通知も必要とすることなく、その金額の100％でこれに対するすべて

の経過利息（もしあれば）とともに直ちに支払われるものとする。

もし(i)上記(b)から(e)に掲げる事由のいずれかが発生した場合、または(ii)時の経過もしくは通知の送付も

しくはその双方により当該事由のいずれかとなる事態が存在する場合、発行会社は、直ちに（ただし、上記(ii)の

場合は発行会社がかかる事態を知ることとなったときに直ちに）、かかる事由または事態を財務代理人に書面で

通知し、その旨を本社債権者に対して公告する。また、もし上記(a)に掲げる事由または時の経過によりかかる事

由となる事態が発生し継続している場合、発行会社は直ちにかかる事由または事態を財務代理人に書面で通知

し、かつ財務代理人は発行会社に代わって本社債権者に対して公告する。

本「摘要－２ 債務不履行事由」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

３　支払い

(イ)　本社債の元金および利息の支払は、支払代理人により、振替法および保振機構業務規程等に基づいて、本社

債権者に対し、当該本社債権者が機構加入者である場合は直接、またそれ以外の場合には、当該本社債権者

が本社債を記録させるために口座を開設した関連する口座管理機関（以下「口座管理機関」という。）を

通じて、行われる。上記にかかわらず、支払代理人が、発行会社から受領した本社債の元金または利息の支払

に必要な資金を、関連する機構加入者に配分した時点で、発行会社は、社債の要項に基づくかかる支払義務

から免責される。

(ロ)　本社債の元金または利息の支払期日が営業日でない場合、本社債権者は翌営業日まで当該支払期日に支払

われるべき金額の支払を受ける権利を有せず、またかかる支払の繰延べに伴う追加利息またはその他の追

加支払を受ける権利も有しない。本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルス

バンケン・エイ・ビー・プブリクト第２回円貨社債(2013)＞」において、「営業日」とは、日本国東京都に

おける銀行の営業日をいう。

(ハ)　支払期日に支払われるべき本社債の元金または利息の全額を支払代理人がかかる支払期日後に受領した場

合、財務代理人は、支払代理人によるかかる金額の受領後、実務上可能な限り速やかに、ただし遅くとも14日

以内に、本社債権者に対して金額受領の旨および支払方法ならびに支払日の公告を行う。かかる受領の時点

でかかる支払方法もしくは支払日（またはその双方）を決定することができない場合、財務代理人は本社

債権者に対してかかる金額受領の旨ならびに決定された範囲内でかかる支払方法および／または支払日の

公告を本社債権者に対して行い、後日、その決定後速やかに、かかる支払方法および／または支払日につい

て、本社債権者に対して公告を行う。当該公告に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

４　税制上の理由による追加の支払い
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(イ)　発行会社による本社債に係る元利金の一切の支払は、スウェーデン王国によりもしくは同国のために、また

は同国のもしくは同国における課税当局によりもしくはそのために賦課または徴収される現在または将来

の租税または賦課金（性質の如何を問わない。）のための源泉徴収または控除を行うことなく支払われる

ものとする。ただし、かかる租税または賦課金の源泉徴収または控除が法律により要求される場合はこの限

りでない。その場合、発行会社は、当該源泉徴収または控除後に本社債権者が受領し得る純額が、当該源泉徴

収または控除がなければ本社債に関して受領し得たであろう元金または利息の各金額と等しくなるために

必要な追加額（以下「追加額」という。）を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下に定めるいず

れの本社債に関しても支払われない。

(a)　単に当該本社債を保有していること以外にスウェーデン王国と何らかの関連を有していることを理由

として当該本社債に関して当該租税もしくは賦課金の支払義務を負う本社債権者によりまたはかか

る本社債権者のために保有されているもの

(b)　（本社債券（下記「摘要－５ 本社債券の不発行」に定義される。）が発行される場合に限り）その券

面が関連日（以下に定義される。）の後30日を経過して支払呈示がなされるもの（ただし、かかる本

社債の保有者が当該30日目の日以前にこれを支払呈示したとすると追加額の支払を受ける権利を有

していた場合はこの限りでない。）

(c)　国籍もしくは住所またはスウェーデン王国との関係に係る証明、確認またはその他報告要件を遵守し

ていればかかる源泉徴収または控除が課されない本社債権者によりまたはそのために保有されるも

の（ただし、本(c)に規定する発行会社の追加額支払い義務の限定は、当該要件の遵守手続が保振機構

業務規程等に従い実施されていない場合には適用されない。）

本「摘要－４　税制上の理由による追加の支払い－(イ)」において、「関連日」とは、当該支払の期限

が最初に到来する日、または支払われるべき金銭の全額が当該支払期日以前に財務代理人により受領

されていない場合には、当該金銭の全額が財務代理人により受領され、かつ上記「摘要－３　支払い－

(ハ)」に従って最終の公告が財務代理人によりなされる日をいう。

(ロ)　本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリク

ト第２回円貨社債(2013)＞」において元金または利息には、本「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払

い」に従い元金または利息に関しそれぞれ支払われるべき追加額を含むものとみなす。本「摘要－４ 税制

上の理由による追加の支払い」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

５　本社債券の不発行

本社債の社債券（以下「本社債券」という。）は、本社債権者がその発行を請求できる振替法に規定された例

外的な場合を除き、発行されない。本社債券が発行される場合、かかる本社債券は支払期日未到来の利札付無記名

式に限るものとし、本社債権者は本社債券の記名式への変更または分割もしくは併合を要求することはできな

い。

本社債券が発行された場合、本社債の元金および利息の計算および支払の方法、本社債権者による本社債に基

づく権利の行使および本社債の譲渡、ならびに本社債に関するその他のすべての事項は、その時点で適用ある日

本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行に従うものとする。社債の要項の規定とその時点で適用

ある日本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行との間に齟齬がある場合には、当該日本国の法令

およびその時点の日本国の一般的な市場慣行が優先するものとする。

本社債券の当初発行に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

６　時　　効

本社債の消滅時効は、元金については10年、利息については５年とする。

７　社債原簿
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本社債の社債原簿は、発行会社に代わって財務代理人がこれを作成および管理し、その本店に備え置く。

８　通貨の補償

本社債の元金もしくは利息または本社債に関して支払うべきその他の金額の支払を命ずる判決または命令が

いずれかの裁判所によりなされまたは発せられ、かかる判決または命令が日本円以外の通貨で表示されている場

合には、かかる判決または命令に関連して本社債権者がかかる通貨により受領したまたは回収したいかなる金額

も当該本社債権者が日本円建で受領したまたは回収した金額の範囲でのみ発行会社を免責するものであり、発行

会社は、かかる本社債権者に対し、(i) かかる判決もしくは命令（またはその一部）の目的上日本円金額が日本

円以外の通貨で表示されている金額に換算された（または換算されたものとみなされた）日と (ii) かかる判

決もしくは命令（またはその一部）の履行がなされた日との間に生じた換算率の変動から生じる不足額を補填

するために必要な金額を支払うことを約束する。適用ある法律が認める限度において、上記の約束は、発行会社の

他の債務から別個、独立の債務を構成し、発行会社に対する別個、独立の請求原因となり、その時々の本社債権者

が猶予したか否かを問わず適用され、いかなる判決または命令にもかかわらず継続して完全な効力を有するもの

とする。

＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第３回円貨社債(2013)＞

以下は、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第３回円貨社債(2013)（以下「本社

債」という。）について記載されており、「本社債権者」とは、本社債の社債権者を指す。

本＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第３回円貨社債(2013)＞における本社債

の未定事項または予定事項は2013年６月下旬頃に決定される予定である。

銘　　柄
スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第３回円貨社債

(2013)(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格 各社債の金額100円につき100円 利率（％） （未定）(注３)

利払日
毎年１月４日および

７月４日 (注４)
償還期限 2023年７月４日 (注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2013年６月26日 (注６) 払込期日 2013年７月４日 (注７)

申込取扱場所 別項記載の各金融商品取引業者の日本国内における本店および各支店

(注１) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）（以下「振替

法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法および保振機構

（下記「振替機関」において定義される。）が随時定める社債等の振替に関する業務規程ならびにその他の規則およ

びガイドライン（以下総称して「保振機構業務規程等」という。）に従って取り扱われる。

(注２) 上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき本社債の需要

状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本社債の条件

決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額および発行価額の

総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。
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(注３) 利率は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2013年６月下旬頃に決定

される予定である。

(注４) 各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５) 償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６) 申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７) 払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

振替機関

名　　　　称 住　　　　　　　所

株式会社証券保管振替機構

（以下「保振機構」という。）（注）
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

(注)　保振機構には、主務大臣が振替法に従って指定する後継の振替機関を含むものとみなす。

公告の方法

本社債の要項（以下「社債の要項」という。）に基づいて行うべき、または本社債に関する一切の公告は、日本

国の官報（もし可能であれば）ならびに東京都および大阪市において発行される時事に関する事項を掲載する

日本語の日刊新聞紙上にそれぞれ１回これを行う。かかる公告は、上記による掲載日（または２回以上もしくは

異なる日に掲載される場合は最初の掲載日）になされたとみなされる。各本社債権者に対する直接の通知はこれ

を要しない。発行会社が行うべき当該公告は、発行会社の請求があった場合に、発行会社の費用負担により、発行

会社に代わって財務代理人（下記「財務代理人とその職務」に定義される。）がこれを行うものとする。

引　受　人

元引受契約を締結する金融商品取引業者 引受金額

（百万円）
元引受の条件

会　社　名 住　　所

メリルリンチ日本証券株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

（以下「共同主幹事会社」と総称

する。）

東京都中央区日本橋一丁目

４番１号

日本橋一丁目ビルディング

東京都千代田区丸の内二丁目

５番２号

東京都千代田区大手町一丁目

５番１号

大手町ファーストスクエア

東京都中央区日本橋一丁目

９番１号

共同主幹事会社が

連帯して本社債の

発行総額を引受け

るので、個々の共

同主幹事会社の引

受金額はない。

本社債の発行総額

は、発行会社と共

同主幹事会社との

間で2013年６月26

日（予定）に調印

される元引受契約

に従い共同主幹事

会社により連帯し

て買取引受けさ

れ、一般に募集さ

れる。左記以外の

元引受の条件は未

定であるが、本社

債の条件決定日

に、発行条件とと

もに決定される予

定である。
合　　計 5,000（予定）
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財務代理人とその職務

本社債について、社債の管理会社は設置されない。

財務代理人・発行代理人兼支払代理人の名称 住　　　　　　所

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

本社債に関する発行会社の財務代理人・発行代理人兼支払代理人（以下「財務代理人」という。文脈上別意に

解すべき場合を除き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理人を意味する。）は、株式会社

三井住友銀行とする。財務代理人は、社債の要項、発行会社および財務代理人間の2013年６月26日付（予定）の財

務代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）、振替法ならびに保振機構業務規程等に定める義務を履行し

職務を行う。財務代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者に対していかなる義務も負わず、ま

た、本社債権者との間で代理または信託関係を有しない。社債の要項が添付された財務代理契約の写しは、本社債

の償還期日から１年を経過するまで、財務代理人の本店に備えられ、通常の営業時間に本社債権者の閲覧または

謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用はこれを請求する者の負担とする。

発行会社は随時、財務代理人の任命を変更または終了することができる。ただし、後任の財務代理人、発行代理

人および支払代理人が有効に任命されるまで（ただし、かかる後任の財務代理人が保振機構業務規程等に従って

発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、財務代理人の任命は継続

する。かかる場合、発行会社は、財務代理人の変更を事前に本社債権者に対して公告する。

後任の財務代理人、発行代理人および支払代理人は、かかる任命が有効とされる日をもって、退任する財務代理

人の地位を承継し、退任する財務代理人と代替し、社債の要項、財務代理契約および保振機構業務規程等に定め

る、退任する財務代理人の義務を履行し職務を行う。

保振機構が発行会社に対し、財務代理人の発行代理人または支払代理人としての指定を取消す旨の通知をなし

た場合には、発行会社は、遅滞なく後任の財務代理人、発行代理人および支払代理人を選任し（ただし、かかる後

任の財務代理人が保振機構業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有している

ことを条件とする。）、その旨を本社債権者に対して公告する。

利息支払の方法

本社債の利息は2013年７月５日（その日を含む。）から2023年７月４日（その日を含む。）（ただし、本「利息

支払の方法」第４段落に従う。）までこれを付し、毎年１月４日および７月４日の２回、各々その日（その日を含

む。）までの６か月分を後払いする。本「利息支払の方法」において定められた各利払の日を、以下「利払日」と

いう。

６か月以外の期間の利息については、かかる期間中の実日数について、１年365日の日割計算により支払われ

る。

各本社債権者に支払われる利息の総額は、保振機構業務規程等に従って計算される。

本社債の利息は、償還期日（その日を含まない。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の

要項に従った本社債の償還を怠ったときは、その時点で未償還の本社債の未返済元金額について償還期日（その

日を含まない。）からかかる本社債の償還が実際に行われた日（その日を含む。）までの期間中の実日数につき、

１年365日の日割計算により、上記「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケ

ン・エイ・ビー・プブリクト第３回円貨社債(2013)＞－利率」に定める利率による利息が日本円で支払われる。

ただし、その期間は、（保振機構業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人（以下

「支払代理人」という。）が、自己が受領した本社債全額の償還のために必要な資金を、本社債の振替を行うため
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保振機構に口座を開設している関連する機構加入者（以下「機構加入者」という。）に配分した日を超えない。

ただし、保振機構業務規程等のもとでかかる支払期日後の配分ができない場合、かかる期間は財務代理人が下記

「摘要－３ 支払い－(ハ)」に従い最終の公告を行った日以後14日を超えない。

償還の方法

(1)　満期償還

本社債は、期限前に償還され、または買入消却されない限り、2023年７月４日に本社債の金額の100％で償

還される。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還

または返済することができない。

(2)　税務上の理由による償還

スウェーデン王国の法律もしくは同国におけるもしくは同国の課税当局の規則に係る実際のもしくは予

定される変更もしくは改正またはかかる法律もしくは規則の適用に係る当該変更もしくは改正（ただし、当

該変更もしくは改正は発行日以降に効力を生じるものに限る。）の結果、発行会社が本社債に係る次の利払日

において追加額（下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」において定義される。）の支払義務を

負うことになる場合、発行会社はその選択により本「償還の方法－(2)」の下から２番目の段落に基づく償還

に関する事前の公告を本社債権者に対して行うことにより、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の

100％で、償還期日（その日を含む。）までの一切の経過利息を付して、いつでも償還することができる。ただ

し、かかる公告は、本社債に関して支払期限が到来したと仮定すれば発行会社が追加額の支払義務を負うこと

となる最も早い日から90日よりも前に行うことはできない。

発行会社が下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」に基づいてかかる追加額の支払義務を負

担するもののスウェーデン王国の法律または同国におけるもしくは同国の課税当局の規則により当該追加額

の全部または一部の支払を禁じられる場合、発行会社は本「償還の方法－(2)」の下から２番目の段落に基づ

く償還に関する事前の公告を本社債権者に対して行うことにより、実務上可能な限り速やかに（ただし、(i)

発行会社に追加額の支払義務を生ぜしめる事由の発生日または(ii)当該法律または規則が施行される日のい

ずれか遅い方から60日以内とする。）、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の100％で、償還期日（そ

の日を含む。）までの一切の経過利息を付して償還しなければならない（ただし、かかる法律または規則に従

う。）。

本「償還の方法－(2)」に従い償還に関する公告を本社債権者に対して行うに先立ち、発行会社は財務代

理人に対して、(i)当該追加額の支払義務の発生および（義務的償還の場合は）スウェーデン王国の法律また

は同国におけるもしくは同国の課税当局の規則による当該支払の禁止を示す合理的な範囲で詳細な事実、

(ii)（発行会社の償還権選択の場合は）かかる償還の実施の選択に係る発行会社の決定ならびに(iii)償還

予定期日を記載した、発行会社の適法に授権された役員が署名した証明書と共に、前２段落に規定する変更ま

たは改正の結果、発行会社が当該追加額の支払義務を負っているかまたは負うこととなること、および（義務

的償還の場合）当該支払の全部または一部がかかる法律または規則により禁止されることになることを記載

した定評ある独立の法律顧問による法律意見書を添付して提出しなければならない。かかる証明書および法

律意見書は英文で作成されるものとする。

直前の段落に基づいて提供される証明書および法律意見書は、財務代理人が受領後速やかにかつ本社債の

償還期日から１年を経過するまで財務代理人の本店に備えられ、通常の営業時間に本社債権者の閲覧または

謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用はこれを請求する者の負担とする。

発行会社は本「償還の方法－(2)」に従って行われる償還について財務代理人に対して償還予定期日の少

なくとも30日前までにその通知を行い、財務代理人は発行会社に代わってかかる償還予定期日の少なくとも
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14日前までに本社債権者に対して償還に関する公告をするものとする。なお、当該償還予定期日は営業日（下

記「摘要－３ 支払い－(ロ)」において定義される。）でなければならず、また財務代理人に対するかかる通

知および発行会社に代わって財務代理人により行われる本社債権者に対する公告は取消不能とする。

本「償還の方法－(2)」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする（ただし、上記

に別段の定めがある場合を除く。）。

(3)　買入消却

発行会社またはその子会社は、適用ある法律に別段の定めがある場合を除き、また保振機構業務規程等の

規定に従って、公開市場または相対取引により任意の価格で本社債を随時買入れることができ、そのように買

入れた本社債はすべて直ちに消却するものとし、転売または再発行することはできない。ただし、発行会社ま

たはその子会社が買入れた本社債であって、可能性のある爾後の取引のための保有を決定するものおよび発

行会社またはその子会社が証券ディーラーとして、または実質保有者以外のその他の資格で行う通常業務の

一環として買入れた本社債についてはこの限りでない。また買入れが入札により実施されるときは、すべての

本社債権者に同様にその機会を与えるものとする。

担　　　保

　本社債はいかなる物上担保によっても担保されない。

本社債の地位

本社債は、発行会社の無条件かつ無担保の債務であり、その相互の間において優先劣後せず同順位であり、また

預金債務を含む発行会社の一切の他の無担保債務（劣後債務およびスウェーデン法により優先弁済が認められ

た債務を除く。）と弁済に関して同順位である。

財務上の特約

(1)　担保提供制限

担保提供制限条項は規定されていない。

(2)　その他の条項

該当事項なし

社債権者集会

(1)　本社債の未償還総額の10分の１以上にあたる本社債を保有する本社債権者が共同または単独で社債権者集

会の議題である本社債権者の利害に関連する事項を記載した書面により社債権者集会の開催を、発行会社を

代理する財務代理人に対しその本店において請求する場合（ただし、当該本社債権者の書面請求には保有証

明書（下記「摘要－２ 債務不履行事由」に定義される。）を添付するものとする。）、または発行会社が社債

権者集会の開催を必要と認めて財務代理人に対し社債権者集会の開催予定日より少なくとも35日前までに書

面による通知をした場合、発行会社は本社債権者の利害に関連する事項を議題とする社債権者集会の招集を

行う。ただし、社債の要項の修正については、本社債に基づく本社債権者の権利の放棄を除き、発行会社の同意

を必要とする。

社債権者集会が招集される場合、財務代理人は発行会社に代わって当該社債権者集会の招集公告を当該集

会の開催日の少なくとも21日前までに本社債権者に対して行い、かつ、発行会社は発行会社に代わって財務代

理人が社債権者集会の招集および議事の進行の促進のために必要な手続をとるようにさせる。

(2)　本社債権者は当該社債権者集会において、自ら出席しもしくは代理人を通じて、または、発行会社もしくは発

行会社に代わって財務代理人が定める規則および手続に従って、書面もしくは（発行会社が電磁的方法によ
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る議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により、その議決権を行使することができる。社債権者集会に

おいては、各本社債権者は当該本社債権者の保有する（その時点で未償還の）本社債の金額に応じて議決権

を有する。ただし、本社債権者は、当該集会の開催日の少なくとも７日前までに保有証明書を財務代理人に対

しその本店において提示し、かつ、当該集会の開催日に当該集会において発行会社または財務代理人に対し保

有証明書を提示しなければならず、さらに、当該本社債権者は、かかる保有証明書を（場合に応じて）保振機

構または当該本社債権者の関連する口座管理機関（下記「摘要－３ 支払い－(イ)」に定義される。）に返還

するまでは、本社債の振替の申請または抹消の申請をすることができない。発行会社は、その代表者を当該集

会に出席させ、当該集会においてその意見を表明させることができる。

(3)　当該社債権者集会の決議は、当該集会に出席し、当該集会において議決権を行使する権利を有する本社債権

者（以下「議決権者」という。）が保有する議決権の総数の２分の１超をもってこれをなす。ただし、下記の

事項については特別決議（以下に定義される。）を要する。

(a)　すべての本社債に関してなされる支払の猶予、債務不履行によって生じた責任の免除または和解（下

記(b)に記載の事項を除く。）

(b)　すべての本社債に関してなされる訴訟行為または破産、会社更生もしくはこれに準ずる手続に関する

すべての行為

(c)　社債権者集会において決議すべき事項の決定について、社債権者集会の決議により指名および授権さ

れる本社債権者の１名もしくは複数名の代表者（ただし、かかる代表者は各々その時点で未償還の、

本社債の総額の1,000分の１以上を保有する者でなければならない。）（以下「代表本社債権者」と

いう。）または社債権者集会の決議により指名および授権されることのある社債権者集会の決議を執

行する者（以下「決議執行者」という。）の選任もしくは解任、または上記の者に委託した事項の変

更

(d)　本要項の条項に基づいて特別決議が要求されているその他の事項

「特別決議」とは、社債権者集会において、本社債の未償還総額に係る議決権者が保有する議決権の総数

の５分の１以上、かつ、当該集会に出席した議決権者が保有する議決権の総数の３分の２以上の賛成をもって

採択される決議を意味する。

社債権者集会において行使された議決権の数の算定上、代理人によりまたは書面もしくは（発行会社が電

磁的方法による議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により議決権を行使した本社債権者も、これに

出席しまた議決権を行使したものとみなされる。

(4)　本「社債権者集会」に従って行われた決議は、すべての本社債権者に対し、当該社債権者集会に出席したか

否かを問わず、適用ある日本法が認める限度において拘束力を有し、その執行は代表本社債権者または決議執

行者がこれにあたる。

(5)　本「社債権者集会」において、発行会社またはその子会社が保有する本社債は除外され、未償還でないもの

とみなす。

(6)　社債権者集会は日本国東京都において開催される。

(7)　本「社債権者集会」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

準拠法及び管轄裁判所

発行会社による本社債の発行に関する授権を除き、本社債ならびにこれに基づく本社債権者を含むすべての当

事者の一切の権利および義務は、すべて日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

社債の要項において別段の定めがある場合を除き、本社債に基づく義務の履行地は、日本国東京都とする。

本社債もしくは社債の要項から生ずるかまたはこれらに関する発行会社に対する一切の訴訟またはその他の

裁判手続は、非専属的に、東京地方裁判所に対して提起することができ、発行会社は、かかる裁判所の管轄権に明
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示的、無条件かつ取消不能の形で服することに合意する。発行会社は、かかる訴訟またはその他の裁判手続につい

て下された最終判決または決定は確定的であることに合意する。

発行会社は、本社債もしくは社債の要項から生ずるか、またはこれらに関して日本国東京都において提起され

ることのある一切の法的またはその他の訴訟行為につき、訴状または一切の司法もしくはその他裁判上の書類の

送達を受ける発行会社の権限ある代理人として日本国東京都に所在する弁護士である多賀大輔氏を指名し、当該

訴状または一切の司法もしくはその他裁判上の書類の送達を受けるべき場所として現在日本国〒106-6036 東京

都港区六本木一丁目６番１号 泉ガーデンタワーに所在のアンダーソン・毛利・友常法律事務所のその時々の所

在地を指定する。発行会社は、本社債の未償還残高が存する限りいつでも、かかる指名および指定が完全な効力を

有しそれを継続するのに必要な一切の行為（あらゆる書類および証書の作成および提出を含む。）をなすことに

合意する。いずれかの時点でかかる代理人が何らかの理由により発行会社のかかる権限ある代理人として行為す

ることが不可能な場合、直前の文に定められた発行会社の義務はかかる事由の発生後も引続き有効とし、発行会

社は直ちに日本国東京都に所在する後任の権限ある代理人を指名し、かつかかる指名が効力を有するのに必要な

一切の行為をなすことを約束する。発行会社は、財務代理人に対し、かかる後任の代理人を指名したことを速やか

に通知し、その旨を本社債権者に対して公告する。

本「準拠法及び管轄裁判所」の規定は、本社債権者が、発行会社に対し、適用ある法律に基づいていずれかの管

轄裁判所に訴訟またはその他の裁判手続を提起する権利またはその他法律により認められている方法で訴状ま

たは一切の司法もしくはその他裁判上の書類の送達を行う権利に影響を与えるものではない。

日本において得られた判決のスウェーデンにおける効力については、下記「第二部－第１　本国における法制

等の概要－日本において得られた判決の効力」を参照のこと。

摘　　要

１　信用格付

(イ)　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、日本国金融商品取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。）（以下「金商法」とい

う。）第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、または閲覧に供される信用格付はない。

(ロ)　その他の信用格付

発行会社は、本社債について、格付の付与を、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド（以下

「ムーディーズ」という。）およびスタンダード＆プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッ

パ・リミテッド（以下「S&P」という。）に依頼する予定であり、本社債の条件決定後にかかる格付けを取得でき

る予定である。

発行会社は、ムーディーズからAa3（安定的）の長期発行体格付を、また、S&PからAA-（ネガティブ）の長期発

行体格付をそれぞれ付与されており、本書提出日現在、かかる長期発行体格付に変更はない。

ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、金商法第66条の27に基づく信用格付業者として登録

されていない（かかる業者を、以下「無登録格付業者」という。）。無登録格付業者は、金融庁の監督および金商

法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引

業等に関する内閣府令第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。

ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金商法第66条の27に基づく登録を受けた信用格

付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）およびスタンダー

ド＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）を有している。ムー

ディーズおよびS&Pが付与する信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されている(i)ムー

ディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp）
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の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録

格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および(ii)スタンダード＆プアーズ・レー

ティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.com/home/jp/jp）の「ライブラ

リ・規制関連」の「無登録格付け情報」（http://www.standardandpoors.com/ratings/unregistered/jp/jp）

に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。

２　債務不履行事由

以下に掲げる事由の発生および継続は債務不履行事由（以下「債務不履行事由」という。）を構成する。

(a)　支払期限の到来にもかかわらず、本社債のいずれかに関して発行会社による元金または利息の支払の不履

行が７日（元金の場合）または30日（利息の場合）間生じる場合。

(b)　本社債に基づく発行会社を拘束するいずれかの義務、条件または規定（本社債に係る元利金の支払義務以

外のもの）の履行または遵守について発行会社による不履行があり、かつ、当該不履行が治癒可能でない

ときを除き、いずれかの本社債権者による発行会社に対するその旨の書面による通知（当該通知には、保

振機構または関連する口座管理機関により発行された当該本社債の保有を証する証明書（以下「保有証

明書」という。）を添付しなければならない。）が財務代理人の本店において行われた後当該不履行が30

日間継続する場合。

(c)　発行会社について管轄権を有するスウェーデン王国の政府機関もしくは監督当局が発行会社もしくはそ

の財産の全部もしくは実質的に全部に関わる支払不能、破産、再生、負債整理、資産・負債の順位決定もし

くは類似の債務整理における管理人もしくは清算人の任命もしくはその事業の解散もしくは清算に係る

手続を開始し、またはスウェーデン王国の裁判所が発行会社もしくはその財産の全部もしくは実質的に

全部に関わる支払不能、破産、再生、負債整理、資産・負債の順位決定もしくは類似の債務整理における管

理人もしくは清算人の任命もしくはその事業の解散もしくは清算に係る判決もしくは命令を下し、かつ、

かかる手続、判決または命令が60日間、取消されず、または解除もしくは中止されることなく効力を有す

る場合。

(d)　発行会社が支払不能に係る法を利用する申立てを行う場合、またはその債務弁済を任意に停止する場合。

(e)　発行会社がその事業の全部または実質的に全部の遂行を止める場合、または止めるおそれがある場合（た

だし、特別決議により事前に承認された再構築、吸収合併もしくは新設合併の目的のためにまたはこれら

を受けて行われるときを除く。）

債務不履行事由が１つ以上発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人の本店において、当該債務不

履行事由を特定した発行会社に対する書面による通知（当該書面通知は、保有証明書を添付しなければならず、

受領時に効力を生じる。）をすることにより、当該本社債権者が保有する本社債および当該本社債に対してその

時まで発生するすべての経過利息について直ちに期限の利益の喪失を宣言することができ、それにより、発行会

社に代わって財務代理人がかかる通知を受領する前にすべての債務不履行事由が治癒されていない限り、当該本

社債は、呈示、催告、拒絶証書その他いかなる通知も必要とすることなく、その金額の100％でこれに対するすべて

の経過利息（もしあれば）とともに直ちに支払われるものとする。

もし(i)上記(b)から(e)に掲げる事由のいずれかが発生した場合、または(ii)時の経過もしくは通知の送付も

しくはその双方により当該事由のいずれかとなる事態が存在する場合、発行会社は、直ちに（ただし、上記(ii)の

場合は発行会社がかかる事態を知ることとなったときに直ちに）、かかる事由または事態を財務代理人に書面で

通知し、その旨を本社債権者に対して公告する。また、もし上記(a)に掲げる事由または時の経過によりかかる事

由となる事態が発生し継続している場合、発行会社は直ちにかかる事由または事態を財務代理人に書面で通知

し、かつ財務代理人は発行会社に代わって本社債権者に対して公告する。

本「摘要－２ 債務不履行事由」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。
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３　支払い

(イ)　本社債の元金および利息の支払は、支払代理人により、振替法および保振機構業務規程等に基づいて、本社

債権者に対し、当該本社債権者が機構加入者である場合は直接、またそれ以外の場合には、当該本社債権者

が本社債を記録させるために口座を開設した関連する口座管理機関（以下「口座管理機関」という。）を

通じて、行われる。上記にかかわらず、支払代理人が、発行会社から受領した本社債の元金または利息の支払

に必要な資金を、関連する機構加入者に配分した時点で、発行会社は、社債の要項に基づくかかる支払義務

から免責される。

(ロ)　本社債の元金または利息の支払期日が営業日でない場合、本社債権者は翌営業日まで当該支払期日に支払

われるべき金額の支払を受ける権利を有せず、またかかる支払の繰延べに伴う追加利息またはその他の追

加支払を受ける権利も有しない。本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルス

バンケン・エイ・ビー・プブリクト第３回円貨社債(2013)＞」において、「営業日」とは、日本国東京都に

おける銀行の営業日をいう。

(ハ)　支払期日に支払われるべき本社債の元金または利息の全額を支払代理人がかかる支払期日後に受領した場

合、財務代理人は、支払代理人によるかかる金額の受領後、実務上可能な限り速やかに、ただし遅くとも14日

以内に、本社債権者に対して金額受領の旨および支払方法ならびに支払日の公告を行う。かかる受領の時点

でかかる支払方法もしくは支払日（またはその双方）を決定することができない場合、財務代理人は本社

債権者に対してかかる金額受領の旨ならびに決定された範囲内でかかる支払方法および／または支払日の

公告を本社債権者に対して行い、後日、その決定後速やかに、かかる支払方法および／または支払日につい

て、本社債権者に対して公告を行う。当該公告に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

４　税制上の理由による追加の支払い

(イ)　発行会社による本社債に係る元利金の一切の支払は、スウェーデン王国によりもしくは同国のために、また

は同国のもしくは同国における課税当局によりもしくはそのために賦課または徴収される現在または将来

の租税または賦課金（性質の如何を問わない。）のための源泉徴収または控除を行うことなく支払われる

ものとする。ただし、かかる租税または賦課金の源泉徴収または控除が法律により要求される場合はこの限

りでない。その場合、発行会社は、当該源泉徴収または控除後に本社債権者が受領し得る純額が、当該源泉徴

収または控除がなければ本社債に関して受領し得たであろう元金または利息の各金額と等しくなるために

必要な追加額（以下「追加額」という。）を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下に定めるいず

れの本社債に関しても支払われない。

(a)　単に当該本社債を保有していること以外にスウェーデン王国と何らかの関連を有していることを理由

として当該本社債に関して当該租税もしくは賦課金の支払義務を負う本社債権者によりまたはかか

る本社債権者のために保有されているもの

(b)　（本社債券（下記「摘要－５ 本社債券の不発行」に定義される。）が発行される場合に限り）その券

面が関連日（以下に定義される。）の後30日を経過して支払呈示がなされるもの（ただし、かかる本

社債の保有者が当該30日目の日以前にこれを支払呈示したとすると追加額の支払を受ける権利を有

していた場合はこの限りでない。）

(c)　国籍もしくは住所またはスウェーデン王国との関係に係る証明、確認またはその他報告要件を遵守し

ていればかかる源泉徴収または控除が課されない本社債権者によりまたはそのために保有されるも

の（ただし、本(c)に規定する発行会社の追加額支払い義務の限定は、当該要件の遵守手続が保振機

構業務規程等に従い実施されていない場合には適用されない。）

本「摘要－４　税制上の理由による追加の支払い－(イ)」において、「関連日」とは、当該支払の期限

が最初に到来する日、または支払われるべき金銭の全額が当該支払期日以前に財務代理人により受領

されていない場合には、当該金銭の全額が財務代理人により受領され、かつ上記「摘要－３　支払い－
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(ハ)」に従って最終の公告が財務代理人によりなされる日をいう。

(ロ)　本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリク

ト第３回円貨社債(2013)＞」において元金または利息には、本「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払

い」に従い元金または利息に関しそれぞれ支払われるべき追加額を含むものとみなす。本「摘要－４ 税制

上の理由による追加の支払い」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

５　本社債券の不発行

本社債の社債券（以下「本社債券」という。）は、本社債権者がその発行を請求できる振替法に規定された例

外的な場合を除き、発行されない。本社債券が発行される場合、かかる本社債券は支払期日未到来の利札付無記名

式に限るものとし、本社債権者は本社債券の記名式への変更または分割もしくは併合を要求することはできな

い。

本社債券が発行された場合、本社債の元金および利息の計算および支払の方法、本社債権者による本社債に基

づく権利の行使および本社債の譲渡、ならびに本社債に関するその他のすべての事項は、その時点で適用ある日

本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行に従うものとする。社債の要項の規定とその時点で適用

ある日本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行との間に齟齬がある場合には、当該日本国の法令

およびその時点の日本国の一般的な市場慣行が優先するものとする。

本社債券の当初発行に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

６　時　　効

本社債の消滅時効は、元金については10年、利息については５年とする。

７　社債原簿

本社債の社債原簿は、発行会社に代わって財務代理人がこれを作成および管理し、その本店に備え置く。

８　通貨の補償

本社債の元金もしくは利息または本社債に関して支払うべきその他の金額の支払を命ずる判決または命令が

いずれかの裁判所によりなされまたは発せられ、かかる判決または命令が日本円以外の通貨で表示されている場

合には、かかる判決または命令に関連して本社債権者がかかる通貨により受領したまたは回収したいかなる金額

も当該本社債権者が日本円建で受領したまたは回収した金額の範囲でのみ発行会社を免責するものであり、発行

会社は、かかる本社債権者に対し、(i) かかる判決もしくは命令（またはその一部）の目的上日本円金額が日本

円以外の通貨で表示されている金額に換算された（または換算されたものとみなされた）日と (ii) かかる判

決もしくは命令（またはその一部）の履行がなされた日との間に生じた換算率の変動から生じる不足額を補填

するために必要な金額を支払うことを約束する。適用ある法律が認める限度において、上記の約束は、発行会社の

他の債務から別個、独立の債務を構成し、発行会社に対する別個、独立の請求原因となり、その時々の本社債権者

が猶予したか否かを問わず適用され、いかなる判決または命令にもかかわらず継続して完全な効力を有するもの

とする。

＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第１回変動利付円貨社債(2013)＞

以下は、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第１回変動利付円貨社債(2013)（以下

「本社債」という。）について記載されており、「本社債権者」とは、本社債の社債権者を指す。

本＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第１回変動利付円貨社債(2013)＞におけ
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る本社債の未定事項または予定事項は2013年６月下旬頃に決定される予定である。

銘　　柄
スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト

第１回変動利付円貨社債(2013)(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格 各社債の金額100円につき100円 利率（％） （未定）（注３)

利払日

毎年１月４日、４月４日、

７月４日および

10月４日 (注４)

償還期限 2016年７月４日 (注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2013年６月26日 (注６) 払込期日 2013年７月４日 (注７)

申込取扱場所 別項記載の各金融商品取引業者の日本国内における本店および各支店

(注１) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）（以下「振替

法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法および保振機構

（下記「振替機関」において定義される。）が随時定める社債等の振替に関する業務規程ならびにその他の規則およ

びガイドライン（以下総称して「保振機構業務規程等」という。）に従って取り扱われる。

(注２) 上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき本社債の需要

状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本社債の条件

決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額および発行価額の

総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３) 利率は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2013年６月下旬頃に決定

される予定である。

(注４) 各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５) 償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６) 申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７) 払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

振替機関

名　　　　称 住　　　　　　　所

株式会社証券保管振替機構

（以下「保振機構」という。）（注）
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

(注)　保振機構には、主務大臣が振替法に従って指定する後継の振替機関を含むものとみなす。

公告の方法

本社債の要項（以下「社債の要項」という。）に基づいて行うべき、または本社債に関する一切の公告は、日本

国の官報（もし可能であれば）ならびに東京都および大阪市において発行される時事に関する事項を掲載する

日本語の日刊新聞紙上にそれぞれ１回これを行う。かかる公告は、上記による掲載日（または２回以上もしくは

異なる日に掲載される場合は最初の掲載日）になされたとみなされる。各本社債権者に対する直接の通知はこれ

を要しない。発行会社が行うべき当該公告は、発行会社の請求があった場合に、発行会社の費用負担により、発行

会社に代わって財務代理人（下記「財務代理人とその職務」に定義される。）がこれを行うものとする。
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引　受　人

元引受契約を締結する金融商品取引業者 引受金額

（百万円）
元引受の条件

会　社　名 住　　所

メリルリンチ日本証券株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

（以下「共同主幹事会社」と総称

する。）

東京都中央区日本橋一丁目

４番１号

日本橋一丁目ビルディング

東京都千代田区丸の内二丁目

５番２号

東京都千代田区大手町一丁目

５番１号

大手町ファーストスクエア

東京都中央区日本橋一丁目

９番１号

共同主幹事会社が

連帯して本社債の

発行総額を引受け

るので、個々の共

同主幹事会社の引

受金額はない。

本社債の発行総額

は、発行会社と共

同主幹事会社との

間で2013年６月26

日（予定）に調印

される元引受契約

に従い共同主幹事

会社により連帯し

て買取引受けさ

れ、一般に募集さ

れる。左記以外の

元引受の条件は未

定であるが、本社

債の条件決定日

に、発行条件とと

もに決定される予

定である。
合　　計 5,000（予定）

財務代理人とその職務

本社債について、社債の管理会社は設置されない。

財務代理人・発行代理人兼支払代理人の名称 住　　　　　　所

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

本社債に関する発行会社の財務代理人・発行代理人兼支払代理人（以下「財務代理人」という。文脈上別意に

解すべき場合を除き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理人を意味する。）は、株式会社

三井住友銀行とする。財務代理人は、社債の要項、発行会社および財務代理人間の2013年６月26日付（予定）の財

務代理・利率確認事務取扱契約証書（以下「財務代理契約」という。）、振替法ならびに保振機構業務規程等に

定める義務を履行し職務を行う。財務代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者に対していかな

る義務も負わず、また、本社債権者との間で代理または信託関係を有しない。社債の要項が添付された財務代理契

約の写しは、本社債の償還期日から１年を経過するまで、財務代理人の本店に備えられ、通常の営業時間に本社債

権者の閲覧または謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用はこれを請求する者の負担とする。

発行会社は随時、財務代理人の任命を変更または終了することができる。ただし、後任の財務代理人、発行代理

人および支払代理人が有効に任命されるまで（ただし、かかる後任の財務代理人が保振機構業務規程等に従って

発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、財務代理人の任命は継続

する。かかる場合、発行会社は、財務代理人の変更を事前に本社債権者に対して公告する。

後任の財務代理人、発行代理人および支払代理人は、かかる任命が有効とされる日をもって、退任する財務代理
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人の地位を承継し、退任する財務代理人と代替し、社債の要項、財務代理契約および保振機構業務規程等に定め

る、退任する財務代理人の義務を履行し職務を行う。

保振機構が発行会社に対し、財務代理人の発行代理人または支払代理人としての指定を取消す旨の通知をなし

た場合には、発行会社は、遅滞なく後任の財務代理人、発行代理人および支払代理人を選任し（ただし、かかる後

任の財務代理人が保振機構業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有している

ことを条件とする。）、その旨を本社債権者に対して公告する。

利息支払の方法

(1) (i)　 本社債の利息は2013年７月４日（その日を含む。）から2016年７月４日（その日を含まない。）までこ

れを付し、2013年10月４日を初回として、その後毎年１月４日、４月４日、７月４日および10月４日の４

回、各々その日（その日を含まない。）までの利息期間（以下に定義される。）についての利息を後払い

する。ただし、かかる日のいずれかが東京営業日（以下に定義される。）でない場合には、利息の当該支

払期日を翌東京営業日に繰下げるものとし（これによりかかる支払期日が翌暦月に入る場合はこの限

りでなく、この場合支払期日は直前の東京営業日に繰上げられるものとする。）、利息は、本ただし書に

より修正された支払期日（その日を含まない。）までの利息期間について支払われるものとする。本

「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリ

クト第１回変動利付円貨社債(2013)＞」において、「東京営業日」とは、銀行が日本国東京において営

業（外国為替および外貨預金取引を含む。）を行っている日をいう。いずれかの利息期間またはその一

部に係る利息は、かかる利息期間またはその該当部分中の実日数について、１年360日の日割計算により

支払われる。本「利息支払の方法」において定められた各利払の日を、以下「利払日」という。

本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プ

ブリクト第１回変動利付円貨社債(2013)＞」において、「利息期間」とは、2013年７月４日（その日を

含む。）から第１回目の利払日（その日を含まない。）までの期間およびその後の各利払日（その日を

含む。）からその次の利払日（その日を含まない。）までの期間をいう。

　　 (ii)　本社債には、下記の規定によりその時々に決定される利率（年率）（以下「適用利率」という。）によ

り本社債の金額に対して利息が付される。ただし、かかる適用利率は０％を下回らないものとする。

(イ) 利率基準日（以下に定義される。）の翌東京営業日（以下「利率決定日」という。）の午前10時

（東京時間）までに、発行会社は、当該利息期間に関して、その利息期間の初日の２ロンドン営業

日（以下に定義される。）前の日（または最初の利息期間については、2013年７月２日）（それぞ

れの日を、以下「利率基準日」という。）の午前11時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁

（以下に定義される。）に表示されているロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオ

ファード・レートを確認する。当該利息期間の適用利率は、発行会社が確認した上記オファード・

レートに年率（未定）％を加算した率とする。

本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー

・プブリクト第１回変動利付円貨社債(2013)＞」において、

(x)　「ロンドン営業日」とは、銀行がロンドンにおいて営業（外国為替および外貨預金取引を含

む。）を行っている日をいう。

(y)　「ロイターLIBOR01頁」とは、日本円預金に係るロンドン銀行間オファード・レート（英国

銀行協会（もしくはかかるレートの管理を引き継ぐ他の者）により管理されるもの）を表

示するロイター（もしくはその承継サービス）のLIBOR01頁として指定された頁もしくは

当該サービスのLIBOR01頁に代わる他の頁またはかかるレートに相当する率を表示するた

めの情報源として発行会社により合理的に指定された他のサービスの提供する他の頁をい
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う。発行会社は、財務代理人に対し、かかる代替を速やかに書面で通知する。

(ロ) いずれかの利率基準日の午前11時（ロンドン時間）に、上記オファード・レートがロイター

LIBOR01頁に表示されない場合、またはロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には、発行会社

は、利率決定日に、各利率照会銀行（以下に定義される。）の東京の主たる店舗（もしあれば）に

対し、それらのロンドンの主たる店舗が当該利率基準日の午前11時（ロンドン時間）頃にロンド

ン銀行間市場において主要銀行に対し提示した当該利率基準日の２ロンドン営業日後に始まる日

本円の３か月預金のオファード・レート（年率で表示する。）を発行会社に提示するよう要請す

る。この場合、

－ 当該利率決定日に６行以上の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に提示した場

合には、当該利息期間の適用利率は、発行会社が確認した当該オファード・レート（そのうち２

つの最低値と２つの最高値を除く。）の算術平均値（必要な場合は、小数第６位を四捨五入して

小数第５位まで求める。）に年率（未定）％を加算した率とする。

－ 当該利率決定日に２行以上５行以下の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に提

示した場合には、当該利息期間の適用利率は、これを提示した利率照会銀行の当該オファード・

レートの算術平均値（必要な場合は、小数第６位を四捨五入して小数第５位まで求める。）に年

率（未定）％を加算した率とする。

－ 当該利率決定日に、発行会社に対し、利率照会銀行のうち１行のみが当該オファード・レートを

提示した場合、またはいずれの利率照会銀行もオファード・レートを提示しなかった場合には、

発行会社は、当該利率基準日に先立つ直近のロンドン営業日（当該日にロイターLIBOR01頁にロ

ンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートが表示されない場合、また

はロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には当該表示がなされた直近のロンドン営業日）の

午前11時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁に表示されたロンドン銀行間市場における

日本円の３か月預金のオファード・レートを確認する。当該利息期間の適用利率は、発行会社が

確認した上記オファード・レートに年率（未定）％を加算した率とする。ただし、当該ロンドン

営業日がその直前の利率基準日（もしあれば）以前である場合には、適用利率は直前の利息期間

に有効であった適用利率とする。

本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー

・プブリクト第１回変動利付円貨社債(2013)＞」において、「利率照会銀行」とは、当該利率決定

日に関する利率基準日に先立つ直近のロンドン営業日（当該日にロイターLIBOR01頁にロンドン銀

行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートが表示されない場合、またはロイター

LIBOR01頁が利用不能である場合には当該表示がなされた直近のロンドン営業日）の午前11時（ロ

ンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁に表示されたロンドン銀行間市場における日本円の３か月

預金のオファード・レートを算出するために用いられた自行のオファード・レートを提示した銀

行をいう。

(ⅲ) 発行会社は、各利率決定日の午前10時（東京時間）頃に、本社債に関して保振機構業務規程等の目的

上当該利息期間にかかる一通貨あたりの利子額（以下「一通貨あたりの利子額」という。）を算出す

る。いずれかの利息期間の一通貨あたりの利子額は、保振機構業務規程等に従い、適用利率に当該利息

期間の実日数を分子とし、360を分母とする分数を乗じて算出される。いずれかの利息期間の一部にか

かる一通貨あたりの利子額の計算は、１年360日の日割計算により、当該部分の実日数について行われ

るものとする。各本社債権者に支払われる利息の総額は、保振機構業務規程等に従い算出される。

(iv) 各利息期間の適用利率が決定された後実務上可能な限り速やかに、かつ各利息期間開始後５東京営業

日以内に、発行会社は、財務代理人に対し、当該適用利率ならびにこれに関する一通貨あたりの利子額
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および利払日を書面で通知する。ただし、いかなる利息期間についてもこれらの事項の公告を行うこと

を要しない。財務代理人は、かかる通知を受けた後実務上可能な限り速やかに、これらの事項をその本

店において、通常の営業時間に本社債権者に対し閲覧に供する。

(v)　上記（iv）に従って適用利率ならびにこれに関する一通貨あたりの利子額および利払日の通知を行っ

た後にこれに関する利息期間が延長されまたは短縮された場合には、発行会社はどのような調整が適

切かを速やかに決定する。かかる調整が決定された後実務上可能な限り速やかに、発行会社は、財務代

理人に対し、かかる調整に従って改定された一通貨あたりの利子額および利払日を書面により通知す

る。ただし、かかる改定に関する公告は、これを行うことを要しない。財務代理人は、かかる通知を受け

た後実務上可能な限り速やかに、これらの事項をその本店において、通常の営業時間に本社債権者に対

し閲覧に供する。

(vi) 本「利息支払の方法－(1)」の規定に従って決定された適用利率、一通貨あたりの利子額または利払

日は、明らかな誤りのある場合を除き、最終的なものであり、本社債権者を含む全当事者に対し拘束力

を有する。

(vii)株式会社三井住友銀行は、日本国東京都の本店において、本社債にかかる発行会社の利率確認事務取

扱者（以下「利率確認事務取扱者」という。）として職務を行う。財務代理契約に基づき、発行会社は、

利率確認事務取扱者に対し、オファード・レートまたは利率（適用利率および一通貨あたりの利子額

を含むがこれに限定されない。）の確認、算出および決定に関する本「利息支払の方法－(1)」に基づ

く発行会社の一切の義務（公告を行う義務を除く。）の履行を委任する。利率確認事務取扱者は、発行

会社のためにのみその職務を行うものとし、本社債権者に対していかなる義務も負わず、また本社債権

者との間で代理または信託の関係を有しない。本「利息支払の方法－(1)」に基づき発行会社が財務代

理人に対して行うべき通知は、財務代理人が利率確認事務取扱者と同一の銀行である限りは、これを行

うことを要しない。発行会社は、随時、利率確認事務取扱者を変更することができる。ただし、利率確認

事務取扱者は、後任の利率確認事務取扱者が有効に任命されるまで、在職するものとする。この場合、発

行会社は、本社債権者に対して事前にその旨を公告する。

(2) 本社債の利息は、償還期日（その日を含む。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の要

項に従った本社債の償還を怠ったときは、その時点で未償還の本社債の未返済元金額について償還期日（そ

の日を含む。）からかかる本社債の償還が実際に行われた日（その日を含まない。）までの期間中の実日数に

つき、利払日が当該償還期日後も継続して到来するものとみなして上記「利息支払の方法－(1)」を準用して

決定される利率により利息（１年360日の日割計算による。）が日本円で支払われる。ただし、その期間は、

（保振機構業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人（以下「支払代理人」とい

う。）が、自己が受領した本社債全額の償還のために必要な資金を、本社債の振替を行うため保振機構に口座

を開設している関連する機構加入者（以下「機構加入者」という。）に配分した日を超えない。ただし、保振

機構業務規程等のもとでかかる支払期日後の配分ができない場合、かかる期間は財務代理人が下記「摘要－

３ 支払い－(ロ)」に従い最終の公告を行った日以後14日を超えない。発行会社は、財務代理人に対し、上記に

より決定された各利率を上記「利息支払の方法－(1)(iv)」の規定に従って書面で通知する。かかる通知を受

けた財務代理人は、各関連日後５東京営業日以内に、かかる利率をその本店において、通常の営業時間に本社

債権者に対し閲覧に供する。かかる利率に関する公告は、これを行うことを要しない。

償還の方法

(1)　満期償還

本社債は、期限前に償還され、または買入消却されない限り、2016年７月４日に本社債の金額の100％で償

還される。ただし、この日が東京営業日でない場合には、本社債の償還期日を翌東京営業日に繰下げるものと
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する（ただし、これによりかかる日が翌暦月に入る場合はこの限りでなく、この場合償還期日は直前の東京営

業日に繰上げられるものとする。）。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還

または返済することができない。

(2)　税務上の理由による償還

スウェーデン王国の法律もしくは同国におけるもしくは同国の課税当局の規則に係る実際のもしくは予

定される変更もしくは改正またはかかる法律もしくは規則の適用に係る当該変更もしくは改正（ただし、当

該変更もしくは改正は発行日以降に効力を生じるものに限る。）の結果、発行会社が本社債に係る次の利払日

において追加額（下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」において定義される。）の支払義務を

負うことになる場合、発行会社はその選択により本「償還の方法－(2)」の下から２番目の段落に基づく償還

に関する事前の公告を本社債権者に対して行うことにより、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の

100％で、償還期日（その日を含まない。）までの一切の経過利息を付して、いずれかの利払日において償還す

ることができる。ただし、かかる公告は、本社債に関して支払期限が到来したと仮定すれば発行会社が追加額

の支払義務を負うこととなる最も早い日から90日よりも前に行うことはできない。

発行会社が下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」に基づいてかかる追加額の支払義務を負

担するもののスウェーデン王国の法律または同国におけるもしくは同国の課税当局の規則により当該追加額

の全部または一部の支払を禁じられる場合、発行会社は本「償還の方法－(2)」の下から２番目の段落に基づ

く償還に関する事前の公告を本社債権者に対して行うことにより、実務上可能な限り速やかに（ただし、(i)

発行会社に追加額の支払義務を生ぜしめる事由の発生日または(ii)当該法律または規則が施行される日のい

ずれか遅い方から60日以内とする。）、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の100％で、償還期日（そ

の日を含まない。）までの一切の経過利息を付して償還しなければならない（ただし、かかる法律または規則

に従う。）。

本「償還の方法－(2)」に従い償還に関する公告を本社債権者に対して行うに先立ち、発行会社は財務代

理人に対して、(i)当該追加額の支払義務の発生および（義務的償還の場合は）スウェーデン王国の法律また

は同国におけるもしくは同国の課税当局の規則による当該支払の禁止を示す合理的な範囲で詳細な事実、

(ii)（発行会社の償還権選択の場合は）かかる償還の実施の選択に係る発行会社の決定ならびに(iii)償還

予定期日を記載した、発行会社の適法に授権された役員が署名した証明書と共に、前２段落に規定する変更ま

たは改正の結果、発行会社が当該追加額の支払義務を負っているかまたは負うこととなること、および（義務

的償還の場合）当該支払の全部または一部がかかる法律または規則により禁止されることになることを記載

した定評ある独立の法律顧問による法律意見書を添付して提出しなければならない。かかる証明書および法

律意見書は英文で作成されるものとする。

直前の段落に基づいて提供される証明書および法律意見書は、財務代理人が受領後速やかにかつ本社債の

償還期日から１年を経過するまで財務代理人の本店に備えられ、通常の営業時間に本社債権者の閲覧または

謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用はこれを請求する者の負担とする。

発行会社は本「償還の方法－(2)」に従って行われる償還について財務代理人に対して償還予定期日の少

なくとも30日前までにその通知を行い、財務代理人は発行会社に代わってかかる償還予定期日の少なくとも

14日前までに本社債権者に対して償還に関する公告をするものとする。なお、当該償還予定期日は東京営業日

でなければならず、また財務代理人に対するかかる通知および発行会社に代わって財務代理人により行われ

る本社債権者に対する公告は取消不能とする。

本「償還の方法－(2)」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする（ただし、上記

に別段の定めがある場合を除く。）。

(3)　買入消却
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発行会社またはその子会社は、適用ある法律に別段の定めがある場合を除き、また保振機構業務規程等の

規定に従って、公開市場または相対取引により任意の価格で本社債を随時買入れることができ、そのように買

入れた本社債はすべて直ちに消却するものとし、転売または再発行することはできない。ただし、発行会社ま

たはその子会社が買入れた本社債であって、可能性のある爾後の取引のための保有を決定するものおよび発

行会社またはその子会社が証券ディーラーとして、または実質保有者以外のその他の資格で行う通常業務の

一環として買入れた本社債についてはこの限りでない。また買入れが入札により実施されるときは、すべての

本社債権者に同様にその機会を与えるものとする。

担　　　保

　本社債はいかなる物上担保によっても担保されない。

本社債の地位

本社債は、発行会社の無条件かつ無担保の債務であり、その相互の間において優先劣後せず同順位であり、また

預金債務を含む発行会社の一切の他の無担保債務（劣後債務およびスウェーデン法により優先弁済が認められ

た債務を除く。）と弁済に関して同順位である。

財務上の特約

(1)　担保提供制限

担保提供制限条項は規定されていない。

(2)　その他の条項

該当事項なし

社債権者集会

(1)　本社債の未償還総額の10分の１以上にあたる本社債を保有する本社債権者が共同または単独で社債権者集

会の議題である本社債権者の利害に関連する事項を記載した書面により社債権者集会の開催を、発行会社を

代理する財務代理人に対しその本店において請求する場合（ただし、当該本社債権者の書面請求には保有証

明書（下記「摘要－２ 債務不履行事由」に定義される。）を添付するものとする。）、または発行会社が社債

権者集会の開催を必要と認めて財務代理人に対し社債権者集会の開催予定日より少なくとも35日前までに書

面による通知をした場合、発行会社は本社債権者の利害に関連する事項を議題とする社債権者集会の招集を

行う。ただし、社債の要項の修正については、本社債に基づく本社債権者の権利の放棄を除き、発行会社の同意

を必要とする。

社債権者集会が招集される場合、財務代理人は発行会社に代わって当該社債権者集会の招集公告を当該集

会の開催日の少なくとも21日前までに本社債権者に対して行い、かつ、発行会社は発行会社に代わって財務代

理人が社債権者集会の招集および議事の進行の促進のために必要な手続をとるようにさせる。

(2)　本社債権者は当該社債権者集会において、自ら出席しもしくは代理人を通じて、または、発行会社もしくは発

行会社に代わって財務代理人が定める規則および手続に従って、書面もしくは（発行会社が電磁的方法によ

る議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により、その議決権を行使することができる。社債権者集会に

おいては、各本社債権者は当該本社債権者の保有する（その時点で未償還の）本社債の金額に応じて議決権

を有する。ただし、本社債権者は、当該集会の開催日の少なくとも７日前までに保有証明書を財務代理人に対

しその本店において提示し、かつ、当該集会の開催日に当該集会において発行会社または財務代理人に対し保

有証明書を提示しなければならず、さらに、当該本社債権者は、かかる保有証明書を（場合に応じて）保振機

構または当該本社債権者の関連する口座管理機関（下記「摘要－３ 支払い－(イ)」に定義される。）に返還
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するまでは、本社債の振替の申請または抹消の申請をすることができない。発行会社は、その代表者を当該集

会に出席させ、当該集会においてその意見を表明させることができる。

(3)　当該社債権者集会の決議は、当該集会に出席し、当該集会において議決権を行使する権利を有する本社債権

者（以下「議決権者」という。）が保有する議決権の総数の２分の１超をもってこれをなす。ただし、下記の

事項については特別決議（以下に定義される。）を要する。

(a)　すべての本社債に関してなされる支払の猶予、債務不履行によって生じた責任の免除または和解（下

記(b)に記載の事項を除く。）

(b)　すべての本社債に関してなされる訴訟行為または破産、会社更生もしくはこれに準ずる手続に関する

すべての行為

(c)　社債権者集会において決議すべき事項の決定について、社債権者集会の決議により指名および授権さ

れる本社債権者の１名もしくは複数名の代表者（ただし、かかる代表者は各々その時点で未償還の、

本社債の総額の1,000分の１以上を保有する者でなければならない。）（以下「代表本社債権者」と

いう。）または社債権者集会の決議により指名および授権されることのある社債権者集会の決議を執

行する者（以下「決議執行者」という。）の選任もしくは解任、または上記の者に委託した事項の変

更

(d)　本要項の条項に基づいて特別決議が要求されているその他の事項

「特別決議」とは、社債権者集会において、本社債の未償還総額に係る議決権者が保有する議決権の総数

の５分の１以上、かつ、当該集会に出席した議決権者が保有する議決権の総数の３分の２以上の賛成をもって

採択される決議を意味する。

社債権者集会において行使された議決権の数の算定上、代理人によりまたは書面もしくは（発行会社が電

磁的方法による議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により議決権を行使した本社債権者も、これに

出席しまた議決権を行使したものとみなされる。

(4)　本「社債権者集会」に従って行われた決議は、すべての本社債権者に対し、当該社債権者集会に出席したか

否かを問わず、適用ある日本法が認める限度において拘束力を有し、その執行は代表本社債権者または決議執

行者がこれにあたる。

(5)　本「社債権者集会」において、発行会社またはその子会社が保有する本社債は除外され、未償還でないもの

とみなす。

(6)　社債権者集会は日本国東京都において開催される。

(7)　本「社債権者集会」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

準拠法及び管轄裁判所

発行会社による本社債の発行に関する授権を除き、本社債ならびにこれに基づく本社債権者を含むすべての当

事者の一切の権利および義務は、すべて日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

社債の要項において別段の定めがある場合を除き、本社債に基づく義務の履行地は、日本国東京都とする。

本社債もしくは社債の要項から生ずるかまたはこれらに関する発行会社に対する一切の訴訟またはその他の

裁判手続は、非専属的に、東京地方裁判所に対して提起することができ、発行会社は、かかる裁判所の管轄権に明

示的、無条件かつ取消不能の形で服することに合意する。発行会社は、かかる訴訟またはその他の裁判手続につい

て下された最終判決または決定は確定的であることに合意する。

発行会社は、本社債もしくは社債の要項から生ずるか、またはこれらに関して日本国東京都において提起され

ることのある一切の法的またはその他の訴訟行為につき、訴状または一切の司法もしくはその他裁判上の書類の

送達を受ける発行会社の権限ある代理人として日本国東京都に所在する弁護士である多賀大輔氏を指名し、当該

訴状または一切の司法もしくはその他裁判上の書類の送達を受けるべき場所として現在日本国〒106-6036 東京
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都港区六本木一丁目６番１号 泉ガーデンタワーに所在のアンダーソン・毛利・友常法律事務所のその時々の所

在地を指定する。発行会社は、本社債の未償還残高が存する限りいつでも、かかる指名および指定が完全な効力を

有しそれを継続するのに必要な一切の行為（あらゆる書類および証書の作成および提出を含む。）をなすことに

合意する。いずれかの時点でかかる代理人が何らかの理由により発行会社のかかる権限ある代理人として行為す

ることが不可能な場合、直前の文に定められた発行会社の義務はかかる事由の発生後も引続き有効とし、発行会

社は直ちに日本国東京都に所在する後任の権限ある代理人を指名し、かつかかる指名が効力を有するのに必要な

一切の行為をなすことを約束する。発行会社は、財務代理人に対し、かかる後任の代理人を指名したことを速やか

に通知し、その旨を本社債権者に対して公告する。

本「準拠法及び管轄裁判所」の規定は、本社債権者が、発行会社に対し、適用ある法律に基づいていずれかの管

轄裁判所に訴訟またはその他の裁判手続を提起する権利またはその他法律により認められている方法で訴状ま

たは一切の司法もしくはその他裁判上の書類の送達を行う権利に影響を与えるものではない。

日本において得られた判決のスウェーデンにおける効力については、下記「第二部－第１　本国における法制

等の概要－日本において得られた判決の効力」を参照のこと。

摘　　要

１　信用格付

(イ)　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、日本国金融商品取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。）（以下「金商法」とい

う。）第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、または閲覧に供される信用格付はない。

(ロ)　その他の信用格付

発行会社は、本社債について、格付の付与を、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド（以下

「ムーディーズ」という。）およびスタンダード＆プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッ

パ・リミテッド（以下「S&P」という。）に依頼する予定であり、本社債の条件決定後にかかる格付けを取得でき

る予定である。

発行会社は、ムーディーズからAa3（安定的）の長期発行体格付を、また、S&PからAA-（ネガティブ）の長期発

行体格付をそれぞれ付与されており、本書提出日現在、かかる長期発行体格付に変更はない。

ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、金商法第66条の27に基づく信用格付業者として登録

されていない（かかる業者を、以下「無登録格付業者」という。）。無登録格付業者は、金融庁の監督および金商

法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引

業等に関する内閣府令第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。

ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金商法第66条の27に基づく登録を受けた信用格

付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）およびスタンダー

ド＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）を有している。ムー

ディーズおよびS&Pが付与する信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されている(i)ムー

ディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp）

の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録

格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および(ii)スタンダード＆プアーズ・レー

ティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.com/home/jp/jp）の「ライブラ

リ・規制関連」の「無登録格付け情報」（http://www.standardandpoors.com/ratings/unregistered/jp/jp）

に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
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２　債務不履行事由

以下に掲げる事由の発生および継続は債務不履行事由（以下「債務不履行事由」という。）を構成する。

(a)　支払期限の到来にもかかわらず、本社債のいずれかに関して発行会社による元金または利息の支払の不履

行が７日（元金の場合）または30日（利息の場合）間生じる場合。

(b)　本社債に基づく発行会社を拘束するいずれかの義務、条件または規定（本社債に係る元利金の支払義務以

外のもの）の履行または遵守について発行会社による不履行があり、かつ、当該不履行が治癒可能でない

ときを除き、いずれかの本社債権者による発行会社に対するその旨の書面による通知（当該通知には、保

振機構または関連する口座管理機関により発行された当該本社債の保有を証する証明書（以下「保有証

明書」という。）を添付しなければならない。）が財務代理人の本店において行われた後当該不履行が30

日間継続する場合。

(c)　発行会社について管轄権を有するスウェーデン王国の政府機関もしくは監督当局が発行会社もしくはそ

の財産の全部もしくは実質的に全部に関わる支払不能、破産、再生、負債整理、資産・負債の順位決定もし

くは類似の債務整理における管理人もしくは清算人の任命もしくはその事業の解散もしくは清算に係る

手続を開始し、またはスウェーデン王国の裁判所が発行会社もしくはその財産の全部もしくは実質的に

全部に関わる支払不能、破産、再生、負債整理、資産・負債の順位決定もしくは類似の債務整理における管

理人もしくは清算人の任命もしくはその事業の解散もしくは清算に係る判決もしくは命令を下し、かつ、

かかる手続、判決または命令が60日間、取消されず、または解除もしくは中止されることなく効力を有す

る場合。

(d)　発行会社が支払不能に係る法を利用する申立てを行う場合、またはその債務弁済を任意に停止する場合。

(e)　発行会社がその事業の全部または実質的に全部の遂行を止める場合、または止めるおそれがある場合（た

だし、特別決議により事前に承認された再構築、吸収合併もしくは新設合併の目的のためにまたはこれら

を受けて行われるときを除く。）

債務不履行事由が１つ以上発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人の本店において、当該債務不

履行事由を特定した発行会社に対する書面による通知（当該書面通知は、保有証明書を添付しなければならず、

受領時に効力を生じる。）をすることにより、当該本社債権者が保有する本社債および当該本社債に対してその

時まで発生するすべての経過利息について直ちに期限の利益の喪失を宣言することができ、それにより、発行会

社に代わって財務代理人がかかる通知を受領する前にすべての債務不履行事由が治癒されていない限り、当該本

社債は、呈示、催告、拒絶証書その他いかなる通知も必要とすることなく、その金額の100％でこれに対するすべて

の経過利息（もしあれば）とともに直ちに支払われるものとする。

もし(i)上記(b)から(e)に掲げる事由のいずれかが発生した場合、または(ii)時の経過もしくは通知の送付も

しくはその双方により当該事由のいずれかとなる事態が存在する場合、発行会社は、直ちに（ただし、上記(ii)の

場合は発行会社がかかる事態を知ることとなったときに直ちに）、かかる事由または事態を財務代理人に書面で

通知し、その旨を本社債権者に対して公告する。また、もし上記(a)に掲げる事由または時の経過によりかかる事

由となる事態が発生し継続している場合、発行会社は直ちにかかる事由または事態を財務代理人に書面で通知

し、かつ財務代理人は発行会社に代わって本社債権者に対して公告する。

本「摘要－２ 債務不履行事由」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

３　支払い

(イ)　本社債の元金および利息の支払は、支払代理人により、振替法および保振機構業務規程等に基づいて、本社

債権者に対し、当該本社債権者が機構加入者である場合は直接、またそれ以外の場合には、当該本社債権者

が本社債を記録させるために口座を開設した関連する口座管理機関（以下「口座管理機関」という。）を

通じて、行われる。上記にかかわらず、支払代理人が、発行会社から受領した本社債の元金または利息の支払
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に必要な資金を、関連する機構加入者に配分した時点で、発行会社は、社債の要項に基づくかかる支払義務

から免責される。

(ロ)　支払期日に支払われるべき本社債の元金または利息の全額を支払代理人がかかる支払期日後に受領した場

合、財務代理人は、支払代理人によるかかる金額の受領後、実務上可能な限り速やかに、ただし遅くとも14日

以内に、本社債権者に対して金額受領の旨および支払方法ならびに支払日の公告を行う。かかる受領の時点

でかかる支払方法もしくは支払日（またはその双方）を決定することができない場合、財務代理人は本社

債権者に対してかかる金額受領の旨ならびに決定された範囲内でかかる支払方法および／または支払日の

公告を本社債権者に対して行い、後日、その決定後速やかに、かかる支払方法および／または支払日につい

て、本社債権者に対して公告を行う。当該公告に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

４　税制上の理由による追加の支払い

(イ)　発行会社による本社債に係る元利金の一切の支払は、スウェーデン王国によりもしくは同国のために、また

は同国のもしくは同国における課税当局によりもしくはそのために賦課または徴収される現在または将来

の租税または賦課金（性質の如何を問わない。）のための源泉徴収または控除を行うことなく支払われる

ものとする。ただし、かかる租税または賦課金の源泉徴収または控除が法律により要求される場合はこの限

りでない。その場合、発行会社は、当該源泉徴収または控除後に本社債権者が受領し得る純額が、当該源泉徴

収または控除がなければ本社債に関して受領し得たであろう元金または利息の各金額と等しくなるために

必要な追加額（以下「追加額」という。）を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下に定めるいず

れの本社債に関しても支払われない。

(a)　単に当該本社債を保有していること以外にスウェーデン王国と何らかの関連を有していることを理由

として当該本社債に関して当該租税もしくは賦課金の支払義務を負う本社債権者によりまたはかか

る本社債権者のために保有されているもの

(b)　（本社債券（下記「摘要－５ 本社債券の不発行」に定義される。）が発行される場合に限り）その券

面が関連日（以下に定義される。）の後30日を経過して支払呈示がなされるもの（ただし、かかる本

社債の保有者が当該30日目の日以前にこれを支払呈示したとすると追加額の支払を受ける権利を有

していた場合はこの限りでない。）

(c)　国籍もしくは住所またはスウェーデン王国との関係に係る証明、確認またはその他報告要件を遵守し

ていればかかる源泉徴収または控除が課されない本社債権者によりまたはそのために保有されるも

の（ただし、本(c)に規定する発行会社の追加額支払い義務の限定は、当該要件の遵守手続が保振機

構業務規程等に従い実施されていない場合には適用されない。）

本「摘要－４　税制上の理由による追加の支払い－(イ)」において、「関連日」とは、当該支払の期

限が最初に到来する日、または支払われるべき金銭の全額が当該支払期日以前に財務代理人により

受領されていない場合には、当該金銭の全額が財務代理人により受領され、かつ上記「摘要－３　支

払い－(ロ)」に従って最終の公告が財務代理人によりなされる日をいう。

(ロ)　本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリク

ト第１回変動利付円貨社債(2013)＞」において元金または利息には、本「摘要－４ 税制上の理由による追

加の支払い」に従い元金または利息に関しそれぞれ支払われるべき追加額を含むものとみなす。本「摘要

－４ 税制上の理由による追加の支払い」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とす

る。

５　本社債券の不発行

本社債の社債券（以下「本社債券」という。）は、本社債権者がその発行を請求できる振替法に規定された例

外的な場合を除き、発行されない。本社債券が発行される場合、かかる本社債券は支払期日未到来の利札付無記名

式に限るものとし、本社債権者は本社債券の記名式への変更または分割もしくは併合を要求することはできな
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い。

本社債券が発行された場合、本社債の元金および利息の計算および支払の方法、本社債権者による本社債に基

づく権利の行使および本社債の譲渡、ならびに本社債に関するその他のすべての事項は、その時点で適用ある日

本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行に従うものとする。社債の要項の規定とその時点で適用

ある日本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行との間に齟齬がある場合には、当該日本国の法令

およびその時点の日本国の一般的な市場慣行が優先するものとする。

本社債券の当初発行に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

６　時　　効

本社債の消滅時効は、元金については10年、利息については５年とする。

７　社債原簿

本社債の社債原簿は、発行会社に代わって財務代理人がこれを作成および管理し、その本店に備え置く。

８　通貨の補償

本社債の元金もしくは利息または本社債に関して支払うべきその他の金額の支払を命ずる判決または命令が

いずれかの裁判所によりなされまたは発せられ、かかる判決または命令が日本円以外の通貨で表示されている場

合には、かかる判決または命令に関連して本社債権者がかかる通貨により受領したまたは回収したいかなる金額

も当該本社債権者が日本円建で受領したまたは回収した金額の範囲でのみ発行会社を免責するものであり、発行

会社は、かかる本社債権者に対し、(i) かかる判決もしくは命令（またはその一部）の目的上日本円金額が日本

円以外の通貨で表示されている金額に換算された（または換算されたものとみなされた）日と (ii) かかる判

決もしくは命令（またはその一部）の履行がなされた日との間に生じた換算率の変動から生じる不足額を補填

するために必要な金額を支払うことを約束する。適用ある法律が認める限度において、上記の約束は、発行会社の

他の債務から別個、独立の債務を構成し、発行会社に対する別個、独立の請求原因となり、その時々の本社債権者

が猶予したか否かを問わず適用され、いかなる判決または命令にもかかわらず継続して完全な効力を有するもの

とする。

＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第２回変動利付円貨社債(2013)＞

以下は、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第２回変動利付円貨社債(2013)（以下

「本社債」という。）について記載されており、「本社債権者」とは、本社債の社債権者を指す。

本＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第２回変動利付円貨社債(2013)＞におけ

る本社債の未定事項または予定事項は2013年６月下旬頃に決定される予定である。

銘　　柄
スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト

第２回変動利付円貨社債(2013)(注１)

記名・無記名の別 該当なし
券面総額又は

振替社債の総額
50億円（予定）(注２)

各社債の金額 １億円 発行価額の総額 50億円（予定）(注２)

発行価格 各社債の金額100円につき100円 利率（％） （未定）（注３)
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利払日

毎年１月４日、４月４日、

７月４日および

10月４日 (注４)

償還期限 2018年７月４日 (注５)

募集の方法 一般募集 申込証拠金 な　　し

申込期間 2013年６月26日 (注６) 払込期日 2013年７月４日 (注７)

申込取扱場所 別項記載の各金融商品取引業者の日本国内における本店および各支店

(注１) 本社債には日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含む。）（以下「振替

法」という。）が適用され、本社債の譲渡および本社債に関連するその他の事項については、振替法および保振機構

（下記「振替機関」において定義される。）が随時定める社債等の振替に関する業務規程ならびにその他の規則およ

びガイドライン（以下総称して「保振機構業務規程等」という。）に従って取り扱われる。

(注２) 上記の振替社債の総額および発行価額の総額は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき本社債の需要

状況把握のために本邦の機関投資家を中心に行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本社債の条件

決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される振替社債の総額および発行価額の

総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

(注３) 利率は、2013年６月中旬頃に提示される予定の仮条件に基づき需要状況を勘案したうえで、2013年６月下旬頃に決定

される予定である。

(注４) 各利払日は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注５) 償還期限は、払込期日の変更に伴い変更される可能性がある。

(注６) 申込期間は、需要状況を勘案したうえで、最大１週間繰り下げられる可能性がある。

(注７) 払込期日は、申込期間の変更に伴い変更される可能性がある。

振替機関

名　　　　称 住　　　　　　　所

株式会社証券保管振替機構

（以下「保振機構」という。）（注）
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

(注)　保振機構には、主務大臣が振替法に従って指定する後継の振替機関を含むものとみなす。

公告の方法

本社債の要項（以下「社債の要項」という。）に基づいて行うべき、または本社債に関する一切の公告は、日本

国の官報（もし可能であれば）ならびに東京都および大阪市において発行される時事に関する事項を掲載する

日本語の日刊新聞紙上にそれぞれ１回これを行う。かかる公告は、上記による掲載日（または２回以上もしくは

異なる日に掲載される場合は最初の掲載日）になされたとみなされる。各本社債権者に対する直接の通知はこれ

を要しない。発行会社が行うべき当該公告は、発行会社の請求があった場合に、発行会社の費用負担により、発行

会社に代わって財務代理人（下記「財務代理人とその職務」に定義される。）がこれを行うものとする。

引　受　人

元引受契約を締結する金融商品取引業者 引受金額

（百万円）
元引受の条件

会　社　名 住　　所
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メリルリンチ日本証券株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

（以下「共同主幹事会社」と総称

する。）

東京都中央区日本橋一丁目

４番１号

日本橋一丁目ビルディング

東京都千代田区丸の内二丁目

５番２号

東京都千代田区大手町一丁目

５番１号

大手町ファーストスクエア

東京都中央区日本橋一丁目

９番１号

共同主幹事会社が

連帯して本社債の

発行総額を引受け

るので、個々の共

同主幹事会社の引

受金額はない。

本社債の発行総額

は、発行会社と共

同主幹事会社との

間で2013年６月26

日（予定）に調印

される元引受契約

に従い共同主幹事

会社により連帯し

て買取引受けさ

れ、一般に募集さ

れる。左記以外の

元引受の条件は未

定であるが、本社

債の条件決定日

に、発行条件とと

もに決定される予

定である。
合　　計 5,000（予定）

財務代理人とその職務

本社債について、社債の管理会社は設置されない。

財務代理人・発行代理人兼支払代理人の名称 住　　　　　　所

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

本社債に関する発行会社の財務代理人・発行代理人兼支払代理人（以下「財務代理人」という。文脈上別意に

解すべき場合を除き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理人を意味する。）は、株式会社

三井住友銀行とする。財務代理人は、社債の要項、発行会社および財務代理人間の2013年６月26日付（予定）の財

務代理・利率確認事務取扱契約証書（以下「財務代理契約」という。）、振替法ならびに保振機構業務規程等に

定める義務を履行し職務を行う。財務代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者に対していかな

る義務も負わず、また、本社債権者との間で代理または信託関係を有しない。社債の要項が添付された財務代理契

約の写しは、本社債の償還期日から１年を経過するまで、財務代理人の本店に備えられ、通常の営業時間に本社債

権者の閲覧または謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用はこれを請求する者の負担とする。

発行会社は随時、財務代理人の任命を変更または終了することができる。ただし、後任の財務代理人、発行代理

人および支払代理人が有効に任命されるまで（ただし、かかる後任の財務代理人が保振機構業務規程等に従って

発行代理人および支払代理人として行為する資格を有していることを条件とする。）、財務代理人の任命は継続

する。かかる場合、発行会社は、財務代理人の変更を事前に本社債権者に対して公告する。

後任の財務代理人、発行代理人および支払代理人は、かかる任命が有効とされる日をもって、退任する財務代理

人の地位を承継し、退任する財務代理人と代替し、社債の要項、財務代理契約および保振機構業務規程等に定め

る、退任する財務代理人の義務を履行し職務を行う。
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保振機構が発行会社に対し、財務代理人の発行代理人または支払代理人としての指定を取消す旨の通知をなし

た場合には、発行会社は、遅滞なく後任の財務代理人、発行代理人および支払代理人を選任し（ただし、かかる後

任の財務代理人が保振機構業務規程等に従って発行代理人および支払代理人として行為する資格を有している

ことを条件とする。）、その旨を本社債権者に対して公告する。

利息支払の方法

(1) (i)　 本社債の利息は2013年７月４日（その日を含む。）から2018年７月４日（その日を含まない。）までこ

れを付し、2013年10月４日を初回として、その後毎年１月４日、４月４日、７月４日および10月４日の４

回、各々その日（その日を含まない。）までの利息期間（以下に定義される。）についての利息を後払

いする。ただし、かかる日のいずれかが東京営業日（以下に定義される。）でない場合には、利息の当該

支払期日を翌東京営業日に繰下げるものとし（これによりかかる支払期日が翌暦月に入る場合はこの

限りでなく、この場合支払期日は直前の東京営業日に繰上げられるものとする。）、利息は、本ただし書

により修正された支払期日（その日を含まない。）までの利息期間について支払われるものとする。本

「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリ

クト第２回変動利付円貨社債(2013)＞」において、「東京営業日」とは、銀行が日本国東京において営

業（外国為替および外貨預金取引を含む。）を行っている日をいう。いずれかの利息期間またはその一

部に係る利息は、かかる利息期間またはその該当部分中の実日数について、１年360日の日割計算によ

り支払われる。本「利息支払の方法」において定められた各利払の日を、以下「利払日」という。

本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プ

ブリクト第２回変動利付円貨社債(2013)＞」において、「利息期間」とは、2013年７月４日（その日を

含む。）から第１回目の利払日（その日を含まない。）までの期間およびその後の各利払日（その日を

含む。）からその次の利払日（その日を含まない。）までの期間をいう。

　　(ii)　本社債には、下記の規定によりその時々に決定される利率（年率）（以下「適用利率」という。）により

本社債の金額に対して利息が付される。ただし、かかる適用利率は０％を下回らないものとする。

(イ) 利率基準日（以下に定義される。）の翌東京営業日（以下「利率決定日」という。）の午前10時

（東京時間）までに、発行会社は、当該利息期間に関して、その利息期間の初日の２ロンドン営業

日（以下に定義される。）前の日（または最初の利息期間については、2013年７月２日）（それぞ

れの日を、以下「利率基準日」という。）の午前11時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁

（以下に定義される。）に表示されているロンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオ

ファード・レートを確認する。当該利息期間の適用利率は、発行会社が確認した上記オファード・

レートに年率（未定）％を加算した率とする。

本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー

・プブリクト第２回変動利付円貨社債(2013)＞」において、

(x)　「ロンドン営業日」とは、銀行がロンドンにおいて営業（外国為替および外貨預金取引を含

む。）を行っている日をいう。

(y)　「ロイターLIBOR01頁」とは、日本円預金に係るロンドン銀行間オファード・レート（英国

銀行協会（もしくはかかるレートの管理を引き継ぐ他の者）により管理されるもの）を表

示するロイター（もしくはその承継サービス）のLIBOR01頁として指定された頁もしくは

当該サービスのLIBOR01頁に代わる他の頁またはかかるレートに相当する率を表示するた

めの情報源として発行会社により合理的に指定された他のサービスの提供する他の頁をい

う。発行会社は、財務代理人に対し、かかる代替を速やかに書面で通知する。
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(ロ) いずれかの利率基準日の午前11時（ロンドン時間）に、上記オファード・レートがロイター

LIBOR01頁に表示されない場合、またはロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には、発行会社

は、利率決定日に、各利率照会銀行（以下に定義される。）の東京の主たる店舗（もしあれば）に

対し、それらのロンドンの主たる店舗が当該利率基準日の午前11時（ロンドン時間）頃にロンド

ン銀行間市場において主要銀行に対し提示した当該利率基準日の２ロンドン営業日後に始まる日

本円の３か月預金のオファード・レート（年率で表示する。）を発行会社に提示するよう要請す

る。この場合、

－ 当該利率決定日に６行以上の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に提示した場

合には、当該利息期間の適用利率は、発行会社が確認した当該オファード・レート（そのうち２

つの最低値と２つの最高値を除く。）の算術平均値（必要な場合は、小数第６位を四捨五入して

小数第５位まで求める。）に年率（未定）％を加算した率とする。

－ 当該利率決定日に２行以上５行以下の利率照会銀行が当該オファード・レートを発行会社に提

示した場合には、当該利息期間の適用利率は、これを提示した利率照会銀行の当該オファード・

レートの算術平均値（必要な場合は、小数第６位を四捨五入して小数第５位まで求める。）に年

率（未定）％を加算した率とする。

－ 当該利率決定日に、発行会社に対し、利率照会銀行のうち１行のみが当該オファード・レートを

提示した場合、またはいずれの利率照会銀行もオファード・レートを提示しなかった場合には、

発行会社は、当該利率基準日に先立つ直近のロンドン営業日（当該日にロイターLIBOR01頁にロ

ンドン銀行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートが表示されない場合、また

はロイターLIBOR01頁が利用不能である場合には当該表示がなされた直近のロンドン営業日）の

午前11時（ロンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁に表示されたロンドン銀行間市場における

日本円の３か月預金のオファード・レートを確認する。当該利息期間の適用利率は、発行会社が

確認した上記オファード・レートに年率（未定）％を加算した率とする。ただし、当該ロンドン

営業日がその直前の利率基準日（もしあれば）以前である場合には、適用利率は直前の利息期間

に有効であった適用利率とする。

本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー

・プブリクト第２回変動利付円貨社債(2013)＞」において、「利率照会銀行」とは、当該利率決定

日に関する利率基準日に先立つ直近のロンドン営業日（当該日にロイターLIBOR01頁にロンドン銀

行間市場における日本円の３か月預金のオファード・レートが表示されない場合、またはロイター

LIBOR01頁が利用不能である場合には当該表示がなされた直近のロンドン営業日）の午前11時（ロ

ンドン時間）現在のロイターLIBOR01頁に表示されたロンドン銀行間市場における日本円の３か月

預金のオファード・レートを算出するために用いられた自行のオファード・レートを提示した銀

行をいう。

　　 (ⅲ) 発行会社は、各利率決定日の午前10時（東京時間）頃に、本社債に関して保振機構業務規程等の目的上

当該利息期間にかかる一通貨あたりの利子額（以下「一通貨あたりの利子額」という。）を算出する。

いずれかの利息期間の一通貨あたりの利子額は、保振機構業務規程等に従い、適用利率に当該利息期間

の実日数を分子とし、360を分母とする分数を乗じて算出される。いずれかの利息期間の一部にかかる

一通貨あたりの利子額の計算は、１年360日の日割計算により、当該部分の実日数について行われるも

のとする。各本社債権者に支払われる利息の総額は、保振機構業務規程等に従い算出される。

　　 (iv) 各利息期間の適用利率が決定された後実務上可能な限り速やかに、かつ各利息期間開始後５東京営業日

以内に、発行会社は、財務代理人に対し、当該適用利率ならびにこれに関する一通貨あたりの利子額お

よび利払日を書面で通知する。ただし、いかなる利息期間についてもこれらの事項の公告を行うことを
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要しない。財務代理人は、かかる通知を受けた後実務上可能な限り速やかに、これらの事項をその本店

において、通常の営業時間に本社債権者に対し閲覧に供する。

　　 (v)　上記（iv）に従って適用利率ならびにこれに関する一通貨あたりの利子額および利払日の通知を行った

後にこれに関する利息期間が延長されまたは短縮された場合には、発行会社はどのような調整が適切

かを速やかに決定する。かかる調整が決定された後実務上可能な限り速やかに、発行会社は、財務代理

人に対し、かかる調整に従って改定された一通貨あたりの利子額および利払日を書面により通知する。

ただし、かかる改定に関する公告は、これを行うことを要しない。財務代理人は、かかる通知を受けた後

実務上可能な限り速やかに、これらの事項をその本店において、通常の営業時間に本社債権者に対し閲

覧に供する。

　　 (vi) 本「利息支払の方法－(1)」の規定に従って決定された適用利率、一通貨あたりの利子額または利払日

は、明らかな誤りのある場合を除き、最終的なものであり、本社債権者を含む全当事者に対し拘束力を

有する。

　　(vii)株式会社三井住友銀行は、日本国東京都の本店において、本社債にかかる発行会社の利率確認事務取扱者

（以下「利率確認事務取扱者」という。）として職務を行う。財務代理契約に基づき、発行会社は、利率

確認事務取扱者に対し、オファード・レートまたは利率（適用利率および一通貨あたりの利子額を含

むがこれに限定されない。）の確認、算出および決定に関する本「利息支払の方法－(1)」に基づく発

行会社の一切の義務（公告を行う義務を除く。）の履行を委任する。利率確認事務取扱者は、発行会社

のためにのみその職務を行うものとし、本社債権者に対していかなる義務も負わず、また本社債権者と

の間で代理または信託の関係を有しない。本「利息支払の方法－(1)」に基づき発行会社が財務代理人

に対して行うべき通知は、財務代理人が利率確認事務取扱者と同一の銀行である限りは、これを行うこ

とを要しない。発行会社は、随時、利率確認事務取扱者を変更することができる。ただし、利率確認事務

取扱者は、後任の利率確認事務取扱者が有効に任命されるまで、在職するものとする。この場合、発行会

社は、本社債権者に対して事前にその旨を公告する。

(2) 本社債の利息は、償還期日（その日を含む。）後はこれを付さない。ただし、発行会社が償還期日に社債の要

項に従った本社債の償還を怠ったときは、その時点で未償還の本社債の未返済元金額について償還期日（そ

の日を含む。）からかかる本社債の償還が実際に行われた日（その日を含まない。）までの期間中の実日数に

つき、利払日が当該償還期日後も継続して到来するものとみなして上記「利息支払の方法－(1)」を準用して

決定される利率により利息（１年360日の日割計算による。）が日本円で支払われる。ただし、その期間は、

（保振機構業務規程等における支払代理人の資格において行為する）財務代理人（以下「支払代理人」とい

う。）が、自己が受領した本社債全額の償還のために必要な資金を、本社債の振替を行うため保振機構に口座

を開設している関連する機構加入者（以下「機構加入者」という。）に配分した日を超えない。ただし、保振

機構業務規程等のもとでかかる支払期日後の配分ができない場合、かかる期間は財務代理人が下記「摘要－

３ 支払い－(ロ)」に従い最終の公告を行った日以後14日を超えない。発行会社は、財務代理人に対し、上記に

より決定された各利率を上記「利息支払の方法－(1)(iv)」の規定に従って書面で通知する。かかる通知を受

けた財務代理人は、各関連日後５東京営業日以内に、かかる利率をその本店において、通常の営業時間に本社

債権者に対し閲覧に供する。かかる利率に関する公告は、これを行うことを要しない。

償還の方法

(1)　満期償還

本社債は、期限前に償還され、または買入消却されない限り、2018年７月４日に本社債の金額の100％で償

還される。ただし、この日が東京営業日でない場合には、本社債の償還期日を翌東京営業日に繰下げるものと

する（ただし、これによりかかる日が翌暦月に入る場合はこの限りでなく、この場合償還期日は直前の東京営
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業日に繰上げられるものとする。）。

社債の要項に別段の定めがある場合を除き、発行会社は、本社債の元金の全部または一部を期限前に償還

または返済することができない。

(2)　税務上の理由による償還

スウェーデン王国の法律もしくは同国におけるもしくは同国の課税当局の規則に係る実際のもしくは予

定される変更もしくは改正またはかかる法律もしくは規則の適用に係る当該変更もしくは改正（ただし、当

該変更もしくは改正は発行日以降に効力を生じるものに限る。）の結果、発行会社が本社債に係る次の利払日

において追加額（下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」において定義される。）の支払義務を

負うことになる場合、発行会社はその選択により本「償還の方法－(2)」の下から２番目の段落に基づく償還

に関する事前の公告を本社債権者に対して行うことにより、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の

100％で、償還期日（その日を含まない。）までの一切の経過利息を付して、いずれかの利払日において償還す

ることができる。ただし、かかる公告は、本社債に関して支払期限が到来したと仮定すれば発行会社が追加額

の支払義務を負うこととなる最も早い日から90日よりも前に行うことはできない。

発行会社が下記「摘要－４ 税制上の理由による追加の支払い」に基づいてかかる追加額の支払義務を負

担するもののスウェーデン王国の法律または同国におけるもしくは同国の課税当局の規則により当該追加額

の全部または一部の支払を禁じられる場合、発行会社は本「償還の方法－(2)」の下から２番目の段落に基づ

く償還に関する事前の公告を本社債権者に対して行うことにより、実務上可能な限り速やかに（ただし、(i)

発行会社に追加額の支払義務を生ぜしめる事由の発生日または(ii)当該法律または規則が施行される日のい

ずれか遅い方から60日以内とする。）、本社債の全部（一部は不可）を本社債の金額の100％で、償還期日（そ

の日を含まない。）までの一切の経過利息を付して償還しなければならない（ただし、かかる法律または規則

に従う。）。

本「償還の方法－(2)」に従い償還に関する公告を本社債権者に対して行うに先立ち、発行会社は財務代

理人に対して、(i)当該追加額の支払義務の発生および（義務的償還の場合は）スウェーデン王国の法律また

は同国におけるもしくは同国の課税当局の規則による当該支払の禁止を示す合理的な範囲で詳細な事実、

(ii)（発行会社の償還権選択の場合は）かかる償還の実施の選択に係る発行会社の決定ならびに(iii)償還

予定期日を記載した、発行会社の適法に授権された役員が署名した証明書と共に、前２段落に規定する変更ま

たは改正の結果、発行会社が当該追加額の支払義務を負っているかまたは負うこととなること、および（義務

的償還の場合）当該支払の全部または一部がかかる法律または規則により禁止されることになることを記載

した定評ある独立の法律顧問による法律意見書を添付して提出しなければならない。かかる証明書および法

律意見書は英文で作成されるものとする。

直前の段落に基づいて提供される証明書および法律意見書は、財務代理人が受領後速やかにかつ本社債の

償還期日から１年を経過するまで財務代理人の本店に備えられ、通常の営業時間に本社債権者の閲覧または

謄写に供される。かかる謄写に要する一切の費用はこれを請求する者の負担とする。

発行会社は本「償還の方法－(2)」に従って行われる償還について財務代理人に対して償還予定期日の少

なくとも30日前までにその通知を行い、財務代理人は発行会社に代わってかかる償還予定期日の少なくとも

14日前までに本社債権者に対して償還に関する公告をするものとする。なお、当該償還予定期日は東京営業日

でなければならず、また財務代理人に対するかかる通知および発行会社に代わって財務代理人により行われ

る本社債権者に対する公告は取消不能とする。

本「償還の方法－(2)」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする（ただし、上記

に別段の定めがある場合を除く。）。

(3)　買入消却
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発行会社またはその子会社は、適用ある法律に別段の定めがある場合を除き、また保振機構業務規程等の

規定に従って、公開市場または相対取引により任意の価格で本社債を随時買入れることができ、そのように買

入れた本社債はすべて直ちに消却するものとし、転売または再発行することはできない。ただし、発行会社ま

たはその子会社が買入れた本社債であって、可能性のある爾後の取引のための保有を決定するものおよび発

行会社またはその子会社が証券ディーラーとして、または実質保有者以外のその他の資格で行う通常業務の

一環として買入れた本社債についてはこの限りでない。また買入れが入札により実施されるときは、すべての

本社債権者に同様にその機会を与えるものとする。

担　　　保

　本社債はいかなる物上担保によっても担保されない。

本社債の地位

本社債は、発行会社の無条件かつ無担保の債務であり、その相互の間において優先劣後せず同順位であり、また

預金債務を含む発行会社の一切の他の無担保債務（劣後債務およびスウェーデン法により優先弁済が認められ

た債務を除く。）と弁済に関して同順位である。

財務上の特約

(1)　担保提供制限

担保提供制限条項は規定されていない。

(2)　その他の条項

該当事項なし

社債権者集会

(1)　本社債の未償還総額の10分の１以上にあたる本社債を保有する本社債権者が共同または単独で社債権者集

会の議題である本社債権者の利害に関連する事項を記載した書面により社債権者集会の開催を、発行会社を

代理する財務代理人に対しその本店において請求する場合（ただし、当該本社債権者の書面請求には保有証

明書（下記「摘要－２ 債務不履行事由」に定義される。）を添付するものとする。）、または発行会社が社債

権者集会の開催を必要と認めて財務代理人に対し社債権者集会の開催予定日より少なくとも35日前までに書

面による通知をした場合、発行会社は本社債権者の利害に関連する事項を議題とする社債権者集会の招集を

行う。ただし、社債の要項の修正については、本社債に基づく本社債権者の権利の放棄を除き、発行会社の同意

を必要とする。

社債権者集会が招集される場合、財務代理人は発行会社に代わって当該社債権者集会の招集公告を当該集

会の開催日の少なくとも21日前までに本社債権者に対して行い、かつ、発行会社は発行会社に代わって財務代

理人が社債権者集会の招集および議事の進行の促進のために必要な手続をとるようにさせる。

(2)　本社債権者は当該社債権者集会において、自ら出席しもしくは代理人を通じて、または、発行会社もしくは発

行会社に代わって財務代理人が定める規則および手続に従って、書面もしくは（発行会社が電磁的方法によ

る議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により、その議決権を行使することができる。社債権者集会に

おいては、各本社債権者は当該本社債権者の保有する（その時点で未償還の）本社債の金額に応じて議決権

を有する。ただし、本社債権者は、当該集会の開催日の少なくとも７日前までに保有証明書を財務代理人に対

しその本店において提示し、かつ、当該集会の開催日に当該集会において発行会社または財務代理人に対し保

有証明書を提示しなければならず、さらに、当該本社債権者は、かかる保有証明書を（場合に応じて）保振機

構または当該本社債権者の関連する口座管理機関（下記「摘要－３ 支払い－(イ)」に定義される。）に返還
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するまでは、本社債の振替の申請または抹消の申請をすることができない。発行会社は、その代表者を当該集

会に出席させ、当該集会においてその意見を表明させることができる。

(3)　当該社債権者集会の決議は、当該集会に出席し、当該集会において議決権を行使する権利を有する本社債権

者（以下「議決権者」という。）が保有する議決権の総数の２分の１超をもってこれをなす。ただし、下記の

事項については特別決議（以下に定義される。）を要する。

(a)　すべての本社債に関してなされる支払の猶予、債務不履行によって生じた責任の免除または和解（下

記(b)に記載の事項を除く。）

(b)　すべての本社債に関してなされる訴訟行為または破産、会社更生もしくはこれに準ずる手続に関する

すべての行為

(c)　社債権者集会において決議すべき事項の決定について、社債権者集会の決議により指名および授権さ

れる本社債権者の１名もしくは複数名の代表者（ただし、かかる代表者は各々その時点で未償還の、

本社債の総額の1,000分の１以上を保有する者でなければならない。）（以下「代表本社債権者」と

いう。）または社債権者集会の決議により指名および授権されることのある社債権者集会の決議を執

行する者（以下「決議執行者」という。）の選任もしくは解任、または上記の者に委託した事項の変

更

(d)　本要項の条項に基づいて特別決議が要求されているその他の事項

「特別決議」とは、社債権者集会において、本社債の未償還総額に係る議決権者が保有する議決権の総数

の５分の１以上、かつ、当該集会に出席した議決権者が保有する議決権の総数の３分の２以上の賛成をもって

採択される決議を意味する。

社債権者集会において行使された議決権の数の算定上、代理人によりまたは書面もしくは（発行会社が電

磁的方法による議決権の行使を許可する場合は）電磁的方法により議決権を行使した本社債権者も、これに

出席しまた議決権を行使したものとみなされる。

(4)　本「社債権者集会」に従って行われた決議は、すべての本社債権者に対し、当該社債権者集会に出席したか

否かを問わず、適用ある日本法が認める限度において拘束力を有し、その執行は代表本社債権者または決議執

行者がこれにあたる。

(5)　本「社債権者集会」において、発行会社またはその子会社が保有する本社債は除外され、未償還でないもの

とみなす。

(6)　社債権者集会は日本国東京都において開催される。

(7)　本「社債権者集会」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

準拠法及び管轄裁判所

発行会社による本社債の発行に関する授権を除き、本社債ならびにこれに基づく本社債権者を含むすべての当

事者の一切の権利および義務は、すべて日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

社債の要項において別段の定めがある場合を除き、本社債に基づく義務の履行地は、日本国東京都とする。

本社債もしくは社債の要項から生ずるかまたはこれらに関する発行会社に対する一切の訴訟またはその他の

裁判手続は、非専属的に、東京地方裁判所に対して提起することができ、発行会社は、かかる裁判所の管轄権に明

示的、無条件かつ取消不能の形で服することに合意する。発行会社は、かかる訴訟またはその他の裁判手続につい

て下された最終判決または決定は確定的であることに合意する。

発行会社は、本社債もしくは社債の要項から生ずるか、またはこれらに関して日本国東京都において提起され

ることのある一切の法的またはその他の訴訟行為につき、訴状または一切の司法もしくはその他裁判上の書類の

送達を受ける発行会社の権限ある代理人として日本国東京都に所在する弁護士である多賀大輔氏を指名し、当該

訴状または一切の司法もしくはその他裁判上の書類の送達を受けるべき場所として現在日本国〒106-6036 東京

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

 52/881



都港区六本木一丁目６番１号 泉ガーデンタワーに所在のアンダーソン・毛利・友常法律事務所のその時々の所

在地を指定する。発行会社は、本社債の未償還残高が存する限りいつでも、かかる指名および指定が完全な効力を

有しそれを継続するのに必要な一切の行為（あらゆる書類および証書の作成および提出を含む。）をなすことに

合意する。いずれかの時点でかかる代理人が何らかの理由により発行会社のかかる権限ある代理人として行為す

ることが不可能な場合、直前の文に定められた発行会社の義務はかかる事由の発生後も引続き有効とし、発行会

社は直ちに日本国東京都に所在する後任の権限ある代理人を指名し、かつかかる指名が効力を有するのに必要な

一切の行為をなすことを約束する。発行会社は、財務代理人に対し、かかる後任の代理人を指名したことを速やか

に通知し、その旨を本社債権者に対して公告する。

本「準拠法及び管轄裁判所」の規定は、本社債権者が、発行会社に対し、適用ある法律に基づいていずれかの管

轄裁判所に訴訟またはその他の裁判手続を提起する権利またはその他法律により認められている方法で訴状ま

たは一切の司法もしくはその他裁判上の書類の送達を行う権利に影響を与えるものではない。

日本において得られた判決のスウェーデンにおける効力については、下記「第二部－第１　本国における法制

等の概要－日本において得られた判決の効力」を参照のこと。

摘　　要

１　信用格付

(イ)　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、日本国金融商品取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。）（以下「金商法」とい

う。）第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、または閲覧に供される信用格付はない。

(ロ)　その他の信用格付

発行会社は、本社債について、格付の付与を、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド（以下

「ムーディーズ」という。）およびスタンダード＆プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッ

パ・リミテッド（以下「S&P」という。）に依頼する予定であり、本社債の条件決定後にかかる格付けを取得でき

る予定である。

発行会社は、ムーディーズからAa3（安定的）の長期発行体格付を、また、S&PからAA-（ネガティブ）の長期発

行体格付をそれぞれ付与されており、本書提出日現在、かかる長期発行体格付に変更はない。

ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、金商法第66条の27に基づく信用格付業者として登録

されていない（かかる業者を、以下「無登録格付業者」という。）。無登録格付業者は、金融庁の監督および金商

法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引

業等に関する内閣府令第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。

ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金商法第66条の27に基づく登録を受けた信用格

付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）およびスタンダー

ド＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）を有している。ムー

ディーズおよびS&Pが付与する信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されている(i)ムー

ディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp）

の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録

格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および(ii)スタンダード＆プアーズ・レー

ティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.com/home/jp/jp）の「ライブラ

リ・規制関連」の「無登録格付け情報」（http://www.standardandpoors.com/ratings/unregistered/jp/jp）

に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
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２　債務不履行事由

以下に掲げる事由の発生および継続は債務不履行事由（以下「債務不履行事由」という。）を構成する。

(a)　支払期限の到来にもかかわらず、本社債のいずれかに関して発行会社による元金または利息の支払の不履

行が７日（元金の場合）または30日（利息の場合）間生じる場合。

(b)　本社債に基づく発行会社を拘束するいずれかの義務、条件または規定（本社債に係る元利金の支払義務以

外のもの）の履行または遵守について発行会社による不履行があり、かつ、当該不履行が治癒可能でない

ときを除き、いずれかの本社債権者による発行会社に対するその旨の書面による通知（当該通知には、保

振機構または関連する口座管理機関により発行された当該本社債の保有を証する証明書（以下「保有証

明書」という。）を添付しなければならない。）が財務代理人の本店において行われた後当該不履行が30

日間継続する場合。

(c)　発行会社について管轄権を有するスウェーデン王国の政府機関もしくは監督当局が発行会社もしくはそ

の財産の全部もしくは実質的に全部に関わる支払不能、破産、再生、負債整理、資産・負債の順位決定もし

くは類似の債務整理における管理人もしくは清算人の任命もしくはその事業の解散もしくは清算に係る

手続を開始し、またはスウェーデン王国の裁判所が発行会社もしくはその財産の全部もしくは実質的に

全部に関わる支払不能、破産、再生、負債整理、資産・負債の順位決定もしくは類似の債務整理における管

理人もしくは清算人の任命もしくはその事業の解散もしくは清算に係る判決もしくは命令を下し、かつ、

かかる手続、判決または命令が60日間、取消されず、または解除もしくは中止されることなく効力を有す

る場合。

(d)　発行会社が支払不能に係る法を利用する申立てを行う場合、またはその債務弁済を任意に停止する場合。

(e)　発行会社がその事業の全部または実質的に全部の遂行を止める場合、または止めるおそれがある場合（た

だし、特別決議により事前に承認された再構築、吸収合併もしくは新設合併の目的のためにまたはこれら

を受けて行われるときを除く。）

債務不履行事由が１つ以上発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人の本店において、当該債務不

履行事由を特定した発行会社に対する書面による通知（当該書面通知は、保有証明書を添付しなければならず、

受領時に効力を生じる。）をすることにより、当該本社債権者が保有する本社債および当該本社債に対してその

時まで発生するすべての経過利息について直ちに期限の利益の喪失を宣言することができ、それにより、発行会

社に代わって財務代理人がかかる通知を受領する前にすべての債務不履行事由が治癒されていない限り、当該本

社債は、呈示、催告、拒絶証書その他いかなる通知も必要とすることなく、その金額の100％でこれに対するすべて

の経過利息（もしあれば）とともに直ちに支払われるものとする。

もし(i)上記(b)から(e)に掲げる事由のいずれかが発生した場合、または(ii)時の経過もしくは通知の送付も

しくはその双方により当該事由のいずれかとなる事態が存在する場合、発行会社は、直ちに（ただし、上記(ii)の

場合は発行会社がかかる事態を知ることとなったときに直ちに）、かかる事由または事態を財務代理人に書面で

通知し、その旨を本社債権者に対して公告する。また、もし上記(a)に掲げる事由または時の経過によりかかる事

由となる事態が発生し継続している場合、発行会社は直ちにかかる事由または事態を財務代理人に書面で通知

し、かつ財務代理人は発行会社に代わって本社債権者に対して公告する。

本「摘要－２ 債務不履行事由」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

３　支払い

(イ)　本社債の元金および利息の支払は、支払代理人により、振替法および保振機構業務規程等に基づいて、本社

債権者に対し、当該本社債権者が機構加入者である場合は直接、またそれ以外の場合には、当該本社債権者

が本社債を記録させるために口座を開設した関連する口座管理機関（以下「口座管理機関」という。）を

通じて、行われる。上記にかかわらず、支払代理人が、発行会社から受領した本社債の元金または利息の支払
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に必要な資金を、関連する機構加入者に配分した時点で、発行会社は、社債の要項に基づくかかる支払義務

から免責される。

(ロ)　支払期日に支払われるべき本社債の元金または利息の全額を支払代理人がかかる支払期日後に受領した場

合、財務代理人は、支払代理人によるかかる金額の受領後、実務上可能な限り速やかに、ただし遅くとも14日

以内に、本社債権者に対して金額受領の旨および支払方法ならびに支払日の公告を行う。かかる受領の時点

でかかる支払方法もしくは支払日（またはその双方）を決定することができない場合、財務代理人は本社

債権者に対してかかる金額受領の旨ならびに決定された範囲内でかかる支払方法および／または支払日の

公告を本社債権者に対して行い、後日、その決定後速やかに、かかる支払方法および／または支払日につい

て、本社債権者に対して公告を行う。当該公告に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

４　税制上の理由による追加の支払い

(イ)　発行会社による本社債に係る元利金の一切の支払は、スウェーデン王国によりもしくは同国のために、また

は同国のもしくは同国における課税当局によりもしくはそのために賦課または徴収される現在または将来

の租税または賦課金（性質の如何を問わない。）のための源泉徴収または控除を行うことなく支払われる

ものとする。ただし、かかる租税または賦課金の源泉徴収または控除が法律により要求される場合はこの限

りでない。その場合、発行会社は、当該源泉徴収または控除後に本社債権者が受領し得る純額が、当該源泉徴

収または控除がなければ本社債に関して受領し得たであろう元金または利息の各金額と等しくなるために

必要な追加額（以下「追加額」という。）を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下に定めるいず

れの本社債に関しても支払われない。

(a)　単に当該本社債を保有していること以外にスウェーデン王国と何らかの関連を有していることを理由

として当該本社債に関して当該租税もしくは賦課金の支払義務を負う本社債権者によりまたはかか

る本社債権者のために保有されているもの

(b)　（本社債券（下記「摘要－５ 本社債券の不発行」に定義される。）が発行される場合に限り）その券

面が関連日（以下に定義される。）の後30日を経過して支払呈示がなされるもの（ただし、かかる本

社債の保有者が当該30日目の日以前にこれを支払呈示したとすると追加額の支払を受ける権利を有

していた場合はこの限りでない。）

(c)　国籍もしくは住所またはスウェーデン王国との関係に係る証明、確認またはその他報告要件を遵守し

ていればかかる源泉徴収または控除が課されない本社債権者によりまたはそのために保有されるも

の（ただし、本(c)に規定する発行会社の追加額支払い義務の限定は、当該要件の遵守手続が保振機

構業務規程等に従い実施されていない場合には適用されない。）

本「摘要－４　税制上の理由による追加の支払い－(イ)」において、「関連日」とは、当該支払の期限

が最初に到来する日、または支払われるべき金銭の全額が当該支払期日以前に財務代理人により受領

されていない場合には、当該金銭の全額が財務代理人により受領され、かつ上記「摘要－３　支払い－

(ロ)」に従って最終の公告が財務代理人によりなされる日をいう。

(ロ)　本「１ 社債（短期社債を除く。）の募集－＜スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリク

ト第２回変動利付円貨社債(2013)＞」において元金または利息には、本「摘要－４ 税制上の理由による追

加の支払い」に従い元金または利息に関しそれぞれ支払われるべき追加額を含むものとみなす。本「摘要

－４ 税制上の理由による追加の支払い」に基づく手続に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とす

る。

５　本社債券の不発行

本社債の社債券（以下「本社債券」という。）は、本社債権者がその発行を請求できる振替法に規定された例

外的な場合を除き、発行されない。本社債券が発行される場合、かかる本社債券は支払期日未到来の利札付無記名

式に限るものとし、本社債権者は本社債券の記名式への変更または分割もしくは併合を要求することはできな
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い。

本社債券が発行された場合、本社債の元金および利息の計算および支払の方法、本社債権者による本社債に基

づく権利の行使および本社債の譲渡、ならびに本社債に関するその他のすべての事項は、その時点で適用ある日

本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行に従うものとする。社債の要項の規定とその時点で適用

ある日本国の法令およびその時点の日本国の一般的な市場慣行との間に齟齬がある場合には、当該日本国の法令

およびその時点の日本国の一般的な市場慣行が優先するものとする。

本社債券の当初発行に要する一切の費用は、これを発行会社の負担とする。

６　時　　効

本社債の消滅時効は、元金については10年、利息については５年とする。

７　社債原簿

本社債の社債原簿は、発行会社に代わって財務代理人がこれを作成および管理し、その本店に備え置く。

８　通貨の補償

本社債の元金もしくは利息または本社債に関して支払うべきその他の金額の支払を命ずる判決または命令が

いずれかの裁判所によりなされまたは発せられ、かかる判決または命令が日本円以外の通貨で表示されている場

合には、かかる判決または命令に関連して本社債権者がかかる通貨により受領したまたは回収したいかなる金額

も当該本社債権者が日本円建で受領したまたは回収した金額の範囲でのみ発行会社を免責するものであり、発行

会社は、かかる本社債権者に対し、(i) かかる判決もしくは命令（またはその一部）の目的上日本円金額が日本

円以外の通貨で表示されている金額に換算された（または換算されたものとみなされた）日と (ii) かかる判

決もしくは命令（またはその一部）の履行がなされた日との間に生じた換算率の変動から生じる不足額を補填

するために必要な金額を支払うことを約束する。適用ある法律が認める限度において、上記の約束は、発行会社の

他の債務から別個、独立の債務を構成し、発行会社に対する別個、独立の請求原因となり、その時々の本社債権者

が猶予したか否かを問わず適用され、いかなる判決または命令にもかかわらず継続して完全な効力を有するもの

とする。

２【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額

250億円（予定）（注１） 未定（注２） 未定（注２）

　（注１）スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第１回円貨社債(2013)、スヴェンスカ・ハンデルス

バンケン・エイ・ビー・プブリクト第２回円貨社債(2013)、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・

プブリクト第３回円貨社債(2013)、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第１回変動利

付円貨社債(2013)およびスヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト第２回変動利付円貨社債

(2013)の合計金額である。かかる金額は2013年６月下旬頃に決定される予定である。

　（注２）2013年６月下旬頃に決定される予定である。

(2)【手取金の使途】

発行会社は、本社債の差引手取額を、必要に応じて随時、一般銀行業務、貸付業務その他の企業目的に使用する。
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第２【売出要項】

　該当事項なし

第３【第三者割当の場合の特記事項】

　該当事項なし

第４【その他の記載事項】

発行会社の名称およびロゴ、本社債の名称ならびに共同主幹事会社の名称が、本社債の募集に関する社債発行

届出目論見書の表紙に記載される。

下記の文言が、本社債の募集に関する社債発行届出目論見書の表紙裏に記載される。

「本社債に関し、社債の管理会社は設置されておりません。このため、発行会社が本社債に基づく義務を履行し

ない場合などには、本社債の元利金の支払いを受け取り自らの権利を保全するための一切の行為を、必要な場合

は、各々の本社債の社債権者（以下「本社債権者」といいます。）が自ら行わなければなりません。財務代理人

は、発行会社の代理人としてのみその職務を行い、本社債権者に対していかなる義務をも負担しませんし、また、

本社債権者との間で代理または信託関係を有するものでもありません。」

「発行会社の原文（スウェーデン語）の年次財務書類は本社債発行届出目論見書には記載されていませんが、

有価証券届出書には記載されています。」

「本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含み、以下「証券法」といいます。）に基づき登録されておら

ず、また登録される予定もなく、証券法に基づき登録されるかまたは証券法が認める登録義務が免除される一定

の場合を除き、米国においてまたは米国人（分売業者（distributors）を除きます。）に対して募集または売付

けされてはなりません。本段落において用いられる用語は、証券法に基づくレギュレーションＳに規定された意

味を有します。」
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第二部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】

日本において得られた判決の効力

外国の裁判所が民事及び商事事件について下した判決のスウェーデンにおける執行可能性は、当該判決の執行

可能性がスウェーデンの法律に明示的に定められていること又は判決の相互承認及び執行を定める条約を条件

とする。日本とスウェーデンは、民事及び商事事件の判決の相互承認及び執行を定める条約を締結していない。し

たがって、民事責任に基づいて日本の裁判所が下した判決は、スウェーデンにおいて直接執行できない。

有利な最終判決を得た者が管轄権のあるスウェーデンの裁判所に新規に提訴する場合、その者は日本の裁判所

によるかかる最終判決をスウェーデンの裁判所に提出することができる。かかる最終判決は、スウェーデンの裁

判所においては、かかる判決が関係する紛争の結果に関する証拠としてしか扱われず、スウェーデンの裁判所は、

新規にかかる紛争について審理することができる。

１【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

(i)概要

関係法令及び自主規制

当行のようなスウェーデンで設立された公開有限責任会社である銀行(publikt bankaktiebolag)は、主とし

て、すべての有限責任会社に適用されるスウェーデン会社法(aktiebolagslagen (2005:551))(以下「会社法」と

いう。)、スウェーデンにおける銀行・金融業を規制するスウェーデン銀行・金融業法(lag (2004:297) om bank-

och finanseringsrörelse)(以下「銀行法」という。)及び証券業を規制するスウェーデン証券市場法(lag

(2007:528) om värdepappersmarknaden)(以下「証券市場法」という。)により規制される。有限責任会社である

銀行の年次会計は、信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次会計法(lag (1995:1559) om å

rsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag)により規制される。当行はナスダックOMXストック

ホルムに上場しているため、ナスダックOMXの上場規則(発行会社のための規則集)及び自主規制の基礎であり、

「遵守するか、そうでない場合は説明をする(comply or explain)」の原則に基づくスウェーデンコーポレート

・ガバナンス規範(以下「コーポレート・ガバナンス規範」という。)も遵守しなければならない。

当行は、スウェーデン金融監督庁(Finansinspektionen)(以下「SFSA」という。)から、銀行法に基づく銀行業を

営む免許及びとりわけ証券市場法に基づく証券業を営む免許を取得している。そのため、当行は、SFSAの規則及び

SFSAが発表する一般指針の適用を受ける。さらに、当行の子会社の多くは金融機関及び保険会社を規制するス

ウェーデン及び外国の法律により規制されており、またSFSA又は他の法域における類似機関の監督に服してい

る。当行は、当行が事業を営むすべての市場において、消費者保護をはじめとする広範な規制に服している。

銀行法の規定のうち特筆すべきは、当行の株式を取得しようとする株主の持分が一定の基準(当行の資本又は

議決権の10、20、30若しくは50％又は結果的に当行が取得者の子会社となるような数)に達するか若しくはそれを

超えることとなる場合、又は株主がその他の方法により当行の経営に重要な影響力を持つこととなる場合には、

SFSAの事前の承認が必要であるとする規定をはじめとする、所有及び経営評価に関する規則である。さらに、当行

の取締役会の構成員及びその代理並びに経営責任者及び経営責任者代理の任命については、経営評価に関するス

ウェーデンの規則に基づき、SFSAの承認を得なければならない。

設立

当行は、公開有限責任会社である銀行(publikt bankaktiebolag)である。

有限責任会社の設立には、発起人が特に会社の定款(bolagsordning)を含む設立証書(stiftelseurkund)を作成
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することを要する。定款は、とりわけ、会社の商号及び事業活動に関する情報を含むことを要する。

設立証書には、会社の株式を引き受ける発起人の名前及び各発起人の引受株式数が記載される。引受株式の支

払いは、現金又は現物(apportegendom)によりなすことができる。会社は、会社登記番号を交付するスウェーデン

会社登記所( Bolagsverket)(以下「SCRO」という。)に登記することにより設立される。登記の申請は、設立証書

の作成後6ヶ月以内にSCROに対してなされなければならない。

非公開有限責任会社の資本金は50,000クローネ以上、公開有限責任会社の資本金は500,000クローネ以上であ

ることを要する。一般に、銀行法に従い、銀行はその事業開始にあたり、SFSAからの免許取得時に5百万ユーロ以上

の当初資本金を有していなければならない。

定款

定款は、すべての有限責任会社の基本的な統治書類である。定款には、とりわけ、会社の事業内容、資本金及び株

主の株主総会出席権が記載される。定款は公的記録上に保存され、SCROにおいて入手可能である。

資本金及び株式

資本金

会社法に従い、公開有限責任会社の資本金は500,000クローネ以上であることを要する。銀行法には、銀行の資

本規模は銀行の事業の範囲及び性質に基づき決定されなければならない旨を定める追加の規定がある。有限責任

会社の定款には、資本金の最低額及び最高額を定めなければならない。有限責任会社の現在の登録資本金は公的

記録事項であり、SCROにおいて入手可能である。

議決権

有限責任会社の定款に別段の定めのない限り、1株は1議決権を有する。定款には、他の株式の10倍超の議決権を

有する種類株式について定めることはできない。当行の定款の下では、A種株式及びB種株式の2種類の株式を発行

することができ、A種株式には1株につき1議決権が、B種株式には1株につき10分の1議決権が付される。

配当

スウェーデン法に基づき、配当は株主総会での承認を得なければならない。配当は、分配可能額の範囲内である

ことに加えて、事業の性質、範囲及びリスク並びに会社の財務体質、流動性及び財政状態を強化する必要性から課

される株主資本の大きさに関する要請に照らして、妥当な範囲内である場合に限られる。さらに、株主は、一般の

ルールとして、取締役会で提案又は承認された額を上回る額の配当の決定をすることはできない。

スウェーデン法においては、当行の発行済株式総数の10分の1以上を保有する株主には、当行の利益から配当金

の支払いを要求する権利がある。かかる要求がなされたら、年次株主総会では、(ⅰ)非制限準備金を超える繰越損

失の超過額、(ⅱ)法律又は定款により、制限資本に繰入れなければならない額、及び(ⅲ)定款上、当行の株主資本

の5％を超えて充当されるべきとされている額を控除の上、承認された貸借対照表に従い当期の残存利益の2分の

1相当額の配当を決議する。さらに、株主総会では、分配可能額を上回る配当又は上述の妥当な範囲を超えた配当

を行うことはできない。

株主総会は、有限責任会社における上位機関であり、株主への配当の分配を決定する権利を有する唯一の機関

である。

配当は、通常、ユーロクリアを通じて1株毎に現金で支払われるが、現物により支払われることもある(現物配

当)。株主総会において決定された基準日において、ユーロクリアが保管する株主名簿に株式所有者として登録さ

れている者が、配当を受領する権利を有する。ユーロクリアを通じて株主と連絡を取ることができない場合も、当

該株主は配当金額に係る当行への請求権を保持し、かかる権利は時効によってのみ制限される。請求権が時効に
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なった場合、配当金額は当行が没収する。

当行株式の取引

当行の株式は、ナスダックOMXストックホルムでの取引が認められている。

ナスダックOMXストックホルム等の取引所における取引を認められた株式の譲渡は、ユーロクリアのシステム

を通じて清算及び決済される。

ライツ・イシュー

既存株主は、スウェーデン法の主要規則として、株式、ワラント及び転換可能証券の新規発行の場合と同様に、

その保有株式数に応じて新株式の優先的引受権を有する。但し、株主総会は株主の優先的引受権を制限する決議

をすることができる。かかる決議は、投票総数及び総会出席者の保有株式数の各々3分の2以上を保有する株主の

賛成がある場合にのみ有効である。さらに、発行される有価証券の対価が現金以外で払い込まれる場合、株主は優

先的引受権を有しない。会社又はその子会社が保有する株式には、優先的引受権は付されない。

株主総会、取締役会及び経営責任者

株主及び株主総会

株主は、有限責任会社における最上位の意思決定機関である有限責任会社の株主総会(bolagsstämma)におい

てその権利を行使する。年次株主総会(årsstämma)に加えて、臨時株主総会(extra bolagsstämma)が招集され

る場合もある。株主総会は、特に、定款又は資本金の変更及び利益配分を決議し、取締役会の構成員を任命し、取締

役会の構成員及び経営責任者の免責を決議し、取締役会の報酬を決議し、経営責任者及び上級経営陣の報酬原則

を承認する。

株主総会出席権

当行のような会社の株主名簿はユーロクリアが保管しているが、株主総会の5営業日前の日において株主名簿

に直接登録されており、かつ株主総会招集通知に記載の日において当行に出席の意思を通知した株主は、株主総

会に出席する権利を有する。株主は、本人又は代理人により株主総会に出席することができる。株主は、2名以下の

同伴者を同行させることができる。株主は通常、複数の異なる方法により株主総会のための登録をなすことがで

きる。株主総会招集通知には、株主総会への出席権を得るために株主が登録を行い当行への通知をなすべき方法

及びその期限が記載されている。

取締役会

銀行法及び会社法に基づき、取締役会は、当行のような会社の組織及び経営につき最終的な責任を負う。年次株

主総会は、会長を含む取締役会の構成員を選任し、監査人の選任が予定された場合は、監査人を選任する。コーポ

レート・ガバナンス規範に従い、会長を含む取締役会の構成員及び監査人の指名は、指名委員会が行うものとす

る。指名委員会の任命原則は、株主総会において決議される。

SCROが例外を認める場合を除き、スウェーデン法の下では、経営責任者及び半数以上の取締役が欧州経済領域

に属する国の居住者であることを要する。有限責任会社の定款は、通常、株主総会で選任された取締役会の構成員

の任期を次回の年次株主総会の時までとする旨定めている。株主により選任された取締役会の構成員は、株主総

会により随時解任することが可能であり、取締役会の欠員は株主総会の決議によってのみ補充される。スウェー

デン法の下では、公開有限責任会社の経営責任者は、取締役会会長を務めることができない。さらに、公開有限責

任会社である銀行においては、取締役会のすべての構成員につきSFSAの承認を得なければならない。
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経営責任者

公開有限責任会社である銀行においては、取締役会は経営責任者を任命しなければならない。会社法に従い、経

営責任者は、取締役会が出した指針及び指図に従って会社の日常的な経営につき責任を負う。さらに、経営責任者

は、法に従って会社の計算を管理し、健全な資金運営が行われるよう必要な措置を講じなければならない。経営責

任者は、SCROに登録される。さらに、公開有限責任会社である銀行においては、経営責任者につきSFSAの承認を得

なければならない。

損害賠償責任

会社法に従い、自らの職務の遂行にあたり故意又は過失により会社に損害を及ぼした発起人、取締役会の構成

員又は経営責任者は、かかる損害を賠償しなければならない。会社法、適用ある年次報告関係法令又は会社の定款

に違反した結果、株主又はその他の者に損害を及ぼした場合も同様である。さらに、有限責任会社である銀行につ

いては、銀行法並びに適正資本及び大口エクスポージャーに関する法律(lag (2006:1371) om kapitaltäckning

och stora exponeringar)に違反した場合も上記と同様である。

損害は、作為又は不作為の性質、損害の程度及び一般的な状況を考慮の上、合理的に調整されることがある(jä

mkas)。同一の損害につき複数の者が責任を負う場合、それらの者のいずれかの責任が上記に従い調整されない限

り、かかる者は連帯して責任を負う。これらの者のいずれかが損害を賠償した場合、かかる者は他の当事者に対し

て状況に応じて合理的に求償権を行使することができる。

会社への損害に関する訴訟は、株主総会において、過半数又は会社の全株式の10分の1以上を保有する少数株主

が、損害に関する訴訟の提起の決議に賛成した場合又は取締役会の構成員若しくは経営責任者の免責の決議に反

対した場合にのみ提起することができる。

法定監査人

銀行法に従い、有限責任会社である銀行は、1名以上の監査人を置かなければならない。選任される監査人の1名

以上は、認可公認会計士(auktoriserad revisor)又は会計学の学位を有する承認公認会計士(godkänd revisor

som har avlagt revisorsexamen)であることを要する。

年次計算書類

スウェーデンの会計関連法令は、会計に関する強制法により構成され、そのうち最も重要なものが年次報告法

(årsredovisningslagen)及び簿記法(bokföringslagen)である。年次報告法及び簿記法は、会計の一般的な枠組

みであり、いずれも「一般に公正妥当と認められた会計原則」を定めるものである。信用機関は、信用機関及び証

券会社に係るスウェーデン年次会計法の適用を受ける。

規制市場(ナスダックOMXストックホルム等)における取引を認められた株式の発行会社は、IFRSに従って連結

年次計算書類を作成しなければならない。

年次株主総会においては、損益計算書及び貸借対照表の承認決議がなされ、グループ全体の財務書類を作成し

なければならない親会社の年次株主総会においては、連結損益計算書及び連結貸借対照表の承認決議がなされ

る。前事業年度の年次報告は、当該年次報告に対応すべき年次株主総会よりも前に監査人に提出されなければな

らない。

会社は、すべての事業年度につきSCROに年次報告を提出しなければならない。その結果、年次報告は一般に閲覧

可能なものとなる。

(ⅱ)規制環境及び資本基盤

規制環境
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1世紀以上の間、スウェーデンにおける銀行業は政府の厳密な検査及び管理に服してきた。SFSAは、スウェーデ

ンの信用機関に対する監督当局である。SFSAの監督責任は、銀行及びその他の金融機関から、保険会社、証券業者、

ファンドの運用会社及びナスダックOMXストックホルムにまで及んでいる。かかる監督責任は、スウェーデンの銀

行の国外支店にも及ぶ。SFSAの総合的な目的は、金融システムの安定化及び効率性に貢献するとともに消費者保

護を促進することである。

SFSAの監督は、とりわけ、自己資本比率、大規模なエクスポージャー及び財務書類に関する報告書の分析、並び

に各銀行の業務がスウェーデンの銀行法規を遵守することを確実にするための実地検査を通して行われる。

SFSAは法律により授権された規制権限を有しており、これには、会計規制を発令し、銀行に対し月次財務書類及

び様々なリスク報告書の提出を求め、各銀行の業務が銀行業務を規制する法律及び各銀行の定款を遵守すること

を確実にするための定期的な検査を実施する権限が含まれる。SFSAは、各銀行の年次株主総会において株主によ

り選任される監査人とともに当該銀行の財務書類及び業務運営を調査する1名以上の監査人を任命する権限を有

する。SFSAは、2008年度から2012年度の会計年度については当行の監査人を任命しなかった。

銀行法は、すべての銀行に対し、SFSAの与える免許に基づいて営業するよう求めている。かかる免許は無期限で

ある。

当行の存続期間は無期限である。

リクスバンク

リクスバンクは、スウェーデンの中央銀行であり、スウェーデン議会(リクスダーグ)の機関である。リクスバン

クは、金融政策を決定し、スウェーデンの為替政策の実施に責任を負い、スウェーデンの通貨準備を管理し、一定

の場合における銀行への最後の貸手として待機している。また、リクスバンクは、銀行間の決済手続を行う。

資本基盤

2007年、資本要件指令(以下「CRD」という。)及びバーゼルⅡ規制を実施するため、適正資本及び大口エクス

ポージャーに関する法律(lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar)が採択された。同法

は、当初2009年より後に失効する予定であった経過規則を施行したが、以後の通知があるまで延長されている。か

かる経過規則はバーゼルⅡ規則に基づく資本要件の下限を設定しており、2009年より後は、資本要件がバーゼル

Ⅰ規則に基づく資本要件の80％を下回ってはならないとされている。規制要件は、銀行の資本基盤がオペレー

ショナル・リスク、信用リスク及び市場リスクをカバーすることを要求している。信用リスクに対するエクス

ポージャーは、SFSAの承認を得た後、銀行内部で策定したモデルに基づき算定することができる。これに関し当行

は、SFSAから内部リスク分類モデルを使用するための承認を受けている。かかるモデルに基づき、基本的手法及び

先進的手法といった2つの異なる内部格付(以下「IRB」という。)手法を使用することができる。当行は、スウェー

デン、ノルウェー、デンマーク及びフィンランドにおけるリテール・エクスポージャー(個人及び小企業)につい

て、並びに子会社であるスタッドフィポテック、ハンデルスバンケン・フィナンス・エイ・ビー及びラホイトス

・オイについては先進的手法を使用している。2010年、当行は、相手方が中規模企業、不動産会社及び住宅協同組

合である場合にも、一部の企業ポートフォリオを先進的手法に基づき報告することをSFSAより許可された。2012

年には、当行は、大規模企業のエクスポージャーに関する追加申請をSFSAに提出した。現在、IRB手法に基づく報告

は承認されたが先進的手法に基づく報告は未だ承認されていないエクスポージャーについては、基本的手法によ

り報告がなされている。

2009年、欧州委員会は、CRDを修正するため、新たな指令2009/111(以下「CRD Ⅱ」という。)によりCRDの修正を

提案し、バーゼル銀行監督委員会は、世界的な金融危機に対応しバーゼルⅡ自己資本フレームワークの修正を提

案した。CRD Ⅱは2011年6月30日に施行された。2010年、指令2010/76/EU(以下「CRD Ⅲ」という。)により、CRDの追

加修正が採択された。報酬改革に関する一定の規定は2011年1月1日付で施行されたが、CRD Ⅲは2011年12月31日
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までに全面的に施行された。

2010年12月16日、バーゼル銀行監督委員会は、銀行の新たな資本及び流動性基準に関するバーゼルⅢ主要規則

を発表した。2011年1月13日には、同委員会は、銀行が存続できなくなった場合にすべての種類の自己資本が納税

者に先立って損失を吸収することができるよう、最低資本要件を設定した。バーゼルⅢ規制の大部分は、2013年1

月1日から2019年1月1日までの間に施行される予定である。CRD Ⅲの未発効部分が施行されたことにより、2011年

にトレーディング及び証券化の改革がなされた。バーゼル銀行監督委員会は、グローバル・システム上重要な銀

行(G-SIBs)に関して、2011年11月4日に、かかる金融機関が、2016年から2018年にかけて段階的に導入される追加

のバッファー要件に従うことを提案した。

これは、2011年2月18日及び19日に開催された会合に続くG20声明に沿うものであり、そこでは、より集中的な管

理を伴う包括的かつ多角的な枠組に関する進行中の事項、国際的な文脈における場合を含む実効的な解決能力、

国の状況に応じて資本の強化、偶発資本及びベイルイン債券を含む、一連の実行可能な選択肢を通じたより強力

な損失吸収方法、並びに国家当局が決定した体系的課税を含むその他の補完的要件に言及した。

2011年7月20日、欧州委員会は、CRD ⅣによるCRDの追加修正案を発表したが、これはバーゼルⅢの資本要件案を

反映したものであり、資本規定の一本化を目的としてCRDに代替するものである。CRDに関する当初日程は、2013年

1月1日から加盟国における実施を予定していた。しかし、バーゼル銀行監督委員会から提案された当初の実施日

が経過し、新たなバーゼルⅢ基準及び要件を実施するための「CRD Ⅳ」の改正案に関して、2013年3月27日に欧州

議会と欧州理事会との間で政治的合意に達した。実施期間は、2014年1月1日から2019年までの予定である。CRD Ⅳ

の改正案は、2013年4月16日に欧州議会で採択されたが、理事会ではまだ採択されていない。

2012年11月、スウェーデン財務省、SFSA及びリクスバンクは、D-SIBs(国内のシステム上重要な銀行)については

バーゼルⅢフレームワーク又はCRD Ⅳ案に定める基準よりも厳格な資本基準を要求する旨発表した。スウェーデ

ン当局がより厳格な自己資本比率要件を導入するにはCRD Ⅳの最終版の承認が必要であるため、採択される自己

資本基準の最終的な構造又は時期は未確定である。

以下の表は、2012年12月31日現在の当行グループの自己資本の分析を示している。

経過規則に対するバーゼルⅡに基づく自己資本要件 49％

自己資本比率

　バーゼルⅡに基づく比率 20.9％

　経過規則に基づく比率 10.1％

Tier 1資本比率

　バーゼルⅡに基づく比率 21.0％

　経過規則に基づく比率 10.2％

コアTier 1資本比率

　バーゼルⅡに基づく比率 18.4％

　経過規則に基づく比率 9.0％

資本要件に対する資本基盤

　バーゼルⅡに基づく比率比率 261％

　経過規則に基づく比率 127％

大口エクスポージャー
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適正資本及び大口エクスポージャーに関する法律に基づき、顧客又は関連するグループ顧客に対する金融機関

のエクスポージャーが当該金融機関の資本基盤の10％を超えるとき、かかるエクスポージャーは「大規模」とみ

なされる。かかるエクスポージャーは、SFSAに報告されなければならない。1人の顧客に対するエクスポージャー

が資本基盤の25％を超えることは認められない。一定の場合には、これを下回る上限が適用される。金融機関が規

則を遵守しない場合、SFSAは、当該金融機関に是正を命じることができる。かかる命令は、罰金を伴うことがある。

CRD Ⅱの実施により規則の対象となるエクスポージャーの種類が拡大し、大口エクスポージャーの定義の拡大

により一定程度の経済的関連性を有する複数顧客に対するエクスポージャーが単一のエクスポージャーとして

扱われることとなった。将来におけるCRDの修正も、大口エクスポージャーに関する規制に影響を及ぼす可能性が

ある。

スウェーデン国内預金保証

EU指令を受け、スウェーデンは、預金保証法(lag (1995:1571) om insättningsgaranti)の可決により1996年

に預金保護スキームを確立した。スキームの対象となる各金融機関は、かかるスキームに基づいて行われる可能

性のある支払いの原資となる基金を維持するために、関連する保証機関に年会費を支払わなければならない。保

証には一定の制限があり、保険契約、有価証券による貯蓄又は個人年金貯蓄制度等はその対象ではない。

2010年12月、スウェーデン議会は、スウェーデン預金保証法の改正案を可決し、2010年12月31日からスウェーデ

ン国内預金保証に基づく保証の上限額を500,000クローネから100,000ユーロ相当額に引き上げることを承認し

た。

スウェーデン安定化基金

2008年、スウェーデンは、スウェーデンの金融制度の安定性を高め、世界金融危機がスウェーデン経済に及ぼす

悪影響に対処するため、スウェーデン政府金融機関支援法(lag (2008:814) om statligt stöd till

kreditinstitut)の可決により安定化基金を設立した。かかる基金は、銀行及びその他の金融機関に課される手数

料を通じてその資金を調達しており、スウェーデン政府は、2023年までに基金の額をGDPの2.5％にすることを計

画している。スウェーデン政府は、特別支出により当初15十億クローネを拠出した。年間安定化手数料は、金融機

関の貸借対照表を参照ベースとする0.036％である。

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

以下は、2011年3月23日の年次株主総会において採択された当行の定款の抜粋である。

資本金及び株式数

当行の資本金は、1,200,000,000スウェーデン・クローネ以上、4,800,000,000スウェーデン・クローネ以下と

する。

株式数は、500,000,000株以上、2,000,000,000株以下とする。

A種株式及びB種株式の2種類の株式を発行することができる。A種株式の発行可能株式総数は2,000,000,000株

であり、B種株式の発行可能株式総数は50,000,000株である。

A種株式は1株につき1議決権が付され、B種株式は1株につき10分の1の議決権が付される。

増資に際する株主の権利

当行が、現金による払込み又は債務の相殺により、新たにA種株式及びB種株式を発行することを決定した場合、

A種株式及びB種株式の保有者は、従前の保有株式数の割合に応じて同種の新株を引き受ける優先権(第一優先権)

を有する。第一優先権により引き受けられなかった株式は、すべての株主に対し引受けの募集が行われる(第二優
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先権)。かかる募集株式数が第二優先権による引受けに不足した場合、株式は引受人の保有株式数の割合に応じて

分配されるか、また、これが不可能な場合は抽選により分配される。

当行が、現金による払込み又は債務の相殺により、A種株式又はB種株式のいずれか一方のみを発行することを

決定した場合、すべての株主はその保有株式がA種株式であるかB種株式であるかにかかわらず、従前の保有株式

数の割合に応じて新株を引き受ける優先権を有する。

当行が、現金による払込み又は債務の相殺により、ワラント又は転換可能証券を発行することを決定した場合、

株主は、ワラントの行使によりその新たな引受けの対象となる株式にかかる発行が適用される場合と同様にワラ

ントを引き受ける優先権を有し、又は転換可能証券の転換により発行される株式にかかる発行が適用される場合

と同様に転換可能証券を引き受ける優先権を有する。

上記は、当行が株主の優先権を排除して現金による払込み又は債務の相殺による株式発行を決定する機会を制

限することを示唆するものではない。

取締役

法律に基づき株主総会以外の者により任命される取締役に加え、取締役会は8名以上15名以下の取締役で構成

されるものとする。

監査人

法律に基づき株主総会以外の者により任命される監査人に加え、当行は1名若しくは2名の監査人及びこれに応

じた数の代理監査人、又は1社若しくは2社の登録監査法人を置くものとする。

株主の株主総会出席に関する権利

株主総会に参加を希望する株主は、総会の5日前の状況を示した株主名簿全体の写しに記載されていなくては

ならず、また、総会の招集通知に指定された日にちまでに当行本店に通知を行わなくてはならない。日曜日、その

他の祝日、土曜日、夏至祭前日、クリスマスイブ又は大晦日を当該日として設定してはならず、また、総会から5営

業日より前に設定してはならない。

株主は最大2名のアドバイザーを帯同することができるが、前段落に記載の要領でアドバイザーの人数を通知

していた場合に限る。

株主総会の議長、議決権

株主総会は、取締役会会長又は当該目的のために取締役会が任命した者により開会される。

株主総会の議長は出席株主により選任される。

当行の発行済株式に付帯する議決権総数の10％を超す議決権を有する者は、発言も議決権の行使も行ってはな

らない。

年次株主総会

以下の項目が、年次株主総会の議題となる。

1. 総会の議長の選任

2. 議決権行使者リストの作成及び承認

3. 議題の承認

4. 2名の議事録署名者の選任

5. 総会招集の適法性の判断
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6. 年次計算書類及び監査報告書並びに連結年次計算書類及び連結計算書類に対する監査報告書の提示

7. 決議事項

a) 損益計算書及び貸借対照表並びに連結損益計算書及び連結貸借対照表の承認

b) 承認済み貸借対照表に基づく当行の利益又は損失の処分

c) 取締役及び最高経営責任者の責任免除

8. 取締役並びに、適用ある場合、監査人及び代理監査人の員数の決定

9. 取締役及び、適用ある場合、監査人の報酬の決定

10. 取締役並びに、適用ある場合、監査人及び代理監査人又は登録監査法人の選任

総会の管轄に服するその他の事項は、会社法又は定款に従うものとする。

２【外国為替管理制度】

1989年以降、スウェーデンにおいて有効な外国為替管理制度は存在しない。スウェーデン政府は、スウェーデン

為替・クレジット規制法(lag (1992:1602) om valuta - och kreditreglering)により、スウェーデンが戦争中

の場合又は戦争、戦争の脅威、深刻な事故若しくは特に大規模な短期資本移動による例外的な状況が存在する場

合は、リクスバンクと協議の上で、外国為替管理を実施する権限を与えられている。また、スウェーデン政府は、外

国為替管理が導入された場合、リクスバンクの要請により信用管理を実施する権限を与えられている。かかる管

理の実施に関する一切の決議は、承認のために、決議から1ヶ月以内にスウェーデン議会に提出されなければなら

ない。定められた期間内にかかる提出がなされない場合、当該決議はその効力を失う。

３【課税上の取扱い】

(1)スウェーデンにおける課税上の取扱い

スウェーデンの租税

以下の概要は、スウェーデンの税法上又は欧州連合貯蓄指令(欧州理事会指令2003/48/EC)の規定に従いス

ウェーデンの居住者とはみなされない本社債権者に関する一定のスウェーデンの課税上の影響について要約し

たものである。当該概要は、本有価証券届出書の日付現在有効なスウェーデン王国の法律に基づいており、一般的

な情報提供のみを目的としている。当該概要は、本社債が貯蓄投資勘定(investeringssparkonto)において保有さ

れる場合、又は利息の支払人等の報告義務に関する規則については対応していない。投資家は、各々の個別の状況

に応じて、スウェーデンの租税並びに本社債の取得、保有及び処分に係るその他の課税上の影響(二重課税回避の

ための租税条約の適用可否及び影響を含む。)について、専門の税務アドバイザーに相談すべきである。

スウェーデン王国の居住者でない本社債権者

本社債の所持人に対する元本金額又はスウェーデンの税法上利息とみなされる金額の支払いについては、ス

ウェーデンの所得税は課税されない。但し、かかる所持人がスウェーデンの税法上スウェーデン王国の居住者で

なく、かつ、本社債が有効に関連性を有する恒久的施設をかかる所持人がスウェーデン王国内に有しない場合に

限る。

スウェーデンの税法上スウェーデン王国の居住者でない本社債の所持人に対する元本金額又はスウェーデン

の税法上利息とみなされる金額の支払いについては、スウェーデンの源泉徴収税又はスウェーデンの課税控除は

適用されない。

スウェーデン王国の居住者であった本社債権者
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但し、簡略化して言えば、本社債の価値又は運用利益が株式として課税される有価証券と関連する場合、処分若

しくは償還が行われた暦年中のいずれかの時点又は処分若しくは償還が行われた年に先立つ10暦年間において

スウェーデン王国の居住者であったか、又はスウェーデン王国に居住する習慣があった個人については、当該本

社債の処分又は償還に際し、スウェーデン王国のキャピタルゲイン税が課される。しかしながら多くの場合、当該

規則の適用は、適用ある二重課税回避のための租税条約により制限されている。

(2)日本における課税上の取扱い

日本の居住者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息及び本社債の償還により支払いを受ける金額が本

社債の発行価額を超える場合の差額(以下「発行差益」という。)は、日本の租税に関する現行法令の定めるとこ

ろにより一般的に課税対象となる。本社債の譲渡により生ずる所得については、譲渡人が法人である場合は益金

となるが、個人である場合には、一定の場合を除いて日本の租税は課されない。上記にかかわらず、日本の居住者

である個人が2016年1月1日以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡により生ずる所得は、課税対象となる。

日本の非居住者及び外国法人が支払いを受ける本社債の利息及び発行差益は、原則として日本の課税対象とは

ならない。日本の非居住者及び外国法人が本社債を日本国内において譲渡した場合、かかる譲渡から生ずる所得

については、譲渡人が日本国内に恒久的施設を有する外国法人である場合を除いて、原則として日本の租税は課

されない。但し、かかる外国法人の納税義務は、適用される租税条約の規定により、限定され又は免除されること

がある。

４【法律意見】

　当行の法律顧問であるウルフ・ヒェーピング‐ヘーゴード氏より、大要、以下の趣旨の法律意見書が出されてい

る。

(イ)当行は、スウェーデン法に基づく公開有限責任会社である銀行として適法に設立され、かつ有効に存続して

おり、本書に記載された事業を営み、その財産を所有及び運用するすべての権限及び権能を与えられてい

る。

(ロ)本書に記載された本社債の募集は、スウェーデンの適用法令に違反しない。

(ハ)本書中のスウェーデンの法令に関するすべての記述は、すべての重要な点において真実かつ正確である。
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第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結－当行グループの5年間の概要

連結損益計算書

(単位：百万クローネ) 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度

純利息収益 26,081 23,613 21,337 22,000 19,223

純手数料及びコミッション収益 7,369 7,673 8,022 7,393 6,795

公正価値で評価される金融項目からの純損益 1,120 1,016 1,377 2,457 3,169

保険リスク 196 209 205 171 215

その他配当金収益 152 146 190 141 225

関連会社の持分利益 8 9 11 26 79

その他収益 136 143 154 147 184

収益合計 35,062 32,809 31,296 32,335 29,890

管理費用

　人件費 -10,711-9,942 -9,504-10,018-8,114

　その他費用 -5,069 -5,060 -5,062 -4,719 -4,688

不動産及び器具備品並びに無形資産の減価償却

費、償却費及び減損費用
-464 -462 -452 -483 -427

費用合計 -16,244-15,464-15,018-15,220-13,229

貸倒損失控除前利益 18,818 17,345 16,278 17,115 16,661

貸倒損失、正味 -1,251 -816 -1,507 -3,392 -1,605

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 -3 7 -1 4 270

営業利益 17,564 16,536 14,770 13,727 15,326

法人税等 -3,038 -4,372 -3,962 -3,519 -3,382

継続事業からの当期利益 14,526 12,164 10,808 10,208 11,944

非継続事業に関連する当期利益、税引後 22 159 217 36 187

当期利益 14,548 12,323 11,025 10,244 12,131

帰属先：

　当行の株主 14,547 12,323 11,025 10,244 12,131

　少数株主持分 1 0 0 0 0

継続事業からの一株当たり利益(単位：クローネ) 23.11 19.52 17.37 16.38 19.16

　希薄化後 22.60 19.14 17.10 15.92 19.02

非継続事業からの一株当たり利益

(単位：クローネ)
0.04 0.26 0.35 0.06 0.30

　希薄化後 0.03 0.25 0.34 0.06 0.29
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事業合計からの一株当たり利益(単位：クローネ) 23.15 19.78 17.72 16.44 19.46

　希薄化後 22.63 19.39 17.44 15.98 19.31

連結包括利益計算書

(単位：百万クローネ) 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度

当期利益 14,548 12,323 11,025 10,244 12,131

その他包括利益

キャッシュフロー・ヘッジ 2,390 -297 -325 47 -535

売却可能金融商品 984 -1,318 2,186 3,274 -5,139

当期為替換算差額 -126 -4 -2,015 -109 606

　うち、在外営業活動体における純投資のヘッジ 486 -2 377 -6 -169

その他包括利益に関する税金 -913 443 -612 -934 1,628

　うち、キャッシュフロー・ヘッジ -565 78 85 -12 144

　うち、売却可能金融商品 -248 365 -598 -924 1,440

　うち、在外営業活動体における純投資のヘッジ -100 0 -99 2 44

その他包括利益合計 2,335 -1,176 -766 2,278 -3,440

当期包括利益合計 16,883 11,147 10,259 12,522 8,691

帰属先：

　当行の株主 16,882 11,147 10,259 12,522 8,691

　少数株主持分 1 0 0 0 0

連結貸借対照表

(単位：百万クローネ) 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度

資産

現金及び中央銀行
1 248,915375,979107,626106,813116,066

一般顧客への貸出金 1,680,4791,591,1281,513,6871,495,6221,481,475

その他金融機関への貸出金 89,511106,823123,46592,730115,809

利付証券 117,260104,202119,238176,002166,278

その他資産 251,693276,234289,514251,676279,156

資産合計 2,387,8582,454,3662,153,5302,122,8432,158,784

負債及び資本

一般顧客からの預金及び借入金 682,223724,888564,142564,048543,760

金融機関からの預り金 183,945201,889251,972225,490319,113

発行済証券 1,151,4261,140,074963,501966,075895,709

劣後負債 21,167 35,317 43,948 59,005 61,434

その他負債 242,200257,674241,576225,137263,805
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資本 106,89794,524 88,391 83,088 74,963

負債及び資本合計 2,387,8582,454,3662,153,5302,122,8432,158,784

1 
この項目は、「現金及び中央銀行預け金」並びに「中央銀行へのその他の貸出金」の合計を示している。

当行グループの主要指標 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度

継続事業からの貸倒損失控除前利益

(単位：百万クローネ)
18,818 17,345 16,278 17,115 16,661

貸倒損失、正味(単位：百万クローネ) -1,251 -816 -1,507 -3,392 -1,605

継続事業からの営業利益(単位：百万クローネ) 17,564 16,536 14,770 13,727 15,326

継続事業からの当期利益(単位：百万クローネ) 14,526 12,164 10,808 10,208 11,944

非継続事業に関連する当期利益(単位：百万クローネ) 22 159 217 36 187

事業合計からの当期利益(単位：百万クローネ) 14,548 12,323 11,025 10,244 12,131

資産合計(単位：百万クローネ) 2,387,8582,454,3662,153,5302,122,8432,158,784

資本(単位：百万クローネ) 106,89794,524 88,391 83,088 74,963

事業合計からの株主資本利益率(単位：％) 14.7 13.5 12.9 12.6 16.2

継続事業からの株主資本利益率(単位：％) 14.6 13.4 12.6 12.5 16.0

投下資本利益率(単位：％) 0.71 0.71 0.67 0.63 0.79

継続事業からの収益に対する費用の比率(単

位：％)
46.3 47.1 48.0 47.1 44.3

貸倒損失を含む継続事業からの収益に対する費

用の比率(単位：％)
49.9 49.6 52.8 57.6 49.6

貸倒率(単位：％) 0.08 0.05 0.10 0.21 0.11

減損貸出金引当率(単位：％) 56.4 60.7 60.7 62.4 51.1

減損貸出金の割合(単位：％) 0.18 0.16 0.23 0.21 0.17

一株当たり利益(単位：クローネ) 23.15 19.78 17.72 16.44 19.46

　希薄化後 22.63 19.39 17.44 15.98 19.31

一株当たり普通配当金(単位：クローネ) 10.75 9.75 9.00 8.00 7.00

一株当たり調整後資本(単位：クローネ) 167.33 152.71 143.14 134.40 120.31

12月31日現在の株式数(単位：百万株) 632.8 624.1 623.5 623.5 623.5

　うち、発行済株式数 632.8 624.0 623.5 623.3 623.5

平均発行済株式数(単位：百万株) 628.5 623.1 622.1 623.3 623.3

　希薄化後 649.9 642.4 634.3 642.6 631.5

バーゼルⅡに基づく自己資本比率(単位：％) 20.9 20.9 20.9 20.2 16.0

バーゼルⅡに基づくTier 1資本比率(単位：％) 21.0 18.4 16.5 14.2 10.5
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平均従業員数 11,192 11,184 10,850 10,821 10,833

スウェーデン国内における支店数 461 461 461 461 461

その他の北欧諸国及び英国における支店数 281 253 230 208 203

その他の国における支店数 32 32 32 35 38

非連結－当行の5年間の概要

非連結損益計算書

(単位：百万クローネ) 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度

純利息収益 16,431 15,684 14,549 14,584 13,297

受取配当金 9,152 5,733 2,749 6,687 5,224

純手数料及びコミッション収益 5,724 6,026 6,455 5,995 5,661

金融事業における純損益 3,994 458 790 2,453 2,304

その他営業収益 758 640 624 597 904

営業収益合計 36,059 28,541 25,167 30,316 27,390

一般管理費用

　人件費 -9,808 -9,247 -8,838 -8,938 -7,556

　その他管理費用 -5,157 -4,723 -4,775 -4,450 -4,480

不動産及び器具備品並びに無形資産の減価償却

費、償却費及び減損費用 -518 -538 -533 -574 -498

貸倒損失控除前費用合計 -15,483-14,508-14,146-13,962-12,534

貸倒損失控除前利益 20,576 14,033 11,021 16,354 14,856

貸倒損失、正味 -1,154 -1,081 -1,466 -3,781 -1,580

金融資産の減損損失 -820 -375 -470 -30 -

営業利益 18,602 12,577 9,085 12,543 13,276

利益処分 -4,065 106 108 1,100 -872

税引前利益 14,537 12,683 9,193 13,643 12,404

法人税等 -2,985 -3,470 -2,548 -2,784 -3,097

当期利益 11,552 9,213 6,645 10,859 9,307

当期配当 6,822 6,085 5,611 4,988 4,364

包括利益計算書

(単位：百万クローネ) 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度

当期利益 11,552 9,213 6,645 10,859 9,307

その他包括利益
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キャッシュフロー・ヘッジ 2,522 -264 -186 13 -1,040

売却可能金融商品 983 -1,319 2,188 3,277 -5,142

当期為替換算差額 -10 36 -1,462 51 169

　うち、在外営業活動体における純投資のヘッジ 481 - - - -

その他包括利益に関する税金 -962 435 -549 -927 1,721

　うち、キャッシュフロー・ヘッジ -608 70 49 -3 277

　うち、売却可能金融商品 -248 365 -598 -924 1,444

　うち、在外営業活動体における純投資のヘッジ -106 - - - -

その他包括利益合計 2,533 -1,112 -9 2,414 -4,292

当期包括利益合計 14,085 8,101 6,636 13,273 5,015

非連結貸借対照表

(単位：百万クローネ) 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度

資産

一般顧客への貸出金 731,967686,827691,221741,496790,613

金融機関への貸出金 422,897532,713505,049396,001381,874

利付証券 108,19894,237103,836154,790144,523

その他資産 461,704499,484314,057278,351343,582

資産合計 1,724,7661,813,2611,614,1631,570,6381,660,592

負債及び資本

一般顧客からの預金及び借入金 668,683705,565577,180570,166505,903

金融機関からの預り金 243,332261,806260,117225,049373,996

発行済証券 531,284543,876483,305474,205427,426

劣後負債 21,167 35,325 43,959 59,021 61,306

その他負債 173,030193,034178,922172,940230,457

非課税剰余金 5,038 998 1,110 1,368 2,490

資本 82,232 72,657 69,570 67,889 59,014

負債及び資本合計 1,724,7661,813,2611,614,1631,570,6381,660,592

補足項目

自己債務の担保として供した資産 59,195 72,007 79,591171,051226,726

担保に供したその他資産 2,564 5,236 4,398 8,124 6,943

偶発債務／コミットメント 131,586149,061131,479154,338180,826

その他のコミットメント 475,287513,217415,771376,628330,253

当行の主要指標 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度

減損貸出金引当率(単位：％) 56.0 61.0 61.5 61.9 51.1

減損貸出金の割合(単位：％) 0.28 0.24 0.33 0.33 0.22
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バーゼルⅡに基づく自己資本比率(単位：％) 20.6 20.9 19.3 20.2 16.2

バーゼルⅡに基づくTier 1資本比率(単位：％) 19.0 16.9 12.9 12.0 8.7

２【沿革】

当行は、ストックホルムズ・ハンデルズバンクとして、1871年にストックホルムにおいて当初設立された。ス

トックホルムズ・ハンデルズバンクは1873年に株式をストックホルム証券取引所に上場させ、1919年にスヴェン

スカ・ハンデルスバンケンに名称を変更した。

当行は当初、地元のストックホルム市場に重点を置き、かかる市場において確固たる地位を築いた。20世紀の初

めの10年間において、当行は、最初にスウェーデンの北部、次いで南部における複数の地方銀行を買収することに

よって成長した。

第二次世界大戦後の期間において、当行は統合が進んだスウェーデンの銀行市場において拡大を続けた。1955

年に当行は、モーゲージ会社であるSICAB(後にハンデルスバンケン・フィポテックに名称を変更)を買収した。

1963年に当行は、スウェーデンの最初の金融会社であるスヴェンスカ・フィナンス(後のハンデルスバンケン・

フィナンス)と合併した。1971年に当行は、一定の投資信託を販売する総代理店を買収し、同社は当行のファンド

管理会社であるハンデルスバンケン・フォンデルとなった。長期にわたった地方銀行の買収は、1990年のスカン

スカ・バンケンの買収により完了した。モーゲージ会社であるスタッドフィポテックは、1997年に買収された。

当行の現在の組織構造は、1969年に当行が分権化した際に確立し、かかる組織構造において当行の支店は当行

グループの地域銀行の傘下に再編成され、各地域銀行は高度な自治権を与えられ、営業を行っている。当行グルー

プは、量よりも利益率、またその他のスウェーデンの上場銀行の平均を上回る株主資本利益率を達成することに

焦点を移した。かかる会社の構造及び戦略的目標は、今も継続している。この期間中、現在当行の主要株主の一つ

となった従業員利益分配基金のオクトゴーネン・ファウンデーションが設立された。

1990年代に当行は、小規模の買収及び内部成長の組合せを通じて、その他の北欧諸国における活動を増やし始

めた。今日、当行は、北欧諸国、英国及び2013年1月1日以降はオランダを当行の本拠地市場であると考えている。英

国については、とりわけ21世紀の最初の10年間における成長を目標としていた。

1992年に当行は、共済生命保険会社であるRKA(後のハンデルスバンケン・リヴ)を買収することにより、保険部

門に進出した。2001年に当行は、生命保険会社であるSPPを買収し、これにより当行はスウェーデンにおける生命

保険会社最大手の1社となった。SPPは、2007年12月21日にストアブランド・エイ・エス・エイに売却された。

３【事業の内容】

当行グループは、総合的なサービスを提供するスウェーデンの主力銀行グループであり、国内外で、個人顧客及

び法人顧客に対し、幅広い従来の銀行サービスに加え様々な投資サービス及びその他の金融サービスも提供して

いる。かかるサービスには、預金の受入れ、貸出し、不動産担保、支払決済、投資銀行業務、ファクタリング、リース

及び生命保険が含まれる。当行グループは、北欧諸国において相当なプレゼンスを有している。当行グループは、

北欧諸国、英国及び2013年1月1日以降はオランダを本拠地市場であると考え、当該地域において行われる業務は

国内業務であると考えている。2013年3月31日現在、当行グループは、スウェーデンに461、ノルウェーに49、フィン

ランドに45、デンマークに55、英国に138及びオランダに15の支店を有していた。当行グループは、ヨーロッパのそ

の他の地域、アジア及びアメリカ合衆国においても限定的な業務を行っている。2013年度第1四半期において、当

行グループの世界における平均従業員数は、11,242名であった。

2013年1月1日以降、当行グループは、以下の8つの主要な事業セグメントから成る。

・スウェーデンにおける支店業務

当行グループの地域銀行6行及びそれらのスウェーデン国内における関連支店並びにスタッドフィポテッ

ク及びハンデルスバンケン・フィナンスのスウェーデンにおける業務により構成される。これらの支店は、

スウェーデンにおける当行グループのコア事業の基盤を形成し、当行グループの世界中におけるすべての
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スウェーデン人顧客へのサービスを調整する。スタッドフィポテックは当行グループのモーゲージ会社で

あり、当行の支店業務に完全に統合されている。ハンデルスバンケン・フィナンスは、当行の支店を通じて

幅広い金融会社サービスを提供している。

・英国における支店業務

地域銀行4行及びハンデルスバンケン・フィナンスの英国における業務により構成される。支店はすべての

業務の基盤であり、すべての顧客に対して責任を負う。地域銀行は、その支店において英国全体で銀行サー

ビスを提供している。

・デンマークにおける支店業務

地域銀行に加え、デンマークにおけるハンデルスバンケン・フィナンス及びスタッドフィポテックの業務

により構成されている。支店はすべての業務の基盤であり、すべての顧客に対して責任を負う。地域銀行は、

その支店においてデンマーク全体で幅広い銀行サービスを提供している。ハンデルスバンケン・フィナン

スは、当行の支店を通じて金融会社サービス及び業務を提供している。スタッドフィポテックのモーゲージ

業務は、支店業務に完全に統合されている。

・フィンランドにおける支店業務

地域銀行に加え、フィンランドにおけるハンデルスバンケン・フィナンス及びスタッドフィポテックの業

務により構成されている。支店はすべての業務の基盤であり、すべての顧客に対して責任を負う。地域銀行

は、その支店においてフィンランド全体で幅広い銀行サービスを提供している。ハンデルスバンケン・フィ

ナンスは、当行の支店を通じて金融会社サービス及び業務を提供している。スタッドフィポテックのモー

ゲージ業務は、支店業務に完全に統合されている。

・ノルウェーにおける支店業務

地域銀行に加え、ノルウェーにおけるハンデルスバンケン・フィナンス及びスタッドフィポテックの業務

により構成されている。支店はすべての業務の基盤であり、すべての顧客に対して責任を負う。地域銀行は、

その支店においてノルウェー全体で幅広い銀行サービスを提供している。ハンデルスバンケン・フィナン

スは、当行の支店を通じて金融会社サービス及び業務を提供している。スタッドフィポテックのモーゲージ

業務は、支店業務に完全に統合されている。

・オランダにおける支店業務

2013年1月1日以降、個別の地域銀行として編成されている。支店はすべての業務の基盤であり、すべての顧

客に対して責任を負う。地域銀行は、その支店においてオランダ全体で幅広い銀行サービスを提供してい

る。

・ハンデルスバンケン・インターナショナル

ハンデルスバンケン・インターナショナルの主要な任務は、当行の本拠地市場顧客が当該顧客のホーム

マーケット外にいる際の支援をすることである。当行は、本拠地市場ではない18ヶ国の28地点において事業

を行っている。

・ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ

当行グループの投資銀行業務及び保険貯蓄を含む資産運用業務で構成される。この部門は、金融商品、仕組

商品、現金管理、コーポレート・ファイナンス及び債券発行市場の取引、経済及び財務の研究並びに銀行口

座貯蓄を除くすべての貯蓄商品について、当行グループ全体にわたって機能的責任及び商品責任を負う。

上記の事業セグメントに加え、「その他の部門」には、財務部門及び本店部門に加え、オクトゴーネン利益分配

基金への拠出も含まれている。いずれのセグメントにも起因しないキャピタルゲイン／ロス、配当金並びに収益

及び費用もまた、ここに計上される。

2013年1月1日より前における当行グループの主要な事業セグメントは、以下のとおりであり、そのため、下記

「第3－7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－(1) 2012年12月31日終了事業年度」の記

述には、これらのセグメントが適用される。
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・スウェーデンにおける支店業務

当行グループの地域銀行6行及びそれらのスウェーデン国内における関連支店並びにスタッドフィポテッ

ク及びハンデルスバンケン・フィナンスのスウェーデンにおける業務により構成されていた。

・スウェーデン国外における支店業務

ノルウェー、フィンランド、デンマーク及び英国に所在する地域銀行6行及び関連支店により構成されてい

た。またこのセグメントには、ハンデルスバンケン・インターナショナルが含まれ、ハンデルスバンケン・

フィナンス及びスタッドフィポテックのスウェーデン国外における業務もまた、このセグメントに含まれ

ていた。

・ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ

当行グループの投資銀行業務及び保険貯蓄を含む資産運用業務で構成され、金融商品、仕組商品、現金管理、

コーポレート・ファイナンス及び債券発行市場の取引、経済及び財務の研究並びに銀行口座貯蓄を除くす

べての貯蓄商品について当行グループ全体にわたって責任を負っていた。

当行グループの事業は分権的であり、各支店が個別に、世界各地で必要に応じ、地域及び中央組織の専門家の協

力体制の下、顧客へのサービスを調整する責任を有している。このため、当行グループでは、中央の業務部門より

は支店が、各個別顧客向けに当行グループの商品及びサービスのマーケティングを行う責任を有している。但し、

かかる分権体制は一元化されたリスク管理により支えられている。

当行は、スウェーデンの銀行法に基づき設立された公開有限責任会社であり、ストックホルム県において登記

されている。当行の登録事務所の所在地は、スウェーデン王国 SE-106 70 ストックホルムである。

４【関係会社の状況】

2013年5月31日現在、当行は、連結会計において持分法に基づく25の直接所有子会社及び7つの直接所有関連会

社を有している。

当行グループの主要な子会社は、以下のとおりである。

ハンデルスバンケン・フォンドヴォラッグスフォルヴァルトニング・エイ・ビー及びその子会社(以下「ハン

デルスバンケン・フォンデル」と総称する。)は、当行グループの投資信託の運用及び管理、また、法人顧客に対し

て資金の管理を、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー及びフィンランドで行っており、ノルウェー、フィンラン

ド及びルクセンブルグにおいて自社の投資信託を販売している。

ハンデルスバンケン・フィナンス・エイ・ビー及びその子会社(以下「ハンデルスバンケン・フィナンス」と

総称する。)は、当行の支店を通じてのみならず、販売会社及び小売業者とともに消費者に対してリース、条件付売

買、自動車ローン、債権回収及び販売金融を提供する。同社は、北欧諸国における当行の支店網を通じて幅広い商

品及びサービスを提供している。しかし、英国、中国及びポーランドにおける業務は、主としてリース及び割賦販

売業務に限られている。

当行の完全所有子会社であるハンデルスバンケン・リヴ・フォルセクリングス・エイ・ビー及びその子会社

(以下「ハンデルスバンケン・リヴ」と総称する。)は、個人向け年金保険、企業年金、グループ生命保険、ユニット

リンク保険及び疾病傷害保険並びに養老保険等の完全な一連の生命保険商品を提供している。ハンデルスバンケ

ン・リヴは、スウェーデン、フィンランド及びノルウェーにおいて営業しており、その商品は、当行グループの支

店網を通じてかかる国々で販売されている。同社は、スウェーデンの生命保険市場において、主要な参加者の1社

である。

スタッドフィポテック・エイ・ビー(以下「スタッドフィポテック」という。)は、スウェーデン、ノルウェー、

デンマーク及びフィンランドにおける当行グループのモーゲージ貸付業務に責任を負う当行グループの主要な

事業体である。スタッドフィポテックは、一世帯用住宅及び二世帯用住宅、セカンドハウス、持ち家アパート及び

集合アパートにおける住宅持分、農業／林業用地、集合住宅、商業施設及びオフィスビルのためのモーゲージ・

ローンを提供している。スタッドフィポテックの活動は、スウェーデンに集中しているが、近年はノルウェー、デ

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

 75/881



ンマーク及びフィンランド各国において支店を設立している。北欧諸国におけるスタッドフィポテックの業務

は、かかる国々における当行の支店業務に完全に統合されている。

当行には、親会社はない。

以下の表は、当行の重要な子会社を示している。

会社名 住所

株式資本

(単位：百万クローネ) 保有比率

子会社

ハンデルスバンケン・フィナンス・エイ・ビー
1 ストックホルム 155 100％

スタッドフィポテック・エイ・ビー
1, 2 ストックホルム 4,050 100％

ハンデルスバンケン・フォンドヴォラッグスフォル

ヴァルトニング・エイ・ビー

ストックホルム 1 100％

ハンデルスバンケン・リヴ・フォルセクリングス・エ

イ・ビー

ストックホルム 100 100％

1
　金融機関

2
　2012年12月31日現在の当行グループの連結財務書類に記載の収益合計に対するスタッドフィポテック・エイ・ビーの

連結基準の営業収益合計の割合は、10％を超過する。

2012年12月31日現在及び同日に終了した事業年度におけるスタッドフィポテック・エイ・ビーの連結基準の損益等に

係る主な情報は、以下のとおりである。

(ⅰ)　営業収益合計：　8,195百万クローネ

(ⅱ)　当期利益：　　　5,801百万クローネ

(ⅲ)　資産合計：　　925,961百万クローネ

(ⅳ)　資本合計：　　 25,940百万クローネ

５【従業員の状況】

2013年度第1四半期において、当行グループは、24ヶ国にわたり平均11,242名の従業員を有していた。

2013年度第1四半期における当行グループの各事業セグメント毎の従業員数は、以下のとおりである。

平均従業員数

スウェーデンにおける支店業務 4,347

英国における支店業務 1,102

デンマークにおける支店業務 619

フィンランドにおける支店業務 477

ノルウェーにおける支店業務 644

オランダにおける支店業務 95

ハンデルスバンケン・インターナショナル 519

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ 1,463

その他の部門 1,976

合計 11,242
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

下記「第3－7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

２【生産、受注及び販売の状況】

　該当事項なし。

３【対処すべき課題】

当行グループの目的は、大規模商業銀行グループとしての当行グループの現在の地位に基づいて、本拠地市場

において収益性の高い総合サービス銀行業務を発展させることである。本拠地市場以外では、当行の事業は、主と

して、国外事業を営む北欧及び英国の顧客又は本拠地市場のいずれかに関連する地域顧客へのサービスに集中し

ている。2012年12月31日現在、当行グループは、本拠地市場以外において合計32の支店(そのほとんどが欧州に所

在する。)及び9つの駐在員事務所を有していた。

当行グループの全体的な戦略上の目的は、北欧及び英国における同業銀行の加重平均を上回る水準の収益性

(かかる収益性は、標準予定税額に基づく税引後ベースの株主資本利益率として測定される。)を達成し、これによ

りこれらの銀行の平均を上回る配当の増加を株主にもたらすことである。かかる目的を達成するため、当行グ

ループは、支店網を通じた顧客への高品質なサービスの提供、質の高い貸出金ポートフォリオの維持及びコスト

効率の確保に力を注いでいる。当行グループは、かかる戦略の一環として、貸付金額よりも信用の質を重視してい

る。

４【事業等のリスク】

本項に含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の提出日現在の当行の意見、見通し、目標、期待及び見積り

に基づくものである。

当行は、以下のリスク要因が当行の本社債に基づく債務を履行する能力に影響を及ぼす可能性があると考えて

いる。これらの要因はすべて、発生するかどうか分からない偶発事象であり、当行はかかる偶発事象が発生する可

能性の程度につき見解を表明する立場にない。

当行は、現在入手可能な情報に基づき当行が重要でないと考えるその他の理由又は現在予測不能なその他の理

由によっても、利息、元本又はその他本社債に関する金額を支払うことができない可能性がある。本社債への投資

を予定する投資家は、本書の他の部分に記載する詳細情報も精読し、投資の判断を行う前に投資家自身の見解を

確定すべきである。

以下のリスクの記載順は、当該リスクの発生可能性又はその潜在的な影響の重大性を示すものではない。

本社債に基づく当行の債務の履行能力に影響を及ぼす要因

信用リスク

信用リスクとは、貸付先又は取引先が期日の到来した財務上及び契約上の債務を履行できないことにより生じ

る財務上の損失の潜在的リスクである。当行は、貸付、保証の発行並びに外国為替市場及び証券市場における取引

先との取引を実行する結果、信用リスクにさらされる。信用エクスポージャーは、取締役会(以下「取締役会」と

いう。)が定める与信方針に従って管理される。
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当行の信用エクスポージャーにつき責任を負うのは、その支店である。与信決定の責任は、当該顧客との関係を

管理する支店に存する。支店長及び大部分のアカウント・マネージャーについては、個別の決定上限額が定めら

れており、これらの者は、かかる上限額の範囲において与信決定につき単独で責任を負う。かかる個別上限額によ

り、特定の支店長又はアカウント・マネージャーが顧客に与えることのできる信用の総額が定められている。要

求される与信の額が支店長の個別上限額を上回る場合、地域レベルでの決定が行われる。地域レベルにおいては

より高額の上限額が適用され、地域レベルの上限額を上回る与信の決定は、取締役会の与信委員会により行われ

る。支部及び本部は、支店を支援し、経営及びリスク評価に関する事項につき支店を援助する。当行の信用リスク

へのエクスポージャーの総額は、四半期毎に測定され、取締役会に報告される。

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスクとは、不十分な若しくは誤った内部手続、人為的ミス、システムの誤り又は外的要因

により生じる損失のリスクをいう。かかる定義には、法的リスクが含まれる。

オペレーショナル・リスクの管理責任は、事業部門、地域リスク統制部及び中央リスク統制部の間で分配され

る。事業部門は、通常のリスクの特定及び管理に責任を負う。地域リスク統制部は、既存のオペレーショナル・リ

スクの管理方法及び管理手続が事業活動において確実に使用されるようにすること及びオペレーショナル・リ

スク管理の評価に責任を負う。地域リスク統制部は、予防策の実施及びフォローアップにも責任を負う。中央リス

ク統制部は、オペレーショナル・リスクの特定、助言、統制及び報告並びに当行グループ全体レベルでのフォロー

アップに責任を負う。

マネージャーがオペレーショナル・リスクに係る責任を負うのとは別に、グループ最高経営責任者に直接報告

する情報セキュリティー及び当行グループのセキュリティーにつき特別な責任を負う役員が存在する。中央リス

ク統制部は、オペレーショナル・リスクの特定及び測定に用いられる方法につき包括的な責任を負う。また、中央

リスク統制部は、経営陣及び取締役会に対する当行グループのオペレーショナル・リスクの分析及び報告、並び

にオペレーショナル・リスクを軽減するために採られる手段の監視にも責任を負う。この管理体制を達成し、か

つその質を維持するため、中央リスク統制部及び地域リスク統制部は、緊密かつ定期的に連携している。

商品、サービス及びITシステムに関する新規かつ大幅な変更は、オペレーショナル・リスクを含むリスク分析

の対象となる。深刻な混乱に対処するため、当行グループのすべての部門に緊急時計画及び事業継続計画が導入

されている。

流動性リスク

流動性リスクとは、許容できない費用又は損失なくして当行グループが期日の到来した支払債務を履行するこ

とができないリスクである。当行グループの流動性への需要は、予想支払額が予想支払受領額を上回る場合に発

生する。かかる差額の程度は、限度額により制限されている。流動性リスクは、様々な満期及びあらゆる通貨に関

するキャッシュ・フローのギャップ分析並びに通貨グループのギャップ分析の実施により測定及び制限される。

一般に、流動性の高い通貨については、流動性の低い通貨と比較して大きなエクスポージャーが認められている。

中央財務部は、当行の流動性及び資金調達につき包括的な責任を負う。中央財務部は、当行がその貸借対照表を

継続的に管理し、実際の資金調達コストが組織の中で配分されることを確保する。

当行グループは、様々な混乱の可能性に備えるために日常的な流動性管理を偶発損失引当金の管理と組み合わ

せることにより、自らが流動性管理につき慎重な手法をとっていると考えている。当行グループは、この手法に従

い、当行グループが流動性への需要を満たせるよう、中央銀行との間の買戻契約を通じて、又は資本市場におい

て、即時現金化可能な資産を保有している。当行グループは、銀行間市場において追加の資金を借り入れることな

く12ヶ月間にわたって流動性の需要を満たせることを目指して、その流動性を管理している。
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当行グループは、通貨、市場及び商品に関して、十分に多様な資金源を維持するよう努めている。当行グループ

は、海外及びスウェーデンの資本市場に即時にアクセスすることができるよう、様々なプログラムを維持してい

る。短期資金は、スウェーデン、アメリカ合衆国及び欧州における有効なコマーシャル・ペーパー・プログラムを

通じて調達される。長期資金は、スウェーデン・クローネ建てのカバード・ボンドの発行及び当行グループのそ

の他の資金調達プログラムの利用を通じて調達される。中央財務部は、資産と負債の満期の適切な均衡を維持す

る責任を負う。

市場リスク

市場リスクとは、金融市場における価格の変化及びボラティリティに関連する損失のリスクである。当行グ

ループは、市場リスクを、金利リスク、為替リスク、株価リスク及びコモディティ・リスクに分類している。市場リ

スクは、顧客主導の取引の結果として、また固定利付商品、通貨、資本性金融商品及びコモディティのマーケット

・メーカーとしての活動の結果として、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツの取引ポートフォリオに

おいて発生する。市場リスクは、当行グループの中央財務部、当行グループの保険事業及びスタッドフィポテック

並びに程度は限られるが当行グループの通常の銀行業務においても発生する。

当行グループの財務リスク統制部門は、市場リスクに関する方針及び手続の確立並びに適切な報告制度の実施

につき責任を負う。また、同部門は、当行グループにおける市場リスクの管理を監督する責任を負う。市場リスク

は、最高財務責任者を委員長とする当行グループのリスク委員会により定期的に評価され、同委員会は、その結果

を上級経営陣及び取締役会に定期的に報告する。

金利リスク

金利リスクは、主として、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ、当行の中央財務部及び当行グループ

の貸出事業において発生する。貸出事業における金利リスクは、当該貸出の資金源に適用されるものと異なる金

利、金額及び満期で顧客及び他行への貸出しを行うことにより発生する。当行グループは、金利スワップ契約の締

結により、かかるリスクの相当な部分を排除しようとしている。一般に、金利リスクへのエクスポージャーは、流

動性の高さを特徴とする市場において生じる。

当行は、一般的な金利リスク、特定の金利リスク及び非線形金利リスクを捉える方法により、金利リスクを測定

及び制限している。

株価リスク

株価リスクとは、市場価格の変動及びボラティリティに起因する株式関連ポジションの市場価値の変化による

損失のリスクである。当行グループの株価リスクへのエクスポージャーは、主としてハンデルスバンケン・キャ

ピタル・マーケッツの顧客主導の取引活動を通じて生じる。当行グループは、株価リスクを測定し妥当な上限を

設定するために、原株式価格の大幅な変動及びボラティリティを想定して事前に設定したストレス・シナリオを

用いている。

為替リスク

当行グループの為替リスクへのエクスポージャーは、主として、国際為替市場におけるハンデルスバンケン・

キャピタル・マーケッツの顧客主導の取引活動により生じる。かかる取引の大部分は日計りにより行われ、取締

役会は、この活動に関する為替リスクの上限を設定している。当行グループは、当行グループの国際活動が様々な

通貨で行われる結果、その銀行事業を通じても為替リスクにさらされる。取締役会は、当行グループの為替リスク

のうちかかる部分を管理するために、ポジションに小幅な制限を加えている。
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コモディティ価格リスク

コモディティ関連商品のエクスポージャーは、国際コモディティ市場における顧客志向の取引の結果として生

じる。コモディティ価格リスクは、当行の市場リスク全体のごく一部である。コモディティの取引は、ハンデルス

バンケン・キャピタル・マーケッツが独占的にこれを行う。

当行は、コモディティ価格リスク及び非線形リスクの双方を効果的に捉える方法により、ハンデルスバンケン

・キャピタル・マーケッツのコモディティ価格リスクを制限及び測定している。

保険リスク

保険リスクとは、以下の前提が不確実であることに起因する保険契約の結果の不確実性である。

・予定死亡率

・平均余命

・疾病罹患率又は就業不能率

・事故率

各保険契約は、これら4つの保険リスクの複数へのエクスポージャーを含む可能性がある。当行グループの保険

会社であるハンデルスバンケン・リヴは、利益配当を行う保険会社であるため、これらのリスクをはらんでいる。

したがって、保険の購入予定者に対しては、医学的リスクの評価が行われる。

報酬制度に関するリスク

報酬リスクとは、報酬制度の結果として生じる損失又はその他の損害のリスクである。報酬リスクに対する当

行グループの許容性は低く、当行グループは、かかるリスクを低い水準に維持するよう務めている。これは、極め

て限られた程度においてのみ、かつそれが市場慣行となっている分野においてのみ変動報酬を用いることによ

り、部分的に達成されている。変動報酬が存在するのは、それが繰延支払いに基づく規則である場合である。

当行グループの報酬方針及び報酬制度は、リスク発生の可能性が低く、適切かつ効果的なリスク管理を促進し、

過剰なリスクの引受けを防ぎ、リスクに対する当行グループの許容性の低さに適合し、当行グループの長期的な

利益を支えるものであると考えられている。報酬制度は、変動報酬による支払義務の結果として当行グループの

資本基盤が不確定となるリスクが存在しないよう設計されている。変動報酬の全部又は一部を縮小又は廃止する

ことは可能であり、これは変動報酬及び未払いの繰延変動報酬への分配金の双方に当てはまる。

法的リスク及び訴訟リスク

当行は、銀行法及び銀行業に適用されるその他の法令により規制されるスウェーデンの銀行である。当行の監

督当局は、SFSAである。

当行は、与信の設定及び交渉、支払手段の提供、保証債務の引受け、有価証券発行への参加、財務に関する助言の

提供、有価証券の保護預かり、為替取引の実施、有価証券及び年金貯蓄事業の双方の遂行並びに企業経営に関する

企業への助言及び支援の提供等、その活動分野の多くにおいて、規制制度の遵守を求められている。

当行が関連する規則を遵守することができない場合、管轄当局及び裁判所により制裁、罰金及びその他の措置

が科されるリスクがあり、これにより当行の事業が影響を受ける可能性がある。

訴訟リスクは、当行内における事業遂行の方法及び顧客に対する当行の行為の方法により左右される。訴訟の

結果が不利であった場合、法的若しくは規制上の制裁、財務上の損失又は評判の喪失が発生する可能性がある。

世界金融市場の現状及び世界の経済状況に伴うリスク

当行グループの各事業部門は、市況の影響を受け、これにより年間及び長期の業績が変動する可能性がある。か

かる市況には、市場価格の不安定な動向を含む金融市場のサイクル及び銀行業界のサイクル等の経済サイクルが
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含まれる。当行グループの業績は、金利及び為替、金融方針及び財政政策、消費者支出及び事業支出、人口動態並び

に競争上の要因及びその他の要因の変動によっても影響を受ける。

短中期的な世界経済の見通しは、依然として厳しいものである。特にユーロ圏の経済における構造上の課題が

最も厳しいものとして際立っている。2007年8月から2009年初めにかけて世界の金融システムが経験した信用及

び流動性の状況は前例のないものであり、世界中の金融市場が深刻な混乱に陥った。2010年及び2011年上半期の

安定期の後、景気の回復は、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル及びスペインにおける大幅なソブリン

財政赤字並びに直接的及び偶発的なソブリン債務の増大により引き起こされた、資本市場における不安及び混乱

の悪影響を受けた。過去数年間にこれらの国のうちの一部に提供された救済パッケージにもかかわらず、これら

の措置の結果の不透明性及びソブリン財政に対する不安は持続しており、この結果、ユーロ圏の全体的な安定性

及び持続可能性に対する懸念と相まって、世界の信用及び流動性市場におけるボラティリティが増大した。これ

らの懸念を反映して、2012年の年初にスタンダード＆プアーズ、ムーディーズ及びフィッチは一部のEU諸国の信

用格付を引き下げた。

欧州の銀行及び保険会社の、これらの国並びに別の欧州の銀行及び保険会社に対する直接的及び間接的なエク

スポージャーに対する市場の懸念も、一部の欧州金融機関の信用スプレッドの拡大、資金調達コストの増大及び

信用格付引下げの見通しという結果につながった。欧州の経済危機に係るリスクも、世界の経済活動及び金融市

場に悪影響を及ぼしており、引続き悪影響を及ぼし続ける可能性が高い。この状況が持続するか、又はこれらの市

場若しくは他の市場において更なる混乱があった場合、受入可能な財務条件で資本及び流動性にアクセスする当

行グループの能力に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。また、前述のいずれの要因も、当行グループの事業、財政

状態及び経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

現在の経済状況の結果として当行グループが直面するリスク及び不確実性の正確な本質を予測することは不

可能であり、これらのリスクの多くは、当行グループの統制が及ばないものである。しかしながら、現水準の市場

の混乱及びボラティリティが継続するか、悪化するか又は緩和したものの反復した場合、当行グループの事業、経

営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性があり、また本社債に基づく当行の債務の履行能力に重大な悪

影響が及ぶ可能性がある。

５【経営上の重要な契約等】

該当事項なし。

６【研究開発活動】

該当事項なし。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

本セクションに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在の当行の意見、見通し、目標、期待及び

見積りに基づいている。

(1) 2012年12月31日終了事業年度

本(1)の記載は、2013年1月1日に効力を生じた再編より前の事業セグメントに基づいている。事業セグメントの

再編については、上記「第2－3 事業の内容」を参照のこと。

2012年度の業績報告

すべての事業に関する税引後利益は、2012年度中に18％増加して14,548百万クローネ(前年度は12,323百万ク

ローネ)となった。一株当たり利益は、17％増加して23.15クローネ(前年度は19.78クローネ)となった。スウェー

デンにおける法人税の変更により、以前は繰延税金として計上されていた1,682百万クローネが戻し入れられた。

これを除くと、一株当たり利益は20.47クローネに増加した。すべての事業に関する株主資本利益率は、14.7％(前

年度は13.5％)に上昇した。

当行グループの2012年度における営業利益は、6％増加して17,564百万クローネ(前年度は16,536百万クロー

ネ)となった。営業利益は、スウェーデン国外における支店業務で47％増加し、スウェーデンにおける支店業務で

2％増加した。

継続事業の収益に対する費用の比率は、46.3％(前年度は47.1％)に改善した。

収益

(単位：百万クローネ)

当行グループ－収益 2012年度(通年) 2011年度(通年) 変動

純利息収益 26,081 23,613 10％

純手数料及びコミッション収益 7,369 7,673 -4％

金融項目からの純損益 1,120 1,016 10％

その他収益 492 507 -3％

収益合計 35,062 32,809 7％

純利息収益の増加により、収益は7％増加して35,062百万クローネとなった。為替変動が収益に与えた影響は限

定的であった。

純利息収益は、主として取引額の増加により、10％増加して26,081百万クローネとなった。純利息収益は、ス

ウェーデン国外における支店業務で25％増加し、スウェーデンにおける支店業務で6％増加した。当行グループの

安定化基金及び様々な預金保証に係る費用は、-1,066百万クローネ(前年度は-1,118百万クローネ)であった。

預金高は、当年度中に貸出高を上回って成長した。預金の平均残高は、7％増加して690十億クローネ(前年度は

645十億クローネ)となり、一般顧客への平均貸出高は、4％増加して1,616十億クローネ(前年度は1,552十億ク

ローネ)となった。法人部門において、貸出高は4％の増加であったと同時に、預金高は8％増加した。個人部門にお

いて、預金の増加は6％であり、貸出高は4％増加した。

純手数料及びコミッション収益は、304百万クローネすなわち4％減少して7,369百万クローネ(前年度は7,673

百万クローネ)となった。かかる減少は、主として仲介収益が263百万クローネ減少して1,137百万クローネ(前年

度は、1,400百万クローネ)となったこと、生命保険事業のイールド・スプリットが低下したことにより、保険手数

料が64百万クローネ減少して583百万クローネ(前年度は647百万クローネ)となったこと、及び貸出手数料の減少

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

 83/881



によるものである。しかし、投資信託手数料は、3％増加して1,680百万クローネ(前年度は1,639百万クローネ)と

なり、クレジットカード事業からの純収益は、4％増加して1,036百万クローネ(前年度は996百万クローネ)となっ

た。

市場環境が前年度と比較してある程度安定したことにより、公正価値で評価される金融項目からの純損益は、

10％増加して1,120百万クローネ(前年度は1,016百万クローネ)となった。

費用

(単位：百万クローネ)

当行グループ－費用 2012年度(通年) 2011年度(通年) 変動

人件費 -10,711 -9,942 8％

その他管理費用 -5,069 -5,060 0％

減価償却費、償却費及び減損 -464 -462 0％

費用合計 -16,244 -15,464 5％

費用合計は、5％増加して-16,244百万クローネとなった。人件費が8％増加して-10,711百万クローネとなった

一方、その他管理費用は変わらなかった。人件費の3パーセント・ポイントの増加は、オクトゴーネン・ファウン

デーションへの割当てが-1,020百万クローネ(前年度は-913百万クローネ)に増加したこと、及びIAS第19号に基

づく年金計算時の回廊効果に係る費用が-220百万クローネ(前年度は-31百万クローネ)に増加したことによるも

のである。社会保障費用及びその他の給与に関する間接費を含む変動報酬は、-127百万クローネ(前年度は-125百

万クローネ)であった。残りの人件費の増加は、主としてスウェーデン国外の従業員数の増加及び年間給与調整に

よるものである。

平均従業員数は、11,192名(前年度は11,184名)でほぼ変動しなかった。

その他管理費用は、-5,069百万クローネ(前年度は-5,060百万クローネ)でほぼ変動がなかった。

貸倒損失

(単位：百万クローネ)

貸倒損失 2012年度(通年) 2011年度(通年) 変動

貸倒損失、正味 -1,251 -816 -435

貸出金に占める貸倒損失の割合(単位：％) 0.08 0.05 0.03

減損貸出金純額 3,197 2,697 19％

減損貸出金の割合(単位：％) 0.18 0.16 0.02

貸倒損失は、-1,251百万クローネ(前年度は-816百万クローネ)であり、信用の質は安定していた。貸倒率は

0.08％(前年度は0.05％)であった。減損貸出金純額は、3,197百万クローネ(前年度は2,697百万クローネ)に増加

し、貸出金の0.18％(前年度は0.16％)に相当していた。

法人税等

第4四半期において、スウェーデン・リクスダーグ(スウェーデン議会)は2013年1月1日からスウェーデンの法

人税を従前の26.3％から22％へ引き下げることを決議した。この変更により、第4四半期において、当行は当行グ

ループの繰延税金負債純額を引下げ後の新税率で再計算した。これにより、1,682百万クローネのプラスの経常外

効果が生じた。
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資金調達及び流動性

2012年度全体を通じて、当行グループの社債発行額は231十億クローネであり、このうち148十億クローネはカ

バード・ボンド、80十億クローネはシニア債、3十億クローネは劣後社債であった。当年度中の発行額に係る平均

満期は、前年度の4.1年と比較して4.7年であった。当該期間中の発行金額は、2014年2月までに満期が到来するす

べての社債が事前に資金調達されたことを意味していた。2013年度に満期が到来する当行グループの社債は、164

十億クローネであり、2012年度における発行額の231十億クローネより大幅に低くなった。

当年度中の発行には、2008年以降初めての米国市場における7年満期のカバード・ボンド発行及び当行グルー

プ初のオーストラリア市場におけるカバード・ボンドの発行が含まれていた。

当行グループの流動性準備金合計は、750十億クローネを超えていた。中央銀行に投資された現金資金及び流動

資産は246十億クローネにのぼると同時に、流動性のある債券の金額は合計で114十億クローネに達した。残りの

準備金は、主にスタッドフィポテックのカバード・ボンドの未使用発行額であった。

2013年1月1日からのスウェーデンにおける現行の定義によると、当期末現在における当行グループの流動性カ

バレッジ比率(以下「LCR」という。)は136％であった。米ドルではLCRは174％であり、ユーロでは301％であった。

1月、バーゼル委員会はLCRの定義をある程度緩和することを決定し、新たな国際的定義によると、当行グループの

LCRは約160％であった。

資本

(単位：百万クローネ)

資本関連項目 2012年12月31日現在2011年12月31日現在 変動

バーゼルⅡに基づくコアTier 1資本比率 18.4％ 15.6％ 2.8

バーゼルⅡに基づくTier 1資本比率 21.0％ 18.4％ 2.6

バーゼルⅡに基づく自己資本比率 20.9％ 20.9％ 0.0

資本 106,897 94,524 13％

Tier 1資本 102,333 93,548 9％

当行グループが当年度中に純額12.3十億クローネの劣後債を償還したことにより、資本基盤は102十億クロー

ネ(前年度は106十億クローネ)に減少した。当期末時点で、資本基盤の88％がコアTier 1資本であった。バーゼル

Ⅱに基づき計算された自己資本比率は、20.9％(前年度も20.9％)であった。

当期利益は、資本が12.4十億クローネ増加して106.9十億クローネとなったことの主たる要因であった。Tier 1

資本は、9％増加して102.3十億クローネ(前年度は93.5十億クローネ)となり、コアTier 1資本は、10.7十億クロー

ネ増加して90.1十億クローネ(前年度は79.4十億クローネ)となった。

バーゼルⅡに基づくコアTier 1資本比率は、当年度中2.8パーセント・ポイント増加して18.4％(前年度は

15.6％)となり、Tier 1資本比率は、2.6パーセント・ポイント増加して21.0％(前年度は18.4％)となった。Tier 1

資本の増加は、1.7パーセント・ポイントの影響を及ぼし、貸出高の増加は-0.3パーセント・ポイントの影響を及

ぼした。新規貸出高の信用の質がポートフォリオ平均よりも高かったという事実及びポートフォリオから外れた

部分の信用の質が平均より低かったという事実の複合効果により、1.1パーセント・ポイントのプラスの影響が

生じた。貸出金ポートフォリオにおける信用リスクの移転も、Tier 1資本比率に0.3パーセント・ポイントのマイ

ナスの影響を及ぼした。移転は、主としてより良いリスク・クラス間での移転であった。低いリスク・クラスにお

ける貸出高は、引続き減少した。為替変動は、0.4パーセント・ポイントのプラスの影響をもたらした。

規制の変更による資本への影響
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当期末時点で、CRD Ⅳ(バーゼルⅢ)に基づくコアTier 1資本比率は、すべてのIAS第19号の影響を含め、16.4％

であった。IAS第19号の変更による全体的な影響は、0.5パーセント・ポイントであり、そのうち0.4パーセント・

ポイントはすでにCRD Ⅳの影響の算出に含められた。そのように、CRD Ⅳの施行まで、IAS第19号(2013年1月1日付

で発効)が、コアTier 1資本比率を0.5パーセント・ポイント引き下げる。

資本基盤からの保険保有に係る控除の方法に関しスウェーデンの銀行が適用した経過規則は、2013年1月1日付

で適用が廃止された。2006年6月20日より前に行われた投資は、以前は資本基盤から全額控除されていたが、現在

はTier 1資本及びTier 2資本から均等に控除される。これにより、当行グループのコアTier 1資本比率は一時的

に0.4パーセント・ポイント減少すると予想される。保険保有の管理もCRD Ⅳに含まれるため、かかる影響はCRD 

Ⅳの施行により相殺される。

CRD Ⅳ、IAS第19号及び削除された保険保有に係る経過規則の影響合計は、当行のコアTier 1資本比率を2パー

セント・ポイント減少させると予想される。そのうち(IAS第19号及び削除された経過規則による)0.9パーセント

・ポイントは、2013年度第1四半期から該当し、残りの1.1パーセント・ポイントは、CRD Ⅳの施行時に該当する。

年金会計に係る新規制

2013年1月1日現在、年金に係る会計規制の変更を定めたIAS第19号が適用される。新規制によると、年金数理上

の損益がその他包括利益に直接報告されるため、回廊方式による損益の認識の繰延べができなくなる。これによ

り、その他包括利益及び計上資本の双方のボラティリティが増大する。計上年金費用も増加するが、これは新規制

に基づき算出された年金資産利益率が年金債務の割引率と同水準(2012年度は3.0％)になり、期待収益の見積り

ではなくなるためである。変更後の規制が2012年度中に発効していたと仮定すると、人件費は456百万クローネ増

加していた。

事業セグメント－当行グループ

要約数値

以下の表は、当行グループの事業セグメントにおける要約数値を示している。各事業セグメントに関する詳細

情報は下記を参照のこと。

(単位：百万クローネ)

2012年12月31日終了事業年度

における事業セグメント報告

スウェーデン

における

支店業務

スウェーデン

国外における

支店業務

キャピタル・

マーケッツ その他 調整及び消去 合計

収益合計 20,753 10,461 3,820 66 -38 35,062

費用合計 -7,293 -5,084 -3,204-1,106 443 -16,244

貸倒損失控除前利益 13,460 5,377 616 -1,040 405 18,818

営業利益 13,040 4,543 616 -1,040 405 17,564

利益配分後の営業利益 13,681 4,681 -163 -1,040 405 17,564

セグメント報告並びにその他並びに調整及び消去の列の項目の記載に適用される原則は、下記「第6－1－(1) 2012年12月

31日終了事業年度財務書類－注記G46」で詳述される。

(単位：百万クローネ)

2011年12月31日終了事業年度

における事業セグメント報告

スウェーデン

における

支店業務

スウェーデン

国外における

支店業務

キャピタル・

マーケッツ その他 調整及び消去 合計

収益合計 19,987 8,734 4,177 -55 -34 32,809
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費用合計 -7,188 -4,871 -3,126 -998 719 -15,464

貸倒損失控除前利益 12,799 3,863 1,051 -1,053 685 17,345

営業利益 12,752 3,095 1,051 -1,047 685 16,536

利益配分後の営業利益 13,416 3,240 242 -1,047 685 16,536

スウェーデンにおける支店業務

(単位：百万クローネ)

スウェーデンにおける支店業務 2012年度合計 2011年度合計

変動

(単位：％)

純利息収益 16,781 15,827 6

純手数料及びコミッション収益 3,375 3,630 -7

公正価値で評価される金融項目からの純損益 579 510 14

その他収益 18 20 -10

収益合計 20,753 19,987 4

人件費 -3,157 -3,118 1

その他管理費用 -1,218 -1,245 -2

内部売買サービス -2,828 -2,734 3

減価償却及び償却 -90 -91 -1

費用合計 -7,293 -7,188 1

貸倒損失控除前利益 13,460 12,799 5

貸倒損失、正味 -420 -47

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 0 0

営業利益 13,040 12,752 2

利益配分 641 664 -3

利益配分後の営業利益 13,681 13,416 2

内部収益 -2,828 -2,804 -1

収益に対する費用の比率(単位：％) 34.1 34.8

貸倒率(単位：％) 0.04 0.00

資産 1,246,473 1,233,568 1

負債 1,189,229 1,183,160 1

割当資本 57,244 50,408 14

割当資本利益率(単位：％) 18.5 19.6
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平均従業員数 4,378 4,478 -2

支店数 461 461 0

業績

収益の増加及び費用の適切な管理により、営業利益は2％増加して13,040百万クローネ(前年度は12,752百万ク

ローネ)となった。

純利息収益は、6％増加して16,781百万クローネ(前年度は15,827百万クローネ)となった。預金高及び貸出高の

増加の影響は、388百万クローネであり、預金の利鞘及び貸出金の利鞘の変動は、純利息収益に-104百万クローネ

のマイナスの影響を与えた。スウェーデン安定化基金及び預金保証の手数料は20百万クローネ減少し、純利息収

益に-679百万クローネ(前年度は-699百万クローネ)の負荷が生じた。スタッドフィポテックにおけるベンチマー

ク効果は、-14百万クローネ(前年度は-9百万クローネ)となった。

主として証券関連手数料の減少により、純手数料及びコミッション収益は、7％減少して3,375百万クローネ(前

年度は3,630百万クローネ)となった。

公正価値で評価される金融項目からの純損益は、14％増加して579百万クローネ(前年度は510百万クローネ)と

なった。

費用合計は、1％増加して-7,293百万クローネ(前年度は-7,188百万クローネ)となった。収益に対する費用の比

率は、34.1％(前年度は34.8％)に改善した。

貸倒損失は、-420百万クローネ(前年度は-47百万クローネ)であった。貸倒率は、0.04％(前年度は0.00％)で

あった。

事業の展開

個人顧客からの預金の平均残高は引続き増加し、前年度と比較して6％増加し、207十億クローネ(前年度は196

十億クローネ)となった。同時に、スヴェンスク・フォンドスタティスティクによる数値は、当行グループの投資

信託市場におけるシェアが引続き成長していることを示している。当年度中、スウェーデンの投資信託市場にお

ける当行の新規貯蓄額は、市場シェアの28％に相当する21十億クローネであった。

個人向けモーゲージ・ローンの平均額は、3％増加して534十億クローネ(前年度は517十億クローネ)となった。

法人向け平均貸出高は、前年度より2十億クローネ増加して481十億クローネ(前年度は479十億クローネ)と

なった。

(単位：十億クローネ)

取引額、スウェーデン国内の平均額 2012年度 2011年度

変動

(単位：％)

一般顧客への貸出金
1 1,068 1,049 2

　個人 587 570 3

　　うちモーゲージ・ローン 534 517 3

　法人 481 479 0

　　うちモーゲージ・ローン 226 215 5

一般顧客からの預金 371 353 5

　うち個人 207 196 6

　うち法人 164 157 4

1
　国債局に対する貸出金を除く。
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スウェーデン国外における支店業務

(単位：百万クローネ)

スウェーデン国外における支店業務 2012年度合計 2011年度合計

変動

(単位：％)

純利息収益 8,612 6,863 25

純手数料及びコミッション収益 1,442 1,428 1

公正価値で評価される金融項目からの純損益 351 388 -10

その他収益 56 55 2

収益合計 10,461 8,734 20

人件費 -2,959 -2,766 7

その他管理費用 -939 -976 -4

内部売買サービス -1,105 -1,059 4

減価償却及び償却 -81 -70 16

費用合計 -5,084 -4,871 4

貸倒損失控除前利益 5,377 3,863 39

貸倒損失、正味 -831 -769 8

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 -3 1

営業利益 4,543 3,095 47

利益配分 138 145 -5

利益配分後の営業利益 4,681 3,240 44

内部収益 -6,295 -6,425 2

収益に対する費用の比率(単位：％) 48.0 54.9

貸倒率(単位：％) 0.19 0.18

資産 685,946 640,606 7

負債 653,301 612,553 7

割当資本 32,645 28,053 16

割当資本利益率(単位：％) 11.1 9.4

平均従業員数 3,304 3,144 5

支店数 313 285 10

業績
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営業利益は、47％増加して4,543百万クローネ(前年度は3,095百万クローネ)となった。利益の改善は、主として

純利息収益の増加によるものである。収益は20％増加した一方、費用は4％の増加にとどまった。すべての部門に

おいて、利益が改善した。為替変動の影響は限定的であった。

取引量の増加及び利鞘の改善の結果、純利息収益は、25％増加して8,612百万クローネ(前年度は6,863百万ク

ローネ)となった。純利息収益に課せられる政府保証及び預金保証の手数料は、-274百万クローネ(前年度は-329

百万クローネ)に減少した。

公正価値で評価される金融項目からの純損益は、37百万クローネ減少して351百万クローネ(前年度は388百万

クローネ)となった一方、純手数料及びコミッション収益は、14百万クローネ増加して1,442百万クローネ(前年度

は1,428百万クローネ)となった。

費用は、4％増加して-5,084百万クローネ(前年度は-4,871百万クローネ)となった。英国における継続的拡大に

よる費用の増加は、デンマークにおける支店業務及びハンデルスバンケン・インターナショナルの費用の減少に

より一部減殺された。

貸倒損失は、-831百万クローネ(前年度は-769百万クローネ)に増加し、貸倒率は0.19％(前年度は0.18％)で

あった。

貸出高はすべての本拠地市場で増加し、平均貸出高は、10％増加して513十億クローネ(前年度は468十億クロー

ネ)であった。

英国

英国において、2012年度末現在、当行は、ロンドンに共同管理部門を置く3つの地域銀行に編成された133の支店

を有していた。2013年1月1日現在、支店業務は、マンチェスター、バーミンガム、ロンドン及びブリストルに本店を

置く4つの地域銀行に編成されている。

業績

営業利益は、取引額の増加及び顧客数の増加を伴う拡大が継続した結果、57％増加して1,006百万クローネ(前

年度は639百万クローネ)となった。為替変動を調整後、貸倒損失控除前利益は44％増加した。

収益は38％増加し、純利息収益は39％増加して2,142百万クローネ(前年度は1,540百万クローネ)となったが、

これは主として取引額の増加によるものである。

純手数料及びコミッション収益は、取引額の増加によりコミッションが増加したことに起因して16％増加し、

94百万クローネ(前年度は81百万クローネ)となった。また、公正価値で評価される金融項目からの純損益も顧客

取引数の増加により増加し、91百万クローネ(前年度は79百万クローネ)となった。

費用は、支店網の拡大が継続した結果、29％増加して-1,184百万クローネ(前年度は-919百万クローネ)となり、

平均従業員数は25％増加して944名(前年度は753名)となった。

貸倒損失は、-151百万クローネ(前年度は-142百万クローネ)であった。

事業の展開

取引額は引続き増加し、2年連続で預金が貸出金よりも速い割合で増加した。平均貸出高は27％増加し、預金は

53％増加した。

当年度中、29の支店が新たに開設され、当期末時点で当行は133の支店を有していた。さらに、追加の新規支店の

開設に向けて12名の支店長が採用された。

2013年1月1日、地域銀行南西英国部門が設立され、本店がブリストルに置かれた。これにより、英国支店業務は、

現在4つの地域銀行で構成されている。

年度末以降、当行は、約1.5十億英ポンドの運用資産を有する資産運用会社のハートウッド・ウェルス・グルー
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プ・リミテッドの取得に合意した。この取引により、英国における顧客向け提供に先進的な資産運用サービスが

加わった。

かかる取引は、規制当局の慣例的な認可を条件とするが、当初に当行の財政状態に対して限定的な影響を及ぼ

すにとどまり、第2四半期中に完了する見込みである。

(単位：百万クローネ)

英国における支店業務 2012年度 2011年度

変動

(単位：％)

純利息収益 2,142 1,540 39

純手数料及びコミッション収益 94 81 16

公正価値で評価される金融項目からの純損益 91 79 15

その他収益 15 0

収益合計 2,342 1,700 38

人件費 -793 -613 29

その他管理費用 -178 -147 21

内部売買サービス -201 -151 33

減価償却及び償却 -12 -8 50

費用合計 -1,184 -919 29

貸倒損失、正味 -151 -142 6

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 -1 0

営業利益 1,006 639 57

利益配分 15 15 0

利益配分後の営業利益 1,021 654 56

平均従業員数 944 753 25

支店数 133 104 28

(単位：百万英ポンド)

取引額、英国の平均額 2012年度 2011年度

変動

(単位：％)

一般顧客への貸出金 9,656 7,628 27

　うち個人 2,537 1,936 31

　うち法人 7,119 5,692 25

一般顧客からの預金 2,789 1,828 53

　うち個人 463 367 26

　うち法人 2,326 1,461 59
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デンマーク

1998年以降、デンマークにおける支店業務は、コペンハーゲンに本店を置く個別の地域銀行として編成されて

きた。当行は、1996年にデンマークに最初の支店オフィスを開設した。2012年度末時点で、当行は54の支店を有し

ていた。

業績

営業利益は、24％増加して432百万クローネ(前年度は349百万クローネ)となった。費用が4％減少した一方、収

益は13％増加した。為替の影響を調整後、営業利益は28％増加した。

純利息収益は、14％すなわち172百万クローネ増加して1,397百万クローネ(前年度は1,225百万クローネ)と

なった。現地通貨では、増加は18％であり、これは取引額の増加及び貸出金の利鞘の改善に起因していた。ス

ウェーデン安定化基金及び預金保証の手数料は、デンマーク政府の預金保証と合わせて純利息収益に-45百万ク

ローネ(前年度は-46百万クローネ)の負荷を生じさせた。

費用は、44百万クローネすなわち4％減少して-961百万クローネ(前年度は-1,005百万クローネ)となったが、こ

れは一つには、前年度の数値に破綻したデンマークの銀行が清算された場合のデンマーク政府の損失の補填手数

料が含まれていたためである。これにより、22百万クローネの費用が課せられていた。

貸倒損失は、-368百万クローネ(前年度は-210百万クローネ)に増加した。

事業の展開

当行には、引続き新規顧客が安定的に流入した。平均貸出高は、19％増加して52.9十億デンマーク・クローネ

(前年度は44.4十億デンマーク・クローネ)となった。当行の個人顧客への貸出金は16％増加し、法人向け貸出金

は22％増加した。一般顧客からの預金の平均残高は、12％増加して22.3十億デンマーク・クローネ(前年度は20.0

十億デンマーク・クローネ)となった。

(単位：百万クローネ)

デンマークにおける支店業務 2012年度 2011年度

変動

(単位：％)

純利息収益 1,397 1,225 14

純手数料及びコミッション収益 290 269 8

公正価値で評価される金融項目からの純損益 55 52 6

その他収益 19 18 6

収益合計 1,761 1,564 13

人件費 -537 -542 -1

その他管理費用 -173 -218 -21

内部売買サービス -235 -228 3

減価償却及び償却 -16 -17 -6

費用合計 -961 -1,005 -4

貸倒損失、正味 -368 -210 75

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 0
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営業利益 432 349 24

利益配分 27 18 50

利益配分後の営業利益 459 367 25

平均従業員数 617 624 -1

支店数 54 54 0

(単位：十億デンマーク・クローネ)

取引額、デンマークの平均額 2012年度 2011年度

変動

(単位：％)

一般顧客への貸出金 52.9 44.4 19

　うち個人 25.5 21.9 16

　うち法人 27.4 22.5 22

一般顧客からの預金 22.3 20.0 12

　うち個人 8.7 8.4 4

　うち法人 13.6 11.6 17

フィンランド

1998年以降、フィンランドにおける支店業務は、ヘルシンキに本店を置く個別の地域銀行として編成されてき

た。当行は、1994年に最初の街頭支店を開設した。2012年度末時点で、当行は45の支店を有していた。

業績

営業利益は、純利息収益が改善した結果、3％改善して616百万クローネ(前年度は596百万クローネ)となった。

貸倒損失控除前利益は、19％増加して744百万クローネ(前年度は625百万クローネ)となった。

純利息収益は、取引額の増加並びに貸出金の利鞘及び貸出高の増加により、136百万クローネすなわち15％増加

した。現地通貨では、純利息収益は19％増加した。安定化基金の手数料は、純利息収益に-36百万クローネ(前年度

は-45百万クローネ)の負荷を生じさせた。

公正価値で評価される金融項目からの純損益が30百万クローネ(前年度は51百万クローネ)に減少した一方、純

手数料及びコミッション収益は、5％増加して375百万クローネ(前年度は356百万クローネ)となった。

費用合計は、その他管理費用の増加により2％増加した。人件費は減少した。現地通貨では、費用合計は5％増加

した。

貸倒損失は、-128百万クローネ(前年度は-29百万クローネ)に増加した。

事業の展開

平均貸出高は、前年度と比較して6％増加した。預金の平均残高合計は7％増加したが、これは主として法人預金

が10％増加したことに起因する。

(単位：百万クローネ)
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フィンランドにおける支店業務 2012年度 2011年度

変動

(単位：％)

純利息収益 1,032 896 15

純手数料及びコミッション収益 375 356 5

公正価値で評価される金融項目からの純損益 30 51 -41

その他収益 5 7 -29

収益合計 1,442 1,310 10

人件費 -326 -327 0

その他管理費用 -143 -139 3

内部売買サービス -208 -199 5

減価償却及び償却 -21 -20 5

費用合計 -698 -685 2

貸倒損失、正味 -128 -29 341

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 -

営業利益 616 596 3

利益配分 44 63 -30

利益配分後の営業利益 660 659 0

平均従業員数 478 467 2

支店数 45 45 0

(単位：百万ユーロ)

取引額、フィンランドの平均額 2012年度 2011年度

変動

(単位：％)

一般顧客への貸出金 10,632 10,007 6

　うち個人 3,480 3,239 7

　うち法人 7,152 6,768 6

一般顧客からの預金 3,422 3,202 7

　うち個人 1,287 1,266 2

　うち法人 2,135 1,936 10

ノルウェー

1998年以降、ノルウェーにおける支店業務は、オスロに本店を置く個別の地域銀行として編成されてきた。当行

は、1989年に最初の支店を開設した。2012年度末時点で、当行は49の支店を有していた。

業績
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営業利益は、71％増加して2,066百万クローネ(前年度は1,209百万クローネ)となったが、これは主として純利

息収益の増加及び貸倒損失の減少によるものであった。貸倒損失控除前利益は、42％増加した。

純利息収益は、30％すなわち716百万クローネ増加したが、これは貸出額の増加及び貸出金の利鞘の拡大に起因

する。スウェーデン安定化基金の手数料は、純利息収益に-85百万クローネ(前年度は-111百万クローネ)の負荷を

与えた。

純手数料及びコミッション収益は、6％増加して329百万クローネ(前年度は311百万クローネ)となった。

費用は、3％増加して-1,263百万クローネ(前年度は-1,232百万クローネ)となった。人件費は5％増加したが、こ

れは一部には年間給与調整及び年金保険費用の増加によるものであった。その他の費用は、わずかに減少した。

貸倒損失は、-200百万クローネ(前年度は-389百万クローネ)に減少した。

事業の展開

個人顧客への貸出金は7％増加した一方、個人顧客からの預金の平均残高は16％増加した。法人預金は3％減少

した一方、法人向け貸出金は6％増加した。

(単位：百万クローネ)

ノルウェーにおける支店業務 2012年度 2011年度

変動

(単位：％)

純利息収益 3,098 2,382 30

純手数料及びコミッション収益 329 311 6

公正価値で評価される金融項目からの純損益 87 112 -22

その他収益 15 24 -38

収益合計 3,529 2,829 25

人件費 -700 -667 5

その他管理費用 -235 -254 -7

内部売買サービス -316 -298 6

減価償却及び償却 -12 -13 -8

費用合計 -1,263 -1,232 3

貸倒損失、正味 -200 -389 -49

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 1 -100

営業利益 2,066 1,209 71

利益配分 31 30 3

利益配分後の営業利益 2,097 1,239 69

平均従業員数 647 659 -2

支店数 49 50 -2

(単位：十億ノルウェー・クローネ)
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取引額、ノルウェーの平均額 2012年度 2011年度

変動

(単位：％)

一般顧客への貸出金 174.8 164.5 6

　うち個人 67.9 63.5 7

　うち法人 106.9 101.0 6

一般顧客からの預金 49.5 48.9 1

　うち個人 13.3 11.5 16

　うち法人 36.2 37.4 -3

ハンデルスバンケン・インターナショナル

ハンデルスバンケン・インターナショナルの主要な任務は、北欧地域及び英国における当行の顧客の国際事業

を支援すること、また長期的には、重点的な国における業務を当行の事業モデルに沿った地域銀行にまで発展さ

せることである。当行は、北欧諸国及び英国以外の合計19ヶ国に32の支店及び9つの代理店を有していた。

業績

営業利益は、純利息収益の増加及び費用の減少により、40％改善して423百万クローネ(前年度は302百万クロー

ネ)となった。貸倒損失控除前利益は、36％増加して409百万クローネ(前年度は301百万クローネ)となった。

純利息収益は、15％すなわち123百万クローネ増加したが、これは主としてオランダにおける純利息収益の増加

並びに当行の良好な信用力により法人顧客及び機関顧客から多額の預金が集まったことによるものである。

費用は、5％減少して-978百万クローネ(前年度は-1,030百万クローネ)となったが、これは一部には人件費及び

IT費用の減少によるものであった。

回収が貸倒損失を上回り、16百万クローネ(前年度は1百万クローネ)にのぼった。

事業の展開

平均貸出高は、前年度の同時期と比較して4％減少し、51.2十億クローネ(前年度は53.2十億クローネ)となっ

た。同時に、預金は54％増加して32.4十億クローネ(前年度は21.0十億クローネ)となったが、これは主として法人

預金が増加したことによるものであった。

第4四半期中、当行はオランダに13番目の支店を開設し、追加の2つの支店のために支店長を採用した。アムステ

ルダムに本店を置く地域銀行の開設が決定され、オランダは当行グループの6番目の本拠地市場となった。

(単位：百万クローネ)

ハンデルスバンケン・インターナショナル 2012年度 2011年度

変動

(単位：％)

純利息収益 943 820 15

純手数料及びコミッション収益 354 411 -14

公正価値で評価される金融項目からの純損益 88 94 -6

その他収益 2 6 -67

収益合計 1,387 1,331 4

人件費 -603 -617 -2
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その他管理費用 -210 -218 -4

内部売買サービス -145 -183 -21

減価償却及び償却 -20 -12 67

費用合計 -978 -1,030 -5

貸倒損失、正味 16 1

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 -2 0

営業利益 423 302 40

利益配分 21 19 11

利益配分後の営業利益 444 321 38

平均従業員数 618 641 -4

支店数 32 32 0

(単位：十億クローネ)

取引額、ハンデルスバンケン・インターナショナルの平均

額 2012年度 2011年度

変動

(単位：％)

一般顧客への貸出金 51.2 53.2 -4

　うち個人 5.7 4.5 27

　うち法人 45.5 48.7 -7

一般顧客からの預金 32.4 21.0 54

　うち個人 3.1 3.0 3

　うち法人 29.3 18.0 63

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ

キャピタル・マーケッツは、当行グループの投資銀行業務及び保険貯蓄を含む資産運用業務で構成される。こ

の部門は、金融商品、仕組商品、現金管理、コーポレート・ファイナンス及び債券発行市場の取引、経済及び財務の

研究並びに銀行口座貯蓄を除くすべての貯蓄商品について当行グループ全体にわたって機能的責任及び商品責

任を負う。

(単位：百万クローネ)

キャピタル・マーケッツ 2012年度合計 2011年度合計

変動

(単位：％)

純利息収益 517 711 -27

純手数料及びコミッション収益 2,438 2,611 -7

公正価値で評価される金融項目からの純損益 658 628 5

保険リスク 196 209 -6

その他収益 11 18 -39
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収益合計 3,820 4,177 -9

人件費 -2,255 -2,111 7

その他管理費用 -768 -889 -14

内部売買サービス -127 -77 65

減価償却及び償却 -54 -49 10

費用合計 -3,204 -3,126 2

貸倒損失控除前利益 616 1,051 -41

貸倒損失、正味

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 0

営業利益 616 1,051 -41

利益配分 -779 -809 -4

利益配分後の営業利益 -163 242 -167

内部収益 -1,167 -911 -28

収益に対する費用の比率(単位：％) 105.4 92.8

資産 317,915 335,834 -5

負債 313,728 328,660 -5

割当資本 4,187 7,174 -42

割当資本利益率(単位：％) - 2.7

平均従業員数 1,550 1,626 -5

業績

営業利益は、616百万クローネ(前年度は1,051百万クローネ)に減少した。投資銀行の収益数値は-106百万ク

ローネ(前年度は201百万クローネ)であった一方、資産運用業務は、722百万クローネ(前年度は850百万クローネ)

の利益を報告した。

純手数料及びコミッション収益は、7％減少して2,438百万クローネ(前年度は2,611百万クローネ)となった。か

かる減少は、主として取引額の減少及び株式市場の活動の低迷による仲介収益の減少に起因する。

公正価値で評価される金融項目からの純損益は、5％増加して658百万クローネ(前年度は628百万クローネ)と

なった。これは、前年度と比較して業務フローが高まったことに起因する。

ハンデルスバンケン・リヴのリスクは、196百万クローネ(前年度は209百万クローネ)に減少した。これは、死亡

率の低下及び長寿化の結果によるものである。

収益合計は、9％減少して3,820百万クローネ(前年度は4,177百万クローネ)となったが、そのうち資産運用事業

は1％減少し、投資銀行部門は14％減少した。

費用は、2％増加して-3,204百万クローネ(前年度は-3,126百万クローネ)となった。平均従業員数は、5％減少し

て1,550名(前年度は1,626名)であった。
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事業の展開

当行グループは、3年連続でスウェーデンにおける投資信託の新規貯蓄において最大のプレーヤーであり、純流

入は21十億クローネであった。市場全体では、スウェーデンにおける純流入は合計74十億クローネとなり、新規貯

蓄における当行グループの割合は28％であった。当年度中、当行グループはスウェーデンの年金保険料制度にお

ける管理手数料が不要の五世代ファンドを開始した。2012年度、当行グループのファンドにおける新規貯蓄純額

は合計で23十億クローネであった。サクト・フォンデル・ファンズは、上場投資信託に関し北欧市場における最

大のプレーヤーであり、運用資産の市場シェアは85％である。サクト・フォンデル・ファンズを含めたハンデル

スバンケンの投資信託金額合計は、当年度中に35十億クローネ増加して224十億クローネ(前年度は189十億ク

ローネ)となった。当行グループの運用資産合計は、当年度中に59十億クローネ増加し、529十億クローネから588

十億クローネとなった。

プライベート・バンキング部門の業績は堅調で、当行は地位を強めた。

資本市場での資金調達に対する関心は高く、当行は15十億ユーロを超える133の社債を発行した。

コーポレート・ファイナンス部門は、市場全体が低迷しているにもかかわらず、堅調な業績を収めた。当行は、

企業の合併・買収に関しスウェーデンにおける最大の北欧系プレーヤーであった。

(単位：百万クローネ)

収益の分配 2012年度 2011年度

資産運用
1 1,684 1,701

投資銀行 2,136 2,476

収益合計 3,820 4,177

1
　ハンデルスバンケン・リヴを含む。

(単位：十億クローネ)

運用資産 2012年度 2011年度

投資信託(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントを除く。) 142 118

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント 11 9

ユニットリンク保険 49 41

サクト・フォンデル(上場投資信託) 22 21

投資信託合計 224 189

ポートフォリオ社債保険 15 15

従来型保険 12 13

制度的資産 104 88

　うちハンデルスバンケンの投資信託内
1 51 37

仕組商品 28 31

保管している直接所有株式 164 150

保管しているその他の証券 48 43

ハンデルスバンケンの基金 49 41

　うちハンデルスバンケンの投資信託内
1 5 4

ハンデルスバンケン・グループの運用資産合計 588 529
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1
　当該額は、投資信託合計にも含まれている。

次へ 
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(2) 2013年3月31日に終了した第1四半期

本(2)の記載は、2013年1月1日に効力を生じた再編後の事業セグメントに基づいている。事業セグメントの再編

については、上記「第2－3 事業の内容」を参照のこと。

調整後の比較数値

2013年度から変更後のIAS第19号(従業員給付)が適用される。(損益計算書、貸借対照表、主要比率及び資本測定

の)すべての比較数値は、かかる規則が2012年度に適用されていたかのように修正再表示された。詳細は、下記

「第6－3－(3) 2013年3月31日終了3ヶ月間の財務書類－注記1「会計方針」及び注記22「IAS第19号による財務

報告の修正再表示－当行グループ」」を参照のこと。

2013年度からセグメントの区分も変更され、対応する比較数値の修正再表示がなされている。

当行グループ－概観

(単位：百万クローネ)

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

要約損益計算書

純利息収益 6,541 6,560 0％ 26,081

純手数料及びコミッション収益 1,877 1,892 -1％ 7,369

金融取引における純損益 259 344 -25％ 1,120

保険リスク 51 36 42％ 196

その他配当金収益 1 1 0％ 152

関連会社の持分利益 -5 -5 0％ 8

その他収益 76 38 100％ 136

収益合計 8,800 8,866 -1％ 35,062

人件費 -2,783 -2,781 0％ -11,167

その他管理費用 -1,279 -1,214 5％ -5,069

不動産及び器具備品並びに無形資産の減価償却

費、償却費及び減損費用

-120 -122 -2％ -464

費用合計 -4,182 -4,117 2％ -16,700

貸倒損失控除前利益 4,618 4,749 -3％ 18,362

貸倒損失、正味 -283 -291 -3％ -1,251

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 1 0 -3

営業利益 4,336 4,458 -3％ 17,108

法人税等 -885 -1,242 -29％ -3,092

継続事業からの当期利益 3,451 3,216 7％ 14,016

非継続事業に関連する当期利益、税引後 15 49 -69％ 22

当期利益 3,466 3,265 6％ 14,038

要約貸借対照表

一般顧客への貸出金 1,655,0411,627,093 2％ 1,680,479
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　うちモーゲージ・ローン 904,669 818,162 11％ 891,200

一般顧客からの預金及び借入金 642,314 683,182 -6％ 682,223

　うち個人 268,340 254,327 6％ 267,450

資本合計 100,366 89,444 12％ 103,850

資産合計 2,388,8802,455,478-3％ 2,383,951

主要数値の要約

事業合計からの株主資本利益率
* 13.8％ 14.1％ 14.9％

継続事業からの株主資本利益率
* 13.7％ 13.9％ 14.8％

継続事業からの収益に対する費用の比率 47.5％ 46.4％ 47.6％

事業合計からの一株当たり利益

(単位：クローネ)

5.47 5.23 22.34

　希薄化後 5.41 5.10 21.85

バーゼルⅡに基づくTier 1資本比率 20.4％ 18.5％ 20.4％

バーゼルⅡに基づくコアTier 1資本比率 18.0％ 15.8％ 17.9％

* 
 株主資本利益率の計算では、資本は「売却可能」に分類される金融資産の価値の未実現変動の影響並びに確定給付債務

に対するキャッシュフロー・ヘッジ及び再評価の効果による調整がなされている。

当行グループの業績

2012年1月－3月期と比較した2013年1月－3月期

当四半期のすべての事業に関する税引後利益は、6％増加して3,466百万クローネ(前年同期は3,265百万クロー

ネ)となった。一株当たり利益は、5％増加して5.47クローネ(前年同期は5.23クローネ)となり、すべての事業に関

する株主資本利益率は、13.8％(前年同期は14.1％)であった。

当行グループの営業利益は、3％減少して4,336百万クローネ(前年同期は4,458百万クローネ)となったが、これ

は主として預金の利鞘の縮小に起因している。収益に対する費用の比率は、47.5％(前年同期は46.4％)に上昇し

た。変更後のIAS第19号により、当年度及び比較対象の期間における収益に対する費用の比率が1パーセント・ポ

イント超上昇した。

収益

(単位：百万クローネ)

2013年1月－3月期 2012年1月－3月期 変動

純利息収益 6,541 6,560 0％

純手数料及びコミッション収益 1,877 1,892 -1％

金融取引における純損益 259 344 -25％

その他収益 123 70 76％

収益合計 8,800 8,866 -1％

収益は、1％減少して8,800百万クローネとなったが、これは主として金融取引における純損益の減少によるも

のである。スウェーデン・クローネ高の影響により、-101百万クローネの為替の影響が生じ、かかる影響を調整

後、収益はわずかに増加した。

純利息収益は、6,541百万クローネでほぼ変動しなかった。為替の影響により純利息収益は78百万クローネ減少
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し、かかる影響を調整後、純利息収益は1％増加した。

スウェーデンにおける金利の低下は、スウェーデンの支店業務における預金の利鞘により純利息収益が506百

万クローネ減少したことを意味していた。これは、貸出金の利鞘の155百万クローネの増加によって一部相殺され

たのみであった。純利息収益はスウェーデンにおいて4％減少したが、その他のすべての本拠地市場では増加し

た。英国及びオランダにおいては、純利息収益はそれぞれ24％及び25％増加した。為替の影響を調整後、スウェー

デン国外における支店業務の純利息収益は、339百万クローネすなわち17％増加した。

安定化基金及び様々な預金保証に係る当行グループの費用は、純利息収益に-282百万クローネ(前年同期は

-278百万クローネ)のマイナスの影響を及ぼした。

一般顧客への貸出金の平均額は、4％増加して1,649十億クローネ(前年同期は1,590十億クローネ)となった。為

替の影響により、その金額は17十億クローネ減少したが、現地通貨では5％の増加であった。

預金の平均残高は、わずかに増加して696十億クローネ(前年同期は692十億クローネ)となった。-11十億クロー

ネの為替の影響を調整後、預金額は2％増加した。個人顧客預金は、5％増加して258十億クローネ(前年同期は246

十億クローネ)となった一方、法人預金の平均残高は、2％減少して438十億クローネ(前年同期は446十億クロー

ネ)となった。純手数料及びコミッション収益は、1％減少して1,877百万クローネ(前年同期は1,892百万クロー

ネ)となった。ファンド運用手数料の上昇及びアドバイザリー収益の増加により、仲介手数料及び保険手数料によ

る収益並びに貸出手数料及び保証手数料による収益の減少が一部相殺された。ファンド運用手数料は、70百万ク

ローネすなわち18％増加して465百万クローネ(前年同期は395百万クローネ)となったと同時に、アドバイザリー

手数料は、34百万クローネすなわち49％増加して104百万クローネ(前年同期は70百万クローネ)となった。同時

に、株式市場の出来高の減少は、仲介収益が49百万クローネ減少して306百万クローネ(前年同期は355百万クロー

ネ)となったことの一要因であった。

当四半期の後半における市場活動の低下により、金融取引における純損益は259百万クローネ(前年同期は344

百万クローネ)に減少した。

費用

(単位：百万クローネ)

2013年1月－3月期 2012年1月－3月期 変動

人件費 -2,783 -2,781 0％

その他管理費用 -1,279 -1,214 5％

減価償却及び償却 -120 -122 -2％

費用合計 -4,182 -4,117 2％

費用合計は、2％増加して-4,182百万クローネとなった。60百万クローネの為替変動を調整後、費用は3％増加し

た。

人件費は、-2,783百万クローネでほぼ変動がなかった。オクトゴーネン・ファウンデーションへの割当てが

-256百万クローネ(前年同期は-229百万クローネ)に増加した一方、社会保障費用及びその他の給与に関する間接

費を含む変動報酬は、-28百万クローネ(前年同期は-41百万クローネ)に減少した。為替変動により、人件費は40百

万クローネ減少した。

平均従業員数は、11,242名(前年同期は11,135名)でほぼ変動しなかった。

その他管理費用は、5％増加して-1,279百万クローネ(前年同期は-1,214百万クローネ)となったが、これは主と

してIT費用及び購入したサービスの増加によるものであった。

貸倒損失
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(単位：百万クローネ)

2013年1月－3月期 2012年1月－3月期 変動

貸倒損失、正味 -283 -291 8

貸出金に占める貸倒損失の割合(単位：％) 0.06 0.07 -0.01

減損貸出金純額 3,091 2,744 13％

減損貸出金の割合(単位：％) 0.18 0.16 0.02

貸倒損失は、わずかに減少して-283百万クローネ(前年同期は-291百万クローネ)となり、信用の質は安定して

いた。貸倒率は0.06％(前年同期は0.07％)に低下した。減損貸出金純額は、3,091百万クローネ(前年同期は2,744

百万クローネ)に増加し、貸出金の0.18％(前年同期は0.16％)に相当していた。

法人税等

2013年度初頭から、スウェーデンの法人税は22％となっている。当第1四半期において、当行グループの税金費

用は合計で-885百万クローネ(前年同期は-1,242百万クローネ)であった。

資金調達及び流動性

2012年度後半に始まった資金調達市場の安定化は、実質的に当第1四半期においても継続した。

当四半期中、当行グループは複数の資金調達市場において活動的であった。総額65十億クローネの社債が発行

され、うち44十億クローネはカバード・ボンドであり、21十億クローネはシニア・ノンカバード・ボンドであっ

た。平均満期は、4.25年であった。とりわけ当行グループは、中国において2回目の発行を実施し、今回は3年満期で

400百万人民元規模の社債を発行した。この発行は大きな関心を集め、当行グループが本拠地市場顧客のかかる地

域における業務にさらなる支援を提供できるように実施された。

さらに、当行グループは英ポンド建てカバード・ボンドの発行を実施した最初のスウェーデンの銀行であり、

かかる発行によって英国のカバード・ボンド市場へアクセスできるようになった。

当第1四半期の社債発行により、2014年6月末までに満期が到来する当行グループのすべての社債が事前に資金

調達されたことになる。満期未到来の社債金額は、2013年度分が137十億クローネ及び2014年度分が151十億ク

ローネである。

さらに、当行グループは米国市場において償還延長可能社債の発行を実施した。かかるローンの満期は3年で、

投資家は6ヶ月の通知期間により償還を選択することができる。総額は26十億クローネであった。

当行グループの流動性準備金は、依然として750十億クローネを超えていた。

2013年1月1日からのスウェーデンにおける現行の定義によると、当四半期末現在における当行グループのLCR

は135％であった。米ドルではLCRは229％であり、ユーロでは132％であった。バーゼル委員会の変更されたLCRの

定義に基づき算出すると、当行グループのLCRは155％と見積もられる。

資本

2012年3月31日と比較した2013年3月31日

資本基盤は、101十億クローネ(前年同期は98十億クローネ)に増加した。当四半期中、当行グループは純額3.8十

億クローネの劣後債を償還した。当四半期末現在、資本基盤の85％はコアTier 1資本であった。

コアTier 1資本は86.3十億クローネ(前年同期は78.8十億クローネ)に増加し、バーゼルⅡに基づくコアTier 1

資本比率は、2.2パーセント・ポイント上昇して18.0％(前年同期は15.8％)となった。当四半期の利益はコアTier

1資本比率を2.0パーセント・ポイント上昇させ、従業員向け転換社債はコアTier 1資本比率を0.3パーセント・

ポイント上昇させた。同時に、保険保有への投資に係る削除された経過規則は、0.5パーセント・ポイントのマイ
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ナスの影響を及ぼし、2012年度中のハンデルスバンケン・リヴへの出資は、さらに-0.2パーセント・ポイントの

影響を及ぼした。コアTier 1資本比率は、貸出高の増加により0.7パーセント・ポイント低下し、貸出金ポート

フォリオにおける信用リスクの移転により0.3パーセント・ポイント低下した。為替により、0.1パーセント・ポ

イントのプラスの影響が生じた。信用の質は改善し、新規貸出高の信用の質がポートフォリオ平均より高いとい

う事実の複合効果により、1.2パーセント・ポイントのプラスの影響が生じた。その他の効果により、コアTier 1

資本比率は0.3パーセント・ポイント上昇した。

CRD Ⅳ

2013年3月、CRD Ⅳの修正版が公表されたが、この修正版は4月16日付で欧州議会により採択され、2014年1月1日

から適用される見込みである。当行は、この修正版に基づき、CRD Ⅳに基づく当行のコアTier 1資本比率は、当第1

四半期末現在で17.5％であったと見積もっている。これは、2012年度第4四半期末現在の従前のCRD Ⅳ提案に基づ

いて算出されたコアTier 1資本比率の16.4％と比較して、1.1パーセント・ポイントの上昇に相当する。

0.6パーセント・ポイントの増加は、CRD Ⅳの変更に起因するが、一つには、修正版に基づき、CVA(信用価値調

整)リスクに係るリスク加重資産が金融関係の相手方についてのみ算出されるためであり、また小企業のリスク

・ウェイトの減少に一部起因している。残りの増加分(0.5パーセント・ポイント)は、当第1四半期における事業

の業績に起因している。

事業セグメント－当行グループ

要約数値

以下の表は、当行グループの事業セグメントにおける要約数値を示している。各事業セグメントに関する詳細

情報は下記を参照のこと。

(単位：百万クローネ)

2013年1月－3月期における

事業セグメント報告 本拠地市場

スウェーデン 英国 デンマーク フィンランド ノルウェー オランダ

インター

ナショナル

キャピタル・

マーケッツ その他

調整及び

消去

当行

グループ

2013年1月－

3月期

収益合計 5,043643 450 383 957 56 253 969 57 -11 8,800

費用合計 -1,923-355 -243 -179 -319 -38 -206 -701-218 -4,182

貸倒損失控除前利益 3,120288 207 204 638 18 47 268 -161 -11 4,618

営業利益 3,018233 177 168 575 18 51 268 -161 -11 4,336

利益配分後の営業利益 3,180237 185 179 581 20 59 67 -161 -11 4,336

(単位：百万クローネ)

2012年1月－3月期における

事業セグメント報告 本拠地市場

スウェーデン 英国 デンマーク フィンランド ノルウェー オランダ

インター

ナショナル

キャピタル・

マーケッツ その他

調整及び

消去

当行

グループ

2012年1月－

3月期

収益合計 5,293526 428 360 789 47 321 1,004107 -9 8,866
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費用合計 -1,790-278 -237 -170 -312 -29 -214 -846-254 13 -4,117

貸倒損失控除前利益 3,503248 191 190 477 18 107 158 -147 4 4,749

営業利益 3,428248 47 155 440 18 107 158 -147 4 4,458

利益配分後の営業利益 3,565251 53 163 447 18 111 -7 -147 4 4,458

スウェーデンにおける支店業務

損益計算書

(単位：百万クローネ)

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

純利息収益 4,094 4,281 -4％ 16,781

純手数料及びコミッション収益 826 849 -3％ 3,375

金融取引における純損益 116 156 -26％ 579

その他収益 7 7 0％ 18

収益合計 5,043 5,293 -5％ 20,753

人件費 -833 -801 4％ -3,157

その他管理費用 -302 -267 13％ -1,218

内部売買サービス -768 -700 10％ -2,828

減価償却及び償却 -20 -22 -9％ -90

費用合計 -1,923 -1,790 7％ -7,293

貸倒損失控除前利益 3,120 3,503 -11％ 13,460

貸倒損失、正味 -103 -75 37％ -420

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 1 0 0

営業利益 3,018 3,428 -12％ 13,040

利益配分 162 137 18％ 641

利益配分後の営業利益 3,180 3,565 -11％ 13,681

内部収益 -529 -921 43％ -2,828

収益に対する費用の比率(単位：％) 36.9 33.0 34.1

貸倒率(単位：％) 0.04 0.03 0.04

割当資本 60,084 54,849 10％ 57,244

割当資本利益率(単位：％) 16.5 19.2 18.5

平均従業員数 4,347 4,361 0％ 4,378

支店数 461 461 0％ 461

取引額

(単位：十億クローネ)

平均額

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

一般顧客への貸出金
＊

個人 602 582 3％ 587
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　うちモーゲージ・ローン 548 528 4％ 534

法人 482 480 0％ 481

　うちモーゲージ・ローン 239 224 7％ 226

合計 1,084 1,062 2％ 1,068

一般顧客からの預金及び借入金

個人 213 203 5％ 207

法人 168 166 1％ 164

合計 381 369 3％ 371

＊
　国債局に対する貸出金を除く。

2012年1月－3月期と比較した2013年1月－3月期

業績

営業利益は12％減少して3,018百万クローネ(前年同期は3,428百万クローネ)となったが、これは純利息収益の

減少及び費用の増加によるものであった。

純利息収益は、187百万クローネすなわち4％減少して4,094百万クローネ(前年同期は4,281百万クローネ)と

なったが、これは預金の利鞘の縮小により純利息収益が506百万クローネ減少したためであった。預金高及び貸出

高の増加により、純利息収益は83百万クローネ増加したのと同時に、貸出金の利鞘の改善は、155百万クローネの

影響を及ぼした。スウェーデン安定化基金及び預金保証の手数料は33百万クローネ減少し、純利息収益に-159百

万クローネ(前年同期は-192百万クローネ)の負荷が生じた。スタッドフィポテックにおけるベンチマーク効果

は、24百万クローネ(前年同期は-11百万クローネ)であった。

純手数料及びコミッション収益は、3％減少して826百万クローネ(前年同期は849百万クローネ)となったが、こ

れは主として貸出手数料の減少及び仲介手数料の減少によるものであった。投資信託手数料は増加した。

為替関連利益の減少により、金融取引における純損益は40％減少して116百万クローネ(前年同期は156百万ク

ローネ)となった。

費用合計は、7％増加して-1,923百万クローネ(前年同期は-1,790百万クローネ)となったが、これは主として年

間給与調整並びにIT開発費用及び建物設備費用の増加によるものであった。収益に対する費用の比率は、36.9％

(前年同期は33.0％)であった。

貸倒損失は、-103百万クローネ(前年同期は-75百万クローネ)であり、貸倒率は、0.04％(前年同期は0.03％)で

あった。

事業の展開

個人顧客からの預金の平均残高は引続き増加し、前年同期から5％増加して213十億クローネ(前年同期は203十

億クローネ)となった。同時に、スヴェンスク・フォンドスタティスティクによる数値は、当行グループの投資信

託市場におけるシェアが引続き成長したことを示している。当第1四半期中、スウェーデンにおける当行グループ

の投資信託市場の新規貯蓄純額は、市場シェアの16.4％に相当する4.3十億クローネであった。

個人向けモーゲージ・ローンの平均額は、4％増加して548十億クローネ(前年同期は528十億クローネ)となっ

たのと同時に、法人向け貸出金の平均額は、2十億クローネ増加して482十億クローネ(前年同期は480十億クロー

ネ)となった。

英国における支店業務

損益計算書
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(単位：百万クローネ)

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

純利息収益 592 477 24％ 2,142

純手数料及びコミッション収益 25 23 9％ 94

金融取引における純損益 23 22 5％ 91

その他収益 3 4 -25％ 15

収益合計 643 526 22％ 2,342

人件費 -220 -183 20％ -793

その他管理費用 -56 -42 33％ -178

内部売買サービス -72 -49 47％ -201

減価償却及び償却 -7 -4 75％ -12

費用合計 -355 -278 28％ -1,184

貸倒損失控除前利益 288 248 16％ 1,158

貸倒損失、正味 -55 0 -151

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 0 0％ -1

営業利益 233 248 -6％ 1,006

利益配分 4 3 33％ 15

利益配分後の営業利益 237 251 -6％ 1,021

内部収益 -291 -325 10％ -1,308

収益に対する費用の比率(単位：％) 54.9 52.6 50.2

貸倒率(単位：％) 0.19 0.00 0.16

割当資本 6,500 4,674 39％ 5,878

割当資本利益率(単位：％) 11.4 15.9 13.9

平均従業員数 1,102 873 26％ 944

支店数 138 112 23％ 133

取引額

(単位：百万英ポンド)

平均額

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

一般顧客への貸出金

個人 2,963 2,318 28％ 2,537

法人 8,021 6,468 24％ 7,119

合計 10,984 8,786 25％ 9,656

一般顧客からの預金及び借入金

個人 548 415 32％ 463

法人 2,288 1,926 19％ 2,326

合計 2,836 2,341 21％ 2,789
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2012年1月－3月期と比較した2013年1月－3月期

業績

営業利益は、6％減少して233百万クローネ(前年同期は248百万クローネ)となったが、これはクローネ高及び貸

倒損失の増加によるものであった。為替変動は、-11百万クローネにのぼった。

貸倒損失控除前利益は、取引額の増加及び顧客数の増加を伴う拡大が継続した結果、16％増加して288百万ク

ローネ(前年同期は248百万クローネ)となった。為替の影響を調整後、貸倒損失控除前利益は23％増加した。

収益は22％増加し、純利息収益は24％増加して592百万クローネ(前年同期は477百万クローネ)となったが、こ

れは主として取引額の増加によるものである。為替の影響を調整後、現地通貨の条件での純利息収益は32％増加

した。

純手数料及びコミッション収益は、取引額の増加によりコミッションが増加したことに起因して9％増加し、25

百万クローネ(前年同期は23百万クローネ)となった。また、金融取引における純損益も顧客取引数の増加により

増加し、23百万クローネ(前年同期は22百万クローネ)となった。

費用は、28％増加して-355百万クローネ(前年同期は-278百万クローネ)となった。資産運用会社のハートウッ

ド・ウェルス・グループ・リミテッドの取得に関する非経常費用及び4つ目の地域銀行の開設に関する非経常費

用は、20百万クローネを超え、費用の増加の約7パーセント・ポイントを占めた。平均従業員数は、26％増加して

1,102名(前年同期は873名)となった。

貸倒損失は-55百万クローネ(前年同期は0百万クローネ)となり、これは0.19％(前年同期は0.00％)の貸倒率に

相当する。

事業の展開

取引額は引続き増加し、平均貸出高は25％増加したのと同時に、預金は21％増加した。

2013年1月1日、4つ目の地域銀行が開設され、本店がブリストルに置かれた。当第1四半期中、5つの新たな支店が

開設され、当四半期末までに、当行は合計で138の英国支店を有していた。さらに、今後開設予定の14支店の支店長

が採用された。

当第1四半期において、当行は、以前から公表していたとおり、約1.5十億英ポンドの運用資産を有する資産運用

会社のハートウッド・ウェルス・グループ・リミテッドの取得に合意した。この取得により、当行の顧客向け提

供の幅が広がる。

デンマークにおける支店業務

損益計算書

(単位：百万クローネ)

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

純利息収益 356 339 5％ 1,397

純手数料及びコミッション収益 81 75 8％ 290

金融取引における純損益 8 10 -20％ 55

その他収益 5 4 25％ 19

収益合計 450 428 5％ 1,761

人件費 -130 -135 -4％ -537

その他管理費用 -46 -41 12％ -173

内部売買サービス -63 -57 11％ -235
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減価償却及び償却 -4 -4 0％ -16

費用合計 -243 -237 3％ -961

貸倒損失控除前利益 207 191 8％ 800

貸倒損失、正味 -30 -144 -79％ -368

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 - - -

営業利益 177 47 277％ 432

利益配分 8 6 33％ 27

利益配分後の営業利益 185 53 249％ 459

内部収益 -106 -163 35％ -538

収益に対する費用の比率(単位：％) 53.1 54.6 53.7

貸倒率(単位：％) 0.19 0.95 0.61

割当資本 5,268 3,999 32％ 4,926

割当資本利益率(単位：％) 10.9 4.0 7.3

平均従業員数 619 619 0％ 617

支店数 55 54 2％ 54

取引額

(単位：十億デンマーク・クローネ)

平均額

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

一般顧客への貸出金

個人 27.9 23.9 17％ 25.5

法人 30.7 26.9 14％ 27.4

合計 58.6 50.8 15％ 52.9

一般顧客からの預金及び借入金

個人 8.9 8.4 6％ 8.7

法人 14.8 13.2 12％ 13.6

合計 23.7 21.6 10％ 22.3

2012年1月－3月期と比較した2013年1月－3月期

業績

営業利益は、130百万クローネ増加して177百万クローネ(前年同期は47百万クローネ)となったが、これは主に

貸倒損失の減少に起因していた。貸倒損失控除前利益は、8％すなわち16百万クローネ増加して207百万クローネ

(前年同期は191百万クローネ)となった。費用が3％増加した一方、収益は5％増加した。スウェーデン・クローネ

高は利益にマイナスの影響を及ぼしていたが、為替の影響を調整後、貸倒損失控除前利益は14％改善した。

純利息収益は、5％すなわち17百万クローネ増加して356百万クローネ(前年同期は339百万クローネ)となった。

現地通貨では、増加は9％であり、これは取引額の増加に起因していた。利率の低下による預金の利鞘の縮小は、純

利息収益に-26百万クローネのマイナスの影響を及ぼした。スウェーデン安定化基金及び預金保証の手数料は、デ

ンマーク政府の預金保証と合わせて純利息収益に-11百万クローネ(前年同期は-13百万クローネ)の負荷を生じ

させた。
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費用は、6百万クローネすなわち3％増加して-243百万クローネ(前年同期は-237百万クローネ)となったが、こ

れは主としてIT費用の増加によるものである。平均従業員数は、変動しなかった。

貸倒損失は、-30百万クローネ(前年同期は-144百万クローネ)に減少したが、これは0.19％(前年同期は0.95％)

の貸倒率に相当する。

事業の展開

当行グループには、引続き新規顧客が安定的に流入した。平均貸出高は、15％増加して58.6十億デンマーク・ク

ローネ(前年同期は50.8十億デンマーク・クローネ)となった。当行グループの個人顧客への貸出金は17％増加

し、法人向け貸出金は14％増加した。一般顧客からの預金の平均残高は、10％増加して23.7十億デンマーク・ク

ローネ(前年同期は21.6十億デンマーク・クローネ)となった。

当四半期中、コペンハーゲン北部のシャーロッテンルンドに新たな支店を開設した。これにより、デンマークに

おける当行の支店数合計は55となった。

フィンランドにおける支店業務

損益計算書

(単位：百万クローネ)

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

純利息収益 273 255 7％ 1,032

純手数料及びコミッション収益 99 92 8％ 375

金融取引における純損益 9 10 -10％ 30

その他収益 2 3 -33％ 5

収益合計 383 360 6％ 1,442

人件費 -83 -81 2％ -326

その他管理費用 -34 -36 -6％ -143

内部売買サービス -58 -47 23％ -208

減価償却及び償却 -4 -6 -33％ -21

費用合計 -179 -170 5％ -698

貸倒損失控除前利益 204 190 7％ 744

貸倒損失、正味 -36 -35 3％ -128

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 - 0 0

営業利益 168 155 8％ 616

利益配分 11 8 38％ 44

利益配分後の営業利益 179 163 10％ 660

内部収益 33 -27 -39

収益に対する費用の比率(単位：％) 45.4 46.2 47.0

貸倒率(単位：％) 0.26 0.26 0.24

割当資本 5,854 4,378 34％ 5,427

割当資本利益率(単位：％) 9.5 10.9 9.8

平均従業員数 477 465 3％ 478
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支店数 45 45 0％ 45

取引額

(単位：百万ユーロ)

平均額

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

一般顧客への貸出金

個人 3,598 3,260 10％ 3,480

法人 7,807 6,823 14％ 7,152

合計 11,405 10,083 13％ 10,632

一般顧客からの預金及び借入金

個人 1,271 1,324 -4％ 1,287

法人 1,546 2,318 -33％ 2,135

合計 2,817 3,642 -23％ 3,422

2012年1月－3月期と比較した2013年1月－3月期

業績

営業利益は、純利息収益が増加した結果、8％改善して168百万クローネ(前年同期は155百万クローネ)となっ

た。

純利息収益は、18百万クローネすなわち7％増加したが、これは取引額の増加及び貸出金の利鞘の拡大の結果で

あった。現地通貨では、純利息収益は12％増加した。安定化基金の手数料は、純利息収益に-9百万クローネ(前年同

期は-11百万クローネ)の負荷を生じさせた。

純手数料及びコミッション収益は、8％増加して99百万クローネ(前年同期は92百万クローネ)となったが、これ

は貸出手数料及び証券手数料の増加に起因している。金融取引における純損益は、9百万クローネ(前年同期は10

百万クローネ)に減少した。

費用合計は、5％増加して179百万クローネ(前年同期は170百万クローネ)となった。人件費は増加したが、これ

は一つには契約上の給与が増加したこと、また一つには平均従業員数が12名(3％)増加したことによるものであ

る。

貸倒損失は-36百万クローネ(前年同期は-35百万クローネ)であり、貸倒率は0.26％(前年同期も0.26％)で変動

しなかった。

事業の展開

平均貸出高は、前年同期から13％増加した。法人向け貸出金は14％増加したのと同時に、個人向け貸出金は10％

増加した。

個人顧客からの預金の平均残高は4％減少したのと同時に、法人預金は33％減少した。

ノルウェーにおける支店業務

損益計算書

(単位：百万クローネ)

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)
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純利息収益 849 693 23％ 3,098

純手数料及びコミッション収益 86 64 34％ 329

金融取引における純損益 19 24 -21％ 87

その他収益 3 8 -63％ 15

収益合計 957 789 21％ 3,529

人件費 -171 -173 -1％ -700

その他管理費用 -59 -58 2％ -235

内部売買サービス -86 -78 10％ -316

減価償却及び償却 -3 -3 0％ -12

費用合計 -319 -312 2％ -1,263

貸倒損失控除前利益 638 477 34％ 2,266

貸倒損失、正味 -63 -37 70％ -200

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 0 0

営業利益 575 440 31％ 2,066

利益配分 6 7 -14％ 31

利益配分後の営業利益 581 447 30％ 2,097

内部収益 -878 -1,141 23％ -4,131

収益に対する費用の比率(単位：％) 33.1 39.2 35.5

貸倒率(単位：％) 0.12 0.08 0.1

割当資本 12,689 10,830 17％ 11,873

割当資本利益率(単位：％) 14.3 12.2 13.5

平均従業員数 644 652 -1％ 647

支店数 49 50 -2％ 49

取引額

(単位：十億ノルウェー・クローネ)

平均額

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

一般顧客への貸出金

個人 70.3 66.1 6％ 67.9

法人 109.9 105.4 4％ 106.9

合計 180.2 171.5 5％ 174.8

一般顧客からの預金及び借入金

個人 13.5 12.1 12％ 13.3

法人 38.7 38.8 0％ 36.2

合計 52.2 50.9 3％ 49.5

2012年1月－3月期と比較した2013年1月－3月期

業績

営業利益は、31％増加して575百万クローネ(前年同期は440百万クローネ)となったが、これは主として純利息
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収益の増加によるものであった。費用の増加が2％のみであった一方、収益は21％増加した。為替の影響により、営

業利益は7百万クローネ減少した。

純利息収益は、23％すなわち156百万クローネ増加し、これは主として貸出金の利鞘の拡大によるものである

が、取引額の増加にも起因する。スウェーデン安定化基金の手数料は、純利息収益に-20百万クローネ(前年同期は

-25百万クローネ)の負荷を与えた。

純手数料及びコミッション収益は、34％増加して86百万クローネ(前年同期は64百万クローネ)となったが、こ

れは主として貸出手数料及びコミッションの増加によるものである。

費用は、2％増加して-319百万クローネ(前年同期は-312百万クローネ)となった。為替変動の影響を調整後、費

用は4％増加した。人件費は1％減少し、費用の増加合計は内部売買サービス費用の増加に起因していた。

貸倒損失は、-63百万クローネ(前年同期は-37百万クローネ)に増加し、貸倒率は0.12％(前年同期は0.08％)で

あった。

事業の展開

取引額は、引続き増加した。平均貸出高は5％増加し、個人顧客への貸出金は6％の増加及び法人向け貸出金は

4％の増加であった。

個人顧客預金の平均残高は12％増加した一方、法人顧客預金はほぼ変動しなかった。

オランダにおける支店業務

損益計算書

(単位：百万クローネ)

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

純利息収益 50 40 25％ 177

純手数料及びコミッション収益 6 7 -14％ 26

金融取引における純損益 0 0 0％ 2

その他収益 - - -

収益合計 56 47 19％ 205

人件費 -22 -18 22％ -77

その他管理費用 -5 -3 67％ -18

内部売買サービス -11 -7 57％ -37

減価償却及び償却 0 -1 -7

費用合計 -38 -29 31％ -139

貸倒損失控除前利益 18 18 0％ 66

貸倒損失、正味 - - -

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 - - -

営業利益 18 18 0％ 66

利益配分 2 0 1

利益配分後の営業利益 20 18 11％ 67

内部収益 -35 -64 45％ -235

収益に対する費用の比率(単位：％) 65.5 61.7 67.5

貸倒率(単位：％) - - -
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割当資本 745 350 113％ 540

割当資本利益率(単位：％) 8.5 15.5 10.4

平均従業員数 95 76 26％ 82

支店数 15 11 36％ 13

取引額

(単位：百万ユーロ)

平均額

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

一般顧客への貸出金

個人 389 175 122％ 240

法人 1,226 1,404 -13％ 1,417

合計 1,615 1,579 2％ 1,657

一般顧客からの預金及び借入金

個人 24 10 140％ 17

法人 639 496 29％ 633

合計 663 506 31％ 650

2012年1月－3月期と比較した2013年1月－3月期

業績

営業利益は、18百万クローネ(前年同期も18百万クローネ)で変動がなかった。為替変動は、利益に-1百万クロー

ネのマイナスの影響を及ぼし、現地通貨では、営業利益は5％増加した。収益は19％増加した一方、費用は31％増加

した。

純利息収益は、25％増加して50百万クローネ(前年同期は40百万クローネ)となったが、これは取引額の増加に

よるものである。

費用は-38百万クローネ(前年同期は-29百万クローネ)に増加したが、これは支店網が拡大した結果であった。

当四半期中、貸倒損失は計上されなかった(前年同期は-)。

事業の展開

2013年度初頭、当行はオランダに地域銀行の開設を決定し、同時にオランダ市場を当行グループの6番目の本拠

地市場とすることを計画した。当第1四半期末現在、当行はオランダに15の支店を有し、うち2つは当四半期中に開

設された。

預金の平均残高は、31％増加して663百万ユーロ(前年同期は506百万ユーロ)となったのと同時に、貸出高は2％

増加して1,615百万ユーロ(前年同期は1,579百万ユーロ)となった。個人顧客の取引額は、2倍超になった。個人顧

客からの預金は140％増加し、個人顧客への平均貸出高は122％増加した。

ハンデルスバンケン・インターナショナル

損益計算書

(単位：百万クローネ)

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)
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純利息収益 153 201 -24％ 766

純手数料及びコミッション収益 81 93 -13％ 328

金融取引における純損益 16 26 -38％ 86

その他収益 3 1 200％ 2

収益合計 253 321 -21％ 1,182

人件費 -130 -132 -2％ -526

その他管理費用 -38 -48 -21％ -192

内部売買サービス -35 -32 9％ -108

減価償却及び償却 -3 -2 50％ -13

費用合計 -206 -214 -4％ -839

貸倒損失控除前利益 47 107 -56％ 343

貸倒損失、正味 4 0 16

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 0 0％ -2

営業利益 51 107 -52％ 357

利益配分 8 4 100％ 20

利益配分後の営業利益 59 111 -47％ 377

内部収益 -28 -17 -65％ -44

収益に対する費用の比率(単位：％) 78.9 65.8 69.8

貸倒率 -0.05 0.00 -0.04

割当資本 4,269 4,221 1％ 4,001

割当資本利益率(単位：％) 4.3 7.6 6.8

平均従業員数 519 541 -4％ 536

支店数 19 22 -14％ 19

取引額

(単位：十億クローネ)

平均額

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

一般顧客への貸出金

個人 3.4 3.7 -8％ 3.6

法人 29.9 34.4 -13％ 33.1

合計 33.3 38.1 -13％ 36.7

一般顧客からの預金及び借入金

個人 2.4 3.2 -25％ 2.9

法人 23.6 25.2 -6％ 23.8

合計 26.0 28.4 -8％ 26.7

2012年1月－3月期と比較した2013年1月－3月期

業績

営業利益は、取引額の減少により52％減少して51百万クローネ(前年同期は107百万クローネ)となった。
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純利息収益は、主にルクセンブルグ及び米国における取引額及び利鞘の減少により、24％すなわち48百万ク

ローネ減少した。ドイツにおける純利息収益は増加した。

純手数料及びコミッション収益は、主に貸出及び保証の手数料の減少により、13％減少して81百万クローネ(前

年同期は93百万クローネ)となった。

主に外国為替に関連する利益及び早期償還手数料から成る金融取引における純損益は、16百万クローネ(前年

同期は26百万クローネ)に減少した。

費用は、従業員数の減少による人件費の低下に一部起因し、4％減少して-206百万クローネ(前年同期は-214百

万クローネ)となった。その他の費用は、建物設備費用の減少に一部起因して減少した。

回収が貸倒損失を上回り、正味金額が4百万クローネ(前年同期は0百万クローネ)となった。

事業の展開

貸出金の平均額は、前年同期に比べて13％減少して33.3十億クローネ(前年同期は38.1十億クローネ)となっ

た。同時に、預金は8％減少して26.0十億クローネ(前年同期は28.4十億クローネ)となった。

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツの事業セグメントの損益計算書

(単位：百万クローネ)

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

純利息収益 43 180 -76％ 517

純手数料及びコミッション収益 660 655 1％ 2,438

金融取引における純損益 211 129 64％ 658

保険リスク 51 36 42％ 196

その他収益 4 4 0％ 11

収益合計 969 1,004 -3％ 3,820

人件費 -507 -583 -13％ -2,255

その他管理費用 -185 -217 -15％ -768

内部売買サービス 5 -31 -127

減価償却及び償却 -14 -15 -7％ -54

費用合計 -701 -846 -17％ -3,204

貸倒損失控除前利益 268 158 70％ 616

貸倒損失、正味

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 - 0

営業利益 268 158 70％ 616

利益配分 -201 -165 22％ -779

利益配分後の営業利益 67 -7 -163

内部収益 -372 -297 -25％ -1,167

収益に対する費用の比率(単位：％) 91.3 100.8 105.4

割当資本 3,954 6,195 -36％ 4,187

割当資本利益率(単位：％) 5.3 - -
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平均従業員数 1,463 1,605 -9％ 1,550

収益の区分

(単位：百万クローネ)

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)

資産運用
* 391 389 1％ 1,684

投資銀行 578 615 -6％ 2,136

収益合計 969 1,004 -3％ 3,820

*
　ハンデルスバンケン・リヴを含む。

2012年1月－3月期と比較した2013年1月－3月期

営業利益は、70％改善して268百万クローネ(前年同期は158百万クローネ)となった。投資銀行の収益数値は98

百万クローネ(前年同期は16百万クローネ)であったのと同時に、資産運用業務は、170百万クローネ(前年同期は

142百万クローネ)の利益を報告した。

純利息収益は、43百万クローネ(前年同期は180百万クローネ)に減少した。しかしながら、かかる減少は、同時に

金融取引における純損益が211百万クローネ(前年同期は129百万クローネ)に増加したことを併せて考慮するべ

きである。

純手数料及びコミッション収益は、1％増加して660百万クローネ(前年同期は655百万クローネ)となった。仲介

収益の減少はファンド手数料及びアドバイザリー手数料の増加によって相殺された。

ハンデルスバンケン・リヴのリスクは、51百万クローネ(前年同期は36百万クローネ)に増加した。

合計すると、収益は、3％減少して969百万クローネ(前年同期は1,004百万クローネ)となった。費用は、17％減少

して-701百万クローネ(前年同期は-846百万クローネ)となった。かかる減少はすべての費用項目に起因する。平

均従業員数は、9％減少して1,463名(前年同期は1,605名)であった。

事業の展開

当行グループには、引続き多額の資金が流入し、為替取引ファンドを含む投資信託の総額は、15十億クローネ増

加して239十億クローネとなり、過去最高額となった。当四半期中の当行グループの新規貯蓄は5.4十億クローネ

となり、うち4.3十億クローネはスウェーデンの投資信託市場における新規貯蓄であった。サクトは、為替取引

ファンドの北欧市場において最大のプレーヤーであり、運用資産の市場シェアは87％である。

当四半期中、運用資本合計は588十億クローネから35十億クローネ増加し、623十億クローネとなった。

資本市場を通じた資金調達への関心は高く、当行は当四半期中に評価額約7十億ユーロの42の社債を組成した。

コーポレート・ファイナンスは、数々の大規模な産業取引により、その地位を強固にした。当四半期中、当行は

企業の取得及び売却に関し、取引額及び取引数の面で、スウェーデン国内及び北欧地域の双方において有数のア

ドバイザーであった。

事業セグメントにより報告されないその他の部門

損益計算書

(単位：百万クローネ)

2013年

1月－3月期

2012年

1月－3月期 変動

2012年度

(通年)
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純利息収益 142 103 38％ 209

純手数料及びコミッション収益 13 34 -62％ 114

金融取引における純損益 -143 -33 -333％ -468

関連会社の持分利益 -5 -5 0％ 8

その他収益 50 8 203

収益合計 57 107 -47％ 66

人件費 -676 -679 0％ -2,745

その他管理費用 -554 -502 10％ -2,144

内部売買サービス 1,077 992 9％ 4,022

減価償却及び償却 -65 -65 0％ -239

費用合計 -218 -254 -14％ -1,106

貸倒損失控除前利益 -161 -147 -10％ -1,040

貸倒損失、正味

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 0 0％ 0

営業利益 -161 -147 -10％ -1,040

利益配分 0 0 0％ 0

利益配分後の営業利益 -161 -147 -10％ -1,040

内部収益 2,206 2,955 -25％ 10,290

平均従業員数 1,976 1,943 2％ 1,960

2012年1月－3月期と比較した2013年1月－3月期

営業利益は、-161百万クローネ(前年同期は-147百万クローネ)であった。オクトゴーネン利益分配基金への引

当金は、-256百万クローネ(前年同期は-229百万クローネ)に増加した。この調整後、営業利益は95百万クローネ

(前年同期は82百万クローネ)となった。

収益は、前年度における流動性ポートフォリオの実績の上昇に主に起因して、57百万クローネ(前年同期は107

百万クローネ)に減少した。

費用は、14％減少して-218百万クローネ(前年同期は-254百万クローネ)となった。
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第４【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　該当事項なし。

２【主要な設備の状況】

　スウェーデン法の下で、銀行は一般に銀行の建物及び銀行の社員に居住設備を提供するためのもの以外の不動

産を期間の制限なく所有することが認められていない。2012年12月31日現在、当行グループはスウェーデンに16

の不動産を有していた。これらは、一部に支店業務も含まれていたものの、主として本店オフィス、情報テクノロ

ジー及び記録保管の目的で使用されていた。当行グループはまた、2008年におけるローカルバンケンの取得の一

部として取得したデンマークの14の不動産も所有している。かかる不動産は、主として支店業務に使用されてい

るが、オフィスの建物及び共同住宅も含まれている。

３【設備の新設、除却等の計画】

　該当事項なし。

第５【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

A種株式 (2013年5月13日現在)

授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)

2,000,000,000 623,556,624 1,376,443,376

(注)　A種株式に転換可能な以下の2つのシリーズの転換可能ローンが未払いである。

　　　(ⅰ) 2008年春に発行された、2.3十億クローネの劣後転換可能ローン。

　　　(ⅱ) 2011年春に発行された、2.5十億クローネの劣後転換可能ローン。

　　　2013年5月13日現在、これらの転換可能ローンの転換時に、最大397,952株のA種株式及び10,647,065株のA種株式が、それぞ

れ発行可能である。

　　　上記(ⅰ)のローンに関し、2011年6月1日以降、債権者は187.56クローネの通常の転換価格で転換することができる。2013年

5月21日より後は、通常の転換価格、又は当該日において適用される株価が転換価格を下回る場合、かかる株価に対応

する調整を行った転換価格でA種株式に転換することができる。

　　　上記(ⅱ)のローンに関し、債権者は2016年5月1日から2016年11月30日の間にA種株式に転換することができる。当初の通常

転換価格は256.52クローネであった。しかし、転換後株式は完全に配当を保護されており、すなわち通常の転換価格

は、A種株式に対して支払われた配当に対応する割合に応じた金額により下方修正される。したがって、2013年春の配

当支払後、転換価格は235.98クローネに再計算された。当行は、転換を要求することもできる。

B種株式 (2013年5月13日現在)

授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)

50,000,000 11,750,443 38,249,557
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②【発行済株式】

(2013年5月13日現在)

記名・無記名の別及び

額面・無額面の別
種類 発行数(株)

上場金融商品取引所

名又は

登録認可金融商品取

引業協会名

内容

記名式

割当価額
 1

A種株式 623,556,624
ナスダックOMXス
トックホルム

A種株式1株につき、1
個の議決権が付与さ

れる。

記名式

割当価額
 1

B種株式 11,750,443
ナスダックOMXス
トックホルム

B種株式1株につき、
10分の1個の議決権
が付与される。

計 - 635,307,067 - -
1 
割当価額は、以下の算式に基づき計算される。

　(株式資本残高／発行済株式数)

（２）【発行済株式総数及び資本金の推移】

(ⅰ)A種株式

(2013年5月13日現在)

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

株式資本増減額

(クローネ)

株式資本残高

(クローネ)
摘要

2013年5月3日 266,785 623,556,6241,240,550.252,899,538,301.60転換権の行使

2013年4月3日 442,503 623,289,8392,057,638.952,898,297,751.35転換権の行使

2013年3月4日 1,274,692622,847,3365,927,317.802,896,240,112.40転換権の行使

2013年2月13日 366,197 621,572,6441,702,816.052,890,312,794.60転換権の行使

2013年1月15日 149,778 621,206,447696,467.702,888,609,978.55転換権の行使

2012年12月13日 134,111 621,056,669623,616.152,887,913,510.85転換権の行使

2012年11月14日 138,383 620,922,558643,480.952,887,289,894.70転換権の行使

2012年10月15日 550,448 620,784,1752,559,583.202,886,646,413.75転換権の行使

2012年9月14日 471,712 620,233,7272,193,460.802,884,086,830.55転換権の行使

2012年8月15日 1,559,750619,762,0157,252,837.502,881,893,369.75転換権の行使

2012年7月16日 1,058,950618,202,2654,924,117.502,874,640,532.25転換権の行使

2012年6月18日 36,859 617,143,315171,394.352,869,716,414.75転換権の行使

2012年5月18日 1,601,595617,106,4567,447,416.752,869,545,020.40転換権の行使
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2012年4月18日 549,805 615,504,8612,556,593.252,862,097,603.65転換権の行使

2012年3月14日 2,320,617614,955,05610,790,869.052,859,541,010.40転換権の行使

2012年2月21日 320,610 612,634,4391,490,836.502,848,750,141.35転換権の行使

2012年1月24日 1,630 612,313,8297,579.502,847,259,304.85転換権の行使

2011年12月22日 319 612,312,1991,483.352,847,251,725.35転換権の行使

2011年11月22日 799 612,311,8803,715.352,847,250,242.00転換権の行使

2011年7月21日 15,729 612,311,08173,139.852,847,246,526.65転換権の行使

2011年6月20日 576,333 612,295,3522,679,948.452,847,173,386.80転換権の行使

2008年5月28日 - 611,719,01930,585,950.952,844,493,438.35無償交付

2008年5月28日 (4,830,000)611,719,019(22,218,000.00)2,813,907,487.40減少

(ⅱ)B種株式

(2013年5月13日現在)

年月日
発行済株式総数増減

数(株)

発行済株式総数残高

(株)

株式資本増減額

(クローネ)

株式資本残高

(クローネ)

摘要

2008年5月28日 - 11,750,443587,522.1554,639,559.95無償交付

（３）【所有者別状況】

当行は、約100,000名の株主を有している。株主総数の大半すなわち66％は、501株未満の所有者であった。株主

の4％が、それぞれ5,000株超の株式を所有しており、かかる株主は合計で株式資本の91％を所有していた。過去数

年間において、スウェーデン人ではない株主の割合は、2008年度末の30％から増加し、2012年12月31日現在で46％

(前年度は41％)であった。株式の10％超を所有する2名の株主は、オクトゴーネン・ファウンデーション及びイン

ドゥストリーヴァルデンである。

以下の表は、当行の株式の所有株式数別の内訳を示している。

(2012年12月31日現在)

株主毎の所有株式 所有株式

株式数 株主数 A種株式数 B種株式数 株式資本割合(％) 議決権割合(％)

1-500株 62,312 8,173,9292,143,795 1.6 1.4

501-1,000株 13,546 8,933,8741,444,059 1.6 1.5

1,001-5,000株 15,529 30,582,5343,361,956 5.4 5.0

5,001-20,000株 2,717 22,295,8271,969,589 3.9 3.5

20,001株以上 916 551,070,5052,831,044 87.5 88.6

合計 95,020621,056,66911,750,443 100.0 100.0
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（４）【大株主の状況】

以下の表において、保管銀行は通常は実際の株主ではなく、株主が複数の保管銀行を通じて所有している可能

性がある。

(2012年12月31日現在)

名称 住所 A種株式数

資本合計に対

する割合(％)

議決権合計に

対する割合

(％)

オクトゴーネン・ファウンデーション スウェーデン 64,300,00010.16 10.33

インドゥストリーヴァルデン スウェーデン 64,251,67910.15 10.33

スウェドバンク・ロブール・ファンズ スウェーデン 20,027,7713.16 3.22

AMFフォルシェクリン・アンド・ファンズ スウェーデン 15,849,7362.50 2.55

ランドバーグズ スウェーデン 14,932,0002.36 2.40

JPモルガン・チェース・エヌ・エイ
* 英国 14,513,9352.29 2.33

JPモルガン・チェース・エヌ・エイ
* 英国 14,365,1472.27 2.31

CGMI顧客保護預り口座
* 米国 11,378,3651.80 1.83

SSB CLオムニバス AC OM07(15PCT)
* 米国 10,270,6071.62 1.65

クリアストリーム・バンキング・エス・

エイ W8IMY
*

ルクセンブルグ 8,792,106 1.40 1.41

　合計 - 238,681,34637.71 38.36

名称 住所 B種株式数

資本合計に対

する割合(％)

議決権合計に

対する割合

(％)

第七スウェーデン国民年金保険基金－AP7

エクイティ・ファンド

スウェーデン 386,834 0.06 0.0062

ユニオネン スウェーデン 210,000 0.03 0.0034

アヴァンザ・ペンション保険会社
* スウェーデン 174,922 0.03 0.0028

ノルデア・バンク・エイ・ビー(NDS)
* スウェーデン 166,856 0.03 0.0027

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・

エス・エイ
*

スウェーデン 149,053 0.02 0.0024

BNY GCM顧客口座(E) ISG
* 英国 121,542 0.02 0.0020

CBLDN-リヴフォルシェクリンズ・エイ・

ビー・スカンディア

スウェーデン 87,679 0.01 0.0014

スティフト・エディット及びエリック・

フェーンストレームス

スウェーデン 80,686 0.01 0.0013

ノルドネット・ペンションフォルシェク

リン・エイ・ビー
*

スウェーデン 74,397 0.01 0.0012

ヴィトウセン・エイ・ビー スウェーデン 73,000 0.01 0.0012
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　合計 - 1,524,969 0.23 0.0246

*を付した主体は、一又は複数の株主が当該主体を通じて当行の株式を所有しているものと想定される主体である。

２【配当政策】

配当政策

当行の政策は、配当は北欧のその他の上場銀行の株式と競合するべきというものである。スウェーデンにおけ

る慣例として、当行は、年に1回株主に対して配当を支払う。一株当たりの配当額は、当行の取締役会により提案さ

れ、当行の年次株主総会で承認される。

配当

2012年3月28日開催の年次株主総会において、株主により一株当たり9.75クローネの配当支払いが決定された。

2013年3月20日開催の年次株主総会において、株主により一株当たり10.75クローネの配当支払いが決定され

た。

３【株価の推移】

当行の株式は、ナスダックOMXストックホルムに上場されている。過去5年間及び最近6月間の各月における当行

のA種株式の価格の変動は、以下のとおりである。

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

(単位：クローネ)

回次 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

決算月日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日

最高 209.5 212.7 229.0 226.0 249.9

最低 116.5 81.75 180.5 147.40 181.0

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

(単位：クローネ)

月別 2012年12月2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月 2013年5月

最高 240.9 262.6 281.1 290.8 299.0 304.4

最低 230.4 234.3 251.4 273.1 264.2 284.7

４【役員の状況】

当行の運営に関する全体的な責任は、取締役会に委任されている。銀行法により、銀行は3名以上の構成員から

成る取締役会を設置しなければならない。当行の定款の規定に従い、株主は年次株主総会において8名以上15名以

下の取締役会構成員を選出することができる。一定の規模のスウェーデン企業に影響のある特別立法に基づき、

当行の従業員は、2名の取締役会構成員を追加で任命する権利を有するが、この権利が正式に行使されたことはな

い(規制要件による1998年の事例を除く。)。オクトゴーネン・ファウンデーションは、当行グループの従業員に対

する利益分配制度を管理する基金であり、当行グループの従業員により管理される当行の大株主の一つである

が、伝統に従い、年次株主総会において取締役会に選出する2名の構成員を指名した。

取締役会は、現在11名の取締役で構成されている。取締役会は、通常暦年中に少なくとも9回会合し、その他必要
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がある場合、主要な政策及び展開、多額の貸付提案並びにその他の関連事業を検討するため会合する。

当行のグループ最高経営責任者としての頭取は、取締役会の政策実行、当行グループの事業の主導に責任を負

う。

取締役会の構成員等は、以下のとおりである。

氏名

(生年)

当行における

役職

(取締役会への

選出年) 地位 主要な外部活動 2012年度の報酬

アンダース・ニュレン

(1954年)

会長

(2001年)

エイ・ビー・イン

ドゥストリーヴァル

デンの社長兼最高経

営責任者

サンドヴィック・エイ・

ビーの会長。アーンストロ

ムグルッペン・エイ・

ビー、エイ・ビー・イン

ドゥストリーヴァルデン、

スヴェンスカ・セルローサ

・エイ・ビーSCA、エイ・

ビー・ヴォルヴォの取締

役。ストックホルム商科大

学及びストックホルム商科

大学協会の理事。

1,137,500クローネ

フレデリック・ランドバーグ

(1951年)

副会長

(2002年)

LEランドバーグフォ

レターゲン・エイ・

ビーの社長兼最高経

営責任者

ホルメン・エイ・ビー、ホ

フレッドストーダン・エイ

・ビーの会長。LEランド

バーグフォレターゲン・エ

イ・ビー、エイ・ビー・イ

ンドゥストリーヴァルデ

ン、サンドヴィック・エイ

・ビー、スカンスカ・エイ

・ビーの取締役。

1,137,500クローネ

スヴェルカー・マーティン

‐ロフ

(1943年)

副会長

(2002年)

取締役 エイ・ビー・インドゥスト

リーヴァルデン、スヴェン

スカ・セルローサ・エイ・

ビーSCA、SSABエイ・ビーの

会長。テレフォナクティー

ボラーゲLMエリクソンの副

会長。スカンスカ・エイ・

ビーの取締役。

1,068,750クローネ

ジョン・フレデリック

・バクサース

(1954年)

取締役

(2003年)

テレノール・エイ・

エス・エイの社長兼

最高経営責任者

GSMAの副会長。デット・ノ

ルスク・ヴェリタス(カウ

ンシル)、ドアステップ・エ

イ・エス、ヴィンペルコム

・リミテッドの取締役。

568,750クローネ

パール・ボーマン

(1961年)

取締役

(2006年)

当行の頭取兼最高経

営責任者

スヴェンスカ・セルローサ

・エイ・ビーSCA、スウェー

デン銀行協会の取締役。

0クローネ
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トミー・ビュルンド

(1959年)

取締役

(2000年)

当行の副頭取 オクトゴーネン・ファウン

デーションの会長。ユース

ダルス・ムニシパリティの

事業政策ファウンデーショ

ンであるナーリフスの取締

役。

0クローネ

ヤン・ヨハンソン

(1954年)

取締役

(2009年)

スヴェンスカ・セル

ローサ・エイ・ビー

SCAの社長兼最高経営

責任者

SSABエイ・ビー、スヴェン

スカ・セルローサ・エイ・

ビーSCAの取締役。

662,500クローネ

オーレ・ヨハンソン

(1951年)

取締役

(2012年)

取締役 EQオーワイジェイAbpの会

長。

431,250クローネ

ベンテ・ラッセ

(1954年)

取締役

(2004年)

取締役 エコース・エイ・エス、セ

ニウム・エイ・エス、ホ

ヴェットフセット・エイ・

エス及びその子会社である

エップレフセット・エイ・

エスの会長。パウエル・エ

イ・エスの副会長。ポラリ

ス・メディア・エイ・エス

・エイ、ノルディック・

チョイス・ホスピタリティ

・グループ・エイ・エス、

ホーム・インベスト・エイ

・エス、エイカー・ク

ヴァーナー・ホールディン

グ・エイ・エスの取締役、

ノルウェー政府年金基金グ

ローバルの倫理委員会の委

員。

993,750クローネ

ローン・フォンス

・シュローダー

(1960年)

取締役

(2009年)

取締役 エイカー・ソリューション

ズ・エイ・エス・エイ、NKT

エイ／エス、クヴァーナー

・エイ・エス・エイ(監査

委員会会長)、ヴォルヴォ・

パーソンヴァグナー・エイ

・ビー(監査委員会会長)の

取締役。ノルファールク・

エイ・エスのパートナー。

1,018,750クローネ

シャーロット・スコグ

(1964年)

取締役

(2012年)

当行従業員 当行グループの金融部門ユ

ニオン・クラブの副議長、

スウェーデン金融部門ユニ

オン、オクトゴーネン・

ファウンデーションの理

事。

0クローネ

名前 経歴 本人及び親族の所有株式数
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アンダース・ニュレン 1997-2001年：スカンスカの最高経営責任者代理兼最

高財務責任者。1996-1997年：マーケッツ・アンド・

コーポレート・ファイナンス・ノルドバンケンの取

締役。1992-1996年：セキュラムの最高経営責任者代

理兼最高財務責任者。1987-1992年：OMインターナ

ショナル・エイ・ビーの最高経営責任者。1986-1987

年：STCベンチャー・エイ・ビーの最高経営責任者。

1982-1987年：STCの最高経営責任者代理兼最高財務

責任者。1979-1982年：エイ・ビー・ヴィルヘルム・

ベッカーの取締役。

2,000株

フレデリック・ランドバーグ 1977年-：ランドバーグズに在職。1981年-：LEランド

バーグフォレターゲン・エイ・ビーの最高経営責任

者。

2,525,000株

スヴェルカー・マーティン‐ロフ 1977-2002年：スヴェンスカ・セルローサ・エイ・

ビーSCAにおいて様々な管理職を歴任。

4,000株

ジョン・フレデリック・バクサース 1994-2002年：テレノール・エイ・エス・エイの最高

財務責任者、エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデン

ト、シニア・エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデン

ト。1997-1998年：テレノール・ベドリフト・エイ・

エスの経営責任者。1989-1994年：TBKエイ・エスの最

高財務責任者兼最高経営責任者。1988-1989年：エイ

カー・エイ・エスの最高財務取締役。1985-1988年：

オスロ及びハウゲスンのストルト・ニールセン・

シーウェイ・エイ・エスの最高財務取締役。

1979-1985年：デット・ノルスク・ヴェリタスのシス

テム・コンサルタント、コントローラー、契約コー

ディネーター。

0株

パール・ボーマン 2002-2005年：ハンデルスバンケン・マーケッツのエ

グゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼部長。

1998-2002年：当行のデンマーク地域銀行のエグゼク

ティブ・ヴァイス・プレジデント兼部長。1991年-：

当行グループ従業員。

7,620株、うち5,370株は間接

所有
＊
。

以下の額面金額の従業員向け

転換株式：

2008年：5,638,000クローネ

2011年：8,318,142クローネ

トミー・ビュルンド 1980年-：当行グループ従業員。1992年-：当行の支店

長。

17,399株、うち17,399株は間

接所有
＊
。

以下の額面金額の従業員向け

転換株式：

2008年：454,500クローネ

2011年：1,131,799クローネ

ヤン・ヨハンソン 2001-2007年：ボリデン・エイ・ビーの社長兼最高経

営責任者。2001年：テリア・エイ・ビーのネットワー

ク業務部長。1994-2001年：ヴァッテンフォールの最

高経営責任者代理。1990-1994年：スヴェンスカ・

シェルの部門部長。1985-1990年：シェルの顧問弁護

士。1984-1985年：司法修習生。1981-1983年：地方裁

判所書記官。

5,000株

オーレ・ヨハンソン 1975-2011年：ヴァルチラ(メトラ)グループにおいて

様々な役職を歴任(ヴァルメットに所属した

1979-1981年の期間を除く。)。2000-2011年：最高経営

責任者。

5,100株
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ベンテ・ラッセ 1999-2002年：ヤンシディア・ノールの最高経営責任

者代理(生命保険会社の最高経営責任者、投資信託及

び資産運用会社の会長)。1996-1999年：ヤンシディア

・バンク・エイ・エスの最高経営責任者。1993-1996

年：エルコン・フィナンス・エイ・エスの最高経営

責任者。1991-1993年：フォルネーデ・フォルシクリ

ングの最高経営責任者代理。1989-1991年：フォル

ネーデ・フォルシクリングの最高財務責任者。

1977-1989年：E.A.スミス・エイ・エスの与信部門部

長及び最高財務責任者。

1,330株

ローン・フォンス・シュローダー 2005-2010年：ヴァレニウスレデリエルナ・エイ・

ビーの最高経営責任者。1982-2004年：APモラー／

マースク・エイ／エスの主要な管理職。

0株

シャーロット・スコグ 1989年-：当行の従業員。 5,777株、うち5,777株は間接

所有
＊
。

以下の額面金額の従業員向け

転換株式：

2008年：226,000クローネ

2011年：242,722クローネ

＊
　オクトゴーネン利益分配基金を通じた当行株式の間接所有。

当行グループの上級経営陣の構成員は、以下のとおりである。

中央グループ経営陣

パール・ボーマン 頭取兼グループ最高経営責任者

カタリーナ・ベルナー・フロスダル エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼人事部門部長

アンダース・H・ヨハンソン エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼IT部門部長

ラルス・カーンルンド エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼与信部門部長

アグネッタ・リリア シニア・ヴァイス・プレジデント、インフラ部門部長

クラエス・ノーレン エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、北欧地域銀行理事

ウルフ・リーズ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、最高財務責任者、グループ・ファイ

ナンス部門部長、IR部門部長

ホーカン・サンドベリ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、子会社及び地域銀行理事会の会長

支店業務

スウェーデンの地域銀行部門

トミー・モッシンガー エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、スウェーデン地域銀行部門部長

　スウェーデンの地域銀行部門部長

アニカ・ブルネド シニア・ヴァイス・プレジデント、地域銀行北スウェーデン部門部長

ポンタス・オールント シニア・ヴァイス・プレジデント、地域銀行中央スウェーデン部門部長

カリナ・オーケストレーム エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、地域銀行ストックホルム部門部長

ステファン・ニルソン シニア・ヴァイス・プレジデント、地域銀行東スウェーデン部門部長

カタリーナ・ユングヴィスト シニア・ヴァイス・プレジデント、地域銀行西スウェーデン部門部長
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アンダース・オールナー エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、地域銀行南スウェーデン部門部長

英国の地域銀行部門

アンダース・ボウヴィン エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、英国地域銀行部門部長

　英国の地域銀行部門部長

ジョン・パーカー シニア・ヴァイス・プレジデント、地域銀行北英国部門部長

ヨーラン・スティーレ シニア・ヴァイス・プレジデント、地域銀行中央英国部門部長

ミーケル・ブルーム シニア・ヴァイス・プレジデント、地域銀行南西英国部門部長

シモン・ロッジ シニア・ヴァイス・プレジデント、地域銀行南英国部門部長

デンマークの地域銀行部門

フランク・ヴァン-イェンセン エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、地域銀行デンマーク部門部長

フィンランドの地域銀行部門

ニナ・アーキラーティ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、地域銀行フィンランド部門部長

ノルウェーの地域銀行部門

ダグ・シャーンスモ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、地域銀行ノルウェー部門部長

オランダの地域銀行部門

ミーケル・ソレンセン エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、地域銀行オランダ部門部長

ハンデルスバンケン・インターナショナル

マグヌス・ウグラ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、ハンデルスバンケン・インターナ

ショナル部長

事業分野

ミーケル・グリーン エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、ハンデルスバンケン・キャピタル・

マーケッツ部門部長及びハンデルスバンケン資産運用部門部長

ヨニー・バーリクヴィスト エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、ハンデルスバンケン・ディレクト部

門部長

ペール・ベックマン スタッドフィポテックの最高経営責任者

ライナー・ローニクサック シニア・ヴァイス・プレジデント、農林部門部長

中央部門

ヤン・ハッグストレーム シニア・ヴァイス・プレジデント、経済研究部門部長
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ウルフ・ヒェーピング-ヘーゴード シニア・ヴァイス・プレジデント、法務部門部長

ヨハン・ラーゲルストレーム シニア・ヴァイス・プレジデント、コーポレート・コミュニケーション部門部長

クラス・トールスタディウス シニア・ヴァイス・プレジデント、中央委員会秘書、金融部門及び公的当局との

連絡、コーポレート・ガバナンス及びCSR部門部長

当行は、上記の各取締役及び当行グループの各上級経営陣の当行グループに対する義務と各人の個人的な利害

又はその他の義務との間に潜在的な利益相反を認識していない。

当行グループの上級経営陣の報酬に関する情報は、下記「第6－1－(1) 2012年12月31日終了事業年度財務書類

－注記G8」を参照のこと。

コンプライアンス及び内部監査部門

ルチアナ・パスール・ヒグレル シニア・ヴァイス・プレジデント、中央コンプライアンス部門部長

トルド・ヨネロット シニア・ヴァイス・プレジデント、監査部門部長

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスの体制

株主は、当行の統治についての最終的な意思決定を行う。株主は、年次株主総会において取締役会、取締役会会

長と監査人を任命し、指名委員会の任命方法について決定する。取締役会は、当行の組織及び当行の業務管理につ

いて出資者に対して責任を負い、当行の業務活動を運営するために、グループ最高経営責任者(最高経営責任者)

を任命する。株主に代わって監査人は、財務報告等を調査し、その調査結果を年次株主総会に報告する。以下の表

は当行における統治管理の組織構造の概要を示している。

コーポレート・ガバナンスの体制－概要

１．株主及び株主総会
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株主は、当行の最高意思決定機関である株主総会において当行に関連する事項を決定する権限を行使する。例

えば、株主総会は当行の最も基本的な統治文書である定款のあらゆる変更を決定することができる。年次株主総

会は、毎年開催される。年次株主総会では、損益計算書及び貸借対照表の承認、取締役会、新規取締役、新任監査人

の免責、並びに取締役会会長及びその他の取締役会メンバー並びに監査人の報酬等の事項を決定する。年次株主

総会はまた、上級経営陣に支払われる報酬についてのガイドラインの設定も行う。

２．指名委員会

指名委員会の役割は、取締役会会長及びその他の取締役会メンバーの指名、並びに取締役会会長及びその他の

取締役会メンバーの報酬に関する提案を準備し、年次株主総会に提出することである。当委員会の役割には、主に

取締役会会長が当委員会に提出する報告書に基づき行う取締役会の業務査定も含まれている。当委員会は監査人

の指名及びその報酬についての提案も行う。年次株主総会は、指名委員会がどのように任命されるかについて決

定する。

３．外部監査人

監査人は、年次株主総会から翌年次株主総会終了時までの1年間の任期で任命される。監査人は、株主に対して

年次株主総会における説明責任を有し、年次報告書及び取締役会の運営等の事項に関する監査報告書を提出す

る。さらに、監査人は定期的に、口頭及び書面において、取締役会の監査委員会に対し、その監査業務がいかに遂行

されたかを報告し、当行の業務規定及び内部統制に関する評価を報告する。監査人はまた、取締役会全体に対し、

その監査の概略報告書も提出する。ステファン・ホルムストレームは、当行においてケーピーエムジーエービー

の主任監査人であり、2008年から当行の監査チームの委員長を務めている。同氏は、1975年から公認会計士であ

る。エリック・オーストレームは、1989年から公認会計士であり、2008年から当行においてアーンスト・アンド・

ヤング・エイ・ビーの主任監査人である。

４．取締役会

取締役会は当行の組織に対して責任を有し、株主に代わって当行の業務処理を行う。取締役会は、継続的に当行

の財政状態を査定し、会計記録、資金管理及び当行の財政状態のその他の側面が十分に管理されるように、当行が

組織化されていることを確保する。取締役会は、これを実施するための方針及び指針を設定し、取締役会のための

作業手順を定め、また最高経営責任者のための指針も定める。

これらの中央方針策定文書には、取締役会全体及び委員会間並びに取締役会会長及び最高経営責任者間におい

て、責任及び権限がどのように割当られているかについて記載している。取締役会は、最高経営責任者、当行グ

ループ主要経営陣の役員、その他のエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント及び内部監査部門部長を任命し、

その雇用条件を定める。また取締役会は、コンプライアンス部及びリスク・コントロール部の部長の雇用条件を

決定する。取締役会会長は取締役会の業務査定に責任を負い、かかる査定結果を指名委員会に報告する。

５．与信委員会

取締役会の与信委員会は、地域銀行理事会及び大企業とハンデルスバンケン・インターナショナルに適用され

る決定限度額を超える与信案件について決定を行う。主な重要案件は取締役会全体に付託される。与信委員会は、

取締役会会長、副会長、最高経営責任者、監査委員会委員長、取締役会により任命された取締役3名及び中央与信部

門部長により構成される。与信案件が適用される当行内の部門の代表が与信委員会への提起を行う。

６．報酬委員会
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取締役会の報酬委員会は、定期的に当行の上級経営陣の雇用条件を、他企業における同等者の現行の市場相場

と照らして審査する。当委員会の役割には、上級経営陣の報酬に関するガイドラインについての年次株主総会へ

の取締役会の提案を準備すること、これらのガイドラインの適用に関して監督及び評価を行うこと、並びに上級

経営陣並びにコンプライアンス部、内部監査部及びリスク・コントロール部の部長の報酬指針、報酬及びその他

の雇用条件に対する取締役会の決定を準備することが含まれる。また当委員会は、当行グループの報酬方針及び

報酬制度について、独立した評価を行っている。報酬委員会は、取締役会会長及び取締役会により任命された取締

役2名から成る。

７．監査委員会

取締役会の監査委員会は、すべての重要な会計問題及びその他財務報告の質的内容に影響する可能性のある要

因を検討しながら当行の財務報告を監視する。当委員会はまた、当行及び当行グループの内部統制、内部監査及び

リスク管理の有効性を監視するとともに外部監査人の公平性及び独立性を監視する。当委員会は監査業務を査定

し、指名委員会による監査人の指名を補佐する。監査委員会は、取締役会会長及び取締役会により任命された取締

役2名から成る。2名の取締役のうち1名が委員長となる。

８．内部監査部

内部監査部は、当行グループの事業及び財務報告の独立した公平な監査を行う。内部監査部の主な業務はリス

ク管理、内部統治及び内部統制の手続を評価、検証することである。内部監査部長は取締役会により任命され、定

期的に監査委員会に対し、口頭及び書面で報告を行い、取締役会全体に対しても年次概要報告書を提出する。

９．頭取及びグループ最高経営責任者(最高経営責任者)

最高経営責任者は、当行グループの運営指揮をとるために取締役会により任命される。取締役会からの指示に

加え、最高経営責任者は会社法及び当行の会計、資金管理及び運営管理に関するその他多数の法律の規定を遵守

することが義務付けられている。

10．中央与信部門

中央与信部門は、当行の与信方針及び与信手続の形成及び維持並びに取締役会の与信委員会又は取締役会全体

が決定したあらゆる主要な与信案件の準備に責任を負う。与信部門部長はすべての案件を、与信委員会又は取締

役会による決定のために提示する前に、最高経営責任者に提示する。与信部門部長は、最高経営責任者に報告を行

い、また取締役会の与信委員会のメンバーである。

11．最高財務責任者及びグループ財務部

グループ財務部は、統制システム、報告、統制、簿記、会計及び税務に関して責任を負う。さらに、当行グループの

流動性、資金調達及び資本、並びに与信リスク及びコンプライアンス・リスクを除く当行グループ全体のすべて

のリスク管理に責任を負う。かかるリスク管理の詳細については下記「第6－1－(1) 2012年12月31日終了事業年

度財務書類－注記G2」を参照のこと。最高財務責任者であるグループ財務部長は、独立したリスク・コントロー

ル(下記第12項を参照のこと。)に主たる責任を負い、総額レベルでの与信リスクを含む当行グループのすべての

リスクについて、最高経営責任者、取締役会の監査委員会及び取締役会に報告を行う。

12．リスク・コントロール部
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リスク・コントロール部は、当行グループ全体のすべての主要なリスクを集約して内部報告を行う責任を負

う。当該責任は、与信、相手方及び市場リスク(金利リスク、為替リスク、株価及びコモディティ価格リスク)、オペ

レーショナル・リスク、流動性リスク及び保険リスク、並びに当行グループの報酬制度に関連したリスクを包含

する。リスク・コントロール部の役割は、当行グループのリスクを特定、測定及び監視し、これらのリスクについ

て最高経営責任者、当行グループ経営陣、監査委員会、報酬委員会及び取締役会に情報提供し、リスクの進展を分

析することである。但し、個々のリスク管理は、顧客又は相手方を担当する事業部門(アカウント・マネー

ジャー)、又は一定の取引を行う部門(ビジネス・マネージャー)の業務である。リスク・コントロール部長は最高

財務責任者に対して定期的に、また最高経営責任者に対して直接報告を行う。最高財務責任者が責任を負う流動

性などのリスク事項に関して、リスク・コントロール部長は、最高経営責任者に直接報告を行う。

13．コンプライアンス部

コンプライアンス部は、法律、規則及び内部規則、並びに事業慣習又は規範を当行グループが操業する事業にお

いて遵守していることの確保に責任を負う。当部は、該当する規則の適用を遵守し、これらの規則を照合し、不適

切な準拠により事業を行う上で生じる可能性のあるリスクについて関連部署に連絡し、かかるリスクの特定及び

査定を補佐し、内部規則の起草を補佐しなければならない。コンプライアンス担当役員は、すべての事業分野、地

域銀行及び中央部門並びに当行が事業展開するすべての国において任命されている。中央コンプライアンス部は

コンプライアンスについて機能的な責任を負う。中央コンプライアンス部長は、定期的に最高経営責任者及び監

査委員会にコンプライアンスに関連した報告を行う。

14．コーポレート・ガバナンス部

コーポレート・ガバナンス部は、株主総会における決定及び取締役会による決定、並びに法律、規則及びコーポ

レート・ガバナンス規範における変更が、当行における内部的な責任と権限を定めることを目的とする当行の方

針、ガイドライン及び指針に組み入れられることを確保する。

当行のコーポレート・ガバナンス

当行は、スウェーデンの公開有限責任会社であり、その株式はナスダックOMXストックホルムに上場されてい

る。当行は、2010年2月1日から適用されたスウェーデン・コーポレート・ガバナンス規範に準拠している。当行

は、コーポレート・ガバナンス規範から逸脱していない。良好なコーポレート・ガバナンスの目的は、コーポレー

ト・ガバナンス規範によれば、「会社が株主に代わって、最大限効率的に運営することを保証すること」である。

しかしながら、良好なコーポレート・ガバナンスは、顧客、社債投資家及び規制当局等のその他の利害関係者に

とっても重要である。当行グループにとって、有効なコーポレート・ガバナンスとは、顧客の満足度を上げ、費用

対効果を高めることを通じて、より高い利益率を上げる当行の企業目標を達成するために、当行グループ全体に

おいて良好なリスク統制及び業務を行うことである。

当行の統治の中核的な部分は、業務から生じるリスクの運営である。リスク管理の詳細は、下記「第6－1－(1)

2012年12月31日終了事業年度財務書類－注記G2」に記載されている。コーポレート・ガバナンスの報告書は、法

定年次報告書の一部であり、監査人による検討に服する。

スウェーデンの銀行業務は法律により規制されており、銀行業務はスウェーデン金融監督庁からの許認可があ

る場合にのみ実施することができる。銀行業務の規制は極めて広範囲に及ぶ。当行グループの主な方針において、

スウェーデン国外における業務は、スウェーデン国内の規則及び受入国の規則がスウェーデン国内の規則よりも

厳格であるか又はスウェーデンの規則からの逸脱が必要となる場合には、スウェーデン国内の規則と受入国の規

則の両方に服する。
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スウェーデン金融監督庁は、スウェーデン及び当行が支店を置く(言い換えれば、国外業務がスウェーデンの法

人である当行の業務の一環として行われている)その他の国々における当行の業務を幅広く監督している。他の

国々におけるスウェーデン金融監督庁に相当する規制当局は、支店の業務に対しては限定的な監督を行っている

が、スウェーデン国外における当行の子会社に対しては網羅的な監督を行っている。ノルウェー諸国、英国、ルク

センブルグ及びドイツにおける規制当局は、スウェーデン金融監督庁の主導により、当行の監督グループに組み

込まれている。

法律及び命令に加えて、スウェーデンにおける監督は、スウェーデン金融監督庁による規制及び一般的なガイ

ドラインに基づいている。スウェーデン金融監督庁は、当行の組織、意思決定構造、内部統制、当行の顧客の取引条

件及び個人顧客の情報等の様々な事項に関する幅広い報告を要求する。

スウェーデン金融監督庁の業務には、与えられた許認可及びその他の細則の条件を当行が実際に遵守している

かを調査するために、当行の様々な部門を体系的に視察することが含まれる。その後同庁は、当行の経営陣及び場

合によって当行の取締役会に対し、当行の経営に関する視察結果の報告を行う。

（２）【監査報酬の内容等】

　下記「第6－1－(1) 2012年12月31日終了事業年度財務書類－注記G9及び注記P9」を参照のこと。
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第６【経理の状況】

a.　 本書記載の当行グループの邦文の連結財務書類及び当行グループの親会社の邦文の財務書類は、2012年12月

31日及び2011年12月31日に終了した事業年度の原文の財務書類を翻訳したものである。本書記載の原文の連

結財務書類及び財務書類は、当行グループの監査済連結財務書類及び親会社の監査済個別財務書類で構成さ

れている。当行グループの連結財務書類は、EUにより採択された国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)並

びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法(1995年、第1559号)に準拠して作成されている。

親会社の個別財務書類は、信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法に準拠して作成されてい

る。また、当行グループ及び親会社の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第129条第1項の規定が適用されている。

　なお、IFRS、信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法と日本の会計原則及び手続並びに表示方

法の相違点については、下記「第6－4 IFRS、信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法並びに日

本の会計原則及び会計慣行の主要な相違」を参照のこと。

b.　 当行グループと親会社の原文の連結財務書類及び財務書類は、スウェーデンにおける独立監査人であるケー

ピーエムジーエービー(KPMG AB)及びアーンスト・アンド・ヤング・エイ・ビー(Ernst & Young AB)の監査

を受けており、独立監査人の2013年2月14日付及び2012年2月17日付の監査報告書の原文及び日本語訳は本書

に掲載されている。

　なお、原文の財務書類は、上記のとおりケーピーエムジーエービー及びアーンスト・アンド・ヤング・エイ

・ビーの監査を受けており、これによって「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令

第12号)第1条の2の規定に基づく監査証明に相当する証明を受けたとみなされるため、金融商品取引法第193

条の2第1項第1号の規定に基づく日本の公認会計士又は監査法人による監査は受けていない。

　

c.　 日本円への換算及び下記「第6－2 主な資産・負債及び収支の内容」から「第6－4 IFRS、信用機関及び証券

会社に係るスウェーデン年次報告法並びに日本の会計原則及び会計慣行の主要な相違」までの事項は原文

の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、上記b.の監査の

対象になっていない。

d.　 下記「第6－3 その他」において、2013年3月31日に終了した3ヶ月間の四半期連結財務書類及び親会社財務

書類の邦訳も掲載されている。原文の四半期財務書類は上記a.の基準に準拠して作成されているが、ケー

ピーエムジーエービー及びアーンスト・アンド・ヤング・エイ・ビーの監査の対象になっていない。

e.　 邦文の財務書類では、主要な数値についてのみ日本円換算が行われている。日本円への換算には、2013年4月3

日(日本時間)現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1スウェーデン・クロー

ネ＝14.42円のスウェーデン・クローネの対円為替レートが使用されている。日本円に換算された金額は、四

捨五入のため合計欄の数値が総額と一致しない場合がある。また、本項において記載されているスウェーデ

ン・クローネの日本円への換算額は読者の便宜のために表示されているものであり、スウェーデン・クロー

ネの金額が上記のレートで日本円に換算されることを意味するものではない。

f. 　なお、財務書類中の括弧内の数値は比較数値を示している。

g. 　本「第6 経理の状況」において、「親会社」はスヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリク

トを意味する。
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１　【財務書類】

(1)　2012年12月31日終了事業年度財務書類

損益計算書(当行グループ)

2012年 2011年

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

利息収益 注記G3 62,814 905,778 61,560 887,695 

利息費用 注記G3 -36,733 -529,690 -37,947 -547,196 

純利息収益 26,081 376,088 23,613 340,499 

手数料及びコミッション収益 注記G4 8,750 126,175 8,976 129,434 

手数料及びコミッション費用 注記G4 -1,381 -19,914 -1,303 -18,789 

純手数料及びコミッション収益 7,369 106,261 7,673 110,645 

公正価値で評価される金融項目からの

純損益 注記G5 1,120 16,150 1,016 14,651 

保険リスク 注記G6 196 2,826 209 3,014 

その他配当金収益 152 2,192 146 2,105 

関連会社の持分利益 注記G22 8 115 9 130 

その他収益 注記G7 136 1,961 143 2,062 

収益合計 35,062 505,594 32,809 473,106 

管理費用

人件費 注記G8 -10,711 -154,453 -9,942 -143,364 

その他費用 注記G9 -5,069 -73,095 -5,060 -72,965 

不動産及び器具備品並びに無形資産の減価償却

費、償却費及び減損費用

注記G25,

G26 -464 -6,691 -462 -6,662 

費用合計 -16,244 -234,238 -15,464 -222,991 

貸倒損失控除前利益 18,818 271,356 17,345 250,115 

貸倒損失、正味 注記G10 -1,251 -18,039 -816 -11,767 

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 注記G11 -3 -43 7 101 

営業利益 17,564 253,273 16,536 238,449 

法人税等 注記G35 -3,038 -43,808 -4,372 -63,044 

継続事業からの当期利益 14,526 209,465 12,164 175,405 

非継続事業に関連する当期利益、税引後 注記G12 22 317 159 2,293 

当期利益 14,548 209,782 12,323 177,698 

帰属先：

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ

・ビーの株主 14,547 209,768 12,323 177,698 

少数株主持分 1 14 0 0 

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

136/881



継続事業からの一株当たり利益、

スウェーデン・クローネ／円 注記G13 23.11 333.25 19.52 281.48 

希薄化後 注記G13 22.60 325.89 19.14 276.00 

非継続事業からの一株当たり

利益、スウェーデン・クローネ／円 注記G13 0.04 0.58 0.26 3.75 

希薄化後 注記G13 0.03 0.43 0.25 3.61 

事業合計からの一株当たり利益、

スウェーデン・クローネ／円 注記G13 23.15
333.82 

19.78 
285.23 

希薄化後 注記G13 22.63 326.32 19.39 279.60 

包括利益計算書（当行グループ）

2012年 2011年

(百万スウェーデン

・クローネ (百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

当期利益 14,548 209,782 12,323 177,698 

その他包括利益

キャッシュフロー・ヘッジ 2,390 34,464 -297 -4,283 

売却可能金融商品 984 14,189 -1,318 -19,006 

当期為替換算差額 -126 -1,817 -4 -58 

うち、在外営業活動体における純投資のヘッジ 486 7,008 -2 -29 

その他包括利益に関する税金 -913 -13,165 443 6,388 

うち、キャッシュフロー・ヘッジ -565 -8,147 78 1,125 

うち、売却可能金融商品 -248 -3,576 365 5,263 

うち、在外営業活動体における純投資の

ヘッジ -100 -1,442 0 0 

その他包括利益合計 2,335 33,671 -1,176 -16,958 

当期包括利益合計 16,883 243,453 11,147 160,740 

帰属先：

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・

ビーの株主 16,882 243,438 11,147 160,740 

少数株主持分 1 14 0 0 

当期の損益計算書における修正再表示は注記G40に示されている。

その他包括利益における当期の為替換算差額のみが非継続事業の影響を受けている。

貸借対照表(当行グループ)

2012年 2011年

(百万スウェーデ

ン・クローネ) (百万円)

(百万スウェーデ

ン・クローネ) (百万円)

資産

現金及び中央銀行預け金 236,545 3,410,979 251,857 3,631,778 

中央銀行へのその他の貸出金 注記G17 12,370 178,375 124,122 1,789,839 

中央銀行への担保として適格な利付証券 注記G20 48,906 705,225 43,971 634,062 

その他金融機関への貸出金 注記G18 89,511 1,290,749 106,823 1,540,388 

一般顧客への貸出金 注記G19 1,680,479 24,232,507 1,591,128 22,944,066 
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ポートフォリオ・ヘッジにおける金利ヘッジ

対象の価値変動 5,271 76,008 4,490 64,746 

社債及びその他の利付証券 注記G20 68,354 985,665 60,231 868,531 

株式 注記G21 30,146 434,705 27,236 392,743 

関連会社に対する投資 注記G22 203 2,927 205 2,956 

顧客が価値変動リスクを負う資産 注記G23 69,590 1,003,488 62,721 904,437 

デリバティブ商品 注記G24 110,850 1,598,457 142,074 2,048,707 

再保険資産 1 14 2 29 

無形資産 注記G25 7,206 103,911 7,079 102,079 

不動産及び器具備品 注記G26 2,209 31,854 3,507 50,571 

当期税金資産 129 1,860 42 606 

繰延税金資産 注記G35 350 5,047 380 5,480 

正味退職給付資産 注記G8 4,673 67,385 4,775 68,856 

売却目的で保有する資産 854 12,315 944 13,612 

その他資産 注記G27 12,812 184,749 14,267 205,730 

前払費用及び未収金 注記G28 7,399 106,694 8,512 122,743 

資産合計 注記G14 2,387,858 34,432,912 2,454,366 35,391,958 

負債及び資本

金融機関からの預り金 注記G29 183,945 2,652,487 201,889 2,911,239 

一般顧客からの預金及び借入金 注記G30 682,223 9,837,656 724,888 10,452,885 

顧客が価値変動リスクを負う負債 注記G31 69,638 1,004,180 62,800 905,576 

発行済証券 注記G32 1,151,426 16,603,563 1,140,074 16,439,867 

デリバティブ商品 注記G24 106,044 1,529,154 127,303 1,835,709 

ショートポジション 注記G33 16,201 233,618 21,397 308,545 

保険負債 注記G34 666 9,604 690 9,950 

当期税金負債 497 7,167 818 11,796 

繰延税金負債 注記G35 9,573 138,043 9,466 136,500 

引当金 注記G36 120 1,730 31 447 

売却目的で保有する資産にかかる負債 349 5,033 345 4,975 

その他負債 注記G37 17,848 257,368 13,847 199,674 

未払費用及び繰延収益 注記G38 21,264 306,627 20,977 302,488 

劣後負債 注記G39 21,167 305,228 35,317 509,271 

負債合計 注記G14 2,280,961 32,891,458 2,359,842 34,028,922 

少数株主持分 2 29 0 0 

株式資本 2,943 42,438 2,902 41,847 

資本剰余金 2,337 33,700 793 11,435 

準備金 注記G41 325 4,687 -2,010 -28,984 

利益剰余金 86,743 1,250,834 80,516 1,161,041 

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビーの

株主に

帰属する当期利益 14,547 209,768 12,323 177,698 

資本合計 106,897 1,541,455 94,524 1,363,036 

負債及び資本合計 2,387,858 34,432,912 2,454,366 35,391,958 
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持分変動計算書（当行グループ）

2011年当行グループ

(百万スウェーデン・クローネ) 株式資本

資本

剰余金

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株主

持分 合計

2011年期首資本 2,899 184 -457 786 -1,163 86,142 0 88,391

当期利益 12,323 0 12,323

その他包括利益 -219 -953 -4 0 -1,176

当期包括利益合計 -219 -953 -4 12,323 0 11,147

配当金 -5,611 -5,611

2008年に発行した転換可能劣後

ローンの転換
3 103 106

2011年に発行した転換可能劣後

ローンの資本部分
506 506

トレーディング勘定で保有され

ている自己株式の変動
-15 -15

少数株主持分の変動 0 0

2011年期末資本 2,902 793 -676 -167 -1,167 92,839 0 94,524

2012年当行グループ

(百万スウェーデン・クローネ) 株式資本

資本

剰余金

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株主

持分 合計

2012年期首資本 2,902 793 -676 -167 -1,167 92,839 0 94,524

当期利益 14,547 1 14,548

その他包括利益 1,825 736 -226 0 2,335

当期包括利益合計 1,825 736 -226 14,547 1 16,883

配当金 -6,110 -6,110

2008年に発行した転換可能劣後

ローンの転換
41 1,544 1,585

トレーディング勘定で保有され

ている自己株式の変動
14 14

少数株主持分の変動 1 1

2012年期末資本 2,943 2,337 1,149 569 -1,393 101,290 2 106,897

2012年1月から12月において、2008年転換可能劣後社債に係る名目価格1,641（111）百万クローネが、8,744,470（593,180）株のクラスA株

式に転換された。年度末において、トレーディング勘定で保有されていた自己株式は0（79,520）株であった。

資本変動の詳細は注記G41に示されている。

2011年当行グループ

(百万円) 株式資本

資本

剰余金

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株

主持分 合計

2011年期首資本 41,804 　 2,653 　 -6,590 　 11,334 　 -16,770 　 1,242,168 　 0 　 1,274,598 

当期利益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 177,698 　 0 　 177,698 

その他包括利益 　 　 　 　 -3,158 　 -13,742 　 -58 　 0 　 0 　 -16,958 
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当期包括利益合計 　 　 　 　 -3,158 　 -13,742 　 -58 　 177,698 　 0 　 160,740 

配当金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 -80,911 　 　 　 -80,911 

2008年に発行した転換可能

劣後

ローンの転換

43 　 1,485 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,529 

2011年に発行した転換可能

劣後ローンの資本部分
　 　 7,297 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7,297 

トレーディング勘定で保有

されている自己株式の変

動

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 -216 　 　 　 -216 

少数株主持分の変動 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 0 

2011年期末資本 41,847 　 11,435 　 -9,748 　 -2,408 　 -16,828 　 1,338,738 　 0 　 1,363,036 

2012年当行グループ

(百万円) 株式資本

資本

剰余金

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株

主

持分 合計

2012年期首資本 41,847 　 11,435 　 -9,748 　 -2,408 　 -16,828 　 1,338,738 　 0 　 1,363,036 

当期利益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 209,768 　 14 　 209,782 

その他包括利益 　 　 　 　 26,317 　 10,613 　 -3,259 　 　 　 0 　 33,671 

当期包括利益合計 　 　 　 　 26,317 　 10,613 　 -3,259 　 209,768 　 14 　 243,453 

配当金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 -88,106 　 　 　 -88,106 

2008年に発行した転換可能

劣後

ローンの転換

591　　 22,264　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 22,856 

トレーディング勘定で保有

されている自己株式の変

動

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 202　　 　 202 

少数株主持分の変動 　 　 14 　 14 

2012年期末資本 42,438　 33,700 　 16,569　 8,205 　 -20,087 　 1,460,602 　 29　　 1,541,455 

2012年1月から12月において、2008年転換可能劣後社債に係る名目価格23,663（1,601）百万円が、8,744,470（593,180）株のクラスA株式に

転換された。年度末において、トレーディング勘定で保有されていた自己株式は0（79,520）株であった。

資本変動の詳細は注記G41に示されている。

キャッシュ・フロー計算書（当行グループ）

2012年 2011年

(百万スウェーデン

・クローネ (百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

営業活動

営業利益、営業合計 17,596 253,734 16,735 241,319 

うち、受取利息 63,858 920,832 60,032 865,661 

うち、支払利息 -36,678 -528,897 -36,248 -522,696 

うち、受取配当金 441 6,359 734 10,584 

損益における非現金項目の調整

貸倒損失 1,438 20,736 1,272 18,342 

未実現評価差額 -33 -476 -3,323 -47,918 

減価償却費、償却費及び減損 464 6,691 462 6,662 
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法人税の支払 -3,997 -57,637 -3,994 -57,593 

営業活動による資産及び負債の変動

中央銀行へのその他の貸出金 111,752 1,611,464 -73,134 -1,054,592 

その他金融機関への貸出金 17,465 251,845 16,635 239,877 

一般顧客への貸出金 -91,366 -1,317,498 -78,964 -1,138,661 

利付証券及び株式 -20,099 -289,828 31,127 448,851 

金融機関からの預り金 -17,944 -258,752 -50,082 -722,182 

一般顧客からの預金及び借入金 -42,837 -617,710 160,781 2,318,462 

発行済証券 11,352 163,696 176,574 2,546,197 

デリバティブ商品の正味ポジション 10,432 150,429 -14,100 -203,322 

ショートポジション -5,196 -74,926 -14,629 -210,950 

投資銀行業務の決済における債権及び債務 914 13,180 43,617 628,957 

その他 20,383 293,923 -8,880 -128,050 

営業活動からのキャッシュ・フロー 10,324 148,872 200,097 2,885,399 

投資活動

持分変動 -1 -14 168 2,423 

利付証券の変動 4,551 65,625 -3,168 -45,683 

不動産及び器具備品の変動 -297 -4,283 -358 -5,162 

無形固定資産の変動 -341 -4,917 -301 -4,340 

投資活動からのキャッシュ・フロー 3,912 56,411 -3,659 -52,763 

財務活動

劣後ローンの返済 -14,890 -214,714 -10,835 -156,241 

劣後ローンの発行 2,990 43,116 2,512 36,223

配当金の支払い -6,110 -88,106 -5,611 -80,911 

財務活動からのキャッシュ・フロー -18,010 -259,704 -13,934 -200,928 

当期キャッシュ・フロー -3,774 -54,421 182,504 2,631,708

期首流動資金 251,857 3,631,778 56,637 816,706 

営業活動からのキャッシュ・フロー 10,324 148,872 200,097 2,885,399 

投資活動からのキャッシュ・フロー 3,912 56,411 -3,659 -52,763 

財務活動からのキャッシュ・フロー -18,010 -259,704 -13,934 -200,928 

流動資金の為替換算差額 -11,538 -166,378 12,716 183,365 

期末流動資金 236,545 3,410,979 251,857 3,631,778 

流動資金は、現金及び中央銀行預け金と定義されている。

次へ 
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注記G1　会計方針

1. 準拠表明

連結財務諸表は国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）及びEUにより採択された同基準の解釈に準拠して

作成されている。さらに、会計方針は、信用機関及び証券会社に係る年次報告法（1995年第1559号）及びスウェー

デン金融監督庁が発行した規定及び一般指針、FFFS 2008年第25号、信用機関及び証券会社における年次報告にも

従っている。企業グループの報告を規定するRFR第１号補足会計規則、並びににスウェーデン財務報告審議会によ

る意見書も連結財務諸表に適用されている。

親会社の会計方針は注記P1に示されている。

年次報告書の発行及び採択

年次報告書及び連結財務諸表は2013年2月5日における取締役会により発行が承認された。また、2013年3月20日

の年次株主総会（AGM）で採択される予定である。

2.会計方針等の変更

当行グループのヘッジ会計の全体的な効果を損益計算書に報告し、かつ、真実かつ公正な純利息収益の数値を

算定する目的で、2012年において満期前に終了した公正価値ヘッジのヘッジ対象の時価評価損益を、公正価値で

評価される金融項目からの純損益に含めている。以前はこれらの時価評価損益による影響を純利息収益に含めて

いた。

その他、当行グループが当事業年度において採用した会計方針、分類及び計算方法は、すべての重要な点におい

て2011年の年次報告書で採用されている会計方針と一致している。

将来の基準変更

2013年度において改定版IAS第19号従業員給付がEU域内で適用となる。改定版IAS第19号では、「コリドール」

法による数理差損益の発生主義会計を廃止し、その代わりに数理差損益をその他包括利益に直接計上するため、

ハンデルスバンケンによる確定給付年金制度の報告方法に影響を及ぼす。さらに、現在の制度資産の収益率の仮

定は差し替えられ、見積利回りは年金債務に対する割引率と同等のものになる。これは損益計算書に報告される

年金費用の計算に影響を及ぼす。2012年1月1日における改定IAS第19号による資本への初度適用による修正は

-4,552百万クローネとなる。改定IAS第19号により2012年1月から12月の人件費が再計算された場合には、人件費

は456（税引後で336）百万クローネ増加していたことになる。2012年1月から12月の期間におけるその他包括利

益への影響は、税引後で1,841百万クローネであると想定される。2012年12月31日の資本に対する影響は、合計で

-3,047百万クローネであったと想定される。2012年12月31日において、制度資産は年金債務を766百万クローネ超

過していたことになり、これは正味退職給付資産として報告されていたであろう金額となる。この改定IAS第19号

の規定により、2013年の確定給付制度の年金費用が2012年に計上された費用と比較して408百万クローネ増加す

ることが見込まれている。

2013年度においてIFRS第13号公正価値測定がEU域内で適用となる。この基準は、財務諸表において公正価値で

測定される資産及び負債の大部分をカバーする公正価値測定のための規定と、当該資産及び負債の公正価値の情

報を開示するための規定の両方が含まれている。IFRS第13号は、以前IAS第39号金融商品：認識及び測定が規定し

ていた公正価値測定の基準の一部を明確化している。当行の現在の評価によるとIFRS第13号の適用は金融商品の

報告値に対して重要な影響を及ぼさない。

EUが採択したその他の基準及び解釈に対する改定、又は2013年度に採択が予定されている解釈は、当行グルー

プの財務報告に重要な影響を及ぼさないと判断されている。
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2014年度において、IFRS第10号連結財務諸表、IFRS第11号ジョイント・アレンジメント及びIFRS第12号他の企

業に対する持分の開示がEU域内で適用となる。この新規定により、連結の報告に関する規定が現在のIAS第27号及

びSIC第12号の規定から、企業による支配の有無に関する数多くの判定基準に差し替えられる。ハンデルスバンケ

ンの事前評価によると新基準に従って連結財務諸表に連結される企業は現在の規定によって連結されている企

業と基本的に同様である。

IASBは現在、多くの現行基準を改定している。これらの改定のうち、IAS第39号「金融商品：認識及び測定」を

差し替えるためのIFRS第9号「金融商品」はハンデルスバンケンの財務報告に大きな影響を及ぼすと予想されて

いる。この改定の多くが完了していないことから、当行は財務報告への影響、又は新基準の適用開始時期について

の見積りを差し控えている。

3.　連結の基礎及び表示

　子会社

ハンデルスバンケンに直接又は間接的に支配されている企業（子会社）は完全に連結されている。支配は通

常、ハンデルスバンケンが株主総会または同等の会議体において過半数の議決権を保有している場合に存在する

とみなされる。

子会社は取得法に従って連結される。ここにおける子会社の取得とは、当行グループがその会社の識別可能な

資産を取得し、その負債及び義務を引受ける取引を意味している。企業結合の場合、識別可能資産及び負債を取得

時の公正価値で評価した取得貸借対照表が作成される。企業結合の対価は、子会社の純資産に対する支払として

提供されたすべての資産、負債及び発行した資本性商品の公正価値で構成される。当該企業結合の対価が当該取

得貸借対照表上の識別可能純資産を超過する剰余部分は当行グループの貸借対照表にのれんとして認識される。

その子会社の財務報告は取得日から支配が中止される日まで連結財務諸表に含まれる。グループ内取引及び残高

は当行グループの財務報告の作成時に消去される。

子会社で個別に採用されている会計方針が当行グループで採用されている会計方針と一致していない場合、子

会社の連結時に連結財務諸表を修正している。当行が50％を超える持分をユニットリンク保険契約により又はそ

の他の形で所有するミューチュアル・ファンドは、そのすべてが貸借対照表の「顧客が価格変動リスクを負う資

産／負債」に連結される。

　関連会社

ハンデルスバンケンが重要な影響を有している会社は関連会社として報告される。重要な影響は、通常、その会

社における議決権の割合が少なくとも20％、最大で50％である場合に存在する。関連会社は連結財務諸表におい

て持分法に従って報告される。これは持分が当初は取得原価で報告されることを意味する。取得日後の帳簿価格

は、関連会社の損益の当行グループ持分を認識することで増加または減少する。関連会社からの配当金は当該持

分の帳簿価額から控除される。関連会社の持分利益は、個別科目である「関連会社の持分利益」として当行グ

ループの損益報告書に報告される。

　非継続事業及び売却目的で保有する資産

固定資産又は資産グループ（処分グループ）は、帳簿価額が主に売却により回収され、その売却の可能性が高

い場合に売却目的保有に分類される。売却目的で保有する資産への分類後は、特別な評価原則が適用される。これ

らの原則は、金融資産及び負債項目を除き、主に売却目的で保有する資産及び処分グループを帳簿価額と売却費

用控除後の公正価値の低い方で測定することを意味している。したがって、売却目的で保有する有形固定資産又

は無形固定資産は減価償却又は償却されない。減損損失及びその後の再評価は損益計算書に直接計上される。減

損損失累計額を超過する利益は認識されない。売却目的で保有する資産及び負債は、売却されるまで当行グルー

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

143/881



プの貸借対照表上の個別科目で報告される。

当行グループの他の事業から明らかに区分可能な重要な独立事業で、上記の方針により売却目的保有に分類さ

れている事業は、非継続事業として認識される。再売却目的のみで取得した子会社もまた、非継続事業に認識され

る。非継続事業として認識するにあたり、その事業からの収益は損益計算書においてその他の損益項目とは別の

個別科目で報告される。非継続事業からの損益は、非継続事業からの損益（税引後）、非継続事業に含まれる売却

目的で保有する資産/処分グループ資産の売却費用控除後の公正価値評価から生じる損益（税引後）、及び非継

続事業の処分からの実現損益で構成されている。

4. セグメント報告

セグメント報告は収益及び費用を事業セグメントで分割したものを表示している。事業セグメントは当行グ

ループの一部で外部又は内部収益及び費用をもたらす事業を運営するものである。これらの収益／費用はコーポ

レート・ガバナンスの一環として定期的に経営陣に評価され管理される。セグメント報告の一環として、収益及

び費用は当行グループが運営する地域別でも報告される。セグメント報告の原則は注記G46で詳しく説明されて

いる。

5. 外貨建資産及び負債

当行グループの表示通貨はスウェーデン・クローネである。スウェーデン以外における当行グループ事業の機

能通貨は、当行グループの表示通貨とは通常異なっている。事業が主に運営されている経済環境で使用されてい

る通貨が機能通貨とみなされる。

外貨建ての取引は取引日に機能通貨に換算される。貨幣性項目並びに公正価値で評価される資産及び負債は、

貸借対照表日の機能通貨のスポット価格の終値で評価される。売却可能金融資産に分類された非貨幣性項目から

の換算差額は、その他包括利益の構成要素として計上され、資本の部に累積される。在外営業活動体への純投資の

一部を構成している貨幣性項目を換算する際の換算差額は同じ方法で認識される。その他の換算レートの差異は

損益計算書に計上される。

在外営業活動体の当行グループの表示通貨への換算

支店を含めて海外ユニットの貸借対照表及び損益計算書を機能通貨から換算する際には、期末日レート法が使

用されている。これは、資産及び負債が終値で換算されることを意味している。資本は、投資時又は稼得時に適用

されるレートで換算される。損益計算書は年間平均レートで換算される。換算差額はその他包括利益に計上され、

資本の為替換算調整準備金に含まれる。

6. 資産及び負債の認識

資産は過去の事象の結果、これに対する支配を有し、将来の経済的便益が期待される資源と定義される。資産は

これに関連して将来の経済的便益が当行グループに生ずる可能性が高く、その資産の価値又は取得原価を信頼性

を持って測定出来る場合に貸借対照表に認識される。

負債は過去の事象の結果、当行グループに存在する債務で、当行グループから資源が流出することが予想され

るものである。負債は現存する債務を履行するために、信頼性をもってその価値を測定することが可能な資源を

当行グループが放棄する可能性が高い場合に貸借対照表に認識される。

資本性商品並びに短期金融市場商品及び資本市場商品のスポット市場での取得及び売却は、取引日に認識され

る。同様のことがデリバティブにも適用される。その他の金融資産及び金融負債は通常決済日に認識される。金融

資産は、その資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効する、又はその資産に関するすべての

リスク及び経済的便益が他の当事者に移転した際に貸借対照表から除かれる。金融負債は、義務が終了する、又は
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取消された際に貸借対照表から除かれる。

企業結合の会計処理において、被取得事業は取得日から当行グループ勘定に認識される。取得日とは取得した

事業体に対する支配の影響が始まる日である。取得日は取引が法的に確定した日とは異なる場合がある。

金融資産及び金融負債は、当行が、認識された金額を相殺する契約上の権利を有し、支払いを同時に純額で決済

する意図がある場合に貸借対照表上で相殺される。

資産及び負債を貸借対照表に認識する方針は、買戻取引、証券貸付及びリースの場合は特に重要である。これら

の論点については下記の個別のセクションを参照のこと。

7. 金融資産及び金融負債の分類

IAS第39号に準拠して、すべての金融資産は測定目的により以下の区分に分類される。

1. 貸出金及び債権

2. 満期保有目的資産

3. 損益を通じて公正価値で評価される資産

・トレーディング目的保有

・当初認識時において損益を通じて公正価値で評価することを指定した資産

4. 売却可能資産

金融負債は以下の区分に分類される。

1. 損益を通じて公正価値で評価される負債

・トレーディング目的保有負債

・当初認識時において損益を通じて公正価値で評価することを指定した負債

2. その他の金融負債

貸借対照表の分類は、測定区分とは切り離されている。したがって、貸借対照表の同一科目の資産及び負債に異

なる測定原則が適用されることがある。貸借対照表に認識された金融資産及び負債の測定区分への分類について

は注記G15に示されている。

当初認識時には、すべての金融資産及び金融負債が公正価値で測定される。損益を通じて公正価値で評価され

る資産及び負債について、取引費用は取得時に直接損益に計上される。その他の金融商品については、取引費用は

取得価額に含まれる。

貸出金及び債権

非上場の利付資産は貸出金及び債権として報告されている。貸出金及び債権は償却原価、すなわち、その商品に

関連する将来キャッシュ・フローのすべてをその資産の取得時の実効金利で割引いた現在価値で計上される。貸

出金及び債権は、減損の兆候が存在する際には減損テストの対象となる。詳細についてはセクション9を参照のこ

と。減損損失は損益計算書に計上される。したがって、貸出金及び債権は、その予想される損失及び実際の損失を

控除後の純額で計上される。期限前に返済された貸出金及び債権の早期償還手数料は、直ちに損益計算書の「公

正価値で評価される金融項目における純損益」に計上される。

満期保有目的資産

当行グループが満期まで保有する意思及び能力を有する利付資産は満期保有目的資産の区分で報告される。満

期保有目的に分類される資産は、償却原価で計上される。満期保有目的資産は、減損の兆候がある場合には減損テ

ストの対象となる。詳細については、下記セクション9を参照のこと。
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トレーディング目的で保有する資産及び負債

トレーディング目的で保有する資産及び負債は、上場金融商品及びデリバティブで構成されている。トレー

ディング目的で保有される金融商品は、公正価値で貸借対照表に計上される。これらの商品に関連する金利、配当

及びその他の価値の変動は、損益計算書の「公正価値で評価される金融項目からの純損益」に認識される。

当初認識時に損益計算書を通じて公正価値評価する金融資産及び負債

損益を通じて公正価値評価する金融商品に分類するオプションは、トレーディング目的以外で保有している

が、内部管理及び評価が公正価値に基づいている金融資産及び負債（例えば、ユニットリンク保険契約による資

産及び負債）に適用されている。この評価原則はまた、互いに反対ポジションとなっており、ポートフォリオベー

スで管理される資産及び負債を評価する際の不整合を回避するために適用されている。この損益を通じて資産及

び負債を公正価値評価するオプションは、中央銀行への担保として適格な利付証券、一般顧客への貸出金、社債及

びその他の利付債券、株式及び顧客が価格変動リスクを負う資産／負債として貸借対照表に表示される金融商品

にも適用されている。

公正価値で測定される金融商品の公正価値の変動は、損益計算書の「公正価値で評価される金融項目からの純

損益」で報告される。当初認識時に損益を通じた公正価値測定に区分された貸付に関連する利息は純利息収益に

計上される。

売却可能金融資産

当行グループが保有する金融商品の大部分は、活発な市場はあるがトレーディング目的で保有していないもの

であるが、それらは売却可能金融資産に分類される。

売却可能として分類された金融資産は、公正価値で計上される。かかる資産の市場価値の変動は、その他包括利

益に計上され、資本の公正価値評価差額準備金に含まれている。公正価値の変動は、資産が実現するか、又は減損

損失が発生するまでは損益計算書に計上されない。この区分に関連する利息は損益計算書の純利息収益に直接計

上される。売却可能貨幣性資産に関連する換算レートの影響は「公正価値で評価される金融項目からの純損益」

に報告される。売却可能金融資産の減損テストは、減損の兆候がある場合に実施される。セクション9の金融資産

に関する減損損失を参照のこと。売却可能株式に対する配当は、継続的に「その他配当収益」として損益に認識

される。

金融商品の再分類

2008年度において、ハンデルスバンケンは利付証券ポートフォリオの一部を再分類した。IAS第39号の規定にお

いては、特定の金融資産の再分類のみが例外的な状況でのみ認められている。再分類は2008年以降行われていな

い。当該再分類の影響は注記G16に記載されている。

買戻取引

買戻取引、又はレポ取引は、当事者が特定の証券を売却すること及びこれらの証券を事前に決められた価格で

買い戻すことを同時に合意する契約である。レポ取引で売却された証券は、取引の間、引き続き貸借対照表に計上

される。また、売却された金融商品は、オフバランスの差し入れ担保として報告される。受領した代金は、取引相手

によって金融機関からの預り金又は一般顧客からの預金及び借入金として計上される。レポ取引で買入れた証券

はこれと対称的な方法で会計処理される。すなわち、これらは当該取引の間は貸借対照表に計上されない。支払っ

た代金は中央銀行へのその他の貸出金、その他の金融機関への貸出金又は一般顧客への貸出金として計上され

る。
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証券貸付

貸し出された証券は引き続き貸借対照表に計上され、またオフバランスの担保資産として報告される。借り入

れた証券は、売却される場合を除き貸借対照表に計上されない。売却された場合、売却された商品の公正価値に相

当する価値が負債に計上される。

金融保証及び貸出コミットメント

金融保証は、例えば、信用保証のように負債商品の条件に従った所定の支払いを債務者が行わなかったことに

より、保証の保有者に生じた損失の払戻を保証の発行者に求める契約である。保証の公正価値は、発行時に受領し

たプレミアムと同額である。当初認識時において、この保証に対して受領したプレミアムは繰延収益として貸借

対照表に計上される。その後この保証は、償却後プレミアム又はその義務が生じた際に債務を決済するための予

想費用のいずれか高い方で測定される。さらに、発行した保証に関連する保証金額の合計は、偶発債務としてオフ

バランス処理される。履行された保証は、状況に応じて発生可能性の高い貸倒損失又は実際の貸倒損失として報

告される。

購入した金融保証のプレミアムは、保証される負債性商品の利息が純利息収益に認識されている場合は利息収

益の減少として認識される。購入した保証のその他プレミアムは、手数料及びコミッション収益に計上される。

貸出コミットメントはその貸出の決済日までオフバランス項目として報告される。貸出コミットメントに対し

て受領した手数料は、そのコミットメントの期間にわたり純手数料及びコミッション収益として計上される。但

し、そのコミットメントが実行される可能性が高い場合、受領した手数料はその貸出金の実効金利に含められる。

複合金融商品

資産及び負債の財務構成要素で明らかに分離可能（デリバティブなど）なものは通常、貸借対照表において個

別に会計処理される。これについては、デリバティブがホスト契約から区分されて損益を通じて公正価値で報告

されるエクイティ・リンク債及びその他の仕組商品の発行といった例がある。

トレーディング目的で保有される複合金融商品、並びにその金融商品に含まれる様々な構成要素のリスクと経

済的な特徴が類似する複合金融商品（金利キャップの付された変動金利貸付といったもの）については区分し

た会計処理を行わない。

発行済み転換可能負債性金融商品の転換オプション部分に固有の価値は、区分されて資本に計上される。資本

部分の価値は、転換商品全体の公正価値から負債部分の公正価値を差し引いたものとして発行時に決定される。

資本部分の帳簿価額は、転換商品の満期までの間に修正されることはない。負債部分は発行時に公正価値で認識

され、その後、当初の実効金利による償却原価で計上される。

8. 金融資産及び金融負債の公正価値測定

活発な市場に上場されている金融商品の公正価値は、市場相場価格と同一である。活発な市場とは、相場価格を

規制市場、決済機関、信頼性のある情報サービス又は同等のものから容易にかつ定期的に入手可能であり、受領し

た価格情報が継続的な取引の発生により検証可能な市場である。一般的に最新の市場価格は、金融資産について

は最新の買呼値、金融負債については最新の売呼値と同一である。大部分が相殺されるリスク・ポジションで構

成されるポートフォリオについての最新の市場価格は貸借対照表日の市場価格の仲値である。

活発な市場がない金融商品の公正価値は、同一の商品又は特徴が類似する商品の最近の取引と比較することに

より決定される。この情報が入手出来ない場合には、すべての主要な要素が活発な市場における変数（例えば金

利及び株価）に基づいた評価モデルが使用される。すべての評価モデルはその市場で通常使用されているもの

で、当行グループの独立したリスクコントロールにより継続的に検証される。特定の金融商品について、評価モデ
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ルの一部は市場データから直接導き出されたものではない仮定に基づいている。例えば、非上場株式及び参加持

分並びに、満期の長いより高度なデリバティブ商品がこれに該当する。評価に使用される仮定は、内部で発生した

実績に基づいており、継続的にリスク組織によって検査される。その結果は、予測ツールの修正が必要かどうかを

確認するために実際の結果と比較される。注記G15では公正価値で評価された金融商品の区分を示しているが、こ

の区分は適用された評価手法に従ったものである。

取引価格と公正価値との差異

金融商品の公正価値を算定する際に、同じ時点の取引価格と評価モデルを使用した価値との間に正の差異が発

生することがある。そういった未実現利益は、その商品の満期までの期間にわたり償却される。

公正価値測定に分類される貸付

公正価値測定に分類される貸付は市場金利及び信用リスク・プレミアムで評価される。信頼性のある市場参照

価格のない貸付の信用リスク・プレミアムは、リスクが変化したという客観的な証拠がない限り当初マージンと

同一と想定される。信用リスクの変化における客観的な証拠は、例えば、支払の遅延または不払、破産、その他の支

払能力の重要な変更である。

利付証券

政府が発行する利付証券及びスウェーデンの抵当証券は最新の市場価格を使用して評価される。社債の評価に

は評価技法を使用し、同じ満期の市場利回りを信用リスク及び流動性リスクで調整したものに基づいて評価す

る。評価は最新の市場価格が反映されていることを確認するために定期的に検査される。検査は主に同一又は類

似商品における最近の取引との差異を分析することにより実施される。

株式

活発な市場に上場されている株式は市場価格で評価される。非上場株式及び参加持分は、割引キャッシュ・フ

ロー又はその他の評価モデルを使用した公正価値で評価される。評価モデルの選択は、個別の商品に適切と考え

られるものに決定される。契約書において株式の処分価格が規定されている非上場株式については事前に決定さ

れた処分価格で評価される。例えば、株主総会で譲渡価格が決定される場合などがある。保険事業における投資資

産の一部を構成するプライベート・エクイティ・ファンドの非上場株式を評価する場合、欧州ベンチャー・キャ

ピタル・アンド・プライベート・エクイティ・アソシエーション（EVCA）で採用された評価原則が使用される。

これらのモデルは、同じセクターの比較可能な上場会社との比較評価をすることで投資の市場価値を得ることを

意味している。投資及び比較会社との間の比較を妨げる損益項目は調整され、投資の価値はP/E及び EV/EBITAと

いった収益率を基礎として決定される。

デリバティブ

活発な市場で取引されているデリバティブは市場価格で評価される。金利スワップ及び多くの種類の通貨デリ

バティブといった多数のデリバティブは、イールドカーブ及びその他の市場情報を基礎にして評価される。活発

に取引されていない非定型的なデリバティブ契約の場合、市場データに基づく標準的な評価モデルが使用され

る。これらのモデルにおける主要インプット・データは常に市場情報である。信用出来る市場情報が無い場合に

は、合理的であると評価されたインプット（例えばボラティリティ）を基礎とする。すべての評価モデルはその

信頼性を確認するため、定期的に市場データを基に検証される。

顧客が価値変動リスクを負う資産及び負債
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顧客が価値変動リスクを負う資産は基本的にユニットリンク保険契約におけるユニット及び当行グループに

連結されているミューチュアル・ファンドである。これらのユニットはファンドの最新の市場価値（NAV）を使

用して評価される。各資産は顧客が価値変動リスクを負う負債に対応している。これら負債の評価は資産の評価

を反映している。保険契約者／持分保有者は資産に対する優先権を有しているため、信用リスクについて調整さ

れることはない。

9. 貸倒損失及び金融資産の減損

償却原価で認識される貸出金及び債権

ハンデルスバンケン・グループの顧客及び融資義務を有するすべてのユニットは、償却原価で認識される貸出

金及び債権の減損損失の認識の必要性について定期的に個別評価を実施する。減損テストは貸出金の回収可能額

が帳簿価額を下回ることが客観的に示されている場合に実施される。客観的な証拠とは、状況に応じて、支払遅延

又は不払、格付の変更、又は担保の市場価格の下落である場合がある。

減損テストを実施する際の貸出金の回収可能価値は、その貸出金に関連する見積り将来キャッシュ・フロー及

び担保（保証を含む）を貸出金の実効金利で割り引くことで算定される。担保が上場資産の場合、担保の評価は

相場価格に基づく。それ以外の場合、評価は収益価値又はその他の方法で見積もられた市場価値に基づく。不動産

抵当形式の担保は担保権実行不動産と同じ方法で評価される。見積り回収可能価値が帳簿価格を下回る場合には

減損損失が認識されるが、これは貸倒損失として損益計算書に計上される。報告された減損損失は、貸出金の帳簿

価格はを貸借対照表において控除しているが、直接控除（実際の損失）又は貸倒引当金勘定（予想損失）のいず

れかにより控除されている。

貸出金の個別評価に加えて、個別貸出金にまだ配分されていない減損損失を認識する必要性を特定するため

に、個別測定された貸出金の集合的評価が実施される。この分析は、リスク区分の観点から、個別評価された貸出

金の分布に基づいている。減損損失はリスク区分と予想損失の変動を考慮して、認識することが妥当と判断され

た場合に実施される。貸出金グループに対して認識された減損損失は、個別レベルでの価値の減損に関する情報

を入手後、直ちに個別貸出金の減損損失に振替えられる。グループでの減損テストは、類似するリスク・プロファ

イルの少額貸出金のグループに対しても実施される。

当期の貸倒損失は信用供与における実際の損失及び予想損失から、予想貸倒損失として過去に認識した減損損

失の回収及び戻入れを差し引いたもので構成されている。実際の貸倒損失は実質的に回収可能性がなくなった場

合に認識されるが、それは貸出金の全体ではなく、一部を参照していることもある。例えば、破産管財人により破

産配当金が見積られた場合、債務整理計画が承認された場合又はその他の方法で猶予が与えられる場合が該当す

る。債務再編により返済を免除された貸出金又は貸出金グループは、常に実際の損失に区分される。実際の損失に

区分した後も顧客が貸出金の返済計画に従っている場合、損失額は新たなテスト対象となる。回収は過去に実際

の貸倒損失として報告されたものの戻入額で構成されている。予想損失及び実際の損失に関する情報については

注記G10に記載されている。

一部のケースにおいて、支払までの期間が短くなることで、金利の影響により回収可能額が増加することがあ

る。過去に引き当てられた金額の戻入は、実効金利法により利息収入に認識される。

減損貸出金に関する開示

減損貸出金に関する情報は、予想貸倒損失引当金控除前の総額及び予想貸倒損失引当金控除後の純額で表示さ

れている。貸出金は契約上のキャッシュ・フローのすべてが履行されない可能性が高い場合、減損していると定

義される。貸出金の一部が担保でカバーされている場合でも減損に区分される貸出金の総額が減損貸出金として

計上されている。実際の貸倒損失により償却された貸出金は減損貸付金に含まれていない。
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担保権実行資産の評価

担保権実行資産は当初認識時において公正価値で貸借対照表に計上される。その後の評価において、近い将来

に処分が予想される担保権実行不動産及び器具備品（担保権を実行したリース資産を含む）は、帳簿価格又は公

正価値（売却費用控除後）のいずれか低い方で評価される。債権を担保するために譲り受けた非上場株式は売却

可能金融資産として計上される。債権を担保するための不動産、リース資産及びの非上場金融商品の実現及び未

実現の価値変動は、損益計算書において回収/貸倒損失として認識される。債権を担保するために担保権が実行さ

れた資産は条件が整い次第、直ちに売却される。

売却可能金融資産の減損損失

売却可能金融資産の減損損失は、その資産の予想将来キャッシュ・フローに影響する、ひとつ以上の不履行事

象が発生したという客観的な証拠ががある場合に認識される。利付金融資産の場合、減損損失の兆候を示す不履

行事象の例は、将来の倒産の可能性、発行体における重大な財政難の証跡、又は資産が取引されている市場におけ

る恒久的な価値の変動の証跡がある。資本性商品の場合、公正価値の恒久的又は重大な下落は、減損損失の認識が

必要となる兆候のひとつである。減損損失を認識する場合、過去に資本の公正価値評価差額準備金に認識された

累積損失部分（取得原価と最新の公正価値の差額から、過去に減損損失として計上した額を控除したものに相当

する）は損益計算書に計上される。

売却可能金融資産に分類される利付証券について、減損損失の認識後に資産の公正価値が増加し、その増加が

減損損失の認識後に発生した事象と客観的に関連づけられる場合、以前に認識された減損損失は損益計算書を通

して戻入れられる。売却可能金融商品に分類された資本性商品における過去の減損損失は戻入れられることはな

い。

10. ヘッジ会計

当行グループはヘッジ会計について、ヘッジ目的に応じて異なる方法を採用している。デリバティブ（主に金

利スワップ及び通貨スワップ）はヘッジ手段として用いられている。さらに、在外営業活動体への純投資に関す

る通貨リスクをヘッジする場合には、対象となる在外営業活動体の機能通貨による負債がヘッジ手段として用い

られる。当行グループのヘッジ戦略のひとつとして、ヘッジ手段の価値変動は、個別の構成要素に分割され複数の

ヘッジ関係に含められることがある。したがって、ひとつ、または同じヘッジ手段が異なるリスクをヘッジするこ

とができる。ヘッジ手段の分割は、ヘッジされるリスクを明確に特定することが可能なこと、その効果を信頼性を

もって測定することが可能なこと、及びヘッジ手段の価値変動合計がヘッジ関係に含まれている場合に限り行わ

れる。

公正価値ヘッジは、報告済資産又は負債の市場価格が変動することにより、損益に生ずる望ましくない影響か

ら当行グループを保護するために使用される。公正価値ヘッジのヘッジ対象におけるリスクは、固定金利による

貸付並びに資金調達にかかる金利及び通貨リスクで構成されている。これらのヘッジ関係におけるヘッジ手段

は、金利及び通貨スワップで構成される。公正価値ヘッジの場合、ヘッジ手段及びヘッジ対象リスクの両方が公正

価値で認識される。価値の変動は損益計算書の公正価値で評価される金融項目からの損益に直接計上される。公

正価値ヘッジが満期前に終了した場合、ヘッジ対象に生じた価値変動は、公正価値で評価される金融項目からの

純損益で償却される。

公正価値ヘッジは個別資産及び負債並びに金融商品ポートフォリオで採用されている。ポートフォリオ・ヘッ

ジにおけるヘッジ対象リスクは、当初の金利が3ヶ月固定されている貸付の金利リスク及び貸付の当初の固定金

利期間が3ヶ月の金利キャップの金利リスクである。これらのポートフォリオ・ヘッジに対するヘッジ手段は金

利スワップ及び金利オプション（キャップ）である。公正価値評価されるポートフォリオ・ヘッジにおいて、

ヘッジ対象リスクにさらされているポートフォリオの価値の一部は市場価値で測定される。ヘッジ対象ポート
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フォリオにおけるヘッジ対象項目の価値は、一般顧客への貸出金とは区別して貸借対照表に計上される。

キャッシュフロー・ヘッジは貸付及び資金調達の変動金利に関連する金利変動によるキャッシュ・フローの

不利な変動に対するエクスポージャーを管理するために採用される。このタイプの貸付及び資金調達の予想満期

は、非常に短期である金利更改よりも、通常は長期となる。キャッシュフロー・ヘッジは固定金利による資金調達

の将来キャッシュ・フローにおける通貨リスクのヘッジにも用いられる。キャッシュフロー・ヘッジにおける

ヘッジ手段である金利スワップは公正価値で測定される。スワップの価値変動が効果的に、すなわちヘッジ対象

の将来キャッシュ・フローと連動する場合、スワップの価値変動はその他包括利益の構成要素、及び資本のヘッ

ジ準備金に計上される。スワップの価値変動のうち非有効部分は、公正価値で評価される金融項目からの純損益

として損益計算書に計上される。

海外ユニットにおける純投資ヘッジは、海外事業の為替レートの変動から当行グループを保護するために採用

されている。通貨スワップ及び外貨建貸出金がヘッジ手段として用いられている。これらのヘッジにおけるヘッ

ジ対象は直接投資の形式による純投資及び予見可能な将来に決済することが予定されていない海外事業におけ

る債権で構成されている。在外営業活動体における純投資をヘッジするために実施された外貨建てローンは、貸

借対照表日の為替レートで当行グループ貸借対照表に計上される。このようなローンの為替差額の有効部分はそ

の他包括利益の構成要素として計上され、かつ、資本の為替換算調整準備金に計上される。海外事業における債権

の為替リスクをヘッジする通貨スワップの価値変動の有効部分は同様の方法で計上される。在外営業活動体にお

ける純投資のヘッジの非有効部分は損益計算書の公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される。

11. リース

当行グループのリースはファイナンスリース、又はオペレーティング・リースのいずれかである。ファイナン

スリースは、リース資産の法的所有権に付随する実質的にすべてのリスク及び経済的価値を貸し手から借り手に

移転するものである。その他のリースはオペレーティング・リースである。当行グループが貸し手であるすべて

のリースはファイナンスリースに分類されている。この種類のリース契約は貸借対照表に貸出金として、当初は

純投資に相当する金額で会計処理される。受取リース料は継続的に利息収益/元本の返済として認識される。ファ

イナンスリース契約の減損テストは償却原価で報告されるその他の貸付と同じ原則で実施される。

当行グループが借り手であるオペレーティング・リースに関連する費用は、定額法によりその他費用として計

上される。

12. 保険事業

当行グループの保険事業は、子会社のハンデルスバンケン・リヴ・プロダクツを通して運営されている。ハン

デルスバンケン・リヴ・プロダクツの商品は、主に従来型生命保険の形式による法的な生命保険、ユニットリン

ク保険並びに健康保険及び保険料払込免除特約の形式によるリスク保険で構成される。

保険契約の分類及びアンバンドリング

重要な保険リスクを含む契約は、連結財務諸表において保険契約として分類される。保険リスクが重要とみな

される場合とは、当行グループにとって経済的な実態のあるいずれかの保険事故シナリオにおいて、保険事故が

発生しなかった場合に支払われる補償と比較して重要な支払義務が生じる場合である。契約を分類するにあたり

5％を重要な保険リスクの基準として使用している。重要な保険リスクを移転しない契約は、全体を投資契約に分

類する。通常、払戻保証が付された保険契約が投資契約に分類され、それ以外の契約は保険契約に分類される。保

険要素と貯蓄（金融要素）の両方で構成される保険契約は、以下に記述する原則に従ってアンバンドリングさ

れ、個別に認識される。
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保険契約における保険要素の会計処理

保険契約に関する保険料収入及び支払保険金は損益計算書の「保険リスク」の項目に純額で計上される。当行

グループの保険負債における変動もまたこの項目に計上される。

収入としてまだ認識されていない受取保険料は、「払込済保険料」として貸借対照表の保険負債に計上され

る。貸借対照表の保険負債項目には、疾病年金、終身年金、及びその他の未払保険負債も含まれている。保険負債は

保険契約に関する予定将来キャッシュ・フローを割り引くことで評価される。評価は金利、死亡率、疾病率及び将

来の費用に関する仮定に基づく。死亡率に関する仮定は契約時期によって様々であり、また予想される将来の余

命の延びを考慮している。手数料に関する仮定もまた契約時期による。基本的に、これは保険料に比例し、一部の

手数料は保険引当金に比例する。被保険者の将来の健康状態に関して採用される仮定は内部で入手した実績に基

づいており、商品に応じて様々である。金利の仮定は負債の期間に応じた現行の市場金利に基づいている。将来の

予想保険金をカバーする保険負債の報告値が十分であるかを確認するため、当行グループは、少なくとも年次で

保険負債の定期レビューを実施している。必要な場合には引当金が追加され、差額は損益計算書に計上される。

投資契約及び保険契約の金融要素の会計処理

投資契約における顧客の貯蓄元本及び保険契約の金融要素に関する払込及び払戻は、預り金及び引出金として

貸借対照表に直接計上される。

保険契約から分離される従来型生命保険契約の金融要素は、貸借対照表に一般顧客からの借入金として認識さ

れる。これらの負債は保証額と保険契約の現在価値のいずれか高い方で評価される。保証額は保証金利により利

息を稼得し、保険契約の償却費用に相当する。保険契約の現価は保険契約者に代わって運用する資産価値と同一

であり、その資産の総利回り（利回り分割分を控除する）に基づく利息を稼得する。利回り分割は、歴年中に総利

回りが保証金利を超過する場合に、総利回りのうちの契約部分が保険者に配賦されることを意味する。この算定

は年次で実施され、契約毎に累積する。これは、各年度の利回りが保証金利を下回る年度において条件付き配当が

減少することを意味し、保証金利を上回る年度においては条件付き配当が増加することを意味する。利回り分割

モデルにおいて当行グループの稼得分は手数料及びコミッション収益として報告される。利回りが契約上の保証

金利を下回る場合は、差異部分を損益計算書の公正価値で評価される金融項目からの純損益に認識する。

ユニットリンク保険契約の資産及び負債は、貸借対照表の「顧客が価値変動リスクを負う資産及び負債」に公

正価値で計上される。

保険手数料並びに投資契約及び保険契約の金融要素に関する管理費用は、「手数料及びコミッション」として

損益計算書に計上される。取得費用は損益計算書に直接計上される。

再保険

当行グループの保険負債の再保険者分担部分は、貸借対照表の「再保険資産」として計上される。

13. 無形資産

貸借対照表における認識

無形資産は、物理的実体のない識別可能な非貨幣性資産である。無形資産はその資産に起因する経済的便益が

当行グループに流入する可能性が高く、その取得原価を信頼性をもって測定できる場合に限り貸借対照表に計上

される。これは、のれん、商標、顧客データベース及び類似する形式により自己創設された価値は資産として貸借

対照表に認識されないことを意味する。

当行が開発するソフトウェアへの投資のうち、既存の事業運営又はソフトウェアの維持費用の範囲とされるも

のについては発生基準で費用計上している。ソフトウェアの新規開発、又は既存ソフトウェアのための新規事業

開発の場合、信頼性をもって測定可能な経済的便益の発生可能性が高くなった時点から発生した費用を資産計上
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する。借入に関する費用は、無形資産の開発費用を資産計上するように決定した日から資産計上される。

企業結合の会計処理に際し、取得価格は取得事業において取得した識別可能無形資産、負債、及び偶発債務の価

値に配分される。これらの資産には、個別に取得した場合、又は自己創設された場合には貸借対照表に計上されな

い無形資産も含まれることがある。企業結合において識別可能資産及び負債に配分が出来ない取得価格はのれん

として認識される。

のれん及び耐用年数を確定出来ない無形資産

のれん及びその他の耐用年数を確定出来ない無形資産は、予想減損損失控除後の取得原価で計上される。これ

らの資産は年次報告書作成時に年次で、又は資産に減損の兆候がある場合に減損テストが実施される。減損テス

トは、その資産の回収可能額（すなわち、使用価値と売却費用控除後の公正価値のいずれか高い方）を算定する

ことにより実施される。回収可能額が帳簿価額を超過する限り減損損失を認識する必要はない。減損損失は損益

計算書に直接計上される。

のれん及び耐用年数を確定出来ないその他の無形資産から発生するキャッシュ・フローを、その他の資産から

発生するキャッシュ・フローから区別することが不可能なため、のれんの減損テストは資金生成単位レベルで行

われる。資金生成単位とは、他の資産又は資産グループからのキャッシュ・インフローとはおおむね独立した

キャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位である。のれんの減損テス

トにおける重要な評価及び仮定は、注記G25及びセクション20に記載されている。過去に認識されたのれんの減損

は戻入れない。

確定可能な耐用年数を有する無形資産

見積り耐用年数の設定が可能な無形資産は償却される。償却は、定額法によりその資産の耐用年数にわたって

行われる。償却期間は新規取得時において個別にテストされるが、継続的にも耐用年数の変更が示唆される場合

にはテストが行われる。確定可能な耐用年数を有する無形資産は、資産の減損が示唆される場合に減損テストが

行われる。減損テストは耐用年数が確定できない無形資産と同じ方法、すなわち資産の回収可能額を算定するこ

とにより実施される。

14. 不動産及び器具備品

当行グループの有形固定資産は不動産及び器具備品で構成される。保険事業における投資資産に含まれる不動

産を除き、これらの資産は減価償却累計額及び減損損失控除後の取得原価で計上される。

減価償却は通常、資産の見積り耐用年数に基づく定額法が適用されている。見積り耐用年数は年次でテストさ

れる。見積り耐用年数が異なる構成要素から成る有形資産は、償却方法の異なる区分に分割され、別個に償却され

る。そのような構成要素の償却は通常、不動産への適用に限定される。その資産の構成要素の取得原価が、不動産

の取得原価合計に対して重要である場合に限り、分割して償却される。当該不動産の残余部分はその全体を予想

耐用年数で償却する。

パーソナル・コンピューター及びその他のIT機器は通常3年間にわたり償却される。また、銀行の金庫室及び類

似する建物附属設備への投資は10年間にわたり償却される。その他の機器は通常5年間で償却される。

不動産及び器具備品の減損テストは、資産価値の減少の兆候がある場合に実施される。減損損失は回収可能額

が帳簿価額を下回る場合に認識される。減損損失は損益計算書に直ちに計上される。減損費用は、減損損失がもは

や存在せず、前提となる見積り回収可能額の仮定に変化があったことが示される場合に戻入れられる。
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15. 引当金

引当金は、当行グループから認識済み資源が流出すると予想されるものの、その時期又は金額が不確実なもの

で構成されている。引当金は、過去の事象の結果として当行グループが法的又は推定的債務を有しており、その債

務を決済するため資源の流出が必要になる可能性が高い場合に報告される。認識にあたり、その金額を信頼性を

もって見積もることが可能でなければならない。引当金として認識された金額は、貸借対照表日においてその債

務を決済するために必要な支出の最善の見積りに相当するものである。見積りにおいては予想される決済日も考

慮されている。

16. 資本

資本には株式資本、資本剰余金、準備金及び利益剰余金が含まれる。小額の少数株主持分もまた当行グループの

資本の一部として分類されている。

資本剰余金

資本剰余金は発行済み転換ノートのオプション部分並びに株式発行及び転換負債証券の転換において調整額

面金額を超過する金額が含まれている。

利益剰余金

利益剰余金には当期及び過年度の利益が含まれている。配当及び自己株式の再取得は利益剰余金の控除として

報告される。

ヘッジ準備金

ヘッジ手段で構成されるデリバティブ商品の未実現損益の変動はヘッジ準備金に含まれている。

公正価値評価差額準備金

公正価値評価差額準備金は売却可能に分類された金融資産の未実現損益の変動で構成される。

為替換算調整準備金

為替換算調整準備金は海外ユニットを連結財務諸表の通貨に換算することで発生した未実現の外貨換算によ

る影響で構成される。

少数株主持分

少数株主持分は、当行グループの純資産のうち、親会社の普通株式保有者に直接又は間接的に所有されていな

い部分で構成される。少数株主持分は、資本における個別の構成要素として計上される。

自己株式の会計処理

買戻した自己株式は、資産として計上されないが、資本の利益剰余金と相殺される。

17. 収益

収益は、将来の経済的便益を得る可能性が高く、これらの便益が信頼性をもって測定可能な場合に損益計算書

に計上される。以下の一般原則が様々な種類の手数料及び請求の収益認識に適用される。

・　例えば資産管理における管理手数料など、サービスを履行する都度、段階的に稼得した手数料は、これらの

サービスが提供されるレートで損益計算書に計上される。実務上、これらは定額基準で認識される。
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・　特定のサービス又は行為に起因する手数料は、サービスの履行時に認識される。こういった手数料の例とし

ては仲介料及び支払コミッションがある。

・　実効金利法に従った償却原価で商品が評価されるような場合、手数料は金融商品の実効金利を構成する一

部として計上される。公正価値で評価される金融商品については、そのような手数料は損益計算書に直ち

に計上される。

純利息収益

利息収益及び利息費用は、損益計算書に純利息収益として計上される。但し、トレーディング目的で保有する金

融商品からの利息を除く。純利息収益にはまた、ヘッジ対象の金利が純利息収益に計上されるデリバティブ商品

からの利息も含まれる。利息収益及び利息費用に加えて、純利息収益には預金保証及び安定手数料といった政府

保証料が含まれる。

トレーディング目的で保有する金融資産及び金融負債からの利息を除いた純利息収益の金額を計算するため、

及びトレーディング活動における全体像を把握するために、トレーディング目的で保有する金融資産及び金融負

債に関連するすべての利息収益及び利息費用は公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される。

純手数料及びコミッション収益

様々な種類のサービスからの収益及び費用は、損益計算書の手数料及びコミッション収益並びに手数料及びコ

ミッション費用にそれぞれ計上される。これは仲介収益及び様々な種類の管理手数料がコミッションとして認識

されることを意味する。コミッションとして認識されるその他の形式の収益は、受取コミッション及びカード手

数料、金融保証の発行で提示されるプレミアム、並びに保険事業からのコミッションである。保険事業における正

の利回り分割もまた、コミッションとして認識される。利息に相当する保証コミッション、及び複合金融商品の一

部に対する手数料として実効金利の計算に含められるものは、コミッションではなく利息収益として認識され

る。

公正価値で評価される金融項目からの純損益

公正価値で評価される金融項目からの純損益には、金融資産及び金融負債を損益計算書を通して公正価値で測

定する際、並びに金融資産及び金融負債が実現した際に発生する、損益に影響するすべての項目が含まれる。特に

ここで報告される項目には以下のものがある。

・　金融資産及び金融負債の処分並びに決済によるキャピタルゲイン及びロス

・　当初認識時に損益を通じて公正価値で評価される資産に分類された資産及び負債の未実現の価値変動。但

し、価値変動が利息として認識された構成要素を除く。

・　トレーディング目的保有に分類された金融資産及び金融負債の実現及び未実現の価値変動

・　トレーディング目的保有の金融商品からの利息。但し金融商品をヘッジするデリバティブからの利息で

あって純利息収入に報告されるものを除く。

・　トレーディング目的保有の金融資産における配当金収益

・　公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象リスクに係るヘッジ対象資産及び負債に関する公正価値の未実現損

益の変動、及び満期前に終了したヘッジの未実現損益の価値変動の償却

・　公正価値ヘッジのヘッジ手段となるデリバティブに関する未実現損益の価値変動

・　キャッシュフロー・ヘッジのヘッジ手段となるデリバティブの価値変動の非有効部分

・　在外営業活動体への純投資におけるヘッジ手段の価値変動の非有効部分

・　保険事業における負の利回り分割、すなわち、保険事業における金融資産の利回りが保証金利を下回るこ

とから発生する損失
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受取配当金

売却可能に分類された株式の配当金は、その他配当金収益として損益計算書に計上されている。トレーディン

グ目的で保有する金融資産に分類された株式の配当金は、損益計算書の公正価値で評価される金融項目からの純

損益に計上される。関連会社株式の配当金は損益計算書の配当金項目に含まれない。関連会社の持分利益の会計

処理はセクション3に記載されている。

18. 従業員給付

人件費

人件費には給与、年金費用及び社会保障費、年金費用にかかる法定福利費を含むその他の形式の直接人件費、並

びに給与関連のその他の形式の間接費が含まれている。解雇に関連する給付は、合意に達した時に負債として認

識され、残存雇用期間にわたって償却される。

退職給付会計

退職後給付は、確定拠出制度及び確定給付制度で構成されている。当行グループが別の事業体に固定額の拠出

を支払うことで、その後に当該事業体が従業員に対する義務を履行するための十分な資産を保有していなかった

場合でも、当行グループが追加拠出の支払義務を法的及び推定的に負わない給付制度は確定拠出制度として会計

処理される。確定拠出制度に支払われた保険料は損益計算書に人件費としてその都度計上される。

その他の退職後給付制度は、確定給付制度として会計処理される。

確定給付制度の未払給付金は、給与及び雇用期間に基づいており、雇用主が年金支払義務の履行に係るすべて

の重要なリスクを負担することを意味する。確定給付制度の大部分について、当行グループは制度資産を個別の

年金基金及び年金ファンドで保有している。見積り年金債務及び制度資産（当行グループに発生する将来の費用

又は現金支給を減少させるもの）の公正価値の正味価値部分は貸借対照表における資産として純額で認識され

ている。この金額は年次でテストされる。

制度資産の実際と期待収益との差異、並びに年金債務の実際と見積りとの差異（仮定の変更又は以前の仮定に

関する実際の結果との相違）は年金数理差損益と呼ばれる。未認識累積年金数理差損益のうち、報告期間の期首

に測定された年金債務の現在価値の10％又は制度資産の公正価値の10％の大きい方を超える部分のみが損益計

算書に認識される。このコリドールを超える金額は、平均残存勤務期間にわたり定額基準で損益計算書に計上さ

れる。当行グループは、年金数理差損益を20年の期間にわたって配分している。

確定給付制度のために認識された年金費用は以下の項目の純額である。

+ 　当年度に発生した年金の権利、すなわち、計算された年金額の最終合計のうちの当期部分。未払年金権利の

計算は、見積り最終給与に基づいており、年金数理計算上の仮定の対象となっている。

+ 　支給までの期間が減少し年金債務の現在価値が当期において増加したことにより発生した当期利息費用。

当期の利息費用の計算に適用される金利は、年金債務の支払までの残存期間に相当する満期を有する国債

の最新の金利（年度当初の金利）である。

- 　制度資産の期待収益。期待収益は、確定給付債務に対応するために個別に保有される資産が稼得する平均長

期収益の評価に基づく。評価期間は約定期間の全体に関連する。期待収益からは税金及び資産運用のため

の管理費用が控除される。

+/- 損益計算書に計上されたすべての年金数理差損益。見積り法定福利費は該当する年金費用と同じ原則で未

払い計上される。

当行グループの給付関連制度の費用及び債務の算定は、報告値に重要な影響を及ぼす可能性のあるいくつかの

評価及び仮定に左右される。これらの仮定及び評価の詳細な記述はセクション20及び注記G8に示されている。
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19. 税金

当期の税金費用は当期税金及び繰延税金で構成される。当期税金は当期の課税所得に関する税金を示す。繰延

税金は資産又は負債の帳簿価額とその税務上の価額との間の一時差異に関する税金である。繰延税金はその項目

が実現する時に適用するとみなされる税率で評価される。将来減算一時差異及び繰越欠損金にかかる繰延税金資

産は、これらが利用される可能性が高い場合に限り認識されるが、繰延税金負債は計算額で計上される。

税金は関連する取引が報告される項目により損益計算書又はその他包括利益に計上される。

20. 見積り及び主な仮定

一部のケースにおいては、報告値に重要な影響を及ぼす当行グループの会計方針の適用について評価が必要と

される。報告値はまた、多くのケースにおいて将来に関する仮定の影響を受ける。このような仮定には、資産及び

負債の報告値が調整されるリスクが常に含まれている。適用される評価及び仮定は常に経営陣の最善及び最良の

評価を反映し、継続的に検査及び検証の対象となる。以下は財務諸表に重要な影響を与えた評価及び仮定を記載

したものである。主要な仮定にかかる情報は、関連する注記にも記載されている。

確定給付制度の年金数理計算

当行グループの費用及び確定給付債務の計算は、認識額に重要な影響を及ぼす多くの数理的、統計的及び財務

的な仮定に基づいている。注記G8には当期の引当金の計算に使用された仮定のリストが含まれている。スウェー

デン従業員の年金債務の計算は、市場で一般的に認められた死亡率の仮定であるDUS06に基づいている。DUS06は

スウェーデン保険連盟により作成された統計に基づく仮定である。将来の昇給率及びインフレーションの仮定は

長期予測トレンドに基づいている。当行の年金ファンド及び年金基金で個別に保有されている制度資産における

期待収益の仮定は、給付義務の全期間にわたり相当する様々な資産区分の長期期待収益を分析することで作成さ

れている。この仮定の一部はスウェーデンの資本市場における過去のリスク・プレミアム分析、一部は将来のイ

ンフレーション及びリスク・フリー収益の予測に基づいている。この仮定は管理費用及び収益税を控除後に設定

される。当期の制度資産の期待収益の計算は、その資産の帳簿価額、つまり現行の会計方針の初度適用時における

公正価値相当額に過年度の期待収益の累積報告値を上方修正し、累積数理差損益の償却並びに制度への又は制度

からの支払を調整したものに基づいている。割引率は優良社債に基づいている。カバード・ボンドは社債とみな

している。満期は支給の残存期間と同じである。スウェーデン及びノルウェーにおける過年度の割引率は国債に

基づいていた。現在のスウェーデン及びノルウェーには有効な社債市場が存在していると考えられるため、現在

の割引率はこれらに基づいている。英国における割引率は、常に社債に基づいている。注記G8はスウェーデン及び

ノルウェーにおける評価の変更が年金債務の金額に及ぼした影響を示している。

当行グループの年金引当金は長期的な特徴があり、計算の基礎となる仮定は時間の経過により小さい範囲に限

定して変動する。報告された年金費用の感応度は合理的なものであり、数理上の仮定の変更可能性は、したがって

非常に小さいものと考えられる。

貸出金及び債権に対する減損損失の認識の必要性に関する評価

当行グループの貸出金の価値は、貸出金別に定期的及び個別にテストされる。必要な場合には、貸出金は回収可

能評価額まで評価減される。この見積り回収可能額は相手方の財務的な返済能力の評価及び担保の実現可能価値

の仮定に基づいている。最終的な結果は当初の貸倒引当金とは異なることがある。使用される評価及び仮定は内

部の与信組織の定期的な検査の対象となる。内部リスク管理及び当行の信用リスク管理の詳述については注記G2

も参照のこと。

次へ 

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

157/881



注記G2　リスク及び資本管理

貸付における貸倒損失の割合 (1999年-2012年)

ハンデルスバンケンの

リスク

説明

信用リスク 信用リスクは、当行の取引相手が契約上の義務を履行することができないため

に当行が経済的損失に直面するリスクである。

市場リスク 市場リスクは、金融市場の価格及びボラティリティの変動によって生じる。市

場リスクは、金利リスク、株価リスク、為替リスク及びコモディティ価格リスク

に分類される。

流動性リスク 流動性リスクは、支払期限が到来した際に、法外な費用又は損失を被らなけれ

ば、当行が支払い義務を履行することができないリスクである。

オペレーショナル・リスク オペレーショナル・リスクは、不適切な内部プロセス、人材及びシステム又は

それらの不備、若しくは外部事象による損失リスクである。オペレーショナル

・リスクの定義には、法的リスクも含まれている。

保険リスク 保険の業績におけるリスクであり、被保険者の死亡率または健康状態によって

変わる。

不動産リスク 当行が保有している不動産の価格変動リスクである。

事業リスク 上述のリスク・カテゴリーに属さない損益の予期せぬ変動リスクである。

報酬リスク 報酬リスクは、報酬制度によって生じる損失又はその他の報酬リスクである。

今年も昨年同様、金融市場は相当なストレスにさらされていた。このストレスは、債務国の構造上の不均衡を是

正する能力が不足していることによるものであり、債務国及び世界中の多くの国々が景気後退の初期段階への対

応を迫られているためである。景気後退を解消するための伝統的なソリューションでは、構造上の不均衡を悪化

させることにつながる。これらの外部の状況は金融部門及びハンデルスバンケンに影響を与えるが、ハンデルス

バンケンはマクロ経済上のリスクに対するエクスポージャーを低水準に抑えるべく常に努力している。これに加

えて、さらに将来的な規制に関する不確定要因が依然として存在している。ハンデルスバンケンは問題を抱えて

いる国に対する直接的なエクスポージャーを有しておらず、それらの国におけるその他のエクスポージャーも限

定されているが、金融市場におけるストレスは、ハンデルスバンケンの国内市場にも影響を及ぼしている。
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ハンデルスバンケンの過去最低水準のリスク許容度、健全な資本管理及び厳格な流動性管理によって当行は、

当年度中に経験したよりも、市場が実質的にさらに困難な状況になった場合にも対応できる体制を整えている。

ハンデルスバンケンのリスクに対する厳格なアプローチは、たとえその時点で高い費用がかったとしても、当

行がハイリスクの取引を慎重に回避することを意味している。長期的に持続可能かつ当行グループのすべての分

野に適用される、厳格なリスク管理カルチャーを通じて、当行の低いリスク許容度は維持されている。貸付におい

ては現場の多大な関与が必要となり、緊密な顧客関係により信用リスクを低水準に抑えることを促進する。銀行

業務における市場リスクは、顧客の投資及びリスク管理の必要性を満たす過程、及び当行の資金調達に関連する

分野においてのみ取られている。当行の流動性に関しては計画的に管理されており、金融市場に混乱が起きた場

合においても事業が制限されないようになっている。

また、このリスクに対する厳格なアプローチにより、当行の経営は安定し、顧客に対して長期的なビジネス・

パートナーとなることができる。これが、健全なリスク管理につながるとともに事業及び当行が事業を行ってい

る市場が逼迫した場合でも、高水準のサービスを維持することができる。当行のリスクに対するアプローチと同

じ原則が、当行が事業を行っているすべての国に適用されており、当行の将来における国際的な事業拡大におけ

る指針となっている。

金融危機を通じてハンデルスバンケンの流動性へのアクセスは良好であった。当行は、短期及び長期資金調達

プログラムを通じて、金融市場へのアクセスが可能である。長期資金調達プログラムは、近年、拡大されており、今

年もその傾向は続いている。ハンデルスバンケンは、複数の通貨で、優先社債及びカバード・ボンドを大量に発行

している。ハンデルスバンケンは、スウェーデンの銀行の中で、豪ドル建てカバード・ボンドを最初に発行した銀

行である。ハンデルスバンケンは、2007年以降、米国市場で7年物カバード・ボンドを発行した最初の銀行である。

投資基盤は拡大しており、投資家からの重要も増加している。金融危機の最中にこうしたことが可能であったと

いう事実は、当行のビジネス・モデル及び当行による不安定な外的要因の管理能力に対する市場の信頼を示して

いる。当行の流動性準備金の一部である中央財務部門の流動性ポートフォリオは、ローリスク・プロファイルで

あり、主として国債及びカバード・ボンドより構成されている。流動性準備金全体では、金融市場の混乱の可能性

に対して高水準の予防策を提供している。当年度末現在、当行の流動性準備金は、750十億クローネを超えていた。

当該準備金のうち246十億クローネは、中央銀行へ投資された流動資産より構成され、114十億クローネは、流動

性のある証券であり、残りは主にスタッドフィポテックの発行済カバード・ボンドの未使用額であった。流動性

準備金は当行にとって重要なすべての通貨で維持されている。流動性準備金合計は、当行が資金調達のために新

しい市場へアクセスしなくても、2年超のストレス・シナリオにおける当行の流動性要件をカバーできる。すべて

の通貨に関して、並びに米ドル及びユーロに関して流動性準備金が別個に規定された流動性カバレッジ比率(以

下「LCR」という。)に従って、スウェーデン金融監督庁が定めた水準を超えていることは、その期間において業務

を維持できることを保証するものである。また、外国為替市場がクローズするような極端な状況においても、かな

りの期間にわたって業務が維持されることを示している。

当行の資本状況は当年度中に強化され、収益は安定している。貸付損失の減少とあいまって、このような資本状

況により、当行の健全な地位が維持されている。信用ポートフォリオのローリスク・プロファイルは、他行と比較

すると信用リスクに関連してより低い所要自己資本という結果となっている。このような堅調な資本状況は、脆

弱なマクロ経済状態における確固たる保護を提供するものである。将来における自己資本比率に関する修正に関

しても健全な資本状況を見ることが可能である。

ハンデルスバンケンは、ユニバーサル・バンクであり、広範囲にわたる様々な銀行業務及び保険商品を提供し

ている。これらは、グループ全体で組織的に識別、測定及び管理される様々なリスクを伴うものである。

ハンデルスバンケンのリスク管理
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当行のリスク及び資本管理の全体像は、以下の要素より構成されている。

1．事業活動

当行は、事業活動における各部門がそれぞれの事業及びリスク管理の全責任を負うという明確な責任分担を特

徴としている。顧客及び市場の状況を最もよく知る人物がリスク評価者として適任であり、また、諸問題の発生時

に早い段階で措置を講じることが可能である。各支店及び収益部門は、発生した問題に対応する責任を負ってい

る。結果的に、ハイリスクに対する認識が高まり、事業活動を慎重に遂行することにつながっている。

2．現地のリスク管理部門

事業上の決定権を有する人物の責任は、地方銀行及び様々な事業分野における現地のリスク管理部門によって

補完されている。これにより、個別の取引又は現地での業務において、過度なリスクを引き受けることなく、確実

に取引を当行のリスク・テイキングの考え方に沿ったものにするようにしている。現地のリスク管理は、リスク

を評価し、リスク限度等を確認するとともに、個別の事業取引が文書化され、望ましくないリスクを伴わない方法

で遂行されているかを検証している。現地のリスク管理部門は、中央リスク管理部門及び事業活動を担っている

経営陣にも報告している。

3．中央リスク管理部門

事業上の意思決定が分散化されているため、リスク及び資本状況を中央で監視する必要性が高まる。したがっ

て、中央与信部門及びリスク部門が、おのずと当行のビジネス・モデルの必然的な構成要素となっている。

中央与信部門は、取締役会又は取締役会の与信委員会が下した決定を展開する。中央与信部門はまた、信用評価

が一貫していること、そして貸出金が取締役会の決定した与信方針に従って実行されていることを確認してい

る。また、すべての主要な個別コミットメントにおけるリスクを識別し、与信組織の他の分野に支援及び助言を行

う責任がある。

中央リスク管理部門は、当行グループのすべての重要なリスクを識別、測定、分析及び報告する役割を担ってい

る。中央リスク管理部門は、リスク及びリスク管理が当行の低いリスク許容度に従っており、危機的状況において

上級経営陣がリスク管理基準として用いるための信頼性の高い情報を有しているかを監視している。中央リスク

管理部門はまた、各事業分野及び子会社における現地のリスク管理部門の機能面での責任を有しており、リスク

が効果的かつ一貫して評価され、当行の上級経営陣にリスク管理の現状に関する定期的な報告書及び分析が提出

されるようにしている。

4．資本計画

上述のこれら３つの要素の取組みにもかかわらず、ハンデルスバンケンが深刻な損失を被った場合、極端な事

象の発生後であっても、ハンデルスバンケンは確実に存続できるだけの資本を保有している。資本計画は、規制資

本の要件に観点を置いたものに、経済資本の算定及びストレス・テストを合わせた資本状況の評価に基づくもの

である。ストレス・テストは将来において、常に、十分な資本を確保しておくために準備し、実行するための対策

を識別するためのものである。

中央財務部門は、正式なリスク組織とは別に、当行グループが十分な流動性を常に確保することに責任を持ち、

迅速に必要とされる流動性を高めるための準備を整えている。中央財務部門はまた、当行の流動性準備金に対す

る責任も有している。流動性報告書は、日次で最高財務責任者に対して発行され、定期的に当行グループの最高経
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営責任者及び取締役会に対して発行される。

さらに業務は、中央、事業分野及び子会社レベルのコンプライアンス部門によってレビューされ、内部及び外部

監査人にレビューされる。

ハンデルスバンケンのリスク管理活動は時の流れに耐えるものであるが、その有効性は当行が長期にわたって

競合他社よりも貸倒損失が少なく、財政状態が安定しているという事実で示されている。

信用リスク

信用リスクは、当行の取引相手が契約上の義務を履行することができないために当行が経済的損失に直面する

リスクであると定義されている。

ハンデルスバンケンの与信プロセスは、現地における分散型の組織が高度な与信決定を確実に行えるようにす

るという理念に基づいている。当行は、顧客の通常契約における取引銀行及び支店となることを目的としており、

そうなることによって、各顧客への理解を深めるとともに顧客の財務状態の全体像を継続的に更新することにつ

ながる。

当行の分散型の組織において、支店は、顧客に対する全面的な与信責任を負っている。顧客及び与信責任は、支

店のマネージャーまたは当該マネージャーに命じられた支店の従業員にある。支店のほとんどのスタッフには、

担当顧客に対する与信を決定するための個別の決定限度額が設定されている。それらの与信限度額を上回る与信

ニーズが存在する場合には、地方及び中央での決定に委ねられる。そうしたニーズに関する決定には、それぞれ与

信に関する専門的知識が必要となる。スタッフは、自らが決定権を有する水準に関して、また、より上位者の決定

に委ねられる与信水準に関しても、与信を拒否する権限を有している。中央与信部門で準備が進められた案件の

場合、最大与信限度額は、取締役会の与信委員会で決定されるか、あるいは取締役会全体で決定される。但し、支店

のマネージャーの推薦がなければ、当行において与信申請が処理されることはない。

与信決定手続きについては、以下の図で説明している。この図はまた、様々な決定水準における決定及び金額の

割合を示している。

分散化はまた、与信決定の基礎を形成する文書が常に与信責任を有する支店で作成されることを意味するが、

これは最終決定が支店、地域レベル、取締役会の与信委員会、あるいは取締役会によってなされるか否かにかかわ

らない。与信決定の文書化には、借り手に関する一般情報及び財務情報、並びに返済能力の評価、担保、貸出金及び

与信条件の評価が含まれる。貸付総額が3百万クローネを超える(あるいは、個人向け住宅ローンに関しては6百万

クローネ、住宅用不動産に関する住宅協同組合に対する貸付については12百万クローネを超える)借り手につい

ては、与信限度額に照らして与信決定が行われる。

承認された与信限度額は、最長1年間にわたって有効である。限度額の延長は、新規貸付と同じ方法で文書を作

成し、同じ決定手続きを経た後に行われる。

ハンデルスバンケンの分散化された組織においては、与信及び限度額の大部分の決定が個々の支店において行

われているため、高度な与信決定を確実に行うための適切なレビュー・プロセスが重要となる。支店のマネー

ジャーは、スタッフが下した決定が適切であるか調査し、地域の与信部門は、支店のマネージャーが下した決定の

妥当性について調査する。このような妥当性のレビューは、信用の質が維持され、与信に関する決定が良質な与信

判断及び健全なビジネス・アプローチを示すという当行の基準に、当行の与信方針及び内部インストラクション

が、確実に準拠するようにすることを目的としている。当行では、与信決定に関してもより高水準での同様の調査

が行われている。地方の与信委員会及び地方銀行の取締役会が付与した与信については、中央与信部門によって

調査が行われる。中央与信部門ではまた、当行の取締役会又は与信委員会が決定した与信についても調査を行う。

ハンデルスバンケンの顧客選択は、大規模市場銀行よりもむしろ、質の高い借り手を選択している。より高い取

引高を追求して、又はより高い収益性を達成するために質的要件が軽視されたことはない。当行はまた、対処する

のが困難な複雑な顧客の集合体である場合や複雑な取引が行われる場合、融資に参画しない。
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また、現地の支店における顧客との緊密なコンタクトにより、支店は即座に問題を識別し、その問題に対する措

置を講じることが可能になる。このことは、多くの場合、当行がより中央集約化された不良債権管理を行うよりも

早く、措置を講じることを可能にすることを意味している。支店はまた、与信決定に関する財務上の全責任を負っ

ているため、顧客が返済困難に陥っている場合に発生する問題に対処することが可能で、また支店が貸倒損失を

負担することになる。支店は、必要に応じて、地域本部及び中央部門からの支援を受けることになる。当行の対応

方法として、信用リスクに関連する取引を行うすべての従業員は、それらのリスクに対する堅実かつ系統立った

アプローチを利用できることを意味する。当該アプローチは、当行の行風の重要な一部を形成している。

リスク格付制度

ハンデルスバンケンのリスク格付制度は、当行の信用リスクの分類及び定量化を支援するための数多くの様々

な制度、手法、プロセス及び手順より構成されている。

ハンデルスバンケンの内部格付制度は、すべての業務における信用リスクを信頼性及び一貫性をもって測定す

るために使用される。リスク格付は、当行の内部格付に基づいて行われ、当行の内部格付は各取引相手の返済能力

の評価に基づいている。格付は、財務逼迫リスク及びそれらの逼迫に対する耐久力を評価することによって決定

されている。手法及び分類は、当行が数十年間にわたって適用している格付モデルに基づいて決定されている。

内部格付は、当行のモデルの中でバーゼルⅡ規定に基づいた自己資本比率(IRBアプローチ)を算定するための

最も重要な要素である。格付は動的なものであり、取引相手の返済能力に変更の兆候がある場合には、再評価が行

われる。当該格付はまた、規制上明記されているとおり、定期的に見直される。当該格付は、主に与信を担当する人

物によって割り当てられ、その後は独立した機関によって検証される。

ハンデルスバンケンの与信プロセス及び決定水準

リスク分類方法

当行は、信用リスクを定量化するために、デフォルト確率(以下「PD」という。) 、当行のデフォルト時エクス

ポージャー (以下「EAD」という。) 及び、デフォルト時に当行が失う貸出金の割合 (デフォルト時損失率、以下

「LGD」という。) を算定している。デフォルトは、取引相手が90日間支払いを行わないか、あるいは取引相手が契

約上合意した条件で支払いを行うことが出来ない(例えば、破産が宣言される等)との評価が行われた場合と定義

されている。
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PD値はパーセントで表され、例えば、PD値が0.5％である場合は、PD値が同一である200人に1人の借り手が、1年

以内に債務不履行に陥ると予想されることを意味する。多くの場合、エクスポージャーに対する担保が徴求され

ているため、債務不履行は、必ずしも当行に損失が発生することを意味しているわけではない。あるいは、取引相

手が将来のある時点において、支払いが不可能であることを意味しているわけでもない。

法人及び機関に対するエクスポージャーに関しては、取引相手別に設定された内部格付が直接10段階のリスク

区分に転換されている (リスク区分10は、デフォルトに陥った取引相手を意味する。) 。各リスク区分に対して一

定の平均的なPDが算定される。大企業及び機関に対するエクスポージャーに関しては、LGDとしてスウェーデン金

融監督庁の規定する規則によって規定された標準値が適用されている。ここで使用される標準値は、各エクス

ポージャーに対して提供された担保によって決定されている。

リテール・エクスポージャーのリスク区分もまた、すべての与信顧客に割り当てられた内部格付に基づいてい

る。当該格付は、法人エクスポージャーのようにリスク格付に直接変換されるわけではない。その代わりに様々な

エクスポージャーが特定の要因に基づいて数多くのより小規模なグループに分類される。それらの要因には、与

信の種類、取引相手の不払記録及び複数の借り手かどうかが含まれる。平均的なデフォルト確率は、各小規模グ

ループについて算定され、これに基づき、グループ毎に10段階のリスク区分のいずれかに分類される。個人及び小

規模企業に対するエクスポージャーの算定には、それぞれ異なるモデルが使用される(リテール・エクスポー

ジャーのカテゴリーにおいても区分別に分類されているとおり)が、原則は同じである。

リテール・エクスポージャー並びに中規模企業、不動産会社及び住宅協同組合に対するエクスポージャーにつ

いては、当行自身の損失実績に基づいてLGDが決定される。スウェーデンの不動産担保が付されているリテール・

エクスポージャー並びに中規模企業、不動産会社及び住宅協同組合に対する不動産エクスポージャーは、当該エ

クスポージャーの不動産価値に対する融資比率(LTV比率)に応じて、異なる値が適用される。その他のエクスポー

ジャーについては、LGD値は担保、商品及び類似する要因の存在及び価値によって変動する要因に基づいて決定さ

れる。

エクスポージャーの各区分に関して、9つのリスク区分(債務不履行に陥っていない取引相手又は契約を参照す

る)のそれぞれについて平均デフォルト確率(以下「PD」という。)が算定されている。デフォルト確率は、エクス

ポージャーの異なるタイプ毎の過去の債務不履行比率に基づいて決定される。その後、余裕安全率及び景気循環

調整要因を考慮することによって、平均PDが調整される。余裕安全率は、デフォルト確率を過小評価しないように

することを意図したものである。景気循環調整要因は、各区分別に測定されたデフォルト確率が景気によって変

動する見込みがあることを考慮している。したがって、算定期において、当行の借り手が景気循環のどこに位置す

るかについて調整する必要がある。これは、リスク加重において使用しなければならない長期デフォルト確率を

反映するためである。景気循環調整は1985年から2012年までの当行の内部実績に基づいているが、これらのみで

なく、より長期にわたるリスク・クラス別の平均実績の算定に必要な情報が入手可能である。

ハンデルスバンケンの景気循環調整手法は、各リスク区分レベルでPDにおける景気循環の変動を一定に保つこ

とを意図している。このことは、リスク・クラス別のPDが一定の期間にわたってより不安定でなくなり、堅調な景

気循環の際にも変更された格付けを付されているカウンター・パーティに関連して、カウンター・パーティ及び

ポートフォリオ・レベルのPDは変化することを意味している。但し、ハンデルスバンケンのカウンター・パー

ティの内部格付は、長期にわたっており、カウンター・パーティ及びポートフォリオ・レベルのPDが通常の景気

循環において安定していると予想されることを意味している。

LGDを算定する際に、リスク測定は、経済的に不利な状況における損失割合(景気後退期を勘案したLGDとして知

られている)を反映しなければならない。不動産担保の場合、この景気後退期を勘案したLGDは1990年代初頭の不

動産危機によって生じた損失に基づいて算定されている。リテール・エクスポージャーに関する、その他の担保

については、このLGDはPD及び商品の種類によって、要因ごとの下降状況に応じて調整される。先進的IRBアプロー

チにおける法人エクスポージャーに関しては、LGDは下降に対して調整されるため、1991年から92年にかけての当
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行の損失は、粗利益を加味したリスク加重を用いて説明することができる。

デフォルト時エクスポージャー(EAD)が算定される場合、既存のエクスポージャーに対して一定の調整が行わ

れる。これは、主に当行が積極的に措置を講じないとエクスポージャーが増加する可能性のある、様々な種類のコ

ミットメントに対して適用される。例えば、顧客が将来において一定金額まで借入れを行うことを当行との間で

合意しているローン・コミットメントやリボルビング・クレジット等である。このようなコミットメントは、十

分な資本によってカバーされなければならない信用リスクに含まれる。一般的にこのことは、付与された与信枠

について、未使用の与信枠が一定の換算計数(以下「CF」という。) を用いて調整されることを意味する。法人エ

クスポージャー及び機関エクスポージャーに関する特定の商品カテゴリーについて、換算計数（CF）は規制に

よって決定されるが、リテール・エクスポージャー及び中規模企業、不動産会社及び住宅協同組合の特定の商品

カテゴリーに関しては、当行は独自に算定した換算計数を用いる。ここでは主に換算計数について言及している

が、その他の要因も関連する可能性がある。

リスク(PD、EAD、LGD)の測定は、自己資本比率の計算だけでなく、個々の取引における資本費用及び経済資本(以

下「EC」という。) の算定にも用いられる。通常よりも高いリスクを伴うと評価される新規与信については、価格

にかかわらず、また担保の有無にかかわらず却下される。こうした手法を使用することで、当行の過去の損失がリ

スク計算及び所要自己資本に直接影響を与え、それが当行については、バーゼルⅠに比べ、バーゼルⅡ規制におい

て好ましい結果をもたらしている。

法人、機関及びリテール・エクスポージャーに関する数値は、債券とその他の利付証券、並びに貸出金、デリバ

ティブ及びその他の商品それぞれについて、エクスポージャーがどのように分布しているかを示している。これ

らの図は、債務不履行になった与信を除いた取引相手毎のエクスポージャー(EAD)が、どのPDレンジに分布してい

るかを示している。また、一定のPDレンジ内において、貸出金、利付証券、デリバティブ及びその他の種類の商品の

間でエクスポージャーがどのように分布しているかが示されている。例えば、その他の商品は、保証及び貸出金コ

ミットメントである。使用されるPD値は、自己資本規制に適用される値である。このことは、景気調整の形態にお

ける余裕安全率とPD値における安全調整はいずれも経済資本の計算に含まれることを意味する。すなわち、PD値

が示唆する損失水準は保守的に見積られていることを意味している。
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担保

ハンデルスバンケンが特定の顧客の信用リスクを評価する場合、まずは借り手の返済能力から評価が行われ

る。当行の与信方針によれば、返済能力が低ければ良質な担保の差し入れがあったとしても、それで補われること

はない。但し、借り手が返済義務を履行できない場合、当行の損失は担保によって大幅に削減される可能性があ

る。したがって、通常、与信は適切に担保されていなければならない。

無担保の与信は、主に非常に健全な返済能力を有する顧客に対して実行される。これらの場合には、通常、特別

な貸付条件が策定され、借り手の返済能力が悪化するか、又は違反が認められた場合に、当行に再交渉又は契約を

終了する権利が与えられる。

通常、借り手が深刻な返済困難に直面しない限り担保は実行されないため、担保価値の評価は、支払不能に関す

る、不利な状況における早急な売却の際の担保の予想価値に基づいて行われる。特定の資産の価値は、強制売却に

つながるような支払不能状況において、大幅に変動する可能性がある。

金融機関に対する貸付の大部分は、リバース・レポにより構成されている。リバース・レポは買戻取引で、当行

はリバース・レポに基づいて確定利付証券又は株式を特別契約(証券を特定の日に特定の価格で売り手に再売却

される契約)で購入する。ハンデルスバンケンは、リバース・レポを担保付貸付とみなしている。

特別な状況において、当行は、信用リスクをヘッジするためにクレジット・デリバティブ又は金融保証を購入

する場合があるが、これは当行の通常の貸付プロセスの一環ではない。

残高に対する信用リスク・エクスポージャー、担保

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

住宅用不動産
1

961,955 905,610 
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その他の不動産 240,895 210,943 

ソブリン、地方自治体及び県域自治体 339,171 465,047 

保証 18,698 17,191 

金融担保 89,458 73,374

資産担保 20,115 20,869

その他の担保 57,798 59,882 

無担保 287,854 342,666 

残高に対する信用リスク・エクスポージャー合計 2,015,944 2,095,582 

1
住宅協同組合を含む。

一般顧客への貸出金、担保

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

住宅用不動産
1

961,955 905,610 

その他の不動産 240,895 210,943 

ソブリン、地方自治体及び県域自治体 81,404 61,170 

保証 18,639 17,027 

金融担保 26,328 10,234

資産担保 20,114 20,869

その他の担保 57,798 59,882

無担保 273,346 305,393 

一般顧客への貸出金 1,680,479 1,591,128 

1
住宅協同組合を含む。

ポートフォリオの内訳

当行の信用ポートフォリオは、貸借対照表項目のカテゴリーに基づいて、本セクションに表示されている。2012

年の第3の柱の冊子の26ページ（訳注：ハンデルスバンケンの2012年のアニュアルレポート原文の項目名であ

り、当該項目は本書には含まれていない。）の信用リスクに関する資本要件のセクションでは、信用ポートフォリ

オは自己資本規制に基づいて表示されている。

貸借対照表情報(貸借対照表では信用リスク・エクスポージャーは一般顧客への貸出金/金融機関への貸出金

及び商品種類別のオフ・バランスシート項目の形態で貸借対照表項目に分類される)とは異なり、所要自己資本

目的での信用エクスポージャーは、各計算手法別に規制に明記されているエクスポージャー区分に分類される。

エクスポージャーは、オン・バランスシート及びオフ・バランスシート上の項目の合計を意味している。

信用リスク・エクスポージャー

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

一般顧客への貸出金
1 1,680,479 1,591,128 

うち、リバース・レポ 33,799 13,669 
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金融機関への貸出金 89,511 106,823

うち、リバース・レポ 59,241 60,585

付与された当座貸越枠の未使用部分 132,534 152,392 

付与された貸出金コミットメント 239,774 254,415 

その他コミットメント 20,779 9,035 

保証、与信 10,723 17,161 

保証、その他 39,913 42,657 

信用状 30,164 36,712 

デリバティブ
2 110,850 142,074 

財務省証券及びその他の適格証券 48,906 43,971 

債券及びその他の確定利付証券 68,354 60,231 

合計 2,471,987 2,456,599 

金額には中央銀行に対する残高は含まれていない。

1
この金額のうち、4,078(4,945)百万クローネは、当初認識時に損益計算書を通じて公正価値で評価するものと

して分類されていた貸出金である。

2
正の市場価値の合計を表す。法的に有効なネッティング契約を含むエクスポージャーは、30,422(37,588)百万

クローネである。

地理的分布

2012年 貸出金 オフ・バランスシート・コミットメント

百万スウェーデン・クロー

ネ 一般顧客 金融機関

デリバ

ティブ 投資 保証 その他 合計

スウェーデン 1,169,937 33,297 110,726 99,942 23,486 273,379 1,710,767

ノルウェー 204,473 32 2 - 7,728 40,176 252,411

フィンランド 88,247 304 116 - 4,543 23,306 116,516

デンマーク 65,200 51 121 27 2,137 19,628 87,164

英国 112,871 339 -942 0 3,763 24,207 140,238

ドイツ 7,136 243 20 - 3,051 7,600 18,050

ポーランド 2,573 86 1 - 719 190 3,569

オランダ 13,261 3 - - 656 5,601 19,521

その他諸国 16,781 55,156 806 17,291 4,553 29,164 123,751

合計 1,680,479 89,511 110,850 117,260 50,636 423,251 2,471,987

地理的分布

2011年 貸出金 オフ・バランスシート・コミットメント

百万スウェーデン・クロー

ネ 一般顧客 金融機関

デリバ

ティブ 投資 保証 その他 合計
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スウェーデン 1,129,954 43,662 141,545 93,557 32,245 307,997 1,748,960

ノルウェー 184,565 199 36 - 6,892 35,517 227,209

フィンランド 79,720 411 301 - 7,281 23,788 111,501

デンマーク 59,769 159 114 63 2,270 22,999 85,374

英国 92,621 165 -606 0 2,560 20,507 115,247

ドイツ 7,764 426 21 - 3,878 7,650 19,739

ポーランド 1,942 180 4 - 567 167 2,860

オランダ 11,921 64 0 - 100 3,346 15,431

その他諸国 22,872 61,557 659 10,582 4,025 30,583 130,278

合計 1,591,128 106,823 142,074 104,202 59,818 452,554 2,456,599

一般顧客への貸出金、セクター別 2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ

貸出金(引当

金控除前)

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金

貸出金(引当金

控除後)

貸出金(引当金

控除前)

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金

貸出金(引当金

控除後)

個人 743,454 -852 742,602 713,137 -820 712,317

うち住宅抵当ローン 607,163 -44 607,119 581,659 -30 581,629

うちその他の貸出金(不動産抵当付) 67,031 -115 66,916 64,122 -100 64,022

うちその他の貸出金(個人) 69,260 -693 68,567 67,356 -690 66,666

住宅協同組合 129,131 -17 129,114 123,847 -4 123,843

うち住宅ローン 105,421 -4 105,417 109,334 -4 109,330

不動産管理 436,694 -365 436,329 396,961 -410 396,551

製造 45,170 -473 44,697 49,221 -497 48,724

リテール 33,646 -441 33,205 35,693 -305 35,388

ホテル及びレストラン 8,234 -36 8,198 7,201 -120 7,081

海運 17,839 -406 17,433 18,356 -202 18,154

その他運輸及び通信 32,406 -182 32,224 37,374 -178 37,196

建設 13,395 -106 13,289 12,371 -170 12,201

電気、ガス及び水道 23,965 -25 23,940 22,091 -15 22,076

農業、狩猟業及び林業 8,917 -15 8,902 7,331 -20 7,311

その他サービス 25,558 -213 25,345 24,398 -60 24,338

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュア

ルファンド等 89,219 -601 88,618 85,998 -702 85,296

ソブリン及び地方自治体 36,711 - 36,711 21,654 - 21,654

その他法人貸付 40,268 -108 40,160 39,656 -292 39,364

一般顧客への貸出金合計(集合的引当金控除

前) 1,684,607 -3,840 1,680,7671,595,289 -3,795 1,591,494

集合的引当金 -288 -366

一般顧客への貸出金合計 1,684,607 1,680,479 1,591,128
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信用リスクの集中

ハンデルスバンケンの支店は、健全な信用力を有する優良顧客と長期的な関係を築くことに重点をおいてい

る。支店は優良顧客を見出した場合、その顧客が属するセクターに対する当行全体のエクスポージャーの大きさ

に関わらず、この顧客と取引を行うことができる。したがって、当行は与信枠を付与するに当たって、比較的大き

なエクスポージャーがある個別セクターに対してあらかじめ決められた制限を設けていない。当行は様々な事業

セクター、地域及び個別に大きなエクスポージャーに対して、継続的にリスクの集中を監視し、算定を行ってい

る。リスクの集中は当行の信用リスクに対する経済資本の算定において、また、自己資本比率の評価において実施

されるストレス・テストにおいて特定される。これにより、ハンデルスバンケンは、リスクの集中を考慮して十分

な資本を確保することができるようになる。リスクの集中が過剰であると判断される場合には、当行は様々なリ

スク軽減策を用いてリスクを軽減する機会及び能力がある。　

住宅ローン及び住宅協同組合への貸付に加え、ハンデルスバンケンは不動産部門に関してかなりの貸付業務を

行っている(437十億クローネ)。ここでの不動産管理部門とは、信用目的で「不動産会社」として評価されている

すべての会社を指す。他の業界で事業を行っている企業グループの不動産管理子会社が、当該企業グループの事

業不動産を管理することは一般的に行われているが、そうした不動産会社もここでは不動産部門に属していると

みなされる。但し、そうした場合に存在する信用リスクは、不動産関連のリスクのみではない。

不動産貸付の大部分は、借り手のキャッシュ・フローが堅調であり、信用力が非常に高い、国有の不動産会社、

地方自治体所有の住宅会社及びその他の住宅関連会社である。したがって、不動産部門への貸付の大部分は、デ

フォルト確率が非常に低く、LTVの低い会社に対する貸付である。当行の不動産セクターに対するエクスポー

ジャーは、以下の表に明記されている。

当行において正常リスクを示すリスク区分5よりも低い格付の取引相手に対するエクスポージャーは非常に低

いものになっている。スウェーデンにおける不動産貸付全体の96(96)％は、リスク・クラス5以上の水準となって

いる。英国、デンマーク、ノルウェー及びフィンランドにおける不動産貸付に関する数値は、それぞれ94(95)％、

91(88)％、95(95)％及び99(99)％となっている。リスク区分が正常よりも低い水準にある取引相手に関しては、大

半がリスク区分6又は7に属しており、ごく一部がより高いリスク区分である8及び9に属している。

ここ数年でハンデルスバンケンは、計画的に支店網を拡充したことにより、英国において与信額の増加につな

がった。この増加の大半は、不動産関連の与信業務によるものである。これは、英国の不動産市場が業績不振だっ

た期間に発生したものである。経済不振に陥っている場合には、厳格な与信方針により、潜在的な問題をより簡単

に特定できるため、信用力の評価を容易に行うことができる。支店網の拡充にあたり、ハンデルスバンケンは、返

済能力及び担保の質に関する評価において、その他の拠点市場と同じ厳密な要件を設けていた。その結果、良質な

リスク区分に属する顧客を取り込むことにつながり、貸倒実績率も他の国内市場と同程度の水準となっている。

一般顧客への貸出金の内訳－不動産管理 2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ

貸出金(引当

金控除前)

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金

貸出金(引当金

控除後)

貸出金(引当

金控除前)

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金

貸出金(引当金

控除後)

スウェーデンにおける貸出金

国有不動産会社 9,213 9,213 11,808 - 11,808

地方自治体が所有する不動産会社 14,468 14,468 15,566 - 15,566

住宅用不動産会社 72,894 -13 72,881 65,556 -12 65,544

うち住宅ローン 52,759 -3 52,756 46,404 -2 46,402

その他の不動産管理 145,066 -129 144,937 130,250 -127 130,123

うち住宅ローン 61,097 -5 61,092 58,036 -8 58,028
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スウェーデンにおける貸出合計 241,641 -142 241,499 223,180 -139 223,041

スウェーデン国外における貸出金

デンマーク 10,623 -96 10,527 9,408 -48 9,360

フィンランド 19,481 -10 19,471 18,718 - 18,718

ノルウェー 80,549 -74 80,475 74,615 -73 74,542

英国 69,699 -20 69,679 56,953 -127 56,826

その他諸国 14,701 -23 14,678 14,087 -23 14,064

スウェーデン国外における貸出合計 195,053 -223 194,830 173,781 -271 173,510

貸出金合計－不動産管理 436,694 -365 436,329 396,961 -410 396,551

内訳

一般顧客への貸出金

－不動産管理担保 2012年 2011年

百万スウェーデン・

クローネ 合計

国及び地方自治体が

所有する企業/国及び

地方自治体によって

保証されている不動

産貸付

集合住宅/

住宅用

不動産

商業用不動

産及びその

他の担保 合計

国及び地方自治体が

所有する企業/国及び

地方自治体によって

保証されている不動

産貸付

集合住宅/

住宅用

不動産

商業用不動

産及びその

他の担保

スウェーデン 241,641 25,252 80,983 135,406 223,180 29,585 74,978 118,617

ノルウェー 80,549 24 17,146 63,379 74,615 26 13,177 61,412

フィンランド 19,481 6,624 2,492 10,365 18,718 6,256 2,432 10,030

デンマーク 10,623 1 5,368 5,254 9,408 - 3,905 5,503

英国 69,699 9 29,339 40,351 56,953 - 23,239 33,714

その他諸国 14,701 694 1,801 12,206 14,087 - 580 13,507

合計 436,694 32,604 137,129 266,961 396,961 35,867 118,311 242,783

内訳－一般顧客への貸出金－不動産管理、リスク区分及び国、2012年

百万スウェーデン・クローネ

リスク区分

スウェー

デン ノルウェー

フィン

ランド デンマーク 英国 その他諸国 合計 ％

合計に占める

割合、％

1 20,059 1,218 3,125 3 1,027 882 26,314 6.03 6

2 71,341 17,202 8,156 545 11,856 6,165 115,265 26.39 32

3 88,330 34,650 6,119 3,650 31,319 6,105 170,173 38.97 71

4 37,792 18,761 1,351 4,015 14,745 855 77,519 17.75 89

5 16,651 4,870 523 1,412 6,491 331 30,278 6.93 96

6 4,663 2,018 84 263 1,883 260 9,171 2.10 98

7 1,864 1,185 90 169 1,265 17 4,590 1.05 99

8 328 109 9 233 121 16 816 0.19 99

9 171 67 7 1 37 - 283 0.07 99
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債務不履行 442 469 17 332 954 71 2,285 0.52 100

合計 241,641 80,549 19,481 10,623 69,698 14,702 436,694 100

内訳－一般顧客への貸出金－不動産管理、リスク区分及び国、2011年

百万スウェーデン・クローネ

リスク区分

スウェー

デン ノルウェー

フィン

ランド デンマーク 英国 その他諸国 合計 ％

合計に占める

割合、％

1 18,912 1,109 2,292 17 523 567 23,420 5.90 6

2 58,279 16,744 6,620 272 7,512 6,777 96,204 24.23 30

3 80,422 32,228 7,175 2,811 25,377 5,698 153,711 38.72 69

4 37,591 15,615 1,803 3,498 13,670 308 72,485 18.26 87

5 18,426 5,482 674 1,722 7,173 334 33,811 8.52 96

6 5,481 1,595 27 248 998 300 8,649 2.18 98

7 2,925 1,034 53 191 807 5 5,015 1.26 99

8 396 343 10 119 104 12 984 0.25 99

9 230 21 - 52 97 - 400 0.10 99

債務不履行 518 444 64 478 692 86 2,282 0.57 100

合計 223,180 74,615 18,718 9,408 56,953 14,087 396,961 100

内訳－一般顧客への貸出金－不動産管理、リスク区分及び担保の種類、2012年

百万スウェーデン・クローネ

エクスポージャー 担保

リスク区分
集合住宅/

住宅用不動産 商業用不動産

政府又は地方自

治体からの保証 その他の担保 無担保

1 26,314 13,815 5,590 3,406 555 2,948

2 115,265 35,677 50,046 6,772 968 21,802

3 170,173 56,803 84,866 3,934 5,198 19,372

4 77,519 22,030 43,577 619 4,963 6,330

5 30,278 10,483 13,538 348 3,195 2,714

6 9,171 2,829 4,343 25 681 1,293

7 4,590 1,586 2,108 16 157 723

8 816 339 396 2 9 70

9 283 54 162 0 43 24

債務不履行 2,285 846 745 8 68 618

合計 436,694 144,462 205,371 15,130 15,837 55,894

内訳－一般顧客への貸出金－不動産管理、リスク区分及び担保の種類、2011年

百万スウェーデン・クローネ

エクスポージャー 担保

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

171/881



リスク区分

集合住宅/

住宅用不動産 商業用不動産

政府又は地方自

治体からの保証 その他の担保 無担保

1 23,420 11,566 5,343 3,180 497 2,834

2 96,204 25,449 39,066 7,664 826 23,199

3 153,711 48,558 70,837 4,957 6,043 23,316

4 72,485 20,790 37,830 924 5,271 7,670

5 33,811 11,639 16,979 438 1,577 3,178

6 8,649 2,787 2,866 26 466 2,504

7 5,015 1,936 2,193 50 180 656

8 984 450 426 0 3 105

9 400 175 134 4 3 84

債務不履行 2,282 859 913 3 98 409

合計 396,961 124,209 176,587 17,246 14,964 63,955

カウンターパーティ・リスク

カウンターパーティ・リスクは、当行が取引相手との間で先物、スワップ又はオプション、あるいは証券貸付関

連契約等の商品に関するデリバティブ契約を締結する場合に発生する。カウンターパーティ・リスクは、その契

約の市場価値によってエクスポージャーの規模が決まる場合には信用リスクとみなされる。その契約の価値が正

の値である場合、取引相手方の債務不履行は貸出金の場合と同様に当行の潜在的損失を意味する。

法定及び経済資本(EC)の双方を算定するに当たって、自己資本比率規制に明記されているエクスポージャー金

額に基づいて、カウンターパーティ・エクスポージャーが考慮される。これらの信用エクスポージャーは、信用リ

スクに対する法定資本及びECを算定する際、他の信用エクスポージャーと同じ方法で取り扱われる。デリバティ

ブに加え、自己資本比率規制は買戻取引及びエクイティ・ローンの双方をカウンターパーティ・リスクとして取

り扱う。ECを算定する場合、これらの取引は同じ方法で取り扱われる。当行は、自己資本の計算目的でカウンター

パーティ・リスクに関するエクスポージャー金額を計算する際に時価会計を適用している。

カウンターパーティ・エクスポージャーの規模は、通常の与信プロセスにおいて与信限度額を設定することに

よって制限されている。当該エクスポージャーの規模は、原資産の価格の変動により著しく変動する可能性があ

る。エクスポージャーが増加するリスクに備えるため、与信限度額を設定する際に該当するエクスポージャーの

価値に対して補完が行われる。これらの追加は、標準金額を用いて算定され、契約の種類及び満期までの期間に

よって変わる。当該エクスポージャーは日次で計算され、フォローアップされる。デリバティブのカウンターパー

ティ・リスクは、ネッティング契約を通じて軽減される。ネッティング契約では、同一取引相手とのすべてのデリ

バティブ取引において、正の値と負の値が相殺される。ハンデルスバンケンは、すべての銀行取引相手との間で

ネッティング契約を締結することを方針としている。ネッティング契約は、正味エクスポージャーに対して担保

の取決めを設定することで補完されており、これにより、信用リスクはさらに軽減されている。

これらの取引に対する担保は、主に現金であるが、国債も使用される。現金依存度が高いため、担保におけるリ

スクの集中は限定的である。当行が締結したごく僅かな担保契約の中には、ハンデルスバンケンの格付を基準に

担保額を設定する条件が含まれている。これらの条件は、外部業者により当行の格付が引き下げられた場合、対象

となる取引相手に対して当行が追加担保を提供しなければならないことを意味している。当年度末に当行の格付

は、AA-からA+に引き下げられたが、これは当行が追加担保として144 (153) 百万クローネを提供しなければなら

ないことを意味していた。

当行は、クレジット・デリバティブのポートフォリオ(クレジット・デフォルト・スワップ)を保有しており、

これらはトレーディング勘定として分類される。購入した保証の価値は、1.1(1.7)十億クローネで、売却した保証
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の価値は1(1.2)十億クローネであった。

バーゼルⅢ規制に従って、カウンターパーティ・リスクのエクスポージャーに対して新しい資本要件が適用さ

れる。資本要件は、カウンターパーティ・リスクのエクスポージャーにおけるカウンター・パーティの信用力(信

用評価調整、CVA)による価値変動リスクに基づいている。現行の規制に従って、銀行は債務不履行リスクに対する

資本を保有しているものの、評価調整リスクに対する資本を保有しているわけではない。スウェーデンにおいて、

これらの規制は、CRD Vとして知られているバーゼルⅢ規制の欧州での導入を通じて、導入される予定である。カ

ウンターパーティ・リスクの既存の構造に加え、CVAリスクを導入することにより、カウンターパーティ・リスク

に対する所要自己資本が約1.4十億クローネ増加することとなる。ハンデルスバンケンは、例えば、契約構造及び

担保構造の変更並びに清算機関の利用拡大を通じて、この影響を減少させようとしている。

支払リスク

取引における支払リスクは、有価証券の為替換算、支払又は引渡しにおけるコミットメントを遂行しているも

のの、同時に取引相手が当行に対するコミットメントを遂行したことを確認できない場合に発生する。リスク金

額は、支払取引の金額と同一である。支払リスクは、各顧客の与信限度額には含まれておらず、別の限度額によっ

てカバーされている。通常、支払リスクの限度額は、与信限度額と同時に承認される。ハンデルスバンケンでは、直

物取引における価格変動リスクは、支払リスクとして分類されるが、デリバティブ取引における価値変動リスク

は信用リスクとして分類される。

支払リスクに対する限度額を設定することは、ハンデルスバンケンの目的である継続的にリスクを制限する上

での重要な一部である。これには、支払リスクが存在する期間を短縮するための技術的なソリューションの開発

も含まれている。こうした努力をするに当たって、ハンデルスバンケンは様々な銀行部門の清算機関と協業を行

う。当行はまた、最強かつ最も信頼できると考えられる複数の銀行との協力体制を確立している。

ハンデルスバンケンはまた、為替取引において、CLS(Continuous Linked Settlement)等の清算のための協業に

参加しており、CLSは、カウンターパーティ・リスクを制限することによって為替取引の安定化を目指す世界的な

組織である。ハンデルスバンケンは、世界最大規模の外国為替銀行約60行のうちの一つであり、EBA(ユーロ銀行協

会)及びその支払制度のパートナー及び直接的なメンバーでもある。

デリバティブ契約におけるカウンターパーティ・リスク(潜在的な将来エクスポー

ジャーに関する標準的な補完を除く)

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

デリバティブ契約に関する正の市場価値総額 108,872 140,312

ネッティングによる相殺 78,450 102,723

相殺後のエクスポージャー 30,422 37,588

担保 11,843 14,384

デリバティブに関する正味信用エクスポージャー 18,579 23,204

デリバティブ契約におけるカウンターパーティ・リスク(潜

在的な将来エクスポージャーを含む)、2012年

百万スウェーデン・クローネ

現在の相殺後

のエクスポー

ジャー

潜在的な将来

エクスポー

ジャー

デリバティ

ブ/EADに関する

信用エクスポー

ジャー合計

リスク

加重金額

所要

自己資本

ソブリン・エクスポージャー 888 1,726 2,615 11 1

機関エクスポージャー 14,305 19,006 33,311 5,756 460
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法人エクスポージャー 15,142 4,601 19,743 6,101 488

その他 87 43 130 43 3

合計 30,422 25,376 55,799 11,911 952

デリバティブ契約におけるカウンターパーティ・リスク(潜

在的な将来エクスポージャーを含む)、2011年

百万スウェーデン・クローネ

現在の相殺後

のエクスポー

ジャー

潜在的な将来

エクスポー

ジャー

デリバティ

ブ/EADに関する

信用エクスポー

ジャー合計

リスク

加重金額

所要

自己資本

ソブリン・エクスポージャー 5,952 2,098 8,051 4 0

機関エクスポージャー 15,794 23,555 39,349 6,668 533

法人エクスポージャー 15,722 5,360 21,082 6,860 549

その他 120 126 245 184 15

合計 37,588 31,139 68,727 13,716 1,097

市場リスク

市場リスクは、金融市場における価格及びボラティリティの変動によって生じる。市場リスクは、金利リスク、

株価リスク、為替リスク及びコモディティ価格リスクに分類される。

ハンデルスバンケンは、市場リスクはごく限られたリスクだという見解を持っている。基本的に、銀行業務にお

ける市場リスクは、顧客の投資及びリスク管理ニーズを満たすことのみに関連したリスクであると捉えられてい

る。過去数年間に、当行は当行の貸借対照表上で市場リスクを低減するために積極的に働きかけてきた。その結果

の一つとして、公正価値で計上される金融項目に係る純損益によって生じた損益が以前に比べ大幅に少なくなっ

ている。

ハンデルスバンケンのようなユニバーサル・バンクでは、柔軟な資金調達が求められるようなサービスに対す

る顧客需要がある場合に市場リスクが発生する。当行はまた、既に貸付を行っている市場以外の市場において資

金調達を行うことにより、資金調達源を多様化することができ、資金調達の対象となる資産とは異なる満期を有

する資金を調達することもできる。中央財務部門はまた、当行が事業を行っている市場で混乱が起きた際に緊急

通知を行うことで流動性に転換できる流動性ポートフォリオの管理も行っている。当該ポートフォリオはまた、

日次清算業務における当行グループの支払を確実に行わせるとともに当行の流動性準備金の一部を形成してい

る。

市場リスクはまた、債券、為替、株式又はコモディティ市場に対するエクスポージャーを伴う金融商品の顧客需

要を満たすために発生する。この需要を満たすため、当行は一定のポジションを保有しておかなければならない。

例えば、当行が、金融商品の市場価格を形成するマーケット・メーカーとしての役割を果たす場合にこのような

状況になる。最後に、当行には大きな業務フローがあり、これによって当行はスケール・メリットを活用すること

が合理的に可能となっている。

当行の限度額制度は、市場に対するエクスポージャーの規模を制限している。市場リスクの測定方法及び限度

額は、取締役会が決定している。金利リスク、為替リスク及び流動性リスクに対する限度額は、当行グループの最

高経営責任者及び最高財務責任者から中央財務部門長に割り振られる。その後、中央財務部門長は、これらを各業

務部門へ割り振る。中央財務部門長は、金利リスク、為替リスク及び流動性リスク全般の管理責任を担っている。

当行グループの最高経営責任者及び最高財務責任者はまた、補完的リスク対策、限度額及び詳細にわたるガイド

ラインの策定を行う。補完的リスク限度額対策は、主に金融市場のボラティリティに対する総合的な感応度及び

通貨毎の流動性リスクを低減することを目的としている。これらの対策はまた、満期の観点から生じるリスクを

制限している。最高財務責任者、当行グループの最高経営責任者及び取締役会は、継続的に市場リスク及び限度額
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の活用状況に関する報告書を受領している。

当行の業務における市場リスクは、主に中央財務部門、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ及びハ

ンデルスバンケン・リヴにおいて生じており、それぞれ管理されている。保険会社であるハンデルスバンケン・

リヴにおける市場リスクは、別のセクションに記載されている。そのため、本セクションに記載されている市場リ

スクに関する情報は、ハンデルスバンケン・リヴを除くリスクについて言及している。

リスク測定

当行グループにおいて、市場リスクは複数の方法で測定されている。あらかじめ定義された価格及びボラティ

リティの変動によって生じる価値の変動を表す、様々な感応度測定が用いられている。ポジションに関連したリ

スク測定及び確率に基づくバリュー・アット・リスク・モデル(以下「VaR」という。) も用いられている。VaR

は、特定の保有期間にわたる一定の信頼度水準において、市場の変動によりリスク・ポジションに生じるス

ウェーデン・クローネの損失を示している。VaR手法は、様々なリスク・クラスを1つの方法で取り扱うことがで

きることを意味するものであり、そうすることによって、比較が可能になると同時に、累計して市場リスク合計を

算定することができる。

市場リスクに関する決定及び監視レベル

トレーディング勘定、ハン

デルスバンケン・キャピタ

ル・マーケッツ及び中央財

務部門のVaR 合計 株式 債券 通貨 コモディティ

百万スウェーデン・クロー

ネ

2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年

平均 15 22 2 4 15 23 3 5 1 2

最高 26 47 5 11 31 46 8 12 7 5

最低 7 8 0 2 8 8 1 1 0 1

当年度末 11 16 2 2 11 12 4 4 1 3

VaRで測定したハンデルスバンケンにおけるリスク

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ及び中央財務部門においてトレーディング勘定として分類さ

れているポートフォリオに関するVaRは、個別のリスク・クラス及びポートフォリオ・レベルで99％の信頼度に

て、保有期間を1日として算定される。

VaRはモデルによる仮定に基づいているため、当該モデルの有効性について継続的に検証することが重要であ

る。そのため、VaRはバック・テストを用いて、定期的に評価されている。これらのテストは損失が予想VaRを超過

した場合の日数を検証している。バック・テストは実際の結果と仮説に基づく結果の双方において実施される。

後者は、保有期間中にポートフォリオが変動しなかった場合の結果を測定する。
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99％の信頼度を有するVaRモデルは、毎年2，3回は、測定されたVaRよりも悪い結果が生じることを示唆してい

る。そうした回数が予想された回数を上回る場合、当該モデルが実際のリスクを過小評価しているというリスク

が存在する。2012年には、そうしたことが2回発生し、仮説に基づく結果の方がVaRよりも悪かった。これは、99％の

信頼度を有するVaRが示唆していることと一致している。

VaRモデルは、極端な市場変動に関連したリスクを常に特定できるわけではない。したがって、計算は、1994年か

ら2012年までの期間の金融市場において発生したすべての事象に基づくシナリオに対してポートフォリオのテ

ストが行われる場合、定期的なストレス・テストで補完される。これらのストレス・テストの結果は、定期的に当

行グループの最高経営責任者、最高財務責任者及び取締役会に報告される。

2012年のトレーディング勘定に関するVaR及び仮説に基づく結果、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッ

ツ及び中央財務部門

トレーディング勘定のストレス・テストにおける最悪の結果、

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ及び中央財務部門

百万スウェーデン・クローネ 2012年

平均 38

最高 70

最低 18

当年度末 28

金利リスク

金利リスクは、主としてハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ、中央財務部門及び貸付業務において

生じる。

貸付業務における金利リスクは、資金調達期間よりも貸付期間の一部が長期になることにより生じる。債券に

よる資金調達においてはその反対となることもある。すなわち、債券の固定金利期間が貸付(債券により資金調達

される)の固定期間よりも長い場合である。金利リスクは、主に金利スワップ契約によって、管理されている。一般

に金利リスク・エクスポージャーは、流動性の高い市場に存在する。

当行は、複数の方法を用いて金利リスクを測定している。様々なストレス・シナリオによって補完されるVaR及

びその他のリスク測定は、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツのポートフォリオ及び中央財務部門で

用いられる。定期的に測定され継続的に調査されるイールド・カーブ・ツイスト・リスクは、様々なイールド

カーブにおける仮定の変更によるリスクの変化を示すものである。例えば、金利オプションにおけるリスクの一

部である非線形金利リスクは、マトリクスであらかじめ定義されたストレス・シナリオを用いて測定され、限度

額が設定される。これは、金利リスクが基礎となる市場金利及びボラティリティの変動として測定されることを
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意味している。

その他の部門及び当行グループの累積金利リスクに関しては、金利リスクは、すべての金利が同時に平行移動

した場合の公正価値への影響として測定される。当年度末現在の当行の金利リスクの合計を、イールドカーブの

1％の上昇又は下落という平行移動があったとして測定した場合、最悪の結果では、-701(-707)百万クローネで

あった。当該リスクのほとんどは、スウェーデン・クローネを含む自国通貨のリスクで、米ドルの金利リスクを合

わせると金利リスク全体の99％(98％)を占めている。当該リスク測定には、市場価値によるもの、または市場価値

によらない利付項目の両方が含まれているため、貸借対照表及び損益計算書上の影響を評価するのは適切ではな

い。当該リスク測定は、当行が保有する株式を考慮しておらず、当行が変動金利水準に適応する機会を考慮してい

ない。

特定の金利リスクは、信用スプレッドの変動に対する感応度を用いて測定され、限度額が設定される。特定の金

利リスクは、異なる格付区分毎に測定され、限度額が設定され、信用スプレッド(すなわち、現在のポートフォリオ

の金利と満期が同一である国債の利回りとの差額)における+/-1ベーシス・ポイントの平行移動があった場合、

市場価値の変動に最悪の結果をもたらすものとして計算される。これは、取引相手別に実施される。当年度末にお

ける特定の金利リスク総額は、約8(7)百万クローネであった。

当行グループの資産及び負債に関する金利調

整期間、2012年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内 3－6ヶ月 6－12ヶ月 1－5年 5年超 合計

資産

貸出金 1,169,895 72,208 98,827 315,171 24,378 1,680,479

銀行及びその他の金融機関 324,508 1,171 95 279 - 326,053

債券等 17,561 2,898 955 73,202 8,383 102,999

資産合計 1,511,964 76,277 99,877 388,652 32,761 2,109,531

負債

預金 662,987 4,199 3,154 3,208 8,676 682,224

銀行及びその他の金融機関 172,723 5,399 766 146 5,066 184,100

発行済証券 410,652 106,050 116,130 457,898 81,862 1,172,592

その他負債 - 98 316 193 3,176 3,783

負債合計 1,246,362115,746 120,366 461,445 98,780 2,042,699

オフ・バランスシート項目 -207,011 -22,769 23,115 157,104 50,390 829

資産と負債の差額(オフ・バランスシート項

目を含む) 58,591 -62,238 2,626 84,311 -15,629 67,661

この表は、取引日基準で報告された2012年12月31日現在の当行グループの金利関連資産及び負債の金利更改期

間を示したものである。無利子資産及び負債は除かれている。

当行グループの資産及び負債に関する金利調

整期間、2011年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月未満 3－6ヶ月 6－12ヶ月 1－5年 5年超 合計

資産
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貸出金 1,139,004 68,984 64,711 288,507 29,990 1,591,196

銀行及びその他の金融機関 480,062 1,860 552 328 - 482,802

債券等 25,845 6,586 3,613 27,730 19,030 82,804

資産合計 1,644,911 77,430 68,876 316,565 49,020 2,156,802

負債

預金 717,601 3,673 1,957 1,648 8 724,887

銀行及びその他の金融機関 191,572 3,787 1,799 122 5,126 202,406

発行済証券 548,250 33,428 106,495 434,992 52,227 1,175,392

その他負債 198 1,689 176 13,937 1,383 17,383

負債合計 1,457,621 42,577 110,427 450,699 58,744 2,120,068

オフ・バランスシート項目 -149,235 -29,084 28,393 179,827 3,807 33,708

資産と負債の差額(オフ・バランスシート項

目を含む) 38,055 5,769 -13,158 45,693 -5,917 70,442

この表は、取引日基準で報告された2011年12月31日現在の当行グループの金利関連資産及び負債の金利更改期

間を示したものである。無利子資産及び負債は除かれている。

株価リスク

当行の株価リスクは、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツでの顧客との取引及び当行の株式ポート

フォリオにおいて生じている。

トレーディング勘定に内在する株価リスク

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツの株価リスクは、顧客との間で行った株価関連取引において生

じる。ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツは、仕組商品のマーケット・メーカーであり、線形及び非線

形双方の株価リスクが発生する。非線形株価リスクは、仕組商品に含まれているオプションを通じて生じる。顧客

ニーズを満たすために行われる自己ポジションの範囲は、当行の取締役会が設定した限度額によって制限されて

いる。当行は、マトリクスを用いてハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツの株価リスクを制限及び測定

している。この手法の利点は、非線形リスクを含む株価リスクを効果的に特定することである。VaR並びにその他

のリスク測定手法及びストレス・シナリオは、株価リスク測定の補完として使用される。補完的リスク対策には、

株式市場における配当金リスク、事象リスク及び一般的なボラティリティの変動に対する感応度リスクが含まれ

ている。

トレーディング勘定外の株価リスク

当行グループの保有株式の大半(96％)は、活発な市場に上場している市場価格で評価される株式より構成され

る。非上場株式は、評価モデルを用いて公正価値で測定される。評価モデルは、個々の株式に対して何が適切とみ

なされるかを基準にして選択される。契約で株式の売却可能価格が規定されている非上場株式については、事前

に決定された売却価格で持分が評価される。これは、例えば、株主総会で譲渡価格が決定される場合等である。

以下の表は、当年度末において基礎数値及びボラティリティの仮説による変動があった場合の当行のエクイ

ティ・ポジション合計におけるリスクを示したものである。
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株価リスク

百万スウェーデン・クローネ ボラティリティの変動

2012年 2011年

株価の変動 -25％ 0％ 25％ -25％ 0％ 25％

10％ 514 511 507 442 442 444

-10％ -525 -518 -509 -451 -429 -411

為替リスク

当行は、スウェーデン以外を拠点とする市場を有しており、他の複数の国において事業を行っている。したがっ

て、当行グループの勘定がスウェーデン・クローネで表示されていることによる構造上の為替エクスポージャー

が間接的に生じる。構造上のリスクは、可能な限り同一通貨で資産と負債のマッチングを行うことによって、最小

限に抑えられる。当行の資本に影響を与える為替リスクの変動については、130ページ(訳注：原文のページ数で

ある)の注記G41に記載されている。

当行の直接的な為替エクスポージャーは、国際為替市場における顧客主導の日中取引の結果として生じる。取

引は、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツで行われる。取締役会は、為替リスクに関してVaR限度額を

設定している。当年度末現在、VaRは2(3)百万クローネであった。通常の銀行業務においても顧客の支払フローの

一環として、また中央財務部門の資金調達業務において、ある程度の為替エクスポージャーが生じている。取締役

会は、これらのエクスポージャーに対して、ポジション限度額を割り当てている。当年度末現在、正味ポジション

累計額は、293(198)百万クローネであった。当行の為替リスクは、したがって、個別通貨又は通貨グループの傾向

に応じて変動するわけではない。これは、ポジションが非常に短期であり、顧客主導のフローの管理において生じ

ていることによるものである。為替リスク総額は、-18(-44)百万クローネであるが、これは当行のスウェーデン・

クローネの損益が5％の変動した場合における当行の収益に対する影響として測定された。個別通貨に対するス

ウェーデン・クローネの変動への感応度は、為替リスク総額を上回っていなかった。

コモディティ価格リスク

コモディティ関連商品のエクスポージャーは、国際コモディティ市場における顧客に基づく取引の結果として

発生する。コモディティ価格リスクは、当行の市場リスク全体のごく僅かな部分にすぎない。コモディティ取引

は、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツのみで行われている。線形及び非線形コモディティ・リスク

は双方とも、当行がさらされているすべてのコモディティに対するリスクの絶対的な合計として測定されてい

る。当年度末現在、コモディティ価格リスクは、-20(-26)百万クローネで、基礎となるコモディティの20％の価格

変動及びボラティリティの35％の変動に係る最大損失として測定されている。

為替感応度(各通貨に対してスウェーデン・クローネが+/-5％変動した場合の最悪の結

果)

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

デンマーク・クローネ 0 0

ユーロ -8 -14

英ポンド -3 -9

ノルウェー・クローネ -8 -5

米ドル -9 -9
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その他通貨 -24 -7

トレーディング勘定以外の株式エクスポージャー

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

売却可能に分類されるもの 5,205 4,343

　うち上場 4,176 3,388

　うち非上場 1,029 955

売却可能に分類されるもの 5,205 4,343

　うち事業関連 546 565

　うちその他の持分 4,659 3,778

期首現在における公正価値評価差額準備金 134 1,242

新規購入分と期末保有分から当年度中に生じた未実現損益の変動 661 -1,192

当年度中の売却及び決済による実現額 1 84

期末現在における公正価値評価差額準備金 796 134

Tier 2資本に含まれるもの 797 133

資金調達及び流動性リスク

流動性リスクは、支払期限が到来した際に、法外な費用又は損失を被らなければ、当行が支払義務を履行するこ

とができないリスクである。

資金調達戦略

ハンデルスバンケンは流動性リスクに関して低いリスク許容度を有しており、総額として、すべての通貨にお

いて流動性リスクを最小限に抑えるために積極的に取り組んでいる。こうした活動により、ハンデルスバンケン

は困難な状況においても、流動性への良好なアクセスを提供し、損益の変動を低水準に抑え、顧客の資金調達ニー

ズを満たす能力を提供することを目指している。これは、当行にとって重要なすべての通貨において、キャッシュ

・フローの流入及び流出をうまくマッチングさせると共に十分な流動性準備金を維持することによって達成さ

れる。こうすることによって、当行は、金融市場における混乱が長引いたとしても、中核事業において、長期にわ

たって損失を生じないようにすることができる。

この作業を開始するに当たっては、安定した資金源を用いて非流動資産の資金調達が行われている、調和のと

れた貸借対照表が必要となる。当該非流動資産は、個人及び法人に対する与信より構成され、これらの与信業務は

当行の中核事業を構成している。これらの資産の長期的に安定した資金調達は、スタッドフィポテックで発行さ

れたカバード・ボンド、ハンデルスバンケンで発行されたシニア債、劣後債及び株式より構成されている。中核業

務の一部は、個人及び法人への短期貸付であり、負債の部においては、個人及び法人に関する預金の一部が短期預

金となっている。但し、非流動資産は短期負債では資金調達されないという点が重要な点である。貸借対照表の残

りの部分は、流動資産及び短期負債より構成されている。短期市場での資金調達及び金融機関からの預金によっ

て、流動資産及び短期の満期を有する資産を提供している。さらに、顧客主導型取引を支援する取引(例えば他の

銀行とのデリバティブ取引及びレポ取引等)を通じて、さらに短期の資産及び負債が生じている。
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市場はハンデルスバンケンに多大な信頼を寄せており、ハンデルスバンケンの信用リスクは非常に低いと評価

されている。その根拠の一つが、当行の発行費用である。発行費用には信用リスクを伴うが、ハンデルスバンケン

はいわゆるCDSスプレッドがすべての欧州銀行の中で最も低い銀行の一つであり、他行に比べ資金調達コストが

最も安い銀行である。

様々な市場、通貨及び資金調達対象となる商品の形態において、異なる資金調達源から多様な資金調達を行う

ことは、資金調達戦略の重要な構成要素である。これにより、個々の市場又は資金調達源における重要な影響を軽

減している。当行は近年、長期的かつ国際的な資金調達をかなり拡大しており、例えば、ユーロ圏、英国、米国、アジ

ア及びオーストラリアにおいて大量の債券を発行している。最も重要な資金調達源は、個人及び法人からの預金

並びにカバード・ボンド及びシニア債である。短期的な資金調達は、主に、金融関連会社及び機関からの預金並び

に預金証書の発行である。中央財務部門は、以下のスウェーデン・クローネ建てカバード・ボンドの表に報告さ

れているプログラムの他に、中央財務部門が自由に使うことのできる市場での資金調達に関する様々な資金調達

プログラムを有している。債券及び証券は、これらのプログラムに基づき、当行及びスタッドフィポテックの名前

で発行されている。当該資金調達プログラムは、様々な通貨の条件、投資家数及び地理的分布における資金調達へ

の十分に多様化したアクセスを可能にしている。

健全な流動性管理の重要な一部は、金融市場の混乱時において利用可能な未使用担保を十分に確保することに

ある。したがって、当行は、信用格付及び流動性の高いカバード・ボンド及び証券を発行する際に、担保として利

用可能な抵当に入っていない十分な額の資産を確保する。さらに、当行の流動性を確保することに加え、当行のシ

ニアレンダーが、貸出金に対する担保を有している貸手、又はカバード・ボンドに投資している貸手よりも劣後

する可能性を制限している。したがって、当行はノン・カバード・ボンドとカバード・ボンドの発行において、健

全なバランスを達成することを目指している。スタッドフィポテックは、ほとんどの通貨でこれらを発行し、担保

プールはスウェーデン及びノルウェーにおいて利用可能である。多様化によって、当行がある特定の時期に最も

少ない費用の資金調達源を利用する機会を得たことにより、資金調達におけるコスト効率が改善されている。

担保資産及びカバード・ボンド

以下の表は、当行の資産を担保資産と担保に供されていない資産に分けて示したものである。

スタッドフィポテックのカバー・プールで構成されている担保資産のほとんどは、発行済カバード・ボンドの

担保として供された住宅抵当貸付より構成されている。当行はまた、当該プールに10％の任意のOC(超過担保、す

なわち発行済債券をカバーするために必要な担保に加えた追加資産)を加えている。この追加資産は、住宅抵当貸

付の価値が、更なる資産が必要な水準まで下落した場合は、住宅抵当貸付の価値と発行済債券の金額を一致させ

るために存在する。更なる資産を追加する要否を評価する場合、カバー・プールにおける住宅抵当貸付の融資比

率(以下「LTV」という。)が基本的に重要である。LTVが低ければ低いほど、当該プールにより多くの住宅抵当貸付

が必要になるリスクは低減される。スウェーデンのプールにおけるハンデルスバンケンの平均LTVは、非常に低

く、年度末において47％であった。これは、更なる住宅抵当貸付を当該プールに追加しなければならなくなる前

に、基礎となる不動産価格における大幅な下落を当該プールが管理できることを示している。

2012年の第3の柱の冊子の39ページ（訳注：ハンデルスバンケンの2012年のアニュアルレポート原文の項目名

であり、当該項目は本書には含まれていない。）の資産担保のセクションに示されているとおり、当行の投資家が

劣後水準を評価する際に、関連担保資産の金額は重要ではない。関連要因は、無担保資産の金額及び質であり、こ

れらがどの程度の無担保負債をカバーできるかどうかである。

ハンデルスバンケンのリスク負担に関するアプローチは非常に限定されたものであるが、それは無担保資産が

非常に高品質であることを意味している。ハンデルスバンケンはカバード・ボンドをバランスよく利用したいと

考えているため、抵当に入っていない住宅抵当貸付がかなりの額で存在している。以下の表に示されているとお

り、その他の貸付も当行の内部格付では非常にリスクが低いと評価されている。この表は、担保に付されていない
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資産の金額が、無担保資金調達残高の207％に相当することを示している。したがって、ハンデルスバンケンのカ

バード・ボンドの使用は、当行に対する無担保の貸手を危険にさらす水準には至らないと結論付けられている。

プライシング流動性リスク

流動性リスク管理の重要な部分は、生じる可能性のある流動性リスクを考慮して、預金及び貸付が内部的に価

格設定されていることである。例えば、当行が長期満期を有する貸出金を付与する場合、追加的な長期資金調達を

行うことが必要になる(より短期の資金調達より調達コストが高くなる)。これは、当行の長期債券を購入した投

資家が、利回りに加えて、満期までのより高額の補償を要求するためである。当行の価格設定においては、このこ

とを考慮しなければならない。そうすることによって、満期に応じて変動する当行の財務部門の貸出金に対して、

当行の内部部門が支払わなければならない価格が確かなものになる。内部的な価格設定は、適切なインセンティ

ブを創出し、それによって不健全なリスク負担を回避するために重要である。当行は、長い間、満期に基づく内部

的な価格設定を行ってきた。信用スプレッドが増加した結果、資金調達費用が増大しているにも関わらず、当行は

すでに2007年において、引き続き、長期債券を定期的に発行することを決定している。同時に、内部的な価格設定

システムが開発され、契約によって生じる可能性のある基礎的な流動性リスクに関して、契約レベルで価格を設

定し、適用される満期に関して市場価格で価格を設定することができるようになった。このシステムは、2010年に

全面的に導入された。

2007年から2012年までのITRAXXファイナンシャルズと比較したハンデルスバンケンの5年物CDSのスプレッド

ITRAXXファイナンシャルズは、欧州銀行及び保険部門における25の大手債券発行体のCDSスプレッドの指標と

なっており、会社の信用リスクを受け入れるために投資家が必要とする平均プレミアムについて記載している。

組織

完全に分散化された事業モデルでない場合には、すべての資金調達及び流動性リスク管理は中央財務部門へ集

約される。資金調達業務における基本的な条件は、市場リスク及び流動性リスクを制限することによって、収益の

長期的な安定成長を促進することである。これは、資金調達と貸付のキャッシュ・フローをマッチングさせるこ

とによって達成される。したがって、当行は資金調達における経済的なリスクを最小限に抑え、事業部門に対して

長期的に安定した金利の設定を行っている。さらにすべての流動性リスク限度額は、中央財務部門を通じて、各事
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業部へと伝達されている。

近年の金融危機を受けて、今後数年間でいくつかの新しい規制が施行される。当行は、これらの新規定に対応す

るために様々な変更を行ってきた。

これらの変更には、中央財務部門がすべての資金調達及び流動性管理、長期的な資金調達割合の増加、流動性リ

スク及び満期を反映する内部価格並びに市場での報告の強化に関する全般的な責任を負うことも含まれている。

中央財務部門は、当行の清算業務に対する責任を持ち、その日の流動性を監視し、当行の支払債務を満たすため

に、当行が随時、支払システムにおいて十分な担保を確保できるようにしている。当行は、当行の財務諸表におけ

る適切な管理並びに当行の事業部門及び事業部門の流動性ニーズとの緊密な連携を通じて、日中の流動性を確保

している。

当行は、スカンジナビアのキャッシュ・プール経由で、スウェーデン中央銀行における担保を通じて、また、当

行の中核事業を支援することが必要な協業及び中央銀行における担保を通じて、流動性を確保している。当行は、

国際連続同時決済(以下「CLS」という。)に加盟しており、様々な現地での支払における協業に参加している。当

行はまた、バーゼル委員会が提案している日中の流動性の監視及び報告について、将来的な要件を満たすために

積極的に働きかけている。

2012年12月31日現在の資金調達プログラム/限度額

プログラム

プログラム

規模 通貨

未使用金額、現

在のプログラム

対価(百万ス

ウェーデン・ク

ローネ)

ユーロ・コマーシャル・ペーパー
1 5,000 EUR 2,080 17,892

ユーロ・コマーシャル・ペーパー(スタッドフィポテック)
 1 4,000 EUR 2,421 20,825

フランスの譲渡性預金証書 5,000 EUR 2,107 18,124

EMTCN(スタッドフィポテック)
 1 20,000 EUR 7,060 60,728

MTN
1 100,000 SEK 69,794 69,794

スウェーデンのコマーシャル・ペーパー 25,000 SEK 21,930 21,930

スウェーデンのコマーシャル・ペーパー(スタッドフィポテック)
 1 90,000 SEK 87,070 87,070

EMTN
1 50,000 USD 28,134 182,969

その他の資金調達(1年超)
 1 15,000 USD 12,960 84,285

米国コマーシャル・ペーパー 15,000 USD 6,645 43,216

延長可能ノート 15,000 USD 14,230 92,545

US144A/3(a)(2) 15,000 USD 9,650 62,759

スタッドフィポテック US144A 15,000 USD 11,900 77,392

スタッドフィポテック豪ドル建てカバード・ボンド・プログラム 5,000 AUD 4,250 28,688

合計 868,217

合計プログラム金額(百万スウェーデン・クローネ) 1,354,148

未使用金額(百万スウェーデン・クローネ) 868,217

未使用割合 64%

1
 発行時に通貨転換が行われる場合、これらのプログラムに基づいて当初のプログラム通貨以外の通貨でも発

行が可能である。

担保資産及びその他差入れ担保、2012年

十億スウェーデン・クローネ

貸借対照表上の

エクスポージャー
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一般顧客への貸出金 560

保険契約者に対する資産 79

国債及び社債 56

現金、株式及び証券貸付 7

合計 702

基礎となる債務のないもの
1 51

無担保資産/担保に供されていない資産、2012年

十億スウェーデン・クローネ NEA
2

無担保資金調達の累積割合、％
3

現金及び中央銀行預け金 246 31

流動性ポートフォリオにおける流動債券 114 45

個人向け貸出金 349

　うち住宅ローン 225 74

　うち不動産を担保とした貸出金 17 76

　うちその他個人向け貸付 107 90

法人向け貸出金 687

　うち住宅ローン 67 98

　うち住宅協同組合への貸出金(住宅ローンを除く) 23 101

　うち不動産会社への貸出金(住宅ローンを除く)

　－リスク・クラス1-3 196 126

－リスク・クラス4-5 79 136

 －リスク・クラス5超 12 137

　うちその他の法人貸付

　－リスク・クラス1-3 194 162

－リスク・クラス4-5 91 173

 －リスク・クラス5超 25 176

金融機関への貸出金 88

－リスク・クラス1-3 86 187

－リスク・クラス3超 2 187

その他貸付 33 192

その他資産 118 206

合計 1,635 207

1
カバー・プールにおける超過担保(OC)
2
NEA-無担保資産
3
無担保による発行済短期及び長期資金調達並びに金融機関に対する債務
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カバー・プール・データ、スウェーデン

百万スウェーデン・クローネ 2012年12月31日 2011年12月31日

スタッドフィポテック貸付総額 (スウェーデンの一般顧客) 780,770 752,258

カバー・プールに関して利用可能な資産 691,596 673,080

カバー・プールで使用した資産 596,128 584,238

最大LTV加重平均、ASCBの定義による 47.4 48.5

取引高加重LTV (中間LTV) 23.7 23.8

LTVの分布

0-10％ 26.6 28.8

10-20％ 21.9 21.5

20-30％ 17.7 17.4

30-40％ 14.1 13.9

40-50％ 11 10.7

50-60％ 8.3 7.3

60-70％ 0.3 0.3

70-75％ 0.1 0.1

貸出金額、加重平均、スウェーデン・クローネ 544,800 519,200

貸出期間、加重平均、月数 38 37

金利固定期間、分布

変動金利(3ヶ月)％ 34 49

固定金利(3ヶ月超)％ 66 51

決済(CLS) 及び様々な現地の支払に関する協業が行われている。当行はまた、バーゼル委員会が提案している

監視及び日中の流動性の報告に関する将来的な要件を満たすために積極的に活動している。

資金調達の構成

当行は、当年度においてすべての資金調達プログラムを使用した。ハンデルスバンケンは、当年度中に豪ドルで

カバード・ボンドを発行した最初の北欧の銀行であり、当行は当行が取り扱っているすべての通貨で長期カバー

ド・ボンド及びノン・カバード・ボンドの両方を発行した。短期資金調達は、主にスウェーデン、欧州及び米国の

様々な貸出金プログラムに基づいて、譲渡性預金証書の発行を通じて行われている。これらの貸出金プログラム

は、国際インターバンク市場における資金調達によって補完されている。中央財務部門は、貸借対照表上の満期構

造及び通貨構成が当行のリスク許容度と一致するようにしている。当年度における長期資金調達では、合計

239(214)十億クローネが発行され、年度末において当行は、2013年に満期を迎えるすべての債券に関して事前に
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資金調達を行った。

流動性準備金

ストレス条件下における中核事業を支援するための十分な流動性を確保するため、当行は大規模な流動性準備

金を保有している。流動性準備金は、当行が取り扱っているすべての通貨で維持されており、中央財務部門が利用

可能なものである。当該流動性準備金は、外国為替市場からは独立した資金調達であり、随時、当行に対して流動

性を提供するものである。このうち一部は、即時提供され、その他は一定期間にわたって徐々に提供される。当該

流動性準備金は、複数の異なる部分より構成されている。現金残高及びその他の中央銀行への貸付については、当

行が即時流動性を確保することができる部分である。当該準備金はまた、国債、カバード・ボンド及びその他の高

品質の有価証券より構成され、これらは流動性が高く、中央銀行への担保として適格なものである。これはまた、

当行に即時流動性を提供している。流動性準備金の残りの部分は、カバード・ボンドに関する未使用発行額及び

その他の流動性を作り出す手法により構成される。年度末現在において、当行の流動性準備金総額は、750十億ク

ローネを超えていた。

2012年12月31日現在の中央銀行及び銀行に対する残高、並び

に流動性準備金における有価証券残高(市場価値)(百万ス

ウェーデン・クローネ)

スウェーデン

・クローネ ユーロ 米ドル その他 合計

現金及び中央銀行預け金並びにその他の貸付 1,398 77,217 148,312 19,167 246,094

その他の銀行及び国債局預け金、翌日物 12,790 313 734 3,451 17,288

国債 20,463 3,830 10,939 218 35,450

地方債及びその他公的機関発行債 507 0 130 - 637

カバード・ボンド 47,557 2,268 4,525 1,846 56,196

自己所有カバード・ボンド 15,286 286 - 1,773 17,345

金融機関以外の会社が発行した証券 - - 1,233 - 1,233

金融機関が発行した証券(カバード・ボンドを除く) 660 1,591 455 - 2,706

その他の証券 - - - - 0

合計 98,661 85,505 166,328 26,455 376,949

2012年12月31日より、レポは各有価証券項目に計上されている。

2011年12月31日現在の中央銀行及び銀行に対する残高、並び

に流動性準備金における有価証券残高(市場価値)(百万ス

ウェーデン・クローネ)

スウェーデン

・クローネ ユーロ 米ドル その他 合計

現金及び中央銀行預け金並びにその他の貸付 14,471 87,123 239,394 34,763 375,751

その他の銀行預け金、翌日物(レポを含む) 17,635 445 219 3,814 22,113

国債 23,316 4,168 2,695 2 30,181

地方債及びその他公的機関発行債 797 - - - 797

カバード・ボンド 30,585 1,956 153 - 32,694

自己所有カバード・ボンド 6,260 - - - 6,260

金融機関以外の会社が発行した証券 - 997 125 - 1,122

金融機関が発行した証券(カバード・ボンドを除く) 5,309 1,050 5,165 - 11,524
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その他の証券 - - - - -

合計 98,373 95,739 247,751 38,579 480,442

通貨別短期資金調達

残存満期が1年未満の発行済証券及び金融機関からの資金調達に関する、2012年12月31日現在の通貨分布。

通貨別長期資金調達

残存満期が1年超の発行済証券及び金融機関からの資金調達に関する、2012年12月31日現在の通貨分布。

商品別長期資金調達

残存満期が1年超の発行済証券に関する、2012年12月31日現在の商品別の分布。

長期資金調達の満期プロファイル

2012年12月31日現在の残存満期が1年超の発行済証券。
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流動性リスク

当行は、日次で大量のキャッシュ・フローの流入及び流出を取り扱っている。キャッシュ・フローの流入と流

出の差額は、限度額を設定することによって制限されている。流動性計画は、個別の通貨に対するキャッシュ・フ

ローの分析に基づいている。一般的な規則では、流動性の高い通貨の方が、流動性の低い通貨よりも、より大きな

エクスポージャーが許容される。当該戦略は、当行からの予想キャッシュ・フローの流出が常に当行のキャッ

シュ・フローの流入と一致していなければならないというものである。キャッシュ・フローの流出と流入は、少

なくとも同額である必要があり、ストレス条件下においても正のキャッシュ・フロー及びキャッシュ・ポジショ

ンが維持されなければならない。ギャップ分析は、シナリオ・テストによって補完されており、そこでは様々な仮

定を用いて流動性にストレスをかけて分析している。これらのストレス・テストはグループ・レベルで実行さ

れ、当行にとって重要な通貨に対して個別に行われる。当行の流動性の状況に関する内部的な管理は、これらのス

トレスのかかった流動性の数値に基づいている。

資金調達市場における短期的な混乱に対する対策として、バーゼル委員会とスウェーデン金融監督庁の双方

は、流動性カバレッジ比率（以下「LCR」という。）と呼ばれるリスク比率を提案している。当該LCRは、外部の報

告要件であり、当行の運営モデルの一部ではない。当該比率は、バーゼル委員会の提案とまったく同じ方法で定義

されているわけではなく、スウェーデン金融監督庁が決定した流動性カバレッジ比率に基づいて定義されてい

る。ハンデルスバンケンは、スウェーデン金融監督庁の定義に従ってデータを報告している。この数値は当行の流

動性バッファーと30日間のストレス・シナリオにおける正味キャッシュ・フローとの比率を示しており、100％

を超えなければならない。短期流動性比率は、場合によっては変動を示すことがあるが、これは、例えば、当初の資

金調達は住宅ローンのための長期ものであったが、新たな長期資金調達に置き換えられる場合、又は短期資金調

達におけるカウンター・パーティの区分構成が変動する場合に、生ずる。年度末現在、当行グループの累積LCRは

136％であった。これは、当行が資金調達市場において短期的な混乱に対する確固たる予防策を有していることを

示している。また、これは米ドル及びユーロに適用される。

一定の仮定に基づくキャッシュ・フローに対する継続的なストレス・テストは、市場における更に長期的な混

乱に対する予防策をテストするために使用される。例えば、個人及び法人の預金の10％が1ヶ月にわたって徐々に

消滅する場合、当行は同じ時期に金融市場において資金調達を行うことはできないと仮定され、さらに当行は中

核となる活動を引き続き行うと仮定されている。すなわち、個人及び法人からの定期預金並びに個人及び法人へ

の貸出金は、満期時に更新され、コミットメント及び与信枠の一部は顧客によって使用されると仮定している。当

行はまた、中央銀行及び銀行預け金が利用され、中央財務部門の有価証券が、中央銀行における担保として提供さ

れる場合、即時に流動性の供給を受けることができることを考慮している。流動性を創出するための対策もまた、

当行へ徐々に流動性を提供するために利用される。これらの条件により、当行の流動性は、2年間高水準に保たれ

るであろう。したがって、当行はまた、資金調達市場においても、長期混乱に対する確固たる予防策を有している。

満期分析は、遅くとも規定された期間内に支払うことになっている約定支払コミットメント(キャッシュ・フ

ロー利回りを含む)に関する割引前キャッシュ・フローを示している。以下の表は、債券及びその他の利付商品が

担保として提供されるか、又は売却される場合の流動性資産に転換可能な期間を示している。これは、以下の表が

そこに含まれる商品の実際の満期を反映していないことを意味しており、資産・負債・利息のフローについても

約定満期日に応じた期間に満期を迎えるものとして示されている。住宅抵当貸付の利息のフローは、当該貸付の

資金調達元となっている負債の期間と一致している。金融保証、貸出約定及び未使用の当座借越契約はすべて0か

ら3ヶ月の期間に含めて報告されている。これらの契約残高総額は、必ずしも将来における資金調達が必要なこと

を表しているわけではない。デリバティブ商品に関しては、キャッシュ・フローは金利スワップについては純額

で計上され、為替スワップ等でキャッシュ・フロー総額が支払われるか、又は受領される商品については総額で

計上される。
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米ドル建て商品の満期

近年の金融危機において、北欧の銀行による市場からの資金調達ニーズ、そして何よりも米ドル建てでの資金

調達能力は、注目を集めている。この議論の発端は、北欧の中央銀行各行が北欧銀行システムに対して米ドル建て

の流動性を提供する機会が限られているということであった。北欧の銀行は、流動性危機に直面した場合、米ドル

建てでのニーズをカバーしようした際に問題に直面することになる。ハンデルスバンケンは、当行が取り扱って

いるすべての通貨で準備金を積み立てることによってそうした可能性に備えており、通貨取引市場が継続的に稼

働しているとの仮定に基づき計画を立てている。当行の米ドル建てでの資金調達は、当行の米ドル建てでの資金

調達のニーズを超過している。さらに資産及び負債の満期構造は、米ドル建て貸借対照表における流動性リスク

を最小限に抑えるものである。

流動性創出措置を含む流動性ストレス・テスト－累積的流動性ポジション

流動性カバレッジ比率(LCR)、2012年12月31日現在、％

ユーロ 301

米ドル 174

合計 136

2013年1月1日に施行されたスウェーデン金融監督庁指令第2012:6号に従って算定されている。

流動性カバレッジ比率(LCR)－内訳、2012年12月31日現在

百万スウェーデン・クローネ

流動資産 210,299

流動資産レベル1 161,442

流動資産レベル2 48,857

現金流出 402,356

預金 149,860

市場からの資金調達 207,681

その他の現金流出 44,815

現金流入 247,176

金融機関以外の顧客に対する貸付の満期による流入 26,122

その他の現金流入 221,054
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これらの構成要素は、流動性カバレッジ比率並びに流動資産及びキャッシュ・フローの報告に関するスウェー

デン金融監督庁の指令及び要件に従って定義されている。流動資産レベル1は第3章のセクション6に、流動資産レ

ベル2は、第3章のセクション7に対応している。顧客預金は、第4章のセクション4-9に対応している。市場での資金

調達は、第4章のセクション10-13に対応している。その他のキャッシュ・フローは、第4章のセクション14-25に対

応している。金融機関以外の顧客に対する貸出金は、第5章のセクション4に対応している。その他の現金流入は、

第5章のセクション6-12に対応している。

金融資産及び負債の満期分析、

2012年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 不確定満期 合計

現金及び中央銀行預け金 248,917 - - - - 248,917

債券及びその他の利付証券 119,019 - - - - 119,019

金融機関への貸出金 67,130 692 942 3,954 17,473 90,191

うちリバース・レポ 59,257 - - - - 59,257

一般顧客への貸出金 246,870 221,126 349,089 938,782 15,777 1,771,644

うちリバース・レポ 33,800 - - - - 33,800

合計 681,936 221,818 350,031 942,736 33,250 2,229,771

金融機関からの預り金 132,664 6,235 454 17,225 33,683 190,261

うちレポ 2,394 - - - - 2,394

一般顧客からの預金及び借入金 129,799 23,471 5,562 11,124 515,826 685,782

うちレポ 12,295 - - - - 12,295

発行済証券 322,185 277,089 553,903 90,840 - 1,244,017

その他トレーディング負債 14,261 - - - - 14,261

劣後負債 607 4,242 13,429 6,091 550 24,919

合計 599,516 311,037 573,348 125,280 550,059 2,159,240

オフ・バランスシート項目

金融保証及び未使用コミットメント 393,087

デリバティブ、2012年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 合計

デリバティブに係る現金流入合計 712,417 327,296 514,236 132,378 1,686,327

デリバティブに係る現金流出合計 714,534 322,003 503,293 131,641 1,671,471

純額 -2,117 5,293 10,943 737 14,856

金融資産及び負債の満期分析、

2011年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 不確定満期 合計

現金及び中央銀行預け金 375,996 - - - - 375,996

債券及びその他の利付証券 106,054 - - - - 106,054

金融機関への貸出金 104,245 1,972 962 633 - 107,812
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うちリバース・レポ 60,492 - - - - 60,492

一般顧客への貸出金 230,622 104,035 222,818 1,135,339 - 1,692,814

うちリバース・レポ 14,023 - - - - 14,023

合計 816,917 106,007 223,780 1,135,972 - 2,282,676

金融機関からの預り金 178,503 6,572 2,828 22,100 - 210,003

うちレポ 4,056 - - - - 4,056

一般顧客からの預金及び借入金 188,899 29,291 5,483 5,490 495,725 724,888

うちレポ 8,003 - - - - 8,003

発行済証券 439,973 212,333 527,827 56,565 - 1,236,698

その他トレーディング負債 17,748 - - - - 17,748

劣後負債 9,510 6,836 16,877 6,764 - 39,987

合計 834,633 255,032 553,015 90,919 495,725 2,229,324

オフ・バランスシート項目

金融保証及び未使用コミットメント 415,842

デリバティブ、2011年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 合計

デリバティブに係る現金流入合計 770,596 511,375 663,685 177,428 2,123,084

デリバティブに係る現金流出合計 763,194 509,166 650,092 177,830 2,100,282

純額 7,402 2,209 13,593 -402 22,802

米ドル建て資産及び負債の満期、

2012年
1

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 不確定満期 合計

現金及び中央銀行預け金 148,320 - - - - 148,320

債券及びその他の利付証券 16,978 - - - - 16,978

金融機関への貸出金 57,660 319 420 2,423 - 60,822

一般顧客への貸出金 5,515 1,742 15,944 4,279 8 27,488

その他(デリバティブを含む) 131,535 26,994 25,794 11,943 - 196,266

資産合計 360,008 29,055 42,158 18,645 8 449,874

金融機関からの預り金 63,566 724 32 0 2,116 66,438

一般顧客からの預金及び借入金 60,563 159 - - 12,081 72,803

発行済証券 199,422 58,008 36,385 16,813 - 310,628

劣後負債 - - 186 - - 186

負債合計 323,551 58,891 36,603 16,813 14,197 450,055

1
この表には、利回りキャッシュ・フローは含まれていない。

保険事業におけるリスク
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保険事業におけるリスクは、主として、市場リスク及び保険リスクより構成されている。

市場リスク

ハンデルスバンケン・リヴは、従来型保険契約、ユニットリンク保険契約及びポートフォリオ・ボンド保険契

約等の生命保険事業を行っている。ユニットリンク保険契約及びポートフォリオ・ボンド保険契約では、顧客が

投資オプションを選択し、市場リスクを負担する。保証利息のある従来型保険では、ハンデルスバンケン・リヴ

は、保険契約の条件が満たされないことによる金融保証リスクを負担している。当該金融保証では、保証利息を下

回る結果が生じた場合に、特定の時点で会社がその不足を補うことで資本拠出を行うことを意味する。年度末又

は保険事象が存在する場合に資本拠出が実現する。

ハンデルスバンケン・リヴの取締役会は、会社に対して年次投資ガイドラインを設定している。このガイドラ

インは、従来型保険契約に関連した会社の投資資産の割当について規定した最終的な管理文書である。投資に関

するガイドラインの目的は、契約の引受並びにスウェーデン保険業法で定められた法定要件及びスウェーデン金

融監督庁の適用指針を考慮して、資産を投資する方法について指示することにある。

ハンデルスバンケン・リヴにおける市場リスクは、従来型保険契約に関する投資資産の管理において生じてい

る他、会社の債務の評価が金利変動に対して敏感になっているという事実から生じている。

ハンデルスバンケン・リヴにおける市場リスク合計は、99.5％の信頼水準を有するVaRを用いて、保有期間を1

四半期として算定されている。さらに法定要件に従って、会社のソルベンシーマージン比率、業務の状況及び負債

のカバー状況に関するフォローアップが行われている。ハンデルスバンケン・リヴが用いる市場リスク管理モデ

ルは、金融保証金額の現在価値の増加による会社レベルでの資本拠出リスクとともに、保険契約レベルでの資本

拠出リスクを加重している。市場リスクは、市場の混乱に対する資本拠出の全体的な感応度に関して測定される。

当該リスク・エクスポージャーは、ハンデルスバンケンの取締役会が規定した限度額に対して、日次で確認され

る。保険契約者に対する資本拠出額とソルベンシーによる拠出額のうち、大きい方がリスクの構成要素となって

いる。金融リスクのサブ・カテゴリーとしては、金利リスク、株価リスク、信用リスク、不動産リスク及び為替リス

クがある。ハンデルスバンケン・リヴの主たるリスクは、金利リスクである。年度末現在、VaRは995(857)百万ク

ローネであった。

保険事業における流動性リスクは、支払期限到来時に当社が支払義務を満たすことができないか、あるいは当

社が妥当な価格で有価証券を売却できないリスクである。当該リスクは、投資資産のほとんどが流動性の高い上

場有価証券に投資されているため限定的である。

ハンデルスバンケン・リヴは、厳格なリスク基準を設けている。資産運用の目的は、管理費用を低く抑えなが

ら、保険契約者に対して会社の義務を果たすことにある。

保険リスク

保険会社は、将来的な保険事象の規模に関する仮定に基づいて保険料を設定している。保険リスクとは、実際の

保険費用と想定された保険費用が異なるリスクである。最終的な管理文書は、ハンデルスバンケン・リヴの取締

役会が発行している保険リスク方針であり、保険契約に関する契約金額を規定している。ハンデルスバンケン・

リヴにおける保険リスクは、以下の事象に関連している。

・死亡－被保険者の死亡時に契約者に支払われる。

・余命－被保険者の状況、例えば年金支給等に応じて支払われる。

・疾病－病気又は就業不能の際に支払われる。

・事故－事故の際に支払われる。

保険契約は、これら4つの事象を複数含んでいる場合がある。

ハンデルスバンケン・リヴの保険契約は、小規模企業及び個人顧客によって締結されている。ほとんどの契約

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

192/881



がスウェーデンで締結されているという点を除いて、保険リスクに関しては、リスクの集中は発生していない。

スウェーデンにおける余命の伸びにより、生命保険会社の将来的な契約に対して影響が出ている。死亡保険に

関してはプラスの影響が出ているものの、生命保険に関しては、平均余命が伸びることによって、長期にわたって

年金支払を行わなければならないため、会社に対する経済的負担となる可能性がある。2009年以降、ハンデルスバ

ンケン・リヴは、業界標準であるDUS06に基づく余命仮定を用いている。死亡率の低下が続き、一般的に会社の仮

定を10％下回った場合、見積増分費用の現在価値は、55百万クローネであった。ハンデルスバンケン・リヴのほと

んどの生命保険契約の死亡リスクは毎年、設定される。これは、会社が最終的に毎年、保険料を変更できることを

意味している。したがって、不適切な死亡率仮定を迅速に変更することができる。

疾病率は、死亡率よりも頻繁に変動するため、リスク結果の変動につながる可能性がある。したがって、疾病率

に関する結果は、適用する仮定に対して、実際に何人の被保険者が病気にかかり、何人が回復するかによって変わ

る。疾病障害保険商品は、一般的に毎年保険料が変動する方法で設計されているため、会社は疾病率の変動に対す

る埋め合わせをすることができる。2012年における疾病障害保険の実績は65百万クローネで、このうち59百万ク

ローネは当年度中に報告された疾病に関するもの、3百万クローネは回復する見込みのある既存の疾病に関する

もの、残りの3百万クローネは既発生未報告の疾病に関するものである。

保険事業では、保険市場、保険及びオペレーショナル・リスクについて、保険会社の取締役会及び最高経営責任

者、ハンデルスバンケンの中央リスク管理部門及び当行最高財務責任者、当行グループ最高経営責任者並びに取

締役会に報告する。

ソルベンシーⅡ

ソルベンシーⅡ規定の導入は更に延期され、現在のところ、スウェーデン法において指令が完全に導入される

時期は不確定である。但し、規定の一部は規制当局の実務上の監督において、2014年1月1日に導入される予定であ

る。当該法律の目的は、ソルベンシー要件と保険会社がすべてのリスク(市場リスク、保険リスク、信用リスク及び

オペレーショナル・リスク等、会社に発生する可能性のあるリスク)を特定、測定及び管理する方法を関連づける

ことによって保険契約者に対する保護を強化することにある。過去数年間において、ハンデルスバンケン・リヴ

は事業に対するソルベンシーⅡの適用に取り組んでおり、2013年においても継続する予定である。

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスクは、不適切な内部プロセス、人為的ミス、誤ったシステム、若しくは外部事象による

損失リスクである。オペレーショナル・リスクの定義には、法的リスクも含まれている。

ハンデルスバンケンは、オペレーショナル・リスクに対するリスク許容度は低く、オペレーショナル・リスク

を特定及び管理するために積極的に活動している。こうした活動は、当行のリスクに対する厳格な態度によって

補完されている。さらに、費用対効果に十分に焦点を絞ることによっても支援されているが、これは管理体制の欠

陥により不要な費用が発生することが多いことによる。したがって、業務上の誤謬及び欠陥は可能な限り削減さ

れている。これは、小規模であるものの頻繁に発生する事象及び大幅な予想外の損失をもたらす可能性のある重

要な事象に適用される。当行の経営陣は、リスク管理に関して、組織を通じて頻繁かつ積極的なオペレーショナル

・リスクのフォローアップを実施している。最も深刻な事態につながる可能性のあるオペレーショナル・リスク

には特別な注意を払う必要がある。内部監査での業務検査もまた、オペレーショナル・リスクに焦点を絞ってい

る。

オペレーショナル・リスクの管理責任は、業務部門、現地のリスク管理部門及び中央リスク管理部門に配分さ

れている。業務部門は、定期的なリスクの特定及び管理についての責任を負っている。現地のリスク管理部門は、

オペレーショナル・リスクの管理に関する既存の手法及び手続が業務部門で確実に使用されるようにするとと

もに、オペレーショナル・リスクの管理に対する評価責任を負っている。現地のリスク管理部門はまた、未然防止
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策の実施及びフォローアップに対する責任を負っている。中央リスク管理部門は、オペレーショナル・リスクの

特定、助言、管理及び報告に用いる手続に関する責任、並びに当行グループ全体でのフォローアップに関する責任

を負っている。

オペレーショナル・リスクは、ハンデルスバンケンのすべての業務に存在している。日次でのリスクの特定及

び管理に関する責任は、業務のすべての階層において、経営責任の明確かつ重要な一部となっている。当行の作業

分散化は費用対効果を向上させ、結果として、日々の手続及び事象における潜在的な損失リスクに対する警戒に

つながっている。適切な管理体制及び実行可能な未然防止策に焦点を絞ることによって、業務のあらゆる部分に

おいて、リスクを許容水準に維持している。

オペレーショナル・リスクは、作業分担及び責任、手続の管理構造、並びに情報及び報告システムの目的適合性

について、職務責任を有する管理者が公表する内部指示書に含まれている。規定及び手続は年次で評価され、手続

の内部統制及び業務フローは文書化されている。各部門の管理者はまた、内部統制、情報セキュリティー、銀行の

守秘義務及びその他のセキュリティー対策を含む、セキュリティーに関するレビューを年次で実施している。

オペレーショナル・リスクの責任を担っている管理者とは別に、情報セキュリティー及び当行グループのセ

キュリティーに関する特別な責任を有している管理者がおり、当行グループの最高経営責任者に直接報告を行っ

ている。

オペレーショナル・リスクの責任を担っている現地のリスク管理部門は、当行の国内市場以外の地方銀行、主

要部門、子会社及び部門に設置されている。現地のリスク管理部門は、オペレーショナル・リスクを管理するため

に現存の手法が用いられていることを確認するとともに、オペレーショナル・リスクを特定するために積極的に

活動し、適切なリスク軽減措置が講じられ、完了していることを監視する責任がある。現地のリスク管理部門はま

た、オペレーショナル・リスク管理が適切に実行されていることも確認する。

中央リスク管理部門は、オペレーショナル・リスクを特定し、定量化するための手法に関する責任を持つ。ま

た、中央リスク管理部門には、当行グループのオペレーショナル・リスクを分析し、経営陣と取締役会に報告する

責任があり、オペレーショナル・リスク軽減措置を監視する責任がある。このような管理体制において、適切な品

質を達成及び維持するために、中央リスク管理部門及び現地のリスク管理部門は、定期的に緊密な連携を取って

いる。オペレーショナル・リスクは、6ヶ月毎に取締役会に報告される。当該報告書に先立ち、中央リスク管理部門

は、地方銀行、主要部門、子会社及びハンデルスバンケン・インターナショナルの代表者から情報を入手してい

る。その情報は、重要な事象、大幅な損失及び進行中の重要な未然防止策について網羅している。中央リスク管理

部門は、グループ・レベルでの累積的なリスク評価により、この情報を補完している。重要な外部事象が他の金融

機関に影響を及ぼしている場合、当該報告書には、当行内の内部調査又は未然防止策に関する情報が追加される。

報告書全体は、最高財務責任者、当行グループの最高経営責任者及び取締役会に提出される。

当行は、新商品及びサービス並びに既存の商品及びサービスへの主要な変更を処理する際、慎重に行っている。

商品に関する責任を有する各事業分野、子会社及び地方銀行は、最低要件である中央リスク管理部門のガイドラ

インに従って新商品の処理を行う。これには、商品をどのように導入するか決定する既存のプロセスも含まれる。

現地のリスク管理部門が実施するリスク分析は、常に商品の販売開始前に行われている。当該分析は、オペレー

ショナル・リスクを含む、当行及び顧客に対するリスクを考慮している。中央リスク管理部門は、分析結果の報告

を受け、妥当な場合は複雑な案件に関与している。

当行は、オペレーショナル・リスクの継続的な特定、処理及び評価に対する補完措置として、事件及びリスク指

標に関する自己評価手続、報告及び案件管理システムを有している。

通常の手続及び内部統制において、あるいは新商品を承認する際に特定されず管理されていないオペレーショ

ナル・リスクを捉えるために、当行の国内市場以外のすべての地方銀行、主要部門、子会社及び国際部門ではOPRA

リスク分析と呼ばれるオペレーショナル・リスクの年次自己評価を実施している。現地のリスク管理部門は、毎

年、OPRAリスク分析を実施する責任がある。中央リスク管理部門は、計画及び実施に関する支援を行っている。よ
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り複雑な業務を行っている部門では、自己評価手続を複数のセッションに分割している。通常、約5人から8人の経

験豊富で当該ユニットの全体像とリスク・テイキングを把握している従業員が当該セッションに参加する。目的

は、リスクを特定し、その結末及び事象が発生する可能性について評価することである。影響の評価には、財政上

の損失及び評判の失墜の双方が含まれる。重要なインプットには、過年度に報告された事件並びに当行グループ

のその他の部署又は他行及び他社に影響を及ぼした事件の事実及び統計が含まれる。自己評価手続は、リスク軽

減について規定する行動計画に結びついており、行動計画には、その実行方法、責任者及び措置を講じる際の期限

について記載されている。当該行動計画は作業工程文書であり、現地のリスク管理部門によって、当年度中に定期

的にフォローアップされている。中央リスク管理部門は、評価手続が完了していることを確認するために、完了し

たOPRAリスク分析(行動計画を含む)についての報告を受けている。当該行動計画はまた、現地のリスク管理部門

が実行している積極的な措置を、中央リスク管理部門がフォローアップする際にも用いられる。

該当する場合、ある事件がオペレーショナル・リスクを網羅する7種類のバーゼルⅡに基づく事象のうちの一

つとなる。ハンデルスバンケン・グループの全従業員は、所属する部門に影響する事件について報告する義務が

ある。25,000クローネを超える損失は、常に事件とみなされる。報告された事件はレビューされ、現地のリスク管

理部門によって定期的に分類される。作業には、フォローアップ及び未然防止策への着手も含まれる。これは、影

響を受けた部署及び支店と緊密な連携を取ることによって行われる。現地のコンプライアンス部門はまた、問題

となっている地方銀行、主要部門、子会社又は国際部門において報告された事件を監視する権限を与えられてい

る。中央リスク管理部門の他にも、当行グループのセキュリティー関連の主要部門、内部監査、情報セキュリ

ティー及びコンプライアンス部門は、データベースにアクセスし、グループ・レベルで報告されたすべての事件

をフォローすることができる。これにより、リスク管理及び未然防止策に関する協力が促進されている。

深刻な混乱に対応するために、当行グループのすべての部署に緊急時における計画及び継続的な計画が設定さ

れている。緊急時における計画は、危機的状況及びその影響に対して迅速かつ組織的な対応を開始するために、危

機管理チームを支援するものである。当行グループ全体では中央危機管理チームが存在し、当行の国内市場以外

の各地方銀行及び国際部門には現地の危機管理チームが存在し、中央IT部門及びハンデルスバンケン・キャピタ

ル・マーケッツにおいても危機管理チームが存在する。中央危機管理チームには常勤職員がおり、経営陣及び/又

は経営陣に近いメンバーより構成される。中央危機管理チームの役割は、当行グループで重大な危機が発生した

際に危機管理チーム間の連絡窓口となることであり、深刻な危機の際には現地の危機管理チームの作業を支援

し、中央部門の中心となる危機管理チームとして機能することである。継続的な計画は、事業部門の重大な混乱を

最小限にとどめるために予防的措置を講じることに重点的に取り組んでいる。

ハンデルスバンケンは、オペレーショナル・リスクにおける所要自己資本を算定するために標準アプローチを

使用している。所要自己資本は、標準アプローチに従って、規制で定められた係数を直近3事業年度中の平均営業

収益に乗じて計算される。異なる事業セグメントにおいては、異なる係数が適用される。

ハンデルスバンケン・グループ全体のオペレーショナル・リスクに関する所要自己資本の合計は、2012年度末

現在で4,181(4,117)百万クローネであった。

報酬制度におけるリスク

報酬リスクは、報酬制度によって生じる損失又はその他の変動リスクである。

給与に関する当行の方針は、当行の競争力及び収益性を増加させ、当行がスキルの高いスタッフを雇用し、定着

させ、育成することを可能にし、能力開発及び後継者育成を可能にすることを目的としている。当行における健全

かつ長期的な収益性及び実績により、当行従業員の安定した盤石な給与基盤が創出されている。

実行された業務に対する報酬は、従業員毎に個別に設定され、固定給、諸手当及び年金の形態で支払われる。ハ

ンデルスバンケンでは、給与は現地水準で設定される。給与は、従業員と直属のマネージャーとの間で行われる給

与の見直しを経て設定される。これらの原則は何年もの間、適用されており、大きな成功を収めている。ここでは、
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あらゆる階層のマネージャーが定期的に給与プロセスに参加し、当行の給与方針に対する責任を持ち、各自の部

門のスタッフ費用の増加に責任を持つことを意味している。給与は、あらかじめ設定された給与決定要素に基づ

いて決定されている。すなわち、給与決定要素とは業務内容及び難易度、スキル、実績及び成果、指導力(従業員の

キャリア形成に対する責任を担っているマネージャーの場合)、市場の需給関係、並びに当行の企業カルチャーの

代表者としての役割である。

当行の報酬リスクについての許容度は低く、報酬リスクを低水準に抑えるために積極的に活動している。これ

は、一部において変動報酬を非常に限定された範囲のみに使用することによって、また変動報酬が市場慣行と

なっている分野のみに使用することによって達成されている。変動報酬が存在する場合、繰延払になるという規

定になっている。

当行の従業員報酬に対する基本方針は、長年にわたり確立されたものである。当行の報酬制度の基本方針は、取

締役会で決定される報酬方針において規定されている。より詳細にわたる実施指令は、当行グループの最高経営

責任者が決定している。報酬リスクの特定及び管理責任は、その業務の責任者である各マネージャーにあり、内部

方針、ガイドライン及び指示書に従って管理されている。現地のリスク管理部門は、意図されたとおりに報酬制度

が適用されているかどうかについて定期的に監視している。中央リスク管理部門は、報酬方針が取締役会で協議

され、決定される前に報酬方針及び報酬制度に関連するリスクを評価する責任を担っている。これは、少なくとも

年１回行われる。評価には幅広いアプローチが用いられ、評価しなければならない項目には、インセンティブ構

成、固定給と変動報酬のバランス、繰延規定及び資本基盤への影響が含まれる。さらに中央リスク管理部門は、報

酬方針の適用についても評価している。当該リスク分析及び評価に基づき、報酬制度が当行の財政状態を脅かす

可能性のある方法で整備されているかについても評価が行われる。当該責任にはまた、報酬に関連してリスク費

用が正確に計算されるようにすることも含まれている。

ハンデルスバンケンの報奨方針及び報酬制度におけるリスクは低く、過剰なリスク負担を是正し、健全かつ効

果的なリスク管理を促進するとみなされている。このようなリスク管理は、当行の低いリスク許容度に適合して

おり、当行の長期的な利益を支援するとみなされている。当該報酬制度は、変動報酬の支払が強制されることに

よって当行の資本基盤が弱体化するリスクのない方法で整備されている。変動報酬の全体又は一部について減額

又は対象から除外することが可能であり、これは変動報酬部分と未払繰延変動報酬部分の双方の分配に対して適

用される。

当行の報酬制度に関する詳細情報及び統計に関しては、年次報告書のコーポレード・ガバナンス・レポート及

び注記G8「人件費」を参照のこと。

経済資本

ハンデルスバンケンの経済資本算定モデルは、当行グループ全体のリスクに対する１つの尺度を提供してい

る。また、当該モデルは、資本が予想外の損失又は価値の下落を補填できる可能性が非常に高いことを示してい

る。

中央リスク管理部門は、当行グループの様々なリスクについて総合的に監視する責任を有している。当行の経

済資本(以下「EC」という。) モデルは、当該監視における手段である。経済資本は、当行グループが、当行グルー

プのすべてのリスクに関連して、常に十分な資本を保有できるようにするために不可欠な構成要素である。した

がって、当行グループの見解では、経済資本は、保険事業におけるリスク及び当行の年金債務におけるリスクを含

んでいる。

経済資本は、1年間の対象期間にわたって、容認可能なリスク水準及び望ましい格付を反映した信頼水準で計算

される。取締役会は、ECの算定を当行にとって極端に不利な事象を取り込み、99.97％の信頼水準で行われなけれ

ばならないと決定している。ECは平均的な年(収益があり当行の資産価値が増加する年)における結果と99.97％

の信頼水準で極端に不利な事象が発生した年の結果との差額である。
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異なるリスク区分間への分散効果は、ECを算定する際に考慮されている。したがって、すべてのリスクに対する

所要自己資本は、個別のリスクに対するECの合計を下回る。これは、リスクの一部が相互に独立しているためであ

る。

負の結果を吸収できるバッファーを形成している資本及びその他の財源は、利用可能な財源(以下「AFR」とい

う。) と呼ばれる。AFRは、オン・バランスシート及びオフ・バランスシートのその他の財務的価値の他に、1年間

の対象期間にわたって損失をカバーするために利用可能なハンデルスバンケンの資本である。

当行グループは、株主の観点からのリスク管理及び資本管理を採用している。経済資本モデルは当行グループ

の全体的な見解を示すものであり、これにより株主から見たリスク及び資本の状態を最適化することができる。

計算結果は新規取引又は構造上の変更が検討される場合に重要な役割を果たしている。

信用リスクは、当行グループのすべての取引相手及びエクスポージャーに対する債務不履行のシミュレーショ

ン結果を用いて、算定される。

市場リスクは、トレーディング・リスク、銀行業務における金利リスク、保険事業における市場リスク及び当行

独自の株式ポートフォリオにおける価値の減損リスクより構成されている。

年金債務におけるリスクは、主として、当行の年金債務を引き受けるために存在する価値の減少リスクより構

成されている。年金債務のほとんどはスウェーデンにおけるものであり、年金財団において保証され、職業年金基

金において保険がかけられている。

非金融リスクは、オペレーショナル・リスク、事業リスク、不動産リスク及び保険リスクである。事業リスクは、

問題となっている事業の損益の予想外の変動に関連している。これは、例えば、需要又は競争環境が予想外に変化

し、結果として取引高の低下及び利鞘の縮小につながってしまうような場合に生じる可能性がある。不動産リス

クは当行が所有している不動産価値の下落のリスクである。

年度末において、ECは57(56)十億クローネであり、このうち信用リスクが全リスクの重要な部分を占めていた。

取締役会は、AFR/EC比率は最低、120％とすると規定している。年度末におけるAFR/EC比率は、213(229)％であり、

当行がリスク全般に関して十分な資本を準備していることを示している。スウェーデン金融監督庁は、当行の資

本評価全般について、同じ結論に至っている。

報告されたリスク及び資本状態は、リスクの算定に景気変動に対する余裕安全率が含まれているとはいえ、あ

くまでも断片的なものである。当行グループの自己資本比率の最終評価を実施するに当たっては、当行の資本計

画の一環として実行されたストレス及びシナリオ分析も考慮されなければならない。

2012年12月31日現在における分散化を含むAFR及びEC合計

資本計画

ハンデルスバンケンの資本計画は、当行グループの財源を常に利用可能な状態にするとともに資本を最適な構

成とすることを目的としている。所要自己資本は、当行グループの予想される発展、規制、目標数値、ハンデルスバ

ンケンの経済資本モデル及びストレス・テストの関数である。当行の所要自己資本は毎週、最高財務責任者に報
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告され、定期的に当行グループの最高経営責任者に報告され、少なくとも四半期毎に取締役会に報告される。

当行の資本の目標は、規制資本及びECのストレス・テストに基づいて、取締役会が定期的に決定する。取締役会

は、現在の規定に従った当行の経営に関する関連測定であるバーゼルⅡにおけるTier 1資本比率を9％から11％

の間にしなければならないと規定している。当行は、予想される新規定及び所要自己資本の増加を考慮して、目標

値を上回る資本の増額を選択している。資本に関する目標値(調整済)は、新規定が設定された際に決定できる。

当行には、積極的な資本計画の一環として、当行が資本状況を改善する必要がある場合に講じることができる

具体的な対策を盛り込んだ危機管理計画及び行動計画がある。危機管理計画及び行動計画の目的は、早い段階で

潜在的な脅威を特定し、当行グループが必要に応じて迅速に行動する準備をするための警告システムを確保する

ことにある。

長期資本計画は、毎年策定され、当行グループの現在の資本状況、予想される資本業績の予測及び様々なシナリ

オにおける結果についての包括的な概要を提示することを目的として策定されている。これらのシナリオは、予

想される事象とは大幅に異なるように作成されているため、当行グループの厳格なリスク許容度と調和してい

る。資本計画にはまた、規制上の見解及び株主の見解の双方を考慮し、極端に不利な事業環境においていかに資本

状況を満足いく水準に維持するかについての提案も含まれている。

資本計画は、短期及び中長期的な予測に分類されている。資本計画の一部は最大2年後までの短期予測より構成

されており、主に既存の業績と所要自己資本の策定に重点を置いている。当該予測は、資本基盤の規模及び構成を

継続的に採用できるようにするために必要である。

資本計画作業は、取引高、リスク及び業績の変動についての継続的な分析を通じて、また所要自己資本及び資本

金額に影響を及ぼす可能性のある事象を監視することによって実行される。短期予測には、当行グループの資本

基盤を構成するすべてのサブ・コンポーネントが含まれている。当該作業にはまた、短期的な視点から自己資本

比率及び資本基盤において予想される変動についての様々な感応度分析を行うことも含まれている。したがっ

て、当行は、例えば市場操作を通じて、必要に応じて資本基盤の規模及び構成を変更する準備を整えることができ

る。

短期分析の結果は、実施される資本運営の基礎を形成しており、継続的に最高財務責任者に報告され、必要に応

じて当行グループの最高経営責任者及び取締役会に報告される。当該分析は、既存の収益能力が取引高の様々な

変動にいかに対処できるか、及び潜在的に可能な資本運営からどのような影響が生じるかについての近い将来に

おける判断のポイントを伴った慎重な基本シナリオに基づくものである。

中長期的な予測より構成される資本計画の一部は、法定自己資本比率に確実に準拠することを目的としてお

り、当行グループのAFRが、経済資本モデルに従って計算されたすべてのリスクに関する妥当な利益率を常にカ

バーできるようにすることを目的としている。その目的は、予想される業績を予測することであり、様々なシナリ

オにおける当行の抵抗力が満足いく水準にあるか否か判断することである。計画期間は最低5年間で、当行グルー

プの事業業績傾向全般を考慮に入れている。

シナリオ及びストレス・テストはまた、この予測作業において継続的に実施される。基本シナリオは、資本予測

の基礎を形成している。当該シナリオは利益、取引高の増加、貸倒損失等財政上の仮定並びに株式市場、不動産市

場及び債券市場に関する今後5年間の予想される業績より取得されている。基本シナリオは、その後、数多くの景

気循環及び危機シナリオにおける結果と比較される。ストレス・シナリオは、金融市場における異なるマクロ経

済変数の影響と歴史的関連との分析に従って策定され、ハンデルスバンケンに最も不利な影響をもたらすと予想

されるシナリオを用いて選定される。

内部的な自己資本比率の評価結果は、四半期毎に取締役会に報告される。

2012年度末現在において、当行（自己資本規制に関する決定については保留）は、当行の資本をバーゼルⅡに

おいて規定されている当行の目標値である9％から11％を上回る水準に引き上げることを決定しているため、

バーゼルⅡに基づくTire 1資本比率は21％であった。同日におけるAFRとECの比率は、213％であった。
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当行の強みは、実行に移されている将来を見据えた様々なストレス・シナリオにより、更に強調されており、ハ

ンデルスバンケンの長期的な資本状況が財政上及び法定上双方の観点において非常に安定していることを示し

ている。

注記G3　純利息収益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

利息収益

金融機関及び中央銀行への貸出金 2,295 2,375

一般顧客への貸出金 59,084 57,336

中央銀行への担保として適格な利付証券 1,534 3,187

社債及びその他の利付証券 1,967 4,652

ヘッジ手段として認識されるデリバティブ -1,198 -1,509

その他利息収益 1,498 1,270

利息収益合計 65,180 67,311

うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息収益 2,366 5,751

損益計算書に計上される利息収益 62,814 61,560

利息費用

金融機関及び中央銀行からの預り金 -2,066 -3,485

一般顧客からの預金及び借入金 -7,151 -7,387

発行済証券 -25,527 -24,366

ヘッジ手段として認識されるデリバティブ 1,529 1,603

劣後負債 -1,359 -1,656

その他利息費用 -4,481 -8,384

利息費用合計 -39,055 -43,675

うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息費用 -2,322 -5,728

損益計算書に計上される利息費用 -36,733 -37,947

純利息収益 26,081 23,613

減損貸出金に係る利息収益118(136)百万クローネを含む。償却原価で認識される資産及び売却可能資産に係る利息収益は、

合計62,655(61,384)百万クローネであった。償却原価で認識される負債に係る利息費用は、合計38,262(39,550)百万クローネ

であった。

次へ 
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注記G4　純手数料及びコミッション収益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

仲介及びその他証券コミッション 1,137 1,400

ミューチュアル・ファンド 1,680 1,639

カストディ 348 370

助言サービス 195 212

保険 583 647

支払 2,676 2,568

貸出金及び預金 1,195 1,239

保証 466 475

その他 470 426

手数料及びコミッション収益合計 8,750 8,976

証券コミッション -216 -215

支払コミッション -1,070 -979

その他コミッション費用 -95 -109

手数料及びコミッション費用合計 -1,381 -1,303

純手数料及びコミッション収益 7,369 7,673

注記G5　公正価値で評価される金融項目からの純損益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

売却可能(実現額) 18 100

　うち株式 1 111

　うち利付証券 17 -11

ヘッジ会計

　公正価値ヘッジ 210 -74

　うちヘッジ手段 925 6,119

　うちヘッジ対象 -715 -6,193

　キャッシュフロー・ヘッジの非有効部分 -5 -9

　在外営業活動体の純投資ヘッジの非有効部分 - -

公正価値で測定される商品

　貸出金及び債権 0 69

　うち銀行間金利の変動によるもの 16 36

　利付証券 732 2,712

償却原価で計上される貸出金及び債権 329 276

償却原価で計上される金融負債 -226 -66

アンバンドル型の保険契約に係る損益 -18 -8

トレーディング/その他 80 -1,984
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合計 1,120 1,016

売却可能

「売却可能」は、売却可能として分類された金融資産の実現損益を示している。売却可能資産に係る利息は、純

利息収益に計上されており、配当金はその他配当収益に計上されている。当年度中において、売却可能金融資産に

関する未実現変動額(税引後)683(－1,089)百万クローネがその他包括利益に計上されていた。過年度にその他包

括利益に計上されていた売却可能金融商品の変動額で当年度中に損益計算書に再分類された実現変動額（税引

前）は、－65(183)百万クローネであった。当該金額は、一部、純利息収益に計上されている。

ヘッジ会計

「公正価値ヘッジ」には、ヘッジ対象となっている金融資産及び負債に対するヘッジ手段及びヘッジ対象リス

ク構成要素の公正価値の実現及び未実現変動に係る純損益が含まれる。これらのヘッジ手段によって生じる利息

収益及び利息費用は、純利息収益に計上される。キャッシュフロー・ヘッジにおけるヘッジ手段の価値変動が、

ヘッジ対象となる将来キャッシュ・フローの価値変動を上回る場合、「キャッシュフロー・ヘッジの非有効部

分」に計上される。在外営業活動体への純投資ヘッジの非有効部分の損益に関する影響は、「在外営業活動体の

純投資ヘッジの非有効部分」に計上される。

公正価値で測定される商品

「公正価値で測定される商品」には、当初認識時に損益計算書を通じて公正価値で評価するものとして分類さ

れた商品の実現及び未実現価値の変動が含まれる
*
。これらの商品の未実現価値の変動は、金利及び通貨の影響並

びに信用リスクの変動の影響より構成される。貸出金の信用リスクの変動による当初認識時からの累積変動額と

して公正価値により損益計算書に計上された金額は、－1百万クローネである。

償却原価で計上される貸出金及び債権並びに金融負債

「償却原価で計上される貸出金及び債権」は、貸出金が繰上償還される場合に生じるキャピタルゲイン/ロス

である。「償却原価で計上される金融負債」には、当行が発行した自己株式の買戻しによって生じたキャピタル

ゲイン/ロスが含まれる。

アンバンドル型の保険契約に係る損益

「アンバンドル型の保険契約に係る損益」は、保険契約負債の金融要素を再評価する際に生じた損益に相当す

る。

トレーディング目的で保有するもの/その他

この項目には、主として、トレーディング目的で保有する金融資産及び負債に係る市場価値及び金利の未実現

及び実現変動が含まれる。

＊
当行グループの保険事業の制度資産である金融商品によって生じた価値変動は、この項目には含まれていな

い。保険事業によって生じた損益の計上に関する原則については、注記G1に報告されている。

注記G6　保険リスク

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

保険料収入 493 512

支払保険金 -382 -399
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未払保険金の変動 31 49

その他 54 47

合計 196 209

注記G7　その他収益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

賃料収入 37 33

その他営業収益 99 110

合計 136 143

注記G8　人件費

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

給与及び報酬 -6,926 -6,656

社会保障費 -1,682 -1,632

年金費用
1 -661 -273

利益分配財団に対する引当金 -1,020 -913

その他人件費 -422 -468

合計 -10,711 -9,942

1） 既報告年金費用の構成要素は、正味年金費用の表に示されている。

平均従業員数 2012年 男性 女性 2011年 男性 女性

スウェーデン 7,526 3,475 4,051 7,648 3,520 4,128

ノルウェー 765 405 360 799 435 364

フィンランド 610 252 358 607 256 351

デンマーク 697 353 344 705 354 351

英国 1,031 641 390 837 533 304

ルクセンブルグ 83 54 29 92 53 39

ドイツ 68 40 28 61 39 22

米国 77 51 26 78 51 27

オランダ 85 59 26 67 44 23

シンガポール 36 8 28 39 11 28

香港 32 19 13 31 18 13

ポーランド 48 19 29 64 28 36

ロシア 22 6 16 51 13 38

その他諸国 112 37 75 105 38 67

合計 11,192 5,419 5,773 11,184 5,393 5,791

人件費、事業セグメント

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

スウェーデン国内における支店業務 -3,157 -3,118
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スウェーデン国外における支店業務 -2,959 -2,766

キャピタル・マーケッツ -2,255 -2,111

その他 -2,745 -2,632

調整及び消去 405 685

合計 -10,711 -9,942

給与及び報酬

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

上級経営陣
2 -140 -146

その他 -6,786 -6,510

合計 -6,926 -6,656

男女別分布 2012年 2011年

％ 男性 女性 男性 女性

上級経営陣（取締役を除く）
2 74 26 78 22

取締役 75 25 75 25

取締役
2 77 23 80 20

2） 子会社を含む

従業員給付

当行の従業員に対する報酬の方針は、長年にわたり確立されたものである。ハンデルスバンケンは、通常、厳格

なリスク管理を行っており、固定報酬が健全な経営につながると考えているため、固定報酬を基本原則とすべき

であると考えている。当行は、従業員の雇用について長期的な視点に立っている。給与の上昇及びその他の形態の

報酬は、当行における従業員の勤続年数によって変動し、好業績を挙げた場合は常に報奨対象となる。この報酬全

体は、当行の競争力及び収益性を高めると同時に、当行がスキルの高いスタッフを雇用し、定着させ、育成するこ

とを可能にし、高水準の能力開発及び後継者育成を確実に行うことを支援する。

報酬は、固定給、一般的な給与手当及び年金給付の形態で支払われている。給与は、当行の分散型の業務方法に

従って現地で設定され、あらかじめ設定された給与決定要素である業務内容及び難易度、スキル、実績及び成果、

キャリア形成の責任を担う従業員に対する指導力、市場の需給関係、並びに当行のビジネスカルチャーの代表者

としての実績に基づいて決定される。

変動報酬は、それが市場慣行であると評価されるような限定された業務においてのみ発生する。変動報酬は当

行の取締役会により最終的な金額が決定される。当行グループの最高経営責任者は、取締役会が規定した条件に

基づいて変動報酬が認められるかどうか決定する。

報酬方針

当行の報酬制度に関する基本方針は、当行の報酬委員会が作成し、その後当行の取締役会が設定した方針にお

いて定められている。当該報酬委員会は、取締役会及び定時株主総会で決定される報酬に関する事項を作成して

いる。定時株主総会で、最高経営責任者及び副社長に対する報酬の条件に関するガイドラインについて、株主の決

定がなされた後、取締役会は、スウェーデン金融監督庁の規制に従って、最高経営責任者、副社長及び中央グルー

プ・マネジメントの役員並びにコンプライアンス、内部監査及びリスク管理等の管理機能に主な責任を有する役

員に対する報酬を決定する。
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当行の報酬方針は、毎年又は必要に応じて見直される。当年度の報酬方針の作成作業において、ハンデルスバン

ケンの低いリスク許容度が一つの要素となっていた。当該報酬方針の提案を行う作業及び当該作業に関連した変

動報酬のリスク分析は、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ、中央リスク管理部門、中央法務部門、当

行グループ財務部門、コーポレート・ガバナンス及び中央人事部門の各代表者より構成される内部の作業グルー

プによって実施された。当行の報酬方針は、中央リスク管理部門が実施したリスク分析に基づいている。

変動報酬

ハンデルスバンケンでは、変動報酬が発生する範囲が限られており、ハンデルスバンケン・キャピタル・マー

ケッツの事業分野のみに限定されている。当行の経営陣又は与信あるいは限度額の決定を行う従業員に対して変

動報酬は支払われない。単独又は他者とともに信用リスク、市場リスク、流動性リスク、コモディティ・リスク、通

貨リスク又は金利リスク限度額を決定する権限を与えられている従業員、並びに商品の条件に決定を下すことに

よって当行のリスク・プロファイルに影響を及ぼす可能性のある従業員に対しては、固定報酬のみが支払われ

る。変動報酬の基準となる利益は、業務に必要とされる実際の資本及び流動性費用によって相殺されるため、報酬

水準は当行の全般的な目標と一致している。

変動報酬は、給与設定に関する当行のモデル及び給与決定要素に基づいて決定される。これらの給与決定要素

に加え、健全なリスク負担、適切な法令の遵守及びコンプライアンスに付随する特別な重要性とともに、業務に特

有の要素が考慮されなければならない。変動報酬は現金のみで支払われる。

変動報酬の対象となる従業員はすべて、「特定職員」に区分され、報酬繰延規定の対象となる。変動報酬が

100,000クローネを超過する場合、ハンデルスバンケンは、報酬金額の40％から60％を繰延べている。特に高額の

場合、4年間にわたって60％が繰延べられる。当行の方針では、主要報酬規定は個人レベルで決定され、変動報酬は

固定報酬の150％を超えてはならない。繰延変動報酬に関する規定は、すべての従業員及びマネージャーに適用さ

れる。繰延期間末日に、繰延報酬の支給と権利が従業員に移転する。繰延変動報酬は、繰延期間中の損失、リスクの

増加及び費用が増加した場合に廃止又は減額される。また、当行の財政状態に基づき報酬の支給が不可能な場合

にも繰延変動報酬は廃止又は減額される。当行の変動報酬の方針に関する詳細については、コーポレート・ガバ

ナンス・レポートの47ページ(訳注：ハンデルスバンケンの2012年のアニュアルレポート原文の項目名であり、

当該項目は本書には含まれていない。)を参照のこと。

報酬合計 2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ 経営陣
1

リスク

テイカー
2 その他 経営陣

1

リスク

テイカー
2 その他

固定報酬稼得額

(百万スウェーデン・クローネ)
90 4,546 2,234 95 2,606 3,855

年金引当金

(百万スウェーデン・クローネ)
31 653 321 31 313 463

変動報酬稼得額

(百万スウェーデン・クローネ)
- 101 - - 100

3

合計 121 5,300 2,555 126 2,919 4,418

固定報酬のみの人数 18 6,868 4,771 21 4,962 5,761

固定報酬及び変動報酬の双方を得る

可能性のある人数
- 305 - - 84 356

合計人数 18 7,173 4,771 21 5,046 6,117
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変動報酬割当額

(百万スウェーデン・クローネ)
- 100 - - 17 162

　うち、繰延部分 - 48 - - 9 -

　うち、支払部分 - 52 - - 8 162

変動報酬が割当てられた人数 - 221 - - 18 264

期首繰延変動報酬額 - 9 - - - -

当年度中に割当てられた、及び繰延

べられた変動報酬
- 48 - - 9 -

当年度中の支払額 - - - - - -

当年度中の調整額 - - - - - -

期末繰延変動報酬額 - 57 - - 9 -

新規雇用に関連する費用として認識

される変動報酬保証額

(百万スウェーデン・クローネ)

- 23 - - 0 27

新規雇用に関連する費用として認識

される契約上の変動報酬保証額

(百万スウェーデン・クローネ)

- - - - 0 30

稼得された報酬は、全額費用として認識されている。稼得された変動報酬は、稼得後の事業年度において、個人レベルで割当

てられる。当年度において割当てられた変動報酬は、2011年中に全額稼得されていた。割当てられた変動報酬は、当行の変動報

酬に関する方針に従って、支払われるか又は繰延べられる。繰延報酬を処分する権利は、支払時に従業員に譲渡される。すべて

の変動報酬は、現金で支払われる。当該金額からは、社会保障費は除かれている。当年度中において、122(120)人に対する解雇

給付74(63)百万クローネが費用として認識され、21(60)人に対して10(20)百万クローネの契約が締結された。個人の契約上の

解雇給付最高額は、1.5(3.1)百万クローネである。当年度中の変動報酬保証額は、18(20)人に割当てられている。

1） 経営陣は、当行グループの最高経営責任者、副社長及び中央グループ・マネジメントに相当する。

2） リスク・テイカーは、特定職員に相当する。

3） リスク・テイカーとその他の間の割当てに関する決定は、貸借対照表日後に行われた。したがって、全額その他の列に計上されている。

上級経営陣の任期及び報酬

定時株主総会は、最高経営責任者及び副社長の報酬に関するガイドラインを決定している。ハンデルスバンケ

ンの取締役会は、最高経営責任者、副社長及び中央グループ・マネジメントのメンバーに対する報酬を決定して

いる。上級経営陣に対する報酬に関する方針及び決定プロセスについては、管理報告書の46ページ（訳注；ハン

デルスバンケンの2012年のアニュアルレポート原文の項目名であり、当該項目は本書には含まれていない。）の

コーポレート・ガバナンス・レポートを参照のこと。

全般

ハンデルスバンケンの上級経営陣に対する報酬は、固定給、社用車又はそれに類似するもの等の一般的な手当、

及び年金給付の形式で支払われる。上級経営陣には変動報酬は支払われない。また、解雇給付に関する契約も存在

しない。定時株主総会は、上級経営陣に対する報酬に関する定時株主総会のガイドラインは、新役員の退職年齢を

65歳と定めている。
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当年度中の年金に関するすべての情報は、IAS第19号に従って算定されている。

取締役の報酬

当行の従業員ではない取締役会メンバーは、定時株主総会の決議に従った報酬のみを受領している。当該報酬

は、52-53ページ(訳注：原文のページ数である)に記載されている。当行の従業員である取締役会メンバーは、従

業員であるため、報酬及び年金給付を受領する。取締役会のメンバーに対しては、その他の報酬又は年金給付は支

給されない。

最高経営責任者の任期及び報酬

2012年において当行の最高経営責任者であるPär Boman氏は、固定給10.9(10.4)百万クローネ及びその他給付

0.4(0.7)百万クローネを受領した。その他の取締役会の出席に関する外部報奨の請求書が当行に対して発行、発

送されている。

最高経営責任者の退職年齢は65歳である。確定給付年金は、60歳になるまで継続的に稼得されるが、その時に法

定保険からの予定支払額を含めて固定給の60％に相当する金額となる。稼得された確定給付年金は、退職時の保

険支払に関するガイドラインに従って、再計算される。60歳から65歳までの間は、固定給の35％の年金保険料を受

け取る。

稼得された確定給付年金が権利確定し、60歳前に退職する場合、最高経営責任者は稼得した確定給付年金の受

給権に対する払済保険契約を受領する。ハンデルスバンケンの利益分配計画であるオクトゴーネンでは、最高経

営責任者及びその他の上級経営陣は分配金を受け取る。オクトゴーネンが施行されている国において、当行のそ

の他のすべての従業員に対して適用される方針と同じ方針に従って、分配が行われる。2012年(2011年に関連)に

おいて、スウェーデンにおける分配額は67,552クローネであり、2011年は、64,906クローネであった。

上級経営陣の任期

中央グループ・マネジメント及び副社長 の最低年金支給年齢は60歳
*
であり、退職時の固定給の65％を上限と

して確定給付年金を受け取り、固定給の2％を上限として年金保険料を受け取る。確定給付年金には、法定保険か

ら支払われる金額が含まれている。

2名の副社長に関しては、固定給の35％に相当する確定拠出年金が適用され、これに法定保険が加算される。

副社長以外の上級経営陣に関しては、銀行従業員を対象とした集団年金制度に従って、65歳から年金が支給さ

れ、これに法定保険が加算される。

上級経営陣に対する確定給付年金は、退職年齢まで継続的に稼得され、退職年齢に達したときに全額、稼得され

る。稼得された年金は権利確定しており、退職年齢より前に退職する場合、従業員は年金受給権に関する払済保険

契約を受領する。稼得された年金受給権は、当行の年金財団又は当行の年金基金において確保される。副社長の1

名は、58歳6ヶ月で稼得年金が終了する。

＊
将来の副社長の退職年齢は65歳である。管理報告書の47ページ（訳注；ハンデルスバンケンの2012年のア

ニュアルレポート原文の項目名であり、当該項目は本書には含まれていない。）のコーポレート・ガバナンス

・レポートを参照のこと。

上級経営陣の報酬

副社長であるClaes Norlen氏は、報酬及びその他給付として4.5(4.3)百万クローネを受領した。このうち、

0.1(0.1)百万クローネがその他給付である。

その他の16(19)名の上級経営陣は、合計74.6(72.2)百万クローネの報酬を受領していた。これには、5.5(6.0)百

万クローネのその他給付が含まれている。当行の利益になるとみなされる社外取締役業務による報酬は、当行が
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受領している。

当行グループの上級経営陣が当年度中に稼得した年金受給権に関する費用

当年度中に稼得した年金受給権に関する費用については、最高経営責任者であるPar Boman氏は、2012年におい

て6.0(5.1)百万クローネであり、副社長であるClaes Norlen氏は、1.6(1.3)百万クローネであった。その他16(19)

名の上級経営陣に関する、当年度中に稼得した年金受給権に関する費用は、合計23.3(24.0)百万クローネであっ

た。

子会社の上級経営陣に対する報酬

子会社の最高経営責任者及び副社長に対する報酬及びその他給付は、37.6(34.8)百万クローネ支払われてい

る。このうち、2.0(2.4)百万クローネがその他給付であった。

現在及び過去のすべての上級経営陣に対する年金債務

2012年12月31日現在、最高経営責任者に対する年金債務は、134.5(132.2)百万クローネであった。2012年12月31

日現在、副社長であるClaes Norlen氏に対する年金債務は、54.6(41.7)百万クローネであった。

現在及び過去の取締役、最高経営責任者及びその他の上級経営陣に関して、当年度中に確定給付年金に関して

稼得した年金受給権及び確定拠出年金制度に関する年金保険料は、当行グループが36.1(31.1)百万クローネで、

親会社が30.8(27.2)百万クローネであった。これらの人々に対する年金債務は、当行グループが2,329(2,478)百

万クローネで、親会社が2,110(2,215)百万クローネであった。これらの債務でカバーされている人々の人数は、当

行グループが76(79)名で、うち44(40)名が年金受給者であった。これに対して、親会社は57(54)名で、うち39(30)

名が年金受給者であった。

すべての上級経営陣に対する貸付金

当行グループの取締役、最高経営責任者、副社長及びその他の上級経営陣に対する貸付金は、当行又はグループ

会社において291(283)百万クローネであった。当行の上記のカテゴリーのスタッフに対する貸付金の利息収益

は、7.9(4.4)百万クローネである。当行の上記のカテゴリーのスタッフからの預金に対する利息費用は、9.9(1.0)

百万クローネである。

当行に雇用されている上級経営陣は、他の従業員と同じ与信条件が適用される。与信に関する金利の割引は、ス

ウェーデン税務当局が年次で設定している政府借入金利プラス1％を上限としている。金利に関する割引は、月給

の支払に関連して課税され、当行の雇用主の拠出に関する基準となっている。1.5百万クローネを超える与信に関

する利息は、通常の商業条件で算定される。与信はすべて、通常の信用評価の対象となっている。

正味年金資産

以下の年金債務に対する引当金が貸借対照表上に計上されている

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

年金債務 20,712 19,696

制度資産の公正価値 21,478 18,295

年金債務から制度資産を控除した金額 -766 1,401

年金数理上の利益(+)/損失(-) -3,907 -6,176

年金に対する正味引当金 -4,673 -4,775

年金計上額の合計金額がマイナスであるという事実は、貸借対照表に年金資産が報告されていることを意味している。割引
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率が国債に基づいている場合、年金債務は22,725百万クローネとなる。割引率に関する詳細については、注記G1セクション20

に記載されている。

年金費用

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

勤務費用 -661 -521

年金引当金に係る利息 -615 -623

制度資産に係る期待収益 1,239 1,198

年金負債の清算 - -

数理計算上の利益(+)/損失(-)の償却 -220 -31

年金費用、確定給付年金制度 -257 23

早期退職年金費用 - 0

年金費用、積立制度 -257 23

年金費用、確定拠出年金制度 -342 -286

制度資産の収益に係る税金及びその他年金費用 -62 -10

年金費用合計 -661 -273

年金債務、制度資産及び年金引当金並びに確定給付年金制度に関する数理計算上の純利益/損失は、以下に示すとおりであ

る。雇用主に対して支払われる積立金は、雇用主の年金費用に関して支払われる積立金のことである。

年金債務

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

期首残高 19,696 17,212

勤務費用 661 521

利息費用 615 623

給付金支払額 -495 -524

年金債務の清算 - -

数理計算上の利益(+)/損失(-) 246 1,845

外貨換算影響額 -11 19

期末残高 20,712 19,696

制度資産

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

期首残高 18,295 23,223

制度資産の期待収益 1,239 1,198

雇用主の拠出による積立金 243 161

雇用主に対して支払われる積立金 -599 -558

従業員に直接支払われる積立金 17 -49

数理計算上の利益(+)/損失(-) 2,293 -5,695

外貨換算影響額 -10 15
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期末残高 21,478 18,295

制度資産に係る収益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

制度資産の期待収益 1,239 1,198

数理計算上の利益(+)/損失(-) 2,293 -5,695

実際の収益 3,532 -4,497

年金に対する正味引当金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

期首残高 -4,775 -4,670

年金費用、確定給付年金制度 257 -23

給付金支払額 -472 -457

雇用主の拠出による積立金 -243 -161

年金引当金の清算 560 540

外貨換算影響額 0 -4

期末残高 -4,673 -4,775

数理計算上の純利益/損失

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

期首残高、数理計算上の利益(+)/損失(-) -6,176 1,341

数理計算上の利益(+)/損失(-)計上額 220 31

数理計算上の利益(+)/損失(-)、年金債務 -246 -1,845

数理計算上の利益(+)/損失(-)、制度資産 2,293 -5,695

外貨換算影響額 2 -8

期末残高、数理計算上の利益(+)/損失(-) -3,907 -6,176

制度資産は、主として株式及び利付証券より構成されており、貸借対照表日における市場価値は以下のとおりである。

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

株式及び参加持分 17,318 14,510

利付証券等 4,160 3,785

合計 21,478 18,295

制度資産には、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトの株式が含まれており、貸借対照表日である

2012年12月31日における市場価値は0(0)百万クローネである。

実績

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

年金債務 20,71219,69617,212 16,007 15,529
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制度資産の公正価値 21,47818,29523,223 17,945 13,332

年金債務から制度資産を控除した金額 -766 1,401 -6,011 -1,938 2,197

当期の数理計算上の利益(+)/損失(-)、年金債務 -246 -1,845 -911 124 -577

　うち、実績調整によるもの -328 -29 -200 136 22

　うち、数理計算上の仮定の変更によるもの 82 -1,815 -711 -12 -599

当期の数理計算上の利益(+)/損失(-)、制度資産 2,293 -5,695 4,618 4,048 -9,209

　うち、実績調整によるもの 2,293 -5,690 4,618 4,048 -9,193

　うち、数理計算上の仮定の変更によるもの 0 -5 0 0 -16

将来キャッシュ・フロー

百万スウェーデン・クローネ 2012年実績 2013年予測

予想年金支払額 -495 -565

確定給付年金は、主としてスウェーデン、ノルウェー及び英国の従業員に対して支払われる。

スウェーデンでは、スウェーデン銀行雇用主協会(以下「BAO」という。) とスウェーデン金融セクター組合/スウェーデン

専門職連盟との年金契約に従って、65歳から退職年金が支給される。年金額は年収の10％、所得基準額の7.5倍を上限としてい

る。所得基準額の7.5倍から20倍までの給与の部分については、退職年金は65％で、所得基準額の20倍から30倍までの給与の部

分については、退職年金は32.5％である。所得基準額の30倍を上回る給与については、退職年金は支給されない。

ノルウェーでは、67歳から退職年金が支給される。年金額は、一部には勤続年数及び基準額の12倍を上限とする最終給与に

応じて変動する。退職年金(法定年金を含む)は、基準額の12倍を上限とする最終給与の約70％になると予想される。

英国では、確定給付年金は2006年1月1日より前に雇用された従業員に対して支払われる。同日より後に雇用された従業員に

対しては、確定拠出年金が支払われる。通常の退職年齢は65歳である。最大退職年金額は、勤続年数40年で達成される年金対象

給与の67％程度である。年金対象給与は、現在、137,400ポンドが上限とされている。

主要な仮定 スウェーデン ノルウェー 英国

2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年

割引率、％ 3.0 3.0 3.8 3.0 4.0 4.7

予想昇給率、％ 3.5 3.5 3.5 4.0 4.6 4.7

制度資産に係る期待収益率、％ 7.0 7.0 4.0 4.6 4.0 5.5

年金指標、％ 2.0 2.0 3.0 0.5 3.0 3.1

所得基準額、％ 3.0 3.0 n/a n/a n/a n/a

離職率、％ 3.0 3.0 0-81 0-81 n/a n/a

退職までの予想勤務年数 20.0 21.1 15.0 16.0 17.0 17.0

1） 年齢に関連する区分；最年少で年率8％、徐々に減少し、最年長で0％となっている。

注記G9　その他費用

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

不動産及び建物設備 -1,232 -1,089

外部IT費用 -1,588 -1,533

通信費 -345 -379

旅費及びマーケティング費用 -392 -423
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購入したサービス -1,003 -976

備品費 -190 -216

その他管理費用 -319 -444

合計 -5,069 -5,060

うち、オペレーティング・リースに係る費用

　最低リース料 -763 -593

　変動手数料 -20 -19

合計 -783 -612

オペレーティング・リースは主として、事務所及び事務所設備に関する運営のための標準的な契約によるものである。事務

所賃借料には、通常、インフレ率と固定資産税に関連した変動リース料が含まれている。2012年の最大の個別リース契約費用

は、約130(124)百万クローネであった。主要な契約には変動リース料は含まれていない。

監査人及び監査法人に対する報酬 ケーピーエムジーエービー

アーンスト・アンド・ヤング・

エービー

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年 2012年 2011年

監査業務 -11 -11 -3 -2

当該監査業務以外の監査上の業務 -6 -5 0 -

税務アドバイス 0 0 -1 0

その他サービス 0 -1 0 -

当年度中の内部監査費用は、129(122)百万クローネであった。

注記G10　貸倒損失

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

個別に評価された貸出金に対する特定の引当金

当年度引当金 -1,460 -1,341

過年度の引当金の戻入れ 344 335

合計 -1,116 -1,006

集合的引当金

個別に評価された貸出金に対する当年度中の引当金純額 77 29

同種の貸出金に対する当年度中の引当金純額 5 33

合計 82 62

オフ・バランスシート項目

オフ・バランスシート項目に係る損失 - 14

オフ・バランスシート項目に係る過年度の損失の戻入れ 0 -

オフ・バランスシート項目に対する集合的引当金の変動 5 2
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合計 5 16

償却

当年度中の実際の貸倒損失 -1,383 -2,669

過年度引当金の取崩し 975 2,271

回収 186 510

合計 -222 112

貸倒損失、正味 -1,251 -816

減損貸出金等

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

減損貸出金 7,325 6,858

個別に評価された貸出金に対する特定の引当金 -3,725 -3,680

小口かつ同種の貸出金グループに対する集合的に評価された引

当金
-115 -115

個別に評価された貸出金に対する集合的引当金 -288 -366

減損貸出金純額 3,197 2,697

減損貸出金引当率、％ 56.4 60.7

減損貸出金の割合、％ 0.18 0.16

集合的引当金を除いた減損貸出金引当率、％ 52.4 55.3

不良債権であるが減損貸出金ではないもの 2,563 2,161

当年度中に正常債権として区分変更された減損貸出金 41 344

契約上のキャッシュ・フローが履行されない可能性が高い場合、貸出金は減損貸出金に分類される。個別引当金の対象とな

る個別債権は、一部担保でカバーされる場合でも、全額が減損貸出金に含まれる。したがって、受領した担保は、引当率の計算

の際に考慮されない。不良債権は、利息、元本返済又は当座貸越の支払期限が60日を超過している貸出金のことである。その他

の定義については、187ページ(訳注：ハンデルスバンケンの2012年のアニュアルレポート原文の項目名であり、当該項目は本

書には含まれていない。)を参照のこと。

潜在的な貸倒損失に対する引当金の変動、2012

年

百万スウェーデン・クローネ

個別に評価さ

れた貸出金に

対する引当金

個別に評価さ

れた貸出金に

対する集合的

引当金

集合的に評価

された同種の

貸出金に対す

る引当金

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金合計

期首引当金 -3,680 -366 -115 -4,161

当年度引当金 -1,460 - -82 -1,473

過年度引当金の戻入れ 344 77 15 367

実際の貸倒損失に対する充当 975 72 1,047

外貨換算影響額等 96 1 -5 92

期末引当金 -3,725 -288 -115 -4,128
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潜在的な貸倒損失に対する引当金の変動、2011

年

百万スウェーデン・クローネ

個別に評価さ

れた貸出金に

対する引当金

個別に評価さ

れた貸出金に

対する集合的

引当金

集合的に評価

された同種の

貸出金に対す

る引当金

潜在的な

貸倒損失に対

する引当金合

計

期首引当金 -5,039 -396 -157 -5,592

当年度引当金 -1,341 - -78 -1,421

過年度の引当金の戻入れ 335 29 33 397

実際の貸倒損失に対する充当 2,271 78 2,350

外貨換算影響額等 94 1 9 105

期末引当金 -3,680 -366 -115 -4,161

減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2012年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

個人 1,541 -852 689 584 1,611

住宅協同組合 32 -17 15 12 46

不動産管理 1,004 -365 639 365 465

製造 829 -473 356 174 118

リテール 1,085 -441 644 399 45

ホテル及びレストラン 79 -36 43 42 19

海運 419 -406 13 13 0

その他運輸及び通信 288 -182 106 105 17

建設 216 -106 110 107 66

電気、ガス及び水道 88 -25 63 1 13

農業、狩猟業及び林業 26 -15 11 9 36

その他サービス 415 -213 202 190 59

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・

ファンド等
1,153 -601 552 25 13

その他法人貸付 150 -108 42 42 55

金融機関 - - - - -

合計 7,325 -3,840 3,485 2,068 2,563

減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2011年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの
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個人 1,418 -820 598 495 1,464

住宅協同組合 7 -4 3 - 76

不動産管理 1,275 -410 865 515 296

製造 933 -497 436 307 51

リテール 497 -305 192 182 59

ホテル及びレストラン 173 -120 53 53 29

海運 202 -202 O - -

その他運輸及び通信 244 -178 66 57 20

建設 289 -170 119 114 51

電気、ガス及び水道 37 -15 22 2 -

農業、狩猟業及び林業 26 -20 6 5 23

その他サービス 115 -60 55 45 56

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・

ファンド等
1,231 -702 529 44 33

その他法人貸付 411 -292 119 100 3

金融機関 - - - - -

合計 6,858 -3,795 3,063 1,919 2,161

1）個別に評価された貸出金に対する特定の引当金及び集合的に評価された貸出金に対する引当金を考慮後の帳簿価額。但し、個別に評価さ

れた貸出金に対する集合的引当金を除く。

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2012年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

スウェーデン 2,762 -1,653 1,109 989 1,327

ノルウェー 645 -292 353 207 417

フィンランド 1,042 -318 724 415 278

デンマーク 1,239 -811 428 237 34

英国 440 -158 282 177 441

その他欧州 174 -92 82 43 66

北米 1,021 -516 505 - -

アジア 2 0 2 - -

合計 7,325 -3,840 3,485 2,068 2,563

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2011年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの
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スウェーデン 2,576 -1,591 985 913 1,252

ノルウェー 564 -358 206 188 565

フィンランド 817 -374 443 279 224

デンマーク 895 -541 354 195 43

英国 815 -260 555 316 33

その他欧州 103 -31 72 27 44

北米 1,083 -639 444 - -

アジア 5 -1 4 1 -

合計 6,858 -3,795 3,063 1,919 2,161

1）個別に評価された貸出金に対する特定の引当金及び集合的に評価された貸出金に対する引当金を考慮後の帳簿価額。但し、個別に評価さ

れた貸出金に対する集合的引当金を除く。

延滞しているが減損していない貸出金の分析、

2012年 一般顧客に対する貸出金

百万スウェーデン・クローネ

金融機関

に対する

貸出金 個人向け 法人向け その他 合計

5日以上1ヶ月以下の延滞 - 3,827 1,636 - 5,463

1ヶ月超2ヶ月以下の延滞 - 481 154 - 635

2ヶ月超3ヶ月以下の延滞 - 391 119 - 510

3ヶ月超12ヶ月以下の延滞 - 1,035 213 - 1,248

12ヶ月超の延滞 - 591 214 - 805

合計 - 6,325 2,336 - 8,661

延滞しているが減損していない貸出金の分析、

2011年 一般顧客に対する貸出金

百万スウェーデン・クローネ

金融機関

に対する

貸出金 個人向け 法人向け その他 合計

5日以上1ヶ月以下の延滞 - 3,254 1,219 0 4,473

1ヶ月超2ヶ月以下の延滞 - 577 167 - 744

2ヶ月超3ヶ月以下の延滞 - 435 149 - 584

3ヶ月超12ヶ月以下の延滞 - 807 291 - 1,098

12ヶ月超の延滞 - 324 156 - 480

合計 - 5,397 1,982 0 7,379

担保権が実行された資産

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

不動産 390 446

動産 18 17

株式 39 72
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帳簿価額 447 535

動産は主として担保権が実行されたリース資産より構成されている。上表に示されている担保権が実行された資産に加え、

担保権実行資産は非継続事業にも含まれている。注記G12を参照のこと。債権の担保を目的として、担保権が実行された資産及

び負債に関する評価原則については、注記G1に記載されている。

注記G11　不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

器具備品 -1 7

不動産 -2 -

合計 -3 7

注記G12　非継続事業に係る当期利益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

収益 1,772 1,797

費用 -1,645 -1,598

非継続事業からの営業利益 127 199

法人税 -10 -40

合計 117 159

減損 -95 -

非継続事業に係る当期利益 22 159

非継続事業からの営業利益は、Plastal Groupにおける当行の持分に係る収益より構成されている。Plastal Groupの事業

は、自動車産業のエクステリアに用いるプラスチック・コンポーネントの製造より構成される。当行は、状況が整い次第

Plastal Groupの事業を売却する意向である。Plastal Groupの純資産の減損は、第４四半期に認識されている。当該減損によ

る当期法人税への影響はない。当行の非継続事業の評価方針に関する詳細については、注記G1に記載されている。

注記G13　一株当たり利益

2012年 2011年

当期利益、継続事業、百万スウェーデン・クローネ 14,526 12,164

　うち、転換可能劣後ローンに係る利息費用、税引後 -162 -134

当期利益、非継続事業、百万スウェーデン・クローネ 22 159

　うち、転換可能劣後ローンに係る利息費用、税引後 - -

当期利益、事業全体、百万スウェーデン・クローネ 14,548 12,323

　うち、転換可能劣後ローンに係る利息費用、税引後 -162 -134

期中に転換された株式の平均保有数(百万株) 4.9 0.3

トレーディング勘定における自己株式の平均保有数(百万株) 0.5 0.7

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

216/881



発行済株式の平均株式数(百万株) 628.5 623.1

希薄化効果のある株式の平均株式数(百万株) 21.4 19.3

希薄化後発行済株式の平均株式数(百万株) 649.9 642.4

継続事業からの一株当たり利益、スウェーデン・クローネ 23.11 19.52

　希薄化後 22.60 19.14

非継続事業からの一株当たり利益、スウェーデン・クローネ 0.04 0.26

　希薄化後 0.03 0.25

事業全体からの一株当たり利益、スウェーデン・クローネ 23.15 19.78

　希薄化後 22.63 19.39

希薄化後一株当たり利益は、発行済転換株式の転換による影響を考慮に入れて測定される。これは、発行済株式の平均株式

数に潜在的な転換株式数が加算され、当期利益が転換可能劣後ローン残高(税引後)に係る当期利息費用に関して調整される

ことを示唆している。

注記G14　金融資産及び負債の分類

2012年

損益計算書に公正価値で計

上されるもの

百万スウェー

デン・クロー

ネ

トレーディ

ング目的 その他
1

ヘッジ手段と

して特定され

たデリバティ

ブ

満期保有

投資

貸出金及び

債権

売却可能金

融資産

その他金融

資産/負債

帳簿価額

合計 公正価値

資産

現金及び中央

銀行預け金
236,545 236,545 236,545

中央銀行への

その他の貸

出金

12,370 12,370 12,370

中央銀行への

担保として

適格な利付

証券

26,474 17,622 3,759 1,051 48,906 48,973

その他金融機

関への貸出

金

89,511 89,511 89,292

一般顧客への

貸出金
4,078 1,676,401 1,680,4791,689,938

ポートフォリ

オ・ヘッジ

における金

利ヘッジ対

象の価値変

動

5,271 5,271

社債およびそ

の他の利付

証券

30,535 35,073 1,340 1,406 68,354 68,351

株式 23,078 1,863 5,205 30,146 30,146
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関連会社に対

する投資
203 203 203

顧客が価値変

動リスクを

負う資産

68,565 1,025 69,590 69,590

デリバティブ

商品
83,357 27,493 110,850 110,850

その他資産 28 12,784 12,812 12,812

前払費用及び

未収金
229 1,043 118 6,009 0 7,399 7,399

金融資産合計 163,701128,244 27,493 5,217 2,039,9167,662 203 2,372,4362,376,469

非金融資産 15,422

資産合計 2,387,858

負債

金融機関からの

預り金
183,945 183,945 186,259

一般顧客からの

預金及び借

入金

682,223 682,223 682,320

顧客が価値変動

リスクを負

う負債

68,613 1,025 69,638 69,638

発行済証券 13,756 1,137,6701,151,4261,167,175

デリバティブ

商品
85,933 20,111 106,044 106,044

ショートポジ

ション
16,201 16,201 16,201

その他負債 19 17,829 17,848 17,848

未払費用及び繰

延収益
54 21,210 21,264 21,264

劣後負債 21,167 21,167 22,507

金融負債合計 115,963 68,613 20,111 2,065,0692,269,7562,289,256

非金融負債 11,205

負債合計 2,280,961

1）公正価値で測定されるものに分類されるもの

金融商品に関する公正価値の計算

貸借対照表上に公正価値で計上される金融商品の評価の原則については、注記G1の会計方針に記載されてい

る。上表の右側の欄には、貸借対照表上に取得原価又は償却原価で計上された金融商品の公正価値に関する情報

が提示されている。これらの商品の公正価値に関する情報は、以下の原則に従って作成されている。

支払手段、並びに短期債権及び負債に関しては、帳簿価額は公正価値の妥当な見積りとされている。満期日又は

次の金利確定日が30日以内に到来する債権及び負債は、短期と定義される。

固定利付貸付は、同一満期の貸付に対する現在の市場金利に信用リスク及び流動性リスクに対する調整を行う

ことで、評価される。市場金利が調整されている信用リスク及び流動性リスク・プレミアムは、測定時に新規貸付

に対する平均マージンと同一と仮定される。

満期保有目的又は貸付として報告される利付証券に対する市場価格がない場合、公正価値は、同一満期及びそ
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の他の類似の特性を有する商品の価格又は金利の形態での市場データに基づく評価モデルを用いて設定される。

関連会社株式は、持分法に従った帳簿価額で報告される。

活発な市場に上場している発行済証券は、市場価格で評価される。非上場発行済証券及びその他の資金調達は、

当行グループの現在の資金調達金利で評価される。

顧客がリスクを負う資産として表示されている貸出金及び債権に関する公正価値の情報は、その他の貸出金及

び債権と同じ方法で入手される。

2011年

損益計算書に公正価値で

計上されるもの

百万スウェー

デン・クロー

ネ

トレーディ

ング

目的 その他
1

ヘッジ手段

として特定

されたデリ

バティブ

満期保有

投資

貸出金及び

債権

売却可能金

融資産

その他金融

資産/負債

帳簿価額

合計 公正価値

資産

現金及び中央

銀行預け金
251,857 251,857 251,857

中央銀行への

その他の貸

出金

124,122 124,122 124,122

中央銀行への

担保として

適格な利付

証券

14,350 21,435 6,461 1,725 43,971 44,081

その他金融機

関への貸出

金

106,823 106,823 106,820

一般顧客への

貸出金
4,945 1,586,183 1,591,1281,601,422

ポートフォリ

オ・ヘッジ

における金

利ヘッジ対

象の価値変

動

4,490 4,490

社債およびそ

の他の利付

証券

14,401 35,751 3,339 6,740 60,231 60,235

株式 20,345 2,597 4,294 27,236 27,236

関連会社に対

する投資
205 205 205

顧客が価値変

動リスクを

負う資産

61,212 1,509 62,721 62,721

デリバティブ

商品
117,588 24,486 142,074 142,074

その他資産 43 14,224 14,267 14,267

前払費用及び

未収金
173 1,305 172 6,861 1 8,512 8,512

金融資産合計 166,900127,245 24,486 9,972 2,096,06912,760 205 2,437,6372,443,552

非金融資産 16,729
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資産合計 2,454,366

負債

金融機関からの

預り金
201,889 201,889 201,431

一般顧客からの

預金及び借入

金

724,888 724,888 725,044

顧客が価値変動

リスクを負う

負債

61,291 1,509 62,800 62,800

発行済証券 9,125 1,130,9491,140,0741,149,830

デリバティブ商

品
118,286 9,017 127,303 127,303

ショートポジ

ション
21,397 21,397 21,397

その他負債 46 13,801 13,847 13,847

未払費用及び繰

延収益
168 20,809 20,977 20,977

劣後負債 35,317 35,317 37,068

金融負債合計 149,02261,291 9,017 2,129,1622,348,4922,359,697

非金融負債 11,350

負債合計 2,359,842

1）公正価値で測定されるものに分類されるもの

注記G15　金融資産及び負債の公正価値測定

2012年

百万スウェーデン・クローネ レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産

中央銀行への担保として適格な利付証券 44,808 339 - 45,147

一般顧客への貸出金 - 4,054 24 4,078

社債およびその他の利付証券 53,204 13,810 - 67,014

株式 28,060 526 1,560 30,146

顧客が価値変動リスクを負う資産 68,565 - - 68,565

デリバティブ商品 1,242 109,608 - 110,850

公正価値で計上される金融資産合計 195,879 128,337 1,584 325,800

負債

顧客が価値変動リスクを負う負債 68,613 - - 68,613

発行済証券 5 13,674 77 13,756

デリバティブ商品 2,508 103,536 - 106,044

ショートポジション 15,430 771 - 16,201

公正価値で計上される金融負債合計 86,556 117,981 77 204,614
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2011年

百万スウェーデン・クローネ レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産

中央銀行への担保として適格な利付証券 37,510 - - 37,510

一般顧客への貸出金 - 4,920 25 4,945

社債およびその他の利付証券 46,003 10,889 - 56,892

株式 24,974 460 1,802 27,236

顧客が価値変動リスクを負う資産 61,212 - - 61,212

デリバティブ商品 1,764 140,310 - 142,074

公正価値で計上される金融資産合計 171,463 156,579 1,827 329,869

負債

顧客が価値変動リスクを負う負債 61,291 - - 61,291

発行済証券 625 8,423 77 9,125

デリバティブ商品 3,324 123,976 3 127,303

ショートポジション 20,386 1,011 - 21,397

公正価値で計上される金融負債合計 85,626 133,410 80 219,116

上表は、適用される評価技法に従って、公正価値で計上される金融資産及び負債の区分を示したものである。レ

ベル1は、活発な市場における市場価格のある商品より構成されている。市場価格が容易に入手可能で、その価格

が実際の通常の取引の結果である場合、市場は活発であるとみなされる。レベル1で保有しているものは、主とし

て、上場株式、政府債及び活発に取引されているその他の利付証券並びに資産に対応するショートポジションよ

り構成されている。レベル1にはまた、ミューチュアル・ファンドにおける株式、ユニットリンク契約及び類似し

た契約と連動しているその他資産、並びにこれに対応する負債項目(顧客が価値変動リスクを負う資産及び負債)

が含まれている。レベル2は、市場金利あるいは関連の深い商品の価格等市場から入手した情報で直接又は評価モ

デルを用いて評価される商品より構成される。レベル2で保有しているものは、主として、市場金利並びに金利ス

ワップ及び通貨関連デリバティブに基づいて評価される利付証券より構成されている。当年度において、レベル1

とレベル2の間での金融商品の重要な振替はなかった。

レベル3は、仮定に左右される評価モデルを用いて評価される商品より構成される。当該モデルでは、インプッ

ト・データの一部が評価に対して重要な影響を与える。レベル3で保有しているものは、主として、非上場株式及

び保険事業におけるベンチャー・キャピタル・ファンドへの投資より構成されている。当年度における当行グ

ループのレベル3金融商品の変動については、別表に示されている。当年度において、損益計算書を通じて公正価

値で評価されるものとして分類されていたローン・ポートフォリオの一部である個別の貸出金債権が、評価に適

用される信用リスク・プレミアムの仮定の変更により、レベル3に振り替えられた。

レベル3の金融商品の調整、2012年

百万スウェーデン・クローネ

社債及びそ

の他の利付

証券

株式

デリバティブ

の正味

ポジション

一般顧客への

貸出金

発行済

証券

期首現在帳簿価額 - 1,802 -3 25 -77

新規取得 - 84 - - -

当年度の発行 - - - - -
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当年度の買戻し - - - - -

当年度の売却 - -397 - - 2

当年度に満期を迎えたもの - - - -6 -

実現価値変動（損益計算書に計上） - 76 - - -

未実現価値変動（損益計算書に計上） - 23 - 0 -2

その他包括利益に計上された価値変動 - -28 - -1 -

レベル1又は2からの振替 - - - 6 -

レベル1又は2への振替 - - 3 - -

期末現在帳簿価額 - 1,560 - 24 -77

レベル3の金融商品の調整、2011年

百万スウェーデン・クローネ

社債及びその

他の利付証券
株式

デリバティブ

の正味

ポジション

一般顧客への

貸出金

発行済

証券

期首現在帳簿価額 1,837 1,814 -87 24 -77

新規取得 - 691 4 - -

当年度の発行 - - - - -

当年度の買戻し - - - - 1

当年度の売却 - -577 - - -

当年度に満期を迎えたもの -1,844 - - -15 -

実現価値変動（損益計算書に計上） -20 -12 - - -

未実現価値変動（損益計算書に計上） - -319 4 0 -1

その他包括利益に計上された価値変動 27 -45 - 0 -

レベル1又は2からの振替 - 251 - 16 -

レベル1又は2への振替 - -1 76 - 0

期末現在帳簿価額 - 1,802 -3 25 -77

注記G16　分類変更された金融資産

貸出金として分類されたもの

売却可能

金融資産

百万スウェーデン・クローネ

トレーディング目的

保有から

分類変更

売却可能から

分類変更

トレーディング目

的保有から

分類変更

帳簿価額 96 7,782 310

公正価値 95 7,930 312

2008年7月1日の分類変更時における帳簿価額 3,041 19,722 2,578

2012年期首現在における帳簿価額 132 11,992 378

2012年期首現在における公正価値 131 11,837 380

2012年に損益計算書に計上された価値変動 - -5 -

2011年に損益計算書に計上された価値変動 - -23 -

2012年にその他包括利益に計上された価値変動 -5 -177 -15

2011年にその他包括利益に計上された価値変動 1 133 22
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2012年に損益計算書に計上されていたであろう価値変動(資産の分

類変更が行われなかった場合)
2 -5 5

2011年に損益計算書に計上されていたであろう価値変動(資産の分

類変更が行われなかった場合)
3 19 41

2012年にその他包括利益に計上されていたであろう価値変動(資産

の分類変更が行われなかった場合)
- 266 -

2011年にその他包括利益に計上されていたであろう価値変動(資産

の分類変更が行われなかった場合)
- -90 -

分類変更以降の償却及び満期の割合 98% 68% 93%

2012年に収益として計上された利息 1 221 2

この表は、2008年7月1日に実施された当行グループの流動性ポートフォリオの一部の分類変更による報告額への影響を示

したものである。2008年7月1日以降、更なる分類変更は行われていない。過去に売却可能に分類された資産に係る未実現利益

及び損失は、その商品の残存期間にわたって償却される。分類変更が行われなかった場合に損益計算書/その他包括利益に影

響を与える金額については上述のとおりであり、これらは、事業年度末現在、貸借対照表に残存している保有分の当期におけ

る公正価値変動より構成されている。

注記G17　中央銀行へのその他貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

中央銀行へのその他貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 2,444 13,108

中央銀行へのその他貸出金(外貨建て) 9,926 111,014

合計 12,370 124,122

うちリバース・レポ 2,820 228

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

中央銀行へのその他貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 21,278 9,406

中央銀行へのその他貸出金(外貨建て) 66,272 45,518

合計 87,550 54,924

うちリバース・レポ 2,997 2,223

注記G18　その他金融機関への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

　銀行 5,022 21,896

　その他金融機関 4,283 4,872

合計 9,305 26,768

貸出金(外貨建て)

　銀行 25,943 27,485

　その他金融機関 54,263 52,570
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合計 80,206 80,055

潜在的な貸倒損失 - -

その他金融機関への貸出金合計 89,511 106,823

うちリバース・レポ 59,241 60,585

うち劣後分 0 3

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

その他金融機関への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 23,661 29,155

その他金融機関への貸出金(スウェーデン・クローネ建て)、

保険事業
35 29

その他金融機関への貸出金(外貨建て) 116,813 142,018

その他金融機関への貸出金(外貨建て)、保険事業 9 3

合計 140,518 171,205

うちリバース・レポ 9,097 17,499

注記G19　一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

　個人 596,896 582,521

　企業 515,052 483,473

　国債局 16,442 8,679

合計 1,128,390 1,074,673

貸出金(外貨建て)

　個人 182,164 165,676

　企業 374,053 354,940

　国債局 - -

合計 556,217 520,616

潜在的な貸倒損失 -4,128 -4,161

一般顧客への貸出金合計 1,680,479 1,591,128

うちリバース・レポ 33,799 13,669

平均取引高(国債局を除く)

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

一般顧客への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 1,076,757 1,055,089
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一般顧客への貸出金(外貨建て) 539,371 496,876

合計 1,616,128 1,551,965

うちリバース・レポ 19,472 19,617

注記G20　利付証券

2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ 額面価額 公正価値 帳簿価額 額面価額 公正価値 帳簿価額

中央銀行への担保として適格な利

付証券
44,853 48,973 48,906 39,445 44,081 43,971

社債及びその他の利付証券 65,125 68,351 68,354 58,018 60,235 60,231

合計 109,978117,324117,26097,463104,316104,202

うち非上場証券 2,890 2,890 231 231

利付証券、発行者別 2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ 額面価額 公正価値 帳簿価額 額面価額 公正価値 帳簿価額

政府 41,068 45,098 45,031 39,431 44,068 43,958

金融機関 14,251 14,879 14,882 10,821 11,038 11,035

住宅金融専門機関 41,890 44,396 44,396 33,504 35,483 35,483

その他 12,769 12,951 12,951 13,707 13,727 13,726

合計 109,978117,324117,26097,463104,316104,202

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

利付証券 108,865 113,019

利付証券、保険事業 9,802 11,868

合計 118,667 124,887

注記G21　株式

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

損益計算書を通じて公正価値で評価されるもの

　上場 23,894 21,769

　非上場 1,047 1,124

合計 24,941 22,893

売却可能に分類されたもの

　上場 4,176 3,388

　非上場 1,029 955

合計 5,205 4,343

株式合計 30,146 27,236
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注記G22　関連会社に対する投資

関連会社に対する投資

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

非上場 203 205

合計 203 205

期首現在帳簿価額 205 133

当年度持分利益 8 9

法人税 -3 -4

株主の拠出 30 12

配当金 -37 -

取得 0 0

処分 -2 -

回収 - 54

換算差額 2 1

期末現在帳簿価額 203 205

帳簿価額

百万スウェーデン・

クローネ

関連会社 企業識別番号 所在地 株式数

議決権、

％ 2012年 2011年

Bankomat AB 556817-9716ストックホルム 150 20.00 48 24 

Bankomatcentralen AB556197-2265ストックホルム 1,100 21.90 0 O

BDB Bankernas Depä AB556695-3567ストックホルム 13,000 20.00 9 8 

BGC Holding AB 556607-0933ストックホルム 25,382 25.40 63 59 

Dyson Group plc 163096 シェフィールド 48,053,80917.45 16 55 

Festival AS 993 798 304クリスティアンサン 9,800,000 49.00 13 14 

Finansiell ID-teknik BID AB556630-4928ストックホルム 12,735 28.30 22 21 

Flisekompaniet Holding AS992 999 136 オスロ 2,499 49.98 0 O

Getswish AB 556913-7382ストックホルム 10,000 20.00 2 -

Innovativ Vision Holding AB556708-7589リンショーピン - - - 2 

Upplysningscentralen UC AB556137-5113ストックホルム 2,448 24.48 30 22 

合計 203 205 

関連会社の100％に係る

財務情報

百万スウェーデン・クローネ

2012年 2011年

資産 負債 収益

利益/

損失 資産 負債 収益

利益/

損失

Bankomat AB 758 528 4 -24 123 7 1 -19

Bankomatcentralen AB1 0 0 0 1 O O O

BDB Bankernas Depä AB1,859 1,816 41 3 3,013 2,795 88 2
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BGC Holding AB
1 367 114 656 14 368 123 759 36

Dyson Group plc 232 25 109 -7 427 49 49 6

Festival AS 109 83 172 -3 118 89 179 -3

Finansiell ID-teknik BID AB97 16 106 5 89 13 111 7

Flisekompaniet Holding AS254 349 384 -16 277 346 341 -18

Getswish AB 10 0 0 0 - - - -

Innovativ Vision Holding AB- - - - 114 80 63 -16

Upplysningscentralen UC AB
1 223 74 454 36 176 87 414 3

1）当行グループに関する情報である。

注記G23　顧客が価値変動リスクを負う資産

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

ユニットリンク保険資産 63,714 55,842 

その他ファンド資産 2,702 3,325 

所有していない連結ファンドの持分 3,174 3,554 

合計 69,590 62,721 

注記G24　デリバティブ商品及びヘッジ会計

想定元本/満期 想定元本 正の市場価値 負の市場価値

百万スウェーデン・

クローネ 1年以内

1年超

5年以内 5年超 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年

トレーディング

目的で保有するデ

リバティブ

金利関連契約

　オプション 181,337 146,044 24,542 351,923 683,562 5,155 5,752 4,521 4,508

FRA/先物 2,542,736417,868 26,495 2,987,0995,401,810 1,347 3,362 1,512 3,453

スワップ 826,1471,046,650 565,139 2,437,9364,152,46155,680 77,300 55,854 80,544

その他の商品 - - 10 10 - - - 0 -

通貨関連契約

オプション 86,675 2,432 - 89,107 82,173 467 686 599 895

先物 173,584 10,848 3 184,435 995,097 1,840 17,326 2,633 13,081

スワップ 767,031 209,865 35,435 1,012,331 546,569 14,950 9,582 12,512 7,400

その他の商品 107 - - 107 29 - - 131 64

株式関連契約

オプション 22,682 24,488 10 47,180 86,704 2,652 2,125 3,806 3,810

先物 2,222 - - 2,222 2,864 19 54 6 23

スワップ 13,653 6,151 340 20,144 18,074 293 280 1,302 1,448

その他の商品 1,920 - 44 1,964 3,361 14 21 587 549

その他デリバティブ

契約
31,504 19,434 159 51,097 42,990 940 1,100 2,470 2,511

合計 4,649,5981,883,780 652,177 7,185,55512,015,69483,357 117,588 85,933 118,286
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公正価値ヘッジ・デ

リバティブ

金利関連契約

オプション 898 11,815 - 12,713 13,293 6 62 - -

スワップ 105,153 270,161 24,864 400,178 450,482 20,930 22,497 3,812 3,377

その他の商品 - - - - - - - - -

通貨関連契約

スワップ 28,928 65,453 11,613 105,994 69,459 766 1,329 8,300 4,406

合計 134,979 347,429 36,477 518,885 533,234 21,702 23,888 12,112 7,783

キャッシュフロー・

ヘッジ・デリバ

ティブ

金利関連契約

スワップ 13,075 88,497 52,675 154,247 39,044 5,465 596 1,028 1,157

通貨関連契約

スワップ 10,531 67,492 35,945 113,968 3,559 326 2 6,971 77

合計 23,606 155,989 88,620 268,215 42,603 5,791 598 7,999 1,234

デリバティブ

商品合計
4,808,1832,387,198777,274 7,972,65512,591,531 110,850 142,074 106,044 127,303

うちデリバティブ 1,759,462160,034 1,048 112 953 20 

うちその他 823,893 2,454,692 919 1,348 2,253 2,916 

市場価値の

通貨別内訳

スウェーデン・

クローネ
176,626 -10,177 352,212 92,954

米ドル -89,688 374,072 -309,186194,046

ユーロ 45,227 -74,756 -82,046-181,025

その他 -21,315-147,065 145,064 21,328

当行は、当初認識時に評価モデルを用いて測定された価値と、取引価格との正の差額をデリバティブの期間にわたり償却し

ている。年度末において、それらの未償却利益は、341百万クローネであった。

注記G25　無形資産

2012年

百万スウェーデン・クローネ のれん

商標及び

その他の権利 顧客契約

内部開発

ソフトウェア

合計

2012年

期首取得原価 6,352 3 149 911 7,415

無形資産取得原価追加分 - - - 333 333

処分及び除却 - - - -21 -21

外貨換算影響額 -79 - -6 -3 -88
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期末取得原価 6,273 3 143 1,220 7,639

期首償却及び減損累計額 - - -25 -311 -336

処分及び除却 - - - 21 21

当年度の償却 - - -7 -111 -118

当年度の減損 - - - -31 -3

外貨換算影響額 - - 1 2 3

期末償却及び減損累計額 - - -31 -402 -433

期末残存価値 6,273 3 112 818 7,206

2011年

百万スウェーデン・クローネ のれん

商標及び

その他の権利 顧客契約

内部開発

ソフトウェア

合計

2011年

期首取得原価 6,371 3 149 625 7,148

無形資産取得原価追加分 - - - 301 301

処分及び除却 - - - -14 -14

外貨換算影響額 -19 - 0 -1 -20

期末取得原価 6,352 3 149 911 7,415

期首償却及び減損累計額 - - -17 -226 -243

処分及び除却 - - - 14 14

当年度の償却 - - -8 -98 -106

当年度の減損 - - - -21 -2

外貨換算影響額 - - 0 1 1

期末償却及び減損累計額 - - -25 -311 -336

期末残存価値 6,352 3 124 600 7,079

1)　減損は、使用されていないソフトウェアを示しており、減損により耐用年数が0年と査定された。

償却は見積耐用年数に従って定額法で算定される。これは現在、顧客契約が20年間で償却され、内部開発ソフトウェアが5年で償却され

ることを意味している。のれん及びブランドは償却されない。

のれん

耐用年数が不確定の

無形資産

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年 2012年 2011年

スウェーデン国内における支店業務 3,331 3,263 - -

スウェーデン国外における支店業務 2,932 3,010 - -

キャピタル・マーケッツ 101 79 3 3

合計 6,273 6,352 3 3

1）当年度において、68百万クローネののれんが、キャピタル・マーケッツから、スウェーデン国内における支店業務へ再配分された。

のれん及び耐用年数を確定出来ない無形資産に関する減損テスト
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のれん及び耐用年数を確定出来ない無形資産(ブランド名)の減損テストは、毎年、年次決算にあたり実施され

る。減損テストを実施する際に、のれんが割当てられている単位の耐用年数は、見積将来キャッシュ・フロー及び

最終価値を割り引くことによって算定されている。最初の5年間の見積将来キャッシュ・フローは、リスク加重取

引高、収益、費用(資金調達費用を含む)及び貸倒損失についての詳細にわたる予測に基づいている。詳細にわたる

予測は主として、内部実績に基づくものである。最初の5年間経過後、長期成長率の仮定に基づいて予測が行われ

る。見積キャッシュ・フローは、過去の実際のGDP成長及びスウェーデン中央銀行の長期インフレ目標に基づいて

いる。当年度の減損テストは、2％の長期成長率の仮定に基づいている。合計予想キャッシュ・フロー期間は20年

間である。使用される最終価値は、テスト対象単位の純資産価額の予測である。見積キャッシュ・フローは、リス

ク・フリー金利及び市場の平均収益要件を加味したリスク調整に基づく金利により割り引かれている。年次減損

テストにおいては、割引率は7.9％(税引後)であった。これは、10.9％（税引前）に相当する。過年度の減損テスト

においては、割引率は8.4％であった。

認識済ののれんは、主にハンデルスバンケンの国内市場における伝統的な銀行業務で取得されている。ス

ウェーデン国内の支店業務に関するのれんは、1996年のスタッドフィポテックの取得によるものである。ス

ウェーデン国外の支店業務に係るのれんは、主にデンマークのLokalbanken及びMidtbankとノルウェーの

Bergensbankの取得によって生じたものである。減損テストにおける資産の分布については、上表に示されてい

る。

のれんの年次減損テストにおける回収可能額と帳簿価額との差額は、十分であったとみなされている。算定さ

れたのれんの使用価値は、予想キャッシュ・フロー及び割引率に対して重要な数多くの異なる変数からの影響を

受けやすい。計算において最も重要な変数は、金利及びその他の市場パラメーター、成長率、貸倒損失、将来マージ

ン及び費用削減に関する仮定である。これらの仮定において、合理的に変更される可能性のあるもののうち、のれ

んの報告額に重大な影響を及ぼすものはないとみられる。

注記G26　不動産及び器具備品

不動産及び器具備品

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

器具備品 475 535

不動産 1,326 1,369

保険事業における不動産 - 1,140

担保権が実行された資産 408 463

合計 2,209 3,507

担保権が実行された資産の詳細については、注記G10を参照のこと。

器具備品

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

期首取得原価 1,701 1,784

新規取得 240 268

処分及び除却 -309 -293

外貨換算影響額 -15 -58

期末取得価額 1,617 1,701
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期首減価償却累計額 -1,166 -1,195

当年度の減価償却 -291 -310

処分及び除却 304 284

外貨換算影響額 11 55

期末減価償却累計額 -1,142 -1,166

帳簿価額 475 535

器具備品は、2年から10年にわたって定額法で減価償却されている。

不動産

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

期首取得原価 2,086 2,060

新規取得 - -

新規建設及び改築 14 26

処分及び除却 - 2

外貨換算影響額 -8 -2

期末取得価額 2,092 2,086

期首減価償却累計額 -717 -673

当年度の減価償却 -49 -43

当年度の減損 -3 -

処分及び除却 - -2

外貨換算影響額 3 1

期末減価償却累計額 -766 -717

帳簿価額 1,326 1,369

事業用設備については、構成要素別に減価償却が適用されている。耐用年数は、建造物に関しては100年、下水道に関しては

35年、屋根に関しては30年、建物の正面部分、冷暖房、通気口及び電気に関しては25年、エレベーターに関しては20年、並びに建

物附属設備等に関しては10年である。注記G1の連結会計方針についても参照のこと。

保険事業における不動産

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

期首帳簿価額 1,140 1,260

新規取得 - -

再評価 - -120

処分及び除却 -1,140 -

帳簿価額 - 1,140

注記G27　その他資産

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年
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投資銀行の決済業務に係る債権 7,668 10,765

その他 5,144 3,502

合計 12,812 14,267

注記G28　前払費用及び未収金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

未収利息 5,843 6,886

その他未収金 1,361 1,397

前払費用 195 229

合計 7,399 8,512

注記G29　金融機関からの預り金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

預り金(スウェーデン・クローネ建て)

銀行 17,937 53,785

その他金融機関 8,316 13,683

合計 26,253 67,468

預り金(外貨建て)

銀行 149,162 132,025

その他金融機関 8,530 2,396

合計 157,692 134,421

金融機関からの預り金合計 183,945 201,889

うち、レポ 2,391 4,055

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

金融機関からの預り金(スウェーデン・クローネ建て) 61,508 59,819

金融機関からの預り金(外貨建て) 190,109 221,508

合計 251,617 281,327

うち、レポ 4,396 14,494

注記G30　一般顧客からの預金及び借入金

一般顧客からの預金

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

預金(スウェーデン・クローネ建て)

個人 191,162 182,318

企業 153,562 151,330

国債局 0 O

合計 344,724 333,648

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

232/881



預金(外貨建て)

個人 44,377 42,707

企業 126,725 113,103

国債局 - -

合計 171,102 155,810

一般顧客からの預金合計 515,826 489,458

一般顧客からの借入金

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

借入金(スウェーデン・クローネ建て) 69,126 179,698

借入金(外貨建て) 97,271 55,732

合計 166,397 235,430

うち、レポ 12,294 8,001

うち、保険事業 11,685 13,437

一般顧客からの預金及び借入金合計 682,223 724,888

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

一般顧客からの預金

一般顧客からの預金(スウェーデン・クローネ建て) 328,405 319,063

一般顧客からの預金(外貨建て) 165,482 214,941

合計 493,887 534,004

一般顧客からの借入金

借入金(スウェーデン・クローネ建て) 59,491 62,308

借入金(スウェーデン・クローネ建て)、保険事業 12,396 14,897

借入金(外貨建て) 135,545 48,303

合計 207,432 125,508

うち、レポ 11,305 8,459

注記G31　顧客が価値変動リスクを負う負債

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

ユニットリンク保険負債 63,714 55,892

その他のファンド負債 2,750 3,354

所有していない連結ファンドの持分 3,174 3,554

合計 69,638 62,800

注記G32　発行済証券

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

233/881



2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ 額面価格 帳簿価額 額面価格 帳簿価額

コマーシャル・ペーパー

コマーシャル・ペーパー

(スウェーデン・クローネ建て)
19,057 19,494 14,429 13,489

うち

償却原価で計上 5,996 5,992 4,593 4,584

トレーディング目的 13,061 13,502 9,836 8,905

コマーシャル・ペーパー(外貨建て) 387,426 387,399 404,850 404,761

うち

償却原価で計上 387,209 387,145 404,626 404,539

トレーディング目的 217 254 224 222

合計 406,483 406,893 419,279 418,250

社債

社債(スウェーデン・クローネ建て) 431,356 458,751 447,308 472,068

うち

償却原価で計上 276,689 295,461 287,756 294,585

公正価値ヘッジ目的 154,667 163,290 159,552 177,483

社債(外貨建て) 278,667 285,782 243,323 249,756

うち

償却原価で計上 160,694 172,543 43,260 50,904

公正価値ヘッジ目的 117,973 113,239 200,063 198,852

合計 710,023 744,533 690,631 721 824

発行済証券合計 1,116,5061,151,4261,109,9101,140,074

自社発行の負債証券の出来高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

発行済 1,713,555 1,479,263

買戻し 226,080 227,430

満期 1,369,815 1,102,854

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

スウェーデン・クローネ 490,455 447,347

外貨 668,751 593,574

合計 1,159,206 1,040,921

注記G33　ショートポジション

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年
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公正価値で計上されるショートポジション

株式 1,940 3,649

利付証券 14,261 17,748

うち

他の発行者 14,147 14,541

自社発行 114 3,207

合計 16,201 21,397

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

スウェーデン・クローネ 17,445 28,824

外貨 2,406 2,959

合計 19,851 31,783

注記G34　保険負債

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

疾病年金に係る負債 184 205

生命年金に係る負債 149 157

その他未払保険金に係る負債 286 286

前払保険料に係る負債 47 42

合計 666 690

注記G35　税金

繰延税金資産

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

デリバティブ商品 298 322

不動産及び器具備品 41 45

その他 11 13

合計 350 380

繰延税金負債

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

一般顧客への貸出金
1 6,649 7,879

デリバティブ商品 622 82

無形資産 32 36

不動産及び器具備品 91 91

年金資産 1,058 1,282

税金配分準備金 926 -

在外営業活動体の純投資のヘッジ 149 52

その他 46 44
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合計 9,573 9,466

繰延税金負債純額 9,223 9,086

1)　うち、6,639(7,866)百万クローネはリース。

繰延税金の変動、2012年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書に

計上

その他包括

利益に計上 期末残高

一般顧客への貸出金 7,879 -1,230 - 6,649

デリバティブ商品 -240 - 564 324

無形資産 36 -3 -1 32

不動産及び器具備品 46 4 0 50

年金資産 1,282 -224 0 1,058

税金配分準備金 - 926 - 926

在外営業活動体の純投資のヘッジ 52 - 97 149

その他 31 4 0 35

合計 9,086 -523 660 9,223

繰延税金の変動、2011年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書に

計上

その他包括

利益に計上 期末残高

一般顧客への貸出金 7,587 292 - 7,879

デリバティブ商品 -162 - -78 -240

無形資産 32 4 - 36

不動産及び器具備品 57 -11 - 46

年金資産 1,244 38 - 1,282

その他 49 39 -5 83

合計 8,807 362 -83 9,086

損益計算書に計上される税金費用

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

当期税金

当期税金費用 -3,567 -4,090

過年度に関する税金の調整 6 80

繰延税金

一時差異の変動 523 -362

合計 -3,038 -4,372

スウェーデンにおける名目税率、％ 26.3 26.3

乖離

保険事業における異なる税率 -0.2 -0.3

非課税所得/損金不算入費用 0.4 0.2

税率変更 -8.5 -

過年度に関する税金及びその他 -0.7 0.2
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実効税率、％ 17.3 26.4

2013年1月1日現在、スウェーデンの法人税率は26.3％から22％へ変更された。貸借対照表上の繰延税金は、新税率に基づい

て修正再表示されている。

注記G36　引当金

百万スウェーデン・クローネ

事業再編に関

する引当金

保証契約に関

する引当金

その他引当

金

合計

2012年

合計

2011年

期首引当金 - 21 10 31 77

当期の引当金繰入 91 - 4 95 -

取崩し - - - - -

戻入れ - -6 - -6 -46

期末引当金 91 15 14 120 31

建物賃貸契約の解約決定の結果により生じる、見積追加費用に関する引当金が計上されている。引当金の大部分は、2013年

中に決済される予定である。保証契約に関する引当金は、いくつかのオフ・バランスシート項目に関する引当金より構成され

ている。

注記G37　その他負債

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

投資銀行の決済業務に係る負債 8,093 5,910

その他 9,755 7,937

合計 17,848 13,847

注記G38　未払費用及び繰延収益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

未払利息費用 17,013 16,862

その他未払費用 4,048 3,963

繰延収益 203 152

合計 21,264 20,977

注記G39　劣後負債

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 10,897 9,562

劣後ローン(外貨建て) 10,270 25,755

合計 21,167 35,317

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 9,480 8,544
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劣後ローン(外貨建て) 16,670 28,430

合計 26,150 36,974

劣後ローン、内訳

通貨

各通貨別の

当初名目金額 金利、％ 残高発行/転換/最終支払年度

スウェーデン・クローネ建て

2008/永久
1 2,350 11.000 2,348

2008/永久
2 2,905 10.500 2,903

2011/永久
3 2,512 変動金利 2,141

その他のスウェーデン・クローネ建て劣後ローン
4 3,505

合計 10,897

外貨建て

2005/永久
5 ユーロ 500 4.194 4,655

2006/永久
6 英ポンド 300 5.375 3,223

その他外貨建て劣後ローン
7 2,392

合計 10,270

劣後負債合計 21,167

1)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2019年3月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、スウェーデン

金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はStiborに連動した変動金利に変更される。

2)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2014年3月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、スウェーデン

金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はStiborに連動した変動金利に変更される。

3)　Stiborに連動した変動金利の永久劣後ローン。当該ローンは、額面金額にして2.5十億クローネの劣後転換ローンで、市場条件に基づき、

当行グループの従業員に対して発行される。当該ローンは、Tier 2資本であり、ハンデルスバンケンの株式に転換可能である。転換は、

2016年5月1日以降可能となり、当初転換価格は256.52クローネである。これは、2011年4月19日から5月4日までの期間における平均株価の

122％に相当し、配当金に対して調整されている。2016年5月31日以降は、株式の転換価格と市場価格の低い方の金額で、ハンデルスバンケ

ンの株式に転換可能である。転換開始最終日は、2016年11月30日である。

4)　ここに明示されていないその他のスウェーデン・クローネ建て劣後ローンは、期限付又は永久劣後ローンの形態で発行されている。合計

金額には、市場条件に従って当行グループの従業員に対して発行された劣後転換ローン、額面金額にして、2.3十億クローネが含まれてい

る。当該劣後ローンは、ハイブリッドでハンデルスバンケンの株式に転換可能である。転換は、2011年6月1日以降可能となり、転換価格は

187.56クローネである。これは、2008年5月6日から12日までの期間における平均株価の110％に相当し、2008年の配当金に対して調整され

ている。2012年12月31日までの転換権がある名目残高は0.5十億クローネである。2013年5月21日以降、転換価格で、あるいは、適用される

株価が転換価格より低い場合には、市場価格に基づいて、当該株価でハンデルスバンケンの株式に転換可能である。残りの劣後ローンは、

固定金利期限付劣後ローン1.7十億クローネ及び変動金利期限付劣後ローン1.3十億クローネより構成されている。これらのローンの条

件は柔軟で、商品がCRDIV/CRRに完全に準拠することを目的としている。契約条件に従って、2017年10月より、各利息支払日に当該ローン

を繰上償還できる。早期償還には、スウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。

5)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2015年12月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、スウェーデ

ン金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はEuriborに連動した変動金利に変更される。

6)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2013年9月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、スウェーデン

金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はLiborに連動した変動金利に変更される。

7)　ここに明示されていないその他の外貨建て劣後ローンは、永久劣後ローンの形態で発行されている。

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

238/881



注記G40　損益計算書への再分類

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

ヘッジ準備金からの再分類 5 9

公正価値評価差額準備金からの再分類 65 -183

為替換算調整準備金からの再分類 -1 -4

再分類された税金 0 49

うち、ヘッジ準備金 -1 -3

うち、公正価値評価差額準備金 -17 47

うち、為替換算調整準備金 18 5

再分類調整合計 69 -129

再分類調整は、過年度にその他包括利益に計上され、当年度に損益計算書へ再分類された収益及び費用より構成される。上

表の負の金額は、損益計算書に計上された収益及び正の金額は損益計算書に計上された損失を表している。注記G1の会計方針

は、損益計算書に金額が報告されている項目について記載している。

注記G41　資本変動の内訳

ヘッジ準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

期首ヘッジ準備金 -676 -457

当期における未実現損益の価値変動 1,821 -225

非有効部分の損益計算書計上額 4 6

期末ヘッジ準備金 1,149 -676

売却可能商品の内訳

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

期首公正価値評価差額準備金 -167 786

当期における売却 53 136

留保分及び新規分に関する当期の未実現市場価値の変動 683 -1,089

期末公正価値評価差額準備金 569 -167

為替換算調整準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

期首為替換算調整準備金 -1,167 -1,163

支店における為替換算差額の変動 -551 13

子会社における為替換算差額の変動 -61 -15

在外営業活動体の純投資のヘッジに係る為替換算差額の変動 386 -2

期末為替換算調整準備金 -1,393 -1,167

当該準備金は、税引後で表示されている。
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注記G42　担保として差し入れた資産、受取った担保及び譲渡された金融資産

自己の負債の担保として差し入れた資産

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

現金 5,000 7,517

国債及び社債 55,676 55,835

一般顧客に対する貸出金 610,659 584,238

株式 161 13,312

保険契約者を代理して登録された資産 79,188 74,043

その他 - 343

合計 750,684 735,288

その他担保資産

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

現金 257 -

国債及び社債 679 5,323

株式 1,628 -

合計 2,564 5,323

その他担保資産は、貸借対照表上に報告されていない債務に対して差し入れた担保のことである。

貸借対照表上に計上された譲渡された金融資産

百万スウェーデン・クローネ
帳簿価額

負債に関連した

帳簿価額

証券貸付 453 112
1

買戻契約 5,706 5,705

その他

　国債及び社債 57 -

貸出金 1,025 1,025

合計 7,241 6,842

1)　受取った現金担保

担保として差し入れた資産

国債及び社債の形成により担保として差し入れた資産は、主に支払制度、トレーディング及び清算を目的とし

て担保として中央銀行及びその他金融機関へ差し入れられた有価証券、並びに拘束力のある買戻契約に基づいて

売却された有価証券で構成されている。

担保として差し入れた株式は、主に貸付有価証券より構成される。

担保として差し入れた一般顧客に対する貸出金は、主にスタッドフィポテックが発行したカバード・ボンドの

保有者のために登記された担保より構成されている。当該担保は、主に一世帯向け住宅、セカンド・ハウス、多世

帯住居又は住宅共同組合の住宅ローンで実行された貸出金より構成されており、不動産価値に対する融資比率

は、市場価値の75％以内となっている。会社が破綻した際には、カバード・ボンド法及び優先権法に従ってカバー

ド・ボンドの所有者が担保資産の優先権をもつ。破産決定時に担保として差し入れたすべての資産が当該優先権
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法の条件を満たすことができる場合、これらは、破産財団のその他資産及び負債とは別個に保持される。その後、

社債の保有者は社債の条件に基づいて、満期まで契約上の支払を受けることとなる。

保険契約者を代理して登録された資産は、保険契約者が優先権をもつ、ハンデルスバンケン・リヴ.における生

命保険契約に基づく資産より構成される。

受取った担保

売戻契約及びエクイティ・ローンについては、担保は、第三者に売却又は再担保として差し入れ可能な有価証

券の形態で受領される。それらの有価証券は、貸借対照表上に報告されない。売戻契約及びエクイティ・ローンに

基づいて受取った担保の公正価値は、事業年度末現在において、33,528(42,721)百万クローネで、第三者に売却又

は再担保として差し入れられた担保の価値は、11,452(1,125)百万クローネであった。貸付に関して受取った担保

及びその他受取った担保に関する情報については、注記G2に示されている。

貸借対照表上に計上されている譲渡された金融資産

譲渡された金融資産とは、将来キャッシュ・フローに関する権利が直接又は間接的に外部のカウンターパー

ティに譲渡された資産のことを指す。貸借対照表上に計上されている譲渡された金融資産の大部分は、利付証券

より構成されており、拘束力のある買戻契約又は貸付有価証券契約に基づいて売却されている。通常、拘束力のあ

る買戻契約及びエクイティ・ローンの条件は、当行と各カウンターパーティとの間の枠組みの合意において規定

されている。

拘束力のある買戻契約は、将来の予め設定した時期に固定価格で有価証券を買い戻すことを前提として有価証

券を売却することを意味している。したがって、有価証券の売り手は、契約期間中、価値変動のリスクにさらされ

ることとなる。買戻契約に基づいて売却された有価証券は、契約期間を通じて、貸借対照表上に市場価格で計上さ

れる。受領した代価は、カウンターパーティに対する負債として計上される。買戻契約の標準的な条件に従って、

売却された有価証券の権利はすべて売り手から買い手に譲渡される。これは、買い手が購入した有価証券の売却、

再担保又は処分の権利を有していることを意味している。エクイティ・ローンの標準的な契約に従って、貸付有

価証券の価値変動に対するエクスポージャーは、貸手にある。したがって、貸付有価証券は、貸付期間を通じて貸

借対照表に計上される。貸付有価証券の担保は、通常、現金又はその他の有価証券の形態をとっている。受取った

現金担保は、貸借対照表上に負債として計上される。買戻契約と同様に、エクイティ・ローンに係る契約は通常、

貸付期間中に、借り手が購入した有価証券を売却、再担保又は処分する権利を有していることを意味している。有

価証券トレーディング、清算等の目的で担保として差し入れた国債及び社債は、当該債券の権利がカウンター

パーティに譲渡される場合、その他の譲渡された金融資産として計上される。当行が正式な所有権を有している

ものの、将来キャッシュ・フローに関する権利が第三者に譲渡されている小規模のローン・ポートフォリオもま

た、その他の譲渡された金融資産として計上される。これらの資産の評価は、対応する負債項目の評価を反映して

おり、貸借対照表上に顧客が価値変動リスクを負担する資産として計上される。

IFRS第7号の新開示規定により、譲渡された金融資産に関する情報は、2012年年次報告書において初めて開示さ

れている。2011年の比較数値は、報告されない。

注記G43　偶発債務/コミットメント

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

保証、与信 10,723 17,161

保証、その他 39,913 42,657

信用状 26,004 29,404

その他 4,183 7,314
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合計 80,823 96,536

偶発債務/コミットメントは、主に様々な種類の保証より構成されている。この表には保証額が示されている。「その他」に

は、当行グループが提訴しているいくつかの民事訴訟に関連する20(3)百万クローネが含まれている。当行グループは、訴訟が

当行グループに有利に決着すると評価している。係争金額又は保険給付額は、損益に計上されていない。

注記G44　その他コミットメント

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

ローン・コミットメント 239,774 254,415

当座貸越枠の未使用分 132,534 152,392

その他 20,779 9,035

合計 393,087 415,842

支払期限の年度毎に配分された契約上取消不能な将来オペレーティ

ング・リース費用

百万スウェーデン・クローネ

2012年 2011年

2013年 642 444

2014年から2017年 1,492 1,007

2018年以降 511 365

合計 2,645 1,816

オペレーティング・リースは、主として、事務所及び事務所設備に関連する運営のための標準的な契約に関するものであ

る。

注記G45　リース

投資総額及び将来最低リース料の現在価値に関する開示

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

投資総額 47,984 52,142

貸借対照表日における将来最低リース料の現在価値 44,111 46,485

未収金融収益

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

未収金融収益 3,873 5,657

満期別の投資総額及び最低リース料の配分

百万スウェーデン・クローネ
1年以内 1年から5年 5年超 合計

2012年

投資総額の配分 5,477 16,756 25,751 47,984

最低リース料の現在価値の配分 5,439 16,146 22,526 44,111

2011年
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投資総額の配分 5,950 17,416 28,776 52,142

最低リース料の現在価値の配分 5,891 16,528 24,066 46,485

当行グループは、ファイナンシャル・リースの貸手である。すべてのリースは、残存価値が保証されている。最低リース料に

対する減損貸出金引当金の帳簿価額は、36(22.9)百万クローネである。当年度の利益に含まれているリース料の変動部分は、

742(901)百万クローネである。この減少は、部分的には2011年に比べ、2012年の金利が低いことや取引高が低いことによる。

当年度末において、当行グループには、6つのリース・エクスポージャーがあり、個別の帳簿価額はそれぞれ1十億クローネ

を超えていた。これらのエクスポージャーの帳簿価額合計は、19.8十億クローネで、2012年12月31日現在の当行グループの与

信残高合計の1.1％に相当する。個別のエクスポージャーのうち最も高額な帳簿価額は8.7(9.2)十億クローネであった。当該

エクスポージャーに関する平均残存期間は、7.2年であった。これらのエクスポージャーは、運輸及びエネルギーセクターにお

けるものである。

注記G46　セグメント報告

セグメント報告、2012年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデン

国内における

支店

業務

スウェーデン

国外における

支店

業務

キャピタル・

マーケッツ その他

調整及び

消去 継続事業

純利息収益 16,781 8,612 517 209 -38 26,081

純手数料及びコミッション収益 3,375 1,442 2,438 114 7,369

公正価値で評価される金融項目からの純損益 579 351 658 -468 1,120

保険リスク 196 196

関連会社の持分利益 8 8

その他収益 18 56 11 203 288

収益合計 20,753 10,461 3,820 66 -38 35,062

人件費 -3,157 -2,959 -2,255 -2,745 405 -10,711

その他管理費用 -1,218 -939 -768 -2,144 -5,069

内部的に購入及び売却されたサービス -2,828 -1,105 -127 4,022 38

減価償却及び償却 -90 -81 -54 -239 -464

費用合計 -7,293 -5,084 -3,204 -1,106 443 -16,244

貸倒損失控除前利益 13,460 5,377 616 -1,040 405 18,818

貸倒損失、正味 -420 -831 -1,251

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 -3 0 0 -3

営業利益 13,040 4,543 616 -1,040 405 17,564

利益配分 641 138 -779 0

利益配分後の営業利益 13,681 4,681 -163 -1,040 405 17,564

内部収益
1 -2,828 -6,295 -1,167 10,290

C/I比率、％ 34.1 48.0 105.4 46.3
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貸倒実績率、％ 0.04 0.19 0.08

資産 1,246,473685,946 317,9151,338,916-1,201,3922,387,858

負債 1,189,229653,301 313,7281,338,916-1,214,2132,280,961

割当済資本 57,244 32,645 4,187 12,821 106,897

割当済資本に係る利益率、％ 18.5 11.1 - 14.6

当年度の非金融固定資産への投資 78 61 222 227 588

当年度の関連会社への投資 30 30

平均従業員数 4,378 3,304 1,550 1,960 11,192

1） 収益総額に含まれている内部収益は、その他の事業セグメントとの取引によって生じた収益より構成されている。利息収益及び利息費

用は、収益として純額で計上される。これは、内部収益には、セグメント間の内部資金調達費用の純額が含まれることを意味している。

地理別セグメント情報、2012年

百万スウェーデン・クローネ

スウェー

デン

デン

マーク

フィン

ランド

ノル

ウェー
英国

その他

諸国
当行グループ

収益 17,738 2,693 2,306 7,914 3,308 1,103 35,062

資産 1,465,36481,277 165,771 217,050 190,791 267,6052,387,858

その他の情報

非金融資産への投資 531 6 10 9 14 18 588

地理別セグメント情報に表示されている収益及び資産は、各国の外部収益及び資産のみより構成されている。外部収益の地

理的分布は、事業取引が行われた国に基づく。

事業セグメントは、IFRS第8号「オペレーティング・セグメント」に準拠して認識されている。これは、セグメ

ント情報がコーポレート・ガバナンスの一環として内部的に採用される方法と類似した方法で表示されている

ことを意味する。ハンデルスバンケンの事業は、以下のセグメントに区分して表示されている。スウェーデン国内

における支店業務、キャピタル・マーケッツ及びスウェーデン国外における支店業務である。スウェーデン国外

における支店業務は、以下のセグメントを統合したものである。英国における支店業務、デンマークにおける支店

業務、ノルウェーにおける支店業務、フィンランドにおける支店業務及びその他の支店業務(ハンデルスバンケン

・インターナショナル)である。ユニバーサル・バンキング・サービスを提供しているハンデルスバンケンの支

店業務は、12の地方銀行に分割されている。これらのうち6行はスウェーデン国内にあり、6行はスウェーデン国外

にある。各地方銀行は、地方銀行の支店長のもとで業務を行い、独立した収益部門として監視されている。キャピ

タル・マーケッツ・セグメントは、有価証券売買及び投資助言サービスを含む、ハンデルスバンケンの投資銀行

である。その事業にはまた、資産運用及び保険事業も含まれる。

セグメントに関する利益/損失は、内部的な利益配分の前と後の両方で報告される。まず、取引が実行されたセ

グメントがどのセグメントであるかにかかわらず、当行と顧客との取引によって生じたすべての利益は顧客に対

する責任を担っている部門に配分されるが、内部的に実施されたサービスに関する収益及び費用は別個の項目で

ある「内部的に購入及び売却されたサービス」に純額で報告される。セグメント間取引は、主として原価基準で

報告される。その他並びに調整及び消去の欄は、特定のセグメントに属さない項目又は当行グループ・レベルで

消去されている項目を示している。その他には、トレジャリー及び中央部門が含まれ、オクトゴーネン年金制度の
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利益分配計画への割当費用1,020(913)百万クローネも含まれている。調整及び消去の欄には、換算差額及び人件

費に対する調整が含まれている。人件費に対する調整は、IAS第19号「従業員給付」に従って計算される当行グ

ループの年金費用と合計-155(145)百万クローネの標準年金費用との差額及び年金基金からの補償560(540)百万

クローネを含んでいる。

内部収益は、主に内部利息及びコミッションより構成されている。セグメントの損益計算書には、内部サービス

の提供に対する支払といった内部項目も含まれている。内部借記は、主に原価法に従っている。支店業務において

は、資産は主に一般顧客への貸出金より構成され、負債は一般顧客からの預金並びに内部借入より構成されてい

る。キャピタル・マーケッツ・セグメントにおいては、資産は主に資産運用及び保険事業において管理されてい

る有価証券より構成される。「その他」の欄に含まれている資産は、主に様々なセグメントへの内部貸付である

が、「その他」の欄に含まれている負債は、主に外部借入である。各セグメントに関する割当済資本に係る利益率

は平均割当済株主資本及び26.3％の税率に基づいて計算される。当行グループの株主資本利益率は、報告されて

いる法人税を控除後の金額で算定される。

セグメント報告、2011年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデン

国内における

支店

業務

スウェーデン

国外における

支店

業務

キャピタル・

マーケッツ その他

調整及び

消去 継続事業

純利息収益 15,827 6,863 711 246 -34 23,613

純手数料及びコミッション収益 3,630 1,428 2,611 4 7,673

公正価値で評価される金融項目からの純損益 510 388 628 -510 1,016

保険リスク 209 209

関連会社の持分利益 9 9

その他収益 20 55 18 196 289

収益合計 19,987 8,734 4,177 -55 -34 32,809

人件費 -3,118 -2,766 -2,111 -2,632 685 -9,942

その他管理費用 -1,245 -976 -889 -1,950 -5,060

内部的に購入及び売却されたサービス -2,734 -1,059 -77 3,836 34

減価償却及び償却 -91 -70 -49 -252 -462

費用合計 -7,188 -4,871 -3,126 -998 719 -15,464

貸倒損失控除前利益 12,799 3,863 1,051 -1,053 685 17,345

貸倒損失、正味 -47 -769 -816

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 0 1 6 7

営業利益 12,752 3,095 1,051 -1,047 685 16,536

利益配分 664 145 -809 0

利益配分後の営業利益 13,416 3,240 242 -1,047 685 16,536

内部収益 -2,804 -6,425 -911 10,140

C/I比率、％ 34.8 54.9 92.8 47.1
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貸倒実績率、％ 0.00 0.18 0.05

資産 1,233,568640,606 335,8341,423,041-1,178,6832,454,366

負債 1,183,160612,553 328,6601,423,041-1,187,5722,359,842

割当済資本 50,408 28,053 7,174 8,889 94,524

割当済資本に係る利益率、％ 19.6 9.4 2.7 13.4

当年度の非金融固定資産への投資 54 65 242 234 595

当年度の関連会社への投資 12 12

平均従業員数 4,478 3,144 1,626 1,936 11,184

地理別セグメント情報、2011年

百万スウェーデン・クローネ

スウェー

デン

デン

マーク

フィン

ランド

ノル

ウェー 英国

その他

諸国 当行グループ

収益 17,364 2,287 2,328 7,127 2,455 1,248 32,809

資産 1,424,29083,154 169,582 205,433 193,554 378,3532,454,366

その他の情報

非金融資産への投資 508 9 15 26 12 25 595

商品分野毎の収益

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

投資銀行 4,230 4,520

銀行預金及び法人貸出金 11,720 11,359

金融会社サービス 1,982 1,946

銀行預金及び個人向け貸出金 4,815 4,517

住宅ローン 7,747 5,754

年金及び保険 1,105 1,181

キャピタル・マーケッツ 1,547 1,664

貿易金融 570 571

その他の事業 1,346 1,297

合計 35,062 32,809

注記G47　各通貨建て資産及び負債

2012年

百万スウェーデン・クローネ

スウェー

デン・ク

ローネ ユーロ

ノルウェー

・クローネ

デンマーク

・クローネ 英ポンド 米ドル

その他の

通貨 合計

資産

現金及び中央銀行預け金 1,333 77,689 8,628 73 4 148,320 498 236,545

中央銀行へのその他の貸出金 2,444 -422 375 9,875 98 0 0 12,370

その他金融機関への貸出金 9,928 11,844 2,845 250 134 60,822 3,688 89,511

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

246/881



一般顧客への貸出金 1,126,737150,201199,231 54,637 110,953 27,488 11,2321,680,479

うち、企業 529,830114,036115,970 23,374 80,975 27,426 9,808 901,419

うち、個人 596,907 36,165 83,261 31,263 29,978 62 1,424 779,060

中央銀行への担保として適格

な利付証券
28,612 3,332 183 5 0 15,727 1,047 48,906

社債及びその他の利付証券 57,812 5,971 3,081 107 - 1,251 132 68,354

その他項目(通貨別内訳なし) 251,693 - - - - - - 251,693

資産合計 1,478,559248,615214,343 64,947 111,189253,60816,5972,387,858

負債

金融機関からの預り金 27,773 46,440 12,076 12,109 3,811 66,438 15,298 183,945

一般顧客からの預金及び

借入金
413,908 65,822 57,421 23,578 43,836 72,803 4,855 682,223

うち、企業 192,469 53,594 41,591 13,088 37,894 71,543 4,631 414,810

うち、個人 221,439 12,228 15,830 10,490 5,942 1,260 224 267,413

発行済証券 478,244268,211 15,999 365 64,320 310,62813,6591,151,426

劣後負債 10,896 4,655 - - 4,300 186 1,130 21,167

その他項目(通貨別内訳なし) 349,097 - - - - - - 349,097

負債及び資本合計 1,279,918385,128 85,496 36,052 116,267450,05534,9422,387,858

通貨別その他資産及び負債

並びにオフ・バランスシー

ト項目

136,415-128,745-28,910 5,010 196,26618,627

正味外貨ポジション -98 102 -15 -68 -181 282 22

2011年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデ

ン・クロー

ネ ユーロ

ノルウェー

・クローネ

デンマーク

・クローネ 英ポンド 米ドル

その他の通

貨 合計

資産

現金及び中央銀行預け金 1,302 3,169 7,090 91 4 239,403 798 251,857

中央銀行へのその他の貸出金 13,108 83,974 9,406 17,555 79 - 0 124,122

その他金融機関への貸出金 22,456 14,790 138 580 58 65,410 3,391 106,823

一般顧客への貸出金 1,073,324144,068182,275 51,510 90,875 34,989 14,087 1,591,128

うち、企業 490,487109,206105,463 23,489 67,022 34,909 12,355 842,931

うち、個人 582,837 34,862 76,812 28,021 23,853 80 1,732 748,197

中央銀行への担保として適格

な利付証券
34,868 3,519 616 35 - 3,214 1,719 43,971

社債及びその他の利付証券 46,275 6,926 1,103 65 - 5,686 176 60,231

その他項目(通貨別内訳なし) 276,234 276,234

資産合計 1,467,567256,446200,628 69,836 91,016 348,70220,171 2,454,366

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

247/881



負債

金融機関からの預り金 41,594 61,476 11,797 12,626 5,552 60,366 8,478 201,889

一般顧客からの預金及び

借入金
400,176 78,267 53,125 25,250 31,124 130,509 6,437 724,888

うち、企業 189,106 64,689 38,713 14,860 26,123 129,261 6,195 468,947

うち、個人 211,070 13,578 14,412 10,390 5,001 1,248 242 255,941

発行済証券 485,556243,320 9,431 456 46,590 346,179 8,542 1,140,074

劣後負債 9,562 16,364 - 112 7,730 211 1,338 35,317

その他項目(通貨別内訳なし) 352,198 352,198

負債及び資本合計 1,289,086399,427 74,353 38,444 90,996 537,26524,795 2,454,366

通貨別その他資産及び負債

並びにオフ・バランスシー

ト項目

143,320-126,221-31,367 147 188,701 4,705

正味外貨ポジション 339 54 25 167 138 81 804

注記G48　関連当事者に関する開示

関連当事者に対する債権及び債務 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年 2012年 2011年

金融機関への貸出金 12 - - -

一般顧客への貸出金 227 348 - -

社債及びその他の利付証券 - - - -

その他資産 - - 579 23

合計 239 348 579 23

金融機関からの預り金 - - - -

一般顧客からの預金及び借入金 152 160 227 496

発行済証券 - - - -

劣後負債 - - 400 653

その他負債 - - 92 111

合計 152 160 719 1,260

関連当事者－収益及び費用 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年 2012年 2011年

利息収益 4 5 - -

利息費用 -3 -1 -18 -87

手数料及びコミッション収益 0 0 0 0

手数料及びコミッション費用 -17 -15 - -

公正価値で評価される金融項目からの純損益 0 0 - -

その他収益 - - 4 14
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その他費用 -2 -13 -21 -62

合計 -18 -24 -35 -135

関連会社リスト及び関連会社に対する株主の拠出に関する情報は、注記G22に表示されている。関連会社の事業は、金融市場

関連の様々なサービスより構成される。スヴェンスカ・ハンデルスバンケンPensionsstiftelse、スヴェンスカ・ハンデルス

バンケンPersonalstiftelse及びPensionskassan SHB Försäkringsföreningの各社は、関連当事者グループを構成してい

る。これらの会社は通常の銀行業務及び会計業務に関して、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトを

利用している。当年度中において、当行グループと関連会社との間に重要な取引は行われなかった。

上級経営陣への貸付金、条件、上級経営陣に対するその他の報奨に関する情報については、注記G8に記載されている。

注記G49　自己資本比率

資本方針

当行は、当行グループの業務に伴うリスクに対応し、法律で定められた最低要件を上回る堅実な資本水準を維

持することを目的としている。健全な資本水準は、金融逼迫状態並びに買収及び取引高の大幅な増加等その他の

事象に対処するために必要となる。

自己資本規制

新しい自己資本比率規制であるバーゼルⅡ(自己資本比率並びに金融機関及び証券会社の大口エクスポー

ジャーに関する法律(2006年:第1371号)を通じて2007年2月1日にスウェーデンで導入された)に従って、当行は、

少なくとも、信用リスク、市場リスク及びオペレーショナル・リスクに関する所要自己資本合計に対応する資本

基盤を維持しなければならない。当行は、最低要件に従って資本を維持することに加え、自己資本比率の内部評価

を行わなければならない。2012年に採用されたハンデルスバンケンの最新の資本方針は、自己資本比率の内部評

価に関するガイドラインを規定している。当行はまた、金融コングロマリット(特別監督)法(2006年:第531号)に

従って、金融コングロマリットレベルでの所要自己資本にも準拠しなければならない。金融コングロマリットの

所要自己資本に関する詳細については、下記を参照のこと。2012年に当行は、当行の資本基盤に関する規制上の最

低水準を十分な余裕をもって満たしている。当行の資本基盤及び所要自己資本に関するより詳細な情報について

は、注記G2「リスク及び資本管理」並びに「ハンデルスバンケンのリスク及び資本管理－第三の柱に関する情

報」というタイトルの文書から入手可能である(www.handelsbanken.se/irengを参照のこと)。

当銀行グループに関する情報

当銀行グループは、親会社並びに当該連結財務書類の137ページ(訳注：原文のページ数である)の表に示され

ている子会社及び関連会社より構成されている。当行グループの連結財務諸表に含まれているものの当銀行グ

ループから除外されている会社についても、137ページ(訳注：原文のページ数である)の表に示されている。自己

資本比率の目的上、すべての会社は完全に連結されており、当行グループの決算書においては、関連会社は持分法

を用いて連結されている。

当銀行グループの資本基盤に関する情報

資本基盤は、Tier 1資本及びTier 2資本より構成される。Tier 1資本は、ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プ

ブリクトが親会社となっている銀行グループに属する会社の資本及びTier 1株式発行による払込資本で構成さ

れている。Tier 2資本は、主に永久及び期限付劣後ローンより構成されている。その後、資本基盤からの一定の減

額が行われる。当該減額は、Tier 1資本、Tier 2資本及び資本基盤全体から行われる。当銀行グループの中の会社
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からの資本のみが資本基盤に含まれる。当行のリスク管理においては、リスクの観点から当行グループ及び当銀

行グループの双方が一つの単位とみなされることが重要である。当行グループにおける効果的なリスク管理を可

能にするために、当行グループの様々な会社間で資本の再配分を行うことが必要になる可能性がある。通常、ハン

デルスバンケンは、法律で許容されている範囲(例えば、自己資本比率規制及び会社法における制限等）で当行グ

ループ会社間において資本の再配分を行うことができる。当行は、資本基盤からの資金の迅速な振替又は親会社

と子会社の間の債務の返済に関して、その他の重要な障害又は法的な障害はないとみている。

Tier 1資本

当銀行グループにおけるTier 1資本は、主に株式より構成されている。当行グループの保険会社は銀行グルー

プに属していないため、保険会社の利益剰余金はTier 1資本に含まれていない。スウェーデン金融監督庁の了承

の下、特定の永久劣後ローンは、Tier 1資本(いわゆるTier 1資本拠出)に含まれる場合がある。減額項目控除後の

純額に含まれる可能性のある割合は、発行済Tier 1商品の契約条件によって変わる。Tier 1資本拠出は、最大でも

合計でTier 1資本全体の50％である。株式に転換不能な、又は当行が額面価額で償還可能なTier 1資本拠出は、最

大で35％である。革新的Tier 1資本拠出(金利マージンの増加(ステップアップ)を含む)は最大で15％である。

2012年度末において、Tier 1資本拠出による払込資本の総額は、合計77.9十億クローネであった。ここには、株式

に転換不能な、又は当行が額面価額で償還可能なTier 1資本拠出に関する50.8十億クローネが含まれている。革

新的Tier 1資本拠出の範囲は、17.7十億クローネであった。

当行のTier 1資本拠出による払込資本合計のうち、6.5十億クローネは、通常のTier 1資本拠出であり、5.7十億

クローネは、いわゆる補完的なTier 1資本拠出である。通常のTier 1資本拠出は、当行が清算手続を強いられるよ

うな状況を回避するため、当行に当該商品を資本に転換する権利を与えているものである。補完的なTier 1資本

拠出については、当行は、規制要件に違反しないようにするために早い段階で当該商品を資本に転換する権利を

有している。清算の場合、これらの商品は双方とも、負債(過去に資本に転換された部分を含む)として分類され、

その後、当行の資産に対して同額の残存請求権を有することとなる。当該請求は、その他すべての債権者の請求に

劣後する。株主のみが当行の資産に対してより劣後した請求権を有する。補完的なTier 1資本拠出に関しては、当

行はクーポン支払を無条件に一時差し止める権利を有している。すなわち、利息の支払を随時、差し止めることが

できる。分配可能な資金がない場合、これらの商品の双方について、クーポン支払が一時停止されることとなる。

すべてのTier 1資本拠出は、過去の規制の枠組みの下で発行される。したがって、FFFS 2010年:第10号の移行に

関する取決めに従って全額が含まれる。Tier 1資本から除外される項目は、主として、のれん及びその他無形資

産、並びに売却可能に分類された株式に係る未実現利益である。繰延税金資産及び不動産の評価増もまたTier 1

資本の減額につながっている。売却可能として分類される利付証券及びキャッシュフロー・ヘッジの資本への影

響に関しては、中立的調整が行われる。2011年12月31日より適用される自己資本比率規制が変更されたため、公正

価値で測定されるポジションで流動性の低いものはすべて控除しなければならない。変更前の規制には、トレー

ディング勘定における非流動性ポジションのみが含まれていた。

Tier 2資本

Tier 2資本には、劣後ローン、不動産の評価増に関する減額及び売却可能として分類された株式に係る未実現

利益が含まれる。Tier 2資本総額は、Tier 1資本を超過してはならない。さらに、資本基盤に含まれる期限付劣後

ローンの上限は、Tier 1資本合計の50％に制限されている。また、様々な種類の劣後負債は、規制対象の中に含ま

れている。劣後ローン残高の詳細については、注記G39「劣後負債」を参照のこと。

Tier 1及びTier 2資本からの控除
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内部格付に基づくモデルの使用を許可されている機関(以下「IRB機関」という。) は、内部格付モデルに基づ

く予想貸倒損失が計上された貸倒引当金を超過した場合、その差額を控除しなければならない。また、特定の金融

機関においては、関連会社の資本持分又は持分合計がその会社の資本の10％を超過する場合には、資本拠出につ

いて控除しなればならない。これらの控除は、半分はTier 1資本から行われ、もう半分はTier 2資本から行われな

ければならない。

銀行グループに含まれる会社 企業識別番号 所在地

Handelsbanken AB (publ)
1 502007-7862ストックホルム

子会社

Handelsbanken Finans AB
1 556053-0841ストックホルム

Kredit-Inkasso AB 556069-3185ストックホルム

Handelsbanken Rahoitus Oy 0112308-8ヘルシンキ

Kredit-Inkasso AS 955074203フレドリクスター

Handelsbanken Finans (Shanghai) 

Financial Leasing Co., Ltd
310101717882194 上海

スタッドフィポテック AB
1 556459-6715ストックホルム

スタッドフィポテック・デラウェア・インク (清算手続き中) 98-0342158ニューヨーク

Svenska Intecknings Garanti AB Sigab (休眠会社)556432-7285ストックホルム

Handelsbanken Fondbolagsförvaltning AB556070-0683ストックホルム

Handelsbanken Fonder AB 556418-8851ストックホルム

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S12930879コペンハーゲン

Handelsbanken Fondbolag AB 1105019-3ヘルシンキ

Handelsbanken Kapitalförvaltnings AS 973194860 オスロ

XACT Fonder AB(清算手続き中) 556582-4504ストックホルム

銀行グループに含まれる会社 企業識別番号 所在地

AB Handel och Industri 556013-5336ストックホルム

Ejendomsselskabet af 1.januar 2002 A/S 38300512ヘルニング

Ejendomsselskabet af 1. maj 2009 A/S 59173812 ヒレレズ

Forva AS 945812141 オスロ

Lejontrappan AB 556481-1551イェーテボリ

Handelsbanken Markets Securities, Inc
1 11-3257438ニューヨーク

Handelsbanken Mezzanine Fond 1 KB (休眠会社)969710-3126ストックホルム

Handelsbanken Mezzanine Management AB (休眠会社)556679-2668ストックホルム

Lokalbolig A/S 78488018 ヒレレズ

Rådstuplass 4 AS 910508423ベルゲン

SIL (Nominees)Limited (休眠会社) 1932320 ロンドン

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

251/881



Svenska Handelsbanken Delaware Inc. 13-3153272デラウェア

Svenska Handelsbanken S.A. 
1 RCS Lux B-15992ルクセンブルグ

Svenska Property Nominees Limited (休眠会社)2308524 ロンドン

ZAO Svenska Handelsbanken (清算手続き中) 1057711005384 モスクワ

Handelsbanken Fastigheter AB 556873-0021ストックホルム

Sv Handelsbanken Representacöes (Brasil) Ltda15.367.073/0001-93サンパウロ

関連会社

Bankomatcentralen AB 556197-2265ストックホルム

BDB Bankernas Depå AB 556695-3567ストックホルム

BGC Holding AB 556607-0933ストックホルム

Bankgirocentralen BGC AB 556047-3521ストックホルム

Devise Business Transactions Sweden AB556564-5404ストックホルム

Finansiell ID-teknik BID AB 556630-4928ストックホルム

Upplysningscentralen UC AB 556137-5113ストックホルム

UC Ekonomipublikationer AB 556613-0042ストックホルム

UC allabolag AB 556730-7367ストックホルム

Bankomat AB 556817-9716ストックホルム

Getswish AB 556913-7382ストックホルム

1
金融機関

銀行グループに含まれていない会社 企業識別番号 所在地

ハンデルスバンケン・リヴ Försäkring AB (Handelsbanken

Fastigheter ABを除く当行グループ)
516401-8284ストックホルム

Svenska Re S.A. RCS Lux B-32053ルクセンブルグ

Handelsbanken Skadeförsäkrings AB 516401-6767ストックホルム

Handelsbanken Renting AB (清算手続き中) 556043-2766ストックホルム

Flisekompaniet Holdings AS 992999136 オスロ

Dyson Group plc 163096 シェフィールド

Plastal Industri AB 556532-8845イェーテボリ

Festival AS 993798304クリスティアンサン

資本基盤

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

Tier 1資本

資本(当行グループ) 106,897 94,524

未払配当金(当年度) -6,804 -6,085

当銀行グループ以外の資本の控除 -1,167 -558

当銀行グループと当行グループ間の損益の差額 2,853 -520
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少数株主持分(当行グループ) -2 O

資本(資本基盤) 101,777 87,361

革新的Tier 1資本拠出 9,323 11,254

非革新的Tier 1資本拠出 2,903 2,910

少数株主持分(当銀行グループ) 572 423

控除項目

　のれん及びその他の無形資産 -7,458 -7,234

　再評価積立金 -108 -115

　公正価値で測定されたポジションに対する価値調整 -14 -56

　繰延税金資産 -61 -386

　IRB機関に対する特別控除 -1,094 -945

　当銀行グループ以外の企業への資本拠出 -1,483 -234

　証券化におけるポジション -248 -219

安定化フィルタに従った調整

　キャッシュフロー・ヘッジ -1,149 676

　未実現累積利益(株式) -797 -133

　未実現累積利益/損失(確定利付証券) 170 246

Tier 1資本合計 102,333 93,548

Tier 2資本

永久劣後ローン 3,133 11,710

期限付劣後ローン 4,274 7,957

追加項目

　未実現累積利益(株式) 797 133

　再評価積立金 108 115

控除項目

　IRB機関に対する特別控除 -1,094 -945

　当銀行グループ以外の企業への資本拠出 -1,483 -234

　証券化におけるポジション -248 -219

Tier 2資本合計 5,487 18,517

Tier 1及びTier 2資本合計 107,820 112,065

資本基盤合計からの控除項目

　保険会社への資本拠出 -4,417 -4,417

　年金資産の余剰価値 -1,524 -1,471

自己資本比率目的での資本基盤合計 101,879 106,177

内部格付信用リスク
信用リスク保護考慮後の

エクスポージャー(EAD) 平均リスク加重、％ 所要自己資本
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百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年

法人エクスポージャー 944,987 917,480 30.5 33.4 23,026 24,529

　うち、レポ及び有価証券貸付 23,286 6,340 0.6 1.5 12 8

　うち、その他貸付(基礎的アプローチ) 341,048 374,461 44.5 43.6 12,137 13,052

　うち、その他貸付(先進的アプローチ) 580,653 536,679 23.4 26.7 10,877 11,469

　－中規模企業 72,467 75,068 61.2 65.8 3,549 3,949

　－不動産会社 380,147 339,390 21.7 25.1 6,612 6,812

　－住宅共同組合 128,039 122,221 7 7.2 716 708

リテール・エクスポージャー 752,176 730,669 7.5 7.2 4,530 4,217

　うち、不動産貸付 665,969 643,449 5.4 5.4 2,885 2,795

　うち、その他 86,207 87,220 23.8 20.4 1,645 1,422

小規模企業 28,596 29,800 38.1 38.9 872 927

機関エクスポージャー 128,748 158,538 9.5 12.3 976 1,559

　うち、レポ及び有価証券貸付 76,588 79,640 0.6 0.5 38 32

　うち、その他貸付 52,160 78,898 22.5 24.2 938 1,527

株式エクスポージャー 5,206 4,355 140.1 136.2 584 475

カウンターパーティ・リスクを除くエクスポー

ジャー
2,279 2,364 100 100 182 189

証券化ポジション 1,323 1,944 3.5 5.0 4 8

伝統的証券化 1,323 1,944 3.5 5.0 4 8

合成的証券化 - - - - - -

内部格付合計 1,863,3151,845,150 20.2 21.6 30,174 31,904

うち、レポ及び有価証券貸付 99,874 85,980 0.6 0.6 50 40

うち、その他貸付(基礎的アプローチ) 402,016 462,022 43 41.3 13,845 15,251

うち、その他貸付(先進的アプローチ) 1,361,4251,297,148 14.9 16.0 16,279 16,613

所要自己資本、標準的手法
* 2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ
エクスポージャー

金額(EAD) 所要自己資本

エクスポージャー

金額(EAD) 所要自己資本

ソブリン及び中央銀行 301,760 9 426,725 19

地方自治体 53,038 1 57,897 1

国際開発金融機関 673 0 2,372 0

機関 4,606 103 6,835 154

法人 22,325 1,786 24,485 1,958

リテール 9,340 560 9,015 541

不動産抵当貸付 25,961 790 17,833 548

延滞項目 173 19 190 22

その他項目 10,283 531 11,253 517

合計 428,159 3,799 556,605 3,760

*
エクスポージャーが存在するエクスポージャー・クラスの所要自己資本の詳細
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所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

信用リスク

標準的アプローチによる信用リスク 3,799 3,760

内部格付アプローチによる信用リスク 30,174 31,904

市場リスク

金利リスク 880 850

　うち、一般的なリスク 660 711

　うち、特別なリスク 220 139

株価リスク 26 14

　うち、一般的なリスク 10 6

　うち、特別なリスク 13 7

　うち、ファンド 3 1

為替リスク - -

コモディティ・リスク 9 20

決済リスク 3 -

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスク 4,181 4,117

バーゼルⅡに基づく所要自己資本合計 39,072 40,665

移行規定に基づく調整 41,426 38,389

バーゼルⅡ移行規定に基づく所要自己資本合計 80,498 79,054

バーゼルⅡ移行規定に基づくリスク加重資産 1,006,219 988,180

バーゼルⅡに基づくリスク加重資産 488,400 508,317

自己資本比率分析、％ 2012年 2011年

移行規定と比較したバーゼルⅡにおける所要自己資本 49 51

以下に基づく資本比率

　バーゼルⅡ 20.9 20.9

　移行規定 10.1 10.7

以下に基づくTier 1自己資本比率

　バーゼルⅡ 21.0 18.4

　移行規定 10.2 9.5

以下に基づくコアTier 1自己資本比率

　バーゼルⅡ 18.4 15.6

　移行規定 9.0 8

所要自己資本に関連した資本基盤

　バーゼルⅡ 261 261

　移行規定 127 134
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金融コングロマリットの自己資本比率

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

控除及び調整後の資本基盤 107,482 108,734

所要自己資本 81,451 80,078

剰余金 26,031 28,656

資本基盤合計からの控除

年金資産の認識済剰余金の純額に関して、資本基盤合計からの控除が行われなければならない。但し、当該控除

は、ハンデルスバンケンが年金基金に返還の請求権のある年金費用に関してこれに相当する分が減額される可能

性がある。資本基盤合計はまた、2006年6月20日より前に行われた保険会社に対する拠出についても減額されなけ

ればならない。2013年より、これらの拠出の半分はTier 1資本から行われ、もう半分はTier 2資本から行われなけ

ればならない。 

所要自己資本

ハンデルスバンケンは、リスクの区分及び信用リスクの算定に内部格付モデルと呼ばれる内部手法を適用して

いる。自己資本規制には、基礎的アプローチと先進的アプローチの二つの異なる内部格付アプローチがある。

基礎的アプローチでは、当行は1年以内に顧客が債務不履行に陥る可能性(以下「PD」という。) を判断するた

めに当行独自の手法を用いるが、一方で、その他のパラメーターは金融監督庁によって設定される。先進的アプ

ローチでは、当行は、債務不履行時の損失(以下「LGD」という。) 及び債務不履行時のエクスポージャー (以下

「EAD」という。) を算定する際に当行独自の手法を用いる。

ハンデルスバンケンは、地方銀行業務全体及び以下の子会社のエクスポージャーにおける大企業及び大手機関

に対するエクスポージャーについて、基礎的IRBアプローチを用いている。子会社は、スタッドフィポテック AB、

Handelsbanken Finans AB、Handelsbanken Finans (Shanghai) Financial Leasing Co. Ltd.、ZAO Svenska

Handelsbanken (清算手続き中)及びRahoitus Oyの各社である。

先進的IRB手法は、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク及びフィンランドにおけるリテール・エクスポー

ジャー(個人及び小規模企業)、並びに以下の子会社におけるリテール・エクスポージャーに対して用いられてい

る。子会社は、スタッドフィポテック AB、Handelsbanken Finans AB及びRahoitus Oyの各社である。さらに地方銀

行業務における中規模企業、住宅共同組合及び不動産会社、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ、ス

タッドフィポテック AB及びHandelsbanken Finansに関して、先進的IRBアプローチが用いられている。

当年度末現在、バーゼルⅡに従って算定された信用リスクに関して、IRBアプローチはリスク加重資産合計の約

89％をカバーしていた。残りの信用リスク・エクスポージャーに関して、2012年度の所要自己資本はバーゼルⅡ

の標準規定を用いて測定された。このセクションで報告されている数値は、バーゼルⅡ自己資本比率規制の第一

の柱に基づく最低所要自己資本を参照している。この表における「バーゼルⅡに基づく」とは、移行規定の適用

終了後の最低所要自己資本に基づく数値であることを意味している。移行規定は、さらに通知があるまで適用さ

れる。レポ及び有価証券貸付は、所要自己資本が非常に低いものの、取引高が常にかなりの変動があることから、

内部格付モデルに従った所要自己資本の表に別個に報告されている。所要自己資本が低いのは、エクスポー

ジャーが総額で報告され、当該エクスポージャーに担保が付されているためである。

当年度において、IRBエクスポージャーに関する平均リスク加重合計は、1.4％低下した。この低下は、主に、法人

エクスポージャーに対する平均リスク加重の低下によるものである。これは同様に当年度において、比較的低い

リスク加重の取引相手との信用取引高が増加し、比較的高いリスク加重の取引相手との取引高が減少しているこ

とによるものである。
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当年度における変動に関する詳細については、2012年の当行の中間報告書及び「リスク及び資本管理－第三の

柱に関する情報」に記載されている自己資本比率に関する特別情報に従った当行の開示を参照のこと。

オペレーショナル・リスク

ハンデルスバンケンの所要資本の計算は標準的手法に従っているが、これはその計算が当行の様々な事業セグ

メントの収益に基づくというものである。

市場リスク

市場リスクに関する所要自己資本は、当銀行グループに対して計算される。但し、金利リスク及び株価リスクに

関する所要自己資本は、トレーディング勘定ポジションについてのみ計算される。市場リスクに関する所要自己

資本を計算する際には、標準的手法が適用されている。

金融コングロマリットに関する自己資本比率

金融コングロマリットの一部である機関及び保険会社は、金融コングロマリットの所要自己資本に関して十分

な資本基盤を有していなければならない。金融コングロマリットに関する資本基盤は、集約方式、決済方式及び連

結方式を組み合わせることによって計算されている。これは、銀行グループの資本基盤がハンデルスバンケン・

リヴ AB Forsakring グループに関する資本基盤と合算されていることを意味する。そのため、金融コングロマ

リットに関する所要自己資本を計算するために、当銀行グループの所要自己資本に、保険グループに関するソル

ベンシー要件が追加されている。

次へ 
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損益計算書(親会社)

2012年 2011年

(百万スウェーデン

・クローネ)
(百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ)
(百万円)

利息収益 注記P3 35,933 518,154 37,014 533,742 

利息費用 注記P3 -19,502 -281,219 -21,330 -307,579 

純利息収益 16,431 236,935 15,684 226,163 

受取配当金 注記P4 9,152 131,972 5,733 82,670 

手数料及びコミッション収益 注記P5 7,131 102,829 7,382 106,448 

手数料及びコミッション費用 注記P5 -1,407 -20,289 -1,356 -19,554 

純手数料及びコミッション収益 5,724 82,540 6,026 86,895 

金融事業における純損益 注記P6 3,994 57,593 458 6,604 

その他営業収益 注記P7 758 10,930 640 9,229 

営業収益合計 36,059 519,971 28,541 411,561 

一般管理費用

人件費 注記P8 -9,808 -141,431 -9,247 -133,342 

その他管理費用 注記P9 -5,157 -74,364 -4,723 -68,106 

不動産及び器具備品並びに無形資産の減価償却

費、償却費及び減損費用

注記P21,

P22 -518 -7,470 -538 -7,758 

貸倒損失控除前費用合計 -15,483 -223,265 -14,508 -209,205 

貸倒損失控除前利益 20,576 296,706 14,033 202,356 

貸倒損失、正味 注記P10 -1,154 -16,641 -1,081 -15,588 

金融資産の減損損失 -820 -11,824 -375 -5,408 

営業利益 18,602 268,241 12,577 181,360 

利益処分 注記P11 -4,065 -58,617 106 1,529 

税引前利益 14,537 209,624 12,683 182,889 

法人税等 注記P29 -2,985 -43,044 -3,470 -50,037 

当期利益 11,552 166,580 9,213 132,851 

包括利益計算書（親会社）

2012年 2011年

(百万スウェーデン

・クローネ
(百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ)
(百万円)

当期利益 11,552 166,580 9,213 132,851 

その他包括利益

キャッシュフロー・ヘッジ 2,522 36,367 -264 -3,807 

売却可能金融商品 983 14,175 -1,319 -19,020 

当期為替換算差額 -10 -144 36 519 

うち、在外営業活動体における純資産のヘッジ 481 6,936 - -

その他包括利益に関する税金 -962 -13,872 435 6,273 

うち、キャッシュフロー・ヘッジ -608 -8,767 70 1,009 
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うち、売却可能金融商品 -248 -3,576 365 5,263 

うち、在外営業活動体における純資産のヘッジ -106 -1,529 - -

その他包括利益合計 2,533 36,526 -1,112 -16,035 

当期包括利益合計 14,085 203,106 8,101 116,816 

当期の損益計算書における修正再表示は注記P35に示されている。

貸借対照表(親会社)

2012年 2011年

(百万スウェーデン

・クローネ)
(百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ)
(百万円)

資産

現金及び中央銀行預け金 236,447 3,409,566 251,592 3,627,957 

中央銀行への担保として適格な利付証券 注記P17 45,259 652,635 38,144 550,036 

金融機関への貸出金 注記P15 422,897 6,098,175 532,713 7,681,721 

一般顧客への貸出金 注記P16 731,967 10,554,964 686,827 9,904,045 

社債及びその他の利付証券 注記P17 62,939 907,580 56,093 808,861 

株式 注記P18 28,269 407,639 24,636 355,251 

子会社株式及び関連会社投資 注記P19 45,734 659,484 44,020 634,768 

顧客が価値変動リスクを負う資産 2,011 28,999 2,644 38,126 

デリバティブ商品 注記P20 122,525 1,766,811 148,972 2,148,176 

無形資産 注記P21 1,643 23,692 1,564 22,553 

不動産及び器具備品 注記P22 967 13,944 2,093 30,181 

繰延税金資産 注記P29 333 4,802 360 5,191 

その他資産 注記P23 18,428 265,732 17,208 248,139 

前払費用及び未収金 注記P24 5,347 77,104 6,395 92,216 

資産合計 注記P12 1,724,766 24,871,126 1,813,261 26,147,224 

負債及び資本

金融機関からの預り金 注記P25 243,332 3,508,847 261,806 4,063,643 

一般顧客からの預金及び借入金 注記P26 668,683 9,642,409 705,565 10,174,247 

顧客が価値変動リスクを負う負債 2,059 29,691 2,673 38,545 

発行済証券等 注記P27 531,284 7,661,115 543,876 7,842,692 

デリバティブ商品 注記P20 126,922 1,830,215 145,421 2,096,971 

ショートポジション 注記P28 16,201 233,618 21,397 308,545 

当期税金負債 340 4,903 677 9,762 

繰延税金負債 注記P29 707 10,195 91 1,312 

引当金 注記P30 116 1,673 24 346 

その他負債 注記P31 17,154 247,361 13,058 188,296 

未払費用及び繰延収益 注記P32 9,531 137,437 9,693 139,773 

劣後負債 注記P33 21,167 305,228 35,325 509,387 

負債合計 注記P12 1,637,496 23,612,692 1,739,606 25,373,519 
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非課税剰余金 注記P34 5,038 72,648 998 14,391 

株式資本 2,943 42,438 2,902 41,847 

資本剰余金 2,337 33,700 793 11,435 

その他積立金 注記P36 3,110 44,846 577 8,320 

利益剰余金 62,290 898,222 59,172 853,260 

当期利益 11,552 166,580 9,213 132,851 

資本合計 82,232 1,185,785 72,657 1,047,714 

負債及び資本合計 1,724,766 24,871,126 1,813,261 26,147,224 

補足項目

自己債務の担保として差し入れた資産 注記P37 59,195 853,592 72,007 1,038,341 

担保に供したその他資産 注記P37 2,564 36,973 5,236 75,503 

偶発債務／コミットメント 注記P38 131,586 1,897,470 149,061 2,149,460 

その他コミットメント 注記P39 475,287 6,853,639 513,217 7,400,589 

持分変動計算書（親会社）

制限資本 非制限資本

(百万スウェーデン・クローネ)
株式資本

法定

準備金

資本

剰余金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計

2011年期首資本 2,899 2,682 184 -710 769 -1,052 64,798 69,570 

当期利益 9,213 9,213 

その他包括利益 　 　 　 -194 -954 36 　 -1,112 

当期包括利益合計 -194 -954 36 9,213 8,101 

配当金 -5,611 -5,611 

2008年に発行した転換劣後

ローンの転換 3 103 106 

2011年に発行した転換劣後

ローンの資本部分 506 506 

トレーディング勘定で保有され

ている自己株式の変動 -15 -15 

2011年期末資本 2,902 2,682 793 -904 -185 -1,016 68,385 72,657 

制限資本 非制限資本

(百万スウェーデン・クロー

ネ) 株式資本

法定

準備金

資本

剰余金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計

2012年期首資本 2,902 2,682 793 -904 -185 -1,016 68,385 72,657 

当期利益 11,552 11,552 

その他包括利益 　 　 　 1,914 735 -116 　 2,533 

当期包括利益合計 1,914 735 -116 11,552 14,085 

　

配当金 -6,110 -6,110 

2008年に発行した転換劣後

ローンの転換 41 1,544 1,585 
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トレーディング勘定で保有さ

れている自己株式の変動 15 15 

2012年期末資本 2,943 2,682 2,337 1,010 550 -1,132 73,842 82,232 

1
公正価値ファンドに含まれている。

2012年１月から12月の間に、2008年劣後転換可能社債に関して名目価値1,641（111）百万クローネがクラスA株式8,744,470（593,180）株

に転換された。年度末においてトレーディング勘定で保有されていたハンデルスバンケン株式は0(79,520)株であった。

資本変動の詳細は注記P36で示されている。

制限資本 非制限資本

(百万円)
株式資本

法定

準備金

資本

剰余金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計

2011年期首資本 41,804 　 38,674 　 2,653 　 -10,238 　 11,089 　 -15,170 　 934,387 　 1,003,199 

当期利益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 132,851 　 132,851 

その他包括利益 　 　 　 　 　 　 -2,797 　 -13,757 　 519 　 　 　 -16,035 

当期包括利益合計 　 　 　 　 　 　 -2,797 　 -13,757 　 519 　 132,851 　 116,816 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

配当金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 -80,911 　 -80,911 

2008年に発行した転換劣

後

ローンの転換 43 　 　 　 1,485 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,529 

2011年に発行した転換劣

後

ローンの資本部分 　 　 　 　 7,297 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7,297 

トレーディング勘定で保

有されている自己株式

の変動 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 -216 　 -216 

2011年期末資本 41,847 　 38,674 　 11,435 　 -13,036 　 -2,668 　 -14,651 　 986,112 　 1,047,714 

制限資本 非制限資本

(百万円)
株式資本

法定

準備金

資本

剰余金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計

2012年期首資本 41,847 　 38,674 　 11,435 　 -13,036 　 -2,668 　 -14,651 　 986,112 　 1,047,714 

当期利益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 166,580 　 166,580 

その他包括利益 　 　 　 　 　 　 27,600 　 10,599 　 -1,673 　 　 　 36,526 

当期包括利益合計 　 　 　 　 　 　 27,600 　 10,599 　 -1,673 　 166,580 　 203,106 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

配当金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 -88,106 　 -88,106 

2008年に発行した転換劣

後

ローンの転換 591 　 　 　 22,264 　 　 　 　 　 　 　 　 　 22,856 

トレーディング勘定で保

有されている自己株式

の変動 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 216 　 216 

2012年期末資本 42,438 　 38,674 　 33,700 　 14,564 　 7,931 　 -16,323 　 1,064,802 　 1,185,785 

1
公正価値ファンドに含まれている。
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2012年１月から12月の間に、2008年劣後転換可能社債に関して名目価値23,663（1,601）百万円がクラスA株式8,744,470（593,180）株に転

換された。年度末においてトレーディング勘定で保有されていたハンデルスバンケン株式は0(79,520)株であった。

資本変動の詳細は注記P36で示されている。

キャッシュ・フロー計算書（親会社）

2012年 2011年

(百万スウェーデン

・クローネ
(百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ)
(百万円)

営業活動

営業利益 18,602 268,241 12,577 181,360 

うち、受取利息 36,817 530,901 35,484 511,679 

うち、支払利息 -19,602 -282,661 -20,339 -293,288 

うち、受取配当金 432 6,229 805 11,608 

損益における非現金項目の調整

貸倒損失 1,253 18,068 1,233 17,780 

未実現評価差額 197 2,841 -3,168 -45,683 

減価償却費、償却費及び減損 1,339 19,308 913 13,165 

グループ利益分配 -7,477 -107,818 -4,928 -71,062 

法人税の支払 -3,393 -48,927 -3,142 -45,308

営業活動による資産及び負債の変動

金融機関への貸出金 109,816 1,583,547 -27,664 -398,915 

一般顧客への貸出金 -46,336 -668,165 2,728 39,338 

利付証券及び株式 -21,934 -316,288 25,024 360,846 

金融機関からの預り金 -18,474 -266,395 1,688 24,341 

一般顧客からの預金及び借入金 -36,882 -531,838 128,385 1,851,312 

発行済証券 -12,592 -181,577 60,571 873,434 

デリバティブの正味ポジション 8,368 120,667 -12,725 -183,495 

ショートポジション -5,196 -74,926 -14,629 -210,950 

投資銀行業務の決済における債権及び債務 356 5,134 42,254 609,303 

その他 15,303 220,669 -9,289 -133,947 

営業活動からのキャッシュ・フロー 2,950 42,539 199,828 2,881,520 

投資活動

持分変動 611 8,811 293 4,225 

利付証券の変動 4,553 65,654 -3,168 -45,683 

不動産及び器具備品の変動 427 6,157 -277 -3,994 

無形固定資産の変動 -316 -4,557 -255 -3,677 

投資活動からのキャッシュ・フロー 5,275 76,066 -3,407 -49,129 

財務活動

劣後ローンの返済 -14,890 -214,714 -10,835 -156,241 

劣後ローンの発行 2,990 43,116 2,512 36,223 

配当金の支払い -6,110 -88,106 -5,611 -80,911 

グループ会社からの受取配当金 6,170 88,971 41 591 

財務活動からのキャッシュ・フロー -11,840 -170,733 -13,893 -200,337 

当期キャッシュ・フロー -3,615 -52,128 182,528 2,632,054
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期首流動資金 251,592 3,627,957 56,346 812,509 

営業活動からのキャッシュ・フロー 2,950 42,539 199,828 2,881,520 

投資活動からのキャッシュ・フロー 5,275 76,066 -3,407 -49,129 

財務活動からのキャッシュ・フロー -11,840 -170,733 -13,893 -200,337 

流動資金の為替換算差額 -11,530 -166,263 12,718 183,394 

期末流動資金 236,447 3,409,566 251,592 3,627,957 

５年間の概要(親会社)

損益計算書

(百万スウェーデン・クローネ) 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

純利息収益 16,431 15,684 14,549 14,584 13,297 

受取配当金 9,152 5,733 2,749 6,687 5,224 

純手数料及びコミッション収益 5,724 6,026 6,455 5,995 5,661 

金融事業における純損益 3,994 458 790 2,453 2,304 

その他営業収益 758 640 624 597 904 

営業収益合計 36,059 28,541 25,167 30,316 27,390 

一般管理費用

人件費 -9,808 -9,247 -8,838 -8,938 -7,556 

その他管理費用 -5,157 -4,723 -4,775 -4,450 -4,480 

不動産及び器具備品並びに無形資産の減

価償却費、償却費及び減損費用 -518 -538 -533 -574 -498 

貸倒損失控除前費用合計 -15,483 -14,508 -14,146 -13,962 -12,534 

貸倒損失控除前利益 20,576 14,033 11,021 16,354 14,856 

貸倒損失、正味 -1,154 -1,081 -1,466 -3,781 -1,580 

金融資産の減損損失 -820 -375 -470 -30 -　

営業利益 18,602 12,577 9,085 12,543 13,276 

利益処分 -4,065 106 108 1,100 -872 

税引前利益 14,537 12,683 9,193 13,643 12,404 

法人税等 -2,985 -3,470 -2,548 -2,784 -3,097 

当期利益 11,552 9,213 6,645 10,859 9,307 

当期配当金 6,804 
1 6,085 5,611 4,988 4,364 

1
取締役会の処分案によるもの

包括利益計算書

(百万スウェーデン・クローネ) 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

当期利益 11,552 9,213 6,645 10,859 9,307 

その他包括利益

キャッシュフロー・ヘッジ 2,522 -264 -186 13 -1,040 

売却可能金融商品 983 -1,319 2,188 3,277 -5,142 

当期為替換算差額 -10 36 -1,462 51 169 
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うち、在外営業活動体における純資産の

ヘッジ 481 - - - -

その他包括利益に関する税金 -962 435 -549 -927 1,721 

うち、キャッシュフロー・ヘッジ -608 70 49 -3 277 

うち、売却可能金融商品 -248 365 -598 -924 1,444 

うち、在外営業活動体における純資産の

ヘッジ -106 -　 -　 -　 -　

その他包括利益合計 2,533 -1,112 -9 2,414 -4,292 

当期包括利益合計 14,085 8,101 6,636 13,273 5,015 

貸借対照表

(百万スウェーデン・クローネ) 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

資産

一般顧客への貸出金 731,967 686,827 691,221 741,496 790,613

金融機関への貸出金 422,897 532,713 505,049 396,001 381,874

利付証券 108,198 94,237 103,836 154,790 144,523

その他資産 461,704 499,484 314,057 278,351 343,582

資産合計 1,724,766 1,813,261 1,614,163 1,570,638 1,660,592

負債及び資本

一般顧客からの預金及び借入金 668,683 705,565 577,180 570,166 505,903

金融機関からの預り金 243,332 261,806 260,117 225,049 373,996

発行済証券 531,284 543,876 483,305 474,205 427,426

劣後負債 21,167 35,325 43,959 59,021 61,306

その他負債 173,030 193,034 178,922 172,940 230,457

非課税剰余金 5,038 998 1,110 1,368 2,490

資本 82,232 72,657 69,570 67,889 59,014

負債及び資本合計 1,724,766 1,813,261 1,614,163 1,570,638 1,660,592

補足項目

自己債務の担保として供した資産 59,195 72,007 79,591 171,051 226,726

担保に供したその他資産 2,564 5,236 4,398 8,124 6,943

偶発債務／コミットメント 131,586 149,061 131,479 154,338 180,826

その他コミットメント 475,287 513,217 415,771 376,628 330,253

重要な数値 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

減損貸出金引当率％ 56.0 61.0 61.5 61.9 51.1 

減損貸出金の割合％ 0.28 0.24 0.33 0.33 0.22 

バーゼルⅡによる自己資本比率％ 20.6 20.9 19.3 20.2 16.2 

バーゼルⅡによるTier1自己資本比率％ 19.0 16.9 12.9 12.0 8.7 

次へ 
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注記P1　会計方針

準拠表明

親会社の年次報告書はスウェーデンの信用機関及び証券会社に係る年次報告法（1995年第1559号）、スウェー

デン金融監督庁が発行した規定及び一般指針、FFFS 2008年第25号、信用機関及び投資会社における年次報告に準

拠して作成されている。親会社はまたスウェーデンの財務報告審議会の勧告RFR第2号「事業体に関する会計処

理」及びスウェーデン財務報告審議会による意見書を適用している。金融監督庁の推奨に準拠して、親会社は法

定IFRSを採用している。これはEUが採用する国際財務報告基準及びこれら基準の解釈が、国内法及び指令並びに

会計と税との間の関連性の枠組みの範囲内で可能な限り適用されていることを意味する。

親会社及び当行グループの会計方針における関連性

親会社の主な会計方針は当行グループの会計方針と一致している。以下は当行グループの会計方針と異なる親

会社の会計方針であるが、親会社の会計方針はこの範囲に限定して示されている。その他については注記G1の会

計方針が参照されている。

会計方針の変更

親会社が当事業年度において採用した会計方針は、すべての重要な点において2011年度に採用されていた会計

方針と同様である。

表示

親会社は損益計算書及び貸借対照表について信用機関及び証券会社に係る年次報告法並びにスウェーデン金

融監督庁の法規に準拠した表示モデルを採用している。これは当行グループの表示と比較して主に以下の相違が

あることを意味する。

・　連結財務諸表において中央銀行へのその他の貸出金として報告されている、要求払い可能な中央銀行に対

する債権は、親会社の貸借対照表において金融機関への貸出金として報告されている。

・　仲介及び取引費用は親会社においてコミッション費用として報告されている。

・　受取配当金は親会社の損益計算書において個別の科目で報告されている。

・　親会社における不動産、器具備品及び無形固定資産を処分する際の損益は、その他損益に報告される。

・　親会社ではオフバランスシート項目を貸借対照表の補足説明として報告している。

・　当行グループの報告において持分資本と税金負債に分割されている非課税剰余金は、親会社において個別

の貸借対照表項目として報告されている。

外貨建て資産及び負債

親会社の貸出金で在外営業活動体における純投資をヘッジするものは、当初の換算レートで測定される。

売却目的保有資産及び非継続事業

非継続事業からの税引後純利益は親会社の損益計算書において個別に認識されない。また売却目的保有資産は

貸借対照表において個別に表示されない。

子会社及び関連会社株式

子会社及び関連会社株式は取得原価で測定される。子会社及び関連会社株式に対する配当金は収益として損益

計算書の受取配当金に認識される。
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金融保証

保証の形式による子会社及び関連会社のための金融保証は、親会社に契約債務が存在し、契約債務を決済する

ための支払いが求められる可能性が高い場合、親会社の貸借対照表に引当金として計上される。

無形資産

親会社において、資産及び耐用年数を確定出来ないその他の無形資産の取得は、前述の年次報告法の規定に準

拠して償却される。経験上、買収により取得した顧客関係は非常に長期にわたるため、その結果、取得におけるの

れんの耐用年数も長期となる。償却期間は20年と定められている。

配当金

受取配当金項目は、親会社が子会社及び関連会社からの配当金を含めて受領した配当金のすべて、並びに受領

したグループ利益分配で構成されている。

配当予想は、親会社に配当金額を決定する権利があり、財務報告の公表前に決定されている場合に限り認識さ

れる。

年金会計

親会社は確定給付制度の会計に関するIAS第19号の規定を適用していない。その代わり、年金費用は年金債務保

護法の規定及びスウェーデン金融監督庁の規定に準拠して親会社の年金数理計算を基に計算される。これは主に

割引率の設定方法、親会社の年金債務の計算において将来債務の計算に将来の昇給が考慮されていないこと、年

金数理差損益は発生時に全額が認識されることに関して差異があることを意味する。認識された正味年金費用

は、支払給付金及び年金拠出から年金財団からの支給を控除したものとされる。当期の正味年金費用は、親会社の

損益計算書において人件費として報告される。

制度資産の価値が見積り年金債務を超過したことによる超過額は親会社の財務諸表において資産として認識

されない。不足額は負債として認識される。

年金基金の子会社従業員に対する債務は親会社により保証されている。従って、年金基金がその債務を支払う

ことが出来ない場合、当行はその債務と支払義務を引受ける。

税金

親会社において、非課税剰余金は貸借対照表において個別項目として認識される。非課税剰余金は貸借対照表

において、繰延税金負債及び資本の2つに分割可能である。

注記P2　リスク及び資本管理

ハンデルスバンケン・グループのリスク管理は、注記G2に記載されている。親会社のリスクに関する具体的な

情報については以下に示されている。定義については、187ページ（訳注：ハンデルスバンケンの2012年のアニュ

アルレポート原文の項目名であり、当該項目は本書には含まれていない。）を参照のこと。

信用リスク

信用リスク・エクスポージャー

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

一般顧客への貸出金
1 731,967 686,827
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うち、レポ 33,799 13,669

金融機関への貸出金 410,527 408,591

うち、レポ 62,104 60,813

付与された当座貸越枠の未使用部分 134,262 154,201

信用コミットメント 235,670 249,093

その他コミットメント 105,355 109,923

保証、与信 65,216 76,110

保証、その他 39,914 42,599

信用状 26,433 30,348

デリバティブ 122,525 148,972

財務省証券及びその他の適格証券 45,259 38,144

債券及びその他の利付証券 62,939 56,093

合計 1,980,067 2,000,901

1
この金額のうち、4,078(4,945)百万クローネは、当初認識時に損益計算書を通じて公正価値で評価するものと

して分類されていた貸出金である。

一般顧客への貸出金、セクター別 2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ

貸出金(引当

金控除前)

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金

貸出金(引当金

控除後)

貸出金(引当

金控除前)

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金

貸出金(引当金

控除後)

個人 123,328 -655 122,673 120,040 -648 119,392

住宅協同組合 12,373 -13 12,360 14,578 0 14,578

不動産管理 297,298 -360 296,938 270,062 -400 269,662

製造 41,427 -472 40,955 44,389 -496 43,893

リテール 30,741 -440 30,301 32,865 -303 32,562

ホテル及びレストラン 7,357 -36 7,321 6,422 -120 6,302

海運 16,209 -406 15,803 16,547 -202 16,345

その他運輸及び通信 10,955 -181 10,774 14,300 -178 14,122

建設 10,175 -106 10,069 9,151 -170 8,981

電気、ガス及び水道 13,492 -25 13,467 11,172 -15 11,157

農業、狩猟業及び林業 5,997 -12 5,985 4,706 -11 4,695

その他サービス 21,176 -208 20,968 19,961 -52 19,909

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュア

ル・ファンド等
81,854 -601 81,253 78,605 -702 77,903

ソブリン及び地方自治体 25,669 25,669 12,382 0 12,382

その他法人貸付 37,807 -101 37,706 35,596 -292 35,304

一般顧客への貸出金合計(集合的引当金控除

前)
-3,616 732,242 690,776 -3,589 687,187
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集合的引当金 -275 -360

一般顧客への貸出金合計 735,858 731,967 690,776 686,827

一般顧客への貸出金、担保

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

住宅用不動産
1 151,103 136,225

その他の不動産 190,973 167,276

ソブリン、地方自治体及び県域自治体 32,944 11,905

保証 15,207 14,143

金融担保 25,938 9,900

担保資産 0 0

その他の担保 56,986 61,366

無担保 258,816 286,012

一般顧客への貸出金合計 731,967 686,827

1
住宅協同組合を含む。

残高に対する信用リスク・エクスポージャー、担保

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

住宅用不動産
1 151,103 136,225

その他の不動産 190,973 167,276

ソブリン、地方自治体及び県域自治体 290,613 415,746

保証 15,266 14,307

金融担保 89,110 81,634

担保資産 0 0

その他の担保 56,986 61,366

無担保 639,047 651,598

信用リスク・エクスポージャー合計 1,433,098 1,528,152

1
住宅協同組合を含む。

信用の質
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市場リスク
1

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

金利リスク -491 -466

為替リスク
2

-18 -44

1
親会社の株式及びコモディティ・リスクに関する情報については、注記G2を参照のこと。
2
スウェーデン・クローネが+/-5%変動した場合の最悪の結果

負債の満期分析、2012年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 不確定満期 合計

金融機関からの預り金 184,976 21,994 185 10,170 33,663 250,988

うちレポ 2,394 - - - - 2,394

一般顧客からの預金及び借入金 126,112 22,804 3,226 676 519,033 671,851

うちレポ 12,295 - - - - 12,295

発行済証券 255,811 104,453 141,967 54,988 - 557,219

その他トレーディング負債 14,261 - - - - 14,261

劣後負債 607 4,818 14,874 4,621 - 24,920

合計 581,767 154,069 160,252 70,455 552,696 1,519,239

オフバランスシート項目

金融保証及び未使用コミットメント 475,287

デリバティブ、2012年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 合計

デリバティブに係る現金流入合計 714,535 334,438 528,529 133,964 1,711,466

デリバティブに係る現金流出合計 718,076 332,489 527,453 133,431 1,711,449

合計 -3,541 1,949 1,076 533 17

負債の満期分析、2011年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 不確定満期 合計
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金融機関からの預り金 174,110 5,794 1,972 14,185 - 196,061

うちレポ 4,056 - - - - 4,056

一般顧客からの預金及び借入金 186,163 29,628 5,043 1,268 477,919 700,021

うちレポ 8,003 - - - - 8,003

発行済証券 306,689 107,974 117,934 36,774 - 569,371

その他トレーディング負債 17,748 - - - - 17,748

劣後負債 9,512 6,838 16,880 6,765 - 39,995

合計 694,222 150,234 141,829 58,992 477,919 1,523,196

オフバランスシート項目

金融保証及び未使用コミットメント 411,960

デリバティブ、2011年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 合計

デリバティブに係る現金流入合計 773,214 519,781 682,420 179,070 2,154,485

デリバティブに係る現金流出合計 766,741 519,613 676,872 179,471 2,142,697

合計 6,473 168 5,548 -401 11,788

注記P3　純利息収益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

利息収益

金融機関及び中央銀行への貸出金 9,710 10,130

一般顧客への貸出金 25,269 25,493

中央銀行への担保として適格な利付証券 1,521 3,169

社債及びその他の利付証券 1,967 4,652

ヘッジとして認識されるデリバティブ商品 -1,524 -1,835

その他利息収益 1,356 1,156

利息収益合計 38,299 42,765

うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息収益 2,366 5,751

損益計算書に計上される利息収益 35,933 37,014

利息費用

金融機関及び中央銀行からの預り金 -1,961 -2,998

一般顧客からの預金及び借入金 -7,056 -7,322

発行済証券 -8,183 -7,966

ヘッジとして認識されるデリバティブ商品 969 1,022

劣後負債 -1,359 -1,653

その他利息費用 -4,234 -8,141

利息費用合計 -21,824 -27,058

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

270/881



うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息費用 -2,322 -5,728

損益計算書に計上される利息費用 -19,502 -21,330

純利息収益 16,431 15,684

減損貸出金に係る利息収益107(130)百万クローネを含む。償却原価で計上される資産及び売却可能資産に係る利息収益は、

合計36,113(37,164)百万クローネであった。償却原価で計上される負債に係る利息費用は、合計20,471(22,352)百万クローネ

であった。

注記P4　受取配当金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

配当金 432 726

グループ会社からの配当金 1,243 79

グループ利益分配受領額 7,477 4,928

合計 9,152 5,733

注記P5　純手数料及びコミッション収益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

仲介及びその他証券コミッション 1,112 1,349

ミューチュアル・ファンド 712 752

カストディ 304 330

助言サービス 195 211

支払 2,676 2,565

貸出金及び預金 892 947

保証 461 469

その他 779 759

手数料及びコミッション収益合計 7,131 7,382

証券コミッション -278 -318

支払コミッション -1,056 -965

その他コミッション費用 -73 -73

手数料及びコミッション費用合計 -1,407 -1,356

純手数料及びコミッション収益 5,724 6,026

注記P6　金融事業における純損益
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百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

売却可能(実現額) 3,167 97

　うち株式 3,1501 108

　うち利付証券 17 -11

ヘッジ会計

　公正価値ヘッジ 140 -37

　うちヘッジ手段 140 2,582

　うちヘッジ対象 0 -2,619

キャッシュフロー・ヘッジ非有効部分 -8 -5

公正価値で測定される商品

　貸出金及び債権 1 69

　うち銀行間金利の変動によるもの 16 36

　利付証券 732 2,712

償却原価で計上される貸出金及び債権 59 100

償却原価で計上される金融負債 -29 -24

トレーディング/その他 -68 -2,454

合計 3,994 458

1
当年度中にグループ間取引において、子会社株式が売却されている。

注記P7　その他営業収益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

賃料収入 26 25

その他営業収益 732 615

合計 758 640

注記P8　人件費

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

給与及び報酬 -6,344 -6,091

社会保障費 -1,539 -1,494

年金費用
1 -515 -340

利益分配財団に対する引当金 -959 -839

その他人件費 -451 -483

合計 -9,808 -9,247

1）年金費用に関する情報については、注記P40に示されている。

給与及び報酬

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

取締役、最高経営責任者及び副社長 -100 -98

その他 -6,244 -5,993

合計 -6,344 -6,091
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男女別分布、％ 2012年 2011年

男性 女性 男性 女性

取締役 75 25 75 25

最高経営責任者及び副社長 82 18 80 20

平均従業員数 2012年 男性 女性 2011年 男性 女性

スウェーデン 6,984 3,222 3,762 7,086 3,269 3,817

ノルウェー 753 403 350 784 434 350

フィンランド 530 218 312 522 218 304

デンマーク 672 341 331 680 341 339

英国 1,024 637 387 831 529 302

ルクセンブルグ 28 20 8 33 20 13

ドイツ 68 40 28 61 39 22

米国 77 51 26 78 51 27

オランダ 85 59 26 67 44 23

シンガポール 36 8 28 39 11 28

香港 32 19 13 31 18 13

ポーランド 48 19 29 63 27 36

その他諸国 102 33 69 97 34 63

合計 10,439 5,070 5,369 10,372 5,035 5,337

親会社の最高経営責任者及び副社長に対する報酬の原則に関する情報については、注記G8に示されている。

注記P9　その他管理費用

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

不動産及び設備 -1,239 -1,043

外部IT費用 -1,540 -1,487

通信費 -319 -343

旅費及びマーケティング費用 -337 -349

購入したサービス -946 -912

備品費 -180 -205

その他管理費用 -596 -384

合計 -5,157 -4,723

うち、オペレーティング・リースに係る費用

　最低リース料 -670 -650

　変動リース料 -19 -19

合計 -689 -669
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オペレーティング・リースは主として、事務所及び事務所設備に関する運用のための標準的な契約に関するものである。事

務所賃借料には、通常、インフレ率と固定資産税に関連した変動リース料が含まれている。2012年の最大個別リース契約費用

は、約130(124)百万クローネであった。主要な契約には変動リース料は含まれていなかった。

監査人及び監査法人に対する報酬 ケーピーエムジーエービー

アーンスト・アンド・ヤング・

エービー

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年 2012年 2011年

監査業務 -7 -8 -3 -2

当該監査業務以外の監査上の業務 -2 -4 0 -

税務上の助言 0 0 -1 0

その他サービス 0 0 0 -

注記P10　貸倒損失

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

個別に評価された貸出金に対する特定の引当金

当年度引当金 -1,388 -1,303

過年度の引当金の戻入れ 329 304

合計 -1,059 -999

集合的引当金

個別に評価された貸出金に対する当年度中の引当金純額 84 29

同種の貸出金に対する当年度中の引当金純額 6 4

合計 90 33

オフバランスシート項目

オフバランスシート項目に係る貸倒引当金 - 14

オフバランスシート項目に係る過年度の貸倒引当金の戻入れ 0 -

オフバランスシート項目に係る集合的引当金の変動 5 2

合計 5 16

償却

当年度中の実際の貸倒損失 -1,227 -2,535

過年度引当金の取崩し 937 2,251

回収 100 153

合計 -190 -131

貸倒損失、正味 -1,154 -1,081

減損貸出金等

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年
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減損貸出金 6,949 6,476

個別に評価された貸出金に対する特定の引当金 -3,616 -3,589

小口かつ同種の貸出金グループに対する集合的に評価された引

当金
- -

個別に評価された貸出金に対する集合的引当金 -275 -360

減損貸出金純額 3,058 2,527

減損貸出金引当率、％ 56.0 61.0

減損貸出金割合、％ 0.28 0.24

集合的引当金を除く減損貸出金引当率、％ 52.0 55.4

不良債権であるが減損貸出金ではないもの 1,425 1,168

当年度中に正常債権として区分変更された減損貸出金 41 340

契約上のキャッシュ・フローを実現できない可能性が高い場合、貸出金は減損貸出金として分類される。個別引当金の対象

となる個別の債権は、一部担保でカバーされる場合でも、全額が減損貸出金に含まれる。したがって、受領した担保は、引当率

の計算の際に考慮されない。不良債権は、利息、元本返済又は当座貸越の支払い期限が60日を超過している貸出金のことであ

る。その他の定義については、187ページ(訳注：ハンデルスバンケンの2012年のアニュアルレポート原文の項目名であり、当

該項目は本書には含まれていない。)を参照のこと。

潜在的な貸倒損失に対する引当金の変動、2012

年

百万スウェーデン・クローネ

個別に評価さ

れた貸出金に

対する引当金

個別に評価さ

れた貸出金に

対する集合的

引当金

集合的に評価

された同種の

貸出金に対す

る引当金

潜在的な

貸倒損失に対

する引当金

合計

期首現在引当金 -3,589 -360 - -3,949

当年度引当金 -1,388 - - -1,319

過年度の引当金の戻入れ 329 84 - 344

実際の貸倒損失に対する充当 937 - 937

外貨換算影響額等 95 1 - 96

期末現在引当金 -3,616 -275 - -3,891

潜在的な貸倒損失に対する引当金の変動、2011

年

百万スウェーデン・クローネ

個別に評価さ

れた貸出金に

対する引当金

個別に評価さ

れた貸出金に

対する集合的

引当金

集合的に評価

された同種の

貸出金に対す

る引当金

潜在的な

貸倒損失に対

する引当金

合計

期首現在引当金 -4,953 -390 - -5,343

当年度引当金 -1,303 - - -1,303

過年度の引当金の戻入れ 304 29 - 333

実際の貸倒損失に対する充当 2,251 - 2,251

外貨換算影響額等 112 1 - 113

期末現在引当金 -3,589 -360 - -3,949
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減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2012年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

個人 1,213 -655 558 480 535

住宅協同組合 25 -13 12 12 43

不動産管理 993 -360 633 358 410

製造 828 -472 356 174 117

リテール 1,082 -440 642 397 45

ホテル及びレストラン 79 -36 43 42 19

海運 419 -406 13 13 0

その他運輸及び通信 287 -181 106 105 17

建設 216 -106 110 107 66

電気、ガス及び水道 88 -25 63 1 13

農業、狩猟業及び林業 20 -12 8 8 35

その他サービス 406 -208 198 188 58

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・

ファンド等
1,153 -601 552 25 13

その他法人貸付 140 -101 39 38 54

金融機関 - - - - -

合計 6,949 -3,616 3,333 1,948 1,425

減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2011年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

個人 1,089 -648 441 350 620

住宅協同組合 - - - - 71

不動産管理 1,261 -400 861 512 166

製造 925 -496 429 300 51

リテール 494 -303 191 182 56

ホテル及びレストラン 173 -120 53 53 29

海運 202 -202 0 - -

その他運輸及び通信 242 -178 64 56 21

建設 289 -170 119 114 51

電気、ガス及び水道 37 -15 22 2 -

農業、狩猟業及び林業 16 -11 5 5 18

その他サービス 106 -52 54 43 50
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持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・

ファンド等
1,231 -702 529 44 33

その他法人貸付 411 -292 119 100 2

金融機関 - - - - -

合計 6,476 -3,589 2,887 1,761 1,168

1）個別に評価された貸出金に対する特定の引当金及び集合的に評価された貸出金に対する引当金を考慮後の帳簿価額。但し、個別に評価さ

れた貸出金に対する集合的引当金を除く。

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2012年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

スウェーデン 2,521 -1,526 995 895 387

ノルウェー 642 -290 352 207 383

フィンランド 970 -257 713 411 121

デンマーク 1,195 -785 410 224 27

英国 440 -158 282 177 441

その他欧州 158 -84 74 34 66

北米 1,021 -516 505 - -

アジア 2 0 2 - -

合計 6,949 -3,616 3,333 1,948 1,425

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2011年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

スウェーデン 2,392 -1,478 914 858 396

ノルウェー 555 -357 198 180 517

フィンランド 676 -313 363 199 158

デンマーク 848 -510 338 180 20

英国 814 -260 554 316 33

その他欧州 103 -31 72 27 44

北米 1,083 -639 444 - -

アジア 5 -1 4 1 -

合計 6,476 -3,589 2,887 1,761 1,168

1）個別に評価された貸出金に対する特定の引当金及び集合的に評価された貸出金に対する引当金を考慮後の帳簿価額。但し、個別に評価さ

れた貸出金に対する集合的引当金を除く。
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延滞しているが減損していない貸出金の分析、

2012年 一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ

金融機関

への

貸出金 個人向け 法人向け その他 合計

5日以上1ヶ月以下の延滞 - 717 986 - 1,703

1ヶ月超2ヶ月以下の延滞 - 171 137 - 308

2ヶ月超3ヶ月以下の延滞 - 120 91 - 211

3ヶ月超12ヶ月以下の延滞 - 429 167 - 596

12ヶ月超の延滞 - 419 199 - 618

合計 - 1,856 1,580 - 3,436

延滞しているが減損していない貸出金の分析、

2011年 一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ

金融機関

への

貸出金 個人向け 法人向け その他 合計

5日以上1ヶ月以下の延滞 - 677 626 - 1,303

1ヶ月超2ヶ月以下の延滞 - 257 113 - 370

2ヶ月超3ヶ月以下の延滞 - 175 116 - 291

3ヶ月超12ヶ月以下の延滞 - 364 194 - 558

12ヶ月超の延滞 - 199 121 - 320

合計 - 1,672 1,170 - 2,842

担保権が実行された資産

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

不動産 390 446

動産 - -

株式 0 1

帳簿価額 390 447

注記P11　利益処分

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

税金配分準備金 -4,168 -

予定償却を超過するのれんの償却 103 106

合計 -4,065 106

注記P12　金融資産及び負債の分類

2012年

損益計算書に公正価値で

計上されるもの
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百万スウェーデ

ン・クローネ

トレーディ

ング

目的 その他
1

ヘッジ手段

として特定

されたデリ

バティブ

満期保有

投資

貸出金及び

債権

売却可能金

融資産

その他金融

資産/負債

帳簿価額

合計 公正価値

資産

現金及び中央銀

行預け金
236,447 236,447 236,447

中央銀行への担

保として適格

な利付証券

26,474 13,981 3,757 1,047 45,259 45,326

金融機関への貸

出金
422,897 422,897 428,503

一般顧客への貸

出金
4,078 727,889 731,967 732,646

社債及びその他

の利付証券
30,535 29,658 1,340 1,406 62,939 62,935

株式 23,077 5,192 28,269 28,269

子会社株式及び

関連会社投資
45,734 45,734 45,734

顧客が価値変動

リスクを負う

資産

1,676 335 2,011 2,011

デリバティブ 116,096 6,429 122,525 122,525

その他資産 28 18,393 7 18,428 18,428

前払費用及び未

収金
229 854 118 4,146 0 5,347 5,347

金融資産合計 196,43950,247 6,429 5,215 1,410,1077,645 45,7411,721,8231,728,171

非金融資産 2,943

資産合計 1,724,766

負債

金融機関からの

預り金
243,332243,332245,672

一般顧客からの

預金及び借入

金

668,683668,683668,777

顧客が価値変動

リスクを負う

負債

1,724 335 2,059 2,059

発行済証券 13,756 517,528531,284541,792

デリバティブ商

品
118,254 8,668 126,922126,922

ショートポジ

ション
16,201 16,201 16,201

その他負債 19 17,135 17,154 17,154

未払費用及び繰

延収益
54 9,477 9,531 9,531

劣後負債 21,167 21,167 22,507

金融負債合計 148,284 1,724 8,668 1,477,6571,636,3331,650,615
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非金融負債 1,163

負債合計 1,637,496

2011年

損益計算書に公正価値で

計上されるもの

百万スウェーデ

ン・クローネ

トレーディ

ング

目的 その他
1

ヘッジ手段

として特定

されたデリ

バティブ

満期保有

投資

貸出金及び

債権

売却可能金

融資産

その他金融

資産/負債

帳簿価額

合計 公正価値

資産

現金及び中央銀

行預け金
251,592 251,592 251,592

中央銀行への担

保として適格

な利付証券

14,350 15,614 6,461 1,719 38,144 38,256

金融機関への貸

出金
532,713 532,713 535,881

一般顧客への貸

出金
4,945 681,882 686,827 687,067

社債及びその他

の利付証券
14,401 31,612 3,340 6,740 56,093 56,096

株式 20,344 4,292 24,636 24,636

子会社株式及び

関連会社投資
44,020 44,020 44,020

顧客が価値変動

リスクを負う

資産

1,816 828 2,644 2,644

デリバティブ商

品
143,018 5,954 148,972 148,972

その他資産 43 17,159 6 17,208 17,208

前払費用及び未

収金
173 1,107 172 4,943 6,395 6,395

金融資産合計 192,32955,094 5,954 9,973 1,489,11712,751 44,0261,809,2441,812,767

非金融資産 4,017

資産合計 1,813,261

負債

金融機関からの

預り金
261,806 261,806 261,382

一般顧客からの

預金及び借入

金

705,565 705,565 705,721

顧客が価値変動

リスクを負う

負債

1,845 828 2,673 2,673

発行済証券 9,125 534,751 543,876 551,625

デリバティブ商

品
143,025 2,396 145,421 145,421
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ショートポジ

ション
21,397 21,397 21,397

その他負債 47 13,011 13,058 13,058

未払費用及び繰

延収益
168 9,525 9,693 9,693

劣後負債 35,325 35,325 37,076

金融負債合計 173,762 1,845 2,396 1,560,8111,738,8141,748,046

非金融負債 792

負債合計 1,739,606

1）公正価値で測定されるものに分類されるもの

公正価値による測定の原則は注記G14に示されている。子会社及び関連会社株式に関しては、公正価値ではなく取得原価で

表示されている。

注記P13　金融資産及び負債の公正価値測定

2012年

百万スウェーデン・クローネ レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産

中央銀行への担保として適格な利付証券 41,163 339 - 41,502

一般顧客への貸出金 - 4,054 24 4,078

社債及びその他の利付証券 48,792 12,807 - 61,599

株式 27,046 515 708 28,269

顧客が価値変動リスクを負う資産 1,676 - - 1,676

デリバティブ商品 1,239 121,286 - 122,525

公正価値で計上される金融資産合計 119,916 139,001 732 259,649

負債

顧客が価値変動リスクを負う負債 1,724 - - 1,724

発行済証券 5 13,674 77 13,756

デリバティブ商品 2,508 124,414 - 126,922

ショートポジション 15,430 771 - 16,201

公正価値で計上される金融負債合計 19,667 138,859 77 158,603

2011年

百万スウェーデン・クローネ レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産

中央銀行への担保として適格な利付証券 31,683 - - 31,683

一般顧客への貸出金 - 4,920 25 4,945

社債及びその他の利付証券 43,130 9,623 - 52,753

株式 23,436 460 740 24,636

顧客が価値変動リスクを負う資産 1,816 - - 1,816
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デリバティブ商品 1,759 147,213 - 148,972

公正価値で計上される金融資産合計 101,824 162,216 765 264,805

負債

顧客が価値変動リスクを負う負債 1,845 - - 1,845

発行済証券 625 8,423 77 9,125

デリバティブ商品 3,324 142,094 3 145,421

ショートポジション 20,386 1,011 - 21,397

公正価値で計上される金融負債合計 26,180 151,528 80 177,788

適用した原則については、注記G15に記載されている。

レベル3の金融商品の調整、2012年

百万スウェーデン・クローネ

社債及びそ

の他の利付

証券 株式

デリバティブ

の正味ポジ

ション

一般顧客への

貸出金

発行済

証券

期首現在帳簿価額 - 740 -3 25 -77

新規取得 - 14 - - -

当年度の発行 - - - - -

当年度の買戻し - - - - -

当年度の売却 - -18 - - -2

当年度に満期を迎えたもの - - - -6 -

実現価値変動（損益計算書に計上） - -8 - - -

未実現価値変動（損益計算書に計上） - 8 - 0 2

その他包括利益に計上された価値変動 - -28 - -1 -

レベル1又は2からの振替 - - - 6 -

レベル1又は2への振替 - - 3 - 0

期末現在帳簿価額 - 708 - 24 -77

レベル3の金融商品の調整、2011年

百万スウェーデン・クローネ

社債及びその

他の利付証券 株式

デリバティブ

の正味ポジ

ション

一般顧客への

貸出金

発行済

証券

期首現在帳簿価額 1,837 536 -87 24 -77

新規取得 - - 4 - -

当年度の発行 - - - - -

当年度の買戻し - - - - 1

当年度の売却 - -6 - - -

当年度に満期を迎えたもの -1,844 - - -15 -

実現価値変動（損益計算書に計上） -20 -3 - - -

未実現価値変動（損益計算書に計上） - 8 4 - -1

その他包括利益に計上された価値変動 27 -45 - 0 -

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

282/881



レベル1又は2からの振替 - 251 - 16 -

レベル1又は2への振替 - -1 76 - 0

期末現在帳簿価額 - 740 -3 25 -77

注記P14　分類変更された金融資産

貸出金として分類されたもの

売却可能

金融資産

百万スウェーデン・クローネ

トレーディング

目的保有から

分類変更

売却可能から

分類変更

トレーディング

目的保有から

分類変更

帳簿価額 96 7,782 310

公正価値 95 7,930 312

2008年7月1日の分類変更時における帳簿価額 3,041 19,722 2,578

2012年期首現在における帳簿価額 132 11,992 378

2012年期首現在における公正価値 131 11,837 380

2012年に損益計算書に計上された価値変動 - -5 -

2011年に損益計算書に計上された価値変動 - -23 -

2012年にその他包括利益に計上された価値変動 -5 -177 -15

2011年にその他包括利益に計上された価値変動 1 133 22

2012年に損益計算書に計上されていたであろう価値変動(資産の分類変

更が行われなかった場合)
2 -5 5

2011年に損益計算書に計上されていたであろう価値変動(資産の分類変

更が行われなかった場合)
3 19 41

2012年にその他包括利益に計上されていたであろう価値変動(資産の分

類変更が行われなかった場合)
- 266 -

2011年にその他包括利益に計上されていたであろう価値変動(資産の分

類変更が行われなかった場合)
- -90 -

分類変更による償却及び満期の割合 98% 68% 93%

2012年に収益として計上された利息 1 221 2

金融資産の区分変更については、注記G16に記載されている。

注記P15　金融機関への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

　銀行 7,434 34,973

　その他金融機関 201,030 196,567

合計 208,464 231,540

貸出金(外貨建て)

　銀行 35,723 138,179
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　その他金融機関 178,710 162,994

合計 214,433 301,173

潜在的な貸倒損失 - -

金融機関への貸出金合計 422,897 532,713

うちリバース・レポ 62,104 63,147

うち劣後分 16,718 16,721

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

金融機関への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 237,965 248,217

金融機関への貸出金(外貨建て) 259,985 298,357

合計 497,950 546,574

うちリバース・レポ 12,093 19,721

注記P16　一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

　個人 43,732 46,867

　企業 242,976 221,891

　国債局 16,442 8,679

合計 303,150 277,437

貸出金(外貨建て)

　個人 93,101 85,851

　企業 339,607 327,488

　国債局 - -

合計 432,708 413,339

潜在的な貸倒損失 -3,891 -3,949

一般顧客への貸出金合計 731,967 686,827

うちリバース・レポ 33,799 13,669

うち劣後分 1,129 1,129

平均取引高(国債局を除く)

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

一般顧客への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 273,731 276,548
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一般顧客への貸出金(外貨建て) 425,943 409,425

合計 699,674 685,973

うちリバース・レポ 19,472 19,617

注記P17　利付証券

2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ 額面価格 公正価値 帳簿価額 額面価格 公正価値 帳簿価額

中央銀行への担保として適格な国債 37,620 41,451 41,384 34,26038,24338,130

中央銀行への担保として適格なその

他の証券
3,785 3,875 3,875 14 13 14

中央銀行への担保として適格な利付

証券合計
41,405 45,326 45,259 34,27438,25638,144

社債及びその他の利付証券 60,000 62,935 62,939 54,03756,09656,093

利付証券合計 101,405108,261108,19888,31194,35294,237

うち非上場証券 2,890 2,890 231 231

利付証券、発行者別 2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ 額面価格 公正価値 帳簿価額 額面価格 公正価値 帳簿価額

政府 37,620 41,451 41,384 34,26038,243 38,130

金融機関 9,454 9,813 9,817 10,32510,522 10,520

住宅金融専門機関 41,890 44,396 44,396 30,74932,611 32,611

その他 12,441 12,601 12,601 12,97712,976 12,976

合計 101,405108,261108,19888,31194,352 94,237

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

利付証券 108,860 113,014

注記P18　株式

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

損益計算書に公正価値で計上される持分

上場 22,883 20,234

非上場 194 62

合計 23,077 20,296

売却可能として分類される持分

上場 4,163 3,386

非上場 1,029 954

合計 5,192 4,340

株式合計 28,269 24,636
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注記P19　子会社株式及び関連会社投資

子会社株式及び関連会社投資

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

関連会社（非上場） 92 62

子会社（非上場） 45,642 43,958

合計 45,734 44,020

関連会社

帳簿価額

百万スウェーデン・

クローネ

企業識別番号 所在地 株式数
所有持

分、％
2012年 2011年

Bankomat AB 556817-9716ストックホルム 150 20.00 55 27

Bankomatcentralen AB556197-2265ストックホルム 1,100 21.90 0 0

BDB Bankernas Depå AB556695-3567ストックホルム 13,000 20.00 7 7

BGC Holding AB 556607-0933ストックホルム 25,382 25.40 4 4

Finansiell ID-teknik BID AB556630-4928ストックホルム 12,735 28.30 24 24

Getswish AB 556913-7382ストックホルム 10,000 20.00 2 -

Upplysningscentralen UC AB556137-5113ストックホルム 2,448 24.48 0 0

合計 92 62

子会社

帳簿価額

百万スウェーデン・

クローネ

企業識別番号 所在地 株式数
所有持

分％
2012年 2011年

Handelsbanken Finans AB
1 556053-0841ストックホルム 1,550,000100 11,67211,672

Kredit-Inkasso AB 556069-3185ストックホルム 100

Handelsbanken Rahoitus Oy0112308-8ヘルシンキ 100

Kreditt-Inkasso AS 955074203 オスロ 100

Handelsbanken Finans

(Shanghai) Financial Leasing

Co., Ltd

310101717882194 上海 100

スタッドフィポテック AB
1 556459-6715ストックホルム 162,000 100 26,87026,870

Handelsbanken Fondbolagsfö

rvaltning AB

556070-0683ストックホルム 10,000 100 1 1

Handelsbanken Fonder AB556418-8851ストックホルム 100

Handelsinvest

Investeringsforvaltning A/S

12930879コペンハーゲン 100

Handelsbanken Fondbolag AB1105019-3ヘルシンキ 100
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Handelsbanken 

Kapitalforvaltnings AS

973194860 オスロ 100

ハンデルスバンケン・リヴ Förs

äkrings AB

516401-8284ストックホルム 100,000 100 6,189 3,688

Handelsbanken Life & Pension

Ltd

453703 ダブリン 100

SHB Liv

Forsikringsaktieselskab

20594942コペンハーゲン 100

SHB Liv Försä

kringsaktiebolag

2478149-7ヘルシンキ 100

Handelsbanken Fastigheter AB 
2 556873-0021ストックホルム 100

AB Handel och Industri556013-5336ストックホルム 100,000 100 63 63

Plastal Industri AB 556532-8845イェーテボリ 100

その他の子会社

Ejendomsselskabet af 1.januar

2002 A/S
3

38300512ヘルニング 2,460,000100 247 392

Ejendomsselskabet af 1. maj

2009 A/S
4

59173812 ヒレレズ 2,700,000100 200 727

Forva AS 945812141 オスロ 4,000,000100 1 1

Fritidsvärden AB 556192-4803イェーテボリ 1,000 100 - 0

Lejontrappan AB 556481-1551イェーテボリ 1,000 100 0 0

Handelsbanken Markets

Securities, Inc.
1

11-3257438ニューヨーク 1,000 100 39 39

Handelsbanken Mezzanine Fond 1

KB

969710-3126ストックホルム ユニット 100 0 0

Handelsbanken Mezzanine

Management AB

556679-2668ストックホルム 5,000 100 1 1

Handelsbanken Renting AB556043-2766ストックホルム 1,000 100 14 14

Handelsbanken Skadeförsä

krings AB

516401-6767ストックホルム 1,500 100 31 31

Lokalbolig A/S 78488018 ヒレレズ 540,00070.13 1 1

Rådstuplass 4 AS 910508423ベルゲン 40,000 100 0 0

SIL (Nominees)Limited 1932320 ロンドン 100 100 - -

Svenska Handelsbanken Delaware

Inc.

13-3153272デラウェア 1,000 100 0 0

Svenska Handelsbanken

Representacöes (Brasil) Ltda

15.367.073/001-93サンパウロ 999 99.9 2 -

Svenska Handelsbanken S.A.
1 RCS Lux B-15992ルクセンブルグ 999,999 100 147 147

Svenska Property Nominees

Limited

2308524 ロンドン 100 100 - -

Svenska Re S.A. RCS Lux B-32053ルクセンブルグ 19,999 99.99 35 35

ZAO Svenska Handelsbanken
5 1057711005384 モスクワ 1,500,000100 129 276

合計 45,64243,958
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グループ会社のリストには、直接所有子会社及びこれらの会社の大規模な子会社が含まれている。

1)　金融機関

2)　Svenska Handelsbanken Service ABは、Handelsbanken Försäkrings ABに売却され、同社はHandelsbanken Fastigheter ABに社名変更

している。

3)　当年度において、Ejendomsselskabet af 1. januar 2002 A/Sの株式に関する減損損失145百万クローネが認識された。当該株式の新しい

帳簿価額は、売却費用控除後の公正価値に相当する。

4)　当年度において、Ejendomsselskabet af 1.maj 2009 A/Sの株式に関する減損損失527百万クローネが認識された。当該株式の新しい帳簿

価額は、売却費用控除後の公正価値に相当する。

5)　当年度において、ZAO Svenska Handelsbanken の株式に関する減損損失146百万クローネが認識された。当該株式の新しい帳簿価額は、売

却費用控除後の公正価値に相当する。同社は清算手続き中である。

注記P20　デリバティブ商品及びヘッジ会計

想定元本/満期 想定元本 正の市場価値 負の市場価値

百万スウェーデン

・クローネ 1年以内

1年超

5年以内 5年超 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年

トレーディング

目的で保有する

デリバティブ

金利関連契約

　オプション 194,949157,859 24,542 377,350 718,798 5,167 5,982 4,524 4,846

FRA/先物 2,550,424417,868 26,4952,994,7875,401,7451,344 3,359 1,512 3,453

スワップ 1,006,9531,605,204605,2993,217,4564,798,59479,912 97,847 79,764100,788

その他の商品 - - 10 10 65 - 0 0 -

通貨関連契約

オプション 86,675 2,432 - 89,107 82,173 467 686 599 895

先物 143,198 10,817 3 154,018 980,329 1,735 17,202 2,414 12,239

スワップ 802,975363,548 55,0831,221,606687,50723,553 14,362 21,15312,398

その他の商品 107 - - 107 29 - - 117 64

株式関連契約

オプション 22,682 24,488 10 47,180 86,704 2,652 2,125 3,806 3,810

先物 2,222 - - 2,222 2,854 19 54 6 23

スワップ 13,653 6,151 340 20,144 18,075 293 280 1,302 1,448

その他の商品 1,920 - 44 1,964 3,361 14 21 587 549

その他デリバティ

ブ契約
31,504 19,434 159 51,097 42,990 940 1,100 2,470 2,512

合計 4,857,2622,607,801711,9858,177,04812,823,224116,096143,018118,254143,025

公正価値ヘッジ・

デリバティブ

金利関連契約

スワップ 4,912 18,390 2,959 26,261 148,632 693 5,211 669 1,162
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その他の商品 - - - - - - - - -

通貨関連契約

スワップ - - 1,789 1,789 1,966 426 736 - -

合計 4,912 18,390 4,748 28,050 150,598 1,119 5,947 669 1,162

キャッシュフロー

・ヘッジ・デリ

バティブ

金利関連契約

スワップ 5,905 85,698 52,675 144,278 25,229 4,984 5 1,028 1,157

通貨関連契約

スワップ 10,531 67,493 35,945 113,969 3,559 326 2 6,971 77

合計 16,436 153,191 88,620 258,247 28,788 5,310 7 7,999 1,234

デリバティブ

商品合計
4,878,6102,779,382805,3538,463,34513,002,610122,525148,972126,922145,421

うち店頭デリバ

ティブ
1,759,462160,034 1,048 112 953 20

うちその他 823,8932,453,929 919 1,344 2,253 2,916

市場価値の

通貨別内訳

スウェーデン・

クローネ
245,33928,164343,43288,394

米ドル -104,900370,577-314,906193,113

ユーロ 3,499-101,908-60,494-164,514

その他 -21,413-147,861158,89028,428

当行は、当初認識時に評価モデルを用いて測定された価値と取引価格との正の差額をデリバティブの期間にわたり償却し

ている。年度末において、それらの未償却利益は、341百万クローネであった。

注記P21　無形資産

2012年

百万スウェーデン・クローネ 取得資産

内部開発

ソフトウェア

合計

2012年

期首取得原価 2,126 811 2,937

無形資産取得原価追加分 - 317 317

処分及び除却 - -21 -21

外貨換算影響額 -54 -3 -57

期末取得原価 2,072 1,104 3,176

期首償却及び減損累計額 -1,111 -262 -1,373

処分及び除却 - 21 21

当年度の予定償却 -110 -98 -208
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当年度の減損 - -31 -3

外貨換算影響額 28 2 30

期末償却及び減損累計額 -1,193 -340 -1,533

期末残存価値 879 764 1,643

2011年

百万スウェーデン・クローネ 取得資産

内部開発

ソフトウェア

合計

2011年

期首取得原価 2,139 557 2,696

無形資産取得原価追加分 - 292 292

処分及び除却 - -37 -37

外貨換算影響額 -13 -1 -14

期末取得原価 2,126 811 2,937

期首償却及び減損累計額 -1,005 -175 -1,180

処分及び除却 - 0 0

当年度の予定償却 -113 -85 -198

当年度減損 - -21 -2

外貨換算影響額 7 0 7

期末償却及び減損累計額 -1,111 -262 -1,373

期末残存価値 1,015 549 1,564

1)　減損は、使用中止となったことにより耐用年数が0年と査定されたソフトウェアを示している。

償却は見積耐用年数に従って定額法で算定される。これは現在、取得資産に係るのれんが20年間で償却され、内部開発ソフトウェアが5

年で償却されることを意味している。

注記P22　不動産及び器具備品

不動産及び器具備品

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

器具備品 452 502

不動産 125 1,145

担保権が実行された資産 390 446

合計 967 2,093

担保権が実行された資産の詳細については、注記P10を参照のこと。

器具備品

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

期首取得原価 1,588 1,663

新規取得 234 254

処分及び除却 -296 -272

外貨換算影響額 -13 -57
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期末取得価額 1,513 1,588

期首減価償却累計額 -1,086 -1,110

当年度中の減価償却 -282 -298

企業結合による変動 1

処分及び除却 295 269

外貨換算影響額 11 53

期末減価償却累計額 -1,061 -1,086

帳簿価額 452 502

器具備品は、2年から10年にわたって定額法で減価償却されている。

不動産

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

期首取得原価 1,853 1,825

新規取得 - -

新規建設及び改築 0 26

処分及び除却 -1,6631 2

期末取得価額 190 1,853

期首減価償却累計額 -708 -667

当年度中の減価償却 -22 -39

当年度中の減損 -3 -

処分及び除却 668 -2

期末減価償却累計額 -65 -708

帳簿価額 125 1,145

1)　当年度中に子会社に不動産が売却されている。

事業用設備については、構成要素別に減価償却が適用されている。耐用年数は、建造物に関しては100年、下水道に関しては

35年、屋根に関しては30年、建物の正面部分、冷暖房、通気口及び電気に関しては25年、エレベーターに関しては20年、並びに建

物附属設備等に関しては10年である。注記G1の連結会計方針についても参照のこと。

注記P23　その他資産

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

投資銀行の決済業務に係る債権 6,966 9,504

その他 11,462 7,704

合計 18,428 17,208

注記P24　前払費用及び未収金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年
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未収利息 4,135 5,020

その他未収金 1,052 1,189

前払費用 160 186

合計 5,347 6,395

うち、劣後 13 14

注記P25　金融機関からの預り金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

預り金(スウェーデン・クローネ建て)

銀行 17,937 49,065

その他金融機関 11,072 18,736

合計 29,009 67,801

預り金(外貨建て)

銀行 149,145 132,062

その他金融機関 65,178 61,943

合計 214,323 194,005

金融機関からの預り金合計 243,332 261,806

うち、レポ 2,391 4,055

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

金融機関からの預り金(スウェーデン・クローネ建て) 75,681 50,868

金融機関からの預り金(外貨建て) 197,509 215,680

合計 273,190 266,548

うち、レポ 4,396 14,494

注記P26　一般顧客からの預金及び借入金

一般顧客からの預金

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

預金(スウェーデン・クローネ建て)

個人 190,328 181,286

企業 159,348 157,221

国債局 0 0

合計 349,676 338,507

預金(外貨建て)

個人 44,308 42,418

企業 125,330 112,092

国債局 - -
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合計 169,638 154,510

一般顧客からの預金合計 519,314 493,017

一般顧客からの借入金

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

借入金(スウェーデン・クローネ建て) 54,383 162,464

借入金(外貨建て) 94,986 50,084

合計 149,369 212,548

うち、レポ 12,294 8,001

一般顧客からの預金及び借入金合計 668,683 705,565

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

一般顧客からの預金

一般顧客からの預金(スウェーデン・クローネ建て) 332,836 316,771

一般顧客からの預金(外貨建て) 165,123 213,430

合計 497,959 530,201

一般顧客からの借入金

一般顧客からの借入金(スウェーデン・クローネ建て) 56,033 59,250

一般顧客からの借入金(外貨建て) 132,434 45,286

合計 188,467 104,536

うち、レポ 11,305 8,459

注記P27　発行済証券

2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ 額面金額 帳簿価額 額面金額 帳簿価額

コマーシャル・ペーパー

コマーシャル・ペーパー(スウェーデン・ク

ローネ建て)
16,127 16,568 12,399 11,468

うち

償却原価で計上 3,066 3,066 2,563 2,563

トレーディング目的 13,061 13,502 9,836 8,905

コマーシャル・ペーパー(外貨建て) 319,610 319,647 333,189 333,187

うち

償却原価で計上 319,393 319,393 332,965 332,965

トレーディング目的 217 254 224 222

合計 335,737 336,215 345,588 344,655

社債
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社債(スウェーデン・クローネ建て) 19,165 18,633 24,801 23,444

うち

償却原価で計上 19,165 18,465 11,237 10,438

公正価値ヘッジ目的 - 168 13,564 13,006

社債(外貨建て) 173,780 176,436 172,533 175,777

うち

償却原価で計上 150,437 157,624 43,260 50,904

公正価値ヘッジ目的 23,343 18,812 129,273 124,873

合計 192,945 195,069 197,334 199,221

発行済証券合計 528,682 531,284 542,922 543,876

自社発行の負債証券の出来高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

発行済 1,153,240 947,132

買戻し 47,788 71,165

満期 1,086,716 842,021

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

スウェーデン・クローネ 36,452 37,533

外貨 512,347 463,048

合計 548,799 500,581

注記P28　ショートポジション

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

公正価値で計上されるショートポジション

株式 1,940 3,649

利付証券 14,261 17,748

うち

他の発行者 14,261 17,748

自社発行 - -

合計 16,201 21,397

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

スウェーデン・クローネ 17,445 28,824

外貨 2,406 2,959

合計 19,851 31,783

注記P29　税金
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繰延税金資産

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

不動産及び器具備品 35 38

デリバティブ商品 298 322

合計 333 360

繰延税金負債

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

不動産及び器具備品 18 91

デリバティブ商品 583 -

在外営業活動体の純資産のヘッジ 106 -

合計 707 91

繰延税金純額 374 -269

損益計算書に計上された税金費用

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

当期税金

　当期税金費用 -3,060 -3,534

　過年度に関する税金の調整 5 96

繰延税金

　一時差異の変動 70 -32

合計 -2,985 -3,470

スウェーデンにおける名目税率、％ 26.3 26.3

乖離

　非課税所得/損金不算入費用 -6.0 -0.1

　過年度に関する税金及びその他 0.2 1.2

実効税率、％ 20.5 27.4

繰延税金の変動、2012年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書に

計上

その他包括

利益に計上 期末残高

不動産及び器具備品 53 -70 - -17

デリバティブ商品 -322 - 607 285

在外営業活動体の純投資のヘッジ - - 106 106

合計 -269 -70 713 374

繰延税金の変動、2011年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書に

計上

その他包括

利益に計上 期末残高

不動産及び器具備品 60 -7 - 53

デリバティブ商品 -253 - -69 -322

損失引当金 -39 39 - -
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合計 -232 32 -69 -269

2013年１月１日現在、スウェーデンの法人税率は、26.3%から22%に変更された。貸借対照表上の繰延税金は、新税率に基づい

て修正再表示されている。

注記P30　引当金

百万スウェーデン・クローネ

事業再編に関

する引当金

保証契約に関

する引当金

その他

引当金

合計

2012年

合計

2011年

期首引当金 - 21 3 24 74

当期の引当金繰入 91 - 7 98 -

取崩し - - - - -

戻入れ - -6 - -6 -50

期末引当金 91 15 10 116 24

建物賃貸契約の解約決定の結果により生じる、見積追加費用に関する引当金が計上されている。引当金の大部分は、2013年

中に決済される予定である。保証契約に関する引当金は、いくつかのオフバランスシート項目に関する引当金より構成されて

いる。

注記P31　その他負債

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

投資銀行の決済業務に係る負債 8,091 5,909

その他 9,063 7,149

合計 17,154 13,058

注記P32　未払費用及び繰延収益

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

未払利息費用 5,868 6,094

その他未払費用 3,567 3,529

繰延収益 96 70

合計 9,531 9,693

注記P33　劣後負債

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 10,897 9,562

劣後ローン(外貨建て) 10,270 25,763

合計 21,167 35,325

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 9,480 8,544
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劣後ローン(外貨建て) 16,670 28,430

合計 26,150 36,974

劣後ローン、内訳
通貨

各通貨別の

当初名目金額
金利、％ 残高

発行/転換/最終支払年度

スウェーデン・クローネ建て

2008/永久
1 2,350 11.000 2,348

2008/永久
2 2,905 10.500 2,903

2011/永久
3 2,512 変動金利 2,141

その他のスウェーデン・クローネ建て劣後

ローン
4

3,505

合計 10,897

外貨建て

2005/永久
5 ユーロ 500 4.194 4,655

2006/永久
6 英ポンド 300 5.375 3,223

その他の外貨建て劣後ローン
7 2,392

合計 10,270

劣後負債合計 21,167

1)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2019年3月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、ス

ウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はStiborに連動した変動金利に変更される。

2)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2014年3月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、ス

ウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はStiborに連動した変動金利に変更される。

3)　Stiborに連動した変動金利の永久劣後ローン。当該ローンは、額面金額にして2.5十億クローネの劣後転換ローンで、市場条件に基

づき、当行グループの従業員に対して発行される。当該ローンは、Tier 2資本であり、ハンデルスバンケンの株式に転換可能であ

る。転換は、2016年5月1日以降可能となり、当初転換価格は256.52クローネである。これは、2011年4月19日から5月4日までの期間に

おける平均株価の122％に相当し、当該転換価格はその後、配当金に対して調整される。2016年5月31日以降は、株式の転換価格と市

場価格の低い方の金額で、ハンデルスバンケンの株式に転換可能である。転換開始最終日は、2016年11月30日である。

4)　ここに明示されていないその他のスウェーデン・クローネ建て劣後ローンは、期限付又は永久劣後ローンの形態で発行されてい

る。合計金額には、市場条件に従って当行グループの従業員に対して発行された劣後転換ローン、額面金額にして、2.3十億クロー

ネが一部含まれている。当該劣後ローンは、ハイブリッドでハンデルスバンケンの株式に転換可能である。転換は、2011年6月1日以

降可能となり、転換価格は187.56クローネである。これは、2008年5月6日から12日までの期間における平均株価の110％に相当し、

2008年の配当金に対して調整されている。2012年12月31日までの転換を含む、名目残高は0.5十億クローネである。2013年5月21日

以降、転換価格で、あるいは、適用される株価が転換価格及び市場価格より低い場合には、同日に適用される株価に基づいて、ハン

デルスバンケンの株式に転換可能である。残りの劣後ローンは、固定金利期限付劣後ローン1.7十億クローネ及び変動金利期限付

劣後ローン1.3十億クローネより構成されている。これらのローンの条件は柔軟で、商品がCRDIV/CRRに完全に準拠することを目的

としている。契約条件に従って、2017年10月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、スウェーデン金融

監督庁の承認が必要となる。

5)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2015年12月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、ス

ウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はEuriborに連動した変動金利に変更される。
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6)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2013年9月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、ス

ウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はLiborに連動した変動金利に変更される。

7)　ここに明示されていないその他の外貨建て劣後ローンは、永久劣後ローンの形態で発行されている。

注記P34　非課税剰余金

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

税金配分準備金 4,168 -

予定償却を超過したのれんの償却累計額 870 998

合計 5,038 998

注記P35　損益計算書への再分類

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

ヘッジ準備金からの再分類 8 5

公正価値評価差額準備金からの再分類 67 -183

為替換算調整準備金からの再分類 -3 -17

再分類された税金 -19 51

うち、ヘッジ準備金 -2 -1

うち、公正価値評価差額準備金 -17 47

うち、為替換算調整準備金 - 5

再分類調整合計 53 -144

再分類調整は、過年度にその他包括利益に計上され、当年度中に損益計算書へ再分類された収益及び費用より構成される。

上表の負の金額は、損益計算書に計上された収益及び正の金額は損益計算書に計上された損失を表している。注記G1の会計方

針は、損益計算書に金額が報告されている項目について記載している。

注記P36　資本変動の内訳

ヘッジ準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

期首ヘッジ準備金 -904 -710

当期における未実現損益の価値変動 1,908 -198

非有効部分による損益計算書計上額 6 4

期末ヘッジ準備金 1,010 -904

売却可能商品の内訳(税引後)

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

期首公正価値評価差額準備金 -185 769

当期における売却 52 136

留保分及び新規分に関する当期の未実現市場価値の変動 683 -1,090

期末公正価値評価差額準備金 550 -185
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為替換算調整準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

期首為替換算調整準備金 -1,016 -1,052

海外支店における為替換算差額の変動 -491 36

在外営業活動体の純投資ヘッジに関する為替換算差額の変動 375 -

期末為替換算調整準備金 -1,132 -1,016

当該準備金は、税引後で表示されている。

注記P37　担保として差し入れた資産、受取った担保及び譲渡された金融資産

自己の負債の担保として差し入れた資産

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

現金 0 2,517

国債及び社債 55,676 55,835

一般顧客への貸出金 3,358 -

株式 161 13,312

その他 - 343

合計 59,195 72,007

その他担保資産

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

現金 257 -

株式 679 5,236

国債及び社債 1,628 -

合計 2,564 5,236

その他担保資産は、貸借対照表上に報告されていない債務に対して差し入れた担保のことである。

受取った資産

売戻契約及び証券貸付の構成要素として、当行グループは、第三者に売却又は再担保として差し入れることの

できる資産を受領している。この種の受取った資産の公正価値は、当事業年度末現在において、33,528(45,055)百

万クローネで、第三者に売却又は再担保として差し入れられた資産の価値は、11,452(1,125)百万クローネであっ

た。

貸借対照表上に認識された譲渡された金融資産

百万スウェーデン・クローネ
帳簿価額

負債に関連した

帳簿価額

証券貸付 453 112
1

買戻契約 6,566 6,564

その他

　国債及び社債 57 -

貸出金 335 335

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

299/881



合計 7,411 7,011

1)　受取った現金担保

注記P38　偶発債務/コミットメント

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

保証、与信 65,216 76,110

保証、その他 39,914 42,599

信用状 26,004 29,404

その他 452 948

合計 131,586 149,061

偶発債務は、主に様々な種類の保証より構成されている。この表には保証の額面金額が示されている。「その他」には、当行

グループが提訴しているいくつかの民事訴訟に関連する20(2)百万クローネが含まれている。当行グループは、訴訟が当行グ

ループに有利に決着すると評価している。係争金額又は保険給付額は損益に計上されていない。

注記P39　その他コミットメント

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

約定貸付 235,670 249,093

当座貸越枠の未使用分 134,262 154,201

その他 105,355 109,923

合計 475,287 513,217

支払期限の年度毎に配分された契約上取消不能な将来オペレーティ

ング・リース費用

百万スウェーデン・クローネ

2012年 2011年

2013年 650 468

2014年から2017年 1,432 986

2018年以降 400 307

合計 2,482 1,761

オペレーティング・リースは、主として、事務所及び事務所設備に関する運営のための標準的な契約に関するものである。

注記P40　年金債務

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

制度資産の公正価値 21,835 18,808

年金債務 21,231 19,223

余剰金 604 -415

年金債務及び制度資産は、年金債務保護法及びスウェーデン金融監督庁の規定に従って、算定されている。親会社の不足分

を補うために、Pensionskassan SHB, Försäkringsföreningにおける余剰金を使用することができる。当行の年金基金
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(Pensionskassan SHB、försäkringsförening)における年金債務は、3,959(3,871)百万クローネであり、当該資産の市場価

値は、8,954(7,666)百万クローネである。したがって、Pensionskassan SHB、Försäkringsföreningにおける余剰金は、

4,995(3,795)百万クローネである。

当期に計上された年金費用の内訳

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

年金支払額 -564 -484

年金保険料支払額 -463 -389

給与税 -48 -7

年金財団から支払われた資金 560 540

損益計算書に計上された年金費用 -515 -340

確定給付年金制度の翌年度の支払予定額は、477百万クローネである。年金費用には、BTPK制度(確定拠出年金制度)への保険

料82(77)百万クローネが含まれている。

制度資産

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

期首残高 18,808 23,773

利益 3,587 -4,425

年金財団から支払われた資金 -560 -540

期末残高 21,835 18,808

特別に分離した資産に係る利益割合 19% -19%

当該制度資産の公正価値9,508百万クローネは、当行の利益分配制度オクトゴーネン内のコミットメントである。

年金債務

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

期首残高 19,223 20,158

数理計算上の年金費用 479 508

利息費用 385 369

指数化 184 85

早期退職 171 153

年金支払額 -564 -484

仮定の変動 2251 -216
1

条件付債務の価値の変動 1,064 -1,599

資本価値におけるその他の増加 64 249

期末残高 21,231 19,223

1)　スウェーデン金融監督庁の通達に従った割引率の変更による影響が反映されている。

当該制度資産は、主として株式及び利付証券により構成されており、貸借対照表日の市場価値は以下のとおりである。
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百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

株式及び参加持分 18,646 15,491

利付証券等 3,189 3,317

合計 21,835 18,808

スウェーデンでは、スウェーデン銀行雇用主協会(以下「BAO」という。) とスウェーデン金融部門組合との間の、及びBAOと

SACO (スウェーデン専門職連盟) との間の年金契約に従って、65歳から退職年金が支給される。年金額は年収の10％、所得基

準額の7.5倍を上限としている。所得基準額の7.5倍から20倍までの給与の部分については、退職年金は65％で、所得基準額の

20倍から30倍までの給与の部分については、退職年金は年収の32.5％である。所得基準額の30倍を上回る給与の部分について

は、退職年金は支給されない。

年金債務には、当行の利益分配制度オクトゴーネンの中のコミットメントが含まれている。当行グループにおいては、当該

コミットメントは非確定給付年金制度とみなされている。当該コミットメントの一部7,312(6,248)百万クローネは条件付コ

ミットメントである。

当該年金コミットメントの価値は、年金数理上の基礎に基づいて、毎年、貸借対照表日に計算される。もっとも重要な計算仮

定は、死亡率及び割引率である。死亡率仮定は、所謂DUS06における世代別死亡率である。割引率は、税金及び費用に関する仮定

考慮後で2.8(2.9)％である。

注記P41　残存満期

2012年

百万スウェーデン・クローネ 要求払い

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内 5年超 合計

資産

金融機関への貸出金 9,969 376,53116,931 12,126 7,340 422,897

一般顧客への貸出金 9,345 645,66038,983 31,169 6,810 731,967

中央銀行への担保として適格な利

付証券
5,490 2,133 26,954 10,682 45,259

社債及びその他の利付証券 12,650 2,054 47,366 869 62,939

負債

金融機関からの預り金 57,398159,66421,034 184 5,052 243,332

一般顧客からの預金 519,314 519,314

一般顧客からの借入金 46,539 79,57920,772 2,380 99 149,369

発行済証券 6,792 258,49096,711120,515 48,776531,284

利付証券のショートポジション - 911 8,874 4,476 14,261

2011年

百万スウェーデン・クローネ 要求払い

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内 5年超 合計

資産

金融機関への貸出金 16,304466,91336,868 5,552 7,076 532,713

一般顧客への貸出金 10,277609,42634,658 25,547 6,919 686,827

中央銀行への担保として適格な利

付証券
4,291 5,962 14,850 13,041 38,144

社債及びその他の利付証券 3,707 10,268 32,922 9,196 56,093
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負債

金融機関からの預り金 77,728170,2186,859 1,723 5,278 261,806

一般顧客からの預金 493,017 493,017

一般顧客からの借入金 13,561180,16116,473 2,289 64 212,548

発行済証券 3,900299,938104,561103,415 32,062543,876

利付証券のショートポジション 202 302 1,878 13,879 1,487 17,748

一定期間固定金利の条件を有する貸出契約の満期までの残存期間は、次の条件変更日までの期間に含められている。返済が

行われる請求及び負債については、満期までの残存期間は、各返済期日までの期間に含められている。

注記P42　各通貨建て資産及び負債

2012年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデン

・クローネ ユーロ

ノルウェー・

クローネ

デンマーク

・クローネ 英ポンド 米ドル

その他の

通貨 合計

資産

現金及び中央銀行預け金 1,333 77,611 8,628 73 4 148,320 478 236,447

金融機関への貸出金 209,08772,468 50,742 24,942 1,015 60,827 3,816 422,897

一般顧客への貸出金 301,636104,925 137,370 39,749 109,79327,445 11,049 731,967

うち、企業 257,89493,108 103,974 22,904 80,174 27,394 9,687 595,135

うち、個人 43,742 11,817 33,396 16,845 29,619 51 1,362 136,832

中央銀行への担保として適格な

利付証券
25,101 3,199 183 1 0 15,728 1,047 45,259

社債及びその他の利付証券 52,396 5,972 3,081 107 - 1,251 132 62,939

その他資産(通貨別内訳なし) 225,257 - - - - - - 225,257

資産合計 814,810264,175 200,004 64,872 110,812253,57116,5221,724,766

負債

金融機関からの預り金 30,671 49,460 9,816 12,134 4,121 121,74015,390 243,332

一般顧客からの預金及び

借入金
404,14263,303 57,524 23,883 43,153 71,776 4,902 668,683

うち、企業 188,79951,513 41,775 13,399 37,545 70,755 4,734 408,520

うち、個人 215,34311,790 15,749 10,484 5,608 1,021 168 260,163

発行済証券 35,200190,197 5,728 365 58,610235,708 5,476 531,284

劣後負債 10,897 4,655 - - 4,300 181 1,134 21,167

その他項目(通貨別内訳なし) 260,300 - - - - - - 260,300

負債及び資本合計 741,210307,615 73,068 36,382 110,184429,40526,9021,724,766

通貨別その他資産及び負債

並びにオフバランスシート項

目

43,342 -126,834-28,505 -696 175,65310,662

正味外貨ポジション -98 102 -15 -68 -181 282 22
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2011年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデン

・クローネ ユーロ

ノルウェー・

クローネ

デンマーク

・クローネ 英ポンド 米ドル

その他の

通貨 合計

資産

現金及び中央銀行預け金 1,301 3,020 7,089 91 4 239,403 684 251,592

金融機関への貸出金 227,248138,097 64,744 29,374 528 69,195 3,527 532,713

一般顧客への貸出金 276,207104,887 126,811 40,239 89,930 34,897 13,856 686,827

うち、企業 229,02493,541 95,070 22,925 66,464 34,842 12,243 554,109

うち、個人 47,183 11,346 31,741 17,314 23,466 55 1,613 132,718

中央銀行への担保として適格な

利付証券
29,226 3,368 616 1 - 3,214 1,719 38,144

社債及びその他の利付証券 42,137 6,926 1,103 65 - 5,686 176 56,093

その他資産(通貨別内訳なし) 247,892 247,892

資産合計 824,011256,298 200,363 69,770 90,462352,39519,9621,813,261

負債

金融機関からの預り金 41,916 66,774 13,064 13,179 6,115 111,980 8,778 261,806

一般顧客からの預金及び

借入金
387,80073,590 53,159 25,840 30,007128,904 6,265 705,565

うち、企業 183,96460,577 38,846 15,463 25,534128,063 6,127 458,574

うち、個人 203,83613,013 14,313 10,377 4,473 841 138 246,991

発行済証券 34,911166,888 9,431 456 42,811284,963 4,416 543,876

劣後負債 9,562 16,364 - 120 7,730 211 1,338 35,325

その他項目(通貨別内訳なし) 266,689 266,689

負債及び資本合計 740,878323,616 75,654 39,595 86,663526,05820,7971,813,261

通貨別その他資産及び負債

並びにオフバランスシート項

目

67,657 -124,655-30,150-3,632173,801 916

正味外貨ポジション 339 54 25 167 138 81 804

注記P43　関連当事者に関する開示

関連当事者に対する債権及び債務 子会社 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年

金融機関への貸出金 - - 12 - - -

一般顧客への貸出金 322,354303,429 227 348 - -

社債及びその他の利付証券 - - - - - -

デリバティブ 11,778 7,119 - - - -

その他資産 8,363 6,021 - - 579 23

合計 342,495316,569 239 348 579 23

金融機関からの預り金 - - - - - -
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一般顧客からの預金及び借入金 75,038 78,482 152 160 227 496

発行済証券 - - - - - -

デリバティブ 21,127 19,445 - - 5 5

劣後負債 - - - - 400 653

その他負債 308 112 - - 87 106

合計 96,473 98,039 152 160 719 1,260

偶発債務 61,461 65,188 - - - -

デリバティブ、想定元本 512,532415,256 - - - -

関連当事者－収益及び費用 子会社 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年

利息収益 7,519 7,829 4 5 - -

利息費用 -680 -703 -3 -1 -18 -87

手数料及びコミッション収益 27 26 0 0 0 -

手数料及びコミッション費用 0 0 -11 -9 - -

公正価値で評価される金融項目から

の純損益
- 0 0 0 - -

その他収益 709 597 - - 4 14

その他費用 -293 -215 -2 -13 -21 -62

合計 7,282 7,534 -12 -18 -35 -135

当年度において、親会社は子会社の株式をハンデルスバンケン・リヴへ売却している。当該取引は、親会社において2,815百

万クローネの正味キャピタルゲインとなった。その他、親会社と子会社の間で通常の事業取引が行われた。子会社及び関連会

社の内訳は注記P19に含まれている。関連会社の事業は、金融市場関連の様々な種類のサービスにより構成される。スヴェンス

カ・ハンデルスバンケンPensionsstiftelse、スヴェンスカ・ハンデルスバンケンPersonalstiftelse及びPensionskassan

SHB Försäkringsföreningの各社は、その他の関連当事者グループに含まれている。これらの会社は通常の銀行業務及び会

計業務に関して、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトを利用している。株主による当行グループ及

び関連会社への拠出に関する開示については、注記P19に示されている。当行グループが行った拠出及び受取った拠出金に関

する開示については、注記P11及び親会社の持分変動計算書に示されている。

上級経営陣への貸付金、条件、上級経営陣に対するその他の報酬に関する情報については、注記G8に記載されている。

注記P44　自己資本比率

資本基盤

百万スウェーデン・クローネ
2012年 2011年

Tier 1資本

資本(親会社) 82,232 72,657

非課税準備金 3,253

未払配当金(当年度) -6,804 -6,085

資本(資本基盤) 78,681 66,572

革新的なTier 1資本拠出 9,323 11,254
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非革新的なTier 1資本拠出 2,903 2,910

控除項目

　のれん及びその他の無形資産 -774 -566

　再評価積立金 -108 -115

　公正価値で測定されたポジションに対する価値調整 -14 -56

　繰延税金資産 -35 -360

　内部格付機関に対する特別控除 -891 -743

　保険会社への資本拠出 -8 -9

　証券化ポジション -248 -219

安定化フィルタに従った調整

キャッシュフロー・ヘッジ -1,010 904

　未実現累積利益/損失(株式) -777 -115

　未実現累積利益/損失(確定利付証券) 169 246

Tier 1資本合計 87,211 79,703

Tier 2資本

永久劣後ローン 3,133 11,710

期限付劣後ローン 4,275 7,962

追加項目

　未実現累積利益/損失(株式) 777 115

　再評価積立金 108 115

控除項目

　内部格付機関に対する特別控除 -891 -743

　保険会社への資本拠出 -8 -9

　証券化ポジション -248 -219

Tier 2資本合計 7,146 18,931

Tier 1及びTier 2資本合計 94,357 98,634

資本基盤合計からの控除項目

　保険会社への資本拠出 -50 -50

自己資本比率目的での資本基盤合計 94,307 98,584

資本基盤項目及びサブ項目に関する条件及び規制に関する情報については、注記G49を参照のこと。

所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年

信用リスク

標準的アプローチによる信用リスク 3,486 3,307

内部格付アプローチによる信用リスク 29,067 30,362
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市場リスク

金利リスク 880 850

　うち、一般的なリスク 660 711

　うち、特別なリスク 220 139

株価リスク 26 14

　うち、一般的なリスク 10 6

　うち、特別なリスク 13 7

　うち、ファンド 3 1

為替リスク - -

コモディティ・リスク 9 20

決済リスク 3 -

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスク 3,165 3,202

バーゼルⅡに基づく所要自己資本合計 36,636 37,755

移行規定に基づく調整 9,055 8,599

バーゼルⅡの移行規定に基づく所要自己資本合計 45,691 46,354

バーゼルⅡに基づくリスク加重資産 457,950 471,942

バーゼルⅡの移行規定に基づくリスク加重資産 571,140 579,423

自己資本比率分析、％ 2012年 2011年

移行規定と比較したバーゼルⅡにおける所要自己資本 80 81

以下に基づく資本比率

　バーゼルⅡ 20.6 20.9

　移行規定 16.5 17

以下に基づくTier 1自己資本比率

　バーゼルⅡ 19.0 16.9

　移行規定 15.3 13.8

以下に基づくコアTier 1自己資本比率

　バーゼルⅡ 16.4 13.9

　移行規定 13.1 11.3

所要自己資本に関連した資本基盤

　バーゼルⅡ 257 261

　移行規定 206 214

所要自己資本、標準的手法
1 2012年 2011年

百万スウェーデン・クローネ
エクスポージャー

金額(EAD)

所要自己

資本

エクスポージャー

金額(EAD) 所要自己資本

ソブリン及び中央銀行 299,065 8 425,503 16
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地方自治体 30,498 1 33,771 1

国際開発金融機関 673 0 2,372 0

機関 345,327 117 320,116 159

法人 22,994 1,840 23,994 1,920

リテール 8,065 484 7,675 461

不動産抵当貸付 25,304 770 17,295 531

延滞項目 148 16 183 21

その他項目 4,742 250 4,093 198

合計 736,816 3,486 835,002 3,307

1)　存在するエクスポージャーをクラス毎に集約し、所要自己資本の詳細を示したもの

内部格付信用リスク
信用リスク保護考慮後の

エクスポージャー(EAD)
平均リスク加重、％ 所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年

法人エクスポージャー 697,512 691,262 37.3 40.0 20,810 22,141

　うち、レポ及び有価証券貸付 23,286 6,340 0.6 1.5 12 8

　うち、その他貸付(基礎的アプローチ) 340,098 373,039 44.5 43.6 12,108 13,004

　うち、その他貸付(先進的アプローチ) 334,128 311,883 32.5 36.6 8,690 9,129

　－中小企業 65,812 69,266 64.1 68.1 3,373 3,773

　－不動産会社 254,371 227,129 24.6 27.9 5,010 5,062

　－住宅共同組合 13,945 15,488 27.5 23.7 307 294

リテール・エクスポージャー 130,385 136,131 15.5 14.2 1,619 1,551

　うち、不動産貸付 57,360 60,071 9.6 9.8 442 469

　うち、その他 73,025 76,060 20.2 17.8 1,177 1,082

小規模企業 21,778 22,842 43.1 43.0 751 786

機関 128,670 158,484 9.5 12.3 974 1,556

　うち、レポ及び有価証券貸付 76,588 79,640 0.6 0.5 38 32

　うち、その他貸付 52,082 78,844 22.5 24.2 936 1,524

株式 50,860 48,295 118.8 107.5 4,832 4,153

カウンター・パーティ・リスクを除く

エクスポージャー
967 2,093 100 100 77 167

証券化ポジション 1,323 1,944 3.5 5.0 4 8

伝統的証券化 1,323 1,944 3.5 5.0 4 8

合成的証券化 - - - - - -

内部格付合計 1,031,4951,061,051 35.2 35.8 29,067 30,362

うち、レポ及び有価証券貸付 99,874 85,980 0.6 0.6 50 40

うち、その他貸付(基礎的アプローチ) 445,330 504,215 50.4 46.7 17,957 18,855

うち、その他貸付(先進的アプローチ) 486,291 470,856 28.4 30.4 11,060 11,467

利益処分案及び取締役会からの声明
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ハンデルスバンケンの貸借対照表に従って、合計76,608百万クローネの利益が年次株主総会で処分される。

取締役会の利益処分案は以下のとおりである。

株主へ支払われる一株当たり配当金、10.75クローネ(2011年は9.75クローネ) 6,804

繰越残高 69,804

合計割当額 76,608

当行の配当案の金額である合計6,804百万クローネ (又はハンデルスバンケンの2008年の転換ローン残高の転

換により更に株式が追加された場合に生じる可能性のあるより高い金額、但し上限は6,834百万クローネ) を評

価する際に、事業内容、範囲、連結の必要性、リスク負担、流動性並びに当行及び当行グループ会社における一般的

な状況が考慮されている。

取締役会は、上記の利益処分案が慎重に策定されたものであり、継続企業としての事業に良く適合するもので

あると評価する。公正価値で計上される資産及び負債の未実現変動は、株主持分に影響を及ぼしており、正味

1,270百万クローネであった。

当年度末現在における当行グループの資本基盤(完了済の転換に基づく配当予定額及び年度末以降の資本基盤

のその他の重要な変動控除後)は、法定所要自己資本を19,471百万クローネ上回っており、当行は48,616百万ク

ローネ上回っていた。

我々は、当該連結決算書が、国際会計基準の適用に関する欧州議会及び理事会規則 (EC)第1606/2002号（2002

年7月19日）に示されている国際財務報告基準に従って作成され、当行の年次決算書が株式会社の健全な会計慣

行に従って作成され、年次決算書及び連結決算書が当行グループ及び親会社の財政状態及び業績の公正な表示を

しており、法定管理報告書が当行及び当行グループの事業、財政状態及び業績の公正な外観を示し、当行及び他の

会社がさらされている重要なリスク及び不確実性について記載していることをここに宣言する。

ストックホルム、2013年2月5日

アンダース・ニュレン
ハンス・ラーション

取締役会長
フレデリック・ランドバーグ

ジョン・フレデリック・

バクサース
トミー・ビュルンド

ローン・フォンス・

シュローダー

ヤン・ヨハンソン オル・ヨハンソン
スヴェルカー・マーティン・

ロフ

ベンテ・ラッセ シャルロット・スコッグ

パール・ボーマン

グループ最高経営責任者

次へ 
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有価証券届出書（通常方式）

335/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

336/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

337/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

338/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

339/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

340/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

341/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

342/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

343/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

344/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

345/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

346/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

347/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

348/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

349/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

350/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

351/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

352/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

353/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

354/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

355/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

356/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

357/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

358/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

359/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

360/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

361/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

362/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

363/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

364/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

365/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

366/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

367/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

368/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

369/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

370/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

371/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

372/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

373/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

374/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

375/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

376/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

377/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

378/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

379/881



次へ 

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

380/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

381/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

382/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

383/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

384/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

385/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

386/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

387/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

388/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

389/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

390/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

391/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

392/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

393/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

394/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

395/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)
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　(2)　2011年12月31日終了事業年度財務書類

損益計算書(当行グループ)

2011年 2010年

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

利息収益 注記G3 61,560 887,695 43,389 625,669 

利息費用 注記G3 -37,947 -547,196 -22,052 -317,990 

純利息収益 23,613 340,499 21,337 307,680 

手数料及びコミッション収益 注記G4 8,976 129,434 9,294 134,019 

手数料及びコミッション費用 注記G4 -1,303 -18,789 -1,272 -18,342 

純手数料及びコミッション収益 7,673 110,645 8,022 115,677 

公正価値で評価される金融項目からの

純損益 注記G5 1,016 14,651 1,377 19,856 

保険リスク 注記G6 209 3,014 205 2,956 

その他配当金収益 146 2,105 190 2,740 

関連会社の持分利益 注記G22 9 130 11 159 

その他収益 注記G7 143 2,062 154 2,221 

収益合計 32,809 473,106 31,296 451,288 

管理費用

人件費 注記G8 -9,942 -143,364 -9,504 -137,048 

その他費用 注記G9 -5,060 -72,965 -5,062 -72,994 

不動産及び器具備品並びに無形資産の減価償却

費、償却費及び減損費用

注記G25,

G26 -462 -6,662 -452 -6,518 

費用合計 -15,464 -222,991 -15,018 -216,560 

貸倒損失控除前利益 17,345 250,115 16,278 234,729 

貸倒損失、正味 注記G10 -816 -11,767 -1,507 -21,731 

不動産及び器具備品並びに無形資産の

処分損益 注記G11 7 101 -1 -14 

営業利益 16,536 238,449 14,770 212,983 

法人税等 注記G35 -4,372 -63,044 -3,962 -57,132 

継続事業からの当期利益 12,164 175,405 10,808 155,851 

非継続事業からの当期利益、税引後 注記G12 159 2,293 217 3,129 

当期利益 12,323 177,698 11,025 158,981 

帰属先：

普通株主 12,323 177,698 11,025 158,981 

少数株主持分 0 0 0 0 

継続事業からの一株当たり利益、

スウェーデン・クローネ／円 注記G13 19.52 281.48 17.37 250.48 
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希薄化後 注記G13 19.14 276.00 17.10 246.58 

非継続事業からの一株当たり

利益、スウェーデン・クローネ／円 注記G13 0.26 3.75 0.35 5.05 

希薄化後 注記G13 0.25 3.61 0.34 4.90 

事業合計からの一株当たり利益スウェーデン・

クローネ／円 注記G13 19.78 285.23 17.72 255.52 

希薄化後 注記G13 19.39 279.60 17.44 251.48 

包括利益計算書（当行グループ）

2011年 2010年

(百万スウェーデン

・クローネ (百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

当期利益 12,323 177,698 11,025 158,981 

その他包括利益

キャッシュフロー・ヘッジ -297 -4,283 -325 -4,687 

売却可能金融商品 -1,318 -19,006 2,186 31,522 

当期為替換算差額 -4 -58 -2,015 -29,056 

うち、子会社における純投資のヘッジ -2 -29 377 5,436 

その他包括利益に関する税金 443 6,388 -612 -8,825 

うち、キャッシュフロー・ヘッジ 78 1,125 85 1,226 

うち、売却可能金融商品 365 5,263 -598 -8,623 

うち、子会社における純投資ヘッジ 0 0 -99 -1,428 

その他包括利益合計 -1,176 -16,958 -766 -11,046 

当期包括利益合計 11,147 160,740 10,259 147,935 

帰属先：

普通株主 11,147 160,740 10,259 147,935 

少数株主持分 0 0 0 0 

当期の損益計算書における修正再表示は注記G40に示されている。

その他包括利益における当期の為替換算差額のみが非継続事業の影響を受けている。

貸借対照表(当行グループ)

2011年 2010年

(百万スウェーデ

ン・クローネ) (百万円)

(百万スウェーデ

ン・クローネ) (百万円)

資産

現金及び中央銀行預け金 251,857 3,631,778 56,637 816,706 

中央銀行へのその他の貸出金 注記G17 124,122 1,789,839 50,989 735,261 

財務省証券及びその他の適格証券 注記G20 43,971 634,062 50,738 731,642 

その他金融機関への貸出金 注記G18 106,823 1,540,388 123,465 1,780,365 

一般顧客への貸出金 注記G19 1,591,128 22,944,066 1,513,687 21,827,367 

ポートフォリオ・ヘッジにおける金利ヘッジ

対象の価値変動 4,490 64,746 4,744 68,408 

社債及びその他の利付証券 注記G20 60,231 868,531 68,500 987,770 
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株式 注記G21 27,236 392,743 38,210 550,988 

関連会社における持分 注記G22 205 2,956 133 1,918 

顧客が価値変動リスクを負う資産 注記G23 62,721 904,437 61,182 882,244 

デリバティブ商品 注記G24 142,074 2,048,707 102,283 1,474,921 

再保険資産 2 29 12 173 

無形資産 注記G25 7,079 102,079 6,905 99,570 

不動産及び器具備品 注記G26 3,507 50,571 3,307 47,687 

当期税金資産 42 606 74 1,067 

繰延税金資産 注記G35 380 5,480 337 4,860 

正味退職給付資産 注記G8 4,775 68,856 4,670 67,341 

売却目的で保有する資産 944 13,612 767 11,060 

その他資産 注記G27 14,267 205,730 60,260 868,949 

前払費用及び未収金 注記G28 8,512 122,743 6,630 95,605 

資産合計 注記G14 2,454,366 35,391,958 2,153,530 31,053,903 

負債及び資本

金融機関からの預り金 注記G29 201,889 2,911,239 251,972 3,633,436 

一般顧客からの預金及び借入金 注記G30 724,888 10,452,885 564,142 8,134,928 

顧客が価値変動リスクを負う負債 注記G31 62,800 905,576 61,214 882,706 

発行済証券 注記G32 1,140,074 16,439,867 963,501 13,893,684 

デリバティブ商品 注記G24 127,303 1,835,709 101,753 1,467,278 

ショートポジション 注記G33 21,397 308,545 36,026 519,495 

保険負債 注記G34 690 9,950 723 10,426 

当期税金負債 818 11,796 882 12,718 

繰延税金負債 注記G35 9,466 136,500 9,144 131,856 

引当金 注記G36 31 447 77 1,110 

売却目的で保有する資産にかかる負債 345 4,975 302 4,355 

その他負債 注記G37 13,847 199,674 12,604 181,750 

未払費用及び繰延収益 注記G38 20,977 302,488 18,851 271,831 

劣後負債 注記G39 35,317 509,271 43,948 633,730 

負債合計 注記G14 2,359,842 34,028,922 2,065,139 29,779,304 

少数株主持分 0 0 0 0 

株式資本 2,902 41,847 2,899 41,804 

資本剰余金 793 11,435 184 2,653 

準備金 注記G41 -2,010 -28,984 -834 -12,026 

利益剰余金 80,516 1,161,041 75,117 1,083,187 

当期利益 12,323 177,698 11,025 158,981 

資本合計 94,524 1,363,036 88,391 1,274,598 

負債及び資本合計 2,454,366 35,391,958 2,153,530 31,053,903 

持分変動計算書（当行グループ）

2010年当行グループ

(百万スウェーデン・クローネ) 株式資本

資本

剰余金

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株主

持分 合計
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2010年期首資本 2,899 184 -217 -802 951 80,072 1 83,088 

当期利益 11,025 0 11,025 

その他包括利益 　 　 -240 1,588 -2,114 　 0 -766 

当期包括利益合計 -240 1,588 -2,114 11,025 0 10,259 

配当金 -4,988 -4,988 

トレーディング勘定で保有され

ている自己株式の変動 33 33 

少数株主持分の変動 　 　 　 　 　 　 -1 -1 

2010年期末資本 2,899 184 -457 786 -1,163 86,142 0 88,391 

2011年当行グループ

(百万スウェーデン・クローネ) 株式資本

資本

剰余金

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株主

持分 合計

2011年期首資本 2,899 184 -457 786 -1,163 86,142 0 88,391 

当期利益 12,323 0 12,323 

その他包括利益 　 　 -219 -953 -4 　 0 -1,176 

当期包括利益合計 -219 -953 -4 12,323 0 11,147 

配当金 -5,611 -5,611 

2008年に発行した転換可能劣後

ローンの転換 3 103 106 

2011年に発行した転換可能劣後

ローンの資本部分 506 506 

トレーディング勘定で保有され

ている自己株式の変動 -15 -15 

少数株主持分の変動 　 　 　 　 　 　 0 0 

2011年期末資本 2,902 793 -676 -167 -1,167 92,839 0 94,524 

2008年の転換可能劣後ローンの株式への転換は2011年６月１日から可能である。名目価格111百万クローネの転換は年度末においてクラスA

株式593,180株に転換された。同時にトレーディング勘定で保有されていた自己株式は79,520株（0）であった。

資本変動の詳細は注記G41に示されている。

2010年当行グループ

(百万円) 株式資本

資本

剰余金

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株主

持分 合計

2010年期首資本 41,804 2,653 -3,129 -11,565 13,713 1,154,638 14 1,198,129 

当期利益 　 　 　 　 　 158,981 0 158,981 

その他包括利益 　 　 -3,461 22,899 -30,484 　 0 -11,046 

当期包括利益合計 　 　 -3,461 22,899 -30,484 158,981 0 147,935 

　 　 　 　 　 　 　 　

配当金 　 　 　 　 　 -71,927 　 -71,927 

トレーディング勘定で保有さ

れている自己株式の変動 　 　 　 　 　 476 　 476 

少数株主持分の変動 　 　 　 　 　 　 -14 -14 

2010年期末資本 41,804 2,653 -6,590 11,334 -16,771 1,242,168 0 1,274,598 
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2011年当行グループ

(百万円) 株式資本

資本

剰余金

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株主

持分 合計

2011年期首資本 41,804 2,653 -6,590 11,334 -16,770 1,242,168 0 1,274,598 

当期利益 　 　 　 　 　 177,698 0 177,698 

その他包括利益 　 　 -3,158 -13,742 -58 0 -16,958 

当期包括利益合計 　 　 -3,158 -13,742 -58 177,698 0 160,740 

　 　 　 　 　 　 　 　

配当金 　 　 　 　 　 -80,911 　 -80,911 

2008年に発行した転換可能劣

後

ローンの転換 43 1,485 　 　 　 　 　 1,529 

2011年に発行した転換可能劣

後

ローンの資本部分 　 7,297 　 　 　 　 　 7,297 

トレーディング勘定で保有さ

れている自己株式の変動 　 　 　 　 　 -216 　 -216 

少数株主持分の変動 　 　 　 　 　 　 0 0 

2011年期末資本 41,847 11,435 -9,748 -2,408 -16,828 1,338,738 0 1,363,036 

2008年の転換可能劣後ローンの株式への転換は2011年６月１日から可能である。名目価格111百万クローネの転換は年度末においてクラスA

株式593,180株に転換された。同時にトレーディング勘定で保有されていた自己株式は79,520株（0）であった。

より詳しい資本変動の明細は注記G41に示されている。

キャッシュ・フロー計算書（当行グループ）

2011年 2010年

(百万スウェーデン

・クローネ (百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

営業活動

営業利益、営業合計 16,735 241,319 14,979 215,997 

うち、受取利息 60,032 865,661 43,375 625,468 

うち、支払利息 -36,248 -522,696 -20,813 -300,123 

うち、受取配当金 734 10,584 723 10,426 

損益における非現金項目の調整

貸倒損失 1,272 18,342 1,771 25,538 

未実現評価差額 -3,323 -47,918 1,095 15,790 

減価償却費、償却費及び減損 462 6,662 452 6,518 

法人税の支払 -3,994 -57,593 -3,268 -47,125 

営業活動による資産及び負債の変動

中央銀行へのその他の貸出金 -73,134 -1,054,592 5,942 85,684 

その他金融機関への貸出金 16,635 239,877 -30,763 -443,602 

一般顧客への貸出金 -78,964 -1,138,661 -21,451 -309,323 

利付証券及び株式 31,127 448,851 45,139 650,904 

金融機関からの預り金 -50,082 -722,182 26,332 379,707 

一般顧客からの預金及び借入金 160,781 2,318,462 128 1,846 

発行済証券 176,574 2,546,197 -2,575 -37,132 

デリバティブ商品の正味ポジション -14,100 -203,322 12,511 180,409 

ショートポジション -14,629 -210,950 6,380 92,000 

投資銀行業務の決済における債権及び債務 43,617 628,957 -13,526 -195,045 
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その他 -8,880 -128,050 -17,116 -246,813 

営業活動からのキャッシュ・フロー 200,097 2,885,399 26,030 375,353 

投資活動

子会社の取得 － － -8 -115 

持分変動 168 2,423 0 0 

利付証券の変動 -3,168 -45,683 157 2,264 

不動産及び器具備品の変動 -358 -5,162 -299 -4,312 

無形固定資産の変動 -301 -4,340 -99 -1,428 

投資活動からのキャッシュ・フロー -3,659 -52,763 -249 -3,591 

財務活動

劣後ローンの返済 -10,835 -156,241 -10,863 -156,644 

劣後ローンの発行 2,512 36,223 － －

配当金の支払 -5,611 -80,911 -4,988 -71,927 

財務活動からのキャッシュ・フロー -13,934 -200,928 -15,851 -228,571 

当期キャッシュ・フロー 182,504 2,631,708 9,930 143,191

期首流動資金 56,637 816,706 49,882 719,298 

営業活動からのキャッシュ・フロー 200,097 2,885,399 26,030 375,353 

投資活動からのキャッシュ・フロー -3,659 -52,763 -249 -3,591 

財務活動からのキャッシュ・フロー -13,934 -200,928 -15,851 -228,571 

流動資金の為替換算差額 12,716 183,365 -3,175 -45,784 

期末流動資金 251,857 3,631,778 56,637 816,706 

流動資金は、現金及び中央銀行預け金と定義されている。

次へ 
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注記G1　会計方針

1. 準拠表明

連結財務諸表は国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）及びEUにより採択された同基準の解釈に準拠して

作成されている。さらに、会計方針は、信用機関及び証券会社にかかる年次報告法（1995年第1559号）及びス

ウェーデン金融監督庁が発行した規定及び一般指針、FFFS 2008年第25号、信用機関及び投資会社における年次報

告にも従っている。企業グループの報告を規定するRFR第１号補足会計規則、並びにスウェーデン財務報告審議会

による意見書も連結財務諸表に適用されている。

親会社の会計方針は注記P1に示されている。

年次報告書の発行及び採択

年次報告書及び連結財務諸表は2012年2月14日における取締役会により発行が承認された。また、2012年3月28

日の年次株主総会（AGM）で採択される予定である。

2.会計方針等の変更

2011年度において証券会社及びファンド管理会社を含めた特定の取引相手が貸借対照表において再分類され、

これにより貸付及び預り金の比較数値が修正された。変更がなかった場合、2011年12月31日現在におけるその他

の金融機関に対する貸出金は131,972百万クローネ、一般顧客への貸出金は1,565,979百万クローネ、金融機関か

らの預り金218,650百万クローネ、一般顧客からの預金及び借入金は708,127百万クローネであった。

2011年において、当行グループの資本の表示は個別の構成要素である株式資本、資本準備金、準備金及び利益剰

余金に区分されている。資本準備金には、発行済み転換可能債務証券のオプション要素並びに株式発行時及び債

務証券の転換時の価額が発行された株式の相場価格を超過する金額が含まれている。

その他、当行グループが当事業年度において採用した会計方針及び計算方法は、すべての主要な点において

2010年の年次報告書で採用されている会計方針と一致している。

将来の基準変更

IASBはIAS第19号従業員給付の改定を導入した。これはEUの承認を条件として2013年度より適用される。改定版

のIAS第19号により、連結財務諸表における確定給付年金制度の報告基準が変更された。要約すると、新基準では

以下のことを求めている。

・　年金数理差損益を配分する「コリドール」法は廃止されている。その代わり、すべての年金数理差損益の

全額がその他包括利益に即時認識される。

・　当年度の年金費用を計算する際には、年金資産の期待収益率を年金債務の割引率と一致させる。

すべての年金数理差損益がその他包括利益に直接の影響を与えることにより、変更後の基準が当行グループの

確定給付年金制度のポジションの変更に対するその他包括利益及び資本の感応度を増加させることが予想され

る。年金資産の期待収益率を対応する割引率のレベルまで引き下げることにより、損益計算書における年金費用

の認識額が増加することが予想される。但し、数理差損益は今後、損益計算書にリサイクルされないことから、年

金費用の感応度は時間の経過により多少小さくなることが予想される。

2011年にIASBは連結財務諸表に影響する3つの新基準、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の

取決め」、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」を発行した。当該基準はEUの承認を条件として2013年度より

適用される。新基準は現行のIAS第27号及びSIC第12号における連結規定を、他の企業に対する支配の影響が存在

する場合、多くの評価基準を持つ規定に差し替えられることを意味している。ハンデルスバンケンの事前評価で

は、新基準により年次連結勘定に連結される企業は、基本的に現行基準を用いて連結される企業と同様である。

EUが採択したその他の基準及び解釈に対する改定、又は2013年度に採択が予定されている解釈は、当行グルー
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プの財務報告に重要な影響を及ぼさないと判断されている。

IASBは現在、多くの現行基準の改定に着手している。これらの改定のうち、IAS第39号「金融商品：認識及び測

定」を差し替えるためのIFRS第９号「金融商品」はハンデルスバンケンの財務報告に大きな影響を及ぼすと予

想されている。この改定の多くが完了していないことから、当行は財務報告への影響、又は新基準の適用時期につ

いての見積りを差し控えている。

3.　連結の基礎及び表示

　子会社

ハンデルスバンケンに直接又は間接的に支配されている企業（子会社）は完全に連結されている。支配は通

常、ハンデルスバンケンが株主総会または同等の会議体において50％以上の議決権を保有している場合に存在す

るとみなされる。また、支配は参加持分が50％未満の場合においても、例えば法律又は契約によりその会社の財務

及び事業戦略を決定する権利がハンデルスバンケンに与えられている場合、あるいはハンデルスバンケンとその

会社の事業における財務的な関係によりハンデルスバンケンによる当該会社の支配が示される場合に存在する。

子会社は取得法に従って連結される。ここにおける子会社の取得とは、当行グループがその会社の識別可能な

資産を取得し、その負債及び義務を引受ける取引を意味している。企業結合の場合、識別可能資産及び負債を取得

時の公正価値で評価した取得貸借対照表が作成される。企業結合の対価は、すべての資産、負債及び子会社の純資

産に対する支払として発行された資本性商品の公正価値で構成される。当該企業結合の対価が当該取得貸借対照

表上の識別可能純資産を超過する剰余部分は当行グループの貸借対照表にのれんとして認識される。その子会社

の財務報告は取得日から支配が中止される日まで連結財務諸表に含まれる。グループ内取引及び残高は当行グ

ループの財務報告の作成時に消去される。

子会社で個別に採用されている会計方針が当行グループで採用されている会計方針と一致していない場合、子

会社の連結時に連結財務諸表を修正している。当行が50％を超えるユニットを所有する（ユニットリンク保険契

約により又はその他の形で）ミューチュアル・ファンドは、その全てが貸借対照表の「顧客が価格変動リスクを

負う資産／負債」に連結される。

　関連会社

ハンデルスバンケンが重要な影響を有している会社は関連会社として報告される。重要な影響は、通常、その会

社における議決権の割合が少なくとも20％、最大で50％である場合に存在する。関連会社は連結財務諸表におい

て持分法に従って報告される。これは持分が当初は取得原価で報告されることを意味する。関連会社はその後、当

行グループの純資産に対する持分に相当する価値で計上される。関連会社からの配当金は当該持分の帳簿価額か

ら控除される。関連会社の持分利益は、個別科目である「関連会社の持分利益」として当行グループの損益報告

書に報告される。

非継続事業及び売却目的で保有する資産

固定資産又は資産グループ（処分グループ）は、帳簿価額が主に売却により回収され、その売却の可能性が高

い場合に売却目的保有に分類される。売却目的で保有する資産への分類後は、特別な評価原則が適用される。これ

らの原則は、金融資産及び負債項目を除き、主に売却目的で保有する資産及び処分グループを帳簿価額と売却費

用控除後の公正価値の低い方で測定することを意味している。したがって、売却目的で保有する有形固定資産又

は無形固定資産は減価償却又は償却されない。減損損失及びその後の再評価は損益計算書に直接計上される。減

損損失累計額を超過する利益は認識されない。売却目的で保有する資産及び負債は、売却されるまで当行グルー

プの貸借対照表上の個別科目で報告される。
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当行グループの他の事業から明らかに区分可能な独立した事業で、上記の方針により売却目的保有に分類され

ている事業は、非継続事業として認識される。再売却目的のみで取得した子会社もまた、非継続事業に認識され

る。非継続事業として認識するにあたり、その事業からの収益は損益計算書においてその他の損益項目とは別の

個別科目で報告される。非継続事業からの損益は、非継続事業からの損益（税引後）、非継続事業に含まれる売却

目的で保有する資産/処分グループ資産の売却費用控除後の公正価値評価から生じる損益（税引後）、及び非継

続事業の処分からの実現損益で構成されている。

4. セグメント報告

セグメント報告は収益及び費用を事業セグメントで分割したものを表示している。事業セグメントは当行グ

ループの一部で外部又は内部収益及び費用をもたらす事業を運営するものであり、これらの収益／費用はコーポ

レート・ガバナンスの一環として定期的に経営陣に評価され管理される。セグメント報告の一環として、収益及

び費用は当行グループが運営する地域別でも報告される。セグメント報告の原則は注記G46で詳しく説明されて

いる。

5. 外貨建資産及び負債

当行グループの表示通貨はスウェーデン・クローネである。スウェーデン以外における当行グループ事業の機

能通貨は、当行グループの表示通貨とは通常異なっている。事業が主に運営されている経済環境で使用されてい

る通貨が機能通貨とみなされる。

外貨建ての取引は取引日に機能通貨に換算される。貨幣性項目並びに公正価値で評価される資産及び負債は、

貸借対照表日の機能通貨のスポット価格の終値で評価される。売却可能金融資産に分類された非貨幣性項目から

の換算差額は、その他包括利益の構成要素として計上され、資本の部に累積される。在外営業活動体への純投資の

一部を構成している貨幣性項目を換算する際の換算レートの差異は同じ方法で認識される。その他の換算レート

の差異は損益計算書に計上される。

在外営業活動体の当行グループの表示通貨への換算

支店を含めて海外ユニットの貸借対照表及び損益計算書を機能通貨から換算する際には、期末日レート法が使

用されている。これは、資産及び負債が終値で換算されることを意味している。資本は、投資時又は稼得時に適用

されるレートで換算される。損益計算書は年間平均レートで換算される。換算差額はその他包括利益に計上され、

資本の為替換算調整準備金に含まれる。

6. 資産及び負債の認識

資産は過去の事象の結果、これに対する支配を有し、将来の経済的便益が期待される資源と定義される。資産は

これに関連して将来の経済的便益が当行グループに生ずる可能性が高く、その資産の価値又は取得原価を信頼性

を持って測定出来る場合に貸借対照表に認識される。

負債は過去の事象の結果、当行グループに存在する債務で、当行グループから資源が流出することが予想され

るものである。負債は現存する債務を履行するために、信頼性をもってその価値を測定することが可能な資源を

当行グループが放棄する可能性が高い場合に貸借対照表に認識される。

資本性商品並びに短期金融市場商品及び資本市場商品のスポット市場での取得及び売却は、取引日に認識され

る。同様のことがデリバティブにも適用される。その他の金融資産及び金融負債は通常決済日に認識される。金融

資産は、その資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効する、又はその資産に関するすべての

リスク及び経済的便益が他の当事者に移転した際に貸借対照表から除かれる。金融負債は、義務が終了する、又は

取消された際に貸借対照表から除かれる。
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企業結合の会計処理において、被取得事業は取得日から当行グループ勘定に認識される。取得日とは取得した

事業体に対する支配の影響が始まる日である。取得日は取引が法的に確定した日とは異なる場合がある。

資産及び負債を貸借対照表に認識する方針は、買戻取引、証券貸付及びリースの場合は特に重要である。これら

の論点については下記の個別のセクションを参照のこと。

7. 金融資産及び金融負債の分類

IAS第39号に準拠して、すべての金融資産は測定目的で以下の区分に分類される。

1. 貸出金及び債権

2. 満期保有目的資産

3. 損益を通じて公正価値で評価される資産

・トレーディング目的保有

・当初認識時において損益を通じて公正価値で評価することを指定した資産

4. 売却可能資産

金融負債は以下の区分に分類される。

1. 損益を通じて公正価値で評価される負債

・トレーディング目的保有負債

・当初認識時において損益を通じて公正価値で評価することを指定した負債

2. その他の金融負債

貸借対照表の分類は、測定区分とは切り離されている。したがって、貸借対照表において同一科目の資産及び負

債に異なる測定原則が適用されることがある。貸借対照表に認識された金融資産及び負債の測定区分への分類に

ついては注記G15に示されている。

当初認識時には、すべての金融資産及び金融負債が公正価値で測定される。損益を通じて公正価値で評価され

る資産及び負債について、取引費用は取得時に直接損益に計上される。その他の金融商品については、取引費用は

取得価額に含まれる。

貸出金及び債権

非上場の利付資産は貸出金及び債権として報告されている。貸出金及び債権は償却原価、すなわち、その商品に

関連する将来キャッシュ・フローのすべてをその資産の取得時の実効金利で割引いた現在価値で計上される。貸

出金及び債権は、減損の兆候が存在する際には減損テストの対象となる。詳細についてはセクション9を参照のこ

と。減損損失は損益計算書に計上される。したがって、貸出金及び債権は、その予想される損失及び実際の損失を

控除後の純額で計上される。期限前に返済された貸出金及び債権の早期償還手数料は、直ちに損益計算書の「公

正価値で評価される金融項目からの純損益」に認識される。

満期保有目的資産

当行グループが満期まで保有する意思及び能力を有する利付資産は満期保有目的資産の区分で報告される。満

期保有目的に分類される資産は、償却原価で計上される。満期保有目的資産は、減損の兆候がある場合には減損テ

ストの対象となる。詳細については、下記セクション9を参照のこと。

トレーディング目的で保有する資産及び負債

トレーディング目的で保有する資産及び負債は、上場金融商品及びデリバティブで構成されている。トレー
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ディング目的で保有される金融商品は、公正価値で貸借対照表に計上される。これらの商品に関連する金利、配当

及びその他の価値の変動は、損益計算書の「公正価値で評価される金融項目からの純損益」に認識される。

当初認識時の分類が損益計算書を通じた公正価値評価である金融資産及び負債

損益を通じた公正価値評価に金融商品を分類するオプションは、トレーディング目的以外で保有しているが、

その内部管理及び評価が公正価値に基づいている金融資産及び負債（例えば、ユニットリンク保険契約による資

産及び負債）に適用されている。この評価原則はまた、互いに反対ポジションとなっておりポートフォリオベー

スで管理される資産及び負債を評価する際の不整合を回避するために適用されている。この損益を通じて資産及

び負債を公正価値評価するオプションは、財務省証券及びその他の適格債券、一般顧客への貸出金、社債及びその

他の利付債券、株式及び参加持分並びに顧客が価格変動リスクを負う資産／負債として貸借対照表に表示される

金融商品にも適用されている。

公正価値で測定される金融商品の公正価値の変動は、損益計算書の「公正価値で評価される金融項目からの純

損益」で報告される。当初認識時に損益を通じた公正価値測定に区分された貸付に関連する利息は純利息収益に

認識される。

売却可能金融資産

当行グループが保有する金融商品の大部分で、活発な市場はあるがトレーディング目的で保有していないもの

は売却可能金融資産に分類される。

売却可能として分類された金融資産は、公正価値で計上される。かかる資産の市場価値の変動は、その他包括利

益に計上され、資本の公正価値評価差額準備金に含まれている。公正価値の変動は、資産が実現するか、又は減損

損失が発生するまでは損益計算書に計上されない。この区分に関連する利息は損益計算書の純利息収益に直接計

上される。売却可能貨幣性資産に関連する換算レートの影響は「公正価値で評価される金融項目からの純損益」

に報告される。売却可能金融資産の減損テストは、減損の兆候がある場合に実施される。セクション9の金融資産

に関する減損損失を参照のこと。売却可能株式に対する配当は、継続的に「その他配当収益」として損益に計上

される。

金融商品の再分類

2008年度において、ハンデルスバンケンは利付証券ポートフォリオの一部を再分類した。IAS第39号の規定にお

いては、特定の金融資産の再分類のみが例外的な状況でのみ認められている。再分類は2008年の再分類以降行わ

れていない。当該再分類の影響は注記G16に記載されている。

買戻取引

買戻取引、又はレポ取引は、当事者が特定の証券を売却すること及びこれらの証券を事前に決められた価格で

買い戻すことを同時に合意する契約である。レポ取引で売却された証券は、取引の間、引き続き貸借対照表に計上

される。また、売却された金融商品は、オフバランスの差し入れ担保として報告される。受領した代金は、取引相手

によって金融機関からの預り金又は一般顧客からの預金及び借入金として計上される。レポ取引で買入れた証券

はこれと対称的な方法で会計処理される。すなわち、これらは取引の間は貸借対照表に計上されない。支払った代

金は中央銀行へのその他の貸出金、その他の金融機関への貸出金又は一般顧客への貸出金として計上される。

証券貸付

貸し出された証券は引き続き貸借対照表に計上され、またオフバランスの担保資産として報告される。借り入

れた証券は、売却される場合を除き貸借対照表に計上されない。売却された場合、売却された商品の公正価値に相
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当する価値が負債に計上される。

金融保証及び貸出コミットメント

金融保証は、例えば、信用保証のように負債商品の条件に従った所定の支払いを債務者が行わなかったことに

より、保証の保有者に生じた損失の払戻を保証の発行者に求める契約である。保証の公正価値は、発行時に受領し

たプレミアムと同額である。当初認識時において、この保証に対して受領したプレミアムは繰延収益として貸借

対照表に計上される。その後この保証は、償却後プレミアム又はその義務が生じた際に債務を決済するための予

想費用のいずれか高い方で測定される。さらに、発行した保証に関連する保証金額の合計は、偶発債務としてオフ

バランス処理される。履行された保証は、状況に応じて発生可能性の高い貸倒損失又は実際の貸倒損失として報

告される。

購入した金融保証のプレミアムは、保証される負債性商品の利息が純利息収益に認識されている場合は利息収

益の減少として認識される。購入した保証のその他プレミアムは、手数料及びコミッション収益に計上される。

貸出コミットメントはその貸出の決済日までオフバランス項目として報告される。貸出コミットメントに対し

て受領した手数料は、そのコミットメントの期間にわたり純手数料及びコミッション収益として計上される。但

し、そのコミットメントが実行される可能性が高い場合、受領した手数料はその貸出金の実効金利に含められる。

複合金融商品

資産及び負債の財務構成要素で明らかに分離可能（デリバティブなど）なものは通常、貸借対照表において個

別に会計処理される。これについては、デリバティブがホスト契約から区分されて損益を通じて公正価値で報告

されるエクイティ・リンク債及びその他の仕組商品の発行といった例がある。

トレーディング目的で保有される複合金融商品、並びにその金融商品に含まれる様々な構成要素のリスクと経

済的な特徴が類似する複合金融商品（金利キャップの付された変動金利貸付といったもの）については区分し

た会計処理を行わない。

発行済み転換可能負債性金融商品の転換オプション部分に固有の価値は、区分されて資本に計上される。資本

部分の価値は、転換商品全体の公正価値から負債部分の公正価値を差し引いたものとして発行時に決定される。

資本部分の帳簿価額は、転換商品の満期までの間に修正されることはない。負債部分は発行時に公正価値で認識

され、その後、当初の実効金利による償却原価で計上される。

8. 金融資産及び金融負債の公正価値測定

活発な市場に上場されている金融商品の公正価値は、市場相場価格と同一である。活発な市場とは、相場価格を

規制市場、決済機関、信頼性のある情報サービス又は同等のものから容易にかつ定期的に入手可能であり、受領し

た価格情報が継続的な取引の発生により検証可能な市場である。一般的に最新の市場価格は、金融資産について

は最新の買呼値、金融負債については最新の売呼値と同一である。大部分が相殺されるリスク・ポジションで構

成されるポートフォリオについて、最新の市場価格は貸借対照表日の市場価格の仲値である。

活発な市場がない金融商品の公正価値は、同一の商品又は特徴が類似する商品の最近の取引と比較することに

より決定される。この情報が入手出来ない場合には、すべての主要な要素が活発な市場における変数（例えば金

利及び株価）に基づいた評価モデルが使用される。すべての評価モデルはその市場で通常使用されているもの

で、当行グループの独立したリスクコントロールにより継続的に検証される。特定の金融商品について、評価モデ

ルの一部は市場データから直接導き出されたものではない仮定に基づいている。例えば、非上場株式及び参加持

分並びに、満期の長いより高度なデリバティブ商品がこれに該当する。評価に使用される仮定は、内部で発生した

実績に基づいており、継続的にリスク組織によって検査される。その結果は、予測ツールの採用が必要かどうかを

確認するために実際の結果と比較される。注記G15では公正価値で評価された金融商品の区分を示しているが、こ
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の区分は適用された評価手法に従ったものである。

取引価格と公正価値との差異

金融商品の公正価値を算定する際に、同じ時点の取引価格と評価モデルを使用した価値との間に差異が発生す

ることがある。そういった差異は市場データに起因するものに限り損益として認識される。その差額は、その商品

の満期までの期間にわたり償却される。

公正価値測定に分類される貸付

公正価値測定に分類される貸付は市場金利及び信用リスク・プレミアムで評価される。信頼性のある市場参照

価格のない貸付の信用リスク・プレミアムは、リスクが変化したという客観的な証拠がない限り当初マージンと

同一と想定される。信用リスクの変化における客観的な証拠は、例えば、支払の遅延または不払、破産、その他の支

払能力の重要な変更である。

利付証券

政府が発行する利付証券及びスウェーデンの抵当証券は最新の市場価格を使用して評価される。社債の評価に

は評価技法を使用し、同じ満期の市場利回りを信用リスク及び流動性リスクで調整したものに基づいて評価す

る。評価は最新の市場価格が反映されていることを確認するために定期的に検査される。検査は主に同一又は類

似商品における最近の取引との差異を分析することにより実施される。

株式

活発な市場に上場されている株式は市場価格で評価される。非上場株式及び参加持分は、割引キャッシュ・フ

ロー又はその他の評価モデルを使用した公正価値で評価される。評価モデルの選択は、個別の商品に適切と考え

られるものに決定される。契約書において株式の処分価格が規定されている非上場株式については事前に決定さ

れた処分価格で評価される。例えば、株主総会で譲渡価格が決定される場合などがある。保険事業における投資資

産の一部を構成するプライベート・エクイティ・ファンドの非上場株式を評価する場合、欧州ベンチャー・キャ

ピタル・アンド・プライベート・エクイティ・アソシエーション（EVCA）で採用された評価原則が使用される。

これらのモデルは、同じセクターの比較可能な上場会社との比較評価をすることで投資の市場価値を得ることを

意味している。投資及び比較会社との間の比較を妨げる損益項目は調整され、投資の価値はP/E及び EV/EBIDAと

いった収益率を基礎として決定される。

デリバティブ

活発な市場で取引されているデリバティブは市場価格で評価される。金利スワップ及び多くの種類の通貨デリ

バティブといった多数のデリバティブは、イールドカーブ及びその他の市場情報を基礎にして評価される。活発

に取引されていない非定型的なデリバティブ契約の場合、市場において価格付けする際に考慮されるすべてのパ

ラメーターに基づく標準的な評価モデルが使用される。これらのモデルにおける主要インプット・データは常に

市場情報である。信用出来る市場情報が無い場合には、合理的であると評価されたインプット（例えばボラティ

リティ）を基礎とする。すべての評価モデルはその信頼性を確認するため、定期的に市場データを基に検証され

る。

顧客が価値変動リスクを負う資産及び負債

顧客が価値変動リスクを負う資産は基本的にユニットリンク保険契約におけるユニット及び当行グループに

連結されているミューチュアル・ファンドである。これらのユニットはファンドの最新の市場価値（NAV）を使
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用して評価される。各資産は顧客が価値変動リスクを負う負債に対応している。これら負債の評価は資産の評価

を反映している。保険契約者／ユニット保有者は資産に対する優先権を有しているため、信用リスクについて調

整されることはない。

9. 貸倒損失及び金融資産の減損

償却原価で認識される貸出金及び債権

ハンデルスバンケン・グループの顧客及び融資義務を有するすべてのユニットは、償却原価で認識される貸出

金及び債権の減損損失の認識の必要性について定期的に個別評価を実施する。減損テストは貸出金の回収可能額

が帳簿価額を下回ることが客観的に示されている場合に実施される。客観的な証拠とは、状況に応じて、支払遅延

又は不払、格付の変更、又は担保の市場価格の下落である場合がある。

減損テストを実施する際の貸出金の回収可能価値は、その貸出金に関連する見積り将来キャッシュ・フロー及

び担保（保証を含む）を貸出金の実効金利で割り引くことで算定される。担保が上場資産の場合、担保の評価は

相場価格に基づく。それ以外の場合、評価は収益価値又はその他の方法で見積もられた市場価値に基づく。不動産

抵当形式の担保は担保権実行不動産と同じ方法で評価される。見積り回収可能価値が帳簿価格を下回る場合には

減損損失が認識されるが、これは貸倒損失として損益計算書に計上される。貸借対照表において報告されている

貸出金の帳簿価格は貸倒損失を控除しているが、直接控除（実際の損失）又は貸倒引当金勘定（予想損失）のい

ずれかにより報告されている。

貸出金の個別評価に加えて、個別貸出金にまだ配分されていない減損損失を認識する必要性を特定するため

に、個別測定された貸出金の集合的評価が実施される。この分析は、個別評価された貸出金のリスク区分に関する

分布に基づいている。減損損失はリスク区分と予想損失の変動を考慮して、認識することが妥当と判断された場

合に実施される。貸出金グループに対して認識された減損損失は、個別レベルでの価値の減損に関する情報を入

手後、直ちに個別貸出金の減損損失に振替えられる。グループでの減損テストは、類似するリスク・プロファイル

の少額貸出金のグループに対しても実施される。

当期の貸倒損失は信用供与における実際の損失及び予想損失から、過去に認識した減損損失の回収及び戻入れ

を差し引いたもので構成されている。実際の貸倒損失は実質的に回収可能性がなくなった場合に認識されるが、

それは貸出金の全体ではなく、一部を参照していることもある。例えば、破産管財人により破産配当金が見積られ

た場合、債務整理計画が承認された場合又はその他の方法で貸出金が減額された場合が該当する。債務再編によ

り返済を免除された貸出金又は貸出金グループは、常に実際の損失に区分される。実際の損失に区分した後も顧

客が貸出金の返済計画に従っている場合、損失額は新たなテスト対象となる。回収額は過去に実際の貸倒損失と

して報告されたものの戻入で構成されている。予想損失及び実際の損失に関する情報については注記G10に記載

されている。

一部のケースにおいて、支払までの期間が短くなることで、金利の影響により回収可能額が増加することがあ

る。過去に引き当てられた金額の戻入は、実効金利法により利息収入に計上される。

減損貸出金に関する開示

減損貸出金に関する情報は、貸倒損失引当金控除前の総額及び貸倒損失引当金控除後の純額で表示されてい

る。貸出金は契約上のキャッシュ・フローの一部が履行されない可能性が高い場合、減損していると定義される。

貸出金の一部が担保でカバーされている場合でも減損に区分される貸出金の総額が減損貸出金として計上され

ている。貸倒損失により償却された貸出金は減損貸付金に含まれていない。

担保権実行資産の評価
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担保権実行資産は当初認識時において公正価値で貸借対照表に計上される。その後の評価において、近い将来

に処分が予想される担保権実行不動産及び器具備品（担保権を実行したリース資産を含む）は、帳簿価格又は公

正価値（売却費用控除後）のいずれか低い方で評価される。債権を担保するために譲り受けた非上場株式は売却

可能金融資産として計上される。債権を担保するための不動産、リース資産及び非上場金融商品の実現及び未実

現の価値変動は、損益計算書において回収/貸倒損失として計上される。債権を担保するために担保権が実行され

た資産は条件が整い次第、直ちに売却される。

売却可能金融資産の減損損失

売却可能金融資産の減損損失は、その資産の予想将来キャッシュ・フローに影響する、ひとつ以上の不履行事

象が発生したという客観的な証拠がある場合に認識される。利付金融資産の場合、減損損失の兆候を示す事象の

例は、将来の倒産の可能性、発行体における重大な財政難の証跡、又は資産が取引されている市場における恒久的

な価値の下落の証跡がある。資本性商品の場合、公正価値の恒久的又は重大な下落は、減損損失の認識が必要とな

る兆候のひとつである。減損損失を認識する場合、過去に資本の公正価値評価差額準備金に認識された累積損失

部分（取得原価と最新の公正価値の差額から、過去に減損損失として計上した額を控除したものに相当する）は

損益計算書に計上される。

売却可能金融資産に分類される利付証券について、減損損失の認識後に資産の公正価値が増加し、その増加が

減損損失の認識後に発生した事象と客観的に関連づけられる場合、過去に認識された減損損失は損益計算書を通

して戻入れられる。売却可能金融商品に分類された資本性商品における過去の減損損失が戻入れられることはな

い。

10. ヘッジ会計

当行グループはヘッジ会計について、ヘッジ目的に応じて異なる方法を採用している。公正価値ヘッジ及び

キャッシュフロー・ヘッジについてデリバティブはヘッジ手段として使用されており、主に金利及び通貨スワッ

プが使用されている。海外ユニットにおける純投資にかかる通貨リスクをヘッジする場合には、該当する海外ユ

ニットの機能通貨による負債がヘッジ手段として使用される。

公正価値ヘッジは、報告済資産又は負債の市場価格が変動することにより損益に生ずる望ましくない影響から

当行グループを保護するために使用される。公正価値ヘッジのヘッジ対象におけるリスクは、固定金利による貸

付並びに資金調達における金利及び通貨リスクで構成されている。これらのヘッジ関係におけるヘッジ手段は、

金利及び通貨スワップで構成されている。公正価値ヘッジの場合、ヘッジ手段及びヘッジ対象リスクの両方が公

正価値で認識される。価値の変動は損益計算書の公正価値で評価される金融項目からの純損益に直接計上され

る。

公正価値ヘッジは個別資産及び負債並びに金融商品ポートフォリオで採用されている。ポートフォリオ・ヘッ

ジにおけるヘッジ対象リスクは、貸付及び資金調達並びに変動金利のキャップのついた貸出金の金利及び通貨リ

スクである。これらのポートフォリオ・ヘッジに対するヘッジ手段は金利及び通貨スワップ及び金利オプション

（キャップ）である。公正価値評価されるポートフォリオ・ヘッジにおいて、ヘッジ対象リスクにさらされてい

るポートフォリオの価値の一部は市場価値で測定される。ヘッジ対象ポートフォリオに帰属する価値は、一般顧

客への貸出金とは別に、個別に貸借対照表に計上される。

キャッシュフロー・ヘッジは貸付及び資金調達の変動金利に関連する金利変動によるキャッシュ・フローの

不利な変動を軽減するために採用される。このタイプの貸付及び資金調達の予想満期は、非常に短期である金利

更改よりも、通常は長期となる。将来の再調達及び再投資金利における不確実性は、金利スワップを使用すること

で軽減される。キャッシュフロー・ヘッジにおけるヘッジ手段である金利スワップは公正価値で測定される。ス

ワップの価値変動が効果的に、すなわちヘッジ対象の将来キャッシュ・フローと連動する場合、スワップの価値
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変動はその他包括利益の構成要素、及び資本のヘッジ準備金に認識される。スワップの価値変動のうち非有効部

分は、公正価値で評価される金融項目からの純損益として損益計算書に計上される。

海外ユニットにおける純投資ヘッジは、海外事業における為替レートの変動から当行グループを保護するため

に採用されている。在外営業活動体における純投資をヘッジするために実施された外貨建ローンは、貸借対照表

日の為替レートで当行グループの貸借対照表に計上される。このようなローンの為替差額の有効部分はその他包

括利益の構成要素として認識され、また資本の為替換算調整準備金に認識される。ヘッジの非有効部分は損益計

算書の公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される。

11. リース

当行グループのリースはファイナンスリース、又はオペレーティング・リースのいずれかである。ファイナン

スリースは、リース資産の法的所有権に付随する実質的にすべてのリスク及び経済的価値を貸し手から借り手に

移転するものである。その他のリースはオペレーティング・リースである。当行グループが貸し手であるすべて

のリースはファイナンスリースに分類されている。この種類のリース契約は貸借対照表に貸出金として、当初は

純投資に相当する金額で会計処理される。受取リース料は継続的に利息収益及び元本の返済として認識される。

ファイナンスリース契約の減損テストは償却原価で計上されるその他の貸付と同じ方法で実施される。

当行グループが借り手であるオペレーティング・リースに関連する費用は、定額法によりその他費用として計

上される。

12. 保険事業

当行グループの保険事業は、子会社のハンデルスバンケン・リヴ・プロダクツを通して運営されている。ハン

デルスバンケン・リヴ・プロダクツの商品は、主に従来型生命保険の形式による法的な生命保険、ユニットリン

ク保険並びに健康保険及び保険料払込免除特約の形式によるリスク保険で構成される。

保険契約の分類及びアンバンドリング

重要な保険リスクを含む契約は、連結財務諸表において保険契約として分類される。保険リスクが重要とみな

される場合とは、当行グループにとって経済的な実態のあるいずれかの保険事故シナリオにおいて、保険事故が

発生しなかった場合に支払われる補償と比較して保険事故により重要な補償の支払義務が生じる場合である。契

約を分類するにあたり5％を重要な保険リスクの基準として使用している。重要な保険リスクを移転しない契約

は、全体を投資契約に分類する。通常、これは払戻保証が付された保険契約が投資契約に分類され、それ以外の契

約は保険契約に分類されることを意味する。保険要素と貯蓄（金融要素）の両方で構成される保険契約は、以下

に記述する原則に従ってアンバンドリングされ、個別に認識される。

保険契約における保険要素の会計処理

保険契約に関する保険料収入及び支払保険金は損益計算書の「保険リスク」の項目に純額で計上される。当行

グループの保険負債における変動もまたこの項目に計上される。

収入としてまだ認識されていない受取保険料は、「払込済保険料」として貸借対照表の保険負債に計上され

る。貸借対照表の保険負債項目には、疾病年金、終身年金、及びその他の未払保険負債も含まれている。保険負債は

保険契約に関する予定将来キャッシュ・フローを割り引くことで評価される。評価は金利、死亡率、疾病率及び将

来の費用に関する仮定に基づく。死亡率に関する仮定は契約時期によって様々であり、また予想される将来の余

命の延びを考慮している。手数料に関する仮定もまた契約時期による。基本的に、一部の手数料は保険料に比例

し、一部の手数料は保険引当金に比例する。被保険者の将来の健康状態に関して採用される仮定は内部で入手し

た実績に基づいており、商品に応じて様々である。金利の仮定は負債の期間に応じた現行の市場金利に基づいて
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いる。当行グループの保険負債は、将来の予想保険金をカバーする保険負債の報告値が十分であるかを確認する

ため、少なくとも年次で実施される定期レビューの対象となっている。必要な場合には引当金が追加され、差額は

損益計算書に計上される。

投資契約及び保険契約の金融要素の会計処理

投資契約における顧客の貯蓄元本及び保険契約の金融要素に関する払込及び払戻は、預り金及び引出金として

貸借対照表に直接計上される。

保険契約から分離される従来型生命保険契約の金融要素は、貸借対照表に一般顧客からの借入金として認識さ

れる。これらの負債は保証額と保険契約の現在価値のいずれか高い方で評価される。保証額は保証金利による利

息を稼得し、保険契約の償却費用に相当する。保険契約の現価は保険契約者に代わって運用する資産価値と同一

であり、その資産の総利回り（利回り分割分を控除する）に基づく利息を稼得する。利回り分割は、歴年中に総利

回りが保証金利を超過する場合に、総利回りのうちの契約部分が保険者に配賦されることを意味する。この算定

は年次で実施され、契約毎に累積する。これは、各年度の利回りが保証金利を下回る年度において条件付き配当が

減少することを意味し、保証金利を上回る年度においては条件付き配当が増加することを意味する。利回り分割

モデルにおいて当行グループの稼得分は手数料及びコミッション収益として報告される。利回りが契約上の保証

金利を下回る場合は、差異部分を損益計算書の公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上する。

ユニットリンク保険契約の資産及び負債は貸借対照表に公正価値で「顧客が価値変動リスクを負う資産及び

負債」として計上される。

保険手数料並びに投資契約及び保険契約の金融要素に関する管理費用は、「手数料及びコミッション」として

損益計算書に計上される。取得費用は損益計算書に直接計上される。

再保険

当行グループの保険負債の再保険者分担部分は、貸借対照表の「再保険資産」として計上される。

13. 無形資産

貸借対照表における認識

無形資産は、物理的実体のない識別可能な非貨幣性資産である。無形資産はその資産に起因する経済的便益が

当行グループに流入する可能性が高く、その取得原価を信頼性をもって測定できる場合に限り貸借対照表に計上

される。これは、のれん、商標、顧客データベース及び類似する形式により自己創設された価値は資産として貸借

対照表に認識されないことを意味する。

当行が開発するソフトウェアへの投資のうち、既存の事業運営又は以前に資産計上されたソフトウェアの維持

費用の範囲とされるものについては発生基準で費用計上している。ソフトウェアの新規開発、又は既存ソフト

ウェアのための新規事業開発の場合、信頼性をもって測定可能な経済的便益の発生可能性が高くなった時点から

発生費用を資産計上する。借入に関する費用は、無形資産の開発費用を資産計上するように決定した日から資産

計上される。

企業結合の会計処理に際し、取得価格は取得事業において取得した識別可能無形資産、負債、及び偶発債務の価

値に配分される。これらの資産には、個別に取得した場合、又は自己創設された場合には貸借対照表に計上されな

い無形資産も含まれることがある。企業結合において識別可能資産及び負債に配分が出来ない取得価格はのれん

として認識される。

のれん及び耐用年数を確定出来ない無形資産
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のれん及びその他の耐用年数を確定出来ない無形資産は、予想減損損失控除後の取得原価で計上される。これ

らの資産は年次報告書作成時に年次で、又は資産に減損の兆候がある場合に減損テストが実施される。減損テス

トは、その資産の回収可能額（すなわち、使用価値と売却費用控除後の公正価値のいずれか高い方）を算定する

ことにより実施される。回収可能額が帳簿価額を超過する限り減損損失を認識する必要はない。減損損失は損益

計算書に直接計上される。

のれん及び耐用年数を確定出来ないその他の無形資産から発生するキャッシュ・フローを、その他の資産から

発生するキャッシュ・フローから区別することが不可能なため、のれんの減損テストは資金生成単位レベルで行

われる。資金生成単位とは、他の資産又は資産グループからのキャッシュ・インフローとはおおむね独立した

キャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位である。のれんの減損テス

トにおける重要な評価及び仮定は、注記G25及びセクション20に記載されている。過去に認識されたのれんの減損

は戻入れない。

確定可能な耐用年数を有する無形資産

見積り耐用年数の設定が可能な無形資産は償却される。償却は、定額法によりその資産の耐用年数にわたって

行われる。償却期間は新規取得時において個別にテストされるが、継続的にも耐用年数の変更が示唆される場合

にはテストが行われる。確定可能な耐用年数を有する無形資産は、資産の減損が示唆される場合に減損テストが

行われる。減損テストは耐用年数が確定できない無形資産と同じ方法、すなわち資産の回収可能額を算定するこ

とにより実施される。

14. 不動産及び器具備品

当行グループの有形固定資産は不動産及び器具備品で構成される。保険事業における投資資産に含まれる不動

産を除き、これらの資産は減価償却累計額及び減損損失控除後の取得原価で計上される。

減価償却は資産の見積り耐用年数に基づき、通常、定額法が適用されている。見積り耐用年数は年次でテストさ

れる。見積り耐用年数が異なる構成要素から成る有形資産は、異なる区分に分割され別個に減価償却される。その

ような構成要素の償却は通常、不動産への適用に限定される。その資産の構成要素の取得原価が、不動産の取得原

価合計に対して重要である場合に限り、分割して償却される。当該不動産の残余部分はその全体を予想耐用年数

で償却する。

パーソナル・コンピューター及びその他のIT機器は通常3年間にわたり償却される。また、銀行の金庫室及び類

似する建物附属設備への投資は10年間にわたり償却される。その他の機器は通常5年間で償却される。

不動産及び器具備品の減損テストは、資産価値の減少の兆候がある場合に実施される。減損損失は回収可能額

が帳簿価額を下回る場合に認識される。減損損失は損益計算書に直ちに計上される。減損費用は、減損損失がもは

や存在せず、前提となる見積り回収可能額の仮定に変更があったことが示される場合に戻入れられる。

保険事業における不動産

保険事業における投資資産で構成される不動産は貸借対照表に公正価値で計上される。不動産の再評価は保険

資産の総利回り計算に含まれており、利回り分割の対象となっている。この会計方針は不動産価値の変動が保険

契約における金融債務の規模に直接連動する保険事業に適用されている。この評価は外部の専門家の支援によ

り、その設備に関連する割引予想キャッシュ・フローを基礎とした手法を使用した上で実施されている。予想

キャッシュ・フローに関する予測は将来賃料、空室率、運営及び維持費用、収益率並びに金利といった仮定に基づ

いている。この仮定は現地における比較可能な資産の売買事例に基づいている。すべての仮定は現行の市場環境

において一般的に実施しているとされる評価方法と整合している。
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15. 引当金

引当金は、当行グループから認識済み資源が流出すると予想されるものの、その時期又は金額が不確実なもの

で構成されている。引当金は、過去の事象の結果として当行グループが法的又は推定的債務を有しており、その債

務を決済するため資源の流出が必要になる可能性が高い場合に報告される。認識にあたり、その金額を信頼性を

もって見積もることが可能でなければならない。引当金として認識された金額は、貸借対照表日においてその債

務を決済するために必要な支出の最善の見積りに相当するものである。見積りにおいては予想される決済日も考

慮されている。

16. 資本

資本には株式資本、資本剰余金、準備金及び利益剰余金が含まれる。小額の少数株主持分もまた当行グループの

資本の一部として分類されている。

資本剰余金

資本剰余金は発行済み転換ノートのオプション部分並びに株式発行及び転換負債証券の転換において発行株

式の調整額面金額を超過する金額が含まれている。

利益剰余金

利益剰余金には当期及び過年度の利益が含まれている。配当及び自己株式の再取得は利益剰余金の控除として

報告される。

ヘッジ準備金

ヘッジ手段で構成されるデリバティブ商品の未実現損益の変動はヘッジ準備金に含まれている。

公正価値評価差額準備金

公正価値評価差額準備金は売却可能に分類された金融資産の未実現損益の変動で構成される。

為替換算調整準備金

為替換算調整準備金は海外ユニットを連結財務諸表の通貨に換算することで発生した未実現の外貨換算によ

る影響で構成される。

少数株主持分

少数株主持分は、当行グループの純資産のうち、親会社の普通株式保有者に直接又は間接的に所有されていな

い部分で構成される。少数株主持分は、資本における個別の構成要素として計上される。

自己株式の会計処理

買戻した自己株式は、資産として計上されないが、資本の利益剰余金と相殺される。

17. 収益

収益は、将来の経済的便益を得る可能性が高く、これらの便益が信頼性をもって測定可能な場合に損益計算書

に計上される。以下の一般原則が様々な種類の手数料及び請求の収益認識に適用される。

・　例えば資産管理における管理手数料など、サービスを履行する都度、段階的に稼得した手数料は、これらの

サービスが提供されるレートで損益計算書に計上される。実務上、これらは定額基準で認識される。
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・　特定のサービス又は行為に起因する手数料は、サービスの履行時に認識される。こういった手数料の例と

しては仲介料及び支払コミッションがある。

・　実効金利法に従った償却原価で商品が評価されるような場合、手数料は金融商品の実効金利を構成する一

部として計上される。公正価値で評価される金融商品については、そのような手数料は損益計算書に直ち

に計上される。

純利息収益

利息収益及び利息費用は、損益計算書に純利息収益として認識される。但し、トレーディング目的で保有する金

融商品からの利息を除く。純利息収益にはまた、ヘッジ対象の金利が純利息収益に計上されるデリバティブ商品

からの利息も含まれる。利息収益及び利息費用に加えて、純利息収益には預金保証及び安定手数料といった政府

保証料が含まれる。

トレーディング目的で保有する金融資産及び金融負債からの利息を除いた純利息収益の金額を計算するため、

及びトレーディング活動における全体像を把握するために、トレーディング目的で保有する金融資産及び金融負

債に関連するすべての利息収益及び利息費用は公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される。

純手数料及びコミッション収益

様々な種類のサービスからの収益及び費用は、損益計算書の手数料及びコミッション収益並びに手数料及びコ

ミッション費用にそれぞれ計上される。これは仲介収益及び様々な種類の管理手数料がコミッションとして認識

されることを意味する。コミッションとして認識されるその他の形式の収益は、受取コミッション及びカード手

数料、金融保証の発行で提示されるプレミアム、並びに保険事業からのコミッションである。保険事業における正

の利回り分割もまた、コミッションとして認識される。利息に相当する保証コミッション、及び複合金融商品の一

部に対する手数料として実効金利の計算に含められるものは、コミッションではなく利息収益として認識され

る。

公正価値で評価される金融項目からの純損益

公正価値で評価される金融項目からの純損益には、金融資産及び金融負債を損益計算書を通して公正価値で測

定する際、並びに金融資産及び金融負債が実現した際に発生する、損益に影響するすべての項目が含まれる。特に

ここで報告される項目には以下のものがある。

・　金融資産及び金融負債の処分並びに決済によるキャピタルゲイン及びロス

・　当初認識時に損益を通じて公正価値で評価される資産に分類された資産及び負債の未実現の価値変動。但

し、価値変動が利息として認識された構成要素を除く。

・　トレーディング目的保有に分類された金融資産及び金融負債の実現及び未実現の価値変動

・　トレーディング目的保有の金融商品からの利息。但し金融商品をヘッジするデリバティブからの利息で

あって純利息収入に報告されるものを除く。

・　トレーディング目的保有の金融資産における配当金収益

・　公正価値ヘッジのヘッジ対象資産及び負債に関する公正価値の未実現損益の変動

・　公正価値ヘッジのヘッジ手段となるデリバティブに関する未実現損益の価値変動

・　キャッシュフロー・ヘッジのヘッジ手段となるデリバティブの価値変動の非有効部分

・　在外営業活動体への純投資におけるヘッジ手段の価値変動の非有効部分

・　保険事業における負の利回り分割、すなわち、保険事業における金融資産の利回りが保証金利を下回ること

から発生する損失
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受取配当金

売却可能に分類された株式の配当金は、その他配当金収益として損益に計上されている。トレーディング目的

で保有する金融資産に分類された株式の配当金は、損益計算書の公正価値で評価される金融項目からの純損益に

計上される。関連会社株式の配当金は損益計算書の配当金項目に含まれない。関連会社の持分利益の会計処理は

セクション3に記載されている。

18. 従業員給付

人件費

人件費は給与、年金費用及び社会保障費、年金費用にかかる法定福利費を含むその他の形式の直接人件費、並び

に給与関連のその他の形式の間接費が含まれている。解雇に関連する給付は、合意に達した時に負債として認識

され、残存雇用期間にわたって償却される。

退職給付会計

退職後給付は、確定拠出制度及び確定給付制度で構成されている。当行グループが別の事業体に固定額の拠出

を支払うことで、その後に当該事業体が従業員に対する義務を履行するための十分な資産を保有していなかった

場合でも、当行グループが追加拠出の支払義務を法的及び推定的に負わない給付制度は確定拠出制度として会計

処理される。確定拠出制度に支払われた保険料は損益計算書に人件費としてその都度計上される。

その他の退職後給付制度は、確定給付制度として会計処理される。

確定給付制度の未払給付金は給与及び雇用期間に基づいており、雇用主が年金支払義務の履行に係るすべての

重要なリスクを負担することを意味する。確定給付制度の大部分について、当行グループは制度資産を個別の年

金基金及び年金ファンドで保有している。見積り年金債務及び制度資産（当行グループに発生する将来の費用又

は現金支給を減少させるもの）の公正価値の正味価値部分は貸借対照表における資産として純額で認識されて

いる。この金額は年次でテストされる。

制度資産の実際と期待収益との差異、並びに年金債務の実際と見積りとの差異（仮定の変更又は以前の仮定に

関する実際の結果との相違）は年金数理差損益と呼ばれる。未認識累積数理差損益のうち、報告期間の期首に測

定された年金債務の現在価値の10％又は制度資産の公正価値の10％の大きい方を超える部分のみが損益計算書

に計上される。このコリドールを超える金額は、平均残存勤務期間にわたり定額基準で損益計算書に認識される。

当行グループは、年金数理差損益を20年の期間にわたって配分している。

確定給付制度のために認識された年金費用は以下の項目の純額である。

+ 　当年度に発生した年金の権利、すなわち、計算された年金額の最終合計のうちの当期部分。未払年金権利の

計算は、見積り最終給与に基づいており、年金数理計算上の仮定の対象となっている。

+ 　支給までの期間が減少し年金債務の現在価値が当期において増加したことにより発生した当期利息費用。

当期の利息費用の計算に適用される金利は、年金債務の支払までの残存期間に相当する満期を有する国債

の最新の金利である。債務の支払開始時より引当金の残存部分は国債の実際の金利で割り引かれる。

- 　制度資産の期待収益。期待収益は、確定給付債務に対応するために個別に保有される資産が稼得する平均長

期収益の評価に基づく。評価期間は約定期間の全体に関連する。期待収益からは税金及び資産運用のため

の管理費用が控除される。

+/- 損益計算書に計上されたすべての年金数理差損益。見積り法定福利費は該当する年金費用と同じ原則で未

払い計上される。

当行グループの給付関連制度の費用及び債務の算定は、報告値に重要な影響を及ぼす可能性のあるいくつかの

評価及び仮定に左右される。これらの仮定及び評価の詳細な記述はセクション20及び注記G8に示されている。
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19. 税金

当期の税金費用は当期税金及び繰延税金で構成される。当期税金は当期の課税所得に関する税金を示す。繰

延税金は資産又は負債の帳簿価額とその税務上の価額との間の一時差異に関する税金である。繰延税金はその

項目が実現する時に適用するとみなされる税率で評価される。将来減算一時差異及び繰越欠損金にかかる繰延

税金資産は、これらが利用される可能性が高い場合に限り認識されるが、繰延税金負債は計算額で計上される。

税金は関連する取引が報告される項目により損益計算書又はその他包括利益に計上される。

20. 見積り及び主な仮定

一部のケースにおいては、報告値に重要な影響を及ぼす当行グループの会計方針の適用について評価が必要と

される。報告値はまた、多くのケースにおいて将来に関する仮定の影響を受ける。このような仮定には、資産及び

負債の報告値が調整されるリスクが常に含まれている。適用される評価及び仮定は常に経営陣の最善及び最良の

評価を反映し、継続的に検査及び検証の対象となる。以下は財務諸表に重要な影響を与えた評価及び仮定の報告

に従ったものである。主要な仮定にかかる情報は、関連する注記にも記載されている。

確定給付制度の年金数理計算

当行グループの費用及び確定給付債務の計算は、認識額に重要な影響を及ぼす多くの数理的、統計的及び財務

的な仮定に基づいている。注記G8には当期の引当金の計算に使用された仮定のリストが含まれている。スウェー

デン従業員の年金債務の計算は、市場で一般的に認められた死亡率の仮定であるDUS06に基づいている。DUS06は

スウェーデン保険連盟により作成された統計に基づく仮定である。将来の昇給率及びインフレーションの仮定は

長期予測トレンドに基づいている。当行の年金ファンド及び年金基金で個別に保有されている制度資産における

期待収益の仮定は、給付義務の全期間にわたり相当する様々な資産区分の長期期待収益を分析することで作成さ

れている。この仮定の一部はスウェーデンの資本市場における過去のリスク・プレミアム分析、一部は将来のイ

ンフレーション及びリスク・フリー収益の予測に基づいている。この仮定は管理費用及び収益税を控除後に決定

される。当期の制度資産の期待収益の計算は、その資産の帳簿価額、つまり現行の会計方針の初度適用時における

公正価値相当額に過年度の期待収益の累積報告値を上方修正し、累積数理差損益の償却並びに制度への又は制度

からの支払を調整したものに基づいている。スウェーデンにおける従業員の年金引当金は、残存支給期間に相当

する満期を有するスウェーデン政府が発行したインフレ連動債の金利に長期インフレーション予測を加味した

金利で割り引かれる。債務の支給開始時より引当金の残存部分は国債の実際の金利で割り引かれる。

当行グループの年金引当金は長期的な特徴があり、計算の基礎となる仮定は時間の経過により小さい範囲に限

定して変動する。報告された年金費用の感応度は合理的なものであり、数理上の仮定の変更可能性は、したがって

非常に小さいものと考えられる。

貸出金及び債権に対する減損損失の認識の必要性に関する評価

当行グループの貸出金の価値は、貸出金別に定期的及び個別にテストされる。必要な場合には、貸出金は回収可

能評価額まで評価減される。この見積り回収可能額は相手方の財務的な返済能力の評価及び担保の実現可能価値

の仮定に基づいている。最終的な結果は当初の貸倒引当金とは異なることがある。使用される評価及び仮定は内

部の与信組織の定期的な検査の対象となる。内部リスク管理及び当行の信用リスク管理の詳述については注記G2

も参照のこと。

次へ 
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注記G2　リスク及び資本管理

貸付における貸倒損失の割合 (1999年-2011年)

当年度において、金融市場は相当なストレスにさらされていた。深刻な状況にある債務国の信頼度に関する危

機の拡大、及びそれら債務国における国家財政の再編能力はユーロシステム全体の信頼度に関する全般的危機を

もたらしている。また、国家に対して重大なエクスポージャー(ソブリン・エクスポージャー)を有している特定

の銀行には低水準の信頼度が適用され、大きな問題を抱えていることから、それらの銀行は市場において必要な

資金調達を行うことが困難になっている。さらに銀行セクターの構造に関する不確実性が存在しており、流動性

及び所要自己資本の分野における新しい規制要件に対応するための能力も必要となる。ハンデルスバンケンは問

題を抱えている国に対する直接的なエクスポージャーを有しておらず、それらの国における金融機関のエクス

ポージャーも限定されているが、金融市場におけるストレスは、ハンデルスバンケンの国内市場にも影響を及ぼ

している。

ハンデルスバンケンのリスク管理は過去最低のリスク許容度、健全な資本管理及び厳格な流動性管理によって

当行は、当年度中に経験したよりも、実質的に市場がさらに困難な状況になった場合にも対応できる体制を整え

ている。

ハンデルスバンケンのリスクに対する厳格なアプローチは、たとえその時点で高い費用がかったとしても、当

行がハイリスクの取引を慎重に回避することを意味している。長期的に持続可能かつ当行グループのすべての分

野に適用される、厳格なリスク管理カルチャーを通じて、当行の低いリスク許容度は維持されている。貸付におい

ては現場の多大な関与が必要となり、緊密な顧客関係により信用リスクを低水準に抑えることを促進する。基本

的に銀行業務における市場リスクは、顧客の投資及びリスク管理の必要性を満たす過程、及び当行の資金調達に

関連する分野においてのみ取られている。当行の流動性に関しては計画的に管理されており、金融市場に混乱が

起きた場合においても事業が制限されないようになっている。

また、このリスクに対する厳格なアプローチにより、当行の経営は安定し、顧客に対して長期的なビジネス・

パートナーとなることができる。これが、健全なリスク管理につながるとともに事業及び当行が事業を行ってい

る市場が逼迫した場合でも、高水準のサービスを維持することができる。当行のリスクに対するアプローチと同

じ原則が、当行が事業を行っているすべての国に適用されており、当行の将来における国際的な事業拡大におけ

る指針となっている。

金融危機を通じてハンデルスバンケンの流動性へのアクセスは良好であった。当行は、短期及び長期資金調達

プログラムを通じて、金融市場へのアクセスが可能である。長期資金調達プログラムは、当年度中に拡大された。

当行は、夏に新しい3(a)(2)プログラム(米ドル建て)を公表した。当該新プログラムにより、当行の長期資金調達

をより多様化することが可能になり、より広範な投資基盤へのアクセスが可能になる。当行の流動性準備金の一
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部である中央財務部門の流動性ポートフォリオは、ローリスク・プロファイルであり、主に国債及びカバード・

ボンドより構成される。流動性準備金全体では、金融市場の混乱の可能性に対して高水準の予防策を提供してい

る。当年度末現在、当行の流動性準備金は、700十億クローネを超えていた。当該準備金のうち、376十億クローネは

中央銀行に投資された流動資産より構成され、83十億クローネは流動性のある債券であり、残りは主にスタッド

フィポテックのカバード・ボンドの未使用発行額であった。流動性準備金は当行にとって重要なすべての通貨で

維持されている。流動性準備金合計は、当行が資金調達のために新しい市場へアクセスしなくても、2年超のスト

レス・シナリオにおける当行の流動性要件をカバーできる。

当行の資本状況は当年度中に強化され、収益は安定している。貸付損失の減少とあいまって、このような資本状

況により、当行の健全な地位が維持されている。信用ポートフォリオのローリスク・プロファイルは、他行と比較

すると信用リスクに関連してより低い所要自己資本という結果となっている。このような堅調な資本状況は、依

然として脆弱な経済回復がマイナス方向に移行する場合に確固たる保護を提供するものである。規制当局の将来

における自己資本比率に関する修正に関しても健全な資本状況を見ることが可能である。

ハンデルスバンケンは、ユニバーサル・バンクであり、広範囲にわたる様々な銀行業務及び保険商品を提供し

ている。これらは、グループ全体で組織的に識別、測定及び管理される様々なリスクを伴うものである。

ハンデルスバンケンの

リスク

説明

信用リスク 信用リスクは、当行の取引相手が契約上の義務を履行することができないため

に当行が経済的損失に直面するリスクである。

市場リスク 市場リスクは、金融市場の価格及びボラティリティの変動によって生じる。市

場リスクは、金利リスク、株価リスク、為替リスク及びコモディティ価格リスク

に分類される。

流動性リスク 流動性リスクは、支払期限が到来した際に、法外な費用又は損失を被らなけれ

ば、当行が支払い義務を履行することができないリスクである。

オペレーショナル・リスク オペレーショナル・リスクは、不適切な内部プロセス、人材及びシステム又は

それらの不備、若しくは外部事象による損失リスクである。オペレーショナル

・リスクの定義には、法的リスクも含まれている。

保険リスク 保険の業績におけるリスクであり、被保険者の死亡率または健康状態によって

変わる。

不動産リスク 当行が保有している不動産の価格変動リスクである。

事業リスク 上述のリスク・カテゴリーに属さない損益の予期せぬ変動リスクである。

報酬リスク 報酬リスクは、報酬制度によって生じる損失又はその他の報酬リスクである。

ハンデルスバンケンのリスク管理

当行のリスク及び資本管理の全体像は、以下の要素より構成されている。
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1．事業活動

当行は、事業活動における各部門がそれぞれの事業及びリスク管理の全責任を負うという明確な責任分担を特

徴としている。顧客及び市場の状況を最もよく知る人物がリスク評価者として適任であり、また、諸問題の発生時

に早い段階で措置を講じることが可能である。各支店及び収益部門は、発生した問題に対応する責任を負ってい

る。結果的に、ハイリスクに対する認識が高まり、事業活動を慎重に遂行することにつながっている。

2．事業関連リスク管理

事業上の決定権を有する人物の責任は、地方銀行及び様々な事業分野における現地のリスク管理部門によって

補完されている。これにより、個別の取引又は現地での業務において、過度なリスクを引き受けることなく、確実

に取引を当行のリスク・テイキングの考え方に沿ったものにするようにしている。業務関連のリスク管理は、リ

スクを評価し、リスク限度等を確認するとともに、個別の事業取引が文書化され、未知のリスクを伴わない方法で

遂行されているかを検証している。業務関連のリスク管理部門では、中央リスク管理部門及び事業活動を担って

いる経営陣にも報告している。

3．中央リスク管理部門

事業上の意思決定が分散化されているため、リスク及び資本状況を中央で監視する必要性が高まる。したがっ

て、中央与信部門及びリスク部門が、おのずと当行のビジネス・モデルの構成要素となっている。

中央与信部門は、取締役会又は取締役会の与信委員会が下した決定を展開する。中央与信部門はまた、信用評価

が一貫していること、そして貸出金が取締役会の決定した与信方針に従って実行されていることを確認してい

る。また、すべての主要な個別コミットメントにおけるリスクを識別し、与信組織の他の分野に支援及び助言を行

う責任がある。

中央リスク管理部門は、当行グループのすべての重要なリスクを識別、測定、分析及び報告する役割を担ってい

る。中央リスク管理部門は、リスク及びリスク管理が当行の低いリスク許容度に従って、危機的状況において経営

陣がリスク管理基準として用いるための信頼性の高い情報を有しているかを監視している。中央リスク管理部門

はまた、各事業分野及び子会社における現地のリスク管理部門の機能面での責任を有しており、リスクが効果的

かつ一貫して評価され、当行の上級経営陣にリスク管理の現状に関する定期的な報告書及び分析が提出されるよ

うにしている。

4．資本計画

上述のこれら３つの要素の取組みにもかかわらず、ハンデルスバンケンが深刻な損失を被った場合、極端な事

象の発生後であっても、ハンデルスバンケンは確実に存続できるだけの資本を保有している。資本計画は、規制資

本の要件に観点を置いたものに、経済資本の算定及びストレス・テストを合わせた資本状況の評価に基づくもの

である。ストレス・テストは将来において、常に、十分な資本を確保しておくために準備し、実行するための対策

を識別するためのものである。中央財務部門は、正式なリスク組織とは別に、当行グループが十分な流動性を常に

確保することに責任を持ち、迅速に必要とされる流動性を高めるための準備を整えている。中央財務部門はまた、

当行の流動性準備金に対する責任も有している。流動性報告書は、日次で最高財務責任者に対して発行され、定期

的に当行グループの最高経営責任者及び取締役会に対して発行される。

さらに業務は、中央、事業分野及び子会社レベルのコンプライアンス部門によってレビューされ、内部及び外部

監査人にレビューされる。

ハンデルスバンケンのリスク管理活動は時の流れに耐えるもので、その有効性は当行が長期にわたって競合他

社よりも貸倒損失が少なく、財政状態が安定しているという事実で示されている。
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＊スタッドフィポテックが提供している与信のほとんどは、地方銀行業務の支店レベルで実施されている。

信用リスク

信用リスクは、当行の取引相手が契約上の義務を履行することができないために当行が経済的損失に直面する

リスクであると定義されている。

ハンデルスバンケンの与信プロセスは、現地における分散型の組織が高度な与信決定を確実に行えるようにす

るという理念に基づいている。当行は、顧客の通常契約における取引銀行及び支店となることを目的としており、

そうなることによって、各顧客への理解を深めるとともに個人、法人又は機関の全体像を継続的に更新すること

につながる。

当行の分散型の組織において、支店は、顧客に対する全面的な与信責任を負っている。顧客及び与信責任は、支

店のマネージャーまたは当該マネージャーに命じられた支店の従業員にある。支店のほとんどのスタッフに、ス

タッフ個人の与信決定限度額又は担当顧客に対する与信限度額が設定されている。それらの与信限度額を上回る

与信ニーズが存在する場合には、地方及び中央での決定に委ねられる。中央与信部門で準備が進められた案件の

場合、最大与信限度額は、取締役会の与信委員会で決定されるか、あるいは取締役会全体で決定される。但し、支店

のマネージャーの推薦がなければ、当行において与信申請が処理されることはない。

分散化はまた、与信決定の基礎を形成する文書が常に与信責任を有する支店で作成されることを意味するが、

これは最終決定が支店、地域レベル、取締役会の与信委員会、あるいは取締役会によってなされるか否かにかかわ

らない。与信決定の文書化には、借り手に関する一般情報及び財務情報、並びに返済能力の評価、担保、貸出金及び

与信条件の評価が含まれる。貸付総額が1百万クローネ(又は個人に対する住宅ローンの場合は6百万クローネ)を

超える借り手については、与信限度額に照らして与信決定が行われる。

承認された与信限度額は、最長1年間にわたって有効である。延長は、支店が新規貸付と同じ方法で文書を作成

し、同じ決定プロセスを経た後に行われる。

ハンデルスバンケンの顧客選択は選別的で、大規模市場銀行よりもむしろ、質の高い借り手を選択している。よ

り高い取引高を追求して、又はより高い収益性を達成するために質的要件が軽視されたことはない。信用エクス

ポージャーに関して、与信限度額全体の97％(96％)余りが返済能力は正常又は正常よりも高い水準で評価されて

いる顧客に対するものである。すなわち、当行の10段階の格付基準では、1と5の間である。

また、現地の支店における顧客との緊密なコンタクトにより、支店は即座に問題を識別し、その問題に対する措

置を講じることが可能になる。このことは、多くの場合、当行がより中央集約化された不良債権管理を行うよりも

早く、問題が悪化する前に措置を講じることを可能にすることを意味している。支店はまた、与信決定に関する財

務上の全責任を負っているため、顧客が返済困難に陥っている場合に発生する問題に対処することが可能で、ま

た支店が貸倒損失を負担することになる。支店は、必要に応じて、地域本部及び中央部門からの支援を受けること

になる。当行の対応方法として、信用リスクに関連する取引を行うすべての従業員は、それらのリスクに対する堅
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実かつ系統立ったアプローチを利用できることを意味する。当該アプローチは、当行の行風の重要な一部を形成

している。

リスク格付制度

ハンデルスバンケンのリスク格付制度は、ハンデルスバンケンの信用リスクの分類及び定量化を支援するため

の数多くの様々な制度、手法、プロセス、手順及びメカニズムより構成されている。

ハンデルスバンケンの内部格付制度は、すべての業務における信用リスクを信頼性及び一貫性をもって測定す

るために使用される。リスク格付は、当行の内部格付に基づいて行われ、当行の内部格付は各取引相手の返済能力

の評価に基づいている。格付は、財務逼迫リスク及びそれらの逼迫に対する耐久力を評価することによって決定

されている。手法及び分類は、当行が数十年間にわたって適用している格付モデルに基づいて決定されている。

内部格付は、当行のモデルの中でバーゼルⅡ規定に基づいた自己資本比率(内部格付アプローチ)を算定するた

めの最も重要な要素である。格付は動的なものであり、取引相手の返済能力に変更の兆候がある場合には、再評価

が行われる。当該格付はまた、規制上明記されているとおり、定期的に見直される。当該格付は、主に与信を担当す

る人物によって割り当てられ、その後は独立した機関によって検証される。

リスク分類方法

債務不履行を除く、商品種類別、PD区間別、エ

クスポージャー割合（法人エクスポー

ジャー）

エクスポージャー割合、％

債務不履行を除く、商品種類別、PD区間別、エ

クスポージャー割合（機関エクスポー

ジャー）

エクスポージャー割合、％

債務不履行を除く、商品種類別、PD区間別、エ

クスポージャー割合（リテール・エクスポー

ジャー）

エクスポージャー割合、％

当行は、信用リスクを定量化するために、デフォルト確率(以下「PD」という。) 、当行のデフォルト時エクス

ポージャー (以下「EAD」という。) 及び、デフォルト時に当行が失う貸出金の割合(デフォルト時損失率、以下

「LGD」という。) を算定している。デフォルトは、取引相手が90日間支払いを行わないか、あるいは取引相手が契

約上合意した条件で支払いを行うことが出来ない(例えば、破産が宣言される等)との評価が行われた場合と定義

されている。

PD値はパーセントで表され、例えば、PD値が0.5％である場合は、PD値が同一である200人に1人の借り手が、1年

以内に債務不履行に陥ると予想されることを意味する。多くの場合、エクスポージャーに対する担保が徴求され

ているため、債務不履行は、必ずしも当行に損失が発生することを意味しているわけではない。あるいは、取引相

手が将来のある時点において、支払いが不可能であることを意味しているわけでもない。

法人及び機関に対するエクスポージャーに関しては、取引相手別に設定された内部格付が直接10段階のリスク

区分に転換されている (リスク区分10は、デフォルトに陥った取引相手を意味する。) 。各リスク区分に対して一

定の平均的なPDが算定される。大企業及び機関に対するエクスポージャーに関しては、LGDとしてスウェーデン金
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融監督庁の規定する規則によって規定された標準値が適用されている。ここで使用される標準値は、各エクス

ポージャーに対して提供された担保によって決定されている。

リテール・エクスポージャーのリスク区分もまた、すべての与信顧客に割り当てられた内部格付に基づいてい

る。当該格付は、法人エクスポージャーのようにリスク格付に直接変換されるわけではない。その代わりに様々な

エクスポージャーが特定の要因に基づいて数多くのより小規模なグループに分類される。それらの要因には、与

信の種類、取引相手の不払記録及び借り手の数等が含まれる。平均的なデフォルト確率は、各小規模グループにつ

いて算定され、これに基づき、グループ毎に10段階のリスク区分のいずれかに分類される。個人及び小規模企業に

対するエクスポージャーの算定には、それぞれ異なるモデルが使用される(リテール・エクスポージャーのカテ

ゴリーにおいても区分別に分類される)が、原則は同じである。

リテール・エクスポージャー並びに中規模企業、不動産会社及び住宅協同組合に対するエクスポージャーにつ

いては、当行自身の損失実績に基づいてLGDが決定される。スウェーデンの不動産担保が付されているリテール・

エクスポージャー並びに中規模企業、不動産会社及び住宅協同組合に対する不動産エクスポージャーは、当該エ

クスポージャーの不動産価値に対する融資比率(LTV比率)に応じて、異なる値が適用される。その他のエクスポー

ジャーについては、LGD値は担保、商品及び類似する要素の存在及び価値によって変動する要因に基づいて決定さ

れる。

エクスポージャーの各区分に関して、9つのリスク区分(債務不履行に陥っていない取引相手又は契約を参照す

る)のそれぞれについて平均デフォルト確率(PD)が算定されている。デフォルト確率は、エクスポージャーの異な

るタイプ毎の過去の債務不履行比率に基づいて決定される。その後、余裕安全率及び景気循環調整要因を考慮す

ることによって、平均デフォルト確率が調整される。余裕安全率は、デフォルト確率を過小評価しないようにする

ことを意図したものである。景気循環調整要因は、各区分別に測定されたデフォルト確率が景気によって変動す

る見込みがあることを考慮している。したがって、計算の基礎において、当行の借り手がその期において、該当す

る景気循環の時点について調整する必要がある。これは、リスク加重において使用しなければならない長期デ

フォルト確率を反映するためである。景気循環調整は1985年から2011年までの当行の内部実績に基づいている。

ハンデルスバンケンの景気循環調整手法は、各リスク区分のデフォルト確率(PD)における景気循環の変動を一定

に保つことを意図している。

デフォルト時エクスポージャー(EAD)が算定される場合、既存のエクスポージャーに対して一定の調整が行わ

れる。これは、主に当行が積極的に措置を講じないとエクスポージャーが増加する可能性のある、様々な種類のコ

ミットメントに対して適用される。例えば、顧客が将来において一定金額まで借入れを行うことを当行と顧客と

の間で合意しているクレジット・コミットメントやリボルビング・クレジット等である。このようなコミットメ

ントは、十分な資本によってカバーされなければならない信用リスクに含まれる。一般的にこのことは、付与され

た与信枠について、未使用の与信枠が一定の換算計数(以下「CF」という。) を用いて調整されることを意味す

る。法人エクスポージャー及び機関エクスポージャーに関する特定の商品カテゴリーについて、換算計数（CF）

は規制によって決定されるが、リテール・エクスポージャー及び中規模企業(不動産会社及び住宅協同組合を含

む)の特定の商品カテゴリーに関しては、当行は独自に算定した換算計数を用いる。ここでは主に換算計数につい

て言及しているが、その他の要因も関連する可能性がある。

リスク(PD、EAD、LGD)の測定は、自己資本比率の計算だけでなく、個々の取引における価格リスク及び経済資本

(以下「EC」という。) の算定にも用いられる。通常よりも高いリスクを伴うと評価される新規与信については、

価格にかかわらず、また担保の有無にかかわらず却下される。こうした手法を使用することで、当行の過去の損失

がリスク計算及び所要自己資本に直接影響を与え、それが当行のバーゼルⅡ規制において好ましい結果をもたら

している。

法人、機関及びリテール・エクスポージャーに関する数値は、債券とその他の利付証券、並びに貸出金、デリバ

ティブ及びその他の商品それぞれについて、エクスポージャーがどのように分布しているかを示している。表は、
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債務不履行になった与信を除いた取引相手毎のエクスポージャー(EAD)が、どのPDレンジに分布しているかを示

している。また、一定のPDレンジ内において貸出金、利付証券、デリバティブ及びその他の種類の商品の間でエク

スポージャーがどのように分布しているかが示されている。例えば、その他の商品は、保証及び貸出金コミットメ

ントである。使用されるPD値は、自己資本規制に適用される値である。このことは、景気調整の形態における余裕

安全率とPD値における安全調整はいずれも経済資本の計算に含まれることを意味する。すなわち、PD値が示唆す

る損失水準は保守的に見積られていることを意味している。

担保

ハンデルスバンケンが特定の顧客の信用リスクを評価する場合、まずは借り手の返済能力から評価が行われ

る。当行の与信方針によれば、返済能力が低ければ良質な担保の差し入れがあったとしても、それで補われること

はない。

但し、借り手が返済義務を履行できない場合、当行の損失は担保によって大幅に削減される可能性がある。した

がって、通常、与信は適切に担保されていなければならない。これは、例えば、個人向け住宅ローン及び不動産会社

向け貸出金に適用される。また、証券貸付、ファクタリング、リース及びその他の種類の数多くのファイナンスに

も適用される。

無担保の与信は、主に個人向けの少額の貸出金や非常に健全な返済能力を有する大企業向けの貸出金の場合に

実行される。後者の場合には、通常、特別な貸付条件が策定され、借り手の返済能力が悪化するか、又は違反が認め

られた場合に、当行に再交渉又は契約を終了する権利が与えられる。

通常、借り手が深刻な返済困難に直面しない限り担保は実行されないため、担保価値の評価は、支払不能となっ

た場合の担保の予想価値に基づいて行われる。特定の資産の価値は、強制売却につながるような支払不能状況に

おいて、大幅に変動する可能性がある。

金融機関に対する貸付の大部分は、リバース・レポにより構成されている。リバース・レポは買戻取引で、当行

はリバース・レポに基づいて確定利付証券又は株式を特別契約(証券を特定日に特定価格で売り手に再売却され

る契約)で購入する。ハンデルスバンケンは、リバース・レポを担保付貸付とみなしている。

特別な状況において、当行は、信用リスクをヘッジするためにクレジット・デリバティブ又は金融保証を購入

する場合があるが、これは当行の通常の貸付プロセスの一環ではない。

残高に対する信用リスク・エクスポージャー、担保

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

住宅用不動産
1

905,610 843,019 

その他の不動産 210,943 186,347 

ソブリン、地方自治体及び県域自治体 465,047 182,554 

保証 17,191 14,634 

その他の担保 154,125 145,842 

無担保 342,666 396,656 

残高に対する信用リスク・エクスポージャー合計 2,095,582 1,769,052 

1
住宅協同組合を含む。

一般顧客への貸出金、担保

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年
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住宅用不動産
1

905,610 843,019 

その他の不動産 210,943 186,347 

ソブリン、地方自治体及び県域自治体 61,170 72,886 

保証 17,027 12,219 

その他の担保 90,985 77,138 

無担保 305,393 322,078 

一般顧客への貸出金 1,591,128 1,513,687 

1
住宅協同組合を含む。

ポートフォリオの内訳

当行の信用ポートフォリオは、貸借対照表項目のカテゴリーに基づいて、本セクションに表示されている。注記

G49及び2011年第3の柱の冊子(所要自己資本の信用リスクに関するセクション) （訳注：ハンデルスバンケンの

2011年のアニュアルレポート原文の項目名であり、当該項目は本書には含まれていない。）では、信用ポートフォ

リオは自己資本規制に基づいて表示されている。

貸借対照表情報(貸借対照表では信用リスク・エクスポージャーは一般顧客への貸出金/金融機関への貸出金

及び商品種類別のオフ・バランスシート項目の形態で貸借対照表項目に分類される)とは異なり、所要自己資本

目的での信用エクスポージャーは、各計算手法別に規制に明記されているエクスポージャー区分に分類される。

エクスポージャーは、オン・バランスシート及びオフ・バランスシート上の項目の合計を意味している。

信用リスク・エクスポージャー

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

一般顧客への貸出金
1 1,591,128 1,513,687 

うち、リバース・レポ 13,669 27,023 

金融機関への貸出金(中央銀行を含む) 230,945 174,454 

うち、リバース・レポ 60,813 72,294 

付与された当座貸越枠の未使用部分 152,392 164,385 

付与された貸出金コミットメント 254,415 240,286 

その他コミットメント 9,035 2,802 

保証、与信 17,161 17,751 

保証、その他 42,657 40,210 

信用状 36,712 37,055 

デリバティブ
2 142,074 102,283 

財務省証券及びその他の適格証券 43,971 50,738 

債券及びその他の確定利付証券 60,231 68,500 

合計 2,580,721 2,412,151 

1
この金額のうち、4,945(5,435)百万クローネは、当初認識時に損益計算書を通じて公正価値で評価するものと

して分類されていた貸出金である。

2
正の市場価値の合計を表す。法的に有効なネッティング契約を含むエクスポージャーは、37,588(24,052)百万
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クローネである。

地理的分布

2011年 貸出金 オフ・バランスシート・コミットメント

百万スウェーデン・ク

ローネ 一般顧客 金融機関

デリバ

ティブ 投資 保証 その他 合計

スウェーデン 1,129,954 56,998 141,545 93,557 32,245 307,9971,762,296

ノルウェー 184,565 9,377 36 - 6,892 35,517 236,387

フィンランド 79,720 84,357 301 - 7,281 23,788 195,447

デンマーク 59,769 17,741 114 63 2,270 22,999 102,956

英国 92,621 245 -606 0 2,560 20,507 115,327

ドイツ 7,764 426 21 - 3,878 7,650 19,739

ポーランド 1,942 180 4 - 567 167 2,860

オランダ 11,921 64 0 - 100 3,346 15,431

その他諸国 22,872 61,557 659 10,582 4,025 30,583 130,278

合計 1,591,128 230,945 142,074 104,202 59,818 452,5542,580,721

地理的分布

2010年 貸出金 オフ・バランスシート・コミットメント

百万スウェーデン・ク

ローネ 一般顧客 金融機関

デリバ

ティブ 投資 保証 その他 合計

スウェーデン 1,097,66757,280 100,058 106,920 27,903 320,1141,709,942

ノルウェー 173,402 231 24 - 7,173 24,923 205,753

フィンランド 75,312 44,604 369 - 11,085 17,235 148,605

デンマーク 50,400 1,681 120 54 2,394 15,313 69,962

英国 69,665 1,027 109 - 2,396 18,294 91,491

ドイツ 7,793 402 3 - 4,195 12,050 24,443

ポーランド 2,314 233 2 - 622 319 3,490

オランダ 9,469 7 0 - 134 3,530 13,140

その他諸国 27,665 68,989 1,598 12,264 2,059 32,750 145,325

合計 1,513,687174,454 102,283 119,238 57,961 444,5282,412,151

一般顧客への貸出金、セクター別 2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ

貸出金(引当

金控除前)

潜在的な貸

倒損失に対

する引当金

貸出金(引当

金控除後)

貸出金(引当

金控除前)

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金

貸出金(引当

金控除後)

個人 713,137 -820 712,317 669,772 -703 669,069

うち住宅抵当ローン 581,659 -30 581,629 526,722 -25 526,697

うちその他の貸出金(不動産抵当付) 64,122 -100 64,022 80,808 -67 80,741

うちその他の貸出金(個人) 67,356 -690 66,666 62,242 -611 61,631
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住宅協同組合 123,847 -4 123,843 111,703 -15 111,688

うち住宅ローン 109,334 -4 109,330 98,032 -4 98,028

不動産管理 396,961 -410 396,551 355,654 -383 355,271

製造 49,221 -497 48,724 55,801 -1,963 53,838

リテール 35,693 -305 35,388 32,728 -337 32,391

ホテル及びレストラン 7,201 -120 7,081 6,678 -88 6,590

海運 18,356 -202 18,154 14,560 -206 14,354

その他運輸及び通信 37,374 -178 37,196 38,396 -130 38,266

建設 12,371 -170 12,201 13,460 -174 13,286

電気、ガス及び水道 22,091 -15 22,076 22,152 -14 22,138

農業、狩猟業及び林業 7,331 -20 7,311 6,478 -28 6,450

その他サービス 24,398 -60 24,338 17,388 -226 17,162

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュ

アルファンド等 85,998 -702 85,296 90,185 -721 89,464

ソブリン及び地方自治体 21,654 - 21,654 16,995 - 16,995

その他法人貸付 39,656 -292 39,364 67,329 -208 67,121

一般顧客への貸出金合計(集合的引当金控

除前) 1,595,289-3,795 1,591,4941,519,279-5,196 1,514,083

集合的引当金 -366 -396

一般顧客への貸出金合計 1,591,128 1,513,687

信用リスクの集中

ハンデルスバンケンの支店は、健全な信用力を有する優良顧客と長期的な関係を築くことに重点をおいてい

る。支店は優良顧客を見出した場合、その顧客が属するセクターに対する当行全体のエクスポージャーの大きさ

に関わらずにこの顧客と取引を行うことができる。したがって、当行は与信枠を付与するに当たって、比較的大き

なエクスポージャーがある個別セクターに対してあらかじめ決められた制限を設けていない。当行は様々な事業

セクター、地域及び個別に大きなエクスポージャーに対して、継続的にリスクの集中を監視し、算定を行ってい

る。リスクの集中は当行の信用リスクに対する経済資本の算定において、また、自己資本比率の評価において実施

されるストレス・テストにおいて特定される。これにより、ハンデルスバンケンは、リスクの集中を考慮して十分

な資本を確保することができるようになる。リスクの集中が過剰であると判断される場合には、当行は様々なリ

スク軽減策を用いてリスクを軽減する機会及び能力がある。　

住宅ローン及び住宅協同組合への貸付に加え、ハンデルスバンケンは不動産セクターに対してかなりの貸付業

務を行っている(397十億クローネ)。ここでの不動産セクターとは、信用目的で「不動産会社」として評価されて

いるすべての会社を指す。他の業界で事業を行っているグループ会社が、不動産管理を行う子会社を所有してい

て同グループが子会社の事業を遂行することは一般的であるが、そうした不動産会社もここでは不動産部門に属

しているとみなされる。但し、そうした場合に存在する信用リスクは、不動産関連のリスクのみではない。

不動産貸付の大部分は、借り手の信用力が一貫して非常に高い、国有の不動産会社、地方自治体所有の住宅会社

及びその他の住宅関連会社である。住宅以外の不動産事業のカテゴリーにおいては、顧客は健全な正味営業利益

及び堅調なキャッシュ・フローを有している。したがって、不動産部門に対する貸付の大部分は債務不履行の可

能性がかなり低い会社に対するものである。当行の不動産セクターに対するエクスポージャーは、以下の表に明

記されている。
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不動産貸付は、一貫して不動産価値に対する融資比率が低く高品質である。当行において正常リスクを示すリ

スク区分5よりも低い格付の取引相手に対するエクスポージャーは非常に低いものになっている。スウェーデン

における不動産貸付全体の96(95)％は、リスク・クラス5以上の水準となっている。英国、デンマーク、ノルウェー

及びフィンランドにおける不動産貸付に関する数値は、それぞれ95(94)％、88(91)％、95(94)％及び99(99)％と

なっている。リスク区分が正常よりも低い水準にある取引相手に関しては、大半がリスク区分6又は7に属してお

り、ごく一部がより高いリスク区分である8及び9に属している。

ここ数年でハンデルスバンケンは、計画的に支店網を拡充したことにより、英国において与信額の増加につな

がった。この増加の大半は、不動産関連の与信業務によるものである。これは、英国の不動産市場が業績不振だっ

た期間に発生したものである。経済不振に陥っている場合には、厳格な与信方針により、潜在的な問題をより簡単

に特定できるため、信用力の評価を容易に行うことができる。支店網の拡充にあたり、ハンデルスバンケンは、返

済能力及び担保の質に関する評価において、その他の拠点市場と同じ厳密な要件を設けていた。その結果、良質な

リスク区分に属する顧客を取り込むことにつながり、貸倒実績率も他の国内市場と同程度の水準となっている。

一般顧客への貸出金の内訳－不動産管理 2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ

貸出金(引当

金控除前)

潜在的な貸

倒損失に対

する

引当金

貸出金(引当

金控除後)

貸出金(引当

金控除前)

潜在的な貸

倒損失に対

する

引当金

貸出金(引当

金控除後)

スウェーデンにおける貸出金

国有不動産会社 11,808 - 11,808 12,269 - 12,269

地方自治体が所有する不動産会社 15,566 - 15,566 18,797 - 18,797

住宅用不動産会社 65,556 -12 65,544 67,004 -21 66,983

うち住宅ローン 46,404 -2 46,402 47,206 -1 47,205

その他の不動産管理 130,250 -127 130,123 114,236 -167 114,069

うち住宅ローン 58,036 -8 58,028 50,815 -8 50,807

スウェーデンにおける貸出合計 223,180 -139 223,041 212,306 -188 212,118

スウェーデン国外における貸出金

デンマーク 9,408 -48 9,360 5,629 -38 5,591

フィンランド 18,718 - 18,718 16,961 - 16,961

ノルウェー 74,615 -73 74,542 64,568 -91 64,477

英国 56,953 -127 56,826 43,417 -62 43,355

その他諸国 14,087 -23 14,064 12,773 -4 12,769

スウェーデン国外における貸出合計 173,781 -271 173,510 143,348 -195 143,153

貸出金合計－不動産管理 396,961 -410 396,551 355,654 -383 355,271

内訳

－一般顧客への貸出

金

－不動産管理 2011年 2010年
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百万スウェーデン・

クローネ 合計

国及び地方自治体が

所有する企業/国及び

地方自治体によって

保証されている不動

産貸付

集合住宅/

住宅用

不動産

その他の

不動産管理 合計

国及び地方自治体が

所有する企業/国及び

地方自治体によって

保証されている不動

産貸付

集合住宅/

住宅用

不動産

その他の

不動産管理

スウェーデン 223,180 29,585 74,978 118,617 212,306 32,498 70,397 109,411

ノルウェー 74,615 26 13,177 61,412 64,568 27 12,758 51,783

フィンランド 18,718 6,256 2,432 10,030 16,961 5,811 2,570 8,580

デンマーク 9,408 - 3,905 5,503 5,629 - 2,230 3,399

英国 56,953 - 23,239 33,714 43,417 - 14,693 28,724

その他諸国 14,087 - 580 13,507 12,773 - 575 12,198

合計 396,961 35,867 118,311 242,783 355,654 38,336 103,223 214,095

内訳－一般顧客への貸出金－不動産管理、リスク区分及び国、2011年

百万スウェーデン・クローネ

リスク区分

スウェー

デン ノルウェー

フィン

ランド デンマーク 英国 その他諸国 合計 ％

合計に占める

割合、％

1 18,912 1,109 2,292 17 523 567 23,420 5.90 6

2 58,279 16,744 6,620 272 7,512 6,777 96,204 24.23 30

3 80,422 32,228 7,175 2,811 25,377 5,698 153,711 38.72 69

4 37,591 15,615 1,803 3,498 13,670 308 72,485 18.26 87

5 18,426 5,482 674 1,722 7,173 334 33,811 8.52 96

6 5,481 1,595 27 248 998 300 8,649 2.18 98

7 2,925 1,034 53 191 807 5 5,015 1.26 99

8 396 343 10 119 104 12 984 0.25 99

9 230 21 - 52 97 - 400 0.10 99

債務不履行 518 444 64 478 692 86 2,282 0.57 100

合計 223,180 74,615 18,718 9,408 56,953 14,087 396,961 100

内訳－一般顧客への貸出金－不動産管理、リスク区分及び国、2010年

百万スウェーデン・クローネ

リスク区分

スウェー

デン ノルウェー

フィン

ランド デンマーク 英国 その他諸国 合計 ％

合計に占める

割合、％

1 18,389 957 1,004 64 410 525 21,349 6.00 6 

2 57,289 12,410 5,698 247 3,135 7,284 86,063 24.20 30 

3 63,627 23,375 7,138 1,029 16,721 4,046 115,936 32.60 63 

4 43,228 15,782 1,829 2,457 12,667 205 76,168 21.42 84 

5 19,469 8,076 1,068 1,340 8,079 282 38,314 10.77 95 

6 6,687 1,693 88 174 1,307 320 10,269 2.89 98 

7 2,433 1,256 64 248 386 4 4,391 1.23 99 

8 408 119 25 4 19 70 645 0.18 99 
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9 148 417 4 1 21 0 591 0.17 99 

債務不履行 628 483 43 65 672 37 1,928 0.54 100 

合計 212,306 64,568 16,961 5,629 43,417 12,773 355,654 100 

内訳－一般顧客への貸出金－不動産管理、リスク区分及び担保の種類、2011年

百万スウェーデン・クローネ

エクスポージャー 担保

リスク区分 集合住宅/

住宅用不動産 商業用不動産

政府又は地

方自治体か

らの保証 その他の担保 無担保

1 23,420 11,566 5,343 3,180 497 2,834

2 96,204 25,449 39,066 7,664 826 23,199

3 153,711 48,558 70,837 4,957 6,043 23,316

4 72,485 20,790 37,830 924 5,271 7,670

5 33,811 11,639 16,979 438 1,577 3,178

6 8,649 2,787 2,866 26 466 2,504

7 5,015 1,936 2,193 50 180 656

8 984 450 426 0 3 105

9 400 175 134 4 3 84

債務不履行 2,282 859 913 3 98 409

合計 396,961 124,209 176,587 17,246 14,964 63,955

内訳－一般顧客への貸出金－不動産管理、リスク区分及び担保の種類、2010年

百万スウェーデン・クローネ

エクスポージャー 担保

リスク区分

集合住宅/

住宅用不動産 商業用不動産

政府又は地

方自治体か

らの保証 その他の担保 無担保

1 21,349 12,077 1,352 3,783 1,143 2,994

2 86,063 22,302 34,282 6,826 851 21,802

3 115,936 38,710 53,757 4,184 4,448 14,837

4 76,168 18,362 38,699 991 4,050 14,066

5 38,314 13,268 18,969 478 1,520 4,079

6 10,269 3,615 3,354 33 479 2,788

7 4,391 1,616 2,212 30 186 347

8 645 273 269 2 6 95

9 591 223 236 4 8 120

債務不履行 1,928 931 745 0 114 138

合計 355,654 111,377 153,875 16,331 12,805 61,266

カウンターパーティ・リスク

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

448/881



カウンターパーティ・リスクは、当行が取引相手との間で先物、スワップ又はオプション、あるいは証券貸付関

連契約等の商品に関するデリバティブ契約を締結する場合に発生する。カウンターパーティ・リスクは、その契

約の市場価値によってエクスポージャーの規模が決まる場合には信用リスクとみなされる。その契約の価値が正

の値である場合、取引相手方の債務不履行は貸出金の場合と同様に当行の潜在的損失を意味する。

法定及び経済資本(EC)の双方を算定するに当たって、自己資本比率規制に明記されているエクスポージャー金

額に基づいて、カウンターパーティ・エクスポージャーが考慮される。これらの信用エクスポージャーは、信用リ

スクに対する法定資本及びECを算定する際、他の信用エクスポージャーと同じ方法で取り扱われる。デリバティ

ブに加え、自己資本比率規制は買戻取引及びエクイティ・ローンの双方をカウンターパーティ・リスクとして取

り扱う。ECを算定する場合、これらの取引は同じ方法で取り扱われる。当行は、自己資本の計算目的でカウンター

パーティ・リスクに関するエクスポージャー金額を計算する際に時価会計を適用している。

カウンターパーティ・エクスポージャーの規模は、通常の与信プロセスにおいて与信限度額を設定することに

よって制限されている。当該エクスポージャーの規模は、原資産の価格の変動により著しく変動する可能性があ

る。エクスポージャーが増加するリスクに備えるため、与信限度額を設定する際に該当するエクスポージャーの

価値に対して補完が行われる。これらの追加は、標準金額を用いて算定され、契約の種類及び満期までの期間に

よって変わる。当該エクスポージャーは日次で計算され、フォローアップされる。デリバティブのカウンターパー

ティ・リスクは、ネッティング契約を通じて軽減される。ネッティング契約では、同一取引相手とのすべてのデリ

バティブ取引において、正の値と負の値が相殺される。ハンデルスバンケンは、すべての銀行取引相手との間で

ネッティング契約を締結することを方針としている。ネッティング契約は、正味エクスポージャーに対して担保

の取決めを設定することで補完されており、これにより、信用リスクはさらに軽減されている。

これらの取引に対する担保は、主に現金であるが、国債も使用される。現金依存度が高いため、担保におけるリ

スクの集中は限定的である。当行が締結したごく僅かな担保契約の中には、ハンデルスバンケンの格付による基

準額が設定される条件が含まれている。これらの条件は、外部業者により当行の格付が引き下げられた場合、対象

となる取引相手に対して当行が追加担保を提供しなければならないことを意味している。当年度末に当行の格付

は、AA-からA+に引き下げられたが、これは当行が追加担保として153百万クローネ(前年度末：13百万クローネ)

を提供しなければならないことを意味していた。

当行は、クレジット・デリバティブのポートフォリオ(クレジット・デフォルト・スワップ)を保有しており、

これらはトレーディング勘定として分類される。購入した保証の価値は、1.7(2.8)十億クローネで、売却した保証

の価値は1.2(1.6)十億クローネであった。

支払リスク

取引における支払リスクは、有価証券の為替換算、支払又は引渡しにおけるコミットメントを遂行しているも

のの、同時に取引相手が当行に対するコミットメントを遂行したことを確認できない場合に発生する。リスク金

額は、支払取引の金額と同一である。支払リスクは、各顧客の与信限度額には含まれておらず、別の限度額によっ

てカバーされている。通常、支払リスクの限度額は、与信限度額と同時に承認される。ハンデルスバンケンでは、直

物取引における価格変動リスクは、支払リスクとして分類されるが、デリバティブ取引における価値変動リスク

は信用リスクとして分類される。

ハンデルスバンケンはCLS(Continuous Linked Settlement)の会員であり、CSLは、カウンターパーティ・リス

クを制限することによって為替取引の安定化を目指す世界的な組織である。当行はCSLの会員であることから、

CSLの会員である取引相手との間で、通貨に対する支払リスクを伴うことなく、通貨取引を実行することができ

る。
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デリバティブ契約におけるカウンターパーティ・リスク(潜在的な将来エクス

ポージャーに関する標準的な補完を除く)

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

デリバティブ契約に関する正の市場価値総額 140,312 102,283

ネッティングによる相殺 102,723 78,231

相殺後のエクスポージャー 37,588 24,052

担保 14,384 10,706

デリバティブに関する正味信用エクスポージャー 23,204 13,346

デリバティブ契約におけるカウンターパーティ・リ

スク(潜在的な将来エクスポージャーを含む)、2011

年

百万スウェーデン・クローネ

現在の相殺

エクスポー

ジャー

潜在的な将来

エクスポー

ジャー

デリバティ

ブ/EADに関す

る信用エクス

ポージャー

合計

リスク

加重金額

所要

自己資本

ソブリン・エクスポージャー 5,952 2,098 8,051 4 0

機関エクスポージャー 15,794 23,555 39,349 6,668 533

法人エクスポージャー 15,722 5,360 21,082 6,860 549

その他 120 126 245 184 15

合計 37,588 31,139 68,727 13,716 1,097

デリバティブ契約におけるカウンターパーティ・リ

スク(潜在的な将来エクスポージャーを含む)、2010

年

百万スウェーデン・クローネ

現在の相殺

エクスポー

ジャー

潜在的な将来

エクスポー

ジャー

デリバティ

ブ/EADに関す

る信用エクス

ポージャー

合計

リスク

加重金額

所要

自己資本

ソブリン・エクスポージャー 1,694 1,764 3,459 7 1

機関エクスポージャー 12,854 24,128 36,982 6,651 532

法人エクスポージャー 9,418 5,205 14,651 5,655 452

その他 86 69 155 116 9

合計 24,052 31,166 55,247 12,429 994

市場及び流動性リスクに関する決定レベル

市場リスク

市場リスクは、金融市場における価格及びボラティリティの変動によって生じる。市場リスクは、金利リスク、
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株価リスク、為替リスク及びコモディティ価格リスクに分類される。

ハンデルスバンケンは、損益におけるボラティリティを低い水準に抑えることを方針としている。したがって、

当行は市場リスク対して厳格な見解を持っている。銀行業務における市場リスクは、基本的に顧客の投資ニーズ

及びリスク管理ニーズの充足の一環としてのみとられる。

ハンデルスバンケンのようなユニバーサル・バンクでは、柔軟な資金調達が求められるようなサービスの顧客

需要が当行にある場合に市場リスクが発生する。当行はまた、既に貸付を行っている市場以外の市場において資

金調達を行うことにより、資金調達源を多様化することができる。中央財務部門はまた、市場の混乱が起きた際に

緊急通知を行うことで流動性に転換できる流動性ポートフォリオの管理も行っている。当該ポートフォリオはま

た、日次清算業務における当行グループの支払を確実に行うとともに当行の流動性準備金の一部を形成してい

る。

市場リスクはまた、債券、為替、株式又はコモディティ市場に対するエクスポージャーを伴う金融商品の顧客需

要を満たすために発生する。この需要を満たすため、当行は一定のポジションを保有しておかなければならない。

例えば、当行が、金融商品の市場価格を形成するマーケット・メーカーとしての役割を果たす場合にこのような

状況になる。最後に、当行には主要な業務フローがあり、これによって当行はスケール・メリットを活用すること

が合理的に可能となっている。

当行の限度額制度は、市場に対するエクスポージャーの規模を制限している。市場リスクの測定方法及び限度

額は、取締役会が決定している。金利リスク、為替リスク及び流動性リスクに対する限度額は、当行グループの最

高経営責任者及び最高財務責任者から中央財務部門長に割り振られる。その後、中央財務部門長は、これらを各業

務部門へ割り振る。中央財務部門長は、金利リスク、為替リスク及び流動性リスク全般の管理責任を担っている。

当行グループの最高経営責任者及び最高財務責任者はまた、補完的リスク対策及び詳細にわたるガイドラインの

策定を行う。補完的リスク限度額対策は、主に金融市場のボラティリティに対する総合的な感応度を低減するこ

とを目的としている。これらの対策はまた、満期の観点から生じるリスクを制限している。最高財務責任者、当行

グループの最高経営責任者及び取締役会は、継続的に市場リスク及び限度額の活用状況に関する報告書を受領し

ている。

当行の業務における市場リスクは、主にハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ、中央財務部門及びハ

ンデルスバンケン・リヴ.において生じており、それぞれ管理されている。保険会社であるハンデルスバンケン・

リヴ.における市場リスクは、別のセクションに記載されている。そのため、本セクションに記載されている市場

リスクに関する情報は、ハンデルスバンケン・リヴ.を除くリスクについて言及している。

リスク測定

当行グループにおいて、市場リスクは複数の方法で測定されている。あらかじめ定義された価格及びボラティ

リティの変動によって生じる価値の変動を表す、様々な感応度測定が用いられている。ポジションに関連したリ

スク測定及び確率に基づくバリュー・アット・リスク・モデル(以下「VaR」という。) も用いられている。VaR

は、特定の保有期間にわたる一定の信頼度水準において、市場の変動によりリスク・ポジションに生じるス

ウェーデン・クローネの損失を示している。VaR手法は、様々なリスク・カテゴリーを1つの方法で取り扱うこと

ができることを意味するものであり、そうすることによって、比較が可能になると同時に、累計して市場リスク合

計を算定することができる。

VaRで測定したハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツにおけるリスク

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツに関するVaRは、個別のリスク・カテゴリー毎に99％の信頼度

を有するポートフォリオ・レベルで、保有期間を1日として算定される。この計算は過去のシミュレーションに基

づいて行われ、対象となるポートフォリオにおける過年度の金利、価格、及びボラティリティの日次変動を用いて
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再評価による影響を測定する。使用されたモデルは、100日目の取引日毎にVaRを超過する損失が発生することを

示唆している。当年度において、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツのポートフォリオに関するVaR

は、平均22(30)百万クローネであった。VaRは最高48(59)百万クローネと最低8(13)百万クローネの間で変動した。

当年度において、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツにおける一般的なリスク水準は、徐々に低減さ

れている。

VaRはモデルによる仮定に基づいているため、当該モデルの有効性について継続的に検証することが重要であ

る。そのため、VaRはバック・テストを用いて、定期的に評価されている。これらのテストは実際の損失がVaRを超

過した場合の日数を検証している。バック・テストは実際の結果と仮説に基づく結果の双方において実施され

る。後者は、保有期間中にポートフォリオが変動しなかった場合の結果を測定する。

99％の信頼度を有するVaRモデルは、毎年2，3回は、測定されたVaRよりも悪い結果が生じることを示唆してい

る。そうした回数が予想された回数を上回る場合、当該モデルが実際のリスクを過小評価しているというリスク

が存在する。2011年には、そうしたことが3回発生し、仮説に基づく結果の方がVaRよりも悪かった。これは、99％の

信頼度を有するVaRが示唆していることと一致している。

VaRモデルは、過去に発生したような極端な市場変動に関連したリスクを常に特定できるわけではない。した

がって、計算は、1994年から2011年までの期間の金融市場において発生したすべての事象に基づくシナリオに対

してポートフォリオのテストが行われる場合、定期的なストレス・テストで補完される。これらのストレス・テ

ストの結果は、定期的に取締役会に報告される。

中央財務部門は、当行グループの流動性ポートフォリオを管理している。流動性ポートフォリオには、金利リス

ク及び為替リスクが生じる。これらのリスクはハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツと同じ方法で測定

及び管理されている。2011年において、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツと同じ条件に従って算定

され、トレーディング勘定として分類されるポートフォリオに関する全体的なVaRは、平均6百万クローネであり、

最高13百万クローネと最低3百万クローネの間で変動していた。

ハンデルスバンケン・

キャピタル・マーケッツ

のVaR 合計 株式 債券 通貨

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年

平均 22 30 4 9 22 29 4 9

最高 48 59 11 22 45 64 10 18

最低 8 13 2 3 8 11 1 2

当年度末 13 31 2 5 12 31 3 4

2011年におけるVaR及び仮説に基づく結果、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ

(単位：百万クローネ)
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当行グループの資産及び負債に関する

金利調整期間、2011年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内 3－6ヶ月 6－12ヶ月 1－5年 5年超 合計

資産

貸出金 1,139,00468,984 64,711 288,507 29,990 1,591,196

銀行及びその他の金融機関 480,062 1,860 552 328 - 482,802

債券等 25,845 6,586 3,613 27,730 19,030 82,804

資産合計 1,644,91177,430 68,876 316,565 49,020 2,156,802

負債

預金 717,601 3,673 1,957 1,648 8 724,887

銀行及びその他の金融機関 191,572 3,787 1,799 122 5,126 202,406

発行済証券 548,250 33,428 106,495434,992 52,227 1,175,392

その他負債 198 1,689 176 13,937 1,383 17,383

負債合計 1,457,62142,577 110,427450,699 58,744 2,120,068

オフ・バランスシート項目 -149,235-29,084 28,393 179,827 3,807 33,708

資産と負債の差額

(オフ・バランスシート項目を含む)
38,055 5,769 -13,158 45,693 -5,917 70,442

この表は、取引日基準で報告された2011年12月31日現在の当行グループの金利関連資産及び負債の金利更改期

間を示したものである。無利子資産及び負債は除かれている。

当行グループの資産及び負債に関する

金利調整期間、2010年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内 3－6ヶ月 6－12ヶ月 1－5年 5年超 合計

資産

貸出金 1,114,80256,114 64,664 230,852 34,694 1,501,126

銀行及びその他の金融機関 242,748 1,360 173 64 178 244,523

債券等 35,293 9,795 1,938 58,137 20,430 125,593

資産合計 1,392,84367,269 66,775 289,053 55,302 1,871,242
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負債

預金 518,725 5,443 1,935 5,211 14,267 545,581

銀行及びその他の金融機関 209,311 4,431 1,000 1,094 10,342 226,178

発行済証券 364,673103,815 31,424 457,846 49,723 1,007,481

その他負債 299 117 0 28,983 4,174 33,573

負債合計 1,093,008113,806 34,359 493,134 78,506 1,812,813

オフ・バランスシート項目 -103,601-35,688 32,073 162,719 -2,491 53,012

資産と負債の差額

(オフ・バランスシート項目を含む)
196,234-82,225 64,489 -41,362 -25,695 111,441

この表は、取引日基準で報告された2010年12月31日現在の当行グループの金利関連資産及び負債の金利更改期

間を示したものである。無利子資産及び負債は除かれている。

金利リスク

金利リスクは、主としてハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ、中央財務部門及び貸付業務において

生じる。

貸付業務における金利リスクは、資金調達期間よりも貸付期間の一部が長期になることにより生じる。債券に

よる資金調達においてはその反対となることもある。すなわち、債券の固定金利期間が貸付(債券により資金調達

される)の固定期間よりも長い場合である。当行は、金利スワップ契約を締結することによって、リスクの大半を

排除している。一般に金利リスク・エクスポージャーは、流動性の高い市場に存在する。当行は、複数の方法を用

いて金利リスクを測定している。様々なストレス・シナリオによって補完されるVaR及びその他のリスク測定は、

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツのポートフォリオ及び中央財務部門で用いられる。例えば、金利

オプションにおけるリスクの一部である非線形金利リスクは、マトリクスであらかじめ定義されたストレス・シ

ナリオを用いて測定され、限度額が設定される。これは、金利リスクが基礎となる市場金利及びボラティリティの

変動として測定されることを意味している。

その他の部門及び当行グループの累積金利リスクに関しては、金利リスクは、すべての金利が同時に平行移動

した場合の公正価値への影響として測定される。当年度末現在の当行の金利リスクの合計を、イールドカーブの

1％の上昇又は下落という平行移動があったとして測定した場合、最悪の結果では、-707(-696)百万クローネで

あった。当該リスクのほとんどは、スウェーデン・クローネを含む自国通貨のリスクで、米ドルの金利リスクを合

わせると金利リスク全体の98％を占めている。当該リスク測定には、市場価値によるもの、または市場価値によら

ない利付項目の両方が含まれているため、貸借対照表及び損益計算書上の影響を評価するのは適切ではない。当

該測定は、当行が保有する株式を考慮しておらず、当行が変動金利水準に適応する機会を考慮していない。

特定の金利リスクは、信用スプレッドの変動に対する感応度を用いて測定され、限度額が設定される。特定の金

利リスクは、異なる格付区分毎に測定され、限度額が設定され、信用スプレッド(すなわち、現在のポートフォリオ

の金利と満期が同一である国債の利回りとの差額)における+/-1ベーシス・ポイントの平行移動があった場合、

市場価値の変動に最悪の結果をもたらすものとして計算される。これは、取引相手別に実施される。当年度末にお

ける特定の金利リスク総額は、約7(8)百万クローネであった。

株価リスク

当行の株価リスクは、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツでの顧客との取引及び当行の株式ポート

フォリオにおいて生じている。
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トレーディング勘定に内在する株価リスク

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツの株価リスクは、顧客との間で行った株価関連取引において生

じる。ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツは、仕組商品のマーケット・メーカーであり、線形及び非線

形双方の株価リスクが発生する。非線形株価リスクは、仕組商品に含まれているオプションを通じて生じる。顧客

ニーズを満たすために行われる自己ポジションの範囲は、当行の取締役会が設定した限度額によって制限されて

いる。当行は、マトリクスを用いてハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツの株価リスクを制限及び測定

している。この手法の利点は、非線形リスクを含む株価リスクを効果的に特定することである。VaR並びにその他

のリスク測定手法及びストレス・シナリオは、株価リスク測定の補完として使用される。

トレーディング勘定外の株価リスク

当行グループの保有株式の大半は、活発な市場に上場され市場価格で評価される株式より構成される。非上場

株式は、評価モデルを用いて公正価値で測定される。評価モデルは、個々の株式に対して何が適切とみなされるか

を基準にして選択される。契約で株式の売却可能価格が規定されている非上場株式については、事前に決定され

た売却価格で持分が評価される。これは、例えば、株主総会で譲渡価格が決定される場合等である。

以下の表は、当年度末において基準数値及びボラティリティの仮説による変動があった場合の当行のエクイ

ティ・ポジション合計におけるリスクを示したものである。

為替リスク

当行は、スウェーデン以外を拠点とする市場を有しており、他の複数の国において事業を行っている。したがっ

て、当行グループの勘定がスウェーデン・クローネで表示されていることによる構造上の為替エクスポージャー

が間接的に生じる。構造上のリスクは、可能な限り同一通貨で資産と負債のマッチングを行うことによって、最小

限に抑えられる。当行の資本に影響を与える為替リスクの変動は、注記G41「当行の年次報告書における資本変動

の内訳」に記載されている。

当行の直接的な為替エクスポージャーは、国際為替市場における顧客主導の日中取引の結果として生じる。取

引は、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツで行われる。当行の取締役会は、為替リスクに関してVaR限

度額を設定している。当年度末現在、VaRは3(4)百万クローネであった。通常の銀行業務においても顧客の支払フ

ローの一環として、また中央財務部門において、ある程度の為替エクスポージャーが生じている。取締役会は、こ

れらのエクスポージャーに対して、ポジション限度額を割り当てている。当年度末現在、正味ポジション累計額

は、198(180)百万クローネであった。当行の為替リスクは、したがって、個別通貨又は通貨グループの傾向に応じ

て変動するわけではない。これは、ポジションが非常に短期であり、顧客主導のフローの管理において生じている

ことによるものである。為替リスク総額は、-44(-25)百万クローネであるが、これは当行のスウェーデン・クロー

ネの損益が5％の変動した場合における当行の収益に対する影響として測定された。個別通貨に対するスウェー

デン・クローネの変動への感応度は、為替リスク総額を上回っていなかった。

コモディティ価格リスク

コモディティ関連商品のエクスポージャーは、国際コモディティ市場における顧客に基づく取引の結果として

発生する。コモディティ価格リスクは、当行の市場リスク全体のごく僅かな部分にすぎない。コモディティ取引

は、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツのみで行われている。線形及び非線形コモディティ・リスク

は双方とも、当行がさらされているすべてのコモディティに対するリスクの絶対的な合計として測定されてい

る。当年度末現在、コモディティ価格リスクは、-26(-36)百万クローネで、基礎となるコモディティの20％の価格

変動及びボラティリティの35％の変動に係る最大損失として測定されている。
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為替感応度(スウェーデン・クローネ+/-5％変動の最悪の結果の場合)

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

デンマーク・クローネ 0 7

ユーロ -14 -26

英ポンド -9 -32

ノルウェー・クローネ -5 1

米ドル -9 22

その他 -7 3

合計 -44 -25

トレーディング勘定以外の株式エクスポージャー

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

売却可能に分類されるもの 4,343 5,696

　うち上場 3,388 5,051

　うち非上場 955 645

売却可能に分類されるもの 4,343 5,696

　うち事業関連 565 473

　うちその他の持分 3,778 5,223

期首現在における公正価値評価差額準備金 1,242 60

新規購入分と期末保有分から当年度中に生じた未実現損益の変動 -1,192 1,182

当年度中の売却及び決済による実現額 84 -1

期末現在における公正価値評価差額準備金 134 1,242

Tier 2資本に含まれるもの 133 1,241

株価リスク

百万スウェーデン・クローネ ボラティリティの変動

2011年 2010年

株価の変動 -25％ 0％ 25％ -25％ 0％ 25％

10％ 411 411 413 562 584 617

-10％ -420 -398 -380 -573 -562 -541

流動性リスク

流動性リスクは、支払期限が到来した際に、法外な費用又は損失を被らなければ、当行が支払義務を履行するこ

とができないリスクである。
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中央財務部門は、当行の流動性及び資金調達に関する全般的な責任を担っている。資金調達業務の基本的な条

件は、市場リスク及び流動性リスクを制限することによって、長期的に安定した収益の増加を促進することであ

る。これは資金調達と貸付のキャッシュ・フローをマッチングさせることによって達成される。したがって、当行

は、資金調達における経済リスクを最小限に抑え、事業部門に安定的かつ長期的な内部金利を提供することがで

きる。

公的債務及び各国が経験した財政赤字を埋め合わせるための資金調達が困難であった問題は、何年もの間、特

に2011年に深刻な問題として金融市場に存在してきた。当行は、それらの問題を有する国又は銀行に対する直接

的なエクスポージャーは有していないが、市況による影響は受ける。市場は、引続きハンデルスバンケンに対して

強い信頼を寄せている。市場の評価は、ハンデルスバンケンの資金調達市場における信用リスクは非常に低いと

いうものである。その一つの例が、CDSスプレッドとして知られている当行の信用リスクに関する費用であり、欧

州の銀行の中でも最も低い銀行の一つである。

激動の時代においては、すべてに対する資金調達費用は増加する。但し、銀行間の格差も顕著である。ハンデル

スバンケンの資金調達費用は、他行に比べて最も低い。当行の事業部門においてこれらの費用が確実に考慮され

るようにするために、流動性リスクの価格設定は内部における価格設定の重要な部分となっている。流動性リス

クに関連した費用のうち、当行の中央部門から資金援助される費用はなく、それらの費用は全額、事業部門へ割り

当てられる。事業部門はまた、流動性費用が、顧客との関係においてどのように管理されているかについても責任

を持つ。

ハンデルスバンケンは、リスク又は顧客関係を短期的視点から捉えたことはない。当行は、過年度に経験したよ

りも著しく困難な市場の状況においても、顧客にとって、安定したパートナーでなければならない。資金調達市場

におけるハンデルスバンケンの信頼度の高さは、市場の混乱に対する抵抗力を強化することを目的とした、当行

の資金調達及び流動性管理におけるリスク削減のための長年の努力によるものである。完全に分散化されたビジ

ネス・モデルでない場合、すべての資金調達及び流動性リスクの管理が中央財務部門に一元化される。当行は、随

時、支払いを行うための十分な資金力がなければならない。これは、負債及び資産の満期構造のマッチング、安定

した資金調達、現金による流動資金の十分なバッファー及び実現可能な資産とともに、市場及び通貨、並びに投資

家の数といった観点からも多様化した資金調達を通じて確保されている。

近年の金融危機を受けて、今後数年間でいくつかの新しい規制が施行される。当行は、これらの新規定に対応す

るために長年にわたって様々な変更を行ってきた。これらの変更には、すべての資金調達及び流動性管理、長期的

な資金調達割合の増加、流動性リスク及び満期を反映する内部価格並びに透明性の強化に関する全般的な責任を

有する中央財務部門という機能も含まれている。

当行は、いくつかの異なる資金源から資金調達を行っている。これらの資金調達には、一般顧客及び金融機関か

らの預金、並びに劣後ローンが含まれる。中央財務部門はまた、独自の裁量権により、市場での資金調達に関して

数多くの異なる資金調達プログラムを有している。債券及び証券は、これらのプログラムに基づき、当行及びス

タッドフィポテックの名前で発行されている。これらの資金調達プログラムにより、異なる通貨、数多くの投資家

及び地理的分布の観点から非常に多様化した資金調達が可能になる。当行はまた、カバード・ボンドとノン・カ

バード・ボンドの発行において健全なバランスを維持することを目的としている。当年度中において、当行は、北

欧の銀行の中で、3(a)(2)プログラムとして知られている資金調達プログラムにおいて米ドル建てノン・カバー

ド・ボンドを発行した最初の銀行となった。3(a)(2)とは、債券が特定の指標に含まれているプログラムで、他の

多くのプログラムに比べ、幅広い投資家のアクセスを可能にするプログラムのことである。

当年度中に当行は、これらの資金調達プログラムのほとんどを利用した。短期的な資金調達は、主に、スウェー

デン、欧州及び米国における様々な貸付プログラムに基づき、譲渡性預金証書の発行を通じて行われている。これ

らの貸付プログラムは、国際銀行間市場における資金調達によって補完されている。中央財務部門は、貸借対照表

上の満期構造と通貨構成が当行のリスク許容範囲と確実に一致するようにしている。当年度において当行は、流
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動性リスクを軽減するために段階的な将来の満期に対する事前の資金調達を行った。合計214十億クローネが当

年度中の長期資金調達において発行され、年度末において当行は、2012年第4四半期までに満期を迎えるすべての

債券に対して事前の資金調達を行っていた。資金調達市場の混乱にもかかわらず、当行は、短期及び長期資金調達

の双方において、すべての重要な通貨での資金調達を行うことが可能であった。

2007年から2011年までのITRAXXファイナンシャルズと比較したハンデルスバンケンの5年物CDSのスプレッド

ITRAXXファイナンシャルズは、欧州銀行及び保険部門における25の大手債券発行体のCDSスプレッドの指標と

なっており、会社の信用リスクを受け入れるために投資家が必要とする平均プレミアムについて記載している。

通貨別短期資金調達(2011年)

残存満期が1年未満の発行済証券及び金融機関からの資金調達に関する、2011年12月31日現在の通貨分布。

通貨別長期資金調達(2011年)

残存満期が1年超の発行済証券及び金融機関からの資金調達に関する、2011年12月31日現在の通貨分布。

2011年12月31日現在の資金調達プログラム/限度額

プログラム

プログラム

規模 通貨

未使用金額、

現在のプログ

ラム

対価(百万スウェー

デン・クローネ)
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ユーロ・コマーシャル・ペーパー
* 5,000 EUR 2,165 19,335

ユーロ・コマーシャル・ペーパー(スタッドフィポテック)
* 4,000 EUR 1,600 14,289

フランスの譲渡性預金証書 5,000 EUR 1,289 11,511

EMTCN(スタッドフィポテック)
* 20,000 EUR 9,737 86,956

MTN
* 100,000 SEK 57,273 57,273

スウェーデンのコマーシャル・ペーパー 25,000 SEK 22,430 22,430

スウェーデンのコマーシャル・ペーパー(スタッドフィポテッ

ク)
*

90,000 SEK 87,970 87,970

EMTN
* 50,000 USD 32,470 224,132

その他の資金調達(1年超)
* 15,000 USD 13,040 90,012

米国コマーシャル・ペーパー 15,000 USD 7,741 53,434

延長可能ノート 15,000 USD 10,376 71,623

US144A/3(a)(2) 15,000 USD 8,400 57,983

スタッドフィポテック US144A 15,000 USD 13,400 92,497

スタッドフィポテック豪ドル建てカバード・ボンド・プログラ

ム
5,000 AUD 5,000 35,086

合計 924,531

合計プログラム金額(百万スウェーデン・クローネ) 1,416,567

未使用金額(百万スウェーデン・クローネ) 924,531

未使用金額 65%

* 発行時に通貨転換が行われる場合、これらのプログラムに基づいて当初のプログラム通貨以外の通貨でも発

行が可能である。

2011年12月31日現在の中央銀行及び銀行に対する残高保

有分、並びに流動性準備金における有価証券持分(市場価

値)

(百万スウェーデン・クローネ)

スウェーデン・

クローネ ユーロ 米ドル その他 合計

現金及び中央銀行預け金並びにその他の貸付(レポを除

く)
14,471 87,123 239,394 34,763 375,751

その他の銀行預け金、翌日物(レポを含む) 17,635 445 219 3,814 22,113

国債 23,316 4,168 2,695 2 30,181

地方債及びその他公的機関発行債 797 - - - 797

カバード・ボンド 30,585 1,956 153 - 32,694

自己所有カバード・ボンド 6,260 - - - 6,260

金融機関以外の会社が発行した証券 - 997 125 - 1,122

金融機関が発行した証券(カバード・ボンドを除く) 5,309 1,050 5,165 - 11,524

その他の証券 - - - - -

合計 98,373 95,739 247,751 38,579 480,442
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2010年12月31日現在の中央銀行及び銀行に対する残高持

分、並びに流動性準備金における有価証券持分(市場価値)

(百万スウェーデン・クローネ)

スウェーデン・

クローネ ユーロ 米ドル その他 合計

現金及び中央銀行預け金並びにその他の貸付(レポを除

く)
6,306 46,378 31,758 22,988 107,430

その他の銀行預け金、翌日物(レポを含む) 9,402 322 101 456 10,281

国債 18,266 5,895 559 236 24,956

地方債及びその他公的機関発行債 - - - - -

カバード・ボンド 30,488 1,331 13 - 31,832

自己所有カバード・ボンド - - - - -

金融機関以外の会社が発行した証券 213 2,846 393 - 3,452

金融機関が発行した証券(カバード・ボンドを除く) 60 525 15,360 254 16,199

その他の証券 - - - - -

合計 64,735 57,297 48,184 23,934 194,150

流動性は計画的に管理されているため、当行は金融市場から新たに資金の借入れを行わずに、ストレス条件下

における預金流出規模を想定しても最低12ヶ月間は対応することができる。当行は、このような流動性を管理す

るために流動性準備金を維持しており、金額は、当年度末現在で700十億クローネを超えていた。当該準備金は、中

央銀行預け金及び有価証券保有分の他にカバード・ボンドの未発行金額及びその他の流動性創出手法に係る金

額より構成されている。

当行は、日次で数多くの現金流入及び流出を取り扱っている。現金流入と流出の差異は、限度額を設けることに

よって制限されている。流動性計画は、通貨に関わらず、異なる満期毎のキャッシュ・フロー分析及び当行が重要

なコミットメントを有している通貨におけるキャッシュ・フロー分析に基づくものである。一般的な規定とし

て、流動性の高い通貨は、流動性の低い通貨よりも大規模なエクスポージャーが認められる。ギャップ分析はシナ

リオ・テストで補完されており、流動性におけるストレスの影響については、様々な仮定を用いて分析される。当

行にとって重要な通貨については、グループ・レベル及び個別に、これらのストレス・テストが実施される。

金融市場の短期的な混乱に対する抵抗力の尺度として、バーゼル委員会は流動性カバレッジ比率(以下「LCR」

という。) と呼ばれるリスク比率を提唱している。LCRは銀行に対する拘束要件となる可能性がある。リクスバン

ク(スウェーデン中央銀行)は、システミック上重要なスウェーデンの銀行は、この尺度を既に遵守していなけれ

ばならないと提案している。LCRは、極度のストレスにさらされる30日間の流動性資産と当行グループから流出す

る正味キャッシュ・フローの比率を示す。当該比率は100％超でなければならない。当年度末現在、当行グループ

のLCRは、196％であった。これは、当行が金融市場の短期的な混乱に対して大きな抵抗力を有していることを示し

ている。これは、米ドル及びユーロにも適用される。

流動性創出措置を含む流動性ストレス・テスト－累積的流動性ポジション

（単位：十億スウェーデン・クローネ）
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このグラフに示されている数値は、特定の仮定に基づくキャッシュ・フローのストレス・テストを示してい

る。これは、資金調達市場における、より長期的な混乱に対する抵抗力を示したものである。例えば、当行が金融市

場から資金調達を行えない場合、同時に一般顧客からの預金の10％が消失すると仮定されている。さらに当行は、

引続き当行の中核業務、すなわち家計及び企業からの定期預金並びに家計及び企業に対する貸付を実施し、これ

らは満期時に更新され、発行済コミットメント及び信用枠は一部、顧客によって使用されていると仮定されてい

る。当行はまた、中央銀行及び銀行預け金が使用されていることを考慮しており、中央財務部門の有価証券が中央

銀行に担保として提供された場合には、即時に流動性を提供できることを考慮に入れている。流動性を創出する

ための措置はまた、当行に段階的に流動性を提供するために用いられる。これらの条件の下、当行は2年超にわ

たって流動性を維持することが可能である。したがって、当行は資金調達市場において、長期的な混乱に対しても

大きな抵抗力を有している。

満期分析は契約済支払コミットメントに関する割引前キャッシュ・フロー(金利フローを含む)を示している。

契約済支払コミットメントは、定められた期間内に、遅くとも支払期限までに支払いを行うというものである。以

下の表は、債券及びその他の利付商品が担保として供されているか、あるいは売却される場合に、流動性の高いも

のに転換可能な期間別にその保有を示すものである。これは、この表に含まれている商品の実際の満期を示して

いないことを意味している。資産、負債及び金利フローはまた、契約満期日に対応する満期期間に含められてい

る。住宅ローン事業における貸付に関する金利フローは、これらの資産が通常、資金調達よりも長期にわたる契約

満期を有しているため、貸付に対する資金調達を行っている負債の期間に合わせている。金融保証、契約済貸付及

び未使用の当座貸越枠は、すべてが0-3ヶ月の欄に報告されている。これらのコミットメントの合計残高は、必ず

しも将来における資金調達が必要なことを表すものではない。デリバティブ商品のキャッシュ・フローは、金利

スワップに関して純額で報告され、例えば、為替スワップ等、キャッシュ・フローが総額で支払われる/受領され

る商品の場合は総額で報告される。

金融資産及び負債の満期分析、

2011年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超

不確定

満期 合計

現金及び中央銀行預け金 375,996 - - - - 375,996

債券及びその他の利付証券 106,054 - - - - 106,054

金融機関への貸出金 104,245 1,972 962 633 - 107,812

うちリバース・レポ 60,492 - - - - 60,492

一般顧客への貸出金 230,622 104,035 222,8181,135,339 - 1,692,814

うちリバース・レポ 14,023 - - - - 14,023

資産合計 816,917 106,007 223,7801,135,972 - 2,282,676

金融機関からの預り金 178,503 6,572 2,828 22,100 - 210,003

うちレポ 4,056 - - - - 4,056
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一般顧客からの預金及び借入金 188,899 29,291 5,483 5,490 495,725 724,888

うちレポ 8,003 - - - - 8,003

発行済証券 439,973 212,333 527,827 56,565 - 1,236,698

その他トレーディング負債 17,748 - - - - 17,748

劣後負債 9,510 6,836 16,877 6,764 - 39,987

負債合計 834,633 255,032 553,015 90,919 495,7252,229,324

オフ・バランスシート項目

金融保証及び未使用コミットメン

ト
415,842

デリバティブ、2011年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 合計

デリバティブに係る現金流入合計 770,596 511,375 663,685 177,428 2,123,084

デリバティブに係る現金流出合計 763,194 509,166 650,092 177,830 2,100,282

純額 7,402 2,209 13,593 -402 22,802

金融資産及び負債の満期分析、

2010年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超

不確定

満期 合計

現金及び中央銀行預け金 107,630 - - - - 107,630

債券及びその他の利付証券 120,820 - - - - 120,820

金融機関への貸出金 115,918 3,074 4,960 - - 123,952

うちリバース・レポ 72,256 - - - - 72,256

一般顧客への貸出金 180,064 96,909 205,9301,120,780 - 1,603,683

うちリバース・レポ 27,033 - - - - 27,033

資産合計 524,432 99,983 210,8901,120,780 - 1,956,085

金融機関からの預り金 227,551 5,837 6,424 18,891 - 258,703

うちレポ 4,890 - - - - 4,890

一般顧客からの預金及び借入金 57,112 16,119 7,674 22,914 461,751 565,570

うちレポ 9,071 - - - - 9,071

発行済証券 273,557 180,878 553,356 49,580 - 1,057,371

その他トレーディング負債 33,265 - - - - 33,265

劣後負債 6,238 6,143 30,147 7,101 - 49,629

負債合計 597,723 208,977 597,601 98,486 461,7511,964,538

オフ・バランスシート項目

金融保証及び未使用コミットメン

ト
407,474

デリバティブ、2010年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 合計
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デリバティブに係る現金流入合計 889,792 423,873 617,546 177,027 2,108,238

デリバティブに係る現金流出合計 889,558 420,053 593,917 176,685 2,080,213

純額 234 3,820 23,629 342 28,025

保険事業におけるリスク

保険事業におけるリスクは、主として、市場リスク及び保険リスクより構成されている。

ハンデルスバンケン・リヴにおけるリスクは、主として、当行が資本拠出しない限り、従来型生命保険の顧客に

対して当行が保証しているコミットメントを履行することができないというリスクである。保険事業におけるリ

スクは、こうした市場リスクの他に主に保険リスクより構成される。市場リスクは、資産運用によって生じる場合

もあれば、当社の債務の評価が金利変動に敏感であるという事実によって生じる場合もある。資産運用の目標は、

契約管理費用を低く抑えながら、保険契約者に対する当社の義務を確実に履行することである。資産運用におけ

る主な市場リスクは、金利変動リスクである。ポートフォリオ・ボンド及びユニットリンク型保険商品に関して

は、顧客が投資手段を選択できるため、市場リスクは顧客の負担となる。

保険リスクは、被保険者の寿命又は健康状態に左右される、保険契約の結果の不確実性である。

ハンデルスバンケン・リヴの取締役会は、資産運用の枠組みを設定し、許容範囲内の様々な資産区分のエクス

ポージャーをコントロールする投資方針を決定している。ハンデルスバンケン・リヴの市場リスクは、ハンデル

スバンケンの取締役会が規定した金額に対するリスク・エクスポージャーを確認することによって、日次で監視

されている。さらに当社のソルベンシーマージン比率、健全性の状況及び負債のカバー状況に関するフォロー

アップが行われている。これらは、保険事業における資産構成について、当局より要求されている事項である。保

険事業は、市場リスク、保険リスク及びオペレーショナル・リスクについて、保険会社の取締役会及び最高経営責

任者、ハンデルスバンケンの中央リスク管理部門、並びに当行最高財務責任者、当行グループの最高経営責任者及

び取締役会に報告する。

保険事業における流動性リスクは、支払期限到来時に当社が支払義務を満たすことができないか、あるいは当

社が妥当な価格で有価証券を売却できないリスクである。当該リスクは、投資資産のほとんどが流動性の高い上

場有価証券に投資されているため、限定的である。

ハンデルスバンケン・リヴにおける市場リスク合計は、99.5％の信頼水準を有するVaRを用いて、保有期間を1

四半期として算定されている。VaRの測定には、資産及び負債の双方が含まれている。当年度末現在、VaRは

857(838)百万クローネであった。

ハンデルスバンケン・リヴにおける保険リスクは、以下に関する仮定の不確実性によって生じる。

・予定死亡率

・余命

・疾病又は就業不能の可能性

・事故の可能性

保険契約は、これら4つの要素を複数含んでいる場合がある。

スウェーデンにおける余命の伸びは、保険会社の将来の年金保険債務に影響を与える。2009年以降、ハンデルス

バンケン・リヴは業界標準であるDUS06による余命の仮定を用いている。継続的に死亡率が低下し、通常、仮定よ

りも10％低くなった場合、将来損失の現在価値は、約57百万クローネとなる。ハンデルスバンケン・リヴのリスク

商品(大部分が死亡時に給付金を支払う)は、毎年、価格設定され、当社は毎年、単独で保険料を変更している。した

がって、不正確な死亡率の仮定は、比較的迅速に訂正できる。健康保険に関しては、年毎の変動がより大きくなる

可能性があるため、リスク結果に変動が生じやすい。但し、これらの保険料も通常、年次で調整されるため、当社は

変動を補填することができる。
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罹患率は、払い込まれたリスク・プレミアム、発生した疾病の見積費用、並びに報告済(継続的かつ定期的な支

出)及び未報告請求に関する引当金の変動によって決定される。引当金の計算においては、回復又は死亡のいずれ

かによって病気ではなくなる可能性についての仮定を一部反映している。したがって、計算結果は、適用される仮

定に関連して、何人の被保険者が罹患するか(及び給付金の金額)と何人の被保険者が回復するかに依存する。

2011年における罹患率に関する引当金は、77百万クローネで、このうち29百万クローネは当年度中に発生した疾

病に対するもので、48百万クローネは実際に回復した人数と回復に関する仮定との差額である。

小規模企業及び個人がハンデルスバンケン・リヴの保険契約者の大部分を占めている。保険リスクに関して

は、リスクが主にスウェーデンに所在するという以外にリスクの集中は存在しない。

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスクは、不適切な内部プロセス、人為的ミス、誤ったシステム、若しくは外部事象による

損失リスクである。オペレーショナル・リスクの定義には、法的リスクも含まれている。

ハンデルスバンケンは、オペレーショナル・リスクを厳格に管理しており、オペレーショナル・リスクを特定

及び管理するために積極的に活動している。こうした活動は、当行のリスクに対する厳格な態度によって補完さ

れている。さらに、費用対効果に十分に焦点を絞ることによっても支援されているが、これは管理体制の欠陥によ

り不要な費用が発生することが多いことによる。したがって、業務上の誤謬及び欠陥は可能な限り削減されてい

る。これは、小規模であるものの頻繁に発生する事象及び大幅な予想外の損失をもたらす可能性のある重要な事

象に適用される。当行の経営陣は、リスク管理に関して、組織を通じて頻繁かつ積極的なオペレーショナル・リス

クのフォローアップを実施している。最も深刻な事態につながる可能性のあるオペレーショナル・リスクには特

別な注意を払う必要がある。内部監査での業務検査もまた、オペレーショナル・リスクに焦点を絞っている。

オペレーショナル・リスクの管理責任は、業務部門、現地のリスク管理部門及び中央リスク管理部門に分配さ

れている。業務部門は、定期的なリスクの特定及び管理についての責任を負っている。現地のリスク管理部門は、

オペレーショナル・リスクの管理に関する既存の手法及び手続が業務部門で確実に使用されるようにする責任

を負っている。現地のリスク管理部門はまた、積極的な対策の実施及びフォローアップに対する責任を負ってい

る。中央リスク管理部門は、当行グループ全体でのフォローアップと併せて、オペレーショナル・リスクの特定、

助言、管理及び報告に用いる手続に関する責任を負っている。

オペレーショナル・リスクは、ハンデルスバンケンのすべての業務に存在している。日次でのリスクの特定及

び管理に関する責任は、業務のすべての階層において、経営責任の明確かつ重要な一部となっている。当行の作業

分散化は費用対効果を向上させ、結果として、日々の手続及び事象における潜在的な損失リスクに対する警戒に

つながっている。適切な管理体制及び積極的な対策に焦点を絞ることによって、業務のあらゆる部分において、リ

スクを許容水準に維持している。

オペレーショナル・リスクは、作業分担及び責任、手続の管理構造、並びに情報及び報告システムの目的適合性

について、職務責任を有する管理者が公表する内部指示書に含まれている。規定及び手続は年次で評価され、手続

の内部統制及び業務フローは文書化されている。各部門の管理者はまた、内部統制、情報セキュリティー、銀行の

守秘義務及びその他のセキュリティー対策を含む、セキュリティーに関するレビューを年次で実施している。

オペレーショナル・リスクの責任を担っている管理者とは別に、情報セキュリティー及び当行グループのセ

キュリティーに関する特別な責任を有している管理者がおり、当行グループの最高経営責任者に直接報告を行っ

ている。

オペレーショナル・リスクの責任を担っている現地のリスク管理部門は、当行の国内市場以外の地方銀行、主

要部門、子会社及び部門に設置されている。現地のリスク管理部門は、オペレーショナル・リスクを管理するため

に現存の手法が用いられていることを確認するとともに、オペレーショナル・リスクを特定するために積極的に

活動し、適切なリスク軽減措置が講じられ、完了していることを監視する責任がある。
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中央リスク管理部門は、オペレーショナル・リスクを特定し、定量化するための手法に関する責任を持つ。ま

た、中央リスク管理部門には、当行グループのオペレーショナル・リスクを分析し、経営陣と取締役会に報告する

責任があり、オペレーショナル・リスク軽減措置を監視する責任がある。このような管理体制において、適切な品

質を達成及び維持するために、中央リスク管理部門及び現地のリスク管理部門は、定期的に緊密な連携を取って

いる。オペレーショナル・リスクは、6ヶ月毎に取締役会に報告される。当該報告書に先立ち、中央リスク管理部門

は、地方銀行、主要部門、子会社及びハンデルスバンケン・インターナショナルの代表者から情報を入手してい

る。その情報は、重要な事象、大幅な損失及び進行中の重要かつ積極的な措置について網羅している。中央リスク

管理部門は、グループ・レベルでの累積的なリスク評価により、この情報を補完している。重要な外部事象が他の

金融機関に影響を及ぼしている場合、当該報告書は、当行内の内部調査又は積極的な措置に関する情報によって

補完される。報告書全体は、最高財務責任者、当行グループの最高経営責任者及び取締役会に提出される。

当行は、新商品及びサービス並びに既存の商品及びサービスへの主要な変更を処理する際、慎重に行っている。

商品に関する責任を有する各事業分野、子会社及び地方銀行は、最低要件である中央リスク管理部門のガイドラ

インに従って新商品の処理を行う。これには、商品をどのように導入するか決定する既存のプロセスも含まれる。

現地のリスク管理部門が実施するリスク分析は、常に商品の販売開始前に行われている。当該分析は、オペレー

ショナル・リスクを含む、当行及び顧客に対するリスクを考慮している。中央リスク管理部門は、分析結果の報告

を受け、妥当な場合は複雑な案件に関与している。

当行は、オペレーショナル・リスクの継続的な特定、処理及び評価に対する補完措置として、事件及びリスク指

標に関する自己評価手続、報告及び案件管理システムを有している。

通常の手続及び内部統制において、あるいは新商品を承認する際に特定されず管理されていないオペレーショ

ナル・リスクを捉えるために、当行の国内市場以外のすべての地方銀行、主要部門、子会社及び国際部門ではOPRA

リスク分析と呼ばれるオペレーショナル・リスクの年次自己評価を実施している。現地のリスク管理部門は、毎

年、OPRAリスク分析を実施する責任がある。中央リスク管理部門は、計画及び実施に関する支援を行っている。よ

り複雑な業務を行っている部門では、自己評価手続を複数のセッションに分割している。通常、約5人から8人の経

験豊富で当該ユニットの全体像とリスク・テイキングを把握している従業員が当該セッションに参加する。目的

は、リスクを特定し、その結末及び事象が発生する可能性について評価することである。影響の評価には、財政上

の損失及び評判の失墜の双方が含まれる。重要なインプットには、過年度に報告された事件並びに当行グループ

のその他の部署又は他行及び他社に影響を及ぼした事件の事実及び統計が含まれる。自己評価手続は、リスク軽

減について規定する行動計画に結びついており、行動計画には、その実行方法、責任者及び措置を講じる際の期限

について記載されている。当該行動計画は作業工程文書であり、現地のリスク管理部門によって、当年度中に定期

的にフォローアップされている。中央リスク管理部門は、評価手続が完了していることを確認するために、完了し

たOPRAリスク分析(行動計画を含む)についての報告を受けている。当該行動計画はまた、現地のリスク管理部門

が実行している積極的な措置を、中央リスク管理部門がフォローアップする際にも用いられる。

事件はオペレーショナル・リスクを網羅する7種類のバーゼルⅡに基づく事象のうちの一つとなる。ハンデル

スバンケン・グループの全従業員は、所属する部門に影響する事件について報告する義務がある。25,000クロー

ネを超える損失は、常に事件とみなされる。報告された事件はレビューされ、現地のリスク管理部門によって定期

的に分類される。作業には、フォローアップ及び積極的な対策への着手も含まれる。これは、影響を受けた部署及

び支店と緊密な連携を取ることによって行われる。現地のコンプライアンス部門はまた、問題となっている地方

銀行、主要部門、子会社又は国際部門において報告された事件を監視する権限を与えられている。中央リスク管理

部門の他にも、当行グループのセキュリティー関連の主要部門、内部監査、情報セキュリティー及びコンプライア

ンス部門は、データベースにアクセスし、グループ・レベルで報告されたすべての事件をフォローすることがで

きる。これにより、リスク管理及び積極的な対策に関する協力が促進されている。
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深刻な混乱に対応するために、当行グループのすべての部署に緊急時における計画及び継続的な計画が設定さ

れている。緊急時における計画は、危機的状況及びその影響に対して迅速かつ組織的な対応を開始するために、危

機管理チームを支援するものである。当行グループ全体では中央危機管理チームが存在し、当行の国内市場以外

の各地方銀行及び国際部門には現地の危機管理チームが存在し、中央IT部門及びハンデルスバンケン・キャピタ

ル・マーケッツにおいても危機管理チームが存在する。中央危機管理チームには常勤職員がおり、経営陣及び/又

は経営陣に近いメンバーより構成される。中央危機管理チームの役割は、当行グループで重大な危機が発生した

際に危機管理チーム間の連絡窓口となることであり、深刻な危機の際には現地の危機管理チームの作業を支援

し、主要な中央部門の危機管理チームとして機能することである。継続的な計画は、事業部門の重大な混乱を最小

限にとどめるために予防的措置を講じることに重点的に取り組んでいる。

ハンデルスバンケンは、オペレーショナル・リスクにおける所要自己資本を算定するために標準アプローチを

使用している。所要自己資本は、標準アプローチに従って、規制で定められた係数を直近3事業年度中の平均営業

収益に乗じて計算される。異なる事業セグメントにおいては、異なる係数が適用される。

ハンデルスバンケン・グループ全体のオペレーショナル・リスクに関する所要自己資本の合計は、2011年度末

現在で4,117(3,849)百万クローネであった。この前年からの増加は、平均営業収益が、2007年から2009年に比べ、

2008年から2010年の方が高かったことによるものである。

報酬制度におけるリスク

報酬リスクは、報酬制度によって生じる損失又はその他の変動リスクである。

給与に関する当行の方針は、当行の競争力及び収益性を増加させ、当行がスキルの高いスタッフを雇用し、定着

させ、育成することを可能にし、能力開発及び後継者育成を可能にすることを目的としている。当行における健全

かつ長期的な収益性及び実績により、当行従業員の安定した盤石な給与基盤が創出されている。

実行された業務に対する報酬は、従業員毎に個別に設定され、固定給、諸手当及び年金の形態で支払われる。ハ

ンデルスバンケンでは、給与は現地水準で設定される。給与は、従業員と直属のマネージャーとの間で行われる給

与の見直しを経て設定される。これらの原則は何年もの間、適用されており、大きな成功を収めている。ここでは、

あらゆる階層のマネージャーが定期的に給与プロセスに参加し、当行の給与方針に対する責任を持ち、各自の部

門のスタッフ費用の増加に責任を持つことを意味している。給与は、あらかじめ設定された給与決定要素に基づ

いて決定されている。すなわち、給与決定要素とは業務内容及び難易度、スキル、実績及び成果、指導力(従業員の

キャリア形成に対する責任を担っているマネージャーの場合)、市場の需給関係、並びに当行の企業カルチャーの

代表者としての役割である。

当行の報酬リスク許容度は低く、報酬リスクを低水準に抑えるために積極的に活動している。これは、一部にお

いて変動報酬を非常に限定された範囲のみに使用することによって、また変動報酬が市場慣行となっている分野

のみに使用することによって達成されている。変動報酬が存在する場合、繰延払になるという規定になっている。

当行の従業員報酬に対する基本方針は、長年にわたり確立されたものである。当行の報酬制度の基本方針は、取

締役会で決定される報酬方針において規定されている。より詳細にわたる実施指令は、当行グループの最高経営

責任者が決定している。報酬リスクの特定及び管理責任は、その業務の責任者である各マネージャーにあり、内部

方針、ガイドライン及び指示書に従って管理されている。現地のリスク管理部門は、意図されたとおりに報酬制度

が適用されているかどうかについて定期的に監視している。中央リスク管理部門は、報酬方針が取締役会で協議

され、決定される前に報酬方針及び報酬制度に関連するリスクを評価する責任を担っている。これは、少なくとも

年１回行われる。評価には幅広いアプローチが用いられ、評価しなければならない項目には、インセンティブ構

成、別個に規制されるスタッフの分類、固定給と変動報酬のバランス、繰延規定及び資本基盤への影響が含まれ

る。さらに中央リスク管理部門は、内部的な自己資本比率の評価に関連して、報酬方針の適用についても評価して

いる。当該リスク分析及び評価に基づき、報酬制度が当行の財政状態を脅かす可能性のある方法で整備されてい
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るかについても評価が行われる。当該責任にはまた、報酬に関連してリスク費用が正確に計算されるようにする

ことも含まれている。

ハンデルスバンケンの報奨方針及び報酬制度におけるリスクは低く、過剰なリスク負担を是正し、健全かつ効

果的なリスク管理を促進するとみなされている。このようなリスク管理は、当行の厳格なリスク管理に適合して

おり、当行の長期的な利益を支えるとみなされている。当該報酬制度は、変動報酬の支払が強制されることによっ

て当行の資本基盤が弱体化するリスクのない方法で整備されている。変動報酬の全体又は一部について減額又は

対象から除外することが可能であり、これは変動報酬部分と未払繰延変動報酬部分の双方の分配に対して適用さ

れる。

当行の報酬制度に関する詳細情報及び統計に関しては、コーポレード・ガバナンス・レポート及び注記G8「人

件費」を参照のこと。

経済資本

ハンデルスバンケンの経済資本算定モデルは、当行グループ全体のリスクに対する１つの尺度を提供してい

る。また、当該モデルは、資本が予想外の損失又は価値の下落を補填できる可能性が非常に高いことを示してい

る。

中央リスク管理部門は、当行グループの様々なリスクについて総合的に監視する責任を有している。当行の経

済資本(以下「EC」という。) モデルは、当該監視における手段である。経済資本は、当行グループが、当行グルー

プのすべてのリスクに関連して、常に十分な資本を保有できるようにするために不可欠な構成要素である。した

がって、当行グループの見解では、経済資本は、保険事業におけるリスク及び当行の年金債務におけるリスクを含

んでいる。

経済資本は、1年間の対象期間にわたって、容認可能なリスク水準及び望ましい格付を反映した信頼水準で計算

される。取締役会は、経済資本の算定を当行にとって極端に不利な事象を取り込み、99.97％の信頼水準で行われ

なければならないと決定している。この信頼度指数は、この極端に不利な事象が10,000年に3回だけ発生すること

が予想されると示唆している。ECは平均的な年(収益があり当行の資産価値が増加する年)における結果と

99.97％の信頼水準で極端に不利な事象が発生した年の結果との差額である。

異なるリスク区分間への分散効果は、ECを算定する際に考慮されている。したがって、すべてのリスクに対する

所要自己資本は、個別のリスクに対する経済資本の合計を下回る。これは、リスクの一部が相互に独立しているた

めである。

2011年12月31日現在における分散化を含むAFR及びEC合計

負の結果を吸収できるバッファーを形成している資本及びその他の財源は、利用可能な財源(以下「AFR」とい

う。) と呼ばれる。AFRは、オン・バランスシート及びオフ・バランスシートのその他の財務的価値の他に、1年間
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の対象期間にわたって利用可能なハンデルスバンケンの資本である。

当行グループは、株主の観点からのリスク管理及び資本管理を採用している。経済資本モデルは当行グループ

の全体的な見解を示すものであり、これにより株主から見たリスク及び資本の状態を最適化することができる。

計算結果は当行の内部統制及び新規取引又は構造上の変更が検討される場合に重要な役割を果たしている。

信用リスクは、当行グループのすべての取引相手及びエクスポージャーに対する債務不履行のシミュレーショ

ン結果を用いて、算定される。

市場リスクは、トレーディング・リスク、銀行業務における金利リスク、保険事業における市場リスク及び当行

独自の株式ポートフォリオにおける価値の減損のリスクより構成されている。

年金債務におけるリスクは、主として、当行の年金債務を引き受けるために存在する価値の減少リスクより構

成されている。年金債務のほとんどはスウェーデンにおけるものであり、年金財団において保証され、職業年金基

金において保険がかけられている。

非金融リスクは、オペレーショナル・リスク、事業リスク、不動産リスク及び保険リスクである。事業リスクは、

問題となっている事業の収益及び費用の予想外の変動に関連している。これは、例えば、需要又は競争環境が予想

外に変化し、結果として取引高の低下及び利鞘の縮小につながってしまうような場合に生じる可能性がある。不

動産リスクは当行が所有している不動産価値の下落のリスクである。

年度末において、ECは56(65)十億クローネであり、このうち信用リスクが全リスクの重要な部分を占めていた。

取締役会は、AFR/EC比率は最低、120％とすると規定している。年度末におけるAFR/EC比率は、229(208)％であり、

当行がリスク全般に関して十分な資本を準備していることを示している。スウェーデン金融監督庁は、当行の資

本評価全般について、同じ結論に至っている。

報告されたリスク及び資本状態は、リスクの算定に景気変動に対する余裕安全率が含まれているとはいえ、あ

くまでも断片的なものである。当行グループの自己資本比率の最終評価を実施するに当たっては、当行の資本計

画の一環として実行されたストレス及びシナリオ分析も考慮されなければならない。

資本計画

所要自己資本は、当行グループの予想される発展、規制、目標数値、ハンデルスバンケンの経済資本モデル及び

ストレス・テストの関数である。当行の所要自己資本は毎週、最高財務責任者に報告され、少なくとも四半期毎に

取締役会に報告される。

当行の資本の目標は、規制資本及びECのストレス・テストに基づいて、取締役会が定期的に決定する。取締役会

は、当行の経営に関する関連測定であるバーゼルⅡにおけるTier 1比率を9％から11％の間にしなければならな

いと規定している。当行は、予想される新規定及び所要自己資本の増加を考慮して、目標値を上回る資本の増額を

選択している。資本に関する目標値(調整済)は、新規定が設定されるまでは決定されない。

当行には、積極的な資本計画の一環として、当行が資本状況を改善する必要がある場合に講じることができる

具体的な対策を盛り込んだ危機管理計画及び行動計画がある。危機管理計画及び行動計画の目的は、早い段階で

潜在的な脅威を特定し、当行グループが必要に応じて迅速に行動する準備をするための警告システムを確保する

ことにある。

長期資本計画は、毎年策定され、当行グループの現在の資本状況、予想される資本業績の予測及び様々なシナリ

オにおける結果についての包括的な概要を提示することを目的として策定されている。これらのシナリオは、予

想される事象とは大幅に異なるように作成されているため、当行グループの低いリスク許容度と調和している。

資本計画にはまた、規制上の見解及び株主の見解の双方を考慮し、極端に不利な事業環境においていかに資本状

況を満足いく水準に維持するかについての提案も含まれている。

資本計画は、短期及び中長期的な予測に分類されている。

資本計画の一部は最大2年後までの短期予測より構成されており、主に既存の業績と所要自己資本の策定に重
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点を置いている。当該予測は、資本基盤の規模及び構成を継続的に採用できるようにするために必要である。

資本計画作業は、取引高、リスク及び業績の変動についての継続的な分析を通じて、また所要自己資本及び資本

金額に影響を及ぼす可能性のある事象を監視することによって実行される。短期予測には、当行グループの資本

基盤を構成するすべてのサブ・コンポーネントが含まれている。当該作業にはまた、短期的な視点から自己資本

比率及び資本基盤において予想される変動についての様々な感応度分析を行うことも含まれている。したがっ

て、当行は、例えば市場操作を通じて、必要に応じて資本基盤の規模及び構成を変更する準備を整えることができ

る。

短期分析の結果は、実施される資本運営の基礎を形成しており、定期的に最高財務責任者に報告され、必要に応

じて当行グループの最高経営責任者及び取締役会に報告される。当該分析は、既存の収益能力が取引高の様々な

変動にいかに対処できるか、及び潜在的に可能な資本運営からどのような影響が生じるかについての近い将来に

おける判断のポイントを伴った慎重な基本シナリオに基づくものである。

中長期的な予測より構成される資本計画の一部は、法定自己資本比率に確実に準拠することを目的としてお

り、当行グループのAFRが、経済資本モデルに従って計算されたすべてのリスクに関する妥当な利益率を常にカ

バーできるようにすることを目的としている。その目的は、予想される業績を予測することであり、様々なシナリ

オにおける当行の抵抗力が満足いく水準にあるか否か判断することである。計画期間は最低5年間で、当行グルー

プの事業業績傾向全般を考慮に入れている。

シナリオ及びストレス・テストはまた、この予測作業において継続的に実施される。基本シナリオは、資本予測

の基礎を形成している。当該シナリオは利益、取引高の増加、貸倒損失等財政上の仮定並びに株式市場、不動産市

場及び債券市場の業績に関する今後5年間の予想される業績より取得されている。基本シナリオは、その後、数多

くの景気循環及び危機シナリオにおける結果と比較される。ストレス・シナリオは、金融市場における異なるマ

クロ経済変数の影響と歴史的関連との分析に従って策定され、ハンデルスバンケンに最も不利な影響をもたらす

と予想されるシナリオを用いて選定される。

内部的な自己資本比率の評価結果は、四半期毎に取締役会に報告される。

2011年度末現在において、当行（自己資本規制に関する決定については保留）は、当行の資本をバーゼルⅡに

おいて規定されている当行の目標値である9％から11％を上回る水準に引き上げることを決定しているため、

バーゼルⅡに基づくTire 1比率は18.4％であった。

注記G3　純利息収益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

利息収益

金融機関及び中央銀行 2,375 1,254

一般顧客 57,336 43,076

財務省証券及びその他の適格証券 3,187 2,856

利付証券 4,652 3,175

ヘッジ手段として認識されるデリバティブ -1,509 -3,727

その他利息収益 1,270 1,225

利息収益合計 67,311 47,859

うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息収益 5,751 4,470

損益計算書に計上される利息収益 61,560 43,389
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利息費用

金融機関及び中央銀行 -3,485 -1,576

一般顧客 -7,387 -3,196

発行済証券 -24,366 -22,750

ヘッジ手段として認識されるデリバティブ 1,603 8,858

劣後負債 -1,656 -1,924

その他利息費用 -8,384 -6,494

利息費用合計 -43,675 -27,082

うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息費用 -5,728 -5,030

損益計算書に計上される利息費用 -37,947 -22,052

純利息収益 23,613 21,337

減損貸出金に係る利息収益136(94)百万クローネを含む。償却原価で認識される資産及び売却可能資産に係る利息収益は、

合計61,384(45,387)百万クローネであった。償却原価で認識される負債に係る利息費用は、合計39,550(30,910)百万クローネ

であった。

注記G4　純手数料及びコミッション収益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

仲介 1,400 1,867

ミューチュアル・ファンド 1,639 1,590

カストディ 370 374

助言サービス 211 223

保険 647 605

支払 2,567 2,455

貸出金及び預金 1,239 1,231

保証 475 521

その他 428 428

手数料及びコミッション収益合計 8,976 9,294

仲介、ミューチュアル・ファンド及びカストディ -214 -219

支払 -979 -963

その他 -110 -90

手数料及びコミッション費用合計 -1,303 -1,272

純手数料及びコミッション収益 7,673 8,022

注記G5　公正価値で評価される金融項目からの純損益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年
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売却可能(実現額) 100 20

　うち株式 111 -1

　うち利付証券 -11 21

ヘッジ会計

　公正価値ヘッジ -74 339

　うちヘッジ手段 6,119 -2,479

　うちヘッジ対象 -6,193 2,818

　キャッシュフロー・ヘッジの非有効部分 -9 -2

　純投資ヘッジの非有効部分 - -

公正価値で測定される商品

　貸出金及び債権 69 22

　うち銀行間金利の変動によるもの 36 17

　利付証券 2,712 -182

償却原価で計上される貸出金及び債権 276 401

償却原価で計上される金融負債 -66 -357

アンバンドル型の保険契約に係る損益 -8 -70

トレーディング/その他 -1,984 1,206

合計 1,016 1,377

売却可能

「売却可能」は、売却可能として分類された金融資産の実現損益を示している。売却可能資産に係る利息は、純

利息収益に計上されている。当年度中において、売却可能金融資産に関する未実現変動額(税引後)-1,089百万ク

ローネがその他包括利益に計上されている。過年度にその他包括利益に計上されていた売却可能金融資産の変動

額で当年度中に損益計算書に再分類された実現変動額（税引前）は、183百万クローネであった。当該金額は、一

部、純利息収益に計上されている。

ヘッジ会計

「公正価値ヘッジ」には、ヘッジ対象の一部となっている金融資産及び負債の市場価値の実現及び未実現変動

に係る純損益が含まれる。これらの商品の利息収益及び利息費用は、純利息収益に計上される。キャッシュフロー

・ヘッジに用いられるデリバティブ契約の非有効部分の損益に関する影響は、「キャッシュフロー・ヘッジの非

有効部分」に計上される。海外ユニットへの純投資ヘッジの非有効部分の損益に関する影響は、「純投資ヘッジ

の非有効部分」に計上される。

公正価値で測定される商品

「公正価値で測定される商品」には、当初認識時に損益計算書を通じて公正価値で評価するものとして分類さ

れた商品の実現及び未実現価値の変動が含まれる。但し、当行グループの保険事業において制度資産から生じた

価値の変動を除く。保険事業から生じた利益の認識に関する原則については、注記G1に記載されている。

償却原価で計上される貸出金及び債権並びに金融負債

「償却原価で計上される貸出金及び債権」は、貸出金が繰上償還される場合に生じるキャピタルゲイン/ロス
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である。「償却原価で計上される金融負債」には、当行が発行した自己株式の買戻しによって生じたキャピタル

ゲイン/ロスが含まれる。

アンバンドル型の保険契約に係る損益

「アンバンドル型の保険契約に係る損益」は、保険契約負債の金融要素を再評価する際に生じた損益に相当す

る。

トレーディング目的で保有するもの/その他

トレーディングには、トレーディング目的で保有する金融資産及び負債に係る市場価値の変動及び金利の未実

現及び実現変動が含まれる。

注記G6　保険リスク

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

保険料収入 512 514

支払保険金 -399 -419

未払保険金の変動 49 152

その他 47 -42

合計 209 205

注記G7　その他収益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

賃料収入 33 36

その他営業収益 110 118

合計 143 154

注記G8　人件費

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

給与及び報酬 -6,656 -6,367

社会保障費 -1,632 -1,599

年金費用
1 -273 -216

利益分配財団に対する引当金 -913 -842

その他人件費 -468 -480

合計 -9,942 -9,504

1） 既報告年金費用の構成要素は、正味年金資産の表に示されている。

平均従業員数 2011年 男性 女性 2010年 男性 女性

スウェーデン 7,648 3,520 4,128 7,549 3,578 3,971

ノルウェー 799 435 364 765 402 363

フィンランド 607 256 351 582 224 358

デンマーク 705 354 351 699 335 364
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英国 837 533 304 708 463 245

ルクセンブルグ 92 53 39 89 49 40

ドイツ 61 39 22 59 35 24

米国 78 51 27 74 47 27

オランダ 67 44 23 46 30 16

シンガポール 39 11 28 32 8 24

香港 31 18 13 28 16 12

ポーランド 64 28 36 60 26 34

ロシア 51 13 38 60 17 43

その他諸国 105 38 67 99 35 64

合計 11,184 5,393 5,791 10,850 5,265 5,585

報酬合計、事業セグメント

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

スウェーデン国内における支店業務 -3,118 -3,012

スウェーデン国外における支店業務 -2,766 -2,590

キャピタル・マーケッツ -2,111 -2,054

その他 -2,632 -2,521

調整及び消去 685 673

合計 -9,942 -9,504

給与及び報酬

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

上級経営陣
2 -146 -130

その他 -6,510 -6,237

合計 -6,656 -6,367

男女別分布 2011年 2010年

％ 男性 女性 男性 女性

上級経営陣（取締役を除く）
2 78 22 82 18

取締役 75 25 75 25

取締役
2 80 20 81 19

2） 子会社を含む

従業員給付

当行の従業員に対する報酬の基本方針は、長年にわたり確立されたものである。ハンデルスバンケンは、通常、

厳格なリスク管理を行っており、固定報酬が健全な経営につながると考えているため、固定報酬を基本方針とす

べきであると考えている。当行は、従業員の雇用について長期的な視点に立っている。給与の上昇及びその他の形

態の報酬は、当行における従業員の勤続年数によって変動し、好業績を挙げた場合は常に報奨対象となる。この報

酬全体は、当行の競争力及び収益性を高めると同時に、当行がスキルの高いスタッフを雇用し、定着させ、育成す

ることを可能にし、適切な能力開発及び後継者育成を確実に行うことを支援する。
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報酬は、固定現金給与、一般的な給与手当及び年金給付の形態を取っている。給与は、当行の分散型の業務方法

に従って現地で設定され、あらかじめ設定された給与決定要素である業務内容及び難易度、スキル、実績及び成

果、キャリア形成の責任を担う従業員に対する指導力、市場の需給関係、並びに当行のビジネスカルチャーの代表

者としての実績に基づいて決定される。

変動報酬は、それが市場慣行であると評価されるような限定された業務においてのみ発生する。変動報酬は当

行の取締役会により最終的な金額が決定される。最高経営責任者は、取締役会が規定した条件に基づいて変動報

酬が認められるかどうか決定する。

報酬方針

当行の報酬制度に関する基本方針は、当行の報酬委員会が作成し、その後当行の取締役会が決定する方針にお

いて定められている。当該報酬委員会は、当行から独立している3人のメンバーで構成され、3人とも取締役会のメ

ンバーである。報酬に関連する事項において、当該報酬委員会メンバーは、取締役会決議に関する提案を行う権限

と上級経営陣の任期を評価する権限が与えられている。報酬委員会のメンバーは、Hans Larsson氏(取締役会会

長)、Bente Rathe氏、及び Goran Ennerfelt氏である。

当行の報酬方針は、毎年又は必要に応じて見直される。2011年の当該方針の作成作業において、ハンデルスバン

ケンのリスク許容度が一つの要素となっていた。当該方針の提案を行う作業において、及び当該作業に関連した

変動報酬のリスク分析は、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ、中央リスク管理部門、中央法務部門、

当行グループ財務部門、コーポレート・ガバナンス及び中央人事部門の各代表者とともに内部の作業グループに

よって実施された。当行の報酬方針は、中央リスク管理部門が実施したリスク分析に基づいている。PwCは報酬に

関する社外コンサルタントとして関与していた。

変動報酬

2011年3月1日より、一任ポートフォリオ運用の許可証(FFFS 2011年:第1号)を持つ金融機関、証券会社及びファ

ンド運用会社における報酬方針に関するスウェーデン金融監督庁の規制が適用される。この規制には、変動報酬

を受領する従業員、及び金融機関のリスク水準に影響を及ぼす可能性のある従業員に対する特別規則が含まれて

いる。当該規制には、繰延報酬に関する条項が含まれている。

ハンデルスバンケンでは、変動報酬が発生する範囲が限られており、ハンデルスバンケン・キャピタル・マー

ケッツの事業分野のみに限定されている。当行の上級経営陣又は与信あるいは限度額の決定を行う従業員に対し

て変動報酬は支払われない。単独又は他者とともに与信、市場、流動性、コモディティ、通貨又は金利リスク限度額

を決定する権限を与えられている従業員、並びに商品の条件に決定を下すことによって当行のリスク・プロファ

イルに影響を及ぼす可能性のある従業員に対しては、固定報酬のみが認められている。変動報酬の基準となる利

益は、業務に必要とされる実際の資本及び流動性費用によって相殺されるため、報酬水準は当行の全般的な目標

と一致している。

変動報酬は、給与設定に関する当行のモデル及び給与決定要素に基づいて決定される。これらの要素に加え、健

全なリスク負担、適切な法令の遵守及びコンプライアンスに付随する特別な重要性とともに、業務に特有の要素

が考慮されなければならない。変動報酬は現金のみで支払われる。

変動報酬の対象となる従業員はすべて、「特定職員」とされ、報酬繰延規定の対象となる。変動報酬が100,000

クローネを超過する場合、ハンデルスバンケンは最低3年間、報酬金額の40％から60％を繰延べている。特に高額

の場合、4年間にわたって60％が繰延べられる。当行の方針では、主要規定は個人レベルで決定され、変動報酬は固

定報酬の150％を超えてはならない。繰延変動報酬に関する規定は、すべての従業員及びマネージャーに適用され

る。繰延期間末日に、繰延報酬の支給と権利が従業員に移転する。繰延変動報酬は、繰延期間中の損失、リスクの増

加及び費用が発生した場合に失効又は減額される。また、事業を継続するため、当行の財政状態あるいは当行が対
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象となっている金融機関又は類似機関に対する政府支援に関する行政上の特別規定によって報酬の支給が不可

能な場合にも繰延変動報酬は失効又は減額される。

報酬合計 2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ 経営陣
1

リスク

テイカー その他 経営陣
1

リスク

テイカー その他

固定報酬稼得額

(百万スウェーデン・クロー

ネ)

95 2,606 3,855 89 2,631 3,468

変動報酬稼得額

(百万スウェーデン・クロー

ネ)

- 100
2 - 17 162

合計 95 2,606 3,955 89 2,648 3,630

固定報酬のみの人数 21 4,962 5,761 24 5,431 4,895

固定報酬及び変動報酬の双方を

得る可能性のある人数
- 84 356 - 81 419

合計人数 21 5,046 6,117 24 5,512 5,314

変動報酬割当額

(百万スウェーデン・クロー

ネ)

- 17 162 - - 381
3

　うち、繰延部分 - 9 - - - -

　うち、支払部分 - 8 162 - - 381

変動報酬が割当てられた人数 - 18 264 - - 474

新規雇用に関連する費用として

認識される変動報酬保証額

(百万スウェーデン・クロー

ネ)

- 0 27 - 2 24

新規雇用に関連する費用として

認識される契約上の変動報酬

保証額(百万スウェーデン・ク

ローネ)

- 0 30 - - 13

稼得された報酬は、全額費用として認識されている。稼得された変動報酬は、稼得後の事業年度において、個人レベルで割当

てられる。当年度において割当てられた変動報酬は、2010年中に全額稼得されていた。割当てられた変動報酬は、当行の変動報

酬に関する方針に従って、支払われるか又は繰延べられる。繰延報酬を処分する権利は、支払時に従業員に譲渡される。すべて

の変動報酬は、現金で支払われる。当該金額からは、社会保障費は除かれている。当年度中において、120(80)人に対する解雇給

付63(37)百万クローネが費用として認識され、60(10)人に対して20(3)百万クローネの契約が締結された。個人の契約上の解

雇給付最高額は、3.1(0.9)百万クローネである。当年度中の変動報酬保証額は、20(18)人に割当てられている。

1） 経営陣は、当行グループの最高経営責任者、副社長及び中央グループ・マネジメントに相当する。

2） 当年度の変動報酬に関する引当金合計額100百万クローネは、リスク負担者及びその他の双方に対するものである。但し、貸借対照表日
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より後に割当の決定がなされているため、全額がその他の欄に報告されている。

3） 当該金額は、2009年12月に割当てられた。リスク負担者に対する繰延報酬の原則は、2010年度中に稼得された報酬に対して初めて適用さ

れた。

上級経営陣の任期及び報酬

上級経営陣に対する報酬に関する方針及び決定プロセスについては、管理報告書の59ページのコーポレート・

ガバナンス・レポート（訳注：ハンデルスバンケンの2011年のアニュアルレポート原文の項目名であり、当該項

目は本書には含まれていない。）を参照のこと。

全般

ハンデルスバンケンの上級経営陣に対する報酬は、固定給、社用車又は類似するもの等の一般的な手当、及び年

金給付の形式で支払われる。上級経営陣には変動報酬は支払われない。また、解雇給付に関する契約も存在しな

い。

取締役の報酬

当行の従業員ではない取締役会メンバーは、定時株主総会の決議に従った報酬のみを受領している。当該報酬

は、62-63ページ(訳注：原文のページ数である)に記載されている。当行の従業員である取締役会メンバーは、従

業員であるため、報酬及び年金給付を受領する。取締役会のメンバーに対しては、その他の報酬又は年金給付は支

給されない。

当行グループ最高経営責任者の任期及び報酬

2011年において当行の最高経営責任者であるPär Boman氏は、固定給10.4(10.0)百万クローネ、年金給付

5.1(4.1)百万クローネ及びその他給付0.7(0.8)百万クローネを受領した。その他の取締役会の出席に関する外部

報奨の請求書が当行に対して発行、発送されている。

退職までの期間に、当行グループ最高経営責任者の年金は退職日における給与の65％に達するまで継続的に引

当金に未払計上される。当行グループ最高経営責任者が退職年齢である60歳に到達した後は、引当金は計上され

ない。当行グループ最高経営責任者の退職年齢は60歳である。当行グループ最高経営責任者が早期退職した場合、

引当金が中止され、未払年金は払込済契約に預託される。当年度中の年金権利の未払計上により、当行グループ最

高経営責任者に対する年金債務が5.1(4.1)百万クローネ増加した。当行グループ最高経営責任者に対する年金債

務は、132.2(108.9)百万クローネであった。金利に関する仮定に変更があったため、年金債務の増加に影響が出て

いる。

当行グループ最高経営責任者及びその他の上級経営陣は、ハンデルスバンケンの利益分配計画であるオクト

ゴーネンの１ユニットが割当てられている。オクトゴーネンが導入されている国の当行のその他すべての従業員

に関しては、同じ方針に従って割当が行われている。2011年(2010年度に係るもの)においては、スウェーデンの１

ユニットにつき、64,906クローネであった。2010年については、これに対応する金額は58,190クローネであった。

上級経営陣の任期

中央グループ・マネジメント及び副社長の最低年金支給年齢は60歳である。60歳から64歳までの退職年金は、

退職日の給与の65％である。65歳からの退職年金は、年収の10％、価格基準額の7.5倍を上限としている。一般的な

国家保険制度に基づく年金も支払われる。退職日の最終給与の65％にあたる退職年金は、価格基準額の7.5倍を超

える給与部分に関して支払われる。副社長以外の上級経営陣については、年金は団体協約に従って支払われ、年収

の10％、所得基準額の7.5倍を上限としている。所得基準額の7.5倍から20倍までの給与の部分については、退職年

金は65％で、所得基準額の20倍から30倍までの給与の部分については、退職年金は32.5％である。これらの金額を

上回る給与については、年金は支給されない。
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当行グループ最高経営責任者、中央グループ・マネジメント及びその他の副社長に対する年金は、退職年齢に

達するまでの期間に毎年、継続的に未払計上され、規定された退職年齢に達するまで全額未払計上される。当行

は、毎年、年金が未払計上されるのと同じ比率で費用を計上している。未払年金債務は、当行の年金財団又は年金

ファンドにおいて権利が確定し保証される。規定の退職年齢よりも早く退職する場合、未払年金に対する払込済

契約が発行される。

上級経営陣の報酬

副社長であるMagnus Uggla氏は、報酬及びその他給付として6.3(6.1)百万クローネを受領した。このうち、

0.8(1.2)百万クローネがその他給付である。

その他の19(22)名の上級経営陣は、合計77.4(72.2)百万クローネの報酬を受領していた。これには、6.0(5.6)百

万クローネのその他給付が含まれている。当行の利益になるとみなされる社外取締役業務による報酬は、当行が

受領している。

上級経営陣に対する未払年金受給権

当年度中の未払年金受給権は、副社長であるMagnus Uggla氏の年金債務を2.0(1.8)百万クローネ増加させてい

る。年金債務は、70.9(62.1)百万クローネであった。

当年度中の未払年金受給権は、上級経営陣の年金債務を20.0(19.0)百万クローネ増加させている。

子会社の上級経営陣に対する報酬

子会社の上級経営陣は、34.8(40.0)百万クローネの報酬及びその他給付を受領している。このうち、その他給付

は、2.4(2.3)百万クローネである。

現在及び過去のすべての上級経営陣に対する年金債務

現在及び過去の取締役、最高経営責任者及びその他の上級経営陣に対する当年度中の確定給付年金制度に関す

る未払年金受給権及び確定拠出年金制度に関する年金保険料は、当行グループが31.1(32.1)百万クローネ、親会

社が27.2(26.2)百万クローネであり、年金債務は、当行グループが2,478(1,989)百万クローネで、親会社が

2,215(1,768)百万クローネであった。これらの債務でカバーされる人数は、当行グループが79(78)人で、このうち

40(33)人が年金受給者である。親会社においては、54(57)人で、このうち30(30)人が年金受給者である。

当年度の年金債務及び未払年金受給権に関する、上記の数値はすべてIAS第19号に従って計算されている。金利

に関する仮定の変更の影響により年金債務が増加している。

すべての上級経営陣に対する貸付金

当行又はグループ会社の取締役、最高経営責任者、副社長及びその他の上級経営陣に対する貸付金は、当行又は

グループ会社において283(181)百万クローネであった。当行の上記のカテゴリーに対する貸付金の利息収益は、

4.4(3)百万クローネである。当行の上記のカテゴリーからの預金に対する利息費用は、1(0.2)百万クローネであ

る。

当行に雇用されている上級経営陣は、他の従業員と同じ与信条件が適用される。与信に関する金利の割引は、

1.5百万クローネまでを上限に、スウェーデン税務当局が年次で設定している政府借入金利プラス1％としてい

る。金利に関する割引は、月給の支払に関連して課税され、当行の雇用主の拠出に関する基準となっている。1.5百

万クローネを超える与信に関する利息は、通常の商業条件で算定される。与信はすべて、通常の信用評価の対象と

なっている。
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正味年金資産

以下の年金債務に対する引当金が貸借対照表上に計上されている

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

年金債務 19,696 17,212

制度資産の公正価値 18,295 23,223

年金債務から制度資産を控除した金額 1,401 -6,011

年金数理上の利益(+)/損失(-) -6,176 1,341

年金計上額 -4,775 -4,670

年金計上額の合計金額がマイナスであるという事実は、貸借対照表に年金資産が報告されていることを意味している。

年金費用

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

当年度中に発生した年金 -521 -472

年金引当金に係る利息 -623 -616

制度資産に係る期待収益 1,198 1,157

年金負債の清算 - 59

数理計算上の利益(+)/損失(-)の償却 -31 -47

年金費用、確定給付年金制度 23 81

早期退職年金費用 0 0

年金費用、積立制度 23 81

年金費用、確定拠出年金制度 -286 -287

雇用主の特別拠出及び年金契約者の税金、その他年金費用 -10 -10

年金費用合計 -273 -216

年金債務、制度資産及び年金引当金並びに確定給付年金制度に関する数理計算上の純利益/損失は、以下に示すとおりであ

る。雇用主に対して支払われる積立金は、雇用主の年金費用に関して支払われる積立金のことである。

年金債務

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

期首残高 17,212 16,007

当年度中に発生した年金 521 472

利息費用 623 616

給付金支払額 -524 -563

年金債務の清算 - -54

数理計算上の利益(+)/損失(-) 1,845 911

外貨換算影響額 19 -177

期末残高 19,696 17,212

制度資産

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年
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期首残高 23,223 17,945

制度資産の期待収益 1,198 1,157

雇用主の拠出による積立金 161 158

雇用主に対して支払われる積立金 -558 -429

従業員に直接支払われる積立金 -49 -91

数理計算上の利益(+)/損失(-) -5,695 4,618

外貨換算影響額 15 -135

期末残高 18,295 23,223

制度資産に係る収益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

制度資産の期待収益 1,198 1,157

数理計算上の利益(+)/損失(-) -5,695 4,618

実際の収益 -4,497 5,775

年金債務に係る引当金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

期首残高 -4,670 -4,380

年金費用、確定給付年金制度 -23 -22

給付金支払額 83 -43

雇用主の拠出による積立金 -161 -158

年金引当金の清算 - -59

外貨換算影響額 -4 -8

期末残高 -4,775 -4,670

数理計算上の純利益/損失

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

期首残高、数理計算上の利益(+)/損失(-) 1,341 -2,442

数理計算上の利益(+)/損失(-)計上額 31 47

数理計算上の利益(+)/損失(-)、年金債務 -1,845 -911

数理計算上の利益(+)/損失(-)、制度資産 -5,695 4,618

外貨換算影響額 -8 29

期末残高、数理計算上の利益(+)/損失(-) -6,176 1,341

制度資産は、主として株式及び利付証券より構成されており、貸借対照表日における市場価値は以下のとおりである。

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

株式及び参加持分 14,510 20,167

利付証券等 3,785 3,056

合計 18,295 23,223
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制度資産には、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトの株式が含まれており、貸借対照表日である

2011年12月31日における市場価値は0(0)百万クローネである。

実績

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年

年金債務 19,69617,21216,00715,529 14,728

制度資産の公正価値 18,29523,22317,94513,332 22,059

年金債務から制度資産を控除した金額 1,401 -6,011-1,938 2,197 -7,331

当期の数理計算上の利益(+)/損失(-)、年金債務-1,845 -911 124 -577 -719

　うち、実績調整によるもの -29 -200 136 22 -693

　うち、数理計算上の仮定の変更によるもの -1,815 -711 -12 -599 -26

当期の数理計算上の利益(+)/損失(-)、制度資産-5,695 4,618 4,048 -9,209 -2,383

　うち、実績調整によるもの -5,690 4,618 4,048 -9,193 -2,383

　うち、数理計算上の仮定の変更によるもの -5 0 0 -16 0

将来キャッシュ・フロー

百万スウェーデン・クローネ 2011年実績 2012年予測

予想年金支払額 -513 -488

確定給付年金は、主としてスウェーデン、ノルウェー及び英国の従業員に対して支払われる。

スウェーデンでは、スウェーデン銀行雇用主協会(以下「BAO」という。) とスウェーデン金融セクター組合/スウェーデン

専門職連盟との年金契約に従って、65歳から退職年金が支給される。年金額は年収の10％、所得基準額の7.5倍を上限としてい

る。所得基準額の7.5倍から20倍までの給与の部分については、退職年金は65％で、所得基準額の20倍から30倍までの給与の部

分については、退職年金は32.5％である。所得基準額の30倍を上回る給与については、退職年金は支給されない。

ノルウェーでは、67歳から退職年金が支給される。年金額は、一部には勤続年数及び基準額の12倍を上限とする最終給与に

応じて変動する。退職年金(法定年金を含む)は、基準額の12倍を上限とする最終給与の約70％になると予想される。

英国では、確定給付年金は2006年1月1日より前に雇用された従業員に対して支払われる。同日より後に雇用された従業員に

対しては、確定拠出年金が支払われる。通常の退職年齢は65歳である。最大退職年金額は、勤続年数40年で達成される年金対象

給与の67％程度である。年金対象給与は、現在、129,600ポンドが上限とされている。

主要な仮定 スウェーデン ノルウェー 英国

2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年

割引率、％ 3.0 3.5 3.7 3.7 4.7 5.4

予想昇給率、％ 3.5 3.5 4.0 4.0 4.7 5.1

制度資産に係る期待収益率、％ 7.0 7.0 4.6 5.6 5.5 6.2

年金指標、％ 2.0 2.0 0.5 0.5 3.1 3.4

所得基準額、％ 3.0 3.0 n/a n/a n/a n/a

離職率、％ 3.0 3.0 0-81 0-81 n/a n/a

退職までの予想勤務年数 21.1 20.0 16.0 16.0 17.0 18.0

1） 年齢に関連する区分；最年少で年率8％、徐々に減少し、最年長で0％となっている。
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注記G9　その他費用

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

不動産及び建物設備 -1,089 -1,082

外部IT費用 -1,533 -1,585

通信費 -379 -413

旅費及びマーケティング費用 -423 -405

購入したサービス -976 -911

備品費 -216 -298

その他管理費用 -444 -368

合計 -5,060 -5,062

うち、オペレーティング・リースに係る費用

　最低リース料 -593 -578

　変動手数料 -19 -16

合計 -612 -594

オペレーティング・リースは主として、事務所及び事務所設備に関する運営のための標準的な契約によるものである。事務

所賃借料には、通常、インフレ率と固定資産税に関連した変動リース料が含まれている。2011年の最大の個別リース契約費用

は、約155(143)百万クローネであった。主要な契約には変動手数料は含まれていない。

監査人及び監査法人に対する報酬 ケーピーエムジーエービー

アーンスト・アンド・ヤング・

エービー

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年 2011年 2010年

監査業務 -11 -10 -2 -2

当該監査業務以外の監査上の業務 -5 -4 - -

税務アドバイス 0 -1 0 -3

その他サービス -1 -1 - -

当年度中の内部監査費用は、122(108)百万クローネであった。

次へ 
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注記G10　貸倒損失

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

個別に評価された貸出金に対する特定の引当金

当年度引当金 -1,341 -1,615

過年度の引当金の戻入れ 335 360

合計 -1,006 -1,255

集合的引当金

個別に評価された貸出金に対する当年度中の引当金純額 29 64

同種の貸出金に対する当年度中の引当金純額 33 5

オフ・バランスシート項目に対する当年度の引当金純額 2 10

合計 64 79

その他引当金

オフ・バランスシート項目に対する引当金 14 0

過年度の引当金の戻入れ - -

保証 - -

合計 14 0

償却

当年度中の実際の貸倒損失 -2,669 -1,355

過年度引当金の取崩し 2,271 760

回収 510 264

合計 112 -331

担保権実行不動産の価値の変動

当年度の価値の変動 - O

貸倒損失、正味 -816 1,507

減損貸出金等

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

減損貸出金 6,858 9,212

個別に評価された貸出金に対する特定の引当金 -3,680 -5,039

小口かつ類似した信用リスクを有する集合的に評価された

同種の貸出金グループに対する引当金
-115 -157

個別に評価された貸出金に対する集合的引当金 -366 -396

減損貸出金純額 2,697 3,620

減損貸出金引当率、％ 60.7 60.7

減損貸出金の割合、％ 0.16 0.23
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集合的引当金を除いた減損貸出金引当率、％ 55.3 56.4

不良債権であるが減損貸出金ではないもの 2,161 1,684

当年度中に正常債権として区分変更された減損貸出金 344 72

契約上のキャッシュ・フローが履行されない可能性が高い場合、貸出金は減損貸出金に分類される。個別引当金の対象とな

る個別債権は、一部担保でカバーされる場合でも、全額が減損貸出金に含まれる。したがって、受領した担保は、引当率の計算

の際に考慮されない。不良債権は、利息、元本返済又は当座貸越の支払期限が60日を超過している貸出金のことである。その他

の定義については、176ページ（訳注：ハンデルスバンケンの2011年のアニュアルレポート原文の項目名であり、当該項目は

本書には含まれていない。）を参照のこと。

潜在的な貸倒損失に対する引当金の変動、2011

年

百万スウェーデン・クローネ

個別に評価さ

れた貸出金に

対する引当金

個別に評価さ

れた貸出金に

対する集合的

引当金

集合的に評価

された同種の

貸出金に対す

る引当金

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金合計

期首引当金 -5,039 -396 -157 -5,592

当年度引当金 -1,341 -78 -1,421

過年度引当金の戻入れ 335 29 33 397

実際の貸倒損失に対する充当 2,271 78 2,350

外貨換算影響額等 94 1 9 105

期末引当金 -3,680 -366 -115 -4,161

潜在的な貸倒損失に対する引当金の変動、2010

年

百万スウェーデン・クローネ

個別に評価さ

れた貸出金に

対する引当金

個別に評価さ

れた貸出金に

対する集合的

引当金

集合的に評価

された同種の

貸出金に対す

る引当金

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金合計

期首引当金 -4,731 -474 -175 -5,380

当年度引当金 -1,615 -112 -1,727

過年度の引当金の戻入れ 360 64 20 444

実際の貸倒損失に対する充当 760 98 858

外貨換算影響額等 187 14 12 213

期末引当金 -5,039 -396 -157 -5,592

減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2011年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良債

権

不良債権であるが

減損貸出金ではな

いもの

個人 1,418 -820 598 495 1,464

住宅協同組合 7 -4 3 - 76

不動産管理 1,275 -410 865 515 296

製造 933 -497 436 307 51

リテール 497 -305 192 182 59
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ホテル及びレストラン 173 -120 53 53 29

海運 202 -202 O - -

その他運輸及び通信 244 -178 66 57 20

建設 289 -170 119 114 51

電気、ガス及び水道 37 -15 22 2 -

農業、狩猟業及び林業 26 -20 6 5 23

その他サービス 115 -60 55 45 56

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル

・ファンド等
1,231 -702 529 44 33

その他法人貸付 411 -292 119 100 3

金融機関 - - - - -

合計 6,858 -3,7953,063 1,919 2,161

減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2010年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良債

権

不良債権であるが

減損貸出金ではな

いもの

個人 1,272 -703 569 495 987

住宅協同組合 27 -15 12 7 55

不動産管理 983 -383 600 306 309

製造 2,394 -1,963 431 303 62

リテール 492 -337 155 128 62

ホテル及びレストラン 177 -88 89 86 9

海運 1,342 -206 1,136 1 -

その他運輸及び通信 206 -130 76 68 10

建設 403 -174 229 218 103

電気、ガス及び水道 36 -14 22 - -

農業、狩猟業及び林業 49 -28 21 19 1

その他サービス 365 -226 139 126 32

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル

・ファンド等
1,189 -721 468 7 27

その他法人貸付 277 -208 69 62 27

金融機関 - - - - -

合計 9,212 -5,1964,016 1,826 1,684

1）個別に評価された貸出金に対する特定の引当金及び集合的に評価された貸出金に対する引当金を考慮後の帳簿価額。但し、個別に評価さ

れた貸出金に対する集合的引当金を除く。

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2011年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権であるが

減損貸出金ではな

いもの
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スウェーデン 2,576 -1,591 985 913 1,252

ノルウェー 564 -358 206 188 565

フィンランド 817 -374 443 279 224

デンマーク 895 -541 354 195 43

英国 815 -260 555 316 33

その他欧州 103 -31 72 27 44

北米 1,083 -639 444 - -

アジア 5 -1 4 1 -

合計 6,858 -3,7953,063 1,919 2,161

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2010年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権であるが

減損貸出金ではな

いもの

スウェーデン 3,797 -2,995 802 690 729

ノルウェー 596 -256 340 340 572

フィンランド 919 -477 442 325 182

デンマーク 1,960 -491 1,469 210 37

英国 847 -340 507 248 122

その他欧州 23 -8 15 11 39

北米 1,068 -629 439 - -

アジア 2 O 2 2 3

合計 9,212 -5,1964,016 1,826 1,684

1）個別に評価された貸出金に対する特定の引当金及び集合的に評価された貸出金に対する引当金を考慮後の帳簿価額。但し、個別に評価さ

れた貸出金に対する集合的引当金を除く。

延滞しているが減損していない貸出金の分析、

2011年 一般顧客に対する貸出金

百万スウェーデン・クローネ

金融機関

に対する

貸出金 個人向け 法人向け その他 合計

5日以上1ヶ月以下の延滞 - 3,254 1,219 0 4,473

1ヶ月超2ヶ月以下の延滞 - 577 167 - 744

2ヶ月超3ヶ月以下の延滞 - 435 149 - 584

3ヶ月超12ヶ月以下の延滞 - 807 291 - 1,098

12ヶ月超の延滞 - 324 156 - 480

合計 - 5,397 1,982 0 7,379

延滞しているが減損していない貸出金の分析、

2010年 一般顧客に対する貸出金
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百万スウェーデン・クローネ

金融機関

に対する

貸出金 個人向け 法人向け その他 合計

5日以上1ヶ月以下の延滞 - 2,603 940 - 3,543

1ヶ月超2ヶ月以下の延滞 - 572 261 0 833

2ヶ月超3ヶ月以下の延滞 - 192 44 - 236

3ヶ月超12ヶ月以下の延滞 - 660 340 - 1,000

12ヶ月超の延滞 - 294 154 - 448

合計 - 4,321 1,739 0 6,060

担保権が実行された資産

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

不動産 446 40

動産 17 31

株式 72 23

帳簿価額 535 94

動産は主として担保権が実行されたリース資産より構成されている。上表に示されている担保権が実行された資産に加え、

担保権実行資産は非継続事業にも含まれている。注記G12を参照のこと。債権の担保を目的として、担保権が実行された資産及

び負債に関する評価原則については、注記G1に記載されている。

注記G11　不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

器具備品 7 -1

不動産 - -

合計 7 -1

注記G12　非継続事業

非継続事業からの損益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

収益 1,797 1,674

費用 -1,598 -1,465

非継続事業からの営業利益 199 209

法人税 -40 8

非継続事業からの当期利益 159 217

非継続事業からの損益は主として、Plastal Groupにおける当行の持分に係る収益より構成されている。Plastal Groupの事

業は、自動車産業のエクステリアに用いるプラスチック・コンポーネントの製造より構成される。当行は、状況が整い次第

Plastal Groupの事業を売却する意向である。
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注記G13　一株当たり利益

2011年 2010年

当期利益、継続事業、百万スウェーデン・クローネ 12,164 10,808

　うち、転換可能劣後ローンに係る利息費用、税引後 -134 -39

当期利益、非継続事業、百万スウェーデン・クローネ 159 217

　うち、転換可能劣後ローンに係る利息費用、税引後 - -

当期利益、事業全体、百万スウェーデン・クローネ 12,323 11,025

　うち、転換可能劣後ローンに係る利息費用、税引後 -134 -39

転換された株式の平均株式数(百万株) 0.3 -

トレーディング勘定における自己株式の平均保有数(百万株) 0.7 1.4

発行済株式の平均株式数(百万株) 623.1 622.1

希薄効果のある株式の平均株式数(百万株) 19.3 12.2

希薄化後発行済株式の平均株式数(百万株) 642.4 634.3

継続事業からの一株当たり利益、スウェーデン・クローネ 19.52 17.37

　希薄化後 19.14 17.10

非継続事業からの一株当たり利益、スウェーデン・クローネ 0.26 0.35

　希薄化後 0.25 0.34

事業合計からの一株当たり利益、スウェーデン・クローネ 19.78 17.72

　希薄化後 19.39 17.44

希薄化後一株当たり利益は、発行済転換株式の転換による影響を考慮に入れて測定される。これは、発行済株式の平均株式

数に潜在的な転換株式数が加算され、当期利益が転換可能劣後ローン残高(税引後)に係る当期利息費用に関して調整される

ことを示唆している。

注記G14　金融資産及び負債の分類

2011年

損益計算書に公正価値で計

上されるもの

百万スウェー

デン・クロー

ネ

トレーディ

ング目的で

保有するも

の その他
1

ヘッジ手段

として特定

されたデリ

バティブ

満期保有

投資

貸出金及び

債権

売却可能金

融資産

その他金融

資産/負債

帳簿価額

合計 公正価値

資産

現金及び中央

銀行預け金
251,857 251,857 251 857

中央銀行への

その他の貸

出金

124,122 124,122 124,122

財務省証券及

びその他の

適格証券

14,350 21,435 6,461 1,725 43,971 44,081
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その他金融機

関への貸出

金

106,823 106,823 106,820

一般顧客への

貸出金
4,945 1,586,183 1,591,1281,601,422

ポートフォリ

オ・ヘッジ

における金

利ヘッジ対

象の価値変

動

4,490 4,490

社債およびそ

の他の利付

証券

14,401 35,751 3,339 6,740 60,231 60,235

株式 20,345 2,597 4,294 27,236 27,236

関連会社にお

ける持分利

益

205 205 205

顧客が価値変

動リスクを

負う資産

61,212 1,509 62,721 62,721

デリバティブ

商品
117,588 24,486 142,074 142,074

その他資産 43 14,224 14,267 14,267

前払費用及び

未収金
173 1,305 172 6,861 1 8,512 8,512

金融資産合計 166,900127,245 24,486 9,972 2,096,06912,760 205 2,437,6372,443,552

非金融資産 16,729

資産合計 2,454,366

負債

金融機関から

の預り金
201,889 201,889 201,431

一般顧客から

の預金及び

借入金

724,888 724,888 725,044

顧客が価値変

動リスクを

負う負債

61,291 1,509 62,800 62,800

発行済証券 9,125 1,130,9491,140,0741,149,830

デリバティブ

商品
118,286 9,017 127,303 127,303

ショートポジ

ション
21,397 21,397 21,397

その他負債 46 13,801 13,847 13,847

未払費用及び

繰延収益
168 20,809 20,977 20,977

劣後負債 35,317 35,317 37,068

金融負債合計 149,022 61,291 9,017 2,129,1622,348,4922,359,697

非金融負債 11,350

負債合計 2,359,842
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1）公正価値で測定されるものに分類されるもの

金融商品に関する公正価値の計算

貸借対照表上に公正価値で計上される金融商品の評価の原則については、注記G1の会計方針に記載されてい

る。上表の右側の欄にはまた、取得原価又は償却原価で計上された金融商品の公正価値が提示されている。これら

の商品の公正価値に関する情報は、以下の原則に従って作成されている。

支払手段、変動利付債権及び負債、並びに短期債権及び負債に関しては、帳簿価額は公正価値の妥当な見積りと

されている。満期日又は次の金利確定日が30日以内に到来する債権及び負債は、短期と定義される。

固定利付貸付は、同一満期の貸付に対する現在の市場金利に信用リスク及び流動性リスクに対する調整を行う

ことで、評価される。市場金利が調整されている信用リスク及び流動性リスク・プレミアムは、測定時に新規貸付

に対する平均マージンと同一と仮定される。

満期保有目的又は貸付として報告される利付証券に対する市場価格がない場合、公正価値は、同一満期及びそ

の他の類似の特性を有する商品の上場価格又は市場金利を用いて設定される。

関連会社株式は、持分法に従った帳簿価額で報告される。

活発な市場に上場している発行済証券は、市場価格で評価される。非上場発行済証券及びその他の資金調達は、

当行グループの現在の資金調達金利で評価される。

顧客がリスクを負う資産として表示されている貸出金及び債権に関する情報は、その他の貸出金及び債権と同

じ方法で入手される。

2010年

損益計算書に公正価値

で計上されるもの

百万スウェー

デン・クロー

ネ

トレー

ディング

目的で保

有するも

の その他
1

ヘッジ手段

として特定

されたデリ

バティブ

満期保有

投資

貸出金及び

債権

売却可能

金融資産

その他金

融資産/負

債

帳簿価額

合計 公正価値

資産

現金及び中央

銀行預け金
56,637 56,637 56,637

中央銀行への

その他の貸

出金

50,989 50,989 51,517

財務省証券及

びその他の

適格証券

21,05922,547 5,699 1,433 50,738 50,725

その他金融機

関への貸出

金

123,465 123,465 147,591

一般顧客への

貸出金
5,435 1,508,252 1,513,6871,497,701

ポートフォリ

オ・ヘッジ

における金

利ヘッジ対

象の価値変

動

4,744 4,744
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社債およびそ

の他の利付

証券

25,18730,939 1,139 11,235 68,500 68,499

株式 29,404 3,110 5,696 38,210 38,210

関連会社にお

ける持分利

益

111 111 111

顧客が価値変

動リスクを

負う資産

59,533 1,649 61,182 61,182

デリバティブ

商品
81,620 20,663 102,283 102,283

その他資産 7 60,253 60,260 60,260

前払費用及び

未収金
573 858 148 5,050 1 6,630 6,630

金融資産合計 157,850122,42220,663 6,9861,811,03918,365 111 2,137,4362,141,346

非金融資産 16,094

資産合計 2,153,530

負債

金融機関から

の預り金
251,972 251,972 252,167

一般顧客から

の預金及び

借入金

564,142 564,142 562,718

顧客が価値変

動リスクを

負う負債

59,565 1,649 61,214 61,214

発行済証券 10,032 953,469 963,501 966,730

デリバティブ

商品
92,557 9,196 101,753 101,753

ショートポジ

ション
36,026 36,026 36,026

その他負債 26 12,578 12,604 12,604

未払費用及び

繰延収益
457 18,394 18,851 18,851

劣後負債 43,948 43,948 45,554

金融負債合計 139,09859,565 9,196 1,846,1522,054,0112,057,617

非金融負債 11,128

負債合計 2,065,139

1）公正価値で測定されるものに分類されるもの

注記G15　金融資産及び負債の公正価値測定

2011年

百万スウェーデン・クローネ レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産

財務省証券及びその他の適格証券 37,510 - - 37,510
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一般顧客への貸出金 - 4,920 25 4,945

社債およびその他の利付証券 46,003 10,889 - 56,892

株式 24,974 460 1,802 27,236

顧客が価値変動リスクを負う資産 61,212 - - 61,212

デリバティブ商品 1,764 140,310 - 142,074

公正価値で計上される金融資産合計 171,463 156,579 1,827 329,869

負債

顧客が価値変動リスクを負う負債 61,291 - - 61,291

発行済証券 625 8,423 77 9,125

デリバティブ商品 3,324 123,976 3 127,303

ショートポジション 20,386 1,011 - 21,397

公正価値で計上される金融負債合計 85,626 133,410 80 219,116

2010年

百万スウェーデン・クローネ レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産

財務省証券及びその他の適格証券 45,039 - - 45,039

一般顧客への貸出金 - 5,411 24 5,435

社債およびその他の利付証券 47,357 18,167 1,837 67,361

株式 35,717 679 1,814 38,210

顧客が価値変動リスクを負う資産 59,533 - - 59,533

デリバティブ商品 1,941 100,292 50 102,283

公正価値で計上される金融資産合計 189,587 124,549 3,725 317,861

負債

顧客が価値変動リスクを負う負債 59,565 - - 59,565

発行済証券 - 9,955 77 10,032

デリバティブ商品 3,115 98,501 137 101,753

ショートポジション 35,026 1,000 - 36,026

公正価値で計上される金融負債合計 97,706 109,456 214 207,376

上表は、適用される評価技法に従って、公正価値で計上される金融資産及び負債の区分を示したものである。レ

ベル1は、活発な市場における市場価格のある商品より構成されている。市場価格が容易に入手可能で、その価格

が実際の通常の取引の結果である場合、市場は活発であるとみなされる。レベル1で保有しているものは、主とし

て、上場株式、政府債及び活発に取引されているその他の利付証券並びに資産に対応するショートポジションよ

り構成されている。レベル1にはまた、ミューチュアル・ファンドにおける株式、ユニットリンク契約及び類似し

た契約と連動しているその他資産、並びにこれに対応する負債項目(顧客が価値変動リスクを負う資産及び負債)

が含まれている。レベル2は、市場金利あるいは関連の深い商品の価格等市場から入手した情報で直接又は評価モ

デルを用いて評価される商品より構成される。レベル2で保有しているものは、主として、市場金利並びに金利ス
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ワップ及び通貨関連デリバティブに基づいて評価される利付証券より構成されている。当年度において、レベル1

とレベル2の間での金融商品の重要な振替はなかった。

レベル3は、仮定に左右される評価モデルにおいて、インプット・データの一部が重要な影響を与えるものを用

いて評価される商品より構成される。レベル3で保有しているものは、主として、非上場株式及び保険事業におけ

るベンチャー・キャピタル・ファンドへの投資より構成されている。当年度における当行グループのレベル3金

融商品の変動については、別表に示されている。当年度中において、適用される評価手法における評価の変更によ

り、非上場株式の一ブロックがレベル3に振り替えられた。さらに信用リスク・プレミアムに関する仮定の変更に

より、損益計算書を通じて公正価値で評価されるものとして分類されていたローン・ポートフォリオの一部がレ

ベル3に振り替えられた。レベル3からの振替の大部分は、株式関連店頭デリバティブより構成されており、これら

の評価は市場データに基づいている。したがって、それらの株式関連店頭デリバティブは、今後仮定の変更による

変動はない。

レベル3の金融商品の調整、2011年

百万スウェーデン・クローネ

社債及びそ

の他の利付

証券

株式及び

参加持分

デリバティ

ブの正味ポ

ジション

一般顧客へ

の貸出金

発行済

証券

期首現在帳簿価額 1,837 1,814 -87 24 -77

新規取得 - 691 4 - -

当年度の発行 - - - - -

当年度の買戻し - - - - 1

当年度の売却 - -577 - - -

当年度に満期を迎えたもの -1,844 - - -15 -

実現価値変動（損益計算書に計上） -20 -12 - - -

未実現価値変動（損益計算書に計上） - -319 4 0 -1

その他包括利益に計上された価値変動 27 -45 - 0 -

レベル1又は2からの振替 - 251 - 16 -

レベル1又は2への振替 - -1 76 - 0

期末現在帳簿価額 0 1,802 -3 25 -77

レベル3の金融商品の調整、2010年

百万スウェーデン・クローネ

社債及びそ

の他の利付

証券

株式及び

参加持分

デリバティ

ブの正味ポ

ジション

一般顧客へ

の貸出金

発行済

証券

期首現在帳簿価額 2,190 1,516 - - -76

新規取得 - 191 - - -8

当年度の発行 - - -47 - -

当年度の買戻し - - - - -

当年度の売却 - - - - -

当年度に満期を迎えたもの -276 - - - -

実現価値変動（損益計算書に計上） - -145 - - 10

未実現価値変動（損益計算書に計上） - -17 - - -3

その他包括利益に計上された価値変動 -77 39 - - -

レベル1又は2からの振替 - 244 -40 24 -
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レベル1又は2への振替 - -14 - - -

期末現在帳簿価額 1,837 1,814 -87 24 -77

注記G16　分類変更された金融資産

貸出金及び債権として分類

されたもの

売却可能

金融資産

満期保有

投資

百万スウェーデン・クローネ

トレーディング

目的保有から

分類変更

売却可能から

分類変更

トレーディング

目的保有から

分類変更

売却可能から分

類変更

帳簿価額 132 11,992 378 -

公正価値 131 11,837 380 -

2008年7月1日の分類変更時における帳簿価額 3,041 19,722 2,578 209

2011年期首現在における帳簿価額 1,158 15,147 2,171 198

2011年期首現在における公正価値 1,156 15,249 2,154 199

2011年に損益計算書に計上された価値変動 - -23 - -

2010年に損益計算書に計上された価値変動 - -109 - -29

2011年にその他包括利益に計上された価値変動 1 133 22 -

2010年にその他包括利益に計上された価値変動 -57 -329 -46 -

2011年に損益計算書に計上されていたであろう価値変動

(分類変更が行われなかった場合)
3 19 41 -

2010年に損益計算書に計上されていたであろう価値変動

(分類変更が行われなかった場合)
32 -119 90 -29

2011年にその他包括利益に計上されていたであろう価値

変動(分類変更が行われなかった場合)
- -90 - 0

2010年にその他包括利益に計上されていたであろう価値

変動(分類変更が行われなかった場合)
- -67 - 1

分類変更以降の償却及び満期の割合 96% 65% 88% 100%

2011年に収益として計上された利息 2 274 13 1

この表は、2008年7月1日に実施された当行グループの流動性ポートフォリオの一部の分類変更による報告額への影響を示

したものである。2008年7月1日以降、更なる分類変更は行われていない。過去に売却可能に分類された資産に係る未実現利益

及び損失は、その商品の残存期間にわたって償却される。分類変更が行われなかった場合に損益計算書/その他包括利益に影

響を与える金額については上述のとおりであり、これらは、事業年度末現在、貸借対照表に残存している保有分の当期におけ

る公正価値変動より構成されている。

注記G17　中央銀行へのその他貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

中央銀行へのその他貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 13,108 5,026

中央銀行へのその他貸出金(外貨建て) 111,014 45,963

合計 124,122 50,989

うちリバース・レポ 228 59
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平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

中央銀行へのその他貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 9,406 34,555

中央銀行へのその他貸出金(外貨建て) 45,518 6,892

合計 54,924 41,447

うちリバース・レポ 2,223 1,494

注記G18　その他金融機関への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

　銀行 21,896 22,948

　その他金融機関 4,872 23,825

合計 26,768 46,773

貸出金(外貨建て)

　銀行 27,485 35,220

　その他金融機関 52,570 41,472

合計 80,055 76,692

潜在的な貸倒損失 - -

その他金融機関への貸出金合計 106,823 123,465

うちリバース・レポ 60,585 72,235

うち劣後分 3 3

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

その他金融機関への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 29,155 52,111

その他金融機関への貸出金(スウェーデン・クローネ建て)、

保険事業
29 11

その他金融機関への貸出金(外貨建て) 142,018 123,499

その他金融機関への貸出金(外貨建て)、保険事業 3 17

合計 171,205 175,638

うちリバース・レポ 17,499 42,534

注記G19　一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

　個人 582,521 554,261
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　企業 483,473 454,340

　国債局 8,679 6,760

合計 1,074,673 1,015,361

貸出金(外貨建て)

　個人 165,676 147,405

　企業 354,940 356,513

　国債局 - -

合計 520,616 503,918

潜在的な貸倒損失 -4,161 -5,592

一般顧客への貸出金合計 1,591,128 1,513,687

うちリバース・レポ 13,669 27,023

平均取引高(国債局を除く)

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

一般顧客への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 1,055,089 974,762

一般顧客への貸出金(外貨建て) 496,876 500,736

合計 1,551,965 1,475,498

うちリバース・レポ 19,617 9,644

注記G20　利付証券

2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ 額面価額 公正価値 帳簿価額 額面価額 公正価値 帳簿価額

財務省証券及びその他の適格証券 39,445 44,081 43,971 46,821 50,725 50,738

社債及びその他の利付証券 58,018 60,235 60,231 67,914 68,499 68,500

合計 97,463104,316104,202114,735119,224119,238

うち非上場証券 231 231 2,595 2,595

利付証券、発行者別 2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ 額面価額 公正価値 帳簿価額 額面価額 公正価値 帳簿価額

政府 39,431 44,068 43,958 46,328 50,188 50,200

金融機関 10,821 11,038 11,035 18,426 18,531 18,533

住宅金融専門機関 33,504 35,483 35,483 34,070 34,532 34,532

その他 13,707 13,727 13,726 15,911 15,973 15,973

合計 97,463104,316104,202114,735119,224119,238

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年
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利付証券 113,019 157,492

利付証券、保険事業 11,868 19,191

合計 124,887 176,683

注記G21　株式

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

損益計算書を通じて公正価値で評価される持分

　上場 21,769 31,166

　非上場 1,124 1,348

合計 22,893 32,514

売却可能に分類

　上場 3,388 5,051

　非上場 955 645

合計 4,343 5,696

株式合計 27,236 38,210

注記G22　関連会社における持分

関連会社の保有

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

非上場 205 133

合計 205 133

関連会社における参加持分

期首現在帳簿価額 133 93

当年度持分利益 9 11

法人税 -4 -2

株主の拠出 12 -

配当金 - -6

取得 0 15

処分 - -

その他変動
1 - 22

回収 54 -

換算差額 1 -

期末現在帳簿価額 205 133

1）非継続事業からの振替

関連会社

帳簿価額

百万スウェーデン・

クローネ
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企業識別

番号 所在地 株式数

参加持分、

％ 2011年 2010年

Bankernas Automatbolag AB556817-9716ストックホルム 150 20.0 24 15 

Bankomatcentralen AB556197-2265ストックホルム 1,100 21.9 O O

BDB Bankernas Depä AB556695-3567ストックホルム 13,000 20.0 8 49 

BGC Holding AB 556607-0933ストックホルム 25,382 25.4 59 7 

Dyson Group plc
2 00163096シェフィールド 49,765,259 30.0 55 1 

Festival AS 993 798 304クリスティアンサン 9,800,000 49.0 14 15 

Finansiell ID-teknik BID AB556630-4928ストックホルム 12,735 28.3 21 17 

Flisekompaniet Holding AS992 999 136 オスロ 45 44.0 O O

Innovativ Vision Holding AB556708-7589リンショーピン 662,419,293 33.0 2 6 

Upplysningscentralen UC AB556137-5113ストックホルム 2,429 24.3 22 23 

合計 205 133 

2）株式持分は17％である。その他の会社における議決権持分は、株式持分に対応している。

関連会社の100％に係る

財務情報 2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ 資産 負債 収益

利益/

損失 資産 負債 収益

利益/

損失

Bankernas Automatbolag AB123 7 1 -19 92 20 O -2

Bankomatcentralen AB1 O O O 1 O O O

BDB Bankernas Depä AB3,013 2,795 88 2 2,826 2,790 50 5

BGC Holding AB
3 368 123 759 36 299 104 701 11

Dyson Group plc 427 49 49 6 651 523 56 -2

Festival AS 118 89 179 -3 124 93 208 -1

Finansiell ID-teknik BID AB89 13 111 7 78 19 132 13

Flisekompaniet Holding AS277 346 341 -18 285 343 153 -26

Innovativ Vision Holding AB114 80 63 -16 114 80 63 -16

Upplysningscentralen UC AB
3 176 87 414 3 185 87 398 12

3）当行グループに関する情報である。

注記G23　顧客が価値変動リスクを負う資産

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

ユニットリンク保険資産 55,842 55,605 

その他ファンド資産 3,325 3,133 

所有していない連結ファンドの持分 3,554 2,444 

合計 62,721 61,182 

注記G24　デリバティブ商品及びヘッジ会計

想定元本/満期 想定元本 正の市場価値 負の市場価値
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百万スウェーデン

・

クローネ 1年以内

1年超

5年以内 5年超 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年

トレーディング

目的で保有する

デリバティブ

金利関連契約

　オプション 465,943 181,896 35,723 683,562715,926 5,752 3,593 4,508 2,782 

FRA/先物 4,193,595 1,198,637 9,578 5,401,8104,757,915 3,362 2,702 3,453 2,553 

スワップ 1,448,373 1,798,577 905,511 4,152,4613,670,839 77,300 46,769 80,54450,139 

その他の商品 - - - - 1,787 - 20 - O

通貨関連契約

オプション 78,351 3,822 O 82,173 89,921 686 635 895 813 

先物 976,119 18,571 407 995,0971,048,520 17,326 13,341 13,08115,467 

スワップ 161,526 309,447 75,596 546,569525,171 9,582 8,799 7,400 9,099 

その他の商品 - - 29 29 28 - - 64 55 

株式関連契約

オプション 47,285 39,161 258 86,704 88,572 2,125 2,433 3,810 5,621 

先物 2,660 193 11 2,864 16,839 54 35 23 108 

スワップ 12,599 5,229 246 18,074 30,611 280 465 1,448 899 

その他の商品 1,350 6 2,005 3,361 3,753 21 26 549 754 

その他デリバティ

ブ

契約

27,348 13,871 1,771 42,990 57,355 1,100 2,802 2,511 4,267 

合計 7,415,149 3,569,410 1,031,135 12,015,69411,007,237117,588 81,620 118,28692,557 

公正価値ヘッジ・

デリバティブ

金利関連契約

オプション 1,270 12,023 - 13,293 11,623 62 147 - -

スワップ 81,072 316,877 52,533 450,482402,733 22,49718,730 3,377 1,873 

その他の商品 - - - - 2 - - - -

通貨関連契約

スワップ 976 66,517 1,966 69,459 57,226 1,329 1,175 4,406 6,333 

合計 83,318 395,417 54,499 533,234471,584 23,88820,052 7,783 8,206 

キャッシュフロー

・

ヘッジ・デリバ

ティブ

金利関連契約

スワップ 11,746 22,964 4,334 39,044 43,057 596 607 1,157 973 

通貨関連契約
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スワップ 558 2,839 162 3,559 2,009 2 4 77 17 

合計 12,304 25,803 4,496 42,603 45,066 598 611 1,234 990 

デリバティブ

商品合計
7,510,771 3,990,630 1,090,130 12,591,531 11,523,887 142,074102,283127,303101,753 

うち店頭デリバ

ティブ
160,034 - 112 - 20 -

うちその他 2,454,6922,940,018 1,348 2,686 2,916 3,590 

市場価値の

通貨別内訳

スウェーデン・

クローネ
-10,177145,79392,954239,737 

米ドル 374,072 897 194,046-164,120

ユーロ -74,756-55,430-181,025-109,499

その他 -147,06511,023 21,328135,635 

注記G25　無形資産

2011年

百万スウェーデン・クローネ のれん

商標及び

その他の

権利 顧客契約

内部開発

ソフト

ウェア

合計

2011年

期首取得原価 6,371 3 149 625 7,148

無形資産取得原価追加分 - - - 301 301

処分及び除却 - - - -14 -14

外貨換算影響額 -19 - 0 -1 -20

期末取得原価 6,352 3 149 911 7,415

期首償却及び減損累計額 - - -17 -226 -243

処分及び除却 - - - 14 14

当年度の償却 - - -8 -98 -106

当年度の減損 - - - -21 -2

外貨換算影響額 - - 0 1 1

期末償却及び減損累計額 - - -25 -311 -336

期末残存価値 6,352 3 124 600 7,079

2010年

百万スウェーデン・クローネ のれん

商標及び

その他の

権利 顧客契約

内部開発

ソフト

ウェア

合計

2010年

期首取得原価 6,759 3 169 591 7,522

無形資産取得原価追加分 1 - - 99 100

処分及び除却 - - - -55 -55

外貨換算影響額 -389 - -20 -10 -419
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期末取得原価 6,371 3 149 625 7,148

期首償却及び減損累計額 - - -9 -194 -203

処分及び除却 - - - 55 55

当年度の償却 - - -8 -89 -97

当年度の減損 - - - -21 -2

外貨換算影響額 - - 0 4 4

期末償却及び減損累計額 - - -17 -226 -243

期末残存価値 6,371 3 132 399 6,905

1)　減損は、使用されていないソフトウェアを示しており、減損により耐用年数が0年と査定された。

償却は見積耐用年数に従って定額法で算定される。これは現在、顧客契約が20年間で償却され、内部開発ソフトウェアが5年で償却され

ることを意味している。のれん及びブランドは償却されない。

のれん

耐用年数が不確定の

無形資産

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年 2011年 2010年

スウェーデン国内における支店業務 3,263 3,263 - -

スウェーデン国外における支店業務 3,010 3,029 - -

キャピタル・マーケッツ 79 79 3 3

合計 6,352 6,371 3 3

のれん及び耐用年数を確定出来ない無形資産に関する減損テスト

のれん及び耐用年数を確定出来ない無形資産(ブランド名)の減損テストは、毎年、年次決算にあたり実施され

る。当該資金生成単位の耐用年数は、見積将来キャッシュ・フロー及び最終価値を割り引くことによって算定さ

れている。最初の5年間の見積将来キャッシュ・フローは、リスク加重取引高、収益、費用(資金調達費用を含む)及

び貸倒損失についての詳細にわたる予測に基づいている。詳細にわたる予測は主として、内部実績に基づくもの

である。最初の5年間経過後、長期成長率の仮定に基づいて予測が行われる。キャッシュ・フローの増加に関する

仮定は、過去の実際のGDP成長及びスウェーデン中央銀行の長期インフレ目標に基づいている。銀行業務に関する

合計キャッシュ・フロー期間は20年間である。使用される最終価値は、テスト対象の資金生成単位の純資産価額

の予測である。予想キャッシュ・フローは、リスク・フリー金利及び市場平均収益要件を加味したリスク調整に

基づく金利により割り引かれている。年次減損テストにおいては、割引率は8.4％(税引前)であった。当事業年度

中に割引率の見積方法が変更された。以前は、見積りは当行グループの平均資本コスト(税引前)に基づいていた。

昨年の減損テストにおいては、割引率は3.9％であった。

報告されている当行グループののれんは、主にハンデルスバンケンの国内市場における伝統的な銀行業務で取

得されている。スウェーデン国内の支店業務に関するのれんは、1996年のスタッドフィポテックの取得によるも

のである。スウェーデン国外の支店業務に係るのれんは、主にデンマークのLokalbanken及びMidtbankとノル

ウェーのBergensbankの取得によって生じたものである。当行グループのセグメントにおける資産の分布につい

ては、上表に示されている。

のれんの年次減損テストにおける回収可能額と帳簿価額との差額は、十分であったとみなされている。算定さ

れたのれんの使用価値は、予想キャッシュ・フロー及び割引率に対して重要な数多くの異なる変数からの影響を

受けやすい。計算において最も重要な変数は、金利及びその他の市場パラメーター、成長率、貸倒損失、将来マージ
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ン及び費用削減に関する仮定である。これらの仮定において、合理的に変更される可能性のあるもののうち、のれ

んの報告額に重大な影響を及ぼすものはないとみられる。

注記G26　不動産及び器具備品

不動産及び器具備品

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

器具備品 535 589

不動産 1,369 1,387

保険事業における不動産 1,140 1,260

担保権が実行された資産 463 71

合計 3,507 3,307

担保権が実行された資産の詳細については、注記G10を参照のこと。

器具備品

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

期首取得原価 1,784 1,899

新規取得 268 303

処分及び除却 -293 -357

外貨換算影響額 -58 -61

期末取得価額 1,701 1,784

期首減価償却累計額 -1,195 -1,275

当年度の減価償却 -310 -305

処分及び除却 284 343

外貨換算影響額 55 42

期末減価償却累計額 -1,166 -1,195

帳簿価額 535 589

器具備品は、2年から10年にわたって定額法で減価償却されている。

不動産

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

期首取得原価 2,060 2,072

新規取得 - -

新規建設及び改築 26 31

処分及び除却 2 -8

外貨換算影響額 -2 -35

期末取得価額 2,086 2,060
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期首減価償却累計額 -673 -636

当年度の減価償却 -43 -47

処分及び除却 -2 8

当年度に資本に計上された減損 - -

外貨換算影響額 1 2

期末減価償却累計額 -717 -673

帳簿価額 1,369 1,387

事業用設備については、構成要素別に減価償却が適用されている。耐用年数は、建造物に関しては100年、下水道に関しては

35年、屋根に関しては30年、建物の正面部分、冷暖房、通気口及び電気に関しては25年、エレベーターに関しては20年、並びに建

物附属設備等に関しては10年である。注記G1の連結会計方針についても参照のこと。

保険事業における不動産

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

期首帳簿価額 1,260 1,150

新規取得 - -

再評価 -120 110

処分及び除却 - -

帳簿価額 1,140 1,260

保険事業における不動産は、公正価値で測定される。注記G1も参照のこと。不動産が公正価値で計上されていなかった場合、

不動産の帳簿価額は1,032(1,045)百万クローネとなる。

注記G27　その他資産

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

投資銀行の決済業務に係る債権 10,765 55,208

その他 3,502 5,052

合計 14,267 60,260

注記G28　前払費用及び未収金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

未収利息 6,886 5,356

その他未収金 1,397 1,123

前払費用 229 151

合計 8,512 6,630

うち、劣後 - -

注記G29　金融機関からの預り金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

預り金(スウェーデン・クローネ建て)
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銀行 53,785 23,861

その他金融機関 13,683 32,300

合計 67,468 56,161

預り金(外貨建て)

銀行 132,025 141,888

その他金融機関 2,396 53,923

合計 134,421 195,811

金融機関からの預り金合計 201,889 251 972

うち、レポ 4,055 4,889

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

金融機関からの預り金(スウェーデン・クローネ建て) 59,819 77,360

金融機関からの預り金(外貨建て) 221,508 201,393

合計 281,327 278,753

うち、レポ 14,494 25,479

注記G30　一般顧客からの預金及び借入金

一般顧客からの預金

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

預金(スウェーデン・クローネ建て)

個人 182,318 178,532

企業 151,330 140,429

国債局 O O

合計 333,648 318,961

預金(外貨建て)

個人 42,707 38,389

企業 113,103 112,018

国債局 - -

合計 155,810 150,407

一般顧客からの預金合計 489,458 469,368

一般顧客からの借入金

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

借入金(スウェーデン・クローネ建て) 179,698 51,388

借入金(外貨建て) 55,732 43,386

合計 235,430 94,774

うち、レポ 8,001 9,068

うち、保険事業 7,402 9,995
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一般顧客からの預金及び借入金合計 724,888 564,142

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

一般顧客からの預金

一般顧客からの預金(スウェーデン・クローネ建て) 319,063 304,156

一般顧客からの預金(外貨建て) 214,941 176,361

合計 534,004 480,517

一般顧客からの借入金

借入金(スウェーデン・クローネ建て) 62,308 32,130

借入金(スウェーデン・クローネ建て)、保険事業 14,897 22,978

借入金(外貨建て) 48,303 30,275

合計 125,508 85,383

うち、レポ 8,459 3,784

注記G31　顧客が価値変動リスクを負う負債

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

ユニットリンク保険負債 55,892 55,606

その他のファンド負債 3,354 3,164

所有していない連結ファンドの持分 3,554 2,444

合計 62,800 61,214

注記G32　発行済証券

2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ 額面価格 帳簿価額 額面価格 帳簿価額

コマーシャル・ペーパー

コマーシャル・ペーパー

(スウェーデン・クローネ建て)
14,429 13,489 9,485 9,958

うち

償却原価で計上 4,593 4,584 25 25

トレーディング目的 9,836 8,905 9,460 9,933

コマーシャル・ペーパー(外貨建て) 404,850 404,761 313,379 313,289

うち

償却原価で計上 404,626 404,539 313,286 313,190

トレーディング目的 224 222 93 99

合計 419,279 418,250 322,864 323,247

社債

社債(スウェーデン・クローネ建て) 447,308 472,068 391,464 413,525

うち
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償却原価で計上 287,756 294,585 225,735 233,677

公正価値ヘッジ目的 159,552 177,483 165,729 179,848

社債(外貨建て) 243,323 249,756 223,778 226,729

うち

償却原価で計上 43,260 50,904 145,609 145,960

公正価値ヘッジ目的 200,063 198,852 78,169 80,769

合計 690,631 721 824 615,242 640,254

発行済証券合計 1,109,9101,140,074 938,106 963,501

自社発行の負債証券の出来高

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

発行済 1,479,263 1,431,927

買戻し 227,430 241,131

満期 1,102,854 1,126,157

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

スウェーデン・クローネ 447,347 439,661

外貨 593,574 568,769

合計 1,040,921 1,008,430

注記G33　ショートポジション

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

公正価値で計上されるショートポジション

株式 3,649 2,761

利付証券 17,748 33,265

うち

他の発行者 14,541 27,395

自社発行 3,207 5,870

合計 21,397 36,026

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

スウェーデン・クローネ 28,824 33,539

外貨 2,959 2,201

合計 31,783 35,740

注記G34　保険負債

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

疾病年金に係る負債 205 234
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生命年金に係る負債 157 146

その他未払保険金に係る負債 286 299

前払保険料に係る負債 42 44

合計 690 723

注記G35　税金

繰延税金資産

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

デリバティブ商品 322 253

不動産及び器具備品 45 36

その他 13 48

合計 380 337

繰延税金負債

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

一般顧客への貸出金
1 7,879 7,587

デリバティブ商品 82 91

無形資産 36 32

不動産及び器具備品 91 93

年金資産 1,282 1,244

その他 96 97

合計 9,466 9,144

繰延税金負債純額 9,086 8,807

1)　うち、7,866(7,583)百万クローネはリース。

繰延税金の変動、2011年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書

に計上

その他包括

利益に計上 期末残高

一般顧客への貸出金 7,587 292 - 7,879

デリバティブ商品 -162 - -78 -240

無形資産 32 4 - 36

不動産及び器具備品 57 -11 - 46

年金資産 1,244 38 - 1,282

その他 49 39 -5 83

合計 8,807 362 -83 9,086

繰延税金の変動、2010年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書

に計上

その他包括

利益に計上 期末残高

一般顧客への貸出金 6,967 620 - 7,587

デリバティブ商品 -77 - -85 -162

無形資産 37 -2 -3 32
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不動産及び器具備品 63 -6 - 57

年金資産 1,174 69 1 1,244

その他 -19 -41 109 49

合計 8,145 640 22 8,807

損益計算書に計上される税金費用

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

当期税金

当期税金費用 -4,090 -3,360

過年度に関する税金の調整 80 38

繰延税金

一時差異の変動 -362 -640

合計 -4,372 -3,962

スウェーデンにおける名目税率、％ 26.3 26.3

乖離

保険事業における異なる税率 -0.3 -0.2

非課税所得/損金不算入費用 0.2 0.0

過年度に関する税金及びその他 0.2 0.7

実効税率、％ 26.4 26.8

注記G36　引当金

百万スウェーデン・クローネ

保証契約に

関する引当金

その他

引当金

合計

2011年

合計

2010年

期首引当金 66 11 77 199

当期の引当金繰入 - - - 2

取崩し - - - -61

戻入れ -45 -1 -46 -63

期末現在引当金 21 10 31 77

保証契約に関する引当金は、いくつかのオフ・バランスシート項目に関する引当金より構成されている。

注記G37　その他負債

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

投資銀行の決済業務に係る負債 5,910 5,088

その他 7,937 7,516

合計 13,847 12,604

注記G38　未払費用及び繰延収益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

未払利息費用 16,862 15,125
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その他未払費用 3,963 3,556

繰延収益 152 170

合計 20,977 18,851

注記G39　劣後負債

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 9,562 7,367

劣後ローン(外貨建て) 25,755 36,581

合計 35,317 43,948

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 8,544 7,463

劣後ローン(外貨建て) 28,430 45,626

合計 36,974 53,089

劣後ローン、内訳

通貨

各通貨別の

当初名目金額 金利、％ 残高発行/転換/最終支払年度

スウェーデン・クローネ建て

その他のスウェーデン・クローネ建て劣後

ローン
1 9,562

合計 9,562

外貨建て

2005/2017
2 ユーロ 700 変動金利 6,247

2005/永久
3 ユーロ 500 4.194 4,770

2007/永久
4 ユーロ 600 変動金利 5,347

その他の外貨建て劣後ローン
5 9,391

合計 25,755

劣後負債合計 35,317

1)　ここに明示されていないその他のスウェーデン・クローネ建て劣後ローンは、期限付又は永久劣後ローンの形態で発行されている。合計

金額には、市場条件に従って当行グループの従業員に対して発行された二つの劣後転換ローン、額面金額にして、それぞれ2.3十億及び

2.5十億クローネが含まれている。2.3十億クローネの劣後ローンは、ハイブリッドでハンデルスバンケンの株式に転換可能である。転換

は、2011年6月1日以降可能となり、転換価格は187.56クローネである。これは、2008年5月6日から12日までの期間における平均株価の

110％に相当し、2008年の配当金に対して調整されている。2013年5月21日以降、転換価格で、あるいは、株価が転換価格及び市場価格より

低い場合には同日に適用される株価でハンデルスバンケンの株式に転換可能である。2.5十億クローネのローンは、Tier 2 資本に該当

し、ハンデルスバンケンの株式に転換可能である。転換は2016年5月1日以降に当初転換価格256.52スウェーデン・クローネで転換可能で

ある。これは、2011年4月19日から5月4日までの期間の平均株価の122％に相当し、当該転換価格は、その後、配当金支払のために調整され

る。2016年5月31日以降は、株式の転換価格と市場価格のうち低い方の金額でハンデルスバンケンの株式に転換可能となる。転換開始最終

日は、2016年11月30日である。
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2)　3ヶ月物変動金利期限付劣後ローンは、Euriborと連動している。契約条件に従って、2012年10月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償

還できる。早期償還には、スウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。

3)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2015年12月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、スウェーデ

ン金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はEuriborに連動した変動金利に変更される。

4)　3ヶ月物変動金利永久劣後ローンは、Euriborと連動している。契約条件に従って、2012年3月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還

できる。早期償還には、スウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。

5)　ここに明示されていないその他の外貨建て劣後ローンは、期限付又は永久劣後ローンの形態で発行されている。

注記G40　損益計算書への再分類

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

ヘッジ準備金からの再分類 9 2

公正価値評価差額準備金からの再分類 -183 -100

為替換算調整準備金からの再分類 -4 -5

再分類された税金 49 -41

うち、ヘッジ準備金 -3 -1

うち、公正価値評価差額準備金 47 26

うち、為替換算調整準備金 5 O

再分類調整合計 -129 -144

再分類調整は、過年度にその他包括利益に計上され、当年度に損益計算書へ再分類された収益及び費用より構成される。上

表の負の金額は、損益計算書に計上された収益及び正の金額は損益計算書に計上された損失を表している。注記G1の会計方針

は、損益計算書に金額が報告されている項目について記載している。

注記G41　資本変動の内訳

ヘッジ準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

期首ヘッジ準備金 -457 -217

当期における未実現損益の価値変動 -225 -241

非有効部分の損益計算書計上額 6 1

期末ヘッジ準備金 -676 -457

売却可能商品の内訳(税引後)

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

期首公正価値評価差額準備金 786 -802

当期における売却 136 75

留保分及び新規持分に関する当期の未実現市場価値の変動 -1,089 1,513

期末公正価値評価差額準備金 -167 786

為替換算調整準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

期首為替換算調整準備金 -1,163 951
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支店における為替換算差額の変動 13 -1,764

子会社における為替換算差額の変動 -15 -628

子会社純資産の調達に係る為替換算差額の変動 -2 278

期末為替換算調整準備金 -1,167 -1,163

注記G42　担保として差し入れた資産及び受取った担保

自己の負債の担保として差し入れた資産

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

現金 7,517 13,073

中央銀行及び金融機関に担保として差し入れた国債及び

社債
43,757 47,606

国債及び社債(買戻契約) 12,078 13,979

一般顧客に対する貸出金 584,238 488,330

株式 2,506 2,354

貸付有価証券 10,806 12,388

保険契約者を代理して登録された資産 74,043 78,912

その他 343 191

合計 735,288 656,833

その他担保資産

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

現金 - -

国債及び社債 5,323 4,468

合計 5,323 4,468

その他担保資産は、貸借対照表上に報告されていない債務に対して差し入れた担保のことである。

担保として差し入れた資産

国債及び社債の形式により担保として差し入れた資産は、主に担保として中央銀行に差し入れられた有価証券

及び拘束力のある買戻契約に基づいて売却された有価証券で構成されている。

担保として差し入れた一般顧客に対する貸出金は、主にスタッドフィポテックが発行したカバード・ボンドの

保有者のために登記された担保より構成されている。当該担保は、一世帯向け住宅、セカンド・ハウス、多世帯住

居又は住宅共同組合の住宅ローンで実行された貸出金より構成されており、不動産価値に対する融資比率は、市

場価値の75％以内となっている。会社が破綻した際には、優先権法に従ってカバード・ボンドの所有者が担保資

産の優先権をもつ。破産決定時に担保として差し入れたすべての資産が当該優先権法の条件を満たすことができ

る場合、これらは、破産財団のその他資産及び負債とは別個に保持される。その後、社債の保有者は社債の条件に

基づいて、満期まで契約上の支払を受けることとなる。

貸付有価証券は、主として、貸借対照表上に債権として計上されている担保の受領に係る貸付有価証券より構

成される。

保険契約者を代理して登録された資産は、保険契約者が優先権をもつ、ハンデルスバンケン・リヴ.における生

命保険契約に基づく資産より構成される。
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受取った担保

売戻契約及び証券貸付については、担保は、第三者に売却又は再担保として差し入れ可能な有価証券の形態で

受領される。それらの有価証券は、貸借対照表上に報告されない。売戻契約及び証券貸付に基づいて受取った担保

の公正価値は、事業年度末現在において、42,721(67,268)百万クローネで、第三者に売却又は再担保として差し入

れられた担保の価値は、1,125(3,531)百万クローネであった。

注記G43　偶発債務/コミットメント

偶発債務

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

保証、与信 17,161 17,751

保証、その他 42,657 40,210

信用状 29,404 28,802

その他 7,314 8,348

合計 96,536 95,111

偶発債務/コミットメントは、主に様々な種類の保証より構成されている。この表には保証額が示されている。「その他」に

は、当行グループが提訴しているいくつかの民事訴訟に関連する3(92)百万クローネが含まれている。当行グループは、訴訟が

当行グループに有利に決着すると評価している。係争金額又は保険給付額は、損益に計上されていない。

注記G44　その他コミットメント

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

約定貸付 254,415 240,286

当座貸越枠の未使用分 152,392 164,385

その他 9,035 2,802

合計 415,842 407,473

支払期限の年度毎に配分された契約上取消不能な将来オペレーティ

ング・リース費用

百万スウェーデン・クローネ

2011年 2010年

2012年 561 463

2013年から2016年 1,067 903

2017年以降 749 517

合計 2,377 1,883

オペレーティング・リースは、主として、事務所及び事務所設備に関する運営のための標準的な契約に関するものである。

注記G45　リース

投資総額及び将来最低リース料の現在価値に関する開示

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

投資総額 52,142 51,413
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貸借対照表日における将来最低リース料の現在価値 46,485 47,117

未収金融収益

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

未収金融収益 5,657 4,296

満期別の投資総額及び最低リース料の配分

百万スウェーデン・クローネ
1年以内 1年から5年 5年超 合計

2011年

投資総額の配分 5,950 17,416 28,776 52,142

最低リース料の現在価値の配分 5,891 16,528 24,066 46,485

2010年

投資総額の配分 6,169 15,803 29,441 51,413

最低リース料の現在価値の配分 6,124 15,203 25,790 47,117

当行グループは、ファイナンシャル・リースの貸手である。すべてのリースは、残存価値が保証されている。最低リース料に

対する減損貸出金引当金の帳簿価額は、22.9(25.1)百万クローネである。当年度の利益に含まれているリース料の変動部分

は、729(489)百万クローネである。この増加は、2010年に比べ、2011年の金利が高いことによる。

当年度末において、当行グループには、6つのリース・エクスポージャーがあり、個別の帳簿価額はそれぞれ1十億クローネ

を超えていた。これらのエクスポージャーの帳簿価額合計は、20.6十億クローネで、2011年12月31日現在の当行グループの与

信残高合計の1.1％に相当する。個別のエクスポージャーのうち最も高額な帳簿価額は9.2(9.6)十億クローネであった。当該

エクスポージャーに関する平均残存期間は、8.2年であった。これらのエクスポージャーは、運輸及びエネルギーセクターにお

けるものである。

注記G46　セグメント報告

セグメント報告、2011年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデン

国内における

支店

業務

スウェーデ

ン国外にお

ける支店

業務

キャピタル

・マーケッ

ツ その他

調整及び

消去 継続事業

純利息収益 15,827 6,863 711 246 -34 23,613

純手数料及びコミッション収益 3,630 1,428 2,611 4 7,673

公正価値で評価される金融項目からの純損

益
510 388 628 -510 1,016

保険リスク 209 209

関連会社の持分利益 9 9

その他収益 20 55 18 196 289

収益合計 19,987 8,734 4,177 -55 -34 32,809

人件費 -3,118 -2,766 -2,111 -2,632 685 -9,942

その他管理費用 -1,245 -976 -889 -1,950 -5,060
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内部的に購入及び売却されたサービス -2,734 -1,059 -77 3,836 34

減価償却及び償却 -91 -70 -49 -252 -462

費用合計 -7,188 -4,871 -3,126 -998 719 -15,464

貸倒損失控除前利益 12,799 3,863 1,051 -1,053 685 17,345

貸倒損失、正味 -47 -769 -816

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分

損益
0 1 6 7

営業利益 12,752 3,095 1,051 -1,047 685 16,536

利益配分 664 145 -809 0

利益配分後の営業利益 13,416 3,240 242 -1,047 685 16,536

内部収益 -2,804 -6,425 -911 10,140

C/I比率、％ 34.8 54.9 92.8 47.1

貸倒実績率、％ 0.00 0.18 0.05

資産 1,233,568640,606335,8341,423,041-1,178,6832,454,366

負債 1,183,160612,553328,6601,423,041-1,187,5722,359,842

割当済資本 50,408 28,053 7,174 8,889 94,524

割当済資本に係る利益率、％ 19.6 9.4 2.7 13.4

当年度の非金融固定資産への投資 54 65 242 234 595

当年度の関連会社への投資 12 12

平均従業員数 4,478 3,144 1,626 1,936 11,184

地理別セグメント情報、2011年

百万スウェーデン・クローネ

スウェー

デン

デン

マーク

フィン

ランド

ノル

ウェー
英国

その他

諸国
当行グループ

収益 17,364 2,287 2,328 7,127 2,455 1,248 32,809

資産 1,424,29083,154 169,582205,433 193,554 378,3532,454,366

その他の情報

非金融資産への投資 508 9 15 26 12 25 595

地理別セグメント情報に表示されている収益及び資産は、各国の外部収益及び資産のみより構成されている。

事業セグメントは、IFRS第8号「オペレーティング・セグメント」に準拠して認識されている。これは、セグメ

ント情報がコーポレート・ガバナンスの一環として内部的に採用される方法と類似した方法で表示されている

ことを意味する。ハンデルスバンケンの事業は、以下のセグメントに区分して表示されている。スウェーデン国内

における支店業務、スウェーデン国外における支店業務及びキャピタル・マーケッツである。ユニバーサル・バ

ンキング・サービスを提供しているハンデルスバンケンの支店業務は、12の地方銀行に分割されている。これら
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のうち6行はスウェーデン国内にあり、6行はスウェーデン国外にある。各地方銀行は、地方銀行の支店長のもとで

業務を行い、独立した収益部門として監視されている。キャピタル・マーケッツ・セグメントは、有価証券売買及

び投資助言サービスを含む、ハンデルスバンケンの投資銀行である。その事業にはまた、資産運用及び保険事業も

含まれる。

セグメントに関する利益/損失は、内部的な利益配分の前後に報告される。内部的な利益配分は、取引が実行さ

れたセグメントがどのセグメントであるかにかかわらず、当行と顧客との取引によって生じたすべての利益が顧

客に対する責任を担っている部門に配分されることを意味している。さらに内部的に実施されたサービスに関す

る収益及び費用は、別個の項目である内部的に購入及び売却されたサービスに純額で報告される。セグメント間

取引は、主として原価基準で報告される。その他並びに調整及び消去の欄は、特定のセグメントに属さない項目又

は当行グループ・レベルで消去されている項目を示している。その他には、トレジャリー及び中央部門が含まれ、

オクトゴーネン年金制度の利益分配計画への割当費用913(842)百万クローネも含まれている。調整及び消去の欄

には、換算差額及び年金費用に対する調整が含まれている。年金費用に対する調整は、IAS第19号「従業員給付」

に従って計算される当行グループの年金費用と合計145(263)百万クローネの標準年金費用との差額及び年金基

金からの補償540(410)百万クローネを含んでいる。

内部収益は、主に内部利息及びコミッションより構成されている。セグメントの損益計算書には、内部サービス

の提供に対する支払といった内部項目も含まれている。

セグメント報告、2010年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデン

国内における

支店業務

スウェーデン

国外における

支店業務

キャピタル・

マーケッツ その他

調整及び

消去 継続事業

純利息収益 12,993 6,933 628 832 -49 21,337

純手数料及びコミッション収益 3,819 1,537 2,510 156 8,022

公正価値で評価される金融項目からの純損益 704 273 1,280 -892 12 1,377

保険リスク 205 205

関連会社の持分利益 11 11

その他収益 16 66 16 246 344

収益合計 17,532 8,809 4,639 353 -37 31,296

人件費 -3,012 -2,590 -2,054 -2,521 673 -9,504

その他管理費用 -1,010 -1,054 -927 -2,073 2 -5,062

内部的に購入及び売却されたサービス -2,958 -900 -91 3,902 47

減価償却及び償却 -85 -73 -44 -238 -12 -452

費用合計 -7,065 -4,617 -3,116 -930 710 -15,018

貸倒損失控除前利益 10,467 4,192 1,523 -577 673 16,278

貸倒損失、正味 -99 -1,408 -1,507

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損

益
0 0 -4 3 -1

営業利益 10,368 2,784 1,519 -574 673 14,770

利益配分 811 202 -1,013
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利益配分後の営業利益 11,179 2,986 506 -574 673 14,770

内部収益 -2,004 -5,954 -1,380 9,338

C/I比率、％ 38.5 51.2 85.9 48.0

貸倒実績率、％ 0.01 0.28 0.10

資産 1,259,184511,790 404,8491,074,981-1,097,2742,153,530

負債 1,215,304486,673 394,6351,074,981-1,106,4542,065,139

割当済資本 43,880 25,117 10,214 9,180 88,391

割当済資本に係る利益率、％ 19.5 8.4 3.0 12.6

当年度の非金融固定資産への投資 114 65 25 230 434

当年度の関連会社への投資 15 15

平均従業員数 4,386 2,931 1,604 1,929 10,850

地理別セグメント情報、2010年

百万スウェーデン・クローネ

スウェー

デン

デン

マーク

フィン

ランド

ノル

ウェー 英国

その他

諸国 当行グループ

収益 16,653 2,455 1,894 6,740 2,063 1,491 31,296

資産 1,450,38057,516 127,166198,509 136,049 183,9102,153,530

その他の情報

非金融資産への投資 361 16 21 6 8 22 434

地理別セグメント情報に表示されている収益及び資産は、各国の外部収益及び資産のみより構成されている。

内部借記は、主に原価法に従っている。支店業務においては、資産は主に一般顧客に対する貸付より構成され、

負債は一般顧客からの預金並びに内部借入より構成されている。キャピタル・マーケッツ・セグメントにおいて

は、資産は主に資産運用及び保険事業において管理されている有価証券より構成される。「その他」の欄に含ま

れている資産は、主に様々なセグメントへの内部貸付である。「その他」の欄に含まれている負債は、主に外部借

入である。各セグメントに関する割当済資本に係る利益率は平均割当済株主資本及び26.3％の税率に基づいて計

算される。当行グループの株主資本利益率は、報告されている法人税を控除後の金額で算定される。

商品分野毎の収益

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

投資銀行 4,520 4,704

銀行預金及び法人貸出金 11,359 10,661

金融会社サービス 1,946 1,944

銀行預金及び個人向け貸出金 4,517 4,097

住宅ローン 5,754 5,320

年金及び保険 1,181 1,023
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キャピタル・マーケッツ 1,664 1,664

貿易金融 571 579

その他の事業 1,297 1,304

合計 32,809 31,296

注記G47　各通貨建て資産及び負債

2011年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデン

・クローネ ユーロ

ノルウェー

・クローネ

デンマーク

・クローネ 英ポンド 米ドル

その他の

通貨 合計

資産

現金及び中央銀行預け金 1,302 3,169 7,090 91 4 239,403 798 251,857

中央銀行へのその他の貸出金 13,108 83,974 9,406 17,555 79 - 0 124,122

その他金融機関への貸出金 22,456 14,790 138 580 58 65,410 3,391 106,823

一般顧客への貸出金 1,073,324144,068182,275 51,510 90,875 34,989 14,0871,591,128

うち、企業 490,487109,206105,463 23,489 67,022 34,909 12,355 842,931

うち、個人 582,837 34,862 76,812 28,021 23,853 80 1,732 748,197

財務省証券及びその他の適格証

券
34,868 3,519 616 35 - 3,214 1,719 43,971

社債及びその他の利付証券 46,275 6,926 1,103 65 - 5,686 176 60,231

その他資産(通貨別内訳なし) 276,234 276,234

資産合計 1,467,567256,446200,628 69,836 91,016 348,70220,1712,454,366

負債

金融機関からの預り金 41,594 61,476 11,797 12,626 5,552 60,366 8,478 201,889

一般顧客からの預金及び

借入金
400,176 78,267 53,125 25,250 31,124 130,509 6,437 724,888

うち、企業 189,106 64,689 38,713 14,860 26,123 129,261 6,195 468,947

うち、個人 211,070 13,578 14,412 10,390 5,001 1,248 242 255,941

発行済証券 485,556243,320 9,431 456 46,590 346,179 8,542 1,140,074

劣後負債 9,562 16,364 - 112 7,730 211 1,338 35,317

その他項目(通貨別内訳なし) 352,198 352,198

負債及び資本合計 1,289,086399,427 74,353 38,444 90,996 537,26524,7952,454,366

通貨別その他資産及び負債

並びにオフ・バランスシー

ト項目

143,320-126,221-31,367 147 188,701 4,705

正味外貨ポジション 339 54 25 167 138 81 804

2010年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデン

・クローネ ユーロ

ノルウェー

・クローネ

デンマーク

・クローネ 英ポンド 米ドル

その他の

通貨 合計

資産

現金及び中央銀行預け金 1,476 1,732 19,812 102 4 31,767 1,744 56,637
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中央銀行へのその他の貸出金 5,026 44,164 59 1,680 60 - - 50,989

その他金融機関への貸出金 20,479 14,870 659 531 914 79,867 6,145 123,465

一般顧客への貸出金 1,036,806142,382169,68044,013 67,899 35,919 16,9881,513,687

うち、企業 481,136108,837101,73819,187 51,002 35,762 13,115 810,777

うち、個人 555,670 33,545 67,942 24,826 16,897 157 3,873 702,910

財務省証券及びその他の適格証

券
35,686 3,544 9,482 6 - 552 1,468 50,738

社債及びその他の利付証券 47,326 9,219 1,155 89 2 10,443 266 68,500

その他資産(通貨別内訳なし) 289,514 289,514

資産合計 1,436,313215,911200,84746,421 68,879 158,548 26,6112,153,530

負債

金融機関からの預り金 90,559 53,868 10,935 15,232 11,805 54,287 15,286 251,972

一般顧客からの預金及び

借入金
382,985 59,865 44,631 26,356 19,878 24,063 6,364 564,142

うち、企業 179,158 47,538 32,275 16,185 15,792 23,218 6,046 320,212

うち、個人 203,827 12,327 12,356 10,171 4,086 845 318 243,930

発行済証券 423,483192,403 7,843 566 35,732 264,756 38,718 963,501

劣後負債 7,367 21,837 - 110 7,846 5,535 1,253 43,948

その他項目(通貨別内訳なし) 329,967 329,967

負債及び資本合計 1,234,361327,973 63,409 42,264 75,261 348,641 61,6212,153,530

通貨別その他資産及び負債

並びにオフ・バランスシート

項目

113,200-137,369-4,124 6,148 190,097 35,168

正味外貨ポジション 1,138 69 33 -234 4 158 1,168

注記G48　関連当事者に関する開示

関連当事者に対する請求及び負債 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年 2011年 2010年

金融機関への貸出金 - - - -

一般顧客への貸出金 348 325 - -

社債及びその他の利付証券 - - - -

その他資産 - - 23 424

合計 348 325 23 424

金融機関からの預り金 - - - -

一般顧客からの預金及び借入金 160 51 496 200

発行済証券 - - - -

劣後負債 - - 653 651

その他負債 - - 111 56
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合計 160 51 1,260 907

関連当事者－収益及び費用 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年 2011年 2010年

利息収益 5 1 - -

利息費用 -1 0 -87 -72

手数料及びコミッション収益 0 0 0 0

手数料及びコミッション費用 -15 -14 - -

公正価値で評価される金融項目からの純損益 0 0 - -

その他収益 - - 14 12

その他費用 -13 -39 -62 -56

合計 -24 -52 -135 -116

関連会社リスト及び関連会社に対する株主の拠出に関する情報は、注記G22に表示されている。関連会社の事業は、金融市場

関連の様々なサービスより構成される。スヴェンスカ・ハンデルスバンケンPensionsstiftelse、スヴェンスカ・ハンデルス

バンケンPersonalstiftelse及びPensionskassan SHB försäkringsföreningの各社は、関連当事者グループを構成してい

る。これらの会社は通常の銀行業務及び会計業務に関して、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトを

利用している。当年度中において、当行グループと関連会社との間に重要な取引は行われなかった。

上級経営陣への貸付金、条件、上級経営陣に対するその他の報奨に関する情報については、注記G8に記載されている。

注記G49　自己資本比率

資本方針

当行は、当行グループの業務に伴うリスクに対応し、法律で定められた最低要件を上回る堅実な資本水準を維

持することを目的としている。健全な資本水準は、金融逼迫状態並びに買収及び取引高の大幅な増加等その他の

事象に対処するために必要となる。

自己資本規制

新しい自己資本比率規制であるバーゼルⅡ(自己資本比率並びに金融機関及び証券会社の大規模エクスポー

ジャーに関する法律(2006年:第1371号)を通じて2007年2月1日にスウェーデンで導入された)に従って、当行は、

少なくとも、信用リスク、市場リスク及びオペレーショナル・リスクに関する所要自己資本合計に対応する資本

基盤を維持しなければならない。当行は、最低要件に従って資本を維持することに加え、自己資本比率の内部評価

を行わなければならない。2011年に初めて採用されたハンデルスバンケンの資本方針は、自己資本比率の内部評

価に関するガイドラインを規定している。当行はまた、金融コングロマリット(特別監督)法(2006年:第531号)に

従って、金融コングロマリットレベルでの所要自己資本にも準拠しなければならない。金融コングロマリットの

所要自己資本に関する詳細については、下記を参照のこと。2011年に当行は、当行の資本基盤に関する規制上の最

低水準を十分な余裕をもって満たしている。

当行の資本基盤及び所要自己資本に関するより詳細な情報については、注記G2「リスク及び資本管理」並びに

「ハンデルスバンケンのリスク及び資本管理－第三の柱に関する情報」というタイトルの文書から入手可能で

ある(www.handelsbanken.se/irengを参照のこと)。

当銀行グループに関する情報
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当銀行グループは、親会社並びに当該連結財務書類の128ページ(訳注：原文のページ数である)の表に示され

ている子会社及び関連会社より構成されている。当行グループの連結財務諸表に含まれているものの当銀行グ

ループから除外されている会社についても、128ページ(訳注：原文のページ数である)の表に示されている。自己

資本比率の目的上、すべての会社は完全に連結されており、当行グループの決算書においては、関連会社は持分法

を用いて連結されている。

当銀行グループの資本基盤に関する情報

資本基盤は、Tier 1資本及びTier 2資本より構成される。Tier 1資本は、ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プ

ブリクトが親会社となっている銀行グループに属する会社の資本及びTier 1株式発行による払込資本で構成さ

れている。Tier 2資本は、主に永久及び期日指定劣後ローンより構成されている。その後、資本基盤からの一定の

減額が行われる。当該減額は、Tier 1資本、Tier 2資本及び資本基盤全体から行われる。当銀行グループの中の会

社からの資本のみが資本基盤に含まれる。当行のリスク管理においては、リスクの観点から当行グループ及び当

銀行グループの双方が一つの単位とみなされることが重要である。当行グループにおける効果的なリスク管理を

可能にするために、当行グループの様々な会社間で資本の再配分を行うことが必要になる可能性がある。通常、ハ

ンデルスバンケンは、法律で許容されている範囲(例えば、自己資本比率規制及び会社法における制限等）で当行

グループ会社間において資本の再配分を行うことができる。当行は、資本基盤からの資金の迅速な振替又は親会

社と子会社の間の債務の返済に関して、その他の重要な障害又は法的な障害はないとみている。

銀行グループに含まれる会社 企業識別番号 所在地

Handelsbanken AB (publ)
1 502007-7862ストックホルム

子会社

Handelsbanken Finans AB
1 556053-0841ストックホルム

Kredit-Inkasso AB 556069-3185ストックホルム

Handelsbanken Rahoitus Oy 0112308-8ヘルシンキ

Kredit-Inkasso AS 955074203フレドリクスター

Handelsbanken Finans (Shanghai) 

Financial Leasing Co., Ltd
310101717882194 

上海

スタッドフィポテックAB
1 556459-6715ストックホルム

スタッドフィポテック・デラウェア・インク(休眠会社) 98-0342158ニューヨーク

Svenska Intecknings Garanti AB Sigab (休眠会社)556432-7285ストックホルム

Handelsbanken Fondbolagsförvaltning AB556070-0683ストックホルム

Handelsbanken Fonder AB 556418-8851ストックホルム

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S12930879コペンハーゲン

Handelsbanken Fondbolag AB 1105019-3ヘルシンキ

Handelsbanken Kapitalförvaltnings AS 973194860 オスロ

XACT Fonder AB 556582-4504ストックホルム

銀行グループに含まれる会社 企業識別番号 所在地
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AB Handel och Industri 556013-5336ストックホルム

Ejendomsselskabet af 1.januar 2002 A/S 38300512ヘルニング

Ejendomsselskabet af 1. Maj 2009 A/S
1 59173812 ヒレレズ

Forva AS 945812141 オスロ

Fritidsvärden AB 556192-4803イェーテボリ

Lejontrappan AB 556481-1551イェーテボリ

Handelsbanken Markets Securities, Inc
1 11-3257438ニューヨーク

Handelsbanken Mezzanine Fond 1 KB (休眠会社)969710-3126ストックホルム

Handelsbanken Mezzanine Management AB (休眠会社)556679-2668ストックホルム

Lokalbolig A/S 78488018 ヒレレズ

Rådstuplass 4 AS 910508423ベルゲン

SIL (Nominees)Limited (休眠会社) 1932320 ロンドン

Svenska Handelsbanken Delaｗare Inc. 13-3153272デラウェア

Svenska Handelsbanken S.A. 
1 RCS Lux B-15992ルクセンブルグ

Svenska Property Nominees Limited (休眠会社)2308524 ロンドン

ZAO Svenska Handelsbanken
1 1057711005384 モスクワ

関連会社

Bankernas Automatbolag AB 556817-9716ストックホルム

Bankomatcentralen AB 556197-2265ストックホルム

BDB Bankernas Depå AB 556695-3567ストックホルム

BGC Holding AB 556607-0933ストックホルム

Bankgirocentralen BGC AB 556047-3521ストックホルム

Devise Business Transactions Sweden AB556564-5404ストックホルム

Finansiell ID-teknik BID AB 556630-4928ストックホルム

Upplysningscentralen UC AB 556137-5113ストックホルム

UC Ekonomipublikationer AB

1
金融機関

銀行グループに含まれていない会社 企業識別番号 所在地

ハンデルスバンケン・リヴ Försäkring AB (グループ) 516401-8284ストックホルム

Svenska Re S.A. RCS Lux B-32053ルクセンブルグ

Handelsbanken Skadeförsäkrings AB 516401-6767ストックホルム

Handelsbanken Renting AB 556043-2766ストックホルム

Innovativ Vision Holdings AB 556708-7589リンチェピング

Flisekompaniet Holdings AS 992999136 オスロ

Dyson Group plc 163096 シェフィールド

Plastal Industri AB 556532-8845イェーテボリ

Festival AS 993798304 ソンゲ
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資本基盤

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

Tier 1資本

資本(当行グループ) 94,524 88,391

未払配当金(当年度) -6,085 -5,611

当銀行グループ以外の資本の控除 -558 -243

当銀行グループ以外の損益の控除 -520 -440

少数株主持分(当行グループ) O -1

資本(資本基盤) 87,361 82,096

革新的Tier 1資本拠出 11,254 11,283

非革新的Tier 1資本拠出 2,910 2,916

少数株主持分(当銀行グループ) 423 347

控除項目

　のれん及びその他の無形資産 -7,234 -6,838

　再評価積立金 -115 -122

　公正価値で測定されたポジションに対する価値調整 -56 -

　繰延税金資産 -386 -337

　内部格付機関に対する特別控除 -945 -715

　当銀行グループ以外の企業への資本拠出 -234 -234

　証券化におけるポジション -219 -219

安定化フィルタに従った調整

　キャッシュフロー・ヘッジ 676 457

　未実現累積利益(株式) -133 -1,241

　未実現累積利益/損失(確定利付証券) 246 403

Tier 1資本合計 93,548 87,796

Tier 2資本

永久劣後ローン 11,710 11,664

期限付劣後ローン 7,957 17,248

追加項目

　未実現累積利益(株式) 133 1,241

　再評価積立金 115 122

控除項目

　内部格付機関に対する特別控除 -945 -715

　当銀行グループ以外の企業への資本拠出 -234 -234

　証券化におけるポジション -219 -219

Tier 2資本合計 18,517 29,107

Tier 1及びTier 2資本合計 112,065 116,903
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資本基盤合計からの控除項目

　保険会社への資本拠出 -4,417 -4,567

　年金資産の余剰価値 -1,471 -1,367

自己資本比率目的での資本基盤合計 106,177 110,969

Tier 1資本

当銀行グループにおけるTier 1資本は、主に株式より構成されている。当行グループの保険会社は銀行グルー

プに属していないため、保険会社の利益剰余金はTier 1資本に含まれていない。スウェーデン金融監督庁の了承

の下、特定の永久劣後ローンは、Tier 1資本(いわゆるTier 1資本拠出)に含まれる場合がある。減額項目控除後の

純額に含まれる可能性のある部分は、発行済Tier 1商品の契約条件によって変わる。Tier 1払込資本は、最大でも

合計でTier 1資本全体の50％である。株式に転換不能な、又は当行が額面価額で償還可能なTier 1出資証券は、最

大で35％である。革新的Tier 1払込資本(金利マージンの増加(ステップアップ)を含む)は最大で15％である。

2011年度末において、Tier 1株式発行による払込資本の範囲は、合計65.2十億クローネであった。ここには、株式

に転換不能な、又は当行が額面価額で償還可能なTier 1出資証券に関する41.4十億クローネが含まれている。革

新的Tier 1出資証券の発行範囲は、12.6十億クローネであった。

当行のTier 1株式発行による払込資本合計のうち、6.9十億クローネは、通常のTier 1払込資本であり、7.3十億

クローネは、いわゆる補完的なTier 1払込資本である。通常のTier 1払込資本は、当行が清算手続を強いられるよ

うな状況を回避するため、当行に当該商品を資本に転換する権利を与えているものである。補完的なTier 1払込

資本については、当行は、規制要件に違反しないようにするために早い段階で当該商品を資本に転換する権利を

有している。清算の場合、これらの商品は双方とも、負債(過去に資本に転換された部分を含む)として分類され、

その後、当行の資産に対して同額の残存請求権を有することとなる。当該請求は、その他すべての債権者の請求に

劣後する。株主のみが当行の資産に対してより劣後した請求権を有する。補完的なTier 1払込資本に関しては、当

行はクーポン支払を無条件に一時差し止める権利を有している。すなわち、利息の支払を随時、差し止めることが

できる。分配可能な資金がない場合、これらの商品の双方について、クーポン支払が一時停止されることとなる。

すべてのTier 1払込資本は、過去の規制の枠組みの下で発行される。したがって、FFFS 2010年:第10号の移行に

関する取決めに従って全額が含まれる。

Tier 1資本から除外される項目は、主として、のれん及びその他無形資産、並びに売却可能に分類された株式に

係る未実現利益である。繰延税金資産及び不動産の評価増もまたTier 1資本の減額につながっている。売却可能

として分類される利付証券及びキャッシュフロー・ヘッジの資本への影響に関しては、中立的調整が行われる。

2011年12月31日より適用される自己資本比率規制が変更されたため、公正価値で測定されるポジションで流動性

の低いものはすべて控除しなければならない。変更前の規制には、トレーディング勘定における非流動性ポジ

ションのみが含まれていた。

Tier 2資本

Tier 2資本には、劣後ローン、設備の評価増に関する減額及び売却可能として分類された株式に係る未実現利

益が含まれる。Tier 2資本総額は、Tier 1資本を超過してはならない。さらに、資本基盤に含まれる期限付劣後

ローンの上限は、Tier 1資本合計の50％に制限されている。また、様々な種類の劣後負債は、規制対象の中に含ま

れている。劣後ローン残高の詳細については、注記G39「劣後負債」を参照のこと。

Tier 1及びTier 2資本からの控除
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内部格付に基づくモデルの使用を許可されている機関(以下「IRB機関」という。) は、IRBモデルに基づく予想

貸倒損失が計上された貸倒引当金を超過した場合、その差額を控除しなければならない。また、特定の金融機関に

おいては、関連会社の資本持分又は持分合計がその会社の資本の10％を超過する場合には、資本拠出について控

除しなればならない。これらの控除は、半分はTier 1資本から行われ、もう半分はTier 2資本から行われなければ

ならない。

資本基盤合計からの控除

年金資産の認識済剰余金の純額に関して、資本基盤合計からの控除が行われなければならない。但し、当該控除

は、ハンデルスバンケンが年金基金に返還の請求権のある年金費用に関してこれに相当する分が減額される可能

性がある。資本基盤合計はまた、2006年6月20日より前に行われた保険会社に対する拠出によって減額されなけれ

ばならない。2013年より、これらの拠出の半分はTier 1資本から行われ、もう半分はTier 2資本から行われなけれ

ばならない。

所要自己資本

ハンデルスバンケンは、リスクの区分及び信用リスクの算定にIRBモデルと呼ばれる内部手法を適用している。

内部格付アプローチには、基礎的アプローチと先進的アプローチの二つの異なるアプローチがある。基礎的アプ

ローチでは、当行は1年以内に顧客が債務不履行に陥る可能性(以下「PD」という。) を判断するために当行独自

の手法を用いるが、一方で、その他のパラメーターは金融監督庁によって設定される。先進的アプローチでは、当

行は、債務不履行時の損失(以下「LGD」という。) 及び債務不履行時のエクスポージャー (以下「EAD」という。)

を算定する際に当行独自の手法を用いる。

ハンデルスバンケンは、地方銀行業務全体及び以下の子会社のエクスポージャーにおける大企業及び大手機関

に対するエクスポージャーについて、基礎的IRB手法を用いている。子会社は、スタッドフィポテック AB、

Handelsbanken Finans AB、Handelsbanken Finans (Shanghai) Financial Leasing Co. Ltd.及びRahoitus Oyの

各社である。基礎的IRB手法はまた、地方銀行業務に含まれていないハンデルスバンケンの海外支店における一定

の大規模法人に対するエクスポージャーに対しても用いられる。

先進的IRB手法は、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク及びフィンランドにおけるリテール・エクスポー

ジャー(個人及び小規模企業)、並びに以下の子会社におけるリテール・エクスポージャーに対して用いられてい

る。子会社は、スタッドフィポテック AB、Handelsbanken Finans AB及びRahoitus Oyの各社である。

内部格付信用リスク
信用リスク保護考慮後の

エクスポージャー(EAD) 平均リスク加重、％ 所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年

法人エクスポージャー 917,480 859,427 33.4 37.7 24,529 25,922

　うち、レポ及び有価証券貸付 6,340 12,317 1.5 0.5 8 5

　うち、その他貸付(基礎的アプローチ) 374,461 365,655 43.6 45.7 13,052 13,363

　うち、その他貸付(先進的アプローチ) 536,679 481,455 26.7 32.6 11,469 12,554

　－中規模企業 75,068 89,788 65.8 71.6 3,949 5,145

　－不動産会社 339,390 281,292 25.1 29.9 6,812 6,739

　－住宅共同組合 122,221 110,375 7.2 7.6 708 670

リテール・エクスポージャー 730,669 691,474 7.2 7.4 4,217 4,095

　うち、不動産貸付 643,449 610,234 5.4 5.7 2,795 2,781
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　うち、その他 87,220 81,240 20.4 20.2 1,422 1,314

小規模企業 29,800 29,941 38.9 40.8 927 977

機関エクスポージャー 158,538 181,574 12.3 10.7 1,559 1,557

　うち、レポ及び有価証券貸付 79,640 102,593 0.5 0.6 32 46

　うち、その他貸付 78,898 78,981 24.2 23.9 1,527 1,511

株式エクスポージャー 4,355 5,725 136.2 115 475 526

カウンターパーティ・リスクを除くエクス

ポージャー
2,364 2,044 100 100 189 164

証券化ポジション 1,944 5,460 5.0 6.4 8 28

伝統的証券化 1,944 5,460 5.0 6.4 8 28

合成的証券化 - - - - - -

内部格付合計 1,845,150 1,775,645 21.6 23.4 31,904 33,269

うち、レポ及び有価証券貸付 85,980 114,910 0.6 0.6 40 51

うち、その他貸付(基礎的アプローチ) 462,022 457,864 41.3 42.6 15,251 15,592

うち、その他貸付(先進的アプローチ) 1,297,148 1,202,871 16.0 18.3 16,613 17,626

さらに2010年12月31日現在の報告より、スウェーデン金融監督庁の決定に従い、ハンデルスバンケンは地方銀

行業務における中規模企業、住宅共同組合及び不動産会社、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ、ス

タッドフィポテック AB及びHandelsbanken Finansに関して、先進的内部格付アプローチを用いている。

2011/2012年度末現在、バーゼルⅡに従って算定された信用リスクに関して、IRBモデルはリスク加重資産合計

の約90％をカバーしていた。残りの信用リスク・エクスポージャーに関して、2011年度の所要自己資本はバーゼ

ルⅡの標準規定を用いて測定された。

このセクションで報告されている数値は、バーゼルⅡ自己資本比率規制の第一の柱に基づく最低所要自己資本

を参照している。この表における「バーゼルⅡに基づく」とは、伝統的規定の適用終了後の最低所要自己資本に

基づく数値であることを意味している。伝統的規定は、さらに通知があるまで適用される。

レポ及び有価証券貸付は、所要自己資本が非常に低いものの、取引高が常にかなりの変動があることから、IRB

モデルに従った所要自己資本の表に別個に報告されている。所要自己資本が低いのは、エクスポージャーが総額

で報告され、当該エクスポージャーに担保が付されているためである。

当年度において、IRBエクスポージャーに関する平均リスク加重合計は、1.8％低下した。この低下は、主に、法人

エクスポージャーに対する平均リスク加重の低下によるものである。これは同様に当年度において、比較的低い

リスク加重の取引相手との信用取引高が増加し、比較的高いリスク加重の取引相手との取引高が減少しているこ

とによるものである。当年度における変動に関する詳細については、2011年の当行の中間報告書及び「リスク及

び資本管理－第三の柱に関する情報」に記載されている自己資本比率に関する特別情報に従った当行の開示を

参照のこと。

オペレーショナル・リスク

ハンデルスバンケンの所要資本の計算は標準的手法に従っているが、これはその計算が当行の様々な事業セグメ

ントの収益に基づくというものである。

市場リスク

市場リスクに関する所要自己資本は、当銀行グループに対して計算される。但し、金利リスク及び株価リスクに

関する所要自己資本は、トレーディング勘定ポジションについてのみ計算される。市場リスクに関する所要自己
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資本を計算する際には、標準的手法が適用されている。

所要自己資本、標準的手法
* 2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ
エクスポージャー

金額(EAD) 所要自己資本

エクスポージャー

金額(EAD) 所要自己資本

ソブリン及び中央銀行 426,725 19 144,442 16

地方自治体 57,897 1 54,207 2

国際開発金融機関 2,372 0 - -

機関 6,835 154 5,532 122

法人 24,485 1,958 27,606 2,209

リテール 9,015 541 10,817 649

不動産抵当貸付 17,833 548 13,481 409

延滞項目 190 22 532 63

その他項目 11,253 517 12,072 581

合計 556,605 3,760 268,689 4,051

*
エクスポージャーが存在するエクスポージャー・クラスの所要自己資本の詳細

所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

信用リスク

標準的アプローチによる信用リスク 3,760 4,051

内部格付アプローチによる信用リスク 31,904 33,269

市場リスク

金利リスク 850 1,346

　うち、一般的なリスク 711 1,126

　うち、特別なリスク 139 220

株価リスク 14 27

　うち、一般的なリスク 6 12

　うち、特別なリスク 7 14

　うち、ファンド 1 1

為替リスク - -

コモディティ・リスク 20 28

決済リスク - -

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスク 4,117 3,849

バーゼルⅡに基づく所要自己資本合計 40,665 42,570

移行規定に基づく調整 38,389 33,715

バーゼルⅡ移行規定に基づく所要自己資本合計 79,054 76,285

バーゼルⅡ移行規定に基づくリスク加重資産 988,180 953,561
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バーゼルⅡに基づくリスク加重資産 508,317 532,136

自己資本比率分析、％ 2011年 2010年

移行規定と比較したバーゼルⅡにおける所要自己資本 51 56

以下に基づく資本比率

　バーゼルⅡ 20.9 20.9

　移行規定 10.7 11.6

以下に基づくTier 1自己資本比率

　バーゼルⅡ 18.4 16.5

　移行規定 9.5 9.2

以下に基づくコアTier 1自己資本比率

　バーゼルⅡ 15.6 13.8

　移行規定 8.0 7.7

所要自己資本に関連した資本基盤

　バーゼルⅡ 261 261

　移行規定 134 145

金融コングロマリットに関する自己資本比率

金融コングロマリットの一部である機関及び保険会社は、金融コングロマリットの所要自己資本に関して十分

な資本基盤を有していなければならない。金融コングロマリットに関する資本基盤は、集約方式、決済方式及び連

結方式を組み合わせることによって計算されている。これは、銀行グループの資本基盤がハンデルスバンケン・

リヴ AB保険グループに関する資本基盤と合算されていることを意味する。そのため、金融コングロマリットに関

する所要自己資本を計算するために、当銀行グループの所要自己資本に、保険グループに関するソルベンシー要

件が追加されている。

金融コングロマリットの自己資本比率

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

控除及び調整後の資本基盤 108,734 115,926

所要自己資本 80,078 77,487

剰余金 28,656 38,439

次へ 
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損益計算書(親会社)

2011年 2010年

(百万スウェーデ

ン・クローネ)
(百万円)

(百万スウェーデ

ン・クローネ)
(百万円)

利息収益 注記P3 37,014 533,742 25,206 363,471 

利息費用 注記P3 -21,330 -307,579 -10,657 -153,674 

純利息収益 15,684 226,163 14,549 209,797 

受取配当金 注記P4 5,733 82,670 2,749 39,641 

手数料及びコミッション収益 注記P5 7,382 106,448 7,870 113,485 

手数料及びコミッション費用 注記P5 -1,356 -19,554 -1,415 -20,404 

純手数料及びコミッション収益 6,026 86,895 6,455 93,081 

金融事業における純損益 注記P6 458 6,604 790 11,392 

その他営業収益 注記P7 640 9,229 624 8,998 

営業収益合計 28,541 411,561 25,167 362,908 

一般管理費用

人件費 注記P8 -9,247 -133,342 -8,838 -127,444 

その他管理費用 注記P9 -4,723 -68,106 -4,775 -68,856 

不動産及び器具備品並びに無形資産の減価

償却費、償却費及び減損費用

注記P21,

P22 -538 -7,758 -533 -7,686 

貸倒損失控除前費用合計 -14,508 -209,205 -14,146 -203,985 

貸倒損失控除前利益 14,033 202,356 11,021 158,923 

貸倒損失、正味 注記P10 -1,081 -15,588 -1,466 -21,140 

金融資産の減損損失 -375 -5,408 -470 -6,777 

営業利益 12,577 181,360 9,085 131,006 

利益処分 注記P11 106 1,529 108 1,557 

税引前利益 12,683 182,889 9,193 132,563 

法人税等 注記P29 -3,470 -50,037 -2,548 -36,742 

当期利益 9,213 132,851 6,645 95,821 

包括利益計算書（親会社）

2011年 2010年

(百万スウェーデ

ン・クローネ
(百万円)

(百万スウェーデ

ン・クローネ)
(百万円)

当期利益 9,213 132,851 6,645 95,821 

その他包括利益

キャッシュフロー・ヘッジ -264 -3,807 -186 -2,682 

売却可能金融商品 -1,319 -19,020 2,188 31,551 

当期為替換算差額 36 519 -1,462 -21,082 

その他包括利益に関する税金 435 6,273 -549 -7,917 

うち、キャッシュフロー・ヘッジ 70 1,009 49 707 

うち、売却可能金融商品 365 5,263 -598 -8,623 
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その他包括利益合計 -1,112 -16,035 -9 -130 

当期包括利益合計 8,101 116,816 6,636 95,691 

当期の損益計算書における修正再表示は注記P35に示されている。

貸借対照表(親会社)

2011年 2010年

(百万スウェーデ

ン・クローネ)
(百万円)

(百万スウェーデ

ン・クローネ)
(百万円)

資産

現金及び中央銀行預け金 251,592 3,627,957 56,346 812,509 

財務省証券及びその他の適格証券 注記P17 38,144 550,036 43,218 623,204 

金融機関への貸出金 注記P15 532,713 7,681,721 505,049 7,282,807 

一般顧客への貸出金 注記P16 686,827 9,904,045 691,221 9,967,407 

社債及びその他の利付証券 注記P17 56,093 808,861 60,618 874,112 

株式 注記P18 24,636 355,251 35,113 506,329 

子会社及び関連会社株式 注記P19 44,020 634,768 44,547 642,368 

顧客が価値変動リスクを負う資産 2,644 38,126 2,080 29,994 

デリバティブ商品 注記P20 148,972 2,148,176 109,192 1,574,549 

無形資産 注記P21 1,564 22,553 1,516 21,861 

不動産及び器具備品 注記P22 2,093 30,181 1,724 24,860 

繰延税金資産 注記P29 360 5,191 322 4,643 

その他資産 注記P23 17,208 248,139 58,593 844,911 

前払費用及び未収金 注記P24 6,395 92,216 4,624 66,678 

資産合計 注記P12 1,813,261 26,147,224 1,614,163 23,276,230 

負債及び資本

金融機関からの預り金 注記P25 261,806 3,775,243 260,117 3,750,887 

一般顧客からの預金及び借入金 注記P26 705,565 10,174,247 577,180 8,322,936 

顧客が価値変動リスクを負う負債 2,673 38,545 2,112 30,455 

発行済証券等 注記P27 543,876 7,842,692 483,305 6,969,258 

デリバティブ商品 注記P20 145,421 2,096,971 118,506 1,708,857 

ショートポジション 注記P28 21,397 308,545 36,026 519,495 

当期税金負債 677 9,762 382 5,508 

繰延税金負債 注記P29 91 1,312 90 1,298 

引当金 注記P30 24 346 74 1,067 

その他負債 注記P31 13,058 188,296 13,382 192,968 

未払費用及び繰延収益 注記P32 9,693 139,773 8,350 120,407 

劣後負債 注記P33 35,325 509,387 43,959 633,889 

負債合計 注記P12 1,739,606 25,085,119 1,543,483 22,257,025 

非課税剰余金 注記P34 998 14,391 1,110 16,006 
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株式資本 2,902 41,847 2,899 41,804 

資本剰余金 793 11,435 184 2,653 

その他積立金 注記P36 577 8,320 1,689 24,355 

利益剰余金 59,172 853,260 58,153 838,566 

当期利益 9,213 132,851 6,645 95,821 

資本合計 72,657 1,047,714 69,570 1,003,199

負債及び資本合計 1,813,261 26,147,224 1,614,163 23,276,230

補足項目

自己債務の担保として差し入れた資産 注記P37 72,007 1,038,341 79,591 1,147,702 

担保に供したその他資産 注記P37 5,236 75,503 4,398 63,419 

偶発債務／コミットメント 注記P38 149,061 2,149,460 131,479 1,895,927 

その他コミットメント 注記P39 513,217 7,400,589 415,771 5,995,418 

持分変動計算書（親会社）

制限資本 非制限資本

(百万スウェーデン・クロー

ネ) 株式資本

法定

準備金

資本

剰余金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計

2010年期首資本 2,899 2,682 184 -573 -821 410 63,108 67,889 

当期利益 6,645 6,645 

その他包括利益 　 　 　 -137 1,590 -1,462 　 -9 

当期包括利益合計 -137 1,590 -1,462 6,645 6,636 

配当金 -4,988 -4,988 

トレーディング勘定で保有

されている自己株式の変

動 33 33 

2010年期末資本 2,899 2,682 184 -710 769 -1,052 64,798 69,570 

制限資本 非制限資本

(百万スウェーデン・クロー

ネ) 株式資本

法定

準備金

資本

剰余金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計

2011年期首資本 2,899 2,682 184 -710 769 -1,052 64,798 69,570 

当期利益 9,213 9,213 

その他包括利益 　 　 　 -194 -954 36 　 -1,112 

当期包括利益合計 -194 -954 36 9,213 8,101 

配当金 -5,611 -5,611 

2008年に発行した転換可能劣

後

ローンの転換 3 103 106 

2011年に発行した転換可能劣

後

ローンの資本部分 506 506 

トレーディング勘定で保有さ

れている自己株式の変動 -15 -15 
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2011年期末資本 2,902 2,682 793 -904 -185 -1,016 68,385 72,657 

1
公正価値ファンドに含まれている。

2008年の転換可能劣後ローンの株式への転換は2011年6月1日から可能である。名目価格111百万クローネが年度末においてクラスA株式

593,180株に転換された。同じ年度末にトレーディング勘定で保有されていた自己株式は79,520株（0）であった。

資本変動の詳細は注記P36に示されている。

制限資本 非制限資本

(百万円)
株式資本

法定

準備金

資本

剰余金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計

2010年期首資本 41,804 　 38,674 　 2,653 　 -8,263 　 -11,839 　 5,912 　 910,017 　 978,959 

当期利益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 95,821 　 95,821 

その他包括利益 　 　 　 　 　 -1,976 　 22,928 　 -21,082　　 　 -130 

当期包括利益合計 　 　 　 　 　 -1,976 　 22,928 　 -21,082 　 95,821 　 95,691 

配当金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 -71,927 　 -71,927 

トレーディング勘定で

保有されている自己

株式の変動 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　

476 

　

476 

2010年期末資本 41,804 　 38,674 　 2,653 　 -10,238 　 11,089 　 -15,170 　 934,387 　 1,003,199 

制限資本 非制限資本

(百万円)
株式資本

法定

準備金

資本

剰余金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計

2011年期首資本 41,804 　 38,674 　 2,653 　 -10,238 　 11,089 　 -15,170 　 934,387 　 1,003,199 

当期利益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 132,851 　 132,851 

その他包括利益 　 　 　 　 　 -2,797 　 -13,757 　 519 　 　 -16,035 

当期包括利益合計 　 　 　 　 　 -2,797 　 -13,757 　 519 　 132,851 　 116,816 

配当金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 -80,911　　 -80,911 

2008年に発行した転換

可能劣後

ローンの転換 43 　 　 　1,485　 　 　 　 　 　

　

　

　

1,529 

2011年に発行した転換

可能劣後

ローンの資本部分 　 　 　 　7,297　 　 　 　 　 　

　

　

　

7,297 

トレーディング勘定で

保有されている自己

株式の変動 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　

　-216

　

-216 

2011年期末資本 41,847 　 38,674 　 11,435 　 -13,036 　 -2,668 　 -14,651 　 986,112 　 1,047,714 

1
公正価値ファンドに含まれている。

2008年の転換可能劣後ローンの株式への転換は2011年6月1日から可能である。名目価格111百万クローネが年度末においてクラスA株式

593,180株に転換された。同じ年度末にトレーディング勘定で保有されていた自己株式は79,520株（0）であった。

資本変動の詳細は注記P36に示されている。

キャッシュ・フロー計算書（親会社）
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2011年 2010年

(百万スウェーデ

ン・クローネ
(百万円)

(百万スウェーデ

ン・クローネ)
(百万円)

営業活動

営業利益 12,577 181,360 9,085 131,006 

うち、受取利息 35,484 511,679 25,134 362,432 

うち、支払利息 -20,339 -293,288 -10,701 -154,308 

うち、受取配当金 805 11,608 1,056 15,228 

損益における非現金項目の調整

貸倒損失 1,233 17,780 1,641 23,663 

未実現評価差額 -3,168 -45,683 1,346 19,409 

減価償却費、償却費及び減損 913 13,165 1,003 14,463 

グループ利益分配 -4,928 -71,062 -1,628 -23,476 

法人税の支払 -3,142 -45,308 -2,577 -37,160 

営業活動による資産及び負債の変動

金融機関への貸出金 -27,664 -398,915 -109,048 -1,572,472 

一般顧客への貸出金 2,728 39,338 48,626 701,187 

利付証券及び株式 25,024 360,846 38,378 553,411 

金融機関からの預り金 1,688 24,341 35,067 505,666 

一般顧客からの預金及び借入金 128,385 1,851,312 7,015 101,156 

発行済証券 60,571 873,434 9,100 131,222 

デリバティブの正味ポジション -12,725 -183,495 7,691 110,904 

ショートポジション -14,629 -210,950 6,380 92,000 

投資銀行業務の決済における債権及び債務 42,254 609,303 -18,892 -272,423 

その他 -9,289 -133,947 -8,255 -119,037 

営業活動からのキャッシュ・フロー 199,828 2,881,520 24,932 359,519 

投資活動

持分変動 293 4,225 0 0 

利付証券の変動 -3,168 -45,683 157 2,264 

不動産及び器具備品の変動 -277 -3,994 -308 -4,441 

無形固定資産の変動 -255 -3,677 -92 -1,327 

投資活動からのキャッシュ・フロー -3,407 -49,129 -243 -3,504 

　 　

財務活動

劣後ローンの返済 -10,835 -156,241 -10,863 -156,644 

劣後ローンの発行 2,512 36,223 - - 

配当金の支払い -5,611 -80,911 -4,988 -71,927 

グループ利益分配 41 591 970 13,987 

財務活動からのキャッシュ・フロー -13,893 -200,337 -14,881 -214,584 

当期キャッシュ・フロー 182,528 2,632,054 9,808 141,431

期首流動資金 56,346 812,509 49,681 716,400 

営業活動からのキャッシュ・フロー 199,828 2,881,520 24,932 359,519 

投資活動からのキャッシュ・フロー -3,407 -49,129 -243 -3,504 

財務活動からのキャッシュ・フロー -13,893 -200,337 -14,881 -214,584 
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流動資金の為替換算差額 12,718 183,394 -3,143 -45,322 

期末流動資金 251,592 3,627,957 56,346 812,509 

５年間の概要(親会社)

損益計算書

(百万スウェーデン・クローネ) 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年

純利息収益 15,684 14,549 14,584 13,297 10,236 

受取配当金 5,733 2,749 6,687 5,224 9,887 

純手数料及びコミッション収益 6,026 6,455 5,995 5,661 6,428 

金融事業における純損益 458 790 2,453 2,304 1,867 

その他営業収益 640 624 597 904 695 

営業収益合計 28,541 25,167 30,316 27,390 29,113 

一般管理費用

人件費 -9,247 -8,838 -8,938 -7,556 -7,295 

その他管理費用 -4,723 -4,775 -4,450 -4,480 -4,174 

不動産及び器具備品並びに無形資産の

減価償却費、償却費及び減損費用 -538 -533 -574 -498 -441 

貸倒損失控除前費用合計 -14,508 -14,146 -13,962 -12,534 -11,910 

貸倒損失控除前利益 14,033 11,021 16,354 14,856 17,203 

貸倒損失、正味 -1,081 -1,466 -3,781 -1,580 -64 

金融資産の減損損失 -375 -470 -30 - -

営業利益 12,577 9,085 12,543 13,276 17,139 

利益処分 106 108 1,100 -872 -227 

税引前利益 12,683 9,193 13,643 12,404 16,912 

法人税等 -3,470 -2,548 -2,784 -3,097 -3,265 

当期利益 9,213 6,645 10,859 9,307 13,647 

当期配当金 6,085
1 5,611 4,988 4,364 8,416 

1
取締役会の処分案によるもの

包括利益計算書

(百万スウェーデン・クローネ) 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年

当期利益 9,213 6,645 10,859 9,307 13,647 

その他包括利益

キャッシュフロー・ヘッジ -264 -186 13 -1,040 144 

売却可能金融商品 -1,319 2,188 3,277 -5,142 -752 

合併による損益 - - - - 68 

当期為替換算差額 36 -1,462 51 169 297 

その他包括利益に関する税金 435 -549 -927 1,721 134 

うち、キャッシュフロー・ヘッジ 70 49 -3 277 -40 

うち、売却可能金融商品 365 -598 -924 1,444 174 
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その他包括利益合計 -1,112 -9 2,414 -4,292 -109 

当期包括利益合計 8,101 6,636 13,273 5,015 13,538 

貸借対照表

(百万スウェーデン・クローネ) 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年

資産

一般顧客への貸出金 686,827 691,221 741,496 790,613 711,626 

金融機関への貸出金 532,713 505,049 396,001 381,874 318,859 

利付証券 94,237 103,836 154,790 144,523 156,317 

その他資産 499,484 314,057 278,351 343,582 179,104 

資産合計 1,813,261 1,614,163 1,570,638 1,660,592 1,365,906 

負債及び資本

一般顧客からの預金及び借入金 705,565 577,180 570,166 505,903 482,487 

金融機関からの預り金 261,806 260,117 225,049 373,996 307,151 

発行済証券 543,876 483,305 474,205 427,426 294,705 

劣後負債 35,325 43,959 59,021 61,306 52,909 

その他負債 193,034 178,922 172,940 230,457 164,952 

非課税剰余金 998 1,110 1,368 2,490 1,484 

資本 72,657 69,570 67,889 59,014 62,218 

負債及び資本合計 1,813,261 1,614,163 1,570,638 1,660,592 1,365,906 

補足項目

自己債務の担保として差し入れた資産 72,007 79,591 171,051 226,726 119,896 

担保に供したその他資産 5,236 4,398 8,124 6,943 21,841 

偶発債務／コミットメント 149,061 131,479 154,338 180,826 139,431 

その他コミットメント 513,217 415,771 376,628 330,253 356,797 

重要な数値 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年

減損貸出金引当率％ 61.0 61.5 61.9 51.1 81.2 

減損貸出金の割合％ 0.24 0.33 0.33 0.22 0.04 

バーゼルⅡによる自己資本比率％ 20.9 19.3 20.2 16.2 18.7 

バーゼルⅡによるTier 1

自己資本比率％ 16.9 12.9 12.0 8.7 10.1 

次へ 
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注記P1　会計方針

準拠表明

親会社の年次報告書はスウェーデンの信用機関及び証券会社に係る年次報告法（1995年第1559号）、スウェー

デン金融監督庁が発行した規定及び一般指針、FFFS 2008年第25号、信用機関及び投資会社における年次報告、ス

ウェーデンの財務報告審議会の勧告RFR第2号「事業体に関する会計処理」及びスウェーデン財務報告審議会に

よる意見書に準拠して作成されている。金融監督庁の推奨に準拠して、親会社は法定IFRSを採用している。これは

EUが採用する国際財務報告基準及びこれら基準の解釈が、国内法及び指令並びに会計と税との間の関連性の枠組

みの範囲内で可能な限り適用されていることを意味する。

親会社及び当行グループの会計方針における関連性

親会社の主な会計方針は当行グループの会計方針と一致している。以下は当行グループの会計方針と異なる親

会社の会計方針であるが、親会社の会計方針はこの範囲に限定して示されている。その他については注記G1の会

計方針を参照のこと。

会計方針の変更

2011年度においてスウェーデン財務報告審議会はUFR第2号「グループ利益分配及び株主の拠出の報告」を廃

止した。これに替えてグループ利益分配の報告に関するガイダンスはRFR第２号に組み入れられた。新基準により

すべてのグループ利益分配の受領は親会社の損益計算書において受取配当金として報告され、貸借対照表におい

ては、子会社株式の価値の増加として報告される。

2011年において、親会社の資本の表示は個別の構成要素である株式資本、資本準備金、その他積立金及び利益剰

余金に区分されている。資本準備金には、発行済み転換可能債務証券のオプション要素及び債務証券の転換時の

価格が発行された株式の調整額面金額を超過する金額が含まれている。以前は個別に報告されていた積立金はそ

の他積立金に含まれている。

その他、親会社が当事業年度において採用した会計方針は、すべての重要な点において2010年度に採用されて

いた会計方針と同様である。

表示

親会社は損益計算書及び貸借対照表について信用機関及び証券会社に係る年次報告法並びにスウェーデン金

融監督庁の法規に準拠した表示モデルを採用している。これは当行グループの表示と比較して主に以下の相違が

あることを意味する。

・　連結財務諸表において中央銀行へのその他の貸出金として報告されている要求払い可能な中央銀行債権

は、親会社の貸借対照表において金融機関への貸出金として報告されている。

・　仲介及び取引費用は親会社においてコミッション費用として報告されている。

・　受取配当金は親会社の損益計算書において個別の科目で報告されている。

・　親会社が不動産、器具備品及び無形固定資産を処分する際の損益は、その他損益に報告される。

・　親会社ではオフバランスシート項目を貸借対照表上で報告している。

・　当行グループの報告において持分資本と税金負債に分割されている非課税剰余金は、親会社において個別

の貸借対照表項目として報告されている。

外貨建て資産及び負債

親会社の貸出金で在外営業活動体における純投資をヘッジするものは、当初の換算レートで測定される。
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売却目的保有資産及び非継続事業

非継続事業からの税引後純利益は親会社の損益計算書において個別に認識されない。また売却目的保有資産は

貸借対照表において個別に表示されない。

子会社及び関連会社株式

子会社及び関連会社株式は取得原価で測定される。子会社及び関連会社株式に対する配当金は収益として損益

計算書の受取配当金に計上される。

金融保証

保証の形式による子会社及び関連会社への金融保証は、親会社に契約債務が存在し、契約債務を決済するため

の支払いが求められる可能性が高い場合、親会社の貸借対照表に引当金として計上される。

無形資産

親会社において、資産及び耐用年数を確定出来ないその他の無形資産の取得は、前述の年次報告法の規定に準

拠して償却される。経験上、買収により取得した顧客関係は非常に長期にわたるため、その結果、取得におけるの

れんの耐用年数も長期となる。償却期間は20年と定められている。

配当金

受取配当金項目は、親会社が子会社及び関連会社からの配当金を含めて受領した配当金のすべて、並びに受領

したグループ利益分配で構成されている。

配当予想は、親会社に配当金額を決定する権利があり、財務報告の公表前に決定されている場合に限り認識さ

れる。

年金会計

親会社は確定給付制度の会計に関するIAS第19号の規定を適用していない。その代わり、年金費用は年金債務保

護法の規定及びスウェーデン金融監督庁の規定に準拠して親会社の年金数理計算を基に計算される。これは主に

割引率の設定方法、親会社の年金債務の計算において将来債務の計算に将来の昇給が考慮されていないこと、年

金数理差損益は発生時に全額が認識されることに関して差異があることを意味する。認識された正味年金費用

は、支払給付金及び年金拠出から年金財団からの支給を控除したものとされる。当期の正味年金費用は、親会社の

損益計算書において人件費として報告される。

制度資産の価値が見積り年金債務を超過したことによる超過額は親会社の財務諸表において資産として認識

されない。不足額は負債として認識される。

税金

親会社において、非課税剰余金は貸借対照表において個別項目として認識される。非課税剰余金は貸借対照表

において、繰延税金負債及び資本の2つに分割可能である。

注記P2　リスク及び資本管理

ハンデルスバンケン・グループのリスク管理は、注記G2に記載されている。親会社のリスクに関する具体的な

情報については以下に示されている。定義については、176ページ（訳注：ハンデルスバンケンの2011年のアニュ

アルレポート原文の項目名であり、当該項目は本書には含まれていない。）を参照のこと。
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信用リスク

信用リスク・エクスポージャー

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

一般顧客への貸出金
1 686,827 691,221

うち、レポ 13,669 27,023

金融機関への貸出金 532,713 505,049

うち、レポ 60,813 72,293

付与された当座貸越枠の未使用部分 154,201 167,248

信用コミットメント 249,093 233,571

その他コミットメント 109,923 14,952

保証、与信 76,110 61,212

保証、その他 42,599 40,020

信用状 30,348 30,152

デリバティブ 148,972 109,192

財務省証券及びその他の適格証券 38,144 43,218

債券及びその他の利付証券 56,093 60,618

合計 2,125,023 1,956,453

1
この金額のうち、4,945(5,435)百万クローネは、当初認識時に損益計算書を通じて公正価値で評価するものと

して分類されていた貸出金である。

一般顧客への貸出金、セクター別 2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ

貸出金(引当

金控除前)

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金

貸出金(引当金

控除後)

貸出金(引当

金控除前)

潜在的な貸倒

損失に対する

引当金

貸出金(引当金

控除後)

個人 120,040 -648 119,392 130,400 -493 129,907

住宅協同組合 14,578 0 14,578 13,670 -11 13,659

不動産管理 270,062 -400 269,662 238,732 -372 238,360

製造 44,389 -496 43,893 51,529 -1,963 49,566

リテール 32,865 -303 32,562 29,507 -334 29,173

ホテル及びレストラン 6,422 -120 6,302 5,733 -88 5,645

海運 16,547 -202 16,345 12,432 -206 12,226

その他運輸及び通信 14,300 -178 14,122 15,463 -130 15,333

建設 9,151 -170 8,981 10,340 -173 10,167

電気、ガス及び水道 11,172 -15 11,157 11,479 -14 11,465

農業、狩猟業及び林業 4,706 -11 4,695 4,204 -22 4,182

その他サービス 19,961 -52 19,909 13,611 -218 13,393
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持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュア

ル・ファンド等
78,605 -702 77,903 84,176 -721 83,455

ソブリン及び地方自治体 12,382 0 12,382 11,150 0 11,150

その他法人貸付 35,596 -292 35,304 64,138 -208 63,930

一般顧客への貸出金合計(集合的引当金控除

前)
690,776 -3,589 687,187 696,564 -4,953 691,611

集合的引当金 -360 -390

一般顧客への貸出金合計 690,776 686,827 696,564 691,221

一般顧客への貸出金、担保

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

住宅用不動産
1 136,225 144,747

その他の不動産 167,276 145,952

ソブリン、地方自治体及び県域自治体 11,905 33,945

保証 14,143 9,475

その他の担保 71,266 58,415

無担保 286,012 298,687

一般顧客への貸出金合計 686,827 691,221

1
住宅協同組合を含む。

残高に対する信用リスク・エクスポージャー、担保

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

住宅用不動産
1 136,225 144,747

その他の不動産 167,276 145,952

ソブリン、地方自治体及び県域自治体 415,746 143,517

保証 14,307 11,891

その他の担保 143,000 133,593

無担保 651,598 721,922

信用リスク・エクスポージャー合計 1,528,152 1,301,622

1
住宅協同組合を含む。

信用の質
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市場リスク
＊

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

金利リスク -466 -468

為替リスク
＊＊

-44 -25

＊
親会社の株式及びコモディティ・リスクに関する情報については、注記G2を参照のこと。
＊＊
スウェーデン・クローネが+/-5%変動した場合の最悪の結果

負債の満期分析、2011年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 不確定満期 合計

金融機関からの預り金 174,110 5,794 1,972 14,185 - 196,061

うちレポ 4,056 - - - - 4,056

一般顧客からの預金及び借入金 186,163 29,628 5,043 1,268 477,919 700,021

うちレポ 8,003 - - - - 8,003

発行済証券 306,689 107,974 117,934 36,774 - 569,371

その他トレーディング負債 17,748 - - - - 17,748

劣後負債 9,512 6,838 16,880 6,765 - 39,995

合計 694,222 150,234 141,829 58,992 477,919 1,523,196

オフバランスシート項目

金融保証及び未使用コミットメント 411,960

デリバティブ、2011年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 合計

デリバティブに係る現金流入合計 773,214 519,781 682,420 179,070 2,154,485

デリバティブに係る現金流出合計 766,741 519,613 676,872 179,471 2,142,697

合計 6,473 168 5,548 -401 11,788

負債の満期分析、2010年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月 1年から5年 5年超 不確定満期 合計
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金融機関からの預り金 246,127 5,834 3,154 9,297 - 264,412

うちレポ 4,890 - - - - 4,890

一般顧客からの預金及び借入金 90,887 18,119 4,557 7,926 457,201 578,690

うちレポ 9,071 - - - - 9,071

発行済証券 226,646 115,256 131,947 28,654 - 502,503

その他トレーディング負債 33,265 - - - - 33,265

劣後負債 6,238 6,143 30,147 7,101 - 49,629

合計 603,163 145,352 169,805 52,978 457,201 1,428,499

オフバランスシート項目

金融保証及び未使用コミットメント 403,029

デリバティブ、2010年

百万スウェーデン・クローネ
3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月
1年から5年 5年超 合計

デリバティブに係る現金流入合計 892,410 432,279 636,281 178,669 2,139,639

デリバティブに係る現金流出合計 893,105 430,500 620,697 178,326 2,122,628

合計 -695 1,779 15,584 343 17,011

注記P3　純利息収益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

利息収益

金融機関及び中央銀行 10,130 5,414

一般顧客 25,493 21,177

財務省証券及びその他の適格証券 3,169 2,833

社債及びその他の利付証券 4,652 3,175

ヘッジ手段として認識されるデリバティブ -1,835 -3,980

その他利息収益 1,156 1,058

利息収益合計 42,765 29,677

うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息収益 5,751 4,470

損益計算書に計上される利息収益 37,014 25,207

利息費用

金融機関及び中央銀行 -2,998 -1,621

一般顧客 -7,322 -3,125

発行済証券 -7,966 -7,408

ヘッジ手段として認識されるデリバティブ 1,022 4,752

劣後負債 -1,653 -1,921

その他利息費用 -8,141 -6,364

利息費用合計 -27,058 -15,687

うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息費用 -5,728 -5,029
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損益計算書に計上される利息費用 -21,330 -10,658

純利息収益 15,684 14,549

減損貸出金に係る利息収益130(91)百万クローネを含む。償却原価で計上される資産及び売却可能資産に係る利息収益は、

合計37,164(27,458)百万クローネであった。償却原価で計上される負債に係る利息費用は、合計22,352(15,410)百万クローネ

であった。

注記P4　受取配当金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

配当金 726 789

関連会社からの配当金 - 6

グループ会社からの配当金 79 326

グループ利益分配受領額 4,928 1,628

合計 5,733 2,749

注記P5　純手数料及びコミッション収益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

仲介 1,349 1,792

ミューチュアル・ファンド 752 764

カストディ 330 332

助言サービス 211 222

支払 2,565 2,480

貸出金及び預金 947 982

保証 469 517

その他 759 781

手数料及びコミッション収益合計 7,382 7,870

仲介、ミューチュアル・ファンド及びカストディ -318 -335

支払 -965 -959

その他 -73 -121

手数料及びコミッション費用合計 -1,356 -1,415

純手数料及びコミッション収益 6,026 6,455

注記P6　金融事業における純損益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

売却可能(実現額) 97 20

　うち株式 108 -1

　うち利付証券 -11 21

ヘッジ会計
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　公正価値ヘッジ -37 183

　うちヘッジ手段 2,582 -629

　うちヘッジ対象 -2,619 811

　キャッシュフロー・ヘッジ非有効部分 -5 -3

公正価値で測定される商品

　貸出金及び債権 69 22

　うち銀行間金利の変動によるもの 36 17

　利付証券 2,712 -182

償却原価で計上される貸出金及び債権 100 68

償却原価で計上される金融負債 -24 -97

トレーディング/その他 -2,454 779

合計 458 790

注記P7　その他営業収益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

賃料収入 25 29

その他営業収益 615 595

合計 640 624

注記P8　人件費

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

給与及び報酬 -6,091 -5,757

社会保障費 -1,494 -1,442

年金費用
1 -340 -408

利益分配財団に対する引当金 -839 -733

その他人件費 -483 -498

合計 -9,247 -8,838

1）年金費用に関する情報については、注記P40に示されている。

給与及び報酬

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

取締役、最高経営責任者及び副社長
2 -98 -87

その他 -5,993 -5,670

合計 -6,091 -5,757

男女別分布、％ 2011年 2010年

男性 女性 男性 女性

取締役 75 25 75 25

最高経営責任者及び副社長
2 80 20 81 19

2） 中央グループ管理部門を含む
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平均従業員数 2011年 男性 女性 2010年 男性 女性

スウェーデン 7,086 3,269 3,817 6,933 3,193 3,740

ノルウェー 784 434 350 727 373 354

フィンランド 522 218 304 492 180 312

デンマーク 680 341 339 671 321 350

英国 831 529 302 702 459 243

ルクセンブルグ 33 20 13 21 9 12

ドイツ 61 39 22 59 35 24

米国 78 51 27 74 47 27

オランダ 67 44 23 46 30 16

シンガポール 39 11 28 32 8 24

香港 31 18 13 28 16 12

ポーランド 63 27 36 58 25 33

その他諸国 97 34 63 93 32 61

合計 10,372 5,035 5,337 9,936 4,728 5,208

親会社の上級経営陣に対する報酬に関する情報については、注記G8に示されている。

注記P9　その他管理費用

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

不動産及び設備 -1,043 -1,028

外部IT費用 -1,487 -1,546

通信費 -343 -369

旅費及びマーケティング費用 -349 -338

購入したサービス -912 -859

備品費 -205 -282

その他管理費用 -383 -353

合計 -4,722 -4,775

うち、オペレーティング・リースに係る費用

　最低リース料 -650 -632

　変動リース料 -19 -16

合計 -669 -648

オペレーティング・リースは主として、事務所及び事務所設備に関する運営のための標準的な契約に関するものである。事

務所賃借料には、通常、インフレ率と固定資産税に関連した変動リース料が含まれている。2011年の最大個別リース契約費用

は、約155(143)百万クローネであった。主要な契約には変動リースは含まれていなかった。
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監査人及び監査法人に対する報酬 ケーピーエムジー

アーンスト・アンド・ヤング・

アクツィエボラーグ・プブリクト

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年 2011年 2010年

監査業務 -8 -7 -2 -2

当該監査業務以外の監査上の業務 -4 -1 - -

税務上の助言 0 -1 0 -3

その他サービス 0 -1 - -

注記P10　貸倒損失

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

個別に評価された貸出金に対する特定の引当金

当年度引当金 -1,303 -1,584

過年度の引当金の戻入れ 304 345

合計 -999 -1,239

集合的引当金

個別に評価された貸出金に対する当年度中の引当金純額 29 59

同種の貸出金に対する当年度中の引当金純額 4 4

オフバランスシート項目に対する当年度の引当金純額 2 9

合計 35 72

その他引当金

オフバランスシート項目に対する引当金 14 0

過年度の引当金の戻入れ - -

保証 - -

合計 14 0

償却

当年度中の実際の貸倒損失 -2,535 -1,205

過年度引当金の取崩し 2,251 731

回収 153 175

合計 -131 -299

担保権実行不動産の価値の変動

当年度の価値の変動 - -

貸倒損失、正味 -1,081 -1,466

減損貸出金等

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

減損貸出金 6,476 8,687
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個別に評価された貸出金に対する特定の引当金 -3,589 -4,953

小口かつ類似した信用リスクを有する集合的に評価された同種の

貸出金グループに対する引当金
- -

個別に評価された貸出金に対する集合的引当金 -360 -390

減損貸出金純額 2,527 3,344

減損貸出金引当率、％ 61.0 61.5

減損貸出金割合、％ 0.24 0.33

集合的引当金を除く減損貸出金引当率、％ 55.4 57.0

不良債権であるが減損貸出金ではないもの 1,168 1,175

当年度中に正常債権に区分変更された減損貸出金 340 60

契約上のキャッシュ・フローを実現できない可能性が高い場合、貸出金は減損貸出金として分類される。個別引当金の対象

となる個別の債権は、一部担保でカバーされる場合でも、全額が減損貸出金に含まれる。したがって、受領した担保は、引当率

の計算の際に考慮されない。不良債権は、利息、元本返済又は当座貸越の支払い期限が60日を超過している貸出金のことであ

る。その他の定義については、176ページ（訳注：ハンデルスバンケンの2011年のアニュアルレポート原文の項目名であり、当

該項目は本書には含まれていない。）を参照のこと。

潜在的な貸倒損失に対する引当金の変動、2011

年

百万スウェーデン・クローネ

個別に評価さ

れた貸出金に

対する引当金

個別に評価さ

れた貸出金に

対する集合的

引当金

集合的に評価

された同種の

貸出金に対す

る引当金

潜在的な

貸倒損失に対

する引当金合

計

期首現在引当金 -4,953 -390 - -5,343

当年度引当金 -1,303 - -1,303

過年度の引当金の戻入れ 304 29 - 333

実際の貸倒損失に対する充当 2,251 - 2,251

外貨換算影響額等 112 1 - 113

期末現在引当金 -3,589 -360 - -3,949

潜在的な貸倒損失に対する引当金の変動、2010

年

百万スウェーデン・クローネ

個別に評価さ

れた貸出金に

対する引当金

個別に評価さ

れた貸出金に

対する集合的

引当金

集合的に評価

された同種の

貸出金に対す

る引当金

潜在的な

貸倒損失に対

する引当金合

計

期首現在引当金 -5,064 -463 - -5,527

当年度中引当金 -1,584 - -1,584

過年度の引当金の戻入れ 345 59 - 404

実際の貸倒損失に対する充当 731 - 731

外貨換算影響額等 619 14 - 633

期末現在引当金 -4,953 -390 - -5,343
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減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2011年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

個人 1,089 -648 441 350 620

住宅協同組合 - - - - 71

不動産管理 1,261 -400 861 512 166

製造 925 -496 429 300 51

リテール 494 -303 191 182 56

ホテル及びレストラン 173 -120 53 53 29

海運 202 -202 0 - -

その他運輸及び通信 242 -178 64 56 21

建設 289 -170 119 114 51

電気、ガス及び水道 37 -15 22 2 -

農業、狩猟業及び林業 16 -11 5 5 18

その他サービス 106 -52 54 43 50

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル

・ファンド等
1,231 -702 529 44 33

その他法人貸付 411 -292 119 100 2

金融機関 - - - - -

合計 6,476 -3,589 2,887 1,761 1,168

減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2010年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

個人 850 -493 357 294 501

住宅協同組合 20 -11 9 9 54

不動産管理 968 -372 596 304 287

製造 2,386 -1,963 423 294 62

リテール 485 -334 151 124 62

ホテル及びレストラン 177 -88 89 86 9

海運 1,342 -206 1,136 1 0

その他運輸及び通信 202 -130 72 65 10

建設 392 -173 219 208 103

電気、ガス及び水道 36 -14 22 - -

農業、狩猟業及び林業 26 -22 4 2 1

その他サービス 340 -218 122 109 32
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持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル

・ファンド等
1,189 -721 468 7 27

その他法人貸付 274 -208 66 59 27

金融機関 - - 0 - -

合計 8,687 -4,953 3,734 1,562 1,175

1）個別に評価された貸出金に対する特定の引当金及び集合的に評価された貸出金に対する引当金を考慮後の帳簿価額。但し、個別に

評価された貸出金に対する集合的引当金を除く。

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2011年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

スウェーデン 2,392 -1,478 914 858 396

ノルウェー 555 -357 198 180 517

フィンランド 676 -313 363 199 158

デンマーク 848 -510 338 180 20

英国 814 -260 554 316 33

その他欧州 103 -31 72 27 44

北米 1,083 -639 444 - -

アジア 5 -1 4 1 -

合計 6,476 -3,589 2,887 1,761 1,168

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2010年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
1

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

スウェーデン 3,555 -2,870 685 590 298

ノルウェー 576 -256 320 320 494

フィンランド 746 -393 353 237 182

デンマーク 1,870 -457 1,413 154 37

英国 847 -340 507 248 122

その他欧州 23 -8 15 11 39

北米 1,068 -629 439 - -

アジア 2 - 2 2 3

合計 8,687 -4,953 3,734 1,562 1,175

1）個別に評価された貸出金に対する特定の引当金及び集合的に評価された貸出金に対する引当金を考慮後の帳簿価額。但し、個別に

評価された貸出金に対する集合的引当金を除く。
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延滞しているが減損していない貸出金の分析、

2011年 一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ

金融機関

への

貸出金 個人向け 法人向け その他 合計

5日以上1ヶ月以下の延滞 - 677 626 - 1,303

1ヶ月超2ヶ月以下の延滞 - 257 113 - 370

2ヶ月超3ヶ月以下の延滞 - 175 116 - 291

3ヶ月超12ヶ月以下の延滞 - 364 194 - 558

12ヶ月超の延滞 - 199 121 - 320

合計 - 1,672 1,170 - 2,842

延滞しているが減損していない貸出金の分析、

2010年 一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ

金融機関

への

貸出金 個人向け 法人向け その他 合計

5日以上1ヶ月以下の延滞 - 701 673 - 1,374

1ヶ月超2ヶ月以下の延滞 - 130 221 - 351

2ヶ月超3ヶ月以下の延滞 - 134 31 - 165

3ヶ月超12ヶ月以下の延滞 - 369 311 - 680

12ヶ月超の延滞 - 194 136 - 330

合計 - 1,528 1,372 - 2,900

担保権が実行された資産

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

不動産 446 13

動産 - -

株式 1 1

帳簿価額 447 14

注記P11　利益処分

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

予定償却を超過するのれんの償却 106 108

合計 106 108

注記P12　金融資産及び負債の分類

2011年

損益計算書に公正価値

で計上されるもの
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百万スウェーデ

ン・クローネ

トレーディ

ング

目的 その他
1

ヘッジ手段

として特定

されたデリ

バティブ

満期保有

投資

貸出金及び

債権

売却可能金

融資産

その他金融

資産/負債

帳簿価額

合計 公正価値

資産

現金及び中央銀

行預け金
251,592 251,592 251,592

財務省証券及び

その他の適格

証券

14,350 15,614 6,461 1,719 38,144 38,256

金融機関への貸

出金
532,713 532,713 411,760

一般顧客への貸

出金
4,945 681,882 686,827 687,067

社債及びその他

の利付証券
14,401 31,612 3,340 6,740 56,093 56,096

株式及び参加持

分
20,344 4,292 24,636 24,636

子会社及び関連

会社株式
44,020 44,020 44,020

顧客が価値変動

リスクを負う

資産

1,816 828 2,644 2,644

デリバティブ

商品
143,018 5,954 148,972 148,972

その他資産 43 17,159 6 17,208 17,208

前払費用及び未

収金
173 1,107 172 4,943 6,395 6,395

金融資産合計 192,32955,094 5,954 9,973 1,489,11712,751 44,0261,809,2441,688,646

非金融資産 4,017

資産合計 1,813,261

負債

金融機関からの

預り金
261,806 261,806 261,382

一般顧客からの

預金及び借入

金

705,565 705,565 705,721

顧客が価値変動

リスクを負う

負債

1,845 828 2,673 2,673

発行済証券 9,125 534,751 543,876 551,625

デリバティブ

商品
143,025 2,396 145,421 145,421

ショートポジ

ション
21,397 21,397 21,397

その他負債 47 13,011 13,058 13,058

未払費用及び繰

延収益
168 9,525 9,693 9,693

劣後負債 35,325 35,325 37,076

金融負債合計 173,762 1,845 2,396 1,560,8111,738,8141,748,046

非金融負債 792

負債合計 1,739,606
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2010年

損益計算書に公正価値で

計上されるもの

百万スウェーデ

ン・クローネ

トレーディ

ング

目的 その他
1

ヘッジ手段

として特定

されたデリ

バティブ

満期保有

投資

貸出金及び

債権

売却可能

金融資産

その他金融

資産/負債

帳簿価額

合計 公正価値

資産

現金及び中央銀

行預け金
56,346 56,346 56,346

財務省証券及び

その他の適格

証券

21,054 15,034 5,699 1,431 43,218 43,206

金融機関への

貸出金
505,049 505,049529,429

一般顧客への

貸出金
5,435 685,786 691,221668,968

社債及びその他

の利付証券
25,187 23,057 1,139 11,235 60,618 60,616

株式及び参加

持分
29,403 5,710 35,113 35,113

子会社及び関連

会社株式
33,010 33,010 33,010

顧客が価値変動

リスクを負う

資産

1,485 595 2,080 2,080

デリバティブ

商品
105,878 3,314 109,192109,192

その他資産 7 58,586 58,593 58,593

前払費用及び

未収金
573 575 148 3,327 1 4,624 4,624

金融資産合計 182,102 45,586 3,314 6,986 1,309,68918,377 33,0101,599,0641,601,177

非金融資産 3,562

資産合計 1,602,626

負債

金融機関からの

預り金
260,117 260,117 292,822

一般顧客からの

預金及び借入

金

577,180 577,180 543,758

顧客が価値変動

リスクを負う

負債

1,517 595 2,112 2,112

発行済証券 10,032 473,273 483,305 489,126

デリバティブ商

品
116,725 1,781 118,506 118,506

ショートポジ

ション
36,026 36,026 36,026

その他負債 26 13,356 13,382 13,382
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未払費用及び繰

延収益
457 7,893 8,350 8,350

劣後負債 43,959 43,959 45,565

金融負債合計 163,266 1,517 1,781 1,376,3731,542,9371,549,647

非金融負債 546

負債合計 1,543,483

1）公正価値で測定されるものに分類されるもの

公正価値による測定の原則は注記G14に示されている。子会社及び関連会社株式に関しては、公正価値ではなく取得原価で

表示されている。

注記P13　金融資産及び負債の公正価値測定

2011年

百万スウェーデン・クローネ レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産

財務省証券及びその他の適格証券 31,683 - - 31,683

一般顧客への貸出金 - 4,920 25 4,945

社債及びその他の利付証券 43,130 9,623 - 52,753

株式及び参加持分 23,436 460 740 24,636

顧客が価値変動リスクを負う資産 1,816 - - 1,816

デリバティブ商品 1,759 147,213 - 148,972

公正価値で計上される金融資産合計 101,824 162,216 765 264,805

負債

顧客が価値変動リスクを負う負債 1,845 - - 1,845

発行済証券 625 8,423 77 9,125

デリバティブ商品 3,324 142,094 3 145,421

ショートポジション 20,386 1,011 - 21,397

公正価値で計上される金融負債合計 26,180 151,528 80 177,788

2010年

百万スウェーデン・クローネ レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産

財務省証券及びその他の適格証券 37,519 - - 37,519

一般顧客への貸出金 - 5,411 24 5,435

社債及びその他の利付証券 42,062 15,580 1,837 59,479

株式及び参加持分 33,898 679 536 35,113

顧客が価値変動リスクを負う資産 1,485 - - 1,485

デリバティブ商品 1,913 107,229 50 109,192

公正価値で計上される金融資産合計 116,877 128,899 2,447 248,223
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負債

顧客が価値変動リスクを負う負債 1,517 - - 1,517

発行済証券 - 9,955 77 10,032

デリバティブ商品 3,097 115,272 137 118,506

ショートポジション 35,026 1,000 - 36,026

公正価値で計上される金融負債合計 39,640 126,227 214 166,081

適用した原則については、注記G15に記載されている。

レベル3の金融商品の調整、2011年

百万スウェーデン・クローネ

社債及びそ

の他の利付

証券

株式及び

参加持分

デリバティブ

の正味ポジ

ション

一般顧客へ

の貸出金

発行済

証券

期首現在帳簿価額 1,837 536 -87 24 -77

新規取得 - - 4 - -

当年度の発行 - - - - -

当年度の買戻し - - - - 1

当年度の売却 - -6 - - -

当年度に満期を迎えたもの -1,844 - - -15 -

実現価値変動（損益計算書に計上） -20 -3 - - -

未実現価値変動（損益計算書に計上） - 8 4 - -1

その他包括利益に計上された価値変動 27 -45 - 0 -

レベル1又は2からの振替 - 251 - 16 -

レベル1又は2への振替 - -1 76 - 0

期末現在帳簿価額 0 740 -3 25 -77

レベル3の金融商品の調整、2010年

百万スウェーデン・クローネ

社債及びそ

の他の利付

証券

株式及び

参加持分

デリバティ

ブの正味ポ

ジション

一般顧客へ

の貸出金

発行済

証券

期首現在帳簿価額 2,190 302 - - -76

新規取得 - 14 - - -8

当年度の発行 - - -47 - -

当年度の買戻し - - - - -

当年度の売却 - - - - -

当年度に満期を迎えたもの -276 - - - -

実現価値変動（損益計算書に計上） - - - - 10

未実現価値変動（損益計算書に計上） - -17 - - -3

その他包括利益に計上された価値変動 -77 -7 - - -

レベル1又は2からの振替 - 244 -40 24 -

期末現在帳簿価額 1,837 536 -87 24 -77

注記P14　分類変更された金融資産
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貸出金及び債権として分類

されたもの

売却可能

金融資産

満期保有

投資

百万スウェーデン・クローネ

トレーディング

目的保有から

分類変更

売却可能から

分類変更

トレーディング

目的保有から

分類変更

売却可能から

分類変更

帳簿価額 132 11,992 378 -

公正価値 131 11,837 380 -

2008年7月1日の分類変更時における帳簿価額 3,041 19,722 2,578 209

2011年期首現在における帳簿価額 1,158 15,147 2,171 198

2011年期首現在における公正価値 1,156 15,249 2,154 199

2011年に損益計算書に計上された価値変動 - -23 - -

2010年に損益計算書に計上された価値変動 - -109 - -29

2011年にその他包括利益に計上された価値変動 1 133 22 -

2010年にその他包括利益に計上された価値変動 -57 -329 -46 -

2011年に損益計算書に計上されていたであろう

価値変動(分類変更が行われなかった場合)
3 19 41 -

2010年に損益計算書に計上されていたであろう

価値変動(分類変更が行われなかった場合)
32 -119 90 -29

2011年にその他包括利益に計上されていたであろう

価値変動(分類変更が行われなかった場合)
- -90 - 0

2010年にその他包括利益に計上されていたであろう

価値変動(分類変更が行われなかった場合)
- -67 - 1

分類変更による償却及び満期の割合 96% 65% 88% 100%

2011年に収益として認識された利息 2 274 13 1

金融資産の区分変更については、注記G16に記載されている。

注記P15　金融機関への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

　銀行 34,973 27,937

　その他金融機関 196,567 257,763

合計 231,540 285,700

貸出金(外貨建て)

　銀行 138,179 80,881

　その他金融機関 162,994 138,468

合計 301,173 219,349

潜在的な貸倒損失 - -

金融機関への貸出金合計 532,713 505,049
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うちリバース・レポ 60,813 72,293

うち劣後分 16,721 8,821

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

金融機関への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 248,217 238,627

金融機関への貸出金(外貨建て) 298,357 194,867

合計 546,574 433,494

うちリバース・レポ 17,498 44,028

注記P16　一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

　個人 46,867 46,445

　企業 221,891 212,243

　国債局 8,679 6,760

合計 277,437 265,448

貸出金(外貨建て)

　個人 85,851 96,093

　企業 327,488 335,023

　国債局 - -

合計 413,339 431,116

潜在的な貸倒損失 -3,949 -5,343

一般顧客への貸出金合計 686,827 691,221

うちリバース・レポ 13,669 27,023

うち劣後分 1,129 1,129

平均取引高(国債局を除く)

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

一般顧客への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 276,548 259,630

一般顧客への貸出金(外貨建て) 409,425 430,905

合計 685,973 690,535

うちリバース・レポ 19,617 9,644

注記P17　利付証券

2011年 2010年
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百万スウェーデン・クローネ 額面価格 公正価値 帳簿価額 額面価格 公正価値 帳簿価額

中央銀行への担保として適格な国債 34,26038,243 38,130 39,265 42,668 42,680

中央銀行への担保として適格なその

他の商品
14 13 14 497 538 538

担保として適格な証券合計 34,27438,256 38,144 39,762 43,206 43,218

社債及びその他の利付証券 54,03756,096 56,093 60,120 60,616 60,618

利付証券合計 88,31194,352 94,237 99,882103,822103,836

うち非上場証券 231 231 2,595 2,595

利付証券、発行者別 2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ 額面価格 公正価値 帳簿価額 額面価格 公正価値 帳簿価額

政府 34,26038,24338,130 39,26542,668 42,680

金融機関 10,32510,52210,520 17,05117,168 17,170

住宅金融専門機関 30,74932,61132,611 28,86229,260 29,260

その他 12,97712,97612,976 14,70414,726 14,726

合計 88,31194,35294,237 99,882103,822103,836

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

利付証券 113,014 157,576

注記P18　株式

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

損益計算書に公正価値で計上される持分

　上場 20,234 29,333

　非上場 62 70

合計 20,296 29,403

売却可能として分類される持分

　上場 3,386 5,050

　非上場 954 660

合計 4,340 5,710

株式合計 24,636 35,113

注記P19　子会社及び関連会社株式

子会社及び関連会社の保有

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

関連会社（非上場） 62 50

子会社（非上場） 43,958 44,497

合計 44,020 44,547
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関連会社

帳簿価額

百万スウェーデン・

クローネ

企業識別番号 所在地 株式数
所有持

分、％
2011年 2010年

Bankernas Automatbolag AB556817-9716ストックホルム 150 20.0 27 15

Bankomatcentralen AB556197-2265ストックホルム 1,100 21.9 0 0

BDB Bankernas Depå AB556695-3567ストックホルム 13,000 20.0 7 7

BGC Holding AB 556607-0933ストックホルム 25,382 25.4 4 4

Finansiell ID-teknik BID AB556630-4928ストックホルム 12,735 28.3 24 24

Upplysningscentralen UC AB556137-5113ストックホルム 2,429 24.3 0 0

合計 62 50

子会社

帳簿価額

百万スウェーデン・

クローネ

企業識別番号 所在地 株式数
所有持

分％
2011年 2010年

Handelsbanken Finans AB
1 556053-0841ストックホルム 1,550,000100 11,672 11,672

Kreditt-Inkasso AB 556069-3185ストックホルム 100

Handelsbanken Rahoitus Oy0112308-8ヘルシンキ 100

Kredit-Inkasso AS 955074203 オスロ 100

Handelsbanken Finans

(Shanghai) Financial Leasing

Co., Ltd

310101717882194 上海 100

スタッドフィポテック AB
1 556459-6715ストックホルム 162,000 100 26,870 26,870

スタッドフィポテック・デラウェ

ア・インク 

98-0342158ニューヨーク 100

Handelsbanken Fondbolagsfö

rvaltning AB

556070-0683ストックホルム 10,000 100 1 1

Handelsbanken Fonder AB556418-8851ストックホルム 100

Handelsinvest

Investeringsforvaltning A/S

12930879コペンハーゲン 100

Handelsbanken Fondbolag AB1105019-3ヘルシンキ 100

Handelsbanken

Kapitalforvaltnings AS

973194860 オスロ 100

XACT Fonder AB 556582-4504ストックホルム 100

ハンデルスバンケン・リヴ Förs

äkrings AB

516401-8284ストックホルム 100,000 100 3,688 3,688

Handelsbanken Life & Pension

Ltd

453703 ダブリン 100

SHB Liv

Forsikringsaktieselskab

20594942コペンハーゲン 100

AB Handel och Industri556013-5336ストックホルム 100,000 100 63 63

Plastal Industri AB 556532-8845イェーテボリ 100
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Ejendomsselskabet af 1.januar 

2002 A/S

38300512ヘルニング 2,460,000100 392 392

Ejendomsselskabet af 1. maj

2009 A/S
1,2

59173812 ヒレレズ 2,700,000100 727 1,025

Forva AS 945812141 オスロ 4,000,000100 1 1

Fritidsvärden AB 556192-4803イェーテボリ 1,000 100 0 0

Lejontrappan AB 556481-1551イェーテボリ 1,000 100 0 0

Handelsbanken Försäkring AB516401-8326ストックホルム - - - 150

Handelsbanken Markets

Securities, Inc
1

11-3257438ニューヨーク 1,000 100 39 23

Handelsbanken Mezzanine Fond 1

KB

969710-3126ストックホルム ユニット 100 0 0

Handelsbanken Mezzanine

Management AB

556679-2668ストックホルム 5,000 100 1 1

Handelsbanken Renting AB556043-2766ストックホルム 1,000 100 14 14

Handelsbanken Skadeförsä

krings AB

516401-6767ストックホルム 1,500 100 31 31

Lokalbolig A/S 78488018 ヒレレズ 540,000 54 1 -

Rådstuplass 4 AS 910508423 ベルゲン 40,000 100 0 0

SIL (Nominees)Limited 1932320 ロンドン 100 100 - -

Svenska Finans International

BV

0055 97 705ロッテルダム - - - 54

Svenska Handelsbanken Delaware

Inc.

13-3153272デラウェア 1,000 100 0 0

Svenska Handelsbanken S.A.
1 RCS Lux B-15992ルクセンブルグ 999,999 100 147 147

Svenska Handelsbanken Service

AB

556873-0021ストックホルム 50,000 100 0 -

Svenska Property Nominees

Limited

2308524 ロンドン 100 100 - -

Svenska Re S.A. RCS Lux B-32053ルクセンブルグ 19,999 99.99 35 35

ZAO Svenska Handelsbanken
1,3 1057711005384 モスクワ 1,500,000100 276 330

合計 43,958 44,497

グループ会社のリストには、直接所有子会社及びこれらの会社の大規模な子会社が含まれている。

1)　金融機関

2)　当年度において、Ejedomsselskabet af 1.maj 2009 A/Sの株式に関する減損損失298百万クローネが認識された。当該株式の新しい帳簿

価額は、売却費用控除後の公正価値に相当する。

3)　当年度において、ZAO Svenska Handelsbanken の株式に関する減損損失77百万クローネが認識された。当該株式の新しい帳簿価額は、売

却費用控除後の公正価値に相当する。

注記P20　デリバティブ商品及びヘッジ会計

想定元本/満期 想定元本 正の市場価値 負の市場価値

百万スウェーデン

・

クローネ 1年以内

1年超

5年以内 5年超 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年

トレーディング

目的で保有する

デリバティブ
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金利関連契約

　オプション 477,133205,942 35,723 718,798 739,1715,982 3,740 4,846 2,929

FRA/先物 4,193,5301,198,637 9,578 5,401,7454,757,6773,359 2,701 3,453 2,552

スワップ 1,570,4002,295,253932,9414,798,5944,270,10097,84764,822100,78869,007

その他の商品 - - 65 65 6,859 0 20 - 0

通貨関連契約

オプション 78,351 3,822 - 82,173 89,921 686 635 895 813

先物 961,377 18,545 407 980,3291,021,42817,20212,98612,23915,316

スワップ 163,480448,431 75,596 687,507 641,79114,36215,21312,39815,869

その他の商品 - - 29 29 28 - - 64 55

株式関連契約

オプション 47,285 39,161 258 86,704 88,565 2,125 2,433 3,810 5,621

先物 2,650 193 11 2,854 16,821 54 35 23 108

スワップ 12,599 5,230 246 18,075 30,611 280 465 1,448 899

その他の商品 1,350 6 2,005 3,361 3,753 21 26 549 754

その他デリバティ

ブ契約
27,348 13,871 1,771 42,990 57,354 1,100 2,802 2,512 2,802

合計 7,535,5034,229,0911,058,63012,823,22411,724,079143,018105,878143,025116,725

公正価値ヘッジ・

デリバティブ

金利関連契約

スワップ 30,880 78,702 39,050 148,632 131,5855,211 2,640 1,162 696

その他の商品 - - - - 2 - - - -

通貨関連契約

スワップ - - 1,966 1,966 1,904 736 644 - 95

合計 30,880 78,702 41,016 150,598 133,4915,947 3,284 1,162 791

想定元本/満期 想定元本 正の市場価値 負の市場価値

百万スウェーデン・

クローネ 1年以内

1年超

5年以内 5年超 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年

キャッシュフロー・

ヘッジ・デリバ

ティブ

金利関連契約

スワップ 4,730 16,165 4,334 25,229 25,478 5 26 1,157 973

通貨関連契約

スワップ 558 2,839 162 3,559 2,009 2 4 77 17

合計 5,288 19,004 4,496 28,788 27,487 7 30 1,234 990

デリバティブ

商品合計
7,571,6714,326,7971,104,14213,002,61011,885,057148,972109,192145,421118,506
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うち店頭デリバティ

ブ
160,034 - 112 - 20 -

うちその他 2,453,9292,940,0181,344 2,686 2,916 3,590

市場価値の

通貨別内訳

スウェーデン・

クローネ
28,164163,22488,394252,517

米ドル 370,577 301 193,113-164,652

ユーロ -101,908-61,768-164,514-109,248

その他 -147,8617,435 28,428139,889

注記P21　無形資産

2011年

百万スウェーデン・クローネ 取得資産

内部開発

ソフトウェア

合計

2011年

期首取得原価 2,139 557 2,696

無形資産取得原価追加分 - 292 292

処分及び除却 - -37 -37

外貨換算影響額 -13 -1 -14

期末取得原価 2,126 811 2,937

期首償却及び減損累計額 -1,005 -175 -1,180

処分及び除却 - 0 0

当年度の予定償却 -113 -85 -198

当年度の減損 - -21 -2

外貨換算影響額 7 0 7

期末償却及び減損累計額 -1,111 -262 -1,373

期末残存価値 1,015 549 1,564

2010年

百万スウェーデン・クローネ
取得資産

内部開発ソフト

ウェア

合計

2010年

期首取得原価 2,412 530 2,942

無形資産取得原価追加分 - 92 92

処分及び除却 - -55 -55

外貨換算影響額 -273 -10 -283

期末取得原価 2,139 557 2,696

期首償却及び減損累計額 -1,005 -155 -1,160

処分及び除却 - 55 55

当年度の予定償却 -118 -80 -198

当年度の減損 - 0 1 0

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

558/881



外貨換算影響額 118 5 123

期末償却及び減損累計額 -1,005 -175 -1,180

期末残存価値 1,134 382 1,516

1)　減損は、使用中止となったことにより耐用年数が0年と査定されたソフトウェアを示している。

償却は見積耐用年数に従って定額法で算定される。これは現在、取得資産に係るのれんが20年間で償却され、内部開発ソフトウェアが5年

で償却されることを意味している。

注記P22　不動産及び器具備品

不動産及び器具備品

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

器具備品 502 553

不動産 1,145 1,158

担保権が実行された資産 446 13

合計 2,093 1,724

担保権が実行された資産の詳細については、注記P10を参照のこと。

器具備品

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

期首取得原価 1,663 1,686

新規取得 254 293

処分及び除却 -272 -252

外貨換算影響額 -57 -64

期末取得価額 1,588 1,663

期首減価償却累計額 -1,110 -1,110

当年度中の減価償却 -298 -292

処分及び除却 269 244

外貨換算影響額 53 48

期末減価償却累計額 -1,086 -1,110

帳簿価額 502 553

器具備品は、2年から10年にわたって定額法で減価償却されている。

不動産

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

期首取得原価 1,825 1,801

新規取得 - -

新規建設及び改築 26 31

処分及び除却 2 -7
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期末取得価額 1,853 1,825

期首減価償却累計額 -667 -632

当年度中の減価償却 -39 -43

処分及び除却 -2 8

当年度中に資本に計上された減損 - -

期末減価償却累計額 -708 -667

帳簿価額 1,145 1,158

事業用設備については、構成要素別に減価償却が適用されている。耐用年数は、建造物に関しては100年、下水道に関しては

35年、屋根に関しては30年、建物の正面部分、冷暖房、通気口及び電気に関しては25年、エレベーターに関しては20年、並びに建

物附属設備等に関しては10年である。注記G1の連結会計方針についても参照のこと。

注記P23　その他資産

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

投資銀行の決済業務に係る債権 9,504 52,579

その他 7,704 6,014

合計 17,208 58,593

注記P24　前払費用及び未収金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

未収利息 5,020 3,492

その他未収金 1,189 967

前払費用 186 165

合計 6,395 4,624

うち、劣後 14 7

注記P25　金融機関からの預り金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

預り金(スウェーデン・クローネ建て)

銀行 49,065 21,415

その他金融機関 18,736 37,451

合計 67,801 58,866

預り金(外貨建て)

銀行 132,062 141,703

その他金融機関 61,943 59,548

合計 194,005 201,251

金融機関からの預り金合計 261,806 260,117

うち、レポ 4,055 4,889
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平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

金融機関からの預り金(スウェーデン・クローネ建て) 50,868 74,166

金融機関からの預り金(外貨建て) 215,680 237,466

合計 266,548 311,632

うち、レポ 14,494 25,477

注記P26　一般顧客からの預金及び借入金

一般顧客からの預金

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

預金(スウェーデン・クローネ建て)

個人 181,286 177,463

企業 157,221 145,062

国債局 0 0

合計 338,507 322,525

預金(外貨建て)

個人 42,418 38,138

企業 112,092 112,074

国債局 - -

合計 154,510 150,212

一般顧客からの預金合計 493,017 472,737

一般顧客からの借入金

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

借入金(スウェーデン・クローネ建て) 162,464 31,459

借入金(外貨建て) 50,084 72,984

合計 212,548 104,443

うち、レポ 8,001 9,068

一般顧客からの預金及び借入金合計 705,565 577,180

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

一般顧客からの預金

一般顧客からの預金(スウェーデン・クローネ建て) 316,771 307,881

一般顧客からの預金(外貨建て) 213,430 175,440

合計 530,201 483,321

一般顧客からの借入金
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一般顧客からの借入金(スウェーデン・クローネ建て) 59,250 30,941

一般顧客からの借入金(外貨建て) 45,286 27,567

合計 104,536 58,508

うち、レポ 8,459 3,784

注記P27　発行済証券

2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ 額面金額 帳簿価額 額面金額 帳簿価額

コマーシャル・ペーパー

コマーシャル・ペーパー

(スウェーデン・クローネ建て)
12,399 11,468 9,485 9,958

うち

償却原価で計上 2,563 2,563 25 25

トレーディング目的 9,836 8,905 9,460 9,933

コマーシャル・ペーパー(外貨建て) 333,189 333,187 273,232 273,177

うち

償却原価で計上 332,965 332,965 273,139 273,078

トレーディング目的 224 222 93 99

合計 345,588 344,655 282,717 283,135

社債

社債(スウェーデン・クローネ建て) 24,801 23,444 34,683 32,804

うち

償却原価で計上 11,237 10,438 32,259 30,831

公正価値ヘッジ目的 13,564 13,006 2,424 1,973

社債(外貨建て) 172,533 175,777 166,204 167,366

うち

償却原価で計上 43,260 50,904 145,609 145,961

公正価値ヘッジ目的 129,273 124,873 20,595 21,405

合計 197,334 199,221 200,887 200,170

発行済証券合計 542,922 543,876 483,604 483,305

自社発行の負債証券の出来高

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

発行済 947,132 921,091

買戻し 71,165 59,362

満期 842,021 843,179

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年
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スウェーデン・クローネ 37,533 46,682

外貨 463,048 458,029

合計 500,581 504,711

注記P28　ショートポジション

ショートポジション

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

公正価値で計上されるショートポジション

株式 3,649 2,761

利付証券 17,748 33,265

うち

他の発行者 17,748 33,265

自社発行 - -

合計 21,397 36,026

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

スウェーデン・クローネ 28,824 33,539

外貨 2,959 2,201

合計 31,783 35,740

注記P29　税金

繰延税金資産

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

不動産及び器具備品 38 30

デリバティブ商品 322 253

損失引当金 - 39

合計 360 322

繰延税金負債

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

不動産及び器具備品 91 90

合計 91 90

繰延税金純額 -269 -232

損益計算書に計上された税金費用

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

当期税金

　当期税金費用 -3,534 -2,624

　過年度に関する税金の調整 96 34
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繰延税金

　一時差異の変動 -32 42

合計 -3,470 -2,548

スウェーデンにおける名目税率、％ 26.3 26.3

乖離

　非課税所得/損金不算入費用 -0.1 0.4

　過年度に関する税金及びその他 1.2 1.0

実効税率、％ 27.4 27.7

繰延税金の変動、2011年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書

に計上

その他包括利益

に計上 期末残高

不動産及び器具備品 60 -7 - 53

デリバティブ商品 -253 - -69 -322

損失引当金 -39 39 - -

合計 -232 32 -69 -269

繰延税金の変動、2010年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書

に計上

その他包括利益

に計上 期末残高

不動産及び器具備品 63 -3 - 60

デリバティブ商品 -204 - -49 -253

損失引当金 - -39 - -39

合計 -141 -42 -49 -232

注記P30　引当金

百万スウェーデン・クローネ

保証契約に

関する引当金
その他引当金

合計

2011年

合計

2010年

期首引当金 66 8 74 188

当期の引当金繰入 - - - 5

取崩し - - - -61

戻入れ -45 -5 -50 -58

期末引当金 21 3 24 74

保証契約に関する引当金は、いくつかのオフバランスシート項目に関する引当金より構成されている。

注記P31　その他負債

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

投資銀行の決済業務に係る負債 5,909 5,087

その他 7,149 8,295

合計 13,058 13,382
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注記P32　未払費用及び繰延収益

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

未払利息費用 6,094 5,059

その他未払費用 3,529 3,196

繰延収益 70 95

合計 9,693 8,350

注記P33　劣後負債

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 9,562 7,367

劣後ローン(外貨建て) 25,763 36,592

合計 35,325 43,959

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 8,544 7,463

劣後ローン(外貨建て) 28,430 45,626

合計 36,974 53,089

劣後ローン、内訳
通貨

各通貨別の

当初名目金額
金利、％ 残高

発行/転換/最終支払年度

スウェーデン・クローネ建て

その他のスウェーデン・クローネ建て劣後

ローン
1 9,562

合計 9,562

外貨建て

2005/2017
2 ユーロ 700 変動金利 6,247

2005/永久
3 ユーロ 500 4.194 4,770

2007/永久
4 ユーロ 600 変動金利 5,347

その他の外貨建て劣後ローン
5 9,399

合計 25,763

劣後負債合計 35,325

1)　ここに明示されていないその他のスウェーデン・クローネ建て劣後ローンは、期限付又は永久劣後ローンの形態で発行されてい

る。合計金額には、市場条件に従って当行グループの従業員に対して発行された二つの劣後転換ローン、額面金額にして、それぞれ

2.3十億及び2.5十億クローネが含まれている。2.3十億クローネの劣後ローンは、ハイブリッドでハンデルスバンケンの株式に転

換可能である。転換は、2011年6月1日以降可能となり、転換価格は187.56クローネである。これは、2008年5月6日から12日までの期

間における平均株価の110％に相当し、2008年の配当金について調整されている。2013年5月21日以降、転換価格で、あるいは株価が

転換価格及び市場価格より低い場合には同日に適用される株価でハンデルスバンケンの株式に転換可能である。2.5十億クローネ

の劣後ローンは、Tier 2 資本に該当し、2016年5月1日以降に当初転換価格256.52スウェーデン・クローネで、ハンデルスバンケン
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の株式に転換可能である。これは、2011年4月19日から5月4日までの期間の平均株価の122％に相当し、当該転換価格は、その後、配

当金支払のために調整される。2016年5月31日以降は、株式の転換価格と市場価格のうち低い方の金額でハンデルスバンケンの株

式に転換可能となる。転換開始最終日は、2016年11月30日である。

2)　3ヶ月物変動金利期限付劣後ローンは、Euriborと連動している。契約条件に従って、2012年10月より、各利息支払日に当該ローンを

繰上償還できる。早期償還には、スウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。

3)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2015年12月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、ス

ウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はEuriborに連動した変動金利に変更される。

4)　3ヶ月物変動金利永久劣後ローンは、Euriborと連動している。契約条件に従って、2012年3月より、各利息支払日に当該ローンを繰

上償還できる。早期償還には、スウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。

5)　ここに明示されていないその他の外貨建て劣後ローンは、期限付又は永久劣後ローンの形態で発行されている。

注記P34　非課税剰余金

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

予定償却を超過したのれんの償却累計額 998 1,110

合計 998 1,110

注記P35　損益計算書への再分類

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

ヘッジ準備金からの再分類 5 3

公正価値評価差額準備金からの再分類 -183 -100

為替換算調整準備金からの再分類 -17 -4

再分類された税金 51 -41

うち、ヘッジ準備金 -1 -1

うち、公正価値評価差額準備金 47 26

うち、為替換算調整準備金 5 -

再分類調整合計 -144 -142

再分類調整は、過年度にその他包括利益に計上され、当年度中に損益計算書へ再分類された収益及び費用より構成される。

上表の負の金額は、損益計算書に計上された収益、正の金額は損益計算書に計上された損失を表している。注記G1の会計方針

は、損益計算書に金額が報告されている項目について記載している。

注記P36　資本変動の内訳

ヘッジ準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

期首ヘッジ準備金 -710 -573

当期における未実現損益の価値変動 -198 -139

非有効部分による損益計算書計上額 4 2

期末ヘッジ準備金 -904 -710

売却可能商品の内訳(税引後)

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年
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期首公正価値評価差額準備金 769 -821

当期における売却 136 75

留保分及び新規持分に関する当期の未実現市場価値の変動 -1,090 1,515

期末公正価値評価差額準備金 -185 769

為替換算調整準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

期首為替換算調整準備金 -1,052 410

海外支店における為替換算差額の変動 36 -1,462

期末為替換算調整準備金 -1,016 -1,052

注記P37　担保として差し入れた資産及び受取った担保

自己の負債の担保として差し入れた資産

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

現金 2,517 3,073

中央銀行及び金融機関に担保として差し入れた国債及び

社債
43,757 47,606

国債及び社債(買戻契約) 12,078 13,979

株式 2,506 2,354

貸付有価証券 10,806 12,388

その他 343 191

合計 72,007 79,591

その他担保資産

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

現金 - -

国債及び社債 5,236 4,398

合計 5,236 4,398

その他担保資産は、貸借対照表上に報告されていない債務に対して差し入れた担保のことである。

受取った資産

売戻契約及び証券貸付の構成要素として、当行グループは、第三者に売却又は再担保として差し入れることの

できる資産を受領している。この種の受取った資産の公正価値は、当事業年度末現在において、45,055(67,823)百

万クローネで、第三者に売却又は再担保として差し入れられた資産の価値は、1,125(3,531)百万クローネであっ

た。

注記P38　偶発債務/コミットメント

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

保証、与信 76,110 61,212

保証、その他 42,599 40,020

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

567/881



信用状 29,404 28,794

その他 948 1,453

合計 149,061 131,479

偶発債務/コミットメントは、様々な種類の保証より構成されている。この表には保証の額面金額が示されている。「その

他」には、当行グループが提訴しているいくつかの民事訴訟に関連する2(60)百万クローネが含まれている。当行グループは、

訴訟が当行グループに有利に決着すると評価している。係争金額又は保険給付額は、収益として認識されていない。

注記P39　その他コミットメント

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

約定貸付 249,093 233,571

当座貸越枠の未使用分 154,201 167,248

その他 109,923 14,952

合計 513,217 415,771

支払期限の年度毎に配分された契約上取消不能な将来オペレーティ

ング・リース費用

百万スウェーデン・クローネ

2011年 2010年

2012年 594 469

2013年から2016年 1,085 873

2017年以降 676 457

合計 2,355 1,799

オペレーティング・リースは、主として、事務所及び事務所設備に関する運営のための標準的な契約に関するものである。

注記P40　年金債務

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

制度資産の公正価値 18,300 23,318

年金債務 18,269 19,402

余剰金 31 3,916

年金債務、制度資産及び年金契約に関する引当金は、年金債務保護法及びスウェーデン金融監督庁の規定に従って算定され

ている。これらは以下のとおり策定されている。上述の法律に基づく債務は、全額、年金財団の資産でカバーされており、貸借

対照表には計上されていない。当行の年金基金(Pensionskassan SHB、försäkringsförening)における年金債務は、

3,871(3,024)百万クローネであり、当該資産の市場価値は、7,666(9,239)百万クローネである。したがって、Pensionskassan

SHB、försäkringsföreningにおける余剰金は、3,795(6,215)百万クローネである。

当期に計上された年金費用の内訳

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

年金支払額 -484 -492

年金保険料支払額 -396 -326
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給与税 0 0

年金財団から支払われた資金 540 410

損益計算書に計上された年金費用 -340 -408

確定給付年金制度の翌年度の支払予定額は、594百万クローネである。年金費用には、BTPK制度(確定拠出年金制度)への保険

料77(75)百万クローネが含まれている。

制度資産

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

期首残高 23,318 18,268

利益 -4,478 5,460

年金財団から支払われた資金 -540 -410

期末残高 18,300 23,318

特別に分離した資産に係る利益割合 19% 30%

当該制度資産の公正価値8,368百万クローネは、当行の利益分配制度オクトゴーネン内のコミットメントである。

年金債務

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

期首残高 19,402 16,636

数理計算上の年金費用 508 477

利息費用 369 401

指数化 85 83

早期退職 153 187 

年金支払額 -484 -492

仮定の変動 -216
1

805
1

条件付債務の価値の変動 -1,599 1,715

資本価値におけるその他の増加 51 -410

期末残高 18,269 19,402

1)　スウェーデン金融監督庁の通達に従った変更後の割引率による影響。

当該制度資産は、主として株式及び利付証券により構成されており、貸借対照表日の市場価値は以下のとおりである。

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

株式及び参加持分 15,451 20,505

利付証券等 2,849 2,813

合計 18,300 23,318

スウェーデンでは、スウェーデン銀行雇用主協会(以下「BAO」という。) とスウェーデン金融部門組合との間の、及びBAOと

SACO (スウェーデン専門職連盟) との間の年金契約に従って、65歳から退職年金が支給される。年金額は年収の10％、所得基
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準額の7.5倍を上限としている。所得基準額の7.5倍から20倍までの給与の部分については、退職年金は65％で、所得基準額の

20倍から30倍までの給与の部分については、退職年金は年収の32.5％である。所得基準額の30倍を上回る給与の部分について

は、退職年金は支給されない。

年金債務には、当行の利益分配制度オクトゴーネンの中のコミットメントが含まれている。当行グループにおいては、当該

コミットメントは非確定給付年金制度とみなされている。当該コミットメントの一部6,248(7,779)百万クローネは条件付コ

ミットメントである。

当該年金コミットメントの価値は、年金数理上の基礎に基づいて、毎年、貸借対照表日に計算される。もっとも重要な計算仮

定は、死亡率及び割引率である。

死亡率仮定は、所謂DUS06における世代別死亡率である。割引率は、税金及び費用に関する仮定考慮後で2.9(2.8)％である。

注記P41　残存満期

2011年

百万スウェーデン・クローネ 要求払い

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内 5年超 合計

資産

金融機関への貸出金 16,304466,91336,868 5,552 7,076532,713

一般顧客への貸出金 10,277609,42634,65825,547 6,919686,827

財務省証券及びその他の適格証

券
4,291 5,962 14,850 13,04138,144

社債及びその他の利付証券 3,707 10,26832,922 9,196 56,093

負債

金融機関からの預り金 77,728170,2186,859 1,723 5,278261,806

一般顧客からの預金 493,017 493,017

一般顧客からの借入金 13,561180,16116,473 2,289 64 212,548

発行済証券 3,900299,938104,561103,41532,062543,876

利付証券のショートポジション 202 302 1,878 13,879 1,487 17,748

2010年

百万スウェーデン・クローネ 要求払い

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内 5年超 合計

資産

金融機関への貸出金 33,291462,8033,147 2,570 3,238505,049

一般顧客への貸出金 7,490593,72646,42930,955 12,621691,221

財務省証券及びその他の適格証

券
12,837 5,883 9,925 14,57343,218

社債及びその他の利付証券 3,929 8,193 46,551 1,945 60,618

負債

金融機関からの預り金 76,184161,68813,632 2,302 6,311260,117

一般顧客からの預金 472,737 472,737

一般顧客からの借入金 2,780 84,92514,820 1,871 47 104,443

発行済証券 4,550217,656114,338121,16525,596483,305

利付証券のショートポジション 113 28,995 4,157 33,265
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一定期間固定金利の条件を有する貸出契約の満期までの残存期間は、次の条件変更日までの期間に含められている。返済が

行われる請求及び負債については、満期までの残存期間は、各返済期日までの期間に含められている。計算方法は、過年度と比

べて変更され、比較数値は調整されている。

注記P42　各通貨建て資産及び負債

2011年

百万スウェーデン・クローネ
スウェーデン

・クローネ ユーロ

ノルウェー・

クローネ

デンマーク

・

クローネ 英ポンド 米ドル

その他の

通貨 合計

資産

現金及び中央銀行預け金 1,301 3,020 7,089 91 4 239,403 684 251,592

金融機関への貸出金 227,248138,097 64,744 29,374 528 69,195 3,527 532,713

一般顧客への貸出金 276,207104,887 126,811 40,239 89,930 34,897 13,856 686,827

うち、企業 229,02493,541 95,070 22,925 66,464 34,842 12,243 554,109

うち、個人 47,183 11,346 31,741 17,314 23,466 55 1,613 132,718

財務省証券及びその他の適格証

券
29,226 3,368 616 1 - 3,214 1,719 38,144

社債及びその他の利付証券 42,137 6,926 1,103 65 - 5,686 176 56,093

その他資産(通貨別内訳なし) 247,892 247,892

資産合計 824,011256,298 200,363 69,770 90,462352,39519,9621,813,261

負債

金融機関からの預り金 41,916 66,774 13,064 13,179 6,115 111,980 8,778 261,806

一般顧客からの預金及び

借入金
387,80073,590 53,159 25,840 30,007128,904 6,265 705,565

うち、企業 183,96460,577 38,846 15,463 25,534128,063 6,127 458,574

うち、個人 203,83613,013 14,313 10,377 4,473 841 138 246,991

発行済証券 34,911166,888 9,431 456 42,811284,963 4,416 543,876

劣後負債 9,562 16,364 - 120 7,730 211 1,338 35,325

その他項目(通貨別内訳なし) 266,689 266,689

負債及び資本合計 740,878323,616 75,654 39,595 86,663526,05820,7971,813,261

通貨別その他資産及び負債

並びにオフバランスシート項

目

67,657 -124,655-30,150 -3,632173,801 916

正味外貨ポジション 339 54 25 167 138 81 804

2010年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデン

・クローネ ユーロ

ノルウェー

・

クローネ

デンマーク

・

クローネ 英ポンド 米ドル

その他の

通貨 合計

資産
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現金及び中央銀行預け金 1,475 1,631 19,812 101 4 31,768 1,555 56,346

金融機関への貸出金 259,40669,636 53,039 10,357 1,768 104,241 6,602 505,049

一般顧客への貸出金 287,026131,189 118,777 35,910 66,728 35,601 15,990 691,221

うち、企業 239,17399,934 91,938 18,435 50,256 35,461 12,242 547,439

うち、個人 47,853 31,255 26,839 17,475 16,472 140 3,748 143,782

財務省証券及びその他の適格証

券
28,661 3,322 9,261 1 - 539 1,434 43,218

社債及びその他の利付証券 40,427 8,801 1,103 61 2 9,970 254 60,618

その他資産(通貨別内訳なし) 257,711 257,711

資産合計 874,706214,579 201,992 46,430 68,502182,11925,835 1,614,163

負債

金融機関からの預り金 96,213 54,986 11,099 15,722 12,100 54,815 15,182 260,117

一般顧客からの預金及び

借入金
366,56558,495 44,686 26,941 19,207 55,569 5,717 577,180

うち、企業 173,27846,700 32,445 16,786 15,559 54,976 5,486 345,230

うち、個人 193,28711,795 12,241 10,155 3,648 593 231 231,950

発行済証券 42,762144,428 7,843 566 31,217253,763 2,726 483,305

劣後負債 7,367 21,837 - 121 7,846 5,535 1,253 43,959

その他項目(通貨別内訳なし) 249,602 249,602

負債及び資本合計 762,509279,746 63,628 43,350 70,370369,68224,878 1,614,163

通貨別その他資産及び負債

並びにオフバランスシート項

目

66,305 -138,295-3,048 1,634 187,589 -824

正味外貨ポジション 1,138 69 32 -234 26 133 1,164

注記P43　関連当事者に関する開示

関連当事者に対する債権及び債務 子会社 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年

金融機関への貸出金 - - - - - -

一般顧客への貸出金 303,429332,410 348 325 - -

社債及びその他の利付証券 - - - - - -

デリバティブ 7,119 7,478 - - - -

その他資産 6,021 2,282 - - 23 424

合計 316,569342,170 348 325 23 424

金融機関からの預り金 - - - - - -

一般顧客からの預金及び借入金 78,48254,992 160 51 496 200

発行済証券 - - - - - -

デリバティブ 19,44517,789 - - 5 -
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劣後負債 - - - - 653 651

その他負債 112 1,683 - - 106 56

合計 98,03974,464 160 51 1,260 907

偶発債務 24,06933,669 - - - -

デリバティブ、想定元本 415,256384,987 - - - -

関連当事者－収益及び費用 子会社 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年

利息収益 7,829 4,193 5 1 - -

利息費用 -703 -369 -1 0 -87 -72

手数料及びコミッション収益 26 47 0 0 - 0

手数料及びコミッション費用 0 -51 -9 -8 - -

公正価値で評価される金融項目か

らの純損益
0 0 0 0 - -

その他収益 597 578 - - 14 12

その他費用 -215 -219 -13 -39 -62 -56

合計 7,534 4,179 -18 -46 -135 -116

当年度において、親会社と子会社の間で通常の事業取引が行われた。子会社及び関連会社の内訳は注記P19に含まれている。

関連会社の事業は、金融市場関連の様々な種類のサービスにより構成される。以下の会社は、その他の関連当事者グループに

含まれている。スヴェンスカ・ハンデルスバンケンPensionsstiftelse、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン

Personalstiftelse及びPensionskassan SHB försäkringsföreningの各社である。これらの会社は通常の銀行業務及び会

計業務に関して、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトを利用している。株主による当行グループ及

び関連会社への拠出に関する開示については、注記P19に示されている。当行グループが行った拠出及び受取った拠出金に関

する開示については、注記P11及び親会社の持分変動計算書に示されている。

上級経営陣への貸付金、条件、上級経営陣に対するその他の報酬に関する情報については、注記G8に記載されている。

注記P44　自己資本比率

資本基盤

百万スウェーデン・クローネ
2011年 2010年

Tier 1資本

資本(親会社) 72,657 58,0331

未払配当金(当年度) -6,085 -5,611

株式(資本基盤) 66,572 52,422

革新的なTier 1資本拠出 11,254 9,449

非革新的なTier 1資本拠出 2,910 2,916

少数株主持分 0 0

控除項目

　のれん及びその他の無形資産 -566 -406
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　再評価積立金 -115 -122

　公正価値で測定されたポジションに対する価値調整 -56 -

　繰延税金資産 -360 -322

　内部格付機関に対する特別控除 -743 -597

　保険会社への資本拠出 -9 -9

　証券化ポジション -219 -219

安定化フィルタに従った調整

　キャッシュフロー・ヘッジ 904 710

　未実現累積利益/損失(株式) -115 -1,223

　未実現累積利益/損失(確定利付証券) 246 403

Tier 1資本合計 79,703 63,002

Tier 2資本

永久劣後ローン 11,710 13,497

期限付劣後ローン 7,962 17,260

追加項目

　未実現累積利益/損失(株式) 115 1,223

　再評価積立金 115 122

控除項目

　内部格付機関に対する特別控除 -743 -597

　保険会社への資本拠出 -9 -9

　証券化ポジション -219 -219

Tier 2資本合計 18,931 31,277

Tier 1及びTier 2資本合計 98,634 94,279

資本基盤合計からの控除項目

　保険会社への資本拠出 -50 -50

自己資本比率目的での資本基盤合計 98,584 94,229

資本基盤項目及びサブ項目に関する条件及び規制に関する情報については、注記G49を参照のこと。

1
会計方針の変更による影響がない場合の当行グループが行った拠出が示されている。

所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年

信用リスク

標準的アプローチによる信用リスク 3,307 3,607

内部格付アプローチによる信用リスク 30,362 31,080

市場リスク

金利リスク 850 1,346
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　うち、一般的なリスク 711 1,126

　うち、特別なリスク 139 220

株価リスク 14 27

　うち、一般的なリスク 6 12

　うち、特別なリスク 7 14

　うち、ファンド 1 1

為替リスク - -

コモディティ・リスク 20 28

決済リスク - -

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスク 3,202 2,971

バーゼルⅡに基づく所要自己資本合計 37,755 39,059

移行規定に基づく調整 8,599 7,844

バーゼルⅡの移行規定に基づく所要自己資本合計 46,354 46,903

バーゼルⅡに基づくリスク加重資産 471,942 488,240

バーゼルⅡの移行規定に基づくリスク加重資産 579,423 586,288

自己資本比率分析、％ 2011年 2010年

移行規定と比較したバーゼルⅡにおける所要自己資本 81 83.3

以下に基づく資本比率

　バーゼルⅡ 20.9 19.3

　移行規定 17.0 16.1

以下に基づくTier 1自己資本比率

　バーゼルⅡ 16.9 12.9

　移行規定 13.8 10.7

以下に基づくコアTier 1自己資本比率

　バーゼルⅡ 13.9 10.4

　移行規定 11.3 8.6

所要自己資本に関連した資本基盤

　バーゼルⅡ 261 241

　移行規定 214 201

所要自己資本、標準的手法
* 2011年 2010年

百万スウェーデン・クローネ

エクスポー

ジャー金額

(EAD)

所要自己

資本

エクスポー

ジャー金額

(EAD)

所要自己

資本

ソブリン及び中央銀行 425,503 16 143,912 16

地方自治体 33,771 1 39,019 1
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国際開発金融機関 2,372 0 - -

機関 320,116 159 346,102 186

法人 23,994 1,920 26,771 2,142

リテール 7,675 461 9,173 550

不動産抵当貸付 17,295 531 13,023 395

延滞項目 183 21 458 54

その他項目 4,093 198 5,089 263

合計 835,002 3,307 583,547 3,607

*
存在するエクスポージャーをクラス毎に集約し、所要自己資本の詳細を示したもの

内部格付信用リスク
信用リスク保護考慮後の

エクスポージャー(EAD)
平均リスク加重、％ 所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年

法人エクスポージャー 691,262 650,472 40.0 44.5 22,141 23,181

　うち、レポ及び有価証券貸付 6,340 12,317 1.5 0.5 8 5

　うち、その他貸付(基礎的アプローチ) 373,039 361,685 43.6 45.9 13,004 13,268

　うち、その他貸付(先進的アプローチ) 311,883 276,470 36.6 44.8 9,129 9,908

　－中小企業 69,266 82,866 68.1 73.9 3,773 4,898

　－不動産会社 227,129 178,710 27.9 33.4 5,062 4,775

　－住宅共同組合 15,488 14,894 23.7 19.7 294 235

リテール・エクスポージャー 136,131 153,540 14.2 15.9 1,551 1,948

　うち、不動産貸付 60,071 82,242 9.8 14.2 469 936

　うち、その他 76,060 71,298 17.8 17.7 1,082 1,012

小規模企業 22,842 23,336 43.0 45.6 786 852

機関エクスポージャー 158,484 181,482 12.3 10.7 1,556 1,551

　うち、レポ及び有価証券貸付 79,640 102,593 0.5 0.6 32 46

　うち、その他貸付 78,844 78,889 24.2 23.8 1,524 1,505

株式エクスポージャー 48,295 38,656 107.5 109.4 4,153 3,382

カウンター・パーティ・リスクを除くエク

スポージャー
2,093 1,724 100 100 167 138

証券化ポジション 1,944 5,460 5 6.4 8 28

伝統的証券化 1,944 5,460 5 6.4 8 28

合成的証券化 - - - - - -

内部格付合計 1,061,051 1,054,670 35.8 36.8 30,362 31,080

うち、レポ及び有価証券貸付 85,980 114,910 0.6 0.6 40 51

うち、その他貸付(基礎的アプローチ) 504,215 486,415 46.7 47.1 18,855 18,322

うち、その他貸付(先進的アプローチ) 470,856 453,345 30.4 35.0 11,467 12,707

利益処分案及び取締役会からの声明

ハンデルスバンケンの貸借対照表に従って、合計67,073百万クローネの利益が年次株主総会で処分される。
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取締役会の利益処分案は以下のとおりである。

株主へ支払った一株当たり配当金、9.75クローネ(2010年は9.00クローネ) 6,085

繰越残高 60,988

合計割当額 67,073

当行の配当案の金額である合計6,085百万クローネを評価する際に、事業内容、範囲、連結の必要性、リスク負

担、流動性並びに当行及びその他のグループ会社における一般的な状況が考慮されている。

取締役会は、上記の利益処分案が慎重に策定され、継続企業としての事業に良く適合するものであると評価す

る。

公正価値で計上される資産及び負債の価値の未実現変動は、株主持分に影響を及ぼしており、当行においては、

正味8,156百万クローネで、当行グループにおいては、正味-74百万クローネであった。

当年度末現在における当行グループの資本基盤(配当案及び年度末以降の資本基盤の変動控除後)は、法定所要

自己資本を18,592百万クローネ上回っており、当行は43,699百万クローネ上回っていた。

我々は、当該連結決算書が、国際会計基準の適用に関する欧州議会及び理事会規制(EC)第1606/2002号(2002年7

月19日)に示されている国際財務報告基準に従って作成され、当行の年次決算書が株式会社の健全な会計慣行に

従って作成され、年次決算書及び連結決算書が当行グループ及び当行の財政状態及び業績の公正な表示してお

り、法定管理報告書が当行及び当行グループの事業、財政状態及び業績の公正な外観を示し、当行及び他の会社が

さらされている重要なリスク及び不確実性について記載していることをここに宣言する。

ストックホルム、2012年2月14日

アンダース・ニュレン
ハンス・ラーション

取締役会長
フレデリック・ランドバーグ

ジョン・フレデリック・バクサース ウルリカ・ボエティウス トミー・ビュルンド

ヨーラン・エネルフェルト ローン・フォンス・シュローダー ヤン・ヨハンソン

スヴェルカー・マーティン・ロフ ベンテ・ラッセ

パール・ボーマン

社長及びグループ最高経営責任者

次へ 
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有価証券届出書（通常方式）

618/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

619/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

620/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

621/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

622/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

623/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

624/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

625/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

626/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

627/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

628/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

629/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

630/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

631/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

632/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

633/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

634/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

635/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

636/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

637/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

638/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

639/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

640/881



次へ 

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

641/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

642/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

643/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

644/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

645/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

646/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

647/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

648/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

649/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

650/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

651/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

652/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

653/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

654/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

655/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

656/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

657/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

658/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

659/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

660/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

661/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

662/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

663/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

664/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

665/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

666/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

667/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

668/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

669/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

670/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

671/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

672/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

673/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

674/881



EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

675/881



２【主な資産・負債及び収支の内容】

　上記「第６－１－(1) 2012年12月31日終了事業年度財務書類」中、当行グループの連結財務書類及び親会社の

財務書類の注記を参照のこと。

３【その他】

(1)訴訟及び規制手続

　該当事項なし。

(2)後発事象

　2013年5月24日、当行は英国の資産運用会社であるハートウッド・ウェルス・グループ・リミテッドの取得を完

了したと発表した。

(3)2013年3月31日終了3ヶ月間の財務書類

　発行会社は、2013年4月24日、本国において、2013年第１四半期の財務報告書を公表した。以下は当該財務報告書から当該期の

財務書類の抜粋を邦訳したものである。

要約財務諸表‐当行グループ

主要な数値‐当行グループ

2013年

第1

四半期

2012年

第1

四半期

2012年

第4

四半期

2013年

1-3月

2012年

1-3月
2012年

事業合計からの株主資本利益率
* 13.8% 14.1% 17.5% 13.8% 14.1% 14.9%

継続事業からの株主資本利益率
* 13.7% 13.9% 17.8% 13.7% 13.9% 14.8%

継続事業からの収益に対する費用の比率 47.5% 46.4% 51.1% 47.5% 46.4% 47.6%

貸倒損失を含む継続事業からの収益に対する費用の比

率 50.7% 49.7% 55.6% 50.7% 49.7% 51.2%

事業合計からの一株当たり利益

（スウェーデン・クローネ） 5.47 5.23 6.78 5.47 5.23 22.34

　‐希薄化後 5.41 5.10 6.67 5.41 5.10 21.85

配当金（スウェーデン・クローネ） 10.75 10.75

一株当たり調整後資本（スウェーデン・クローネ）
** 157.20 144.94 162.63 157.20 144.94 162.63

バーゼルⅡに基づく自己資本比率 21.1% 19.7% 20.7% 21.1% 19.7% 20.7%

バーゼルⅡに基づくTier1自己資本比率 20.4% 18.5% 20.4% 20.4% 18.5% 20.4%

バーゼルⅡの所要自己資本に関連した資本基盤 264% 247% 258% 264% 247% 258%

平均従業員数、継続事業 11,242 11,135 11,156 11,242 11,135 11,192

スウェーデン国内における支店数 461 461 461 461 461 461

スウェーデン国外における支店数 321 294 313 321 294 313

*
　株主資本利益率を算定する際に、株主資本は「売却可能」として分類される金融資産の価値の未実現変動額による影響

並びにキャッシュフロー・ヘッジ及び確定給付債務に係る再評価による影響に関して調整されている。

**
 一株当たり株主資本を算定する際に、株主資本はキャッシュフロー・ヘッジ及び希薄化による影響に関して調整されて

いる。

ハンデルスバンケンの株式
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2013年

第1

四半期

2012年

第1

四半期

2012年

第4

四半期

2013年

1-3月

2012年

1-3月
2012年

転換による発行株式数 1,790,6672,642,857 822,942 1,790,6672,642,8578,744,470

買戻し株式数 - - - - - -

トレーディング勘定に保有している自己株式、期末現

在 - 11 - - 11 -

買戻し及びトレーディング勘定から控除後の発行済

株式数、期末現在 634,597,779626,705,488632,807,112634,597,779626,705,488632,807,112

希薄化後発行済株式数、期末現在 647,835,385648,705,088648,210,569647,835,385648,705,088648,210,569

期中に転換された株式の平均保有数 714,286 575,649 8,474,744 714,286 575,649 4,879,731

自己株式の平均保有数（買戻し及びトレーディング

勘定における保有） 374,600 255,466 424,194 374,600 255,466 444,293

平均発行済株式数 633,146,798624,382,825632,113,192633,146,798624,382,825628,498,080

－希薄化後 647,316,445650,119,620647,786,779647,316,445650,119,620649,930,793

クラスA普通株式の株価（スウェーデン・クローネ） 278.50 210.90 232.40 278.50 210.90 232.40

時価総額（十億スウェーデン・クロー

ネ） 177 132 147 177 132 147

損益計算書‐当行グループ

百万スウェーデン・ク

ローネ

2013年

第1

四半期

2012年

第1

四半期

変動

2012年

第4

四半期

変動
2013年

1-3月

2012年

1-3月
変動 2012年

利息収益 13,777 16,832 -18% 14,428 -5% 13,77716,832-18% 62,814

利息費用 -7,236 -10,272-30% -7,944 -9% -7,236-10,272-30% -36,733

純利息収益 注記2 6,541 6,560 0% 6,484 1% 6,541 6,560 0% 26,081

純手数料及びコミッショ

ン収益 注記3 1,877 1,892 -1% 1,910 -2% 1,877 1,892 -1% 7,369

金融取引における純損益 注記4 259 344 -25% 366 -29% 259 344 -25% 1,120

保険リスク 51 36 42% 88 -42% 51 36 42% 196

その他配当収益 1 1 0% 1 0% 1 1 0% 152

関連会社の持分利益 -5 -5 0% 7 -5 -5 0% 8

その他収益 76 38 100% 35 117% 76 38 100% 136

収益合計 8,800 8,866 -1% 8,891 -1% 8,800 8,866 -1% 35,062

人件費 -2,783 -2,781 0% -2,923 -5% -2,783-2,781 0% -11,167

その他管理費用 注記5 -1,279 -1,214 5% -1,511-15% -1,279-1,214 5% -5,069

不動産及び器具備品並び

に無形資産の減価償却

費、償却費及び減損費

用 -120 -122 -2% -112 7% -120 -122 -2% -464

費用合計 -4,182 -4,117 2% -4,546 -8% -4,182-4,117 2% -16,700

貸倒損失控除前利益 4,618 4,749 -3% 4,345 6% 4,618 4,749 -3% 18,362

貸倒損失、正味 注記6 -283 -291 -3% -395 -28% -283 -291 -3% -1,251

不動産及び器具備品並び

に無形資産の処分損益 1 0 -2 1 0 -3

営業利益 4,336 4,458 -3% 3,948 10% 4,336 4,458 -3% 17,108

法人税等 -885 -1,242 -29% 400 -885 -1,242-29% -3,092

継続事業からの当期利益 3,451 3,216 7% 4,348 -21% 3,451 3,216 7% 14,016
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非継続事業に関連する当

期利益、税引後 注記7 15 49 -69% -64 15 49 -69% 22

当期利益 3,466 3,265 6% 4,284 -19% 3,466 3,265 6% 14,038

帰属先：

スヴェンスカ・ハンデル

スバンケン・エイ・

ビーの株主 3,466 3,265 6% 4,283 -19% 3,466 3,265 6% 14,037

少数株主持分 0 0 1 0 0 1

一株当たり利益‐当行グループ

2013年

第1

四半期

2012年

第1

四半期

変動

2012年

第4

四半期

変動
2013年

1-3月

2012年

1-3月
変動 2012年

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・

エイ・ビーの株主に帰属する当期利

益

（百万スウェーデン・クローネ） 3,466 3,265 6% 4,283 -19% 3,466 3,265 6% 14,037

　うち、転換劣後ローンに係る利息費用

（税引後）（百万スウェーデン・ク

ローネ） -35 -48 -27% -35 0% -35 -48 -27% -162

平均発行済株式数、百万株 633.1 624.4 632.1 633.1 624.4 628.5

平均発行済株式数、希薄化後、

百万株 647.3 650.1 647.8 647.3 650.1 649.9

継続事業からの一株当たり利益

（スウェーデン・クローネ） 5.45 5.15 6% 6.88 -21% 5.45 5.15 6% 22.30

　－希薄化後 5.39 5.03 7% 6.77 -20% 5.39 5.03 7% 21.82

非継続事業からの一株当たり利益

　（スウェーデン・クローネ） 0.02 0.08 -75% -0.10 0.02 0.08 -75% 0.04

　－希薄化後 0.02 0.07 -71% -0.10 0.02 0.07 -71% 0.03

事業合計からの一株当たり利益

（スウェーデン・クローネ） 5.47 5.23 5% 6.78 -19% 5.47 5.23 5% 22.34

　－希薄化後 5.41 5.10 6% 6.67 -19% 5.41 5.10 6% 21.85

希薄化後一株当たり利益は、発行済転換可能負債商品の転換による影響を考慮して算定されている。これは、平均株式数が

潜在的株式によって調整され、当期の損益が、発行済転換可能負債商品に係る当期利息費用（税引後）によって調整されるこ

とを意味している。

包括利益計算書‐当行グループ

百万スウェーデン・クローネ

2013年

第1

四半期

2012年

第1

四半期

変動

2012年

第4

四半期

変動
2013年

1-3月

2012年

1-3月
変動 2012年

当期利益 3,466 3,265 6% 4,284 -19% 3,466 3,265 6% 14,038

その他包括利益

損益に組み替えられない項目

確定給付年金制度 1,063 1,835 -42% 1,320 -19% 1,063 1,835 -42% 2,583

損益に組み替えられない項目に係る税

金 -171 -483 65% -236 28% -171 -483 65% -568

損益に組み替えられない項目合計 892 1,352 -34% 1,084 -18% 892 1,352 -34% 2,015

損益に組み替えられる項目
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キャッシュフロー・ヘッジ -346 -311 -11% 691 -346 -311 -11% 2,390

売却可能商品 320 709 -55% 370 -14% 320 709 -55% 984

当期為替換算差額 -1,378 261 294 -1,378 261 -126

　うち、在外営業活動体における

純投資のヘッジ -109 374 -166 34% -109 374 486

損益に組み替えられる項目に係る

税金 54 -194 -135 54 -194 -913

　うち、キャッシュフロー・ヘッジ 76 82 -7% -118 76 82 -7% -565

　うち、売却可能商品 -46 -177 74% -88 48% -46 -177 74% -248

　うち、在外営業活動体における

純投資のヘッジ 24 -99 71 -66% 24 -99 -100

損益に組み替えられる項目合計 -1,350 465 1,220 -1,350 465 2,335

当期その他包括利益合計 -458 1,817 2,304 -458 1,817 4,350

当期包括利益合計 3,008 5,082 -41% 6,588 -54% 3,008 5,082 -41% 18,388

帰属先：

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン

・エイ・ビーの株主 3,008 5,082 -41% 6,587 -54% 3,008 5,082 -41% 18,387

少数株主持分 0 0 0% 1 -100% 0 0 0% 1

非継続事業に対しては、当期その他包括利益のうち為替換算差額だけが影響している。

四半期実績‐当行グループ

百万スウェーデン・クローネ

2013年

第1

四半期

2012年

第4

四半期

2012年

第3

四半期

2012年

第2

四半期

2012年

第1

四半期

利息収益 13,777 14,428 15,448 16,106 16,832

利息費用 -7,236 -7,944 -8,986 -9,531 -10,272

純利息収益 6,541 6,484 6,462 6,575 6,560

純手数料及びコミッション収益 1,877 1,910 1,742 1,825 1,892

金融取引における純損益 259 366 191 219 344

保険リスク 51 88 33 39 36

その他配当収益 1 1 8 142 1

関連会社の持分利益 -5 7 1 5 -5

その他収益 76 35 29 34 38

収益合計 8,800 8,891 8,466 8,839 8,866

人件費 -2,783 -2,923 -2,678 -2,785 -2,781

その他管理費用 -1,279 -1,511 -1,108 -1,236 -1,214

不動産及び器具備品並びに無形資産の減価償却費、償却費及び

減損費用 -120 -112 -113 -117 -122

費用合計 -4,182 -4,546 -3,899 -4,138 -4,117

貸倒損失控除前利益 4,618 4,345 4,567 4,701 4,749

貸倒損失、正味 -283 -395 -277 -288 -291

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益 1 -2 -1 0 0

営業利益 4,336 3,948 4,289 4,413 4,458

法人税等 -885 400 -1,137 -1,113 -1,242

継続事業からの当期利益 3,451 4,348 3,152 3,300 3,216

非継続事業に関連する当期利益、税引後 15 -64 8 29 49

当期利益 3,466 4,284 3,160 3,329 3,265
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継続事業からの一株当たり利益

（スウェーデン・クローネ） 5.45 6.88 5.00 5.27 5.15

　－希薄化後 5.39 6.77 4.93 5.17 5.03

非継続事業からの一株当たり利益

　（スウェーデン・クローネ） 0.02 -0.10 0.01 0.04 0.08

　－希薄化後 0.02 -0.10 0.01 0.04 0.07

事業合計からの一株当たり利益

（スウェーデン・クローネ） 5.47 6.78 5.01 5.31 5.23

　－希薄化後 5.41 6.67 4.94 5.21 5.10

貸借対照表‐当行グループ

百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

資産

現金及び中央銀行預け金 219,746 236,545 341,208 272,483 225,695

中央銀行へのその他の貸出金 注記8 40,312 12,370 35,777 167,300 120,663

中央銀行への担保として適格な利付証券 56,866 48,906 50,005 49,316 55,657

その他金融機関への貸出金 注記8 87,206 89,511 84,364 90,927 86,399

一般顧客への貸出金 注記8 1,655,0411,680,4791,620,5051,632,4641,627,093

ポートフォリオ・ヘッジにおける金利ヘッジ対

象の価値変動 2,702 5,271 5,792 5,042 5,121

社債及びその他の利付証券 72,049 68,354 69,738 62,657 64,185

株式 35,488 30,146 25,748 24,892 26,022

関連会社に対する投資 219 203 195 195 164

顧客が価値変動リスクを負う資産 75,098 69,590 68,788 66,424 66,698

デリバティブ商品 注記9 101,865 110,850 135,490 125,903 114,080

再保険資産 1 1 1 1 1

無形資産 注記10 7,162 7,206 7,068 7,145 7,118

不動産及び器具備品 2,156 2,209 2,201 2,243 3,431

当期税金資産 365 129 612 271 264

繰延税金資産 362 350 63 70 362

正味退職給付資産 1,964 766 - - 471

売却目的で保有する資産 985 854 1,019 1,031 958

その他資産 21,043 12,812 50,924 25,342 41,962

前払費用及び未収金 8,250 7,399 8,691 7,854 9,134

資産合計 2,388,8802,383,9512,508,1892,541,5602,455,478

負債及び資本

金融機関からの預り金 注記11 213,004 183,945 227,153 265,528 249,783

一般顧客からの預金及び借入金 注記11 642,314 682,223 728,572 723,669 683,182

顧客が価値変動リスクを負う負債 75,118 69,638 68,835 66,472 66,755

発行済証券 1,158,1401,151,4261,150,5031,167,5231,141,561

デリバティブ商品 注記9 92,369 106,044 133,370 116,512 113,160

ショートポジション 29,040 16,201 19,504 24,626 15,280

保険負債 679 666 649 693 1,346

当期税金負債 1,389 497 1,581 966 1,181
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繰延税金負債 8,027 8,713 8,540 8,210 8,418

引当金 111 120 49 56 29

正味年金債務 - - 124 579 -

売却目的で保有する資産にかかる負債 442 349 351 492 406

その他負債 24,724 17,848 23,583 24,778 36,905

未払費用及び繰延収益 23,184 21,264 23,857 23,041 22,121

劣後負債 19,973 21,167 24,406 25,530 25,907

負債合計 2,288,5142,280,1012,411,0772,448,6752,366,034

少数株主持分 2 2 1 1 1

株式資本 2,951 2,943 2,939 2,924 2,914

資本剰余金 2,659 2,337 2,191 1,647 1,266

準備金 1,882 2,340 36 -472 -193

利益剰余金 89,406 82,191 82,191 82,191 82,191

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・

ビーの株主に帰属する当期利益 3,466 14,037 9,754 6,594 3,265

資本合計 100,366 103,850 97,112 92,885 89,444

負債及び資本合計 2,388,8802,383,9512,508,1892,541,5602,455,478

持分変動計算書‐当行グループ

2012年1月‐3月

百万スウェーデン・クローネ

株式資本
資本

剰余金

確定給付

年金制度

ヘッジ

準備金

公正価

値評価

差額準

備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株

主持分
合計

期首資本 2,902 793 -676 -167 -1,16792,839 0 94,524

改訂IAS第19号の適用による影

響 -4,552 -4,552

期首資本（調整後） 2,902 793 -676 -167 -1,16788,287 0 89,972

　当期利益 3,265 0 3,265

　その他包括利益 1,352 -229 532 162 0 1,817

当期包括利益合計 1,352 -229 532 162 3,265 0 5,082

配当金 -6,110 -6,110

2008年に発行した転換可能劣

後ローンの転換 12 473 485

トレーディング勘定で保有さ

れている自己株式の変動 14 14

少数株主持分の変動 1 1

期末資本 2,914 1,266 1,352 -905 365 -1,00585,456 1 89,444

2013年1月‐3月

百万スウェーデン・クローネ

株式資本
資本

剰余金

確定給付

年金制度

ヘッジ

準備金

公正価

値評価

差額準

備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株

主持分
合計

期首資本 2,943 2,337 1,149 569 -1,393101,290 2 106,897

改訂IAS第19号の適用による影

響 2,015 -5,062 -3,047

期首資本（調整後） 2,943 2,337 2,015 1,149 569 -1,39396,228 2 103,850

　当期利益 3,466 0 3,466

　その他包括利益 892 -270 274 -1,354 0 -458

当期包括利益合計 892 -270 274 -1,354 3,466 0 3,008
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配当金 -6,822 -6,822

2008年に発行した転換可能劣

後ローンの転換 8 322 330

少数株主持分の変動 0 0 0

期末資本 2,951 2,659 2,907 879 843 -2,74792,872 2 100,366

2013年1月から3月までの期間において、2008年の転換可能劣後社債に関連する名目金額336(496)百万クローネの転換社債

が、クラスA株式1,790,667株（2,642,857株）に転換された。当期末現在において、トレーディング勘定におけるハンデルスバ

ンケンの株式数は、0(11)株であった。

要約キャッシュ・フロー計算書‐当行グループ

百万スウェーデン・クローネ 2013年1月‐3月 2012年1月‐3月 2012年

営業活動からのキャッシュ・フロー -8,686 -33 10,324

投資活動からのキャッシュ・フロー 245 46 3,912

財務活動からのキャッシュ・フロー -6,822 -8,531 -18,010

当期キャッシュ・フロー -15,263 -8,518 -3,774

期首流動資金 236,545 251,857 251,857

当期キャッシュ・フロー -15,263 -8,518 -3,774

流動資金の為替換算差額 -1,536 -17,644 -11,538

期末流動資金 219,746 225,695 236,545

注記１　会計方針

当行グループの情報は、IAS第34号に従って表示されている。当行グループ及び親会社の四半期報告書の内容は双方とも、信

用機関及び証券会社に係る年次報告法、スウェーデン金融監督庁が発行した規定、信用機関及び証券会社における年次報告に

係る一般指針FFFS 2008年第25号、並びにスウェーデン財務報告審議会による勧告に準拠している。

2013年1月1日にIAS第19号「従業員給付」の改訂がEU域内において適用となった。当該改訂では、年金数理上の損益の会計

処理から「回廊」方式を排除しているため、ハンデルスバンケンの確定給付年金制度の報告方法に影響を及ぼしている。さら

に制度資産の収益に関する現在の仮定は、年金債務の割引率に相当する予想利回りに置き換えられており、これが、損益計算

書上に計上される年金費用の計算に影響を及ぼしている。数理計算上の損益累計額は、移行期間においては利益剰余金に対し

て計上される。その後の債務及び資産における価値変動は、その他包括利益に計上される。当該方針変更の結果、2013年期首現

在における当行グループの株式資本は3,047百万クローネ減少した。2012年の比較数値は調整されており、4月15日付のプレス

・リリースで公表された。調整後の比較数値はまた、注記22に記載されている。

IFRS第13号「公正価値測定」もまた、2013年1月1日にEUにおいて適用となった。当該基準は、財務諸表上に公正価値で計上

されるほとんどの資産及び負債の公正価値測定、又は公正価値に関して提示を義務付けられている情報についての共通の原

則を取り扱っている。IFRS第13号は、過年度においてIAS第39号「金融商品：認識及び測定」に従って適用されていた公正価

値測定の原則の一部を明確化している。IFRS第13号の適用による金融商品の価値に対する重要な影響は生じていない。但し、

新基準は、公正価値測定の開示に関するより広範な要件（特に公正価値ヒエラルキーのレベル3の公正価値に関する要件）を

含んでいる。公正価値測定に関する開示については、注記16に記載されている。

2013年度では、IFRS第7号「金融商品」に準拠して、金融資産及び負債の相殺に関して新しい開示がなされている。当該基準

は、2013年1月1日に適用となっており、当該開示に関しては注記17を参照のこと。

2013年1月1日にIAS第1号「金融商品の表示」の改訂がEU域内において適用となった。当該改訂は、当行のその他包括利益の

表示に影響を及ぼしている。これにより、当期より後の期間に損益計算書へ組み替えられる項目については、当期より後の期

間に組み替えられない項目とは別個に表示されている。

その他のすべての点において、当行グループ及び親会社の四半期報告書は、2012年度年次報告書に適用されたものと同じ会

計方針及び計算方法に従って作成されている。
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注記2　純利息収益

百万スウェーデン・クローネ

2013年

第1

四半期

2012年

第1

四半期

変動

2012年

第4

四半期

変動
2013年

1-3月

2012年

1-3月
変動 2012年

利息収益

金融機関及び中央銀行 374 644 -42% 502 -25% 374 644 -42% 2,295

一般顧客 13,19315,613 -15% 13,819 -5% 13,19315,613 -15% 59,084

財務省証券及びその他適格証

券 634 493 29% 114 456% 634 493 29% 1,534

利付証券 512 920 -44% -788 512 920 -44% 1,967

ヘッジとして認識されるデリバティ

ブ商品 -554 -139 -299% -584 5% -554 -139 -299% -1,198

その他利息収益 383 340 13% 483 -21% 383 340 13% 1,498

利息収益合計 14,54217,871 -19% 13,546 7% 14,54217,871 -19% 65,180

うち、金融取引における純損益に計上

される利息収益 765 1,039 -26% -882 765 1,039 -26% 2,366

損益計算書に計上される利息

収益 13,77716,832 -18% 14,428 -5% 13,77716,832 -18% 62,814

利息費用

金融機関及び中央銀行 -385 -640 -40% -418 -8% -385 -640 -40% -2,066

一般顧客 -1,232-2,082 -41% -1,398 -12% -1,232-2,082 -41% -7,151

発行済証券 -5,687-6,544 -13% -6,174 -8% -5,687-6,544 -13% -25,527

ヘッジとして認識されるデリバティ

ブ商品 1,041 -61 968 8% 1,041 -61 1,529

劣後負債 -318 -374 -15% -341 -7% -318 -374 -15% -1,359

その他利息費用 -1,358-1,707 -20% 462 -1,358-1,707 -20% -4,481

利息費用合計 -7,939-11,408-30% -6,901 15% -7,939-11,408-30% -39,055

うち、金融取引における純損益に計上

される利息費用 -703 -1,136 -38% 1,043 -703 -1,136 -38% -2,322

損益計算書に計上される利息

費用 -7,236-10,272-30% -7,944 -9% -7,236-10,272-30% -36,733

純利息収益 6,541 6,560 0% 6,484 1% 6,541 6,560 0% 26,081

注記3　純手数料及びコミッション収益

百万スウェーデン・クローネ

2013年

第1

四半期

2012年

第1

四半期

変動

2012年

第4

四半期

変動
2013年

1-3月

2012年

1-3月
変動 2012年

仲介及びその他証券コミッ

ション 306 355 -14% 273 12% 306 355 -14% 1,137

ミューチュアル・ファンド 465 395 18% 438 6% 465 395 18% 1,680

カストディ 84 89 -6% 92 -9% 84 89 -6% 348

助言サービス 104 70 49% 51 104% 104 70 49% 195

保険 141 162 -13% 137 3% 141 162 -13% 583

支払 619 612 1% 709 -13% 619 612 1% 2,676

貸出金及び預金 282 298 -5% 305 -8% 282 298 -5% 1,195

保証 108 126 -14% 115 -6% 108 126 -14% 466

その他 101 108 -6% 157 -36% 101 108 -6% 470

コミッション収益 2,210 2,215 0% 2,277 -3% 2,210 2,215 0% 8,750
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証券コミッション -58 -60 -3% -54 7% -58 -60 -3% -216

支払コミッション -253 -242 5% -291 -13% -253 -242 5% -1,070

その他コミッション費用 -22 -21 5% -22 0% -22 -21 5% -95

コミッション費用 -333 -323 3% -367 -9% -333 -323 3% -1,381

純手数料及びコミッション収

益 1,877 1,892 -1% 1,910 -2% 1,877 1,892 -1% 7,369

注記4　金融取引における純損益

百万スウェーデン・クローネ

2013年

第1

四半期

2012年

第1

四半期

変動

2012年

第4

四半期

変動
2013年

1-3月

2012年

1-3月
変動 2012年

トレーディング・デリバティブ、為替換

算による影響 634 761 -17% 171 634 761 -17% 80

公正価値で計上されるその他の商品 -374 -460 19% 115 -374 -460 19% 732

　うち、利付証券 -319 -438 27% 87 -319 -438 27% 730

　うち、貸出金及び債権 -55 -22 -150% 28 -55 -22 -150% 2

償却原価で計上される金融商品 -18 20 78 -18 20 103

　うち、貸出金及び債権 62 58 7% 128 -52% 62 58 7% 329

　うち、金融負債 -80 -38 -111% -50 -60% -80 -38 -111% -226

売却可能、実現額 -15 15 4 -15 15 18

ヘッジ会計 52 26 100% 11 373% 52 26 100% 205

　うち、公正価値ヘッジ 15 25 -40% 17 -12% 15 25 -40% 210

　うち、ヘッジの非有効部分 37 1 -6 37 1 -5

アンバンドル型の保険契約に係る損益 -20 -18 -11% -13 -54% -20 -18 -11% -18

合計 259 344 -25% 366 -29% 259 344 -25% 1,120

注記5　その他管理費用

百万スウェーデン・クローネ

2013年

第1

四半期

2012年

第1

四半期

変動

2012年

第4

四半期

変動
2013年

1-3月

2012年

1-3月
変動 2012年

不動産及び建物設備 -281 -290 -3% -400 -30% -281 -290 -3% -1,232

外部IT費用 -422 -385 10% -460 -8% -422 -385 10% -1,588

通信費 -99 -92 8% -82 21% -99 -92 8% -345

旅費及びマーケティング費用 -82 -84 -2% -128 -36% -82 -84 -2% -392

購入したサービス -261 -225 16% -290 -10% -261 -225 16% -1,003

備品費 -46 -50 -8% -55 -16% -46 -50 -8% -190

その他費用 -88 -88 0% -96 -8% -88 -88 0% -319

その他管理費用 -1,279-1,214 5% -1,511 -15% -1,279-1,214 5% -5,069

注記6　貸倒損失及び減損貸出金

貸倒損失

百万スウェーデン・クローネ

2013年

第1

四半期

2012年

第1

四半期

変動

2012年

第4

四半期

変動
2013年

1-3月

2012年

1-3月
変動 2012年

個別に評価された貸出金債権に対する

特定の引当金

当期引当金 -312 -358 -13% -514 -39% -312 -358 -13% -1,460

前期の引当金の戻入れ 37 79 -53% 151 -75% 37 79 -53% 344

合計 -275 -279 -1% -363 -24% -275 -279 -1% -1,116
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集合的引当金

個別に評価された債権に対する当期中

の

引当金純額 5 -12 27 -81% 5 -12 77

同種の貸出金債権に対する当期中の引

当金

純額 0 3 -100% 6 -100% 0 3 -100% 5

合計 5 -9 33 -85% 5 -9 82

その他引当金

オフ・バランスシート項目に係る損

失 - - - - - -

オフ・バランスシート項目に係る損失

の

戻入れ 0 - - 0 － 0

オフ・バランスシート項目に対する集

合的

引当金の変動 -1 5 -2 -50% -1 5 5

合計 -1 5 -2 -50% -1 5 5

償却

当期中の実際の貸倒損失 -464 -388 20% -519 -11% -464 -388 20% -1,383

前期引当金の取崩し 417 329 27% 407 2% 417 329 27% 975

回収 35 51 -31% 49 -29% 35 51 -31% 186

合計 -12 -8 50% -63 -81% -12 -8 50% -222

-

貸倒損失、正味 -283 -291 -3% -395 -28% -283 -291 -3% -1,251

減損貸出金

減損貸出金には、契約上の返済が行われないことが見込まれるすべての貸出金が含まれている。個別引当金の対象となって

いるすべての貸出金は、担保によってカバーされる金額を含めて、減損貸出金に含まれている。これは、減損貸出金の引当率が

受取った担保の金額を考慮せずに表示されていることを意味する。したがって、この主要な数値は、引当方針に変更がないと

しても、四半期毎に大幅に変動する可能性がある。

百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

減損貸出金 7,006 7,325 7,171 6,872 6,762

個別に評価された貸出金に対する特定の引当金 -3,522 -3,725 -3,673 -3,608 -3,527

小口かつ同種の貸出金グループに対する集合的に評価された

引当金 -113 -115 -118 -110 -113

個別に評価された貸出金に対する集合的引当金 -280 -288 -313 -372 -378

減損貸出金純額 3,091 3,197 3,067 2,782 2,744

減損貸出金引当率 55.9% 56.4% 57.2% 59.5% 59.4%

減損貸出金の割合、％ 0.18% 0.18% 0.18% 0.16% 0.16%

集合的引当金を除いた減損貸出金引当率 51.9% 52.4% 52.9% 54.1% 53.8%

貸出金（累計額）の割合としての貸倒損失比

率、％ 0.06% 0.08% 0.07% 0.07% 0.07%

不良債権 6,396 6,988 7,029 6,814 6,490

不良債権であるが減損貸出金ではないもの 2,136 2,563 2,715 2,852 2,753

減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別
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2013年3月31日 減損貸出金 不良債権だが

減損貸出金で

はないもの百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
* うち不良債権

個人 1,516 -818 698 597 1,528

住宅協同組合 69 -23 46 31 22

不動産管理 1,107 -417 690 426 231

製造 1,045 -628 417 198 105

リテール 779 -295 484 376 47

ホテル及びレストラン 70 -37 33 32 10

海運 412 -403 9 9 -

その他運輸及び通信 157 -67 90 87 4

建設 224 -128 96 94 74

電気、ガス及び水道 84 -25 59 1 11

農業、狩猟業及び林業 33 -19 14 11 7

その他サービス 170 -104 66 40 46

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・ファンド等 1,224 -599 625 104 2

その他法人貸付 116 -72 44 78 49

金融機関 - - - - -

合計 7,006 -3,635 3,371 2,084 2,136

*
個別の引当金控除後の帳簿価額

2012年12月31日 減損貸出金 不良債権だが

減損貸出金で

はないもの百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
* うち不良債権

個人 1,541 -852 689 584 1,611

住宅協同組合 32 -17 15 12 46

不動産管理 1,004 -365 639 365 465

製造 829 -473 356 174 118

リテール 1,085 -441 644 399 45

ホテル及びレストラン 79 -36 43 42 19

海運 419 -406 13 13 -

その他運輸及び通信 288 -182 106 105 17

建設 216 -106 110 107 66

電気、ガス及び水道 88 -25 63 1 13

農業、狩猟業及び林業 26 -15 11 9 36

その他サービス 415 -213 202 190 59

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・ファンド等 1,153 -601 552 25 13

その他法人貸付 150 -108 42 42 55

金融機関 - - - - -

合計 7,325 -3,840 3,485 2,068 2,563

*
個別の引当金控除後の帳簿価額

注記7　非継続事業

非継続事業は、Plastal Groupの取得部分を含むPlastal Industri AB子会社からの実績より構成されている。当行は、

Plastal Industri ABを売却する予定である。

注記8　貸出金及び信用エクスポージャー
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百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

一般顧客への貸出金 1,655,0411,680,4791,620,5051,632,4641,627,093

　うち、リバース・レポ 16,056 33,799 14,295 24,219 23,440

金融機関への貸出金 87,206 89,511 84,364 90,927 86,399

　うち、リバース・レポ 53,826 59,241 56,132 54,747 55,234

中央銀行へのその他貸出金 40,312 12,370 35,777 167,300 120,663

　うち、リバース・レポ 1,389 2,820 1,440 582 5,534

一般顧客への貸出金、セクター別

2013年3月31日 2012年12月31日

百万スウェーデン・クローネ 貸出金総額 引当金 貸出金純額 貸出金総額 引当金 貸出金純額

個人 745,594 -818 744,776 743,454 -852 742,602

うち、住宅ローン 612,392 -43 612,349 607,163 -44 607,119

うち、不動産貸付を含むその他のローン 66,638 -113 66,525 67,031 -115 66,916

うち、個人へのその他貸出金 66,564 -662 65,902 69,260 -693 68,567

住宅協同組合 131,811 -23 131,788 129,131 -17 129,114

うち、住宅ローン 119,964 -9 119,955 105,421 -4 105,417

不動産管理 432,976 -417 432,559 436,694 -365 436,329

製造 43,581 -628 42,953 45,170 -473 44,697

リテール 33,259 -295 32,964 33,646 -441 33,205

ホテル及びレストラン 7,922 -37 7,885 8,234 -36 8,198

海運 17,452 -403 17,049 17,839 -406 17,433

その他運輸及び通信 29,784 -67 29,717 32,406 -182 32,224

建設 13,603 -128 13,475 13,395 -106 13,289

電気、ガス及び水道 23,658 -25 23,633 23,965 -25 23,940

農業、狩猟業及び林業 9,039 -19 9,020 8,917 -15 8,902

その他サービス 24,750 -104 24,646 25,558 -213 25,345

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・

ファンド等 92,737 -599 92,138 89,219 -601 88,618

政府及び地方自治体 21,502 - 21,502 36,711 - 36,711

その他法人貸付 31,288 -72 31,216 40,268 -108 40,160

一般顧客への貸出金合計、集合的引当金控除前 1,658,956-3,6351,655,3211,684,607-3,840 1,680,767

集合的引当金 -280 -288

一般顧客への貸出金合計 1,655,041 1,680,479

一般顧客への貸出金の内訳‐不動産管理

2013年3月31日 2012年12月31日

百万スウェーデン・クローネ 貸出金総額 引当金 貸出金純額 貸出金総額 引当金 貸出金純額

スウェーデンにおける貸出金

国有不動産会社 8,063 - 8,063 9,213 - 9,213

自治体所有不動産会社 14,729 - 14,729 14,468 - 14,468

住宅不動産会社 74,260 -12 74,248 72,894 -13 72,881

うち、住宅ローン 55,759 - 55,759 52,759 -3 52,756

その他不動産管理 146,414 -138 146,276 145,066 -129 144,937

うち、住宅ローン 63,109 -4 63,105 61,097 -5 61,092

スウェーデンにおける貸出金合計 243,466 -150 243,316 241,641 -142 241,499
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スウェーデン国外における貸出金

デンマーク 10,717 -94 10,623 10,623 -96 10,527

フィンランド 19,350 -10 19,340 19,481 -10 19,471

ノルウェー 75,747 -85 75,662 80,549 -74 80,475

英国 68,867 -56 68,811 69,699 -20 69,679

その他諸国 14,829 -22 14,807 14,701 -23 14,678

スウェーデン国外における貸出金合計 189,510 -267 189,243 195,053 -223 194,830

貸出金‐不動産管理、合計 432,976 -417 432,559 436,694 -365 436,329

信用リスク・エクスポージャー

百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

一般顧客への貸出金 1,655,0411,680,4791,620,5051,632,4641,627,093

　うち、リバース・レポ 16,056 33,799 14,295 24,219 23,440

金融機関への貸出金 87,206 89,511 84,364 90,927 86,399

　うち、リバース・レポ 53,826 59,241 56,132 54,747 55,234

当座貸越枠の未使用部分 120,386 132,534 125,266 125,622 149,940

貸出金コミットメント 240,965 239,774 238,672 240,475 254,537

その他コミットメント 21,851 20,779 8,214 12,080 7,974

保証、与信 10,364 10,723 10,702 15,346 16,817

保証、その他 56,416 39,913 39,310 41,456 43,254

信用状 9,609 30,164 33,686 33,650 32,249

デリバティブ商品
*

101,865 110,850 135,490 125,903 114,080

財務省証券及びその他の適格証券 56,866 48,906 50,005 49,316 55,657

債券及びその他の確定利付証券 72,049 68,354 69,738 62,657 64,185

合計 2,432,6182,471,9872,415,9522,429,8962,452,185

*正の市場価値合計を示している。

注記9　デリバティブ

百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

正の市場価値

トレーディング 77,735 83,357 105,761 99,919 90,877

公正価値ヘッジ 13,143 21,702 23,255 20,232 19,512

キャッシュフロー・ヘッジ 10,987 5,791 6,474 5,752 3,691

合計 101,865 110,850 135,490 125,903 114,080

負の市場価値

トレーディング 74,343 85,933 111,150 101,132 98,051

公正価値ヘッジ 2,814 12,112 13,495 8,907 8,918

キャッシュフロー・ヘッジ 15,212 7,999 8,725 6,473 6,191

合計 92,369 106,044 133,370 116,512 113,160

想定元本

トレーディング 7,116,5567,185,555 9,714,00811,049,52911,742,363

公正価値ヘッジ 308,575 518,885 552,160 499,553 490,836

キャッシュフロー・ヘッジ 392,017 268,215 269,158 235,292 186,940

合計 7,817,1487,972,65510,535,32611,784,37412,420,139
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注記10　のれん及びその他無形資産

百万スウェーデン・クローネ 2013年1-3月 2012年1-3月 2012年

期首残存価値 7,206 7,079 7,079

当期中の増加 91 84 333

当期中の償却 -33 -29 -118

当期中の減損 - -3 -3

外貨換算影響額 -102 -13 -85

期末残存価値 7,162 7,118 7,206

注記11　金融機関からの預り金、一般顧客からの預金及び借入金

百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

金融機関からの預り金 213,004 183,945 227,153 265,528 249,783

　うち、レポ 3,200 2,391 1,326 4,271 4,041

一般顧客からの預金及び借入金 642,314 682,223 728,572 723,669 683,182

　うち、レポ 5,204 12,294 9,004 11,854 10,589

注記12　運用資産

十億スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

ミューチュアル・ファンド、PPMを除く 175 164 155 146 148

PPM 12 11 10 10 10

ユニットリンク型保険 52 49 47 45 45

ミューチュアル・ファンド合計 239 224 212 201 203

債券ポートフォリオ‐保険 16 15 16 15 16

従来型保険 11 12 12 12 13

機関 109 104 106 106 98

うち、ハンデルスバンケンのミューチュアル・ファンド 53 51 47 43 44

仕組商品 27 28 29 29 29

保管直接所有株式 181 164 159 149 166

その他保管有価証券 45 48 45 46 43

ハンデルスバンケンの財団 53 49 48 45 47

うち、ハンデルスバンケンのミューチュアル・ファンドにおけるもの 5 5 6 5 4

運用資産合計 623 588 574 555 567

注記13　自社の負債商品及び株式の発行及び買戻し

ハンデルスバンケン・グループは、自社の負債商品及び株式関連証券の発行及び買戻しを行っている。当該発行及び買戻し

は主として、当行の証券事業の一環として行われており、当行の事業に対する資金調達の構成要素にもなっている。2013年1月

から3月までの期間における発行及び買戻しは以下のとおりであった。

利付証券、債券及び証書（十億スウェーデン・クローネ） 当行グループ 親会社

発行（売却） 20 271

買戻し（購入） 82 12

返済 307 249

株式関連証券（十億スウェーデン・クローネ）
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発行（売却） 0.8

買戻し（購入） 0.6

注記14　担保として差し入れた資産、偶発債務及びその他コミットメント

百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

自己の負債の担保として差し入れた資産 747,573 750,684 747,190 745,345 739,251

その他担保として差し入れた資産 33,027 2,564 5,154 5,434 4,640

偶発債務 76,389 80,823 83,708 90,462 92,326

その他コミットメント 383,202 393,087 372,152 378,177 412,451

偶発債務合計は主に信用保証より構成されている。この金額には、当行グループが通常裁判所に提起している数件の民事訴

訟に関連した20(20)百万クローネが含まれている。

注記15　金融資産及び負債の分類

以下の表は、IAS第39号に従った金融商品の評価区分を示したものである。

2013年3月31日
損益計算書に公正価

値で計上されるもの

百万スウェーデン・クロー

ネ

トレー

ディング

目的

その他

ヘッジ

手段と

して特

定され

たデリ

バティ

ブ

満期保

有投資

貸出金及び

債権

売却可

能金融

資産

その他金融

資産/

負債

非金融

資産/

負債

帳簿価額合

計
公正価値

資産

現金及び中央銀行預け金 218,743 1,003 219,746219,746

中央銀行へのその他の貸出

金 40,312 40,312 40,312

中央銀行への担保として適

格な利付証券 33,97018,202 3,727 967 56,866 56,915

その他金融機関への貸出金 87,206 87,206 86,623

一般顧客への貸出金 3,241 1,651,800 1,655,0411,664,118

ポートフォリオ・ヘッジに

おける金利ヘッジ対象の

価値変動 2,702 2,702

社債およびその他の利付証

券 35,42134,444 922 1,262 72,049 72,046

株式 28,3611,665 5,462 35,488 35,488

関連会社に対する投資 219 219 219

顧客が価値変動リスクを負

う

資産 72,898 2,200 75,098 75,098

デリバティブ商品 77,735 24,130 101,865101,865

その他資産 24 20,536 346 137 21,043 21,043

前払費用及び未収金 717 1,061 161 4,390 0 1,921 8,250 8,250

金融資産合計 176,228131,51124,1304,8102,027,8897,691 565 3,0612,375,8852,381,723

その他非金融資産 12,995

資産合計 2,388,880
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負債

金融機関からの預り金 213,004 213,004215,032

一般顧客からの預金及び借

入金 642,314 642,314642,393

顧客が価値変動リスクを負

う

負債 72,918 2,200 75,118 75,118

発行済証券 18,934 1,139,206 1,158,1401,171,469

デリバティブ商品 74,343 18,026 92,369 92,369

ショートポジション 29,040 29,040 29,040

その他負債 23 24,076 625 24,724 24,724

未払費用及び繰延収益 842 16,5985,744 23,184 23,184

劣後負債 19,973 19,973 21,721

金融負債合計 123,18272,91818,026 2,057,3716,3692,277,8662,295,050

その他非金融負債 10,648

負債合計 2,288,514

2012年12月31日
損益計算書に公正価

値で計上されるもの

百万スウェーデン・クロー

ネ

トレー

ディング

目的

その他

ヘッジ

手段と

して特

定され

たデリ

バティ

ブ

満期保

有投資

貸出金及び

債権

売却可

能金融

資産

その他金融

資産/

負債

非金融

資産/

負債

帳簿価額合

計
公正価値

資産

現金及び中央銀行預け金 234,932 1,613 236,545236,545

中央銀行へのその他の貸出

金 12,370 12,370 12,370

中央銀行への担保として適

格な利付証券 26,47417,622 3,759 1,051 48,906 48,973

その他金融機関への貸出金 89,511 89,511 89,292

一般顧客への貸出金 4,078 1,676,401 1,680,4791,689,938

ポートフォリオ・ヘッジに

おける金利ヘッジ対象の

価値変動 5,271 5,271 -

社債およびその他の利付証

券 30,53535,073 1,340 1,406 68,354 68,351

株式 23,0781,863 5,205 30,146 30,146

関連会社に対する投資 203 203 203

顧客が価値変動リスクを負

う

資産 68,565 1,025 69,590 69,590

デリバティブ商品 83,357 27,493 110,850110,850

その他資産 28 12,774 10 12,812 12,812

前払費用及び未収金 229 1,043 118 4,454 0 1,555 7,399 7,399

金融資産合計 163,701128,24427,4935,2172,036,7387,662 203 3,1782,372,4362,376,469

その他非金融資産 11,515

資産合計 2,383,951
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負債

金融機関からの預り金 183,945 183,945186,259

一般顧客からの預金及び借

入金 682,223 682,223682,320

顧客が価値変動リスクを負

う

負債 68,613 1,025 69,638 69,638

発行済証券 13,756 1,137,670 1,151,4261,167,175

デリバティブ商品 85,933 20,111 106,044106,044

ショートポジション 16,201 16,201 16,201

その他負債 19 17,206 623 17,848 17,848

未払費用及び繰延収益 54 16,4454,765 21,264 21,264

劣後負債 21,167 21,167 22,507

金融負債合計 115,96368,61320,111 2,059,6815,3882,269,7562,289,256

その他非金融負債 10,345

負債合計 2,280,101

注記16　金融資産及び負債の公正価値測定

以下の表は、公正価値で計上される金融資産及び負債に適用される評価技法について示したものである。レベル1は、活発な

市場における市場価格のある商品より構成される。レベル2は、市場情報を用いて、間接的に評価される商品より構成される。

レベル3は、市場で直接入手できない変数によって、評価が著しく変動する商品より構成される。

2013年3月31日

百万スウェーデン・クローネ レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産

中央銀行に対する担保として適格な利付証券 53,139 - - 53,139

一般顧客への貸出金 - 3,222 19 3,241

社債及びその他利付証券 53,761 17,366 - 71,127

株式 32,971 1,243 1,274 35,488

顧客が価値変動リスクを負う資産 72,898 - - 72,898

デリバティブ商品 1,788 100,077 - 101,865

公正価値で計上される金融資産合計 214,557 121,908 1,293 337,758

負債

顧客が価値変動リスクを負う負債 72,918 - - 72,918

発行済証券 5 18,855 74 18,934

デリバティブ商品 2,844 89,525 - 92,369

ショートポジション 25,941 3,099 - 29,040

公正価値で計上される金融負債合計 101,708 111,479 74 213,261

2012年12月31日

百万スウェーデン・クローネ レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産

中央銀行に対する担保として適格な利付証券 44,808 339 - 45,147

一般顧客への貸出金 - 4,054 24 4,078
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社債及びその他利付証券 53,204 13,810 - 67,014

株式 28,060 526 1,560 30,146

顧客が価値変動リスクを負う資産 68,565 - - 68,565

デリバティブ商品 1,242 109,608 - 110,850

公正価値で計上される金融資産合計 195,879 128,337 1,584 325,800

負債

顧客が価値変動リスクを負う負債 68,613 - - 68,613

発行済証券 5 13,674 77 13,756

デリバティブ商品 2,508 103,536 - 106,044

ショートポジション 15,430 771 - 16,201

公正価値で計上される金融負債合計 86,556 117,981 77 204,614

レベル3の金融商品の調整

2013年1-3月

百万スウェーデン・クローネ

社債及びその

他利付証券
株式

デリバティブ

の正味ポジ

ション

一般顧客への

貸出金
発行済証券

期首現在帳簿価額 - 1,560 - 24 -77

新規取得 - 74 - - 0

当期中の売却 - -364 - - 0

当期中に満期を迎えるもの - - - - -

実現価値変動（損益計算書に計上） - - - - -

未実現価値変動（損益計算書に計上） - 48 - 0 3

その他包括利益に認識される価値変動 - -44 - -1 -

レベル1又は2からの振替 - - - 1 -

レベル1又は2への振替 - - - -5 -

期末現在帳簿価額 - 1,274 - 19 -74

2012年1-12月

百万スウェーデン・クローネ

社債及びその

他利付証券
株式

デリバティブ

の正味ポジ

ション

一般顧客への

貸出金
発行済証券

期首現在帳簿価額 - 1,802 -3 25 -77

新規取得 - 84 - - -

当期中の売却 - -397 - - 2

当期中に満期を迎えるもの - - - -6 -

実現価値変動（損益計算書に計上） - 76 - - -

未実現価値変動（損益計算書に計上） - 23 - 0 -2

その他包括利益に認識される価値変動 - -28 - -1 -

レベル1又は2からの振替 - - - 6 -

レベル1又は2への振替 - - 3 - -

期末現在帳簿価額 - 1,560 - 24 -77

ハンデルスバンケンの独立したリスク管理部門は、金融商品の公正価値評価に関する責任を担っている。当該リスク管理部

門にはまた、それらの金融商品の測定方法及び使用される市場データの範囲といった観点から、評価を区分する責任もある。

当該区分は、市場活動の評価及び評価において用いられるインプット・データに基づいて行われる。これは、上表のレベル1か

ら3に示されている。一般に、評価は、状況に応じて、案件毎に可能な限り、外部的に生成されたデータに基づいて行われる。評

価モデルの選定に当たっては、市場で設定されているモデルが主に利用される。当該評価に基づくモデル及びインプット・
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データは、それらが市場慣行及び金融理論に確実に整合するようにするために定期的に検証されている。

金融商品は、価格情報が容易に入手可能かつ活発な市場で実際に頻繁に行われている取引を示していることを条件として、

貸借対照表日現在の市場価格に基づいて評価されている。現在の買呼値は金融資産に対して用いられ、現在の売呼値は金融負

債に対して用いられる。市場リスクに関して当行の正味エクスポージャーに基づいて管理される金融商品グループについて

は、基本的に当行のリスク・ポジション全般のバランスをとれる場合、現在の市場価格が貸借対照表日の終値と同じものとし

て扱われる。

現在の市場価格で評価される金融商品は、レベル1に区分される。これらの金融商品は主として、国債及び活発に取引される

その他利付証券、上場株式及び対応する資産のショートポジションより構成される。レベル1にはまた、ミューチュアル・ファ

ンドにおける株式、ユニットリンク契約及び類似した契約に関連したその他資産並びに負債の部における対応項目（顧客が

価値変動リスクを負う場合の資産及び負債）が含まれる。

市場価格に関する信頼できる情報が存在しない金融商品については、評価モデルを用いて、公正価値が設定される。これら

の評価モデルは、同一商品又は類似した特性を有する商品において最近実行された取引との比較に基づくことができる。そう

した市場アプローチが不可能、又は適切でない場合、通常、その商品の性質に応じて、予想キャッシュ・フローの現在価値の計

算に基づいた評価モデル、又はオプション評価モデルが用いられる。当該評価は市場金利及び株価をインプット・データとし

て用い、さらに価格設定の際に市場参加者が考慮すると予想されるその他の変数に関する調整を行っている。

デリバティブのモデル評価においては、当初認識時に算定された価値と取引価格との正の差額（取引日利益）は、その金融

商品の全期間にわたって償却計上される。それらの差額は、適用した評価モデルがデリバティブの価値におけるすべての要素

を全額取り込むことができない場合に発生する。この原則を適用した結果、当期中において、金融取引に係る純損益19百万ク

ローネが償却計上されている。期末現在においては、償却計上されなかった取引日利益は、357(341)百万クローネであった。さ

らに、当行は、店頭デリバティブ残高に関して、信用リスク構成要素(自己の信用リスク及びカウンターパーティ・リスク)合

計の独立した評価を行っている。信用リスクの増加による公正価値の変動は、取引日利益の償却計上されない部分を上回る影

響について、損益に計上されている。

実質的に市場データに基づく評価モデルを用いて評価される金融商品は、レベル2に区分される。レベル2には、主として利

付商品、債券及び通貨関連デリバティブが含まれる。当期中において、339百万クローネ相当の利付証券が、市場活動の増加に

よりレベル2からレベル1へと振り替えられた。

外部の市場情報を用いて検証できないインプット・データが評価に重要な影響を及ぼしているモデルを使用して評価され

る金融商品は、レベル3に区分される。これらの商品の保有は、主に、保険事業におけるプライベート・エクイティ・ファンド

への投資と未上場株式より構成される。

プライベート・エクイティ・ファンドへの投資は、主に同一部門の比較可能な上場企業の相対的評価に基づいて、評価モデ

ルを使用して評価される。比較に使用される利益の測定は、当該投資及び比較のために利用される当該会社の間の比較を歪め

る要因について調整される。この調整の後、収益乗数(例：株価収益率)に基づいて評価が行われる。プライベート・エクイ

ティ・ファンドへのすべての投資は、当行グループの保険事業における制度資産である。したがって、これらの保有における

価値の変動は、保険事業における利回りを分割して計算する際の基礎に含まれる。

当行グループが保有している非上場株式は、主に当行の業務に関連した様々な種類の共同事業における当行の参加持分よ

り構成されている。例えば、これらは決済機関における参加持分の場合もあれば、ハンデルスバンケンの国内市場におけるイ

ンフラ関連の協業における参加持分の場合もある。一般に、それらの持分は、当該会社における純資産価額に占める当行の持

分、あるいは当該会社に関する最終取引価格で評価される。当期中におけるレベル3の変動は、別個の表に表示されている。重

要な未上場株式については、ほとんど売却可能に分類されている。したがって、これらの持分の価値変動は、その他包括利益に

計上されている。

レベル3にはまた、公正価値で計上される貸出金及び評価が外部で生成されたデータで検証できない信用リスクの仮定に

よって著しく影響を受けるものが含まれている。これらの信用リスクの仮定における合理的に起こり得る変動は、当行グルー

プの財政ポジション又は利益に対して重要な影響を与えないとみられる。公正価値で計上される貸出金の価値の変動は、金融
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取引における純損益に計上される。

注記17　金融商品の相殺

2013年3月31日

百万スウェーデン・クローネ
デリバティブ

買戻し契約、証券貸付/借入及び

類似した契約
合計

相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約及び類似した

契約の対象となる金融資産

認識済金融資産総額 105,346 72,388 177,734

貸借対照表上で相殺される認識済金融負債総額 -3,481 - -3,481

貸借対照表に表示された金融資産、純額 101,865 72,388 174,253

貸借対照表上で相殺されない関連金額

貸借対照表上で相殺されない金融商品 -68,868 - -68,868

受領した担保 -9,650 -72,379 -82,029

純額 23,347 9 23,356

相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約及び類似した

契約の対象となる金融負債

認識済金融負債総額 95,850 8,404 104,254

貸借対照表上で相殺される認識済金融資産総額 -3,481 - -3,481

貸借対照表に表示された金融負債、純額 92,369 8,404 100,773

貸借対照表上で相殺されない関連金額

貸借対照表上で相殺されない金融商品 -68,868 - -68,868

担保として差し入れた資産 -5,023 -8,404 -13,427

純額 18,478 - 18,478

2012年12月31日

百万スウェーデン・クローネ
デリバティブ

買戻し契約、証券貸付/借入及び

類似した契約
合計

相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約及び類似した

契約の対象となる金融資産

認識済金融資産総額 114,799 96,313 211,112

貸借対照表上で相殺される認識済金融負債総額 -3,949 - -3,949

貸借対照表に表示された金融資産、純額 110,850 96,313 207,163

貸借対照表上で相殺されない関連金額

貸借対照表上で相殺されない金融商品 -78,534 - -78,534

受領した担保 -9,230 -96,290 -105,520

純額 23,086 23 23,109

相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約及び類似した

契約の対象となる金融負債

認識済金融負債総額 109,993 14,686 124,679

貸借対照表上で相殺される認識済金融資産総額 -3,949 - -3,949

貸借対照表に表示された金融負債、純額 106,044 14,686 120,730

貸借対照表上で相殺されない関連金額

貸借対照表上で相殺されない金融商品 -78,534 - -78,534

担保として差し入れた資産 -6,647 -14,686 -21,333

純額 20,863 - 20,863
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当行が項目を相殺する契約上の権利を有している場合、デリバティブは貸借対照表上で相殺され、同時に支払額は純額で決

済されることとなる。デリバティブの残存カウンターパーティ・リスクは、ネッティング契約を通じて軽減されており、同一

取引相手とのすべてのデリバティブ取引に関して正の価値と負の価値を相殺することが含まれている。ハンデルスバンケン

は、すべての銀行取引相手との間でネッティング契約を締結することを方針としている。ネッティング契約は、正味エクス

ポージャーに対して担保を提供する補完契約により、更に信用リスクが軽減されている。これらの取引に対する担保は、主に

現金であるが、国債も用いられる。買戻し契約並びに有価証券貸付及び借入契約に関する担保は、通常、現金又はその他の有価

証券の形態をとっている。

次へ 
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注記18　通貨別資産及び負債

2013年3月31日

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデ

ン・クロー

ネ ユーロ

ノル

ウェー・

クローネ

デンマー

ク・ク

ローネ 英ポンド 米ドル

その他の

通貨 合計

資産

現金及び中央銀行預け金 764 46,706 4,130 69 3 167,614 460 219,746

中央銀行へのその他の貸出金 27,243 8,387 4,589 92 1 40,312

その他金融機関への貸出金 15,036 11,413 850 207 93 56,717 2,890 87,206

一般顧客への貸出金 1,116,143150,193187,90754,569108,34828,810 9,0711,655,041

うち、企業 511,400114,014107,64023,397 78,536 28,744 7,737 871,468

うち、個人 604,74336,179 80,267 31,172 29,812 66 1,334 783,573

中央銀行への担保として適格な利付

証券 29,502 3,219 4,847 5 18,330 963 56,866

社債及びその他の利付証券 59,835 5,705 4,915 129 1,338 127 72,049

その他項目(通貨別内訳なし) 257,660 257,660

資産合計 1,506,183225,623202,64959,568108,536272,80913,5122,388,880

負債

金融機関からの預り金 33,856 53,801 10,904 6,586 7,848 88,98611,023 213,004

一般顧客からの預金及び借入金 407,59568,553 50,848 20,637 39,346 51,548 3,787 642,314

うち、企業 183,97556,838 35,569 10,232 33,630 50,213 3,551 374,008

うち、個人 223,62011,715 15,279 10,405 5,716 1,335 236 268,306

発行済証券 463,483259,49917,460 354 67,125336,74813,4711,158,140

劣後負債 10,597 4,158 4,001 184 1,033 19,973

その他項目(通貨別内訳なし) 355,449 355,449

負債及び資本合計 1,270,980386,01179,212 27,577118,320477,46629,3142,388,880

通貨別その他資産及び負債、並びに

オフ・バランスシート項目 160,430-123,475-31,991 9,801 204,59915,860

正味外貨ポジション 42 -38 0 17 -58 58 21

2012年12月31日

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデ

ン・クロー

ネ ユーロ

ノル

ウェー・

クローネ

デンマー

ク・ク

ローネ 英ポンド 米ドル

その他の

通貨 合計

資産

現金及び中央銀行預け金 1,333 77,689 8,628 73 4 148,320 498 236,545

中央銀行へのその他の貸出金 2,444 -422 375 9,875 98 12,370

その他金融機関への貸出金 9,928 11,844 2,845 250 134 60,822 3,688 89,511

一般顧客への貸出金 1,126,737150,201199,23154,637110,95327,48811,2321,680,479

うち、企業 529,830114,036115,97023,374 80,975 27,426 9,808 901,419

うち、個人 596,90736,165 83,261 31,263 29,978 62 1,424 779,060

中央銀行への担保として適格な利付

証券 28,612 3,332 183 5 15,727 1,047 48,906

社債及びその他の利付証券 57,812 5,971 3,081 107 1,251 132 68,354

その他項目(通貨別内訳なし) 251,693 251,693

資産合計 1,478,559248,615214,34364,947111,189253,60816,5972,387,858

負債
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金融機関からの預り金 27,773 46,440 12,076 12,109 3,811 66,43815,298 183,945

一般顧客からの預金及び借入金 413,90865,822 57,421 23,578 43,836 72,803 4,855 682,223

うち、企業 192,46953,594 41,591 13,088 37,894 71,543 4,631 414,810

うち、個人 221,43912,228 15,830 10,490 5,942 1,260 224 267,413

発行済証券 478,244268,21115,999 365 64,320310,62813,6591,151,426

劣後負債 10,896 4,655 4,300 186 1,130 21,167

その他項目(通貨別内訳なし) 349,097 349,097

負債及び資本合計 1,279,918385,12885,496 36,052116,267450,05534,9422,387,858

通貨別その他資産及び負債、並びに

オフ・バランスシート項目 136,415-128,745-28,910 5,010 196,26618,627

正味外貨ポジション -98 102 -15 -68 -181 282 22

注記19　関連当事者取引

当期中において、関連当事者との間で重要な取引は行われていない。関連会社とのすべての取引は、市場条件に基づいて行

われている。

注記20　当行グループの資本基盤及び所要自己資本

このセクションに記載されている定量的情報は、自己資本比率及びリスク管理に関連する情報の公表に関するスウェーデ

ン金融監督庁の指令及び一般的な指針に従ったものである。このセクションで報告されている数値は、バーゼルⅡの第一の柱

に基づく最低所要自己資本に言及している。

資本基盤

百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

Tier 1資本

資本(当行グループ) 100,366 103,850 97,112 92,885 89,444

未払配当金(当年度) -1,707 -6,804 -4,621 -3,066 -1,528

過年度に関する配当金（未払額） - - - - -

当銀行グループ以外の資本の控除 1,843 -1,018 -1,020 -1,034 -1,043

当銀行グループと当行グループ間の損益の差額 -174 2,851 2,930 3,026 -67

少数株主持分(当行グループ) -2 -2 -1 -1 -1

資本(資本基盤) 100,326 98,877 94,400 91,810 86,805

少数株主持分(当銀行グループ) 563 572 559 549 436

控除項目

　のれん及びその他の無形資産 -7,533 -7,458 -7,285 -7,350 -7,302

　再評価積立金 -106 -108 -109 -111 -113

繰延税金資産 -66 -61 -72 -80 -48

公正価値で測定されたポジションに対する価値調整 -12 -14 -14 -20 -27

　IRB機関に対する特別控除 -1,111 -1,094 -1,050 -1,097 -1,017

　当銀行グループ以外の企業への資本拠出 -3,691 -1,483 -1,483 -1,483 -233

　証券化におけるポジション -248 -248 -207 -218 -210

安定化フィルタに従った調整

　キャッシュフロー・ヘッジ -879 -1,149 -576 -339 905

　未実現累積利益(株式) -1,043 -797 -524 -285 -645
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　未実現累積利益/損失(債券) 144 170 178 212 223

コアTier 1資本合計 86,344 87,207 83,817 81,588 78,774

革新的Tier 1資本拠出 8,715 9,323 9,513 10,298 10,609

非革新的Tier 1資本拠出 2,902 2,903 2,905 2,906 2,908

Tier 1資本合計 97,961 99,433 96,235 94,792 92,291

Tier 2資本

永久劣後ローン 2,944 3,133 3,155 3,233 3,165

期限付劣後ローン 4,287 4,274 7,588 7,803 7,914

追加項目

　未実現累積利益(株式) 1,043 797 524 285 645

　再評価積立金 106 108 109 111 113

控除項目

　IRB機関に対する特別控除 -1,111 -1,094 -1,050 -1,097 -1,017

　当銀行グループ以外の企業への資本拠出 -3,691 -1,483 -1,483 -1,483 -233

　証券化におけるポジション -248 -248 -207 -218 -210

Tier 2資本合計 3,330 5,487 8,636 8,634 10,377

Tier 1及びTier 2資本合計 101,291 104,920 104,871 103,426 102,668

資本基盤合計からの控除項目

　保険会社への資本拠出 - -4,417 -4,417 -4,417 -4,417

　年金資産の余剰価値 -174 - - - -

自己資本比率目的での資本基盤合計 101,117 100,503 100,454 99,009 98,251

所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

標準的アプローチによる信用リスク 3,690 3,654 3,594 3,754 3,827

内部格付アプローチによる信用リスク 29,342 30,174 30,127 31,596 30,868

金利リスク 1,047 880 888 873 928

株価リスク 26 26 19 30 27

為替リスク - - - - -

コモディティ・リスク 16 9 8 16 18

決済リスク - 3 1 - -

オペレーショナル・リスク 4,246 4,181 4,181 4,181 4,181

バーゼルⅡに基づく所要自己資本合計 38,367 38,927 38,818 40,450 39,849

移行規定に基づく調整 41,990 41,454 40,488 39,918 39,569

バーゼルⅡ移行規定に基づく所要自己資本 80,357 80,381 79,306 80,368 79,418

移行規定に基づくリスク加重資産 1,004,4651,004,763 991,325 1,004,600 992,725

バーゼルⅡに基づくリスク加重資産 479,588 486,588 485,225 505,625 498,113

自己資本比率分析

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

移行規定と比較したバーゼルⅡにおける所要自己資本 48% 48% 49% 50% 50%

自己資本比率、バーゼルⅡ 21.1% 20.7% 20.7% 19.6% 19.7%

自己資本比率、移行規定 10.1% 10.0% 10.1% 9.9% 9.9%

Tier 1自己資本比率、バーゼルⅡ 20.4% 20.4% 19.8% 18.7% 18.5%
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Tier 1自己資本比率、移行規定 9.8% 9.9% 9.7% 9.4% 9.3%

コアTier 1自己資本比率、バーゼルⅡ 18.0% 17.9% 17.3% 16.1% 15.8%

バーゼルⅡ所要自己資本に関連した資本基盤 264% 258% 259% 245% 247%

移行規定に基づく所要自己資本に関連した資本基盤 126% 125% 127% 123% 124%

このセクションにおいて報告されている数値は、バーゼルⅡ自己資本比率規制の第一の柱に基づく最低所要自己資本に言

及している。表の中の「バーゼルⅡに基づく」とは、数値が、移行規定が適用されなくなった後の最低所要自己資本に基づい

ていることを意味している。

法定所要自己資本に関する実績(改訂IAS第19号にかかる調整はなされていない)

百万スウェーデン・クローネ

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

コアTier 1自己資本 90,107 87,553 85,577 81,915

合計Tier 1自己資本 102,333 99,971 98,781 95,432

自己資本比率目的での資本基盤合計 101,879 102,483 101,161 99,393

所要自己資本合計、バーゼルⅡ 39,072 39,041 40,650 39,986

バーゼルⅡの移行規定に基づく所要自己資本 80,498 79,485 80,528 79,528

リスク加重資産、移行規定 1,006,219 993,559 1,006,595 994,096

リスク加重資産、バーゼルⅡ 488,400 488,007 508,124 499,826

自己資本比率、バーゼルⅡ 20.9% 21.0% 19.9% 19.9%

自己資本比率、移行規定 10.1% 10.3% 10.0% 10.0%

Tier1自己資本比率、バーゼルⅡ 21.0% 20.5% 19.4% 19.1%

Tier1自己資本比率、移行規定 10.2% 10.1% 9.8% 9.6%

信用リスクIRB

信用リスク保護考慮後の

エクスポージャー(EAD)
平均リスク加重、％ 所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2013年

3月31日

2012年

12月31日

法人 934,564 944,987 29.9 30.5 22,319 23,026

　うち、レポ及び有価証券貸付 9,442 23,286 0.3 0.6 3 12

　うち、その他貸付(基礎的アプローチ) 341,322 341,048 42.9 44.5 11,713 12,137

　うち、その他貸付(先進的アプローチ) 583,800 580,653 22.7 23.4 10,603 10,877

　　うち、中規模企業 72,345 72,467 60.4 61.2 3,495 3,549

　　うち、不動産会社 381,033 380,147 21.2 21.7 6,467 6,612

　　うち、住宅共同組合 130,422 128,039 6.1 7.0 641 716

個人 754,875 752,176 7.4 7.5 4,445 4,530

　うち、不動産貸付 672,548 665,969 5.3 5.4 2,850 2,885

　うち、その他貸付 82,327 86,207 24.2 23.8 1,595 1,645

小規模企業 28,357 28,596 37.1 38.1 842 872

機関 134,499 128,748 8.7 9.5 934 976

　うち、レポ及び有価証券貸付 83,847 76,588 0.6 0.6 40 38

　うち、その他貸付 50,652 52,160 22.1 22.5 894 938

株式エクスポージャー 5,464 5,206 140.3 140.1 613 584

カウンターパーティ・リスクを除くエクスポージャー 2,321 2,279 100.0 100.0 186 182

証券化ポジション 987 1,323 3.5 3.5 3 4

うち、伝統的証券化 987 1,323 3.5 3.5 3 4

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

700/881



うち、合成的証券化 - - - - - -

内部格付合計 1,861,0671,863,315 19.7 20.2 29,342 30,174

うち、レポ及び有価証券貸付 93,289 99,874 0.6 0.6 43 50

うち、その他貸付(基礎的アプローチ) 420,746 402,016 39.8 43.0 13,409 13,845

うち、その他貸付(先進的アプローチ) 1,347,0321,361,425 14.7 14.9 15,890 16,279

ハンデルスバンケンは、各段階における信用エクスポージャーに対処するためにIRBモデルを導入している。IRB報告に関し

ては、個人及び小規模企業に対するスウェーデン、デンマーク、フィンランド及びノルウェーのエクスポージャー、並びにハン

デルスバンケン・フィナンス及びスタッドフィポテック・グループにおける同様のエクスポージャーが承認されている。地

方銀行業務の一部ではないハンデルスバンケンの海外支店における機関及び大規模エクスポージャーと同様に法人及び機関

エクスポージャーについては、IRBモデルに従った所要自己資本の算定に関して、すべての地方銀行、スタッドフィポテック及

びハンデルスバンケン・フィナンスにおけるエクスポージャーが承認されている。2010年において、ハンデルスバンケンは、

スウェーデン金融監督庁から、2010年12月31日現在において初年度適用となる報告から、先進的IRBアプローチに従って法人

ポートフォリオの一部を報告することを許可されている。この許可は、中規模企業、不動産会社及び住宅協同組合として区分

される取引相手を対象としたものである。2012年において、大企業に対する補完的適用がスウェーデン金融監督庁に提出され

た。この表は2013年3月31日現在における法人エクスポージャーを示したものであり、基礎的アプローチと先進的アプローチ

に分けて表示している。さらにレポ及び証券貸付についても、所要自己資本は非常に低水準であるものの、開示対象期間にわ

たって取引高がかなり変動することを考慮し、別個に計上している。レポ及び証券貸付におけるエクスポージャーは総額で計

上されており、当該エクスポージャーが担保でカバーされているため、所要自己資本は低水準となっている。

2013年3月31日現在におけるIRBエクスポージャーに関するリスク加重平均は、19.7％であった。法人エクスポージャーに関

する当該リスク加重は、平均を下回るリスク加重の取引相手に対する貸付が増加したことにより、引き続き減少している。信

用の質は非常に高い。ハンデルスバンケンの法人エクスポージャーの96％程度が、正常以上（すなわち、当行の10ポイントの

格付スケールの1から5までの間の格付）と評価されている返済能力を有する顧客に対するものであった。

先進的IRBモデルは、最近の金融危機及び1990年代初頭のスウェーデンの銀行危機の双方によって生じた過去の損失に基づ

いている。これらのリスク加重は、ハンデルスバンケンが長期にわたって報告している貸倒損失が低いという事実を反映して

いる。適用されているリスク測定はまた、リスクが過小評価されないようにするために余裕安全率を含んでいる。

ポートフォリオ構成の観点においても、また、様々な貸出金がどのように異なるエクスポージャー・クラスに分類されるか

においても、法人エクスポージャーにおけるリスク加重の水準が考慮されなければならない。ハンデルスバンケンは住宅協同

組合に対する貸付を法人に分類しているが、他の銀行の中には、これをリテールに分類することを選択している銀行もある。

注記21　リスク及び資本管理

リスク及び不確実要因

欧州域内における債務危機及び脆弱な世界的景気循環を原因とする事象は引き続き発生している。多くの債務国を抱えた

世界経済において不均衡が蔓延している限り、不安定な状況が引き続き経済動向、及び金融市場の混乱の原因となるリスクに

影響を及ぼすと思われる。ハンデルスバンケンは、「PIIGS」諸国に対するソブリン・エクスポージャーを有していないもの

の、危機が著しく悪化した場合には間接的に影響を受ける可能性がある。但し、ハンデルスバンケンの過去最低水準のリスク

許容度、健全な資本管理及び厳格な流動性管理によって当行は、こうした状況においても、十分に対応できる体制を整えてい

る。

金融市場における混乱は、主に、金融部門が長期的な資金調達を行う機会に影響を及ぼしている。ハンデルスバンケンは、全

体として高い流動性を有するとともに、当行にとって重要なすべての通貨においても高い流動性を維持しており、引き続き資

本市場に対する全面的なアクセスを有している。したがって、当行は金融市場の混乱が高まっている状況においてもそれを十

分に管理できる体制を整えている。

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

701/881



ハンデルスバンケンの市場リスクに対する許容度は低い。2013年第１四半期において、バリュー・アット・リスク（以下

「VaR」という。）として測定されるトレーディング勘定の平均エクスポージャー総額は、17百万クローネ（2012年第１四半

期：13百万クローネ）であった。当期中において、当該リスクは9(7)百万クローネから42(22)百万クローネの間で変動した。

ハンデルスバンケンの流動性は健全であり、それは「流動性及び資金調達」という見出しの項目において、より詳細に記述さ

れている。

当行のリスク及び資本管理に関するその他の側面については、ハンデルスバンケンの2012年度アニュアルレポート及びハ

ンデルスバンケンの「リスク及び資本管理‐2012年の第三の柱に基づく情報」（訳注：ハンデルスバンケンの2012年のア

ニュアルレポート原文の項目名であり、当該項目は本書には含まれていない。）に記載されている。これらの文書は本四半期

報告書には含まれていないが、これらの文書が公表された後は、重大な変動は発生していない。

流動性及び資金調達

ハンデルスバンケンの流動性に関する状況は健全である。長期にわたって当行は積極的に流動性対策を取ってきており、保

守的なアプローチを採用している。この作業の一部には、流動性リスク管理の強化及びすべてのシナリオにおいて当行の資金

調達を保証し、最適化することを目的として中央で集中的に流動性管理を行うことも含まれている。当行は、長期にわたって、

債券発行を増やすことによって資金調達の期限を延長することや、内部的な価格設定において、流動性リスクを確実に反映で

きるようにするために活動している。当行の資金調達プログラムは、スウェーデン・クローネ、ユーロ及び米ドルにおけるす

べての満期分布を確実にカバーしている。これらの通貨は、当行が貸付の資金調達を行う上で必要であり、また、当行に関係の

あるすべての通貨での債券発行の機会を創出するために必要である。

資金調達プログラム/限度額、2013年3月31日現在‐当行グループ

プログラム（単位：百万）

プログラム

規模
通貨 未使用金額

対価（百万ス

ウェーデン・

クローネ）

最新の発行

ユーロ・コマーシャル・ペーパー
* 5,000 ユーロ 2,125 17,732 2013年3月

ユーロ・コマーシャル・ペーパー(スタッドフィポテック)
* 4,000 ユーロ 2,305 19,234 2013年3月

フランスのコマーシャル・ペーパー 5,000 ユーロ 2,059 17,181 2013年3月

EMTCN(スタッドフィポテック)
* 20,000 ユーロ 5,896 49,199 2013年3月

MTN
* 100,000

スウェーデン

・クローネ 71,171 71,171 2013年3月

スウェーデンのコマーシャル・ペーパー 25,000

スウェーデン

・クローネ 24,865 24,865 2013年3月

スウェーデンのコマーシャル・ペーパー(スタッドフィポテッ

ク) 90,000

スウェーデン

・クローネ 89,820 89,8202012年10月

EMTN
* 50,000 米ドル 29,071 189,4642013年3月

1年超の一般の資金調達
* 15,000 米ドル 13,478 87,840 2013年1月

米国コマーシャル・ペーパー 15,000 米ドル 5,550 36,171 2013年3月

延長可能ノート 15,000 米ドル 10,295 67,096 2013年2月

US 144A/3(a)(2) 15,000 米ドル 7,650 49,857 2013年3月

スタッドフィポテック US 144A 15,000 米ドル 11,900 77,5562012年10月

スタッドフィポテック 豪ドル建てカバード・ボンド・プログラ

ム 5,000 豪ドル 4,250 28,8762012年10月

合計 826,062

プログラム合計（又は限度）額、百万スウェーデン・クローネ 1,347,347

制限なく利用できる金額、百万スウェーデン・クローネ 826,062

未使用割合 61%

*
これらのプログラムに基づき、当初のプログラム通貨とは違う通貨で発行することが可能である。発行時に通貨の転換が行
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われる。

2013年3月31日現在、流動性準備金総額は、750十億クローネを超えていた。中央銀行及び銀行預け金、並びに中央銀行への担

保として適格な有価証券の保有は、合計373十億クローネであった。さらにカバード・ボンド及びその他の流動性創出措置に

関する未使用発行残高が存在していた。

中央銀行及び銀行預け金、流動性準備金における有価証券残高

市場価値

百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

現金及び中央銀行預け金並びに中央銀行へのその他の貸出金 258,670 246,094 376,985 437,648 340,824

銀行及び国債局預け金、翌日物（レポを含む、2012年12月より

前） 9,701 17,288 20,836 14,217 37,675

国債及び公債 42,969 36,087 42,326 35,988 49,771

カバード・ボンド 57,910 73,541 53,878 45,337 43,686

金融機関以外の会社が発行した証券 1,141 1,233 - - 1,821

金融機関が発行した証券 2,119 2,706 4,155 4,029 2,737

合計 372,510 376,949 498,180 537,219 476,514

　うち、スウェーデン・クローネ建て 100,384 98,661 116,944 97,788 117,366

　うち、ユーロ建て 63,374 85,505 102,662 112,433 90,858

　うち、米ドル建て 187,881 166,328 249,924 266,910 228,323

　うち、その他の通貨建て 20,871 26,455 28,650 60,088 39,967

2013年3月31日

市場価値、百万スウェーデン・クローネ

スウェーデン

・クローネ
ユーロ 米ドル その他 合計

現金及び中央銀行預け金並びに中央銀行へのその他の貸出金 26,685 55,042 167,606 9,337 258,670

その他の銀行預け金、翌日物 6,431 379 425 2,466 9,701

国債 22,293 3,699 11,429 4,866 42,287

地方債及び公債 682 - - - 682

カバード・ボンド 28,195 2,456 6,745 1,972 39,368

自己所有のカバード・ボンド 15,435 877 - 2,230 18,542

金融機関以外の会社が発行した証券 - - 1,141 - 1,141

金融機関が発行した証券 663 921 535 - 2,119

その他証券 - - - - -

合計 100,384 63,374 187,881 20,871 372,510

米ドル建て資産及び負債の満期

2013年3月31日

百万スウェーデン・クローネ
3ヶ月以内

3ヶ月から

12ヶ月
1年から5年 5年超 不確定満期 合計

現金及び中央銀行預け金 167,614 - - - - 167,614

社債及びその他の利付証券 19,668 - - - - 19,668

金融機関への貸出金 49,005 311 48 3,170 4,183 56,717

一般顧客への貸出金 11,404 3,668 8,721 2,960 2,057 28,810

その他（デリバティブを含む） 38,004 125,211 27,805 11,593 1,986 204,599

資産合計 285,695 129,190 36,574 17,723 8,226 477,408
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金融機関からの預り金 84,558 2,186 73 0 2,169 88,986

一般顧客からの預金及び借入金 39,383 88 - - 12,077 51,548

発行済証券 129,742 132,854 57,319 16,833 - 336,748

劣後負債 - - 184 - - 184

負債合計 253,683 135,128 57,576 16,833 14,246 477,466

流動性カバレッジ比率

流動性カバレッジ比率(LCR)、％

2013年

第1四半期

2012年

第4四半期

2012年

第3四半期

2012年

第2四半期

2012年

第1四半期

ユーロ 132 301 114 166 162

米ドル 229 174 209 281 442

合計
* 135 136 139 178 168

*
2012年第４四半期以降は、2013年1月1日時点での新規制に従って算定されている。

流動性カバレッジ比率(LCR)、内訳、百万スウェーデ

ン・クローネ

2013年

第1四半期

2012年

第4四半期

流動資産 186,891 210,299

流動資産レベル1 154,375 161,442

流動資産レベル2 32,516 48,857

現金流出 403,258 402,356

預金 175,906 149,860

市場での資金調達 163,881 207,681

その他の現金流出 63,471 44,815

現金流入 265,085 247,176

金融機関以外の顧客に対する貸付の満期による

流入 29,381 26,122

その他の現金流入 235,704 221,054

構成要素は、スウェーデン金融監督庁の提案に従って、流動性カバレッジ比率に関する定量的要件の計算並びに流動資産及

びキャッシュ・フローの報告に関する基準に基づいて定義されている。流動資産レベル1は第3章のセクション6に、流動資産

レベル2は、第3章のセクション7に対応している。顧客預金は、第4章のセクション4-9に対応している。市場での資金調達は、第

4章のセクション10-13に対応している。その他のキャッシュ・フローは、第4章のセクション14-25に対応している。金融機関

以外の顧客に対する貸出金は、第5章のセクション4に対応している。その他の現金流入は、第5章のセクション6-12に対応して

いる。

バーゼル委員会は、資金調達市場における短期的な混乱に対する感応度のリスク測定尺度として、流動性カバレッジ比率

（以下「LCR」という。）を提案している。この測定尺度は、EUの導入計画に従って、CRD Ⅳを通じて定量的要件として導入さ

れる予定である。スウェーデンにおいては、2013年1月1日よりスウェーデン金融監督庁の流動性カバレッジ比率規制

（FFFS2012年：第6号）が適用されている。スウェーデン金融監督庁の定義は、2015年にCRD Ⅳとして導入される予定のバー

ゼル委員会が提案する測定とは異なっている。スウェーデン金融監督庁の定義は、当行の流動性バッファと30日間のストレス

・シナリオにおける正味キャッシュ・フローとの比率として定義されている。当該比率は100％超でなければならない。短期

流動性比率は、一定期間にわたるボラティリティの程度を示す場合があり、例えば、当初長期で住宅ローンの資金調達を目的

とした資金調達が、新しい長期資金調達に取って代わる場合、又は取引相手の構成が短期資金調達に変化する場合などであ

る。2013年3月31日現在、スウェーデン金融監督庁の定義に従ったハンデルスバンケンのLCRは、135％であった、これは、当行が

資金調達市場における短期的な混乱に対して十分な予防策を講じていることを示している。また、これは米ドル及びユーロに

も当てはまる。
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流動性創出措置としてのストレス・テスト

当行の流動性ポジションは、定期的なストレス・テストの対象となっている。ストレス・テストにおいては、定義づけられ

た一定の仮定に基づいて、当行のキャッシュ・フローにストレスが加えられている。当該ストレス・テストは、当行がより長

期的な市場の混乱に対する予防策を有していることを示している。例えば、ストレス・テストにおいては、最初の１ヶ月間に

個人及び法人からの預金の10％が徐々に消失する一方で、当行は金融市場において資金調達できないことが想定されている。

さらに当行が引き続き、中核的な活動(すなわち、個人及び法人への貸出金)を行うこと、また約定貸出金及びその他の与信枠

が顧客によって一部利用されることが仮定されている。また、中央銀行に対する残高が利用され、中央財務部門の流動性ポー

トフォリオが即時に補完的な流動性を提供できるという事実が考慮されている。さらに、流動性創出措置(例えば、カバード・

ボンドを発行するための未使用枠)が、徐々に当行に対する流動性を提供するために使用される。ストレス・テストの結果、ス

トレス・シナリオにおいて、市場における新規資金調達への道が断たれたとしても、2年間にわたって、流動性準備金により、

当行の流動性要件がカバーされることが示されている。

担保権が設定されていない資産（NEA）

2013年3月31日

十億スウェーデン・クローネ
NEA

無担保資金調達
*
に対するカ

バレッジ比率

中央銀行に対する残高及び流動性ポートフォリオにおける有価証券 365 43%

住宅ローン 301 79%

その他個人向け貸付 121 94%

低リスク・クラス(1-3)の不動産会社への貸付 191 116%

低リスク・クラス(1-3)のその他の法人向け貸付 195 139%

低リスク・クラス(1-3)の金融機関への貸出金 87 150%

その他の法人向け貸付 234 178%

その他資産 114 191%

担保権が設定されていない資産(NEA)合計 1,608 191%

基礎となる負債を伴わない担保権が設定されている資産
** 56

基礎となる負債を伴う担保権が設定されている資産 725

資産合計、当行グループ 2,389

2012年12月31日

十億スウェーデン・クローネ
NEA

無担保資金調達
*
に対するカ

バレッジ比率

中央銀行に対する残高及び流動性ポートフォリオにおける有価証券 360 46%

住宅ローン 292 82%

その他個人向け貸付 124 98%

低リスク・クラス(1-3)の不動産会社への貸付 195 123%

低リスク・クラス(1-3)のその他の法人向け貸付 194 147%

低リスク・クラス(1-3)の金融機関への貸出金 86 158%

その他の法人向け貸付 266 192%

その他資産 118 207%

担保権が設定されていない資産(NEA)合計 1,635 207%

基礎となる負債を伴わない担保権が設定されている資産
** 51

基礎となる負債を伴う担保権が設定されている資産 702

資産合計、当行グループ 2,388

*
短期及び長期無担保資金調達及び金融機関からの預り金
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**
カバー・プールにおける超過担保(OC)

注記22　IAS第19号による財務報告の修正再表示‐当行グループ

当該修正再表示は、IAS第19号「従業員給付」に基づく確定給付年金制度の会計処理に関連している。当初の影響は、2012年

1月1日現在の利益剰余金に対して認識されている。当該変更に関する詳細情報については、注記1に記載されている。

当行グループ

百万スウェーデン・クローネ

2012年

第1

四半期

IAS第19

号への

調整

2012年

第1四半

期への

調整

2012年第

2四半期

IAS第19

号への

調整

2012年

第2四半

期への

調整

2012年

1-6月

IAS第

19号へ

の調整

2012年

1-6月へ

の調整

収益合計 8,866 8,866 8,839 8,839 17,705 17,705

人件費 -2,668 -113 -2,781-2,670 -115 -2,785-5,338 -228 -5,566

その他管理費 -1,214 -1,214-1,236 -1,236-2,450 -2,450

不動産及び器具備品並びに無形

資産の減価償却費、償却費及

び減損費用 -122 -122 -117 -117 -239 -239

費用合計 -4,004 -113 -4,117-4,023 -115 -4,138-8,027 -228 -8,255

貸倒損失控除前利益 4,862 -113 4,749 4,816 -115 4,701 9,678 -228 9,450

貸倒損失、正味 -291 -291 -288 -288 -579 -579

不動産及び器具備品並びに

無形資産の処分損益 0 0 0 0 0 0

営業利益 4,571 -113 4,458 4,528 -115 4,413 9,099 -228 8,871

法人税等 -1,272 30 -1,242-1,143 30 -1,113-2,415 60 -2,355

継続事業からの当期利益 3,299 -83 3,216 3,385 -85 3,300 6,684 -168 6,516

非継続事業に関連する当期

利益、税引後 49 49 29 29 78 78

当期利益 3,348 -83 3,265 3,414 -85 3,329 6,762 -168 6,594

帰属先：

スヴェンスカ・ハンデルスバン

ケン・エイ・ビーの株主 3,348 -83 3,265 3,414 -85 3,329 6,762 -168 6,594

少数株主持分 0 0 0 0 0 0

継続事業からの一株当たり利

益、スウェーデン・クローネ 5.28 -0.13 5.15 5.40 -0.13 5.27 10.68 -0.27 10.41

希薄化後 5.15 -0.12 5.03 5.30 -0.13 5.17 10.42 -0.26 10.16

事業合計からの一株当たり利

益、スウェーデン・クローネ 5.36 -0.13 5.23 5.44 -0.13 5.31 10.81 -0.27 10.54

希薄化後 5.22 -0.12 5.10 5.34 -0.13 5.21 10.54 -0.26 10.28

当期利益 3,348 -83 3,265 3,414 -85 3,329 6,762 -168 6,594

その他包括利益

キャッシュフロー・ヘッジ -311 -311 1,689 1,689 1,378 1,378

売却可能商品 709 709 -474 -474 235 235

当期為替換算差額 261 261 -572 -572 -311 -311

確定給付制度 1,835 1,835 0 -1,033-1,033 802 802

その他包括利益に係る税金 -194 -483 -677 -161 272 111 -355 -211 -566

その他包括利益合計 465 1,352 1,817 482 -761 -279 947 591 1,538

当期包括利益合計 3,813 5,082 3,896 3,050 7,709 8,132

帰属先：

スヴェンスカ・ハンデルスバン

ケン・エイ・ビーの株主 3,813 5,082 3,896 3,050 7,709 8,132
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少数株主持分 0 0 0 0 0 0

当行グループ

百万スウェーデン・ク

ローネ

2012年

第3

四半期

IAS第

19号

への

調整

2012年第

3四半期

への調整

2012年

1-9月

IAS第19

号への

調整

2012年

1-9月へ

の調整

2012年

第4四半

期

IAS第

19号

への

調整

2012年

第4四半

期への

調整

2012年

IAS第

19号

への

調整

2012年への

調整

収益合計 8,466 8,466 26,171 26,171 8,891 8,891 35,062 35,062 

人件費 -2,562 -116 -2,678-7,900-344 -8,244 -2,811 -112 -2,923-10,711-456 -11,167 

その他管理費 -1,108 -1,108-3,558 -3,558 -1,511 -1,511 -5,069 -5,069 

不動産及び器具備品並び

に無形資産の減価償却

費、償却費及び減損費

用 -113 -113 -352 -352 -112 -112 -464 -464

 

費用合計 -3,783 -116 -3,899-11,810-344 -12,154-4,434 -112 -4,546-16,244-456 -16,700 

貸倒損失控除前利益 4,683 -116 4,567 14,361 14,017 4,457 -112 4,345 18,818 18,362 

貸倒損失、正味 -277 -277 -856 -856 -395 -395 -1,251 -1,251 

不動産及び器具備品並び

に

無形資産の処分損益 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3

 

営業利益 4,405 -116 4,289 13,504-344 13,160 4,060 -112 3,948 17,564 -456 17,108 

法人税等 -1,167 30 -1,137-3,582 90 -3,492 544 -144 400 -3,038 -54 -3,092 

継続事業からの当期利益 3,238 -86 3,152 9,922 -254 9,668 4,604 -256 4,348 14,526 -510 14,016 

非継続事業に関連する当

期

利益、税引後 8 8 86 86 -64 -64 22 22

 

当期利益 3,246 -86 3,160 10,008-254 9,754 4,540 -256 4,284 14,548 -510 14,038 

帰属先：  

スヴェンスカ・ハンデル

スバンケン・エイ・

ビーの株主 3,246 -86 3,160 10,008-254 9,754 4,539 -256 4,283 14,547 -510 14,037

 

少数株主持分 0 0 0 0 1 1 1 1 

継続事業からの一株当た

り利益、スウェーデン

・クローネ 5.14 -0.14 5.00 15.82-0.40 15.42 7.28 -0.40 6.88 23.11 -0.81 22.30

 

希薄化後 5.06 -0.13 4.93 15.46-0.39 15.07 7.16 -0.39 6.77 22.60 -0.78 21.82 

事業合計からの一株当た

り利益、スウェーデン

・クローネ 5.15 -0.14 5.01 15.95-0.40 15.55 7.18 -0.40 6.78 23.15 -0.81 22.34

 

希薄化後 5.07 -0.13 4.94 15.59-0.39 15.20 7.06 -0.39 6.67 22.63 -0.78 21.85 

当期利益 3,246 -86 3,160 10,008-254 9,754 4,540 -256 4,284 14,548 -510 14,038 

その他包括利益  

キャッシュフロー・ヘッ

ジ 321 321 1,699 1,699 691 691 2,390 2,390
 

売却可能商品 379 379 614 614 370 370 984 984 

当期為替換算差額 -109 -109 -420 -420 294 294 -126 -126 

確定給付制度 461 461 1,263 1,263 1,320 1,320 2,583 2,583 
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その他包括利益に係る税

金 -423 -121 -544 -778 -332 -1,110 -135 -236 -371 -913 -568 -1,481
 

その他包括利益合計 168 340 508 1,115 931 2,046 1,220 1,084 2,304 2,335 2,015 4,350 

当期包括利益合計 3,414 3,668 11,123 11,800 5,760 6,588 16,883 18,388 

帰属先：  

スヴェンスカ・ハンデル

スバンケン・エイ・

ビーの株主 3,414 3,668 11,123 11,800 5,759 6,587 16,882 18,387

 

少数株主持分 0 0 0 0 1 1 1 1

当行グループ

百万スウェーデン・クローネ

2011年

12月31日

IAS第19

号への調

整

2012年

1月1日

2012年

3月31日

IAS第19

号への

調整

2012年

3月31日へ

の調整

2012年

6月30日

IAS第19

号への

調整

2012年

6月30日へ

の調整

資産

正味年金資産 4,775 -4,775 4,925 -4,454 471 5,023 -5,023

その他資産 2,449,591 2,449,5912,455,007 2,455,0072,541,560 2,541,560

資産合計 2,454,366-4,775 2,449,5912,459,932-4,4542,455,4782,546,583-5,0232,541,560

負債及び資本

繰延税金負債 9,466 -1,624 7,842 9,589 -1,171 8,418 9,683 -1,473 8,210

正味年金債務 1,401 1,401 579 579

その他負債 2,350,376 2,350,3762,357,616 2,357,6162,439,886 2,439,886

負債合計 2,359,842-223 2,359,6192,367,205-1,1712,366,0342,449,569-894 2,448,675

その他資本 1,685 1,685 2,636 2,636 3,509 3,509

確定給付制度 1,352 1,352 591 591

利益剰余金 80,516 -4,552 75,964 86,743 -4,552 82,191 86,743 -4,552 82,191

当期利益 12,323 12,323 3,348 -83 3,265 6,762 -168 6,594

資本合計 94,524 -4,552 89,972 92,727 -3,283 89,444 97,014 -4,129 92,885

負債及び資本合計 2,454,366-4,775 2,449,5912,459,932-4,4542,455,4782,546,583-5,0232,541,560

当行グループ

百万スウェーデン・クローネ

2012年

9月30日

IAS第19

号への調

整

2012年

9月30日

2012年

12月31日

IAS第19号

への

調整

2012年

12月31日へ

の調整

資産

正味年金資産 5,133 -5,133 4,673 -3,907 766

その他資産 2,508,189 2,508,1892,383,185 2,383,185

資産合計 2,513,322-5,133 2,508,1892,387,858-3,9072,383,951

負債及び資本

繰延税金負債 9,922 -1,382 8,540 9,573 -860 8,713

正味年金債務 124 124

その他負債 2,402,413 2,402,4132,271,388 2,271,388

負債合計 2,412,335-1,258 2,411,0772,280,961 -860 2,280,101

その他資本 4,236 4,236 5,607 5,607

確定給付制度 931 931 2,015 2,015

利益剰余金 86,743-4,552 82,191 86,743 -4,552 82,191

当期利益 10,008 -254 9,754 14,547 -510 14,037

資本合計 100,987-3,875 97,112 106,897 -3,047 103,850
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負債及び資本合計 2,513,322-5,133 2,508,1892,387,858-3,9072,383,951

要約財務諸表‐親会社

損益計算書（親会社）

百万スウェーデン・クローネ

2013年

第1四半期

2012年

第1四半期
変動

2012年

第4四半期
変動

2013年

1-3月

2012年

1-3月
変動 2012年

純利息収益 3,897 4,155 -6% 3,964 -2% 3,897 4,155 -6% 16,431

受取配当金 92 135 -32% 8,240 -99% 92 135 -32% 9,152

純手数料及びコミッション収益 1,461 1,481 -1% 1,490 -2% 1,461 1,481 -1% 5,724

金融取引における純損益 190 207 -8% 451 -58% 190 207 -8% 3,994

その他営業収益 489 176 178% 222 120% 489 176 178% 758

収益合計 6,129 6,154 0% 14,367 -57% 6,129 6,154 0% 36,059

人件費 -2,591 -2,638 -2% -2,102 23% -2,591 -2,638 -2% -9,808

その他管理費用 -1,247 -1,090 14% -1,458 -14% -1,247 -1,090 14% -5,157

不動産及び器具備品並びに無形資

産の減価償却費、償却費及び減損

費用 -129 -141 -9% -121 7% -129 -141 -9% -518

貸倒損失控除前費用合計 -3,967 -3,869 3% -3,681 8% -3,967 -3,869 3% -15,483

貸倒損失控除前利益 2,162 2,285 -5% 10,686 -80% 2,162 2,285 -5% 20,576

貸倒損失、正味 -274 -257 7% -365 -25% -274 -257 7% -1,154

金融資産の減損損失 - - -722 - - -820

営業利益 1,888 2,028 -7% 9,599 -80% 1,888 2,028 -7% 18,602

利益処分 4,193 26 -4,142 4,193 26 -4,065

税引前利益 6,081 2,054 196% 5,457 11% 6,081 2,054 196% 14,537

法人税等 -1,360 -579 135% -1,227 11% -1,360 -579 135% -2,985

当期利益 4,721 1,475 220% 4,230 12% 4,721 1,475 220% 11,552

包括利益計算書（親会社）

百万スウェーデン・クローネ

2013年

第1四半期

2012年

第1四半期
変動

2012年

第4四半期
変動

2013年

1-3月

2012年

1-3月
変動 2012年

当期利益 4,721 1,475 220% 4,230 12% 4,721 1,475 220% 11,552

その他包括利益

損益に組み替えられる項目

キャッシュフロー・ヘッジ -436 -256 -70% 733 -436 -256 -70% 2,522

売却可能金融商品 315 709 -56% 370 -15% 315 709 -56% 983

当期為替換算差額 -1,133 267 158 -1,133 267 -10

　うち、在外営業活動体における純投資

ヘッジ -160 363 -44 -264% -160 363 481

その他包括利益に係る税金 85 -205 -194 85 -205 -962

　うち、キャッシュフロー・ヘッジ 96 67 43% -138 96 67 43% -608

　うち、売却可能商品 -46 -177 74% -88 48% -46 -177 74% -248

　うち、在外営業活動体における純投資

ヘッジ 35 -95 32 9% 35 -95 -106

損益に組み替えられる項目合計 -1,169 515 1,067 -1,169 515 2,533

当期その他包括利益合計 -1,169 515 1,067 -1,169 515 2,533

当期包括利益合計 3,552 1,990 78% 5,297 -33% 3,552 1,990 78% 14,085
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貸借対照表（親会社）

百万スウェーデン・クローネ

2013年

3月31日

2012年

12月31日

2012年

9月30日

2012年

6月30日

2012年

3月31日

資産

現金及び中央銀行預け金 219,496 236,447 341,089 272,356 225,505

中央銀行への担保として適格な利付証券 52,358 45,259 45,764 44,878 51,060

金融機関への貸出金 460,841 422,897 421,475 563,671 519,073

一般顧客への貸出金 694,576 731,967 693,603 716,304 721,276

社債及びその他の利付証券 67,206 62,939 64,192 56,968 59,000

株式 33,810 28,269 23,117 22,377 23,427

子会社株式及び関連会社投資 45,753 45,734 46,452 46,452 44,020

顧客が価値変動リスクを負う資産 2,146 2,011 1,950 2,146 2,127

デリバティブ商品 115,317 122,525 148,401 134,910 123,021

無形資産 1,646 1,643 1,575 1,604 1,588

不動産及び器具備品 944 967 956 994 2,027

当期税金資産 - - 299 - -

繰延税金資産 346 333 41 46 333

その他資産 14,224 18,428 33,141 23,181 32,227

前払費用及び未収金 5,875 5,347 6,375 5,739 7,001

資産合計 1,714,5381,724,7661,828,4301,891,6261,811,685

負債及び資本

金融機関からの預り金 284,862 243,332 282,211 323,743 293,660

一般顧客からの預金及び借入

金 626,806 668,683 713,627 708,044 668,001

顧客が価値変動リスクを負う負債 2,166 2,059 1,997 2,194 2,183

発行済証券 530,401 531,284 517,940 560,539 553,811

デリバティブ商品 109,121 126,922 154,579 135,144 130,900

ショートポジション 29,040 16,201 19,504 24,626 15,280

当期税金負債 635 340 - 299 346

繰延税金負債 577 707 307 19 109

引当金 104 116 37 42 20

その他負債 20,065 17,154 22,976 24,244 41,095

未払費用及び繰延収益 10,679 9,531 13,184 11,999 10,361

劣後負債 19,973 21,167 24,406 25,530 25,915

負債合計 1,634,4291,637,4961,750,7681,816,4231,741,681

非課税剰余金 816 5,038 877 935 968

株式資本 2,951 2,943 2,939 2,924 2,914

資本剰余金 2,659 2,337 2,191 1,647 1,266

その他積立金 1,941 3,110 2,043 1,643 1,091

利益剰余金 67,021 62,290 62,290 62,290 62,290

当期利益 4,721 11,552 7,322 5,764 1,475

資本合計 79,293 82,232 76,785 74,268 69,036

負債及び資本合計 1,714,5381,724,7661,828,4301,891,6261,811,685

補足項目

自己債務の担保として供した資産 28,902 59,195 64,487 72,489 76,895

担保に供したその他資産 33,027 2,564 5,066 5,348 4,557

偶発債務及びコミットメント 135,041 131,586 124,872 130,987 135,591

その他コミットメント 550,944 475,287 428,578 444,335 501,002
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（翻訳）

独立監査人の四半期レビュー報告書
スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトの取締役会御中

企業識別番号502007-7862号

序文

私たちは、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトの2013年3月31日現在及び同日に終

了する3ヶ月間における四半期報告書のレビューを行った。取締役会及び最高経営責任者の責任は、IAS第34号及

び信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法に準拠して四半期報告書を作成し表示することにある。

私たちの責任は、私たちのレビューに基づいて当該四半期報告書について意見を表明することにある。

レビューの要点及び範囲

私たちは、レビュー基準SöG2410「会社が選定した監査人による四半期財務諸表のレビュー」に従って、レ

ビューを行った。四半期レビューにおいては、主として財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して

実施される質問、分析的手続、及びその他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、その範囲

において、国際監査基準及びスウェーデンにおいて一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して実施される

年次監査に比べて限定された手続である。四半期レビューにおいて実施された手続では、監査において特定され

得るすべての重要事項についての一定の証拠を入手することはできない。したがって、私たちの実施したレ

ビューによる結論は、年次監査において表明される結論と同一水準の保証を与えるものではない。

監査人の結論

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期報告書が、当行グループについてはIAS第34号及び信

用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法、親会社については信用機関及び証券会社に係るスウェーデ

ン年次報告法に準拠していないと信じさせる事項は、すべての重要な点において認められなかった。

ストックホルム、2013年4月24日

ケーピーエムジーエービー アーンスト・アンド・ヤング・エービー

ステファン・ホルムストローム エリック・アストローム

公認会計士 公認会計士
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４【IFRS、信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法並びに日本の会計原則及び会計慣行の主要な相

違】

当行グループの連結財務書類は欧州委員会により承認されている国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)

及び国際財務報告委員会解釈指針委員会による基準の解釈指針に準拠して作成されている。さらに、信用機関

及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法(1995年第1559号)及びスウェーデン金融監督庁が発行した規程

及び一般指針、FFFS 2008年第25号及び信用機関及び投資会社における年次報告にも従っている。連結財務書類

には企業グループの報告を規定するRFR第1号補足会計規則、並びにスウェーデン財務報告審議会による意見書

も適用されている。

親会社の財務書類は、スウェーデンの信用機関及び証券会社に係る年次報告法(1995年第1559号)スウェーデ

ン金融監督庁が発行した規定及び一般指針、FFFS2008年第25号、信用機関及び投資会社における年次報告、ス

ウェーデンの財務報告審議会の勧告RFR第2号「事業体に関する会計処理」及びスウェーデン財務報告審議会

による意見書に準拠して作成されている。金融監督庁の推奨に準拠して、親会社は法定IFRSを採用している。こ

れはEUが採用する国際財務報告基準及びこれらの基準の解釈が、国内法及び指令並びに会計と税との間の関連

性の枠組みの範囲内で可能な限り採用されていることを意味する。

以下の記述は、当行グループが適用する会計基準のうち重要と考えられるものと日本の会計原則の差異を概

説したものである。当行グループは、連結財務書類並びに親会社の個別財務書類及び関連注記に関して、日本の

会計原則との間の比較表を作成しておらず、その差異を定量化していない。したがって、以下の記述が日本の会

計原則との差異を網羅している保証はない。

　(1)　連結

IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法

IFRSにおいて、連結財務書類には、親会社及び親会社が支配する会社(すなわち子会社。特別目的会社を含

む。)の財務書類が含まれている。「支配」は、親会社がその会社の財務及び経営に関する方針を左右する力

を(直接的又は子会社を通じて間接的に)有する場合に存在し、一般的には議決権の過半数を保有すること

により生じるが、これは絶対的な要件ではなく、議決権の過半数を保有しなくとも支配が存在する場合があ

る。(IAS第27号)

日本の会計原則

日本の会計原則でも、親会社は支配しているすべての会社を連結することが求められている。一定のSPE

については、一定の要件を満たす場合に子会社に該当しないものと推定され、連結することが求められな

い。

親会社及び子会社が連結財務書類を作成するために採用する会計原則は、原則として統一されなければ

ならない。「連結財務書類作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」によれば、在外子会

社の所在地国の会計原則に準拠して作成された財務書類は原則として親会社の会計方針(日本の会計原則)

に修正する必要があるが、在外子会社の財務書類がIFRS又は米国会計基準に準拠して作成されている場合

は、のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の会計処理、研究開発費の会計処理、投資不動産

の時価評価、及び少数株主持分に帰属する純利益の会計処理等の一定の項目の修正を除き、これを連結決算

手続上利用できることと規定されている。

　(2)　企業結合、のれん及び無形資産

IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法
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IFRSでは、企業結合は取得法で会計処理されている。のれんは当初取得原価で計上され、その後は減損損

失累計額を控除後の取得原価で計上される。のれん及びその他の耐用年数を確定できない無形固定資産に

ついては年一回、及び減損の兆候がある場合にはいつでも減損テストが実施される。(IFRS第3号、IAS第36

号)

IAS第38号によると、のれん及び耐用年数を確定できない無形固定資産は連結財務書類において償却され

ない。親会社において、耐用年数を確定出来ないその他の無形固定資産の取得は年次報告法の規定に準拠し

て償却される。通常、買収により取得したのれんは20年で償却される。

日本の会計原則

日本の会計原則では、企業結合は原則としてパーチェス法により会計処理される。なお、従来まで一定の

厳格な条件の下で持分の結合と識別される限られた場合には、パーチェス法ではなく持分プーリング法に

より会計処理することが認められていた。2008年12月26日において「企業結合に係る会計基準」が改正さ

れ、2010年4月1日以降実施される企業結合より持分プーリング法は禁止されている。また、のれんは20年以

内の期間にわたり定額法その他の合理的方法により規則的に償却され、減損の兆候が認められた場合に減

損テストの対象となる。

　(3)　非金融資産の減損

IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法

IFRSでは、各事業年度末において資産の減損の兆候について評価される。そのような兆候が存在する場

合、当該資産の回収可能価額が見積られ、必要な場合に減損損失が損益に認識される。減損損失は、IAS第36

号の要件を満たす場合には損益に戻入れることができるが、戻入れ後に増加する資産額は、減損処理前の価

格を超えてはならない。

日本の会計原則

日本の会計原則では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積り将来キャッシュ・フロー総額(20年以

内の合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額と帳簿価額の差

額につき減損損失を計上する。減損損失の戻入は認められない。

　(4)　ヘッジ会計

IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法

一定の条件が満たされた場合は、下記の種類のヘッジ関係に係るヘッジ会計が認められている。

・　公正価値ヘッジ(すなわち、特定のリスクに起因し、損益に影響を与える可能性がある、認識済みの資産

又は負債の公正価値の変動に対するエクスポージャーのヘッジ) － ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損

益は損益計算書に計上されている。また、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の損益はヘッジ

対象の帳簿価額により調整され、これもまた損益計算書に計上されている。

・　キャッシュフロー・ヘッジ(すなわち、認識済み資産又は負債に係る特定のリスク又は発生の可能性の

高い予定取引に起因し、損益に影響を与える可能性がある、キャッシュ・フローの変動可能性に対す

るエクスポージャーのヘッジ) － ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと判断され

る部分はその他包括利益に計上され、非有効部分は損益計算書に計上される。

・　在外営業活動体に対する純投資のヘッジ － ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと

判断される部分はその他包括利益に計上され、非有効部分は損益に計上されている。

IFRSでは、類似の資産、負債、発生可能性の非常に高い予定取引又は在外営業活動体に対する純投資の

ポートフォリオをヘッジ対象とすることができる。このため、IAS第39号は類似した項目のみを1つのポート
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フォリオにグループ化することを認めている。次の両方に該当する場合、項目は類似していると考えられ

る。a)ヘッジされるリスクを共有していること、ｂ)ヘッジされるリスクに起因する個々の項目の公正価値

の変動は、ヘッジされるリスクに起因するポートフォリオの公正価値の全体の変動におおむね比例すると

見込まれること。

日本の会計原則

日本の会計原則では、デリバティブ金融商品について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を満

たす場合には、原則として、「繰延ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を貸借対照表の「純資産の部」に計上

し、ヘッジ対象が損益計上されるのと同一の会計期間に損益に計上する。)が適用されるが、売却可能有価証

券については、「時価ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を発生時に計上するとともに、同一の会計期間に

ヘッジ対象の損益も計上する。)を適用できる。

日本の会計原則では、共通したリスク要因(金利リスク、為替リスク等)、かつ、リスクに対する反応が同一

グループ内の個々の資産又は負債との間でほぼ一様である場合に、ポートフォリオに対するヘッジ指定が

できる。

　(5)　退職後給付

IFRS

確定給付型制度において年金債務は数理的手法に基づき測定されるが、ここでは予測単位積増方式を用

いて、優良社債又はそのような市場が存在しない場合には国債を参照した割引率を用いて給付が割り引か

れている。制度資産は、公正価値で測定されている。当該制度資産が制度負債を超える場合は資産(超過額)

として、不足する場合は負債(不足額)として、それぞれ貸借対照表に計上されている。IAS第19号改訂版が適

用される前は、数理計算上の差異は、即時に計上されずに数理計算上の差異の正味累計額が確定給付債務の

現在価値又は制度資産の公正価値のいずれか大きい方の10％に相当する「回廊(コリドー)」を上回る場合

にのみ、その超過額は年金制度に参加する従業員の予想平均残存勤務期間にわたって損益計算書に計上さ

れていた。そうでない場合、数理計算上の差異は認識されなかった。

2013年1月1日にIAS第19号の改訂がEU域内において適用となった。利息費用又は利息収益は、正味確定給

付債務（資産）に対して割引率を適用することで計算される。利息費用／収益及び勤務費用は損益計算書

に認識される。

信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法

親会社は確定給付制度の会計に関するIAS第19号の規定を適用していない。その代わり、年金費用は年金

債務保護法の規定及びスウェーデン金融監督庁の規定に準拠して親会社の年金数理計算を基に計算され

る。これは主に割引率の設定方法、親会社の年金債務の計算において将来債務の計算に将来の昇給が考慮さ

れていない事、年金数理差損益は発生時に金額が認識されることに関して差異があることを意味する（改

訂IAS第19号と類似しているが、旧IAS第19号とは異なる。）。認識された正味年金費用は、支払給付金及び年

金拠出から年金基金からの支給を控除したものとされる。当期の正味年金費用は、親会社の損益計算書にお

いて人件費として報告される。

制度資産の価値が見積もり年金債務を超過したことによる超過額は親会社の財務書類において資産とし

て認識されない。不足額は負債として認識される。

日本の会計原則

日本の会計原則では、確定給付型年金制度について、退職給付債務に未認識過去勤務債務及び未認識数理

計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として貸借対照表に計上

する。退職給付に係る費用は、数理計算上の差異も含め、すべて営業費用として損益計算書に計上される。数
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理計算上の差異は、各期の発生額について平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処

理することとされており、また、発生時に費用処理する方法も認められている。

　(6)　包括利益計算書

IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法

包括利益計算書は財務書類の一部として表示しなければならない。包括利益計算書には、株主としての地

位に基づく株主との取引による変動を除く持分変動が含まれる。(IAS第1号(改訂版))

日本の会計原則

日本の会計原則では、認識収益・費用計算書及び包括利益計算書に関する会計基準は従来存在せず、純資

産の部に直接計上される項目は株主資本等変動計算書において表示されていた。なお、包括利益計算書につ

いてIFRSと同様の規定である「包括利益の表示に関する会計基準」が2010年6月30日に公表され、2011年3

月31日以後終了する事業年度の年次連結財務書類から適用されている。

　(7)　金融資産の認識の中止

IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法

金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅し、又は金融資産が譲渡され、かつ、そ

の譲渡が認識の中止の要件を満たす場合、金融資産の認識は中止される。

譲渡においては、報告企業は、資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転すること、又は資

産のキャッシュ・フローの権利を留保するが、そのキャッシュ・フローを第三者に支払う契約上の義務を

引受けることのいずれかを要求される。譲渡に際して、会社は、譲渡した資産の所有に係るリスクと経済価

値がどの程度留保されているかを評価する。実質的にすべてのリスクと経済価値が留保されている場合は、

その資産は引続き財政状態計算書で認識される。実質的にすべてのリスクと経済価値が移転された場合は、

当該資産の認識は中止される。

実質的にすべてのリスクと経済価値が留保も移転もされない場合は、会社はその資産の支配を引続き留

保しているかどうかについて評価をする。支配を留保していない場合は、当該資産の認識は中止される。一

方、会社が支配を留保している場合、継続関与の程度に応じて、引続きその資産を認識する。

日本の会計原則

日本の会計原則では、「金融商品に係る会計基準」により、金融資産は金融資産の契約上の権利を行使し

たとき、権利を喪失したとき、又は権利に対する支配が他に移転したときに認識が中止される。金融資産の

契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(a) 譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利

が譲渡人及びその債権者から法的に隔離され、(b)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は

間接に通常の方法で享受でき、(c)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻す又は償還す

る権利及び義務を有していない場合である。

　(8)　公正価値オプション

IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法

一定の場合に、金融資産又は金融負債を最初の認識時に「損益計算書を通じて公正価値で測定する」項

目に分類することを選択できるが、当該オプションを事後に取消すことはできない。

日本の会計原則

日本の会計原則では、金融商品の公正価値オプションは認められていない。

　(9)　非継続事業及び売却目的で保有する非流動資産
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IFRS

売却目的に分類された非流動資産又は処分グループは、財政状態計算書上、他の資産と区分して表示され

る。売却目的保有に分類された処分グループに含まれる負債は、財政状態計算書上、他の負債と区分して表

示しなければならない。これら資産及び負債は相殺して単一の金額として表示されない。また、売却目的保

有として分類した非流動資産(又は処分グループ)に関連してその他包括利益で認識された収益又は費用の

累計額を区分して表示しなければならない。(IFRS第5号)

日本の会計原則

資産又は負債を売却目的保有あるいは処分グループへの分類に関する基準、並びに非継続事業の区分表

示に関する基準はない。

(10)　保険契約

IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法

IFRS第4号「保険契約」の定義を満たす保険契約及び裁量権のある有配当性のある金融商品に対して

IFRS第4号が適用される。IFRS第4号における「保険契約」とは、「一方の当事者(保険者)が、他方の当事者

(保険契約者)から、特定の不確実な将来事象(保険事故)が保険契約者に不利益を与えた場合に保険契約者

に補償を行うことを同意することにより、重要な保険リスクを引き受ける契約」と定義されている。

日本の会計原則

日本においては、IFRS第4号のような「保険契約」の定義はないが、保険業者が「保険契約」として当局

の許認可を受けた契約は「保険契約」とされている。保険契約には保険業法による会計処理が適用される。

(11)　保険契約における預り金要素のアンバンドリング

IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法

保険契約の中には保険要素と預り金要素の両方を有するものがある。場合によっては、保険者は、それら

の構成要素を区分(アンバンドリング)することを要求又は許容される。

(a) 次の要件をいずれも満たす場合には、預り金要素のアンバンドリングが要求される。

(ⅰ)保険者が当該預り金要素(すべての組込解約オプションを含む)を分離して(すなわち、保険要素

を考慮することなく)測定することが可能である。

(ⅱ)当該保険者の会計方針が、預り金要素から生じるすべての義務及び権利を認識することを特に要

求していない。

(b) 保険者が預り金要素を(a)(ⅰ)に記述のように分離して測定することが可能であるが、会計方針が

預り金要素から生じるすべての義務及び権利を認識することを求めている場合には、権利及び義務の

測定に使用される基礎に関係なく、アンバンドリングは許容されるが要求はされない。

(c) 保険者が預り金要素を(a)(ⅰ)のように分離して測定することができない場合には、アンバンドリ

ングは禁止される。

日本の会計原則

日本の会計原則では、保険契約における預り金要素のアンバンドリングを扱った基準はない。

(12)　グループ利益分配

信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法

スウェーデンにおいては、連結税務申告は認められていない。但し、グループ利益分配制度により、企業は

グループ利益分配の方法で課税所得を連結することができる。スウェーデン財務報告審議会が公表するUFR
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第2号「グループ利益の分配及び株主の拠出」に従って、税金費用を最適化するためにグループ会社へ支払

われた分担金、又は受領金は、その他包括利益を通じて非制限持分の増加／減少(税額調整後)として報告さ

れていた。

2011年には上記基準が廃止され、子会社から受領したグループ利益分配は、すべて親会社の損益計算書に

おいて受取配当金として報告される。このグループ利益分配は、親会社の貸借対照表において子会社持分の

価値の増加として報告される。

日本の会計原則

日本の会計原則では、税金費用の最適化目的で行うグループ利益分配についての基準はない。

(13)　過年度の財務書類の修正再表示

IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法

会計原則に変更があった場合(新たな会計基準が公表された場合を含む)、又は過年度の財務書類に重要

かつ基本的な誤りが発見された場合には、過年度の財務書類は一般的に、当該変更又は誤りを反映して再表

示される。

日本の会計原則

日本基準においては、会計原則の変更又は誤謬の影響は、それが明らかとなった年度の財務書類に反映さ

れていた。過年度の財務書類の修正再表示は認められていなかった。2011年4月1日以降に開始する事業年度

より企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が適用され、会計方針の変更

及び過年度財務書類の誤謬の訂正は遡及的に反映される。
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第７【外国為替相場の推移】

１【最近５年間の事業年度別為替相場の推移】

(1スウェーデン・クローネ当たり、単位：円)

事業年度 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

決算月日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日

最高 18.00 13.57 13.18 13.68 13.33

最低 11.16 10.44 11.26 11.04 10.74

平均 15.96 12.29 12.18 12.31 11.79

期末 11.63 12.76 11.98 11.28 13.33

出典：株式会社三菱東京UFJ銀行「1990年以降の外国為替相場一覧表」(http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.

php)において公表されている対顧客電信売買相場の仲値

２【最近６月間の月別最高・最低為替相場】

(1スウェーデン・クローネ当たり、単位：円)

月別 2012年12月2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月 2013年5月

最高 13.33 14.36 14.87 15.12 15.68 15.55

最低 12.32 13.28 14.27 14.36 14.25 14.99

平均 12.65 13.75 14.64 14.72 15.06 15.29

出典：株式会社三菱東京UFJ銀行「1990年以降の外国為替相場一覧表」(http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.

php)において公表されている対顧客電信売買相場の仲値

３【最近日の為替相場】

　1スウェーデン・クローネ＝15.35円　(2013年5月20日)

出典：株式会社三菱東京UFJ銀行「1990年以降の外国為替相場一覧表」(http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.

php)において公表されている対顧客電信売買相場の仲値

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

　該当事項なし。

第９【提出会社の参考情報】

　該当事項なし。
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第三部【提出会社の保証会社等の情報】

第１【保証会社情報】

　該当事項なし。

第２【保証会社以外の会社の情報】

　該当事項なし。

第３【指数等の情報】

　該当事項なし。
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第四部【特別情報】

第１【最近の財務書類】

　株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2013年４月３日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１ス

ウェーデン・クローネ=14.42円の換算レートで換算している。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総

数と一致しない場合がある。本書記載のスウェーデン・クローネから日本円の換算は、単に便宜目的でなされているに過ぎ

ず、将来の為替レートについて保証するものではない。

2009年12月31日終了事業年度財務書類

損益計算書(当行グループ)

適用されている会計及び評価方針はG1に示されている。

2009年 2008年

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

利息収益 注記G3 51,276 739,400 83,355 1,201,979 

利息費用 注記G3 -29,276 -422,160 -64,132 -924,783 

純利息収益 22,000 317,240 19,223 277,196 

手数料及びコミッション収益 注記G4 8,666 124,964 8,030 115,793 

手数料及びコミッション費用 注記G4 -1,273 -18,357 -1,235 -17,809 

純手数料及びコミッション収益 7,393 106,607 6,795 97,984 

公正価値で評価される金融項目からの

純損益 注記G5 2,457 35,430 3,169 45,697 

保険リスク 注記G6 171 2,466 215 3,100 

その他配当金収益 141 2,033 225 3,245 

関連会社の持分利益 注記G21 26 375 79 1,139 

その他収益 注記G7 147 2,120 184 2,653 

収益合計 32,335 466,271 29,890 431,014 

管理費用

人件費 注記G8 -10,018 -144,460 -8,114 -117,004 

その他費用 注記G9 -4,719 -68,048 -4,688 -67,601 

不動産及び器具備品並びに無形資産の減価償却

費、償却費及び減損費用

注記G24,

G25 -483 -6,965 -427 -6,157 

費用合計 -15,220 -219,472 -13,229 -190,762 

貸倒損失控除前利益 17,115 246,798 16,661 240,252 

貸倒損失、正味 注記G10 -3,392 -48,913 -1,605 -23,144 

不動産及び器具備品並びに無形資産の

処分損益 注記G11 4 58 270 3,893 

営業利益 13,727 197,943 15,326 221,001 

法人税等 注記G33 -3,519 -50,744 -3,382 -48,768 
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継続事業からの当期利益 10,208 147,199 11,944 172,232 

非継続事業からの当期利益、税引後 注記G12 36 519 187 2,697 

当期利益 10,244 147,718 12,131 174,929 

帰属先：

普通株主 10,244 147,718 12,131 174,929 

少数株主持分 0 0 0 0 

継続事業からの一株当たり利益、

スウェーデン・クローネ／円 注記G13 16.38 236 19.16 276 

希薄化後 注記G13 15.92 230 19.02 274 

非継続事業からの一株当たり

利益、スウェーデン・クローネ／円 注記G13 0.06 1 0.30 4 

希薄化後 注記G13 0.06 1 0.29 4 

事業合計からの一株当たり利益、スウェーデン

・クローネ／円 注記G13 16.44 237 19.46 281 

希薄化後 注記G13 15.98 230 19.31 278 

包括利益計算書（当行グループ）

2009年 2008年

(百万スウェーデン

・クローネ (百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

当期利益 10,244 147,718 12,131 174,929

その他包括利益

キャッシュフロー・ヘッジ 47 678 -535 -7,715

売却可能金融商品 3,274 47,211 -5,139 -74,104

為替要素の変動 -109 -1,572 606 8,739

うち、子会社における純投資のヘッジ -6 -87 -169 -2,437

その他包括利益に関する税金 -934 -13,468 1,628 23,476

うち、キャッシュフロー・ヘッジ -12 -173 144 2,076

うち、売却可能金融商品 -924 -13,324 1,440 20,765

うち、子会社における純投資ヘッジ 2 29 44 634

その他包括利益合計 2,278 32,849 -3,440 -49,605

当期包括利益合計 12,522 180,567 8,691 125,324

当期包括利益合計の帰属先：

普通株主 12,522 180,567 8,691 125,324

少数株主持分 0 0 0 0

当期の損益計算書における修正再表示は注記G39に示されている。

貸借対照表(当行グループ)

適用されている会計及び評価方針は注記G1に示されている。

2009年 2008年
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(百万スウェーデ

ン・クローネ) (百万円)

(百万スウェーデ

ン・クローネ) (百万円)

資産

現金及び中央銀行預け金 49,882 719,298 66,894 964,611

財務省証券及びその他の適格証券 注記G19 105,156 1,516,350 84,781 1,222,542

金融機関への貸出金 注記G17 168,100 2,424,002 164,981 2,379,026

一般顧客への貸出金 注記G18 1,477,183 21,300,979 1,481,475 21,362,870

ポートフォリオ・ヘッジにおける金利ヘッジ

対象の価値変動 2,979 42,957 144 2,076

社債及びその他の利付証券 注記G19 70,846 1,021,599 81,497 1,175,187

株式及び参加持分 注記G20 24,883 358,813 15,689 226,235

関連会社における持分 注記G21 93 1,341 84 1,211

顧客が価値変動リスクを負う資産 注記G22 51,032 735,881 31,552 454,980

デリバティブ商品 注記G23 107,155 1,545,175 192,239 2,772,086

再保険資産 12 173 13 187

無形資産 注記G24 7,319 105,540 7,057 101,762

不動産及び器具備品 注記G25 3,281 47,312 3,416 49,259

当期税金資産 108 1,557 1,100 15,862

繰延税金資産 注記G34 303 4,369 405 5,840

正味退職給付資産 注記G8 4,380 63,160 4,646 66,995

売却目的で保有する資産 724 10,440 - -

その他資産 注記G26 42,594 614,205 12,937 186,552

前払費用及び未収金 注記G27 6,813 98,243 9,874 142,383

資産合計 注記G14 2,122,843 30,611,396 2,158,784 31,129,665

負債及び資本

金融機関からの預り金 注記G28 239,790 3,457,772 319,113 4,601,609

一般顧客からの預金及び借入金 注記G29 549,748 7,927,366 543,760 7,841,019

顧客が価値変動リスクを負う負債 注記G30 51,103 736,905 31,654 456,451

発行済証券 注記G31 966,075 13,930,802 895,709 12,916,124

デリバティブ商品 注記G23 93,101 1,342,516 169,640 2,446,209

その他トレーディング負債 注記G32 29,647 427,510 17,580 253,504

保険負債 注記G33 952 13,728 865 12,473

当期税金負債 834 12,026 115 1,658

繰延税金負債 注記G34 8,448 121,820 7,933 114,394

引当金 注記G35 199 2,870 379 5,465

売却目的で保有する資産にかかる負債 222 3,201 - -

その他負債 注記G36 23,175 334,184 15,951 230,013

未払費用及び繰延収益 注記G37 17,456 251,716 19,688 283,901

劣後負債 注記G38 59,005 850,852 61,434 885,878

負債合計 注記G14 2,039,755 29,413,267 2,083,821 30,048,699

少数株主持分 1 14 1 14

株式資本 2,899 41,804 2,899 41,804

準備金 注記G40 -68 -981 -2,346 -33,829

利益剰余金 70,012 1,009,573 62,278 898,049

当期利益 10,244 147,718 12,131 174,929
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資本合計 83,088 1,198,129 74,963 1,080,966

負債及び資本合計 2,122,843 30,611,396 2,158,784 31,129,665

持分変動計算書（当行グループ）

2008年当行グループ

(百万スウェーデン・クローネ) 株式資本

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株主

持分 合計

2008年期首株主資本 2,890 139 547 408 70,507 0 74,491

当期包括利益合計 -391 -3,699 650 12,131 0 8,691

配当金 -8,417 -8,417

トレーディング勘定で保有されている自己株式 13 13

転換可能劣後ローンのオプション部分 184 184

消却による株式資本の減少 -22 22 -

株式無償交付 31 -31 -

少数株主持分の取得 1 1

2008年期末株主資本 2,899 -252 -3,152 1,058 74,409 1 74,963

2009年当行グループ

(百万スウェーデン・クローネ) 株式資本

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株主

持分 合計

2009年期首株主資本 2,899 -252 -3,152 1,058 74,409 1 74,963

当期包括利益合計 35 2,350 -107 10,244 0 12,522

配当金 -4,364 -4,364

トレーディング勘定で保有されている自己株式 -33 -33

2009年期末株主資本 2,899 -217 -802 951 80,256 1 83,088

より詳しい資本変動の詳細は注記G40に示されている。

2008年当行グループ

(百万円) 株式資本

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株主

持分 合計

2008年期首株主資本 41,674 2,004 7,888 5,883 1,016,711 0 1,074,160

当期包括利益合計 -5,638 -53,340 9,373 174,929 0 125,324

配当金 -121,373 -121,373

トレーディング勘定で保有されている自己株

式 187 187

転換可能劣後ローンのオプション部分 2,653 2,653

消却による株式資本の減少 -317 317 -

株式無償交付 447 -447 -

少数株主持分の取得 14 14

2008年期末株主資本 41,804-3,634 -45,45215,256 1,072,978 14 1,080,966
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2009年当行グループ

(百万円) 株式資本

ヘッジ

準備金

公正価値

評価差額

準備金

為替換算

調整

準備金

利益

剰余金

少数株主

持分 合計

2009年期首株主資本 41,804-3,634 -45,45215,256 1,072,978 14 1,080,966

当期包括利益合計 505 33,887 -1,543 147,718 0 180,567

配当金 -62,929 -62,929

トレーディング勘定で保有されている自己株

式 -476 -476

2009年期末株主資本 41,804-3,129 -11,56513,713 1,157,292 14 1,198,129

より詳しい資本変動の明細は注記G40に示されている。

キャッシュ・フロー計算書（当行グループ）

2009年 2008年

(百万スウェーデン

・クローネ (百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ) (百万円)

営業活動

すべての営業利益 13,766 198,506 15,586 224,750

うち、受取利息 54,631 787,779 82,846 1,194,639

うち、支払利息 -32,876 -474,072 -63,652 -917,862

うち、受取配当金 561 8,090 1,425 20,549

損益における非現金項目の調整

貸倒損失 3,565 51,407 1,916 27,629

未実現評価差額 3,356 48,394 -2,649 -38,199

減価償却費、償却費及び減損 499 7,196 427 6,157

法人税の支払 -1,169 -16,857 -3,296 -47,528

営業活動による資産及び負債の変動

金融機関への貸出金 -3,287 -47,399 4,139 59,684

一般顧客への貸出金 -2,391 -34,478 -193,672 -2,792,750

利付証券及び株式 -13,064 -188,383 64,643 932,152

金融機関からの預り金 -79,094 -1,140,535 25,333 365,302

一般顧客からの預金及び借入金 5,841 84,227 26,372 380,284

発行済証券 70,367 1,014,692 189,002 2,725,409

デリバティブ商品の正味ポジション 8,485 122,354 -28,394 -409,441

ショートポジション 12,066 173,992 -41,924 -604,544

投資銀行業務の決済における債権及び債務 -33,386 -481,426 13,767 198,520

その他 11,540 166,407 -20,407 -294,269

営業活動からのキャッシュ・フロー -2,906 -41,905 50,843 733,156

投資活動

子会社の取得 -393 -5,667 -1,013 -14,607

持分変動 -1 -14 1,085 15,646

利付証券の変動 -5,700 -82,194 -1,105 -15,934

不動産及び器具備品の変動 -338 -4,874 75 1,082

無形固定資産の変動 -112 -1,615 -162 -2,336

投資活動からのキャッシュ・フロー -6,544 -94,364 -1,120 -16,150
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財務活動

劣後ローンの返済 -3,280 -47,298 -1,346 -19,409

劣後ローンの発行 2,922 42,135 2,556 36,858

転換可能劣後ローンの発行 - - 2,296 33,108

配当金の支払 -4,364 -62,929 -8,416 -121,359

財務活動からのキャッシュ・フロー -4,722 -68,091 -4,910 -70,802

当期キャッシュ・フロー -14,172 -204,360 44,813 646,203

期首流動資金 66,894 964,611 13,590 195,968

営業活動からのキャッシュ・フロー -2,906 -41,905 50,843 733,156

投資活動からのキャッシュ・フロー -6,544 -94,364 -1,120 -16,150

財務活動からのキャッシュ・フロー -4,722 -68,091 -4,910 -70,802

流動資金の為替換算差額 -2,840 -40,953 8,491 122,440

期末流動資金 49,882 719,298 66,894 964,611

流動資金は、現金及び中央銀行預け金と定義されている。 

次へ 
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注記G1　会計方針

1. 準拠表明

連結財務諸表は国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）及びEUにより採択された同基準の解釈に準拠して

作成されている。さらに、会計方針は、信用機関及び証券会社にかかる年次報告法（1995年第1559号）及びス

ウェーデン金融監督庁が発行した規定及び一般指針、FFFS 2008年第25号、信用機関及び証券会社における年次報

告にも従っている。企業グループの報告を規定するRFR第1.2号補足会計規則、並びにスウェーデン財務報告審議

会による意見書も連結財務諸表に適用されている。

親会社の会計方針は注記P1に示されている。

連結財務諸表の発行及び採択

連結財務諸表は2010年2月17日における取締役会により発行が承認された。また、2010年4月29日の年次株主総

会（AGM）で採択される予定である。

2.会計方針等の変更

以下に示されている変更点を除き、当事業年度において採用されている会計方針は、すべての主要な点におい

て、2008年の年次報告書に記載されている会計方針と同様である。

IAS第1号「財務諸表の表示」の新たな規定により、当行グループは、2009年度より、その他包括利益に含まれる

項目を別個の報告書で表示している。その他包括利益に関する報告書には、株主との取引によらない資本の変動

が含まれている。当行グループの包括利益は、損益計算書で報告される利益／損失及びその他包括利益に含まれ

る項目で構成されている。したがって、持分変動計算書には、株主との取引による変動のみが含まれている。

2009年度より、当行グループは新たにIFRS第8号「事業セグメント」を適用している。これは、事業セグメント

の報告に関する基準が新たに適用されたことを意味する。IFRS第8号に従って、中央及び経営部門への内部報告で

使用されているものと同じ基準に基づいてセグメント情報を表示している。これによるハンデルスバンケン・グ

ループへの影響の一つに、セグメントに関する利益を、内部利益を商品単位で配分する前の金額で表示している

ことがある。各セグメントへの利益配分額は、損益計算書の営業利益の後に別個の科目で計上されている。また、

内部で提供されたサービスに関する原価基準による収益及び費用は、セグメント情報における別個の科目に純額

で計上されている。他方で、IFRS第8号の適用によるセグメント損益の表示の変更箇所はごく少数にとどまってい

る。当行の事業を事業セグメントに分割する際に適用した基準は、注記G44に詳細に示されている。

当事業年度において適用することを採択したIFRS第7号「金融商品：開示」の改定には、一部を市場データ以

外の要素に基づいて評価した金融商品についての開示を強化することが規定されている。

軽微な影響を伴う基準変更

2009年度より発効する以下のIFRS及び(IFRICが公表する)その解釈指針の改定による当行グループの財務報告

への影響は、極めて軽微であった。

・　IFRIC解釈指針第13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」。この解釈指針は、例えば、ロイヤルティ

特典クレジット制度を通じて、購入に関連して顧客にコミットメントを提供する企業の収益及び費用を認

識する際に適用される。

・　組込デリバティブに関するIFRIC解釈指針第9号及びIAS第39号の改定。この改定は、場合によっては分類変

更後に損益を通じた公正価値による評価を中止する金融商品に組み込まれているデリバティブを、分類変

更日後に区分して会計処理しなければならないことを明示している。

・　子会社、関連会社及び共同支配企業への投資に関するIAS第27号の改定。この改定は、とりわけ法人への配当

の認識に影響を及ぼす。注記P1の親会社の会計方針を参照。
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・　プッタブル金融商品及び清算時に生じる義務に関するIAS第32号及びIAS第1号の改定。この改定は、特定の

プッタブル金融商品を資本に分類しなければならないことを示している。

・　IFRS第2号「株式に基づく報酬」の改定。この改定による影響の一つに、株式に基づく報酬制度の従業員の

サービスに直接に関連しない条件は、その制度のオプション価値を測定する際に考慮に入れるべき事項と

なるということがある。

・　IAS第23号「借入コスト」の改定。この改定によると、適格資産の取得、建設又は生産に直接起因する借入コ

ストは、常にその資産の取得原価に含めなければならない。当行グループはすでにこの基準を適用してい

る。

IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の改定や、IASBの年次改善プロジェクトの枠内での改定も数度行

われた。これらの改定による当行グループの財務報告への影響はなかった。

将来の基準変更

2010年度より、新たにIFRS第3号「企業結合」及び改定後のIAS第27号「連結及び個別財務諸表」を連結財務諸

表に適用する予定である。IFRS第3号の改定により、取得時に発生する取引費用は取得後ただちに費用化されなけ

ればならず、今後は購入対価の一部として認識されなくなる。この改定はまた、企業結合におけるのれん全体を

(非支配持分に帰属するのれんも含めて)公正価値で認識するオプションも規定している。また、この改定は、段階

的に達成される企業結合及び条件付対価の認識に関する基準を新たに規定している。IAS第27号の改定は、親会社

の子会社に対する支配の喪失となる子会社への所有持分の変動の会計処理に関する基準を新たに示している。こ

の改定はまた、子会社に対する支配の喪失とならない場合の所有持分の変動に適用される会計原則も明示してい

る。

2010年度以降に適用することを採択した他の基準書の改定又は新たな解釈指針に、当行グループの財務報告に

重要な影響を及ぼすとみなされるものはない。

2009年に、IASBはIAS第39号「金融商品：認識及び測定」の差替えプロジェクトを開始した。この改定は、三つ

のサブプロジェクトを経て達成される予定である。一つめのプロジェクトは、金融資産の分類及び測定に関する

基準を規定するものであり、すでにIFRS第9号「金融商品」という基準書の形で完成している。この新たな基準書

は、まだEUによる適用の採択は行われていない。この新たな基準書の適用により、金融商品の認識及び分類に関す

る方針に大幅な変更が加わることとなる。IAS第39号を差し替えている最中である他の二つのサブプロジェクト

は、金融商品の減損及びヘッジ会計に関するものである。これらのプロジェクトは、まだIASBによる基準書の形で

の完成には至っていない。

3.　連結の基礎及び表示

　子会社

ハンデルスバンケンに直接又は間接的に支配されている企業（子会社）は完全に連結されている。支配は通

常、ハンデルスバンケンが株主総会又は同等の会議体において過半数の議決権を保有している場合に存在すると

みなされる。また、支配は参加持分が50％未満の場合においても、例えば法律又は契約によりその会社の財務及び

事業戦略を決定する権利がハンデルスバンケンに与えられている場合、あるいはハンデルスバンケンとその会社

の事業における財務的な関係によりハンデルスバンケンによる当該会社の支配が示される場合に存在する。

子会社は取得法に従って連結される。ここにおける子会社の取得とは、当行グループがその会社の識別可能な

資産を取得し、その負債及び義務を引受ける取引を意味している。企業結合の場合、識別可能資産及び負債を取得

時の公正価値で評価した取得貸借対照表が作成される。企業結合の対価は、子会社の純資産に対する支払として

提供されたすべての資産、負債及び発行した資本性商品の公正価値で構成される。当該企業結合の対価が当該取

得貸借対照表上の識別可能純資産を超過する剰余部分は当行グループの貸借対照表にのれんとして認識される。
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その子会社の財務報告は取得日から支配が中止される日まで連結財務諸表に含まれる。グループ内取引及び残高

は当行グループの財務報告の作成時に消去される。

子会社で個別に採用されている会計方針が当行グループで採用されている会計方針と一致していない場合、子

会社の連結時に連結財務諸表を修正している。

　関連会社

ハンデルスバンケンが重要な影響を有している会社は関連会社として報告される。重要な影響は、通常、その会

社における議決権の割合が少なくとも20％、最大で50％である場合に存在する。関連会社は連結財務諸表におい

て持分法に従って報告される。これは持分が当初は取得原価で報告されることを意味する。関連会社はその後、当

行グループの純資産に対する持分に相当する価値で計上される。関連会社からの配当金は当該持分の帳簿価額か

ら控除される。関連会社の持分利益は、個別科目である「関連会社の持分利益」として当行グループの損益報告

書に報告される。

　非継続事業及び売却目的で保有する資産

固定資産又は資産グループ（処分グループ）は、帳簿価額が主に売却により回収され、その売却の可能性が高

い場合に売却目的保有に分類される。適切な地位にある企業の経営者が売却の意思決定を行い、売却に向けた活

発な活動が開始されている場合には、売却の可能性は非常に高いとみなされる。売却目的で保有する資産への分

類後は、特別な評価原則が適用される。これらの原則は、金融資産及び負債項目並びに年金資産を除き、主に売却

目的で保有する資産及び処分グループを帳簿価額と売却費用控除後の公正価値の低い方で測定することを意味

している。したがって、売却目的で保有する有形固定資産又は無形固定資産は減価償却又は償却されない。減損損

失及びその後の再評価は損益計算書に直接計上される。減損損失累計額を超過する利益は認識されない。売却目

的で保有する資産及び負債は、売却されるまで当行グループの貸借対照表上の個別科目で報告される。

当行グループの他の事業から明らかに区分可能な独立した事業で、上記の方針により売却目的保有に分類され

ている事業は、非継続事業として認識される。再売却目的のみで取得した子会社もまた、非継続事業に認識され

る。非継続事業として認識するにあたり、その事業からの収益は損益計算書においてその他の損益項目とは別の

個別科目で報告される。非継続事業からの損益は、非継続事業からの損益（税引後）、非継続事業に含まれる売却

目的で保有する資産/処分グループ資産の売却費用控除後の公正価値評価から生じる損益（税引後）、及び非継

続事業の処分からの実現損益で構成されている。

認識された非継続事業からの利益はハンデルスバンケンが2009年7月に取得したPlastal groupへの持分によ

るものであり、残りの営業利益は2007年12月のSPPの売却によるものである。注記G12を参照。

4. セグメント報告

セグメント報告は収益及び費用を事業セグメントで分割したものを表示している。事業セグメントは当行グ

ループの一部で外部又は内部収益及び費用をもたらす事業を運営するものであり、これらの収益／費用はコーポ

レート・ガバナンスの一環として定期的に経営陣に評価され管理される。セグメント報告の一環として、収益及

び費用は当行グループが運営する地域別でも報告される。セグメント報告の原則は注記G44で詳しく説明されて

いる。

5. 外貨建資産及び負債

当行グループの表示通貨はスウェーデン・クローネである。スウェーデン以外における当行グループ事業の機

能通貨は、当行グループの表示通貨とは異なっている場合がある。事業が主に運営されている経済環境で使用さ

れている通貨が機能通貨とみなされる。
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外貨建ての取引は取引日に機能通貨に換算される。貨幣性項目並びに公正価値で評価される資産及び負債は、

貸借対照表日の機能通貨のスポット価格の終値で評価されている。売却可能金融資産に分類された非貨幣性項目

からの換算差額は、その他包括利益の構成要素として計上され、資本の部に累積される。在外営業活動体への純投

資の一部を構成している貨幣性項目を換算する際の換算レートの差異は同じ方法で認識される。その他の換算

レートの差異は損益計算書に計上される。

在外営業活動体の当行グループの表示通貨への換算

支店を含めて海外ユニットの貸借対照表及び損益計算書を機能通貨から換算する際には、期末日レート法が使

用されている。これは、資産及び負債が終値で換算されることを意味している。資本は、投資時又は稼得時に適用

されるレートで換算される。損益計算書は年間平均レートで換算される。換算差額はその他包括利益に計上され、

資本の為替換算調整準備金に含まれる。

6. 資産及び負債の認識

資産は過去の事象の結果、これに対する支配を有し、将来の経済的便益が期待される資源と定義される。資産は

これに関連して将来の経済的便益が当行グループに生ずる可能性が高く、その資産の価値又は取得原価を信頼性

をもって測定出来る場合に貸借対照表に認識される。

負債は過去の事象の結果、当行グループに存在する債務で、当行グループから資源が流出することが予想され

るものである。負債は現存する債務を履行するために、信頼性をもってその価値を測定することが可能な資源を

当行グループが放棄する可能性が高い場合に貸借対照表に認識される。

金融資産は、当行グループがその金融商品の契約条項の当事者となる場合に、貸借対照表に認識される。短期金

融市場商品及び資本市場商品のスポット市場での取得及び売却は、取引日に認識される。同様のことがデリバ

ティブにも適用される。その他の金融資産及び金融負債は通常決済日に認識される。金融資産は、その資産からの

キャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効する、又はその資産に関するすべてのリスク及び経済的便益が

他の当事者に移転した際に貸借対照表から除かれる。金融負債は、義務が終了する、又は取消された際に貸借対照

表から除かれる。

企業結合の会計処理において、被取得事業は取得日から当行グループ勘定に認識される。取得日とは取得した

事業体に対する支配の影響が生じる日である。取得日は取引が法的に確定した日とは異なる場合がある。

資産及び負債を貸借対照表に認識する方針は、買戻取引、証券貸付及びリースの場合は特に重要である。これら

の論点については下記の個別のセクションを参照のこと。

7. 金融資産及び金融負債の認識及び測定

IAS第39号に準拠して、すべての金融資産は測定目的で以下の区分に分類される。

1. 貸出金及び債権

2. 満期保有目的資産

3. 損益を通じて公正価値で評価される資産

・トレーディング目的保有

・当初認識時において損益を通じて公正価値で評価することを指定した資産

4. 売却可能資産

金融負債は以下の区分に分類される。

1. 損益を通じて公正価値で評価される負債

・トレーディング目的保有負債
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・当初認識時において損益を通じて公正価値で評価することを指定した負債

2. その他の金融負債

貸借対照表の分類は、測定区分とは切り離されている。したがって、貸借対照表において同一科目の資産及び負

債に異なる測定原則が適用されることがある。貸借対照表に認識された金融資産及び負債の測定区分への分類に

ついては注記G15に示されている。

当初認識時には、すべての金融資産及び金融負債が公正価値で測定される。損益を通じて公正価値で評価され

る資産及び負債について、取引費用は取得時に直接損益に計上される。その他の金融商品については、取引費用は

取得価額に含まれる。

貸出金及び債権

貸出金及び債権に分類される資産は償却原価、すなわち、その商品に関連する将来キャッシュ・フローのすべ

てをその資産の取得時の実効金利で割引いた現在価値で計上される。貸出金及び債権は、減損の兆候が存在する

際には減損テストの対象となる。詳細についてはセクション8を参照のこと。減損損失は損益計算書に計上され

る。したがって、貸出金及び債権は、その予想損失及び実際の損失を控除後の純額で計上される。期限前に返済さ

れた貸出債権の早期償還手数料は、直ちに損益計算書の「公正価値で評価される金融項目からの純損益」に認識

される。

満期保有目的資産

当行グループが満期まで保有する意思及び能力を有する利付資産は満期保有目的資産の区分で報告される。満

期保有目的に分類される資産は、償却原価で計上される。満期保有目的資産は、減損の兆候がある場合には減損テ

ストの対象となる。詳細については、下記セクション8を参照のこと。

トレーディング目的で保有する資産及び負債

トレーディング目的で保有する資産及び負債は、公正価値で貸借対照表に計上される。これらの商品に関連す

る金利、配当及びその他の価値の変動は、損益計算書の「公正価値で評価される金融項目からの純損益」に認識

される。ヘッジ手段ではないデリバティブは、常にトレーディング目的保有に分類される。

当初認識時に損益を通じて公正価値評価する金融資産及び負債

損益を通じた公正価値評価に金融商品を分類するオプションは、トレーディング目的以外で保有しているが、

その内部管理及び評価が公正価値に基づいている金融資産及び負債（例えば、当行グループの保険事業における

資産及び負債）に適用されている。この評価原則はまた、互いに反対ポジションとなっておりポートフォリオ

ベースで管理される資産及び負債を評価する際の不整合を回避するために適用されている。この損益を通じて資

産及び負債を公正価値評価するオプションは、財務省証券及びその他の適格債券、一般顧客への貸出金、社債及び

その他の利付債券、株式及び参加持分並びに顧客が価格変動リスクを負う資産／負債として貸借対照表に表示さ

れる金融商品にも適用されている。

公正価値で測定される金融商品の公正価値の変動は、損益計算書の「公正価値で評価される金融項目からの純

損益」で報告される。当初認識時に損益を通じて公正価値測定に区分された貸付に関連する利息は純利息収益に

計上される。

売却可能金融資産

トレーディング目的で保有しておらず、活発な市場のある利付資産は売却可能金融資産として認識される。ト
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レーディング目的で保有していない資本性商品もまた、売却可能金融資産として認識される。

売却可能として分類された金融資産は、公正価値で計上される。かかる資産の市場価値の変動は、その他包括利

益に計上され、資本の公正価値評価差額準備金に含まれている。公正価値の変動は、資産が実現されるか、又は減

損損失が発生するまでは損益計算書に計上されない。この区分に関連する利息は損益に計上される。売却可能貨

幣性資産に関連する換算レートの影響も同様に損益に計上される。売却可能金融資産の減損テストは、減損の兆

候がある場合に実施される。セクション8の金融資産に関する減損損失を参照のこと。減損損失は、損益計算書に

計上される。売却可能株式に対する配当は、継続的に「その他配当収益」として損益に計上される。

金融商品の分類変更

IAS第39号の規定においては、特定の金融資産の分類変更のみが例外的な状況でのみ認められている。当初認識

時に損益を通じて公正価値で評価する区分に分類したデリバティブ及び金融資産は、一切分類変更されない。

2008年度において、金融資産をトレーディング目的保有の区分から売却可能並びに貸出金及び債権の区分に振

り替える分類変更が行われた。また、売却可能金融商品の区分の資産を、貸出金及びその他の債権の区分並びに満

期保有目的の区分に振り替えた。この分類変更による当行グループの財政状態及び損益への影響は、注記G16に記

載されている。貸出金及び債権又は満期保有目的に分類変更した資産の分類変更時の公正価値は、分類変更後の

償却原価の計算上当初の帳簿価額として取り扱われる。過年度に資本における公正価値評価差額準備金に計上さ

れていた分類変更した資産の累積損益は、その資産の残存契約期間にわたり純利息収益として償却処理される。

2008年度に行った分類変更以降に分類変更を行った金融商品はない。

金融資産及び負債の公正価値測定

活発な市場に上場されている金融商品の公正価値は、その市場の相場価格に等しい。活発な市場とは、規制市

場、国際的なトレーディング機構、信頼性のある情報サービス又はこれに類する機関から相場価格を容易かつ定

期的に入手可能な市場である。最新の市場価格は一般的に、金融資産については最新の買呼値、金融負債について

は最新の売呼値に等しい。大部分が相互に相殺しあうリスク・ポジションで構成されているポートフォリオの最

新の市場価格は、貸借対照表日現在の市場価格の仲値である。

活発な市場のない金融商品の公正価値は、一般的に認められている評価技法を用いて算定される。その技法は

一般的に、同一の又はそれに相当する商品に関して最近行われた取引についての情報を利用可能な場合に、その

ような取引との比較を基にした技法である。また、観察可能な市場からの変数におおむね依拠した評価技法も用

いられる。稀なケースでは、部分的に独自の仮定に基づいた高度な評価モデルも用いられる。トレーディング目的

保有の金融商品の取引価格が、観察可能な市場データを基礎として評価技法を用いて計算された公正価値と異な

る場合には、その差額は「公正価値で評価される金融項目からの純損益」としてただちに損益に計上される。イ

ンプット・データの大部分が市場変数ではないモデルに基づいた公正価値のうち、市場データの変動による商品

の価値の変動のみが損益に認識される。独自の仮定の変更のみに起因する価値の変動は、商品の残存期間にわた

り見越し計上される。

買戻取引

買戻取引、又はレポ取引は、当事者が特定の証券を売却すること及びこれらの証券を事前に決められた価格で

買い戻すことを同時に合意する契約である。レポ取引で売却された証券は、取引の間、引き続き貸借対照表に計上

される。また、売却された金融商品は、オフバランスの差し入れ担保として報告される。受領した代金は、取引相手

によって金融機関からの預り金又は一般顧客からの預金及び借入金として計上される。レポ取引で買入れた証券

はこれと対称的な方法で会計処理される。すなわち、これらは取引の間は貸借対照表に計上されない。支払った代

金は、金融機関への貸出金又は一般顧客への貸出金として計上される。
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証券貸付

貸し出された証券は引き続き貸借対照表に計上され、またオフバランスの差入担保として報告される。借り入

れた証券は、売却される場合を除き貸借対照表に計上されない。売却された場合、売却された商品の公正価値に相

当する価値が負債に計上される。

金融商品の純額による報告

同一の取引相手に対する相殺可能な債権債務は、貸借対照表に純額で計上される。債権債務を相殺する法的権

利があり、かつ、その債権債務を純額で又は同時に決済する意図がある場合には、その債権債務は相殺可能であ

る。

金融保証及び貸出コミットメント

金融保証は、例えば、信用保証のように負債商品の条件に従った所定の支払いを債務者が行わなかったことに

より、保証の保有者に生じた損失の払戻を保証の発行者に求める契約である。保証の公正価値は、発行時に受領し

たプレミアムと同額である。当初認識時において、この保証に対して受領したプレミアムは繰延収益として貸借

対照表に計上される。その後この保証は、償却後プレミアム又はその義務が生じた際に債務を決済するための予

想費用のいずれか高い方で測定される。さらに、発行した保証に関連する保証金額の合計は、偶発債務としてオフ

バランス処理される。

購入した金融保証のプレミアムは、保証される負債性商品の利息が純利息収益に認識されている場合は利息収

益の減少として認識される。購入した保証のその他プレミアムは、手数料及びコミッション収益に計上される。

貸出コミットメントはその貸出の決済日までオフバランス項目として報告される。貸出コミットメントに対し

て受領した手数料は、そのコミットメントの残存期間にわたり手数料及びコミッション収益として償却処理され

る。

あらかじめ金利が固定されている未履行の貸出金は、その決済日までオフバランス処理されたコミットメント

とみなされる。

複合金融商品

資産及び負債の財務構成要素で明らかに分離可能（デリバティブなど）なものは通常、貸借対照表において個

別に会計処理される。これについては、デリバティブがホスト契約から区分されて損益を通じて公正価値で認識

される発行済み仕組商品といった例がある。

トレーディング目的で保有される複合金融商品、並びにその金融商品に含まれる様々な構成要素のリスクと経

済的な特徴が類似する複合金融商品（金利キャップの付された変動金利貸付といったもの）については区分し

た会計処理を行わない。

発行済み転換可能劣後債券の転換権の価値は、区分されて非拘束資本に計上される。残りの部分は、劣後負債に

計上される。

8. 貸倒損失及び金融資産の減損

償却原価で認識される貸出金及び債権

ハンデルスバンケン・グループの顧客及び融資義務を有するすべてのユニットは、償却原価で認識される貸出

債権及びその他の債権の減損損失の認識の必要性について定期的に個別評価を実施する。減損テストは債権の回

収可能価額が帳簿価額を下回ることを示す客観的な証拠がある場合に実施される。客観的な証拠とは、状況に応

じて、支払遅延又は不払、格付の変更、又は担保の市場価格の下落である場合がある。
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減損テストを実施する際の債権の回収可能価値は、その債権に関連する見積り将来キャッシュ・フロー及び担

保を債権の実効金利で割り引くことで算定される。担保が上場資産の場合、担保の評価は相場価格に基づく。それ

以外の場合、評価は収益価値又はその他の方法で見積もられた市場価値に基づく。不動産抵当形式の担保は担保

権実行不動産と同じ方法で評価される。見積り回収可能価値が帳簿価格を下回る場合には減損損失が認識される

が、これは貸倒損失として損益計算書に計上される。計上された貸倒損失は、貸借対照表上の貸出金の帳簿価額か

ら控除される。

この貸出金の個別評価に加えて、個別貸出金にまだ配分されていない減損損失を認識する必要性を特定するた

めに、個別測定された貸出金及び類似のリスク特性を有する同質の貸出金のグループの集合的評価が実施され

る。必要な場合には、貸出金のグループに係る減損損失をまとめて計上する。貸出金グループに対して認識された

減損損失は、個別レベルでの価値の減損に関する情報を入手後、直ちに個別貸出金の減損損失に振替えられる。

当期の貸倒損失は信用供与における実際の損失及び予想損失から、予想貸倒損失として過去に認識した減損損

失の回収及び戻入れを差し引いたもので構成されている。実際の貸倒損失は実質的に回収可能性がなくなった場

合に認識されるが、それは貸出金の全体ではなく、一部を参照していることもある。例えば、破産管財人により破

産配当金が見積られた場合、債務整理計画が承認された場合又はその他の方法で債権が減額された場合が該当す

る。債務再編により返済を免除された貸出金又は貸出金グループは、常に実際の損失に区分される。実際の損失に

区分した後も顧客が貸出金の返済計画に従っている場合、損失額は新たなテスト対象となる。回収額は過去に実

際の貸倒損失として報告されたものの戻入で構成されている。予想損失及び実際の損失に関する情報については

注記G10に記載されている。

減損貸出金に関する情報

減損貸出金に関する情報は、予想貸倒損失引当金控除前の総額及び予想貸倒損失引当金控除後の純額で表示さ

れている。貸出金は契約上のキャッシュ・フローのすべてが履行されない可能性が高い場合、減損していると定

義される。貸出金の一部が担保でカバーされている場合でも減損に区分される貸出金の総額が減損貸出金として

計上されている。貸倒損失により償却された貸出金は減損貸付金に含まれていない。

担保権実行資産の評価

債権を担保するために担保権が実行された資産は、条件が整い次第、直ちに売却される。担保権実行資産は当初

認識時において公正価値で貸借対照表に計上される。その後の評価において、近い将来に処分が予想される担保

権実行不動産及び器具備品（担保権を実行したリース資産を含む）は、帳簿価格又は公正価値（売却費用控除

後）のいずれか低い方で評価される。債権を担保するために譲り受けた非上場金融商品は売却可能金融資産とし

て計上される。不動産、リース資産及び非上場金融商品の実現及び未実現損益は、損益計算書において回収/貸倒

損失として計上される。他の担保権実行資産は、他の同種の資産と同様に認識及び測定される。

売却可能金融資産の減損損失

売却可能金融資産の減損損失は、その資産の予想将来キャッシュ・フローに影響する、ひとつ以上の不履行事

象が発生したという客観的な証拠がある場合に認識される。利付金融資産の場合、減損損失の兆候を示す不履行

事象の例は、将来の倒産の可能性、発行体における重大な財政難の証跡、又は資産が取引されている市場における

恒久的な価値の変動の証跡がある。資本性商品の場合、公正価値の恒久的又は重大な下落は、減損損失の認識が必

要となる兆候のひとつである。減損損失を認識する場合、過去に資本の公正価値評価差額準備金に認識された累

積損失部分（取得原価と最新の公正価値の差額から、過去に減損損失として計上した額を控除したものに相当す

る）は損益計算書に計上される。
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売却可能金融資産に分類される利付証券について、減損損失の認識後に資産の公正価値が増加し、その増加が

減損損失の認識後に発生した事象と客観的に関連づけられる場合、過去に認識された減損損失は損益計算書を通

して戻入れられる。売却可能金融商品に分類された資本性商品における過去の減損損失が戻入れられることはな

い。

9. ヘッジ会計

当行グループはヘッジ会計について、ヘッジ目的に応じて異なる方法を採用している。公正価値ヘッジ及び

キャッシュフロー・ヘッジについてデリバティブはヘッジ手段として使用されており、主に金利スワップが使用

されている。海外ユニットにおける純投資にかかる通貨リスクをヘッジする場合には、海外ユニットの機能通貨

による金融負債がヘッジ手段として使用される。

公正価値ヘッジは、認識済資産又は負債の市場価格が変動することによる望ましくない影響から当行グループ

を保護するために使用される。公正価値ヘッジの場合、ヘッジ手段及びヘッジ対象リスクの両方が公正価値で認

識される。価値の変動は損益計算書の「公正価値で評価される金融項目からの純損益」に直接計上される。

公正価値ヘッジは個別資産及び負債並びに金融商品ポートフォリオで採用されている。公正価値評価される

ポートフォリオ・ヘッジにおいて、ヘッジ対象リスクにさらされているポートフォリオの価値の一部は市場価値

で測定される。ヘッジ対象ポートフォリオに帰属する価値は、一般顧客への貸出金とは別に、個別に貸借対照表に

計上される。

キャッシュフロー・ヘッジは貸付及び資金調達の変動金利に関連する金利変動によるキャッシュ・フローの

不利な変動を軽減するために採用される。金利スワップは、このような金利リスクをヘッジするために、ヘッジ手

段として使用されている。キャッシュフロー・ヘッジにおいて、ヘッジ手段は公正価値で認識される。スワップの

価値変動が効果的に、すなわちヘッジ対象のキャッシュ・フローと連動する場合、スワップの価値変動はその他

包括利益の構成要素、及び資本のヘッジ準備金に認識される。スワップに係る損益のうち非有効部分は、損益計算

書に計上される。

海外ユニットにおける純投資ヘッジは、海外事業における為替レートの変動から当行グループを保護するため

に採用されている。在外営業活動体における純投資をヘッジするために実施された外貨建ローンは、貸借対照表

日の為替レートで当行グループの貸借対照表に計上される。このようなローンの為替差額の有効部分はその他包

括利益の構成要素として認識され、また資本の為替換算調整準備金に認識される。ヘッジの非有効部分は損益計

算書に計上される。ヘッジ会計に関するより詳細な情報については、注記G23を参照。

10. リース

当行グループのリースはファイナンスリース、又はオペレーティング・リースのいずれかである。ファイナン

スリースは、リース資産の法的所有権に付随する実質的にすべてのリスク及び経済的価値を貸し手から借り手に

移転するものである。その他のリースはオペレーティング・リースである。

当行グループが貸し手である大半のリースはファイナンスリースである。この種類のリース契約は貸借対照表

に貸出金として、当初は純投資に相当する金額で会計処理される。受取リース料は継続的に利息収益及び元本の

返済として認識される。ファイナンスリース契約の減損テストは償却原価で計上されるその他の貸付と同じ方法

で実施される。

オペレーティング・リースによる賃料収入及び費用は、その他収益／費用として会計処理される。

11. 保険事業

当行グループの保険事業は、子会社のハンデルスバンケン・リヴ・プロダクツを通して運営されている。ハン

デルスバンケン・リヴ・プロダクツの商品は、主に従来型生命保険の形式による法的な生命保険、ユニットリン
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ク保険並びに健康保険及び保険料払込免除特約の形式によるリスク保険で構成される

保険契約の分類及びアンバンドリング

重要な保険リスクを含む契約は、連結財務諸表において保険契約として分類される。保険リスクが重要とみな

される場合とは、当行グループにとって経済的な実態のあるいずれかの保険事故シナリオにおいて、保険事故が

発生しなかった場合に支払われる補償と比較して保険事故により重要な補償の支払義務が生じる場合である。契

約を分類するにあたり5％を重要な保険リスクの基準として使用している。重要な保険リスクを移転しない契約

は、投資契約に分類される。通常、これは払戻保証が付された保険契約が投資契約に分類され、それ以外の契約は

保険契約に分類されることを意味する。保険要素と貯蓄（金融要素）の両方で構成される保険契約は、以下に記

述する原則に従ってアンバンドリングされ、個別に認識される。

保険契約における保険要素の会計処理

全体が保険要素に分類されている契約に係る受取保険料は、「払込済保険料」として貸借対照表の保険負債に

計上される。払込済保険料に係る負債は、定額法に基づいて(時間比例配分法による処理で)償却される。一部が貯

蓄要素に分類されている契約の保険要素に係る保険料は、保険リスクが上昇するにつれて、保険契約者の持分か

ら控除される。保険契約に係る保険料収入及び支払保険金は、損益計算書の「保険リスク」の項目に純額で計上

される。当行グループの保険負債の変動もこの項目に計上される。

「保険負債」という貸借対照表項目には、全体が保険要素に分類されている契約による負債、及び金融要素と

保険要素にアンバンドリングされている契約の保険要素による負債も含まれている。この項目は、事業年度の末

日現在で発生しているが報告されていない保険金に係る負債(これらの保険金を決済するのに要する見積将来営

業費用を含む)を含んでいる。また、この保険負債部分は、発生しているが報告されていない保険金に係る支払備

金も含んでいる。この項目はまた、保険料積立金(すなわち、前受保険料及び終身年金に係る負債)も含んでいる。

保険負債は、金利、死亡率、疾病率及び費用等の要因に関する仮定及び見積りを用いて計算される。死亡率に関

する仮定は契約時期によって様々であるが、予想される将来の余命の延びを考慮に入れている。手数料に関する

仮定もまた、契約時期によって様々である。基本的に、一部の手数料は保険料に比例し、一部の手数料は保険引当

金に比例する。被保険者の将来の健康状態に関して採用される仮定は内部で入手した実績に基づいており、商品

によって様々である。

当行グループの保険負債は、少なくとも年に一度実施される定期レビューの対象となっており、現行の保険契

約を参照しつつ、すべての見積将来キャッシュ・フローに関する現状を考慮に入れて検討される。保険負債の計

上額が不十分と判断される場合には、追加の引当金が計上される。引当金の変動額は損益計算書に計上される。

投資契約及び保険契約の金融要素の会計処理

投資契約における顧客の貯蓄元本及び保険契約の金融要素に関する払込及び払戻は、預り金及び引出金として

貸借対照表に直接計上される。

保険契約から分離される従来型生命保険契約の金融要素は、貸借対照表に一般顧客からの預金及び借入金とし

て認識される。これらの負債は保険契約者に対する保証額と保険契約の現在価値のいずれか高い方で評価され

る。保険契約の現価は保険契約者に代わって運用する資産価値と同一であり、その資産の総利回り（利回り分割

分を控除する）に基づく利息を稼得する。利回り分割は、歴年中に総利回りが保証金利を超過する場合に、総利回

りのうちの契約部分が保険者に配賦されることを意味する。この算定は年次で実施され、契約毎に累積する。これ

は、各年度の利回りが保証金利を下回る年度において条件付き配当が減少することを意味し、保証金利を上回る

年度においては条件付き配当が増加することを意味する。利回り分割モデルにおいて当行グループの稼得分は手

数料及びコミッション収益として報告される。利回りが契約上の保証金利を下回る場合は、差異部分を損益計算
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書の公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上する。

ユニットリンク保険契約の資産及び負債は貸借対照表に公正価値で「顧客が価値変動リスクを負う資産及び

負債」として計上される。

保険手数料並びに投資契約及び保険契約の金融要素に関する管理費用は、「手数料及びコミッション」として

損益計算書に計上される。取得費用は損益計算書に直接計上される。

再保険

当行グループの保険負債の再保険者分担部分は、貸借対照表の「再保険資産」として計上される。

12. 無形資産

貸借対照表における認識

無形資産は、物理的実体のない識別可能な非貨幣性資産である。無形資産はその資産に起因する経済的便益が

当行グループに流入する可能性が高く、その取得原価を信頼性をもって測定できる場合に限り貸借対照表に計上

される。これは、のれん、商標、出版権、顧客データベース及び類似する形式により自己創設された価値は資産とし

て認識されないことを意味する。

当行が開発するソフトウェアへの投資のうち、既存の事業運営又は以前に資産計上されたソフトウェアの維持

費用の範囲とされるものについては発生基準で費用計上している。ソフトウェアの新規開発、又は既存ソフト

ウェアのための新規事業開発の場合、信頼性をもって測定可能な経済的便益の発生可能性が高くなった時点から

発生費用を資産計上する。借入に関する費用は、無形資産の開発費用を資産計上するように決定した日から資産

計上される。

企業結合の会計処理に際し、取得価格は取得事業において取得した識別可能無形資産、負債、及び偶発債務の価

値に配分される。これらの資産には、個別に取得した場合、又は自己創設された場合には貸借対照表に計上されな

い無形資産も含まれることがある。企業結合において識別可能資産及び負債に配分が出来ない取得価格はのれん

として認識される。

無形資産は、償却及び減損累計額控除後の取得原価で計上される。

確定可能な耐用年数を有する無形資産

見積耐用年数の設定が可能な無形資産は償却される。償却は、定額法によりその資産の耐用年数にわたって行

われる。耐用年数は通常5年を超えない。ただし、取得した商標及び顧客契約は耐用年数が非常に長いものとみな

されるため、その償却期間は5年よりもはるかに長くなる可能性がある。償却期間は新規取得時に個別に評価され

るが、継続的にも耐用年数の変更が示唆される場合にはテストが行われる。

無形資産の減損損失は、その回収可能価額が帳簿価額を下回った場合に認識される。回収可能価額は、資産の使

用価値と売却費用控除後の公正価値のいずれか高い方の金額として計算される。減損テストは、資産の価値が下

落した可能性を示す兆候がある場合に行われる。減損損失はただちに損益計算書に計上される。減損損失がもは

や存在しないこと及び回収可能価額の見積りの前提となる仮定に変化があったことを示す兆候がある場合には、

減損損失の戻入れを行う。減損損失の戻入れにより増加した資産の帳簿価額は、減損損失が認識されなかったな

らば算定されていたであろう(償却費控除後の)帳簿価額を超えてはならない。無形資産からもたらされるキャッ

シュ・フローと他の資産からもたらされるキャッシュ・フローとを区別できない場合には、減損テストは資金生

成単位で行われる。資金生成単位とは、他の資産または資産グループからのキャッシュ・インフローとはおおむ

ね独立したキャッシュ・インフローをもたらすものとして識別される資産グループの最小単位である。

のれん及び耐用年数を確定出来ない無形資産
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のれん及び一部の無形資産については、その耐用年数を確定できないものとみなされることから、継続的な償

却は行われない。その代わりに、このような資産には、年次報告書の作成時期に毎年、又は資産に減損の兆候があ

る場合に減損テストが行われる。減損テストは、上記の原則に従って回収可能価額を算定することによって行わ

れる。

のれん及び耐用年数を確定出来ないその他の無形資産から発生するキャッシュ・フローを、その他の資産から

発生するキャッシュ・フローから区別することが不可能なため、のれんの減損テストは資金生成単位レベルで行

われる。のれんの減損テストにおける重要な評価及び仮定は、注記G24及びセクション19に記載されている。過去

に認識されたのれんの減損は戻入れない。

13. 不動産及び器具備品

当行グループの有形固定資産は不動産及び器具備品で構成される。保険事業における投資資産に含まれる不動

産を除き、これらの資産は減価償却累計額及び減損損失控除後の取得原価で計上される。

減価償却は資産の見積り耐用年数に基づき、通常、定額法が適用されている。見積り耐用年数は年次でテストさ

れる。見積り耐用年数が異なる構成要素から成る有形資産は、異なる区分に分割され別個に減価償却される。その

ような構成要素の償却は通常、不動産への適用に限定される。その資産の構成要素の取得原価が、不動産の取得原

価合計に対して重要である場合に限り、分割して償却される。当該不動産の残余部分はその全体を予想耐用年数

で償却する。

パーソナル・コンピューターは通常3年間にわたり償却される。また、銀行の金庫室及び類似する建物附属設備

への投資は10年間にわたり償却される。その他の機器は通常5年間で償却される。

不動産及び器具備品の減損テストは、資産の価値が減少した可能性を示す兆候がある場合に実施される。減損

損失は回収可能額が帳簿価額を下回る場合に認識される。減損損失は損益計算書に直ちに計上される。減損費用

は、減損損失がもはや存在せず、前提となる見積り回収可能額の仮定に変化があったことが示される場合に戻入

れられる。減損損失の戻入れにより増加した資産の帳簿価額は、減損損失が認識されなかったならば算定されて

いたであろう(減価償却費控除後の)帳簿価額を超えてはならない。

保険事業における不動産

保険事業における投資資産で構成される不動産は貸借対照表に公正価値で計上される。この評価方法は不動産

価値の変動が保険契約における金融債務の規模に直接連動する保険事業に適用されている。

14. 引当金

引当金は、当行グループから認識済み資源が流出すると予想されるものの、その時期又は金額が不確実なもの

で構成されている。引当金は、過去の事象の結果として当行グループが法的又は推定的債務を有しており、その債

務を決済するため資源の流出が必要になる可能性が高い場合に報告される。認識にあたり、その金額を信頼性を

もって見積もることが可能でなければならない。引当金として認識された金額は、貸借対照表日においてその債

務を決済するために必要な支出の最善の見積りに相当するものである。見積りにおいては予想される決済日も考

慮されている。

15. 資本

資本のそれぞれの要素の詳細な説明は、注記G40に示されている。

少数株主持分

少数株主持分は、当行グループの純資産のうち、親会社に直接又は間接的に所有されていない部分で構成され
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る。少数株主持分は、資本における個別の構成要素として計上される。

自己株式の会計処理

買戻した自己株式は、資産として計上されないが、資本の利益剰余金と相殺される。

16. 収益

収益は、将来の経済的便益を得る可能性が高く、これらの便益が信頼性をもって測定可能な場合に損益計算書

に計上される。以下の一般原則が様々な種類の手数料及び請求の収益認識に適用される。

・　例えば資産管理における管理手数料など、サービスを履行する都度、段階的に稼得した手数料は、これらの

サービスが提供されるレートで損益計算書に計上される。実務上、これらは定額基準で認識される。

・　特定のサービス又は行為に起因する手数料は、サービスの履行時に認識される。こういった手数料の例とし

ては仲介料及び支払コミッションがある。

・　実効金利法に従った償却原価で商品が評価されるような場合、手数料は金融商品の実効金利を構成する一

部として計上される。公正価値で評価される金融商品については、そのような手数料は損益計算書に直ち

に計上される。

純利息収益

利息収益及び利息費用は、損益計算書に純利息収益として認識される。但し、トレーディング目的で保有する金

融商品からの利息を除く。純利息収益にはまた、ヘッジ対象の金利が純利息収益に計上されるデリバティブ商品

からの利息も含まれる。利息収益及び利息費用に加えて、純利息収益には預金保証及び安定手数料といった政府

保証料が含まれる。

トレーディング目的で保有する金融資産及び金融負債からの利息を除いた純利息収益の金額を計算するため、

及びトレーディング活動における全体像を把握するために、トレーディング目的で保有する金融資産及び金融負

債に関連するすべての利息収益及び利息費用は公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される。

純手数料及びコミッション収益

様々な種類のサービスからの収益及び費用は、損益計算書の手数料及びコミッション収益並びに手数料及びコ

ミッション費用にそれぞれ計上される。これは仲介収益及び様々な種類の管理手数料がコミッションとして認識

されることを意味する。コミッションとして認識されるその他の形式の収益は、受取コミッション及びカード手

数料、金融保証の発行で提示されるプレミアム、並びに保険事業からのコミッションである。保険事業における正

の利回り分割もまた、コミッションとして認識される。利息に相当する保証コミッション、及び複合金融商品の一

部に対する手数料として実効金利の計算に含められるものは、コミッションではなく利息収益として認識され

る。

公正価値で評価される金融項目からの純損益

公正価値で評価される金融項目からの純損益には、金融資産及び金融負債を損益計算書を通して公正価値で測

定する際、並びに金融資産及び金融負債が実現した際に発生する、損益に影響するすべての項目が含まれる。特に

ここで報告される項目には以下のものがある。

・　金融資産及び金融負債の処分並びに決済によるキャピタルゲイン及びロス

・　当初認識時に損益を通じて公正価値で評価される資産に分類された資産及び負債の未実現の価値変動。但

し、価値変動が利息として認識された構成要素を除く。

・　トレーディング目的保有に分類された資産及び負債の実現及び未実現の価値変動
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・　トレーディング目的保有の金融商品からの利息。但し金融商品をヘッジするデリバティブからの利息で

あって純利息収入に報告されるものを除く。

・　トレーディング目的保有の金融資産における配当金収益

・　公正価値ヘッジによるヘッジ会計が適用されている資産及び負債の公正価値の未実現の変動。但し、価値変

動が利息として計上された構成要素を除く。

・　他の金融資産及び負債をヘッジするデリバティブ契約の利息以外の要素の実現及び未実現の価値変動

・　キャッシュフロー・ヘッジのヘッジ手段として用いられているデリバティブの価値変動の非有効部分

・　在外営業活動体への純投資におけるヘッジ手段の価値変動の非有効部分

・　保険事業における負の利回り分割、すなわち、保険事業における金融資産の利回りが保証金利を下回ること

から発生する損失

受取配当金

売却可能に分類された株式の配当金は、その他配当金収益として損益に計上されている。トレーディング目的

で保有する金融資産に分類された株式の配当金は、損益計算書の公正価値で評価される金融項目からの純損益に

計上される。関連会社株式の配当金は損益計算書の配当金項目に含まれない。関連会社の持分利益の会計処理は

セクション3に記載されている。

17. 従業員給付

人件費

人件費は給与、年金費用及び社会保障費、年金費用にかかる法定福利費を含むその他の形式の直接人件費、並び

に給与関連のその他の形式の間接費が含まれている。解雇に関連する給付は、合意に達した時に負債として認識

され、残存雇用期間にわたって償却される。

退職給付会計

退職後給付は、確定拠出制度及び確定給付制度で構成されている。当行グループが別の事業体に固定額の拠出

を支払うことで、その後に当該事業体が従業員に対する義務を履行するための十分な資産を保有していなかった

場合でも、当行グループが追加拠出の支払義務を法的及び推定的に負わない給付制度は確定拠出制度として会計

処理される。確定拠出制度に支払われた保険料は損益計算書に人件費としてその都度計上される。

その他の退職後給付制度は、確定給付制度として会計処理される。

確定給付制度の未払給付金は給与及び雇用期間に基づいており、雇用主が年金支払義務の履行に係るすべての

重要なリスクを負担することを意味する。確定給付制度の大部分について、当行グループは制度資産を個別の年

金基金及び年金ファンドで保有している。見積り年金債務及び制度資産（当行グループに発生する将来の費用又

は現金支給を減少させるもの）の公正価値との正味価値部分は貸借対照表における資産として純額で認識され

ている。この金額は年次でテストされる。

制度資産の実際と期待収益との差異、並びに年金債務の実際と見積りとの差異（仮定の変更又は以前の仮定に

関する実際の結果との相違）は年金数理差損益と呼ばれる。未認識累積数理差損益のうち、報告期間の期首に測

定された年金債務の現在価値の10％又は制度資産の公正価値の10％の大きい方を超える部分のみが損益計算書

に計上される。このコリドールを超える金額は、平均残存勤務期間にわたり定額基準で損益計算書に認識される。

当行グループは、年金数理差損益を20年の期間にわたって配分している。

確定給付制度のために認識された年金費用は以下の項目の純額である。

+ 　当年度に発生した年金の権利、すなわち、計算された年金額の最終合計のうちの当期部分。未払年金権利の

計算は、見積り最終給与に基づいており、年金数理計算上の仮定の対象となっている。
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+ 　支給までの期間が減少し年金債務の現在価値が当期において増加したことにより発生した当期利息費用。

当期の利息費用の計算に適用される金利は、年金債務の支払までの残存期間に相当する満期を有する国債

の最新の金利である。債務の支払開始時より後の引当金の残存部分は国債の実際の金利で割り引かれる。

-　 制度資産の期待収益。期待収益は、確定給付債務に対応するために個別に保有される資産が稼得する平均収

益の評価に基づく。評価期間は約定期間の全体に関連する。期待収益からは税金及び資産運用のための管

理費用が控除される。

+/- 損益計算書に計上されたすべての年金数理差損益。

見積り法定福利費は該当する年金費用と同じ原則で未払い計上される。

当行グループの給付関連制度の費用及び債務の算定は、報告値に重要な影響を及ぼす可能性のあるいくつかの

評価及び仮定に左右される。これらの仮定及び評価の詳細な記述はセクション19及び注記G8に示されている。

18. 税金

当期の税金費用は当期税金及び繰延税金で構成される。当期税金は当期の課税所得に関する税金を示す。繰

延税金は資産又は負債の帳簿価額とその税務上の価額との間の一時差異に関する税金である。繰延税金はその

項目が実現する時に適用するとみなされる税率で評価される。

税金は関連する取引が報告される項目により損益計算書又はその他包括利益に計上される。税率の変更によ

る影響は損益計算書に計上される。

19. 見積り及び主な仮定

場合によっては、当行グループの会計方針を適用して、部分的に将来に関する見積り及び仮定を踏まえて金額

を計上することがある。適用される見積り及び仮定は、常に経営陣による将来についての最善かつ最良の評価を

踏まえており、その評価は継続的に検査及び検証の対象となる。これにもかかわらず、将来の結果が当初の仮定と

ある程度相違する可能性はある。当行グループの会計方針を適用する際には、例えば、資産及び負債に関連するリ

スク及び便益の移転に要する期間に関する評価等、財務報告に影響を及ぼすような評価も多数行われている。以

下は、仮定及び見積りにより報告額に重要な影響が及ぶ分野に関する説明である。主要な仮定については、関連す

る注記にも記載されている。

連結財務諸表

連結財務諸表の作成に際して、当行グループ企業が運営するミューチュアル・ファンドは、当行グループがそ

の持分を過半数保有している場合に連結される。また、当行グループ企業が運営する投資規制が比較的緩く、当行

グループの報酬が変動制になっているファンドについては、当行グループのそのファンドからの総収益がその

ファンドの総収益の5％を超える場合に連結される。ファンドの連結に際して、他の持分所有者に帰属するファン

ドの資産部分は、「顧客が価値変動リスクを負う資産／負債」という科目で計上される。ユニットリンク保険契

約の資産である当行グループのファンドへの持分も同様に計上される。他のファンドへのユニットは、当行グ

ループの貸借対照表の「株式」という科目で計上される。

確定給付制度の年金数理計算

当行グループの費用及び確定給付債務の計算は、認識額に重要な影響を及ぼす多くの数理的、統計的及び財務

的な仮定に基づいている。注記G8には当期の引当金の計算に使用された最も重要な仮定のリストが含まれてい

る。当期のスウェーデン従業員に対する債務の計算は、市場で一般的に認められており、スウェーデン保険連盟に

より作成された統計に基づく死亡率の仮定であるいわゆるDUS06に基づいている。将来の昇給率及びインフレー

ションの仮定は長期予測トレンドに基づいている。当行の年金ファンド及び年金基金で個別に保有されている制
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度資産における期待収益の仮定は、給付義務の全期間にわたり相当する様々な資産区分の長期期待収益を分析す

ることで作成されている。この仮定の一部はスウェーデンの資本市場における過去のリスク・プレミアム分析、

一部は将来のインフレーション及びリスク・フリー収益の予測に基づいている。この仮定は管理費用及び法定福

利費を控除後に決定される。当期の制度資産の期待収益の計算は、その資産の帳簿価額、つまり現行の会計方針の

初度適用時における公正価値相当額に過年度の期待収益の累積報告値を上方修正し、累積数理差損益の償却並び

に制度への又は制度からの支払を調整したものに基づいている。年金引当金は、残存支給期間に相当する満期を

有する国債の金利に類似した割引率で割り引かれる。債務の支給開始時より後の引当金の残存部分は国債の実際

の金利で割り引かれる。

貸出金の減損損失に関する要件の評価

当行グループの貸出債権の価値は、貸出債権別に定期的及び個別にテストされる。必要な場合には、貸出債権は

回収可能評価額まで評価減される。回収可能価額を見積るために、相手方の返済能力や担保の実現可能価額等の

多数の評価及び仮定が検討される。最終的な結果は当初の貸倒引当金とは異なることがある。使用される評価及

び仮定は内部の与信組織の定期的な検査の対象となる。内部リスク管理及び当行の信用リスク管理の詳述につい

ては注記G2も参照のこと。

のれんの減損テスト

のれんには毎年、注記G24に記載されている原則に従って減損テストを行う。そのテストでは、市況、費用の推

移、将来の成長率及び割引率についての多数の評価が行われる。

次へ 
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注記G2　リスク及び資本管理

2009年度の経済に関しては、相当程度の不確実性が存在した。企業は、需要の減少及び失業率の増加に適応しな

ければならなかった。この傾向は、直接的又は間接的に当行の顧客、ひいては当行に影響を及ぼすものである。他

方で、この不況により当行の業務に変更が生じることはなかった。すべての業務上の意思決定においては、常に外

部状況の変化に関するリスクを考慮に入れている。この成果は、長期にわたる低い貸倒実績率という形で、財務実

績にも表れている。さらに、ハンデルスバンケンは、政府又は中央銀行による支援を活用したことはない。

貸出金の貸倒損失の割合 (1997年-2009年)

ハンデルスバンケンのリスクに対する厳格なアプローチは、たとえその時点で高い費用がかったとしても、当

行がハイリスクの取引を慎重に回避することを意味している。長期にわたって持続され、かつ当行グループのす

べての分野に適用される、厳格なリスク管理カルチャーを通じて、当行の低いリスク許容度は維持されている。貸

付においては現場の多大な関与が必要となり、緊密な顧客関係により信用リスクを低水準に抑えることを促進す

る。基本的に、銀行業務における市場リスクは、顧客の投資及びリスク管理の必要性を満たす過程においてのみ取

られている。当行の流動性に関しては計画的に管理されており、金融市場に混乱が起きた場合においても事業が

制限されないようになっている。

また、このリスクに対する厳格なアプローチにより、当行の経営は安定し、顧客に対して長期的なビジネス・

パートナーとなることができる。ハンデルスバンケンの顧客関係に関する見通しは、当行が信用リスクを証券化

し売却することをせずに自己勘定において維持していることによっても強調されている。これが、健全なリスク

管理につながるとともに事業及び当行が事業を行っている市場が逼迫した場合でも、高水準のサービスを維持す

ることにつながっている。これと同じ原則が、当行が事業を行っているすべての国に適用されており、当行の将来

における国際的な事業拡大における指針となっている。

金融危機を通じて、ハンデルスバンケンの流動性へのアクセスは良好であり、その期間を通じて全般的に流動

性準備金が積み立てられた。なぜなら、一つには当行が短期及び長期資金調達プログラムを通じて金融市場への

アクセスが可能であったからであり、もう一つには当行が市場で享受している強固な信用により金融機関及び一

般顧客からより多額の預金を集めることによって流動性へのアクセスが良好であったからである。当行の流動性

準備金の一部である中央財務部門の流動性ポートフォリオは、かなりのローリスク・プロファイルであり、主に

国債、カバード・ボンド及び政府保証債より構成される。流動性準備金全体では、金融市場の混乱の可能性に対し

て高水準の予防策を提供している。当年度末現在、当行の流動性準備金は、450十億クローネを超えていた。この準

備金により、当行が資金調達のために新たな市場へアクセスしなくても、当行の2年超にわたる流動性要件がカ

バーされている。
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ハンデルスバンケンの資本状況は当年度中に強化された。当行の収益性は安定している。外部状況にもかかわ

らず、低い貸倒実績率とあいまって、当行の健全な地位が維持されている。信用ポートフォリオのローリスク・プ

ロファイルは、信用リスクに対して比較的低い所要自己資本をもたらしている。当行はまた、Tier 1資本性ローン

を2.7十億クローネで発行した。このような堅調な資本状況は、外部状況が悪化した場合に備えた確固たる保護を

提供するものである。

ハンデルスバンケンは、ユニバーサル・バンクであり、広範囲にわたる様々な銀行業務及び保険商品を提供し

ている。これらは、グループ全体で組織的に識別、測定及び管理される様々なリスクを伴うものである。

ハンデルスバンケンの

リスク

説明

信用リスク 信用リスクは、当行の取引相手が契約上の義務を履行することができないため

に当行が経済的損失に直面するリスクである。

市場リスク 市場リスクは、金融市場の価格及びボラティリティの変動によって生じる。市

場リスクは、金利リスク、株価リスク、為替リスク及びコモディティ価格リスク

に分類される。

流動性リスク 流動性リスクは、支払期限が到来した際に、法外な費用又は損失を被らなけれ

ば、当行が支払い義務を履行することができないリスクである。

オペレーショナル・リスク オペレーショナル・リスクは、不適切な内部プロセス又はそれらの不備、人為

的ミス、誤ったシステム若しくは外部事象による損失リスクである。オペレー

ショナル・リスクの定義には、法的リスクも含まれている。

保険リスク 保険の業績におけるリスクであり、被保険者の死亡率または健康状態によって

変わる。

不動産リスク 当行が保有している不動産の価格変動リスクである。

事業リスク 上述のリスク・カテゴリーに属さない損益の予期せぬ変動リスクである。

当行のリスク及び資本管理の全体像は、4段階のリスク管理及びその運用という観点から説明することができ

る。

4段階のリスク管理

1．事業活動
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当行は、各事業部門がそれぞれの事業及びリスク管理の全責任を負うという明確な責任分担を特徴としてい

る。顧客及び市場の状況を最もよく知る人物がリスク評価者として適任であり、また、諸問題の発生時に早い段階

で措置を講じることが可能である。各支店及び収益部門は、発生した問題に対応する責任を負っている。この結

果、ハイリスクに対する認識が高まり、事業活動を慎重に遂行することにつながっている。

2．事業関連リスク管理

事業上の決定権を有する人物の責任は、地方銀行及び様々な事業分野における現地のリスク管理部門によって

補完されている。これにより、個別の取引又は現地での業務において、過度なリスクを引き受けることを回避して

いる。業務関連のリスク管理は、リスクを評価し、リスク限度等を確認するとともに、個別の事業取引が文書化さ

れ、未知のリスクを伴わない方法で遂行されているかを検証している。業務関連のリスク管理部門は、とりわけ中

央リスク管理部門に報告を行っている。

3．中央リスク管理部門

事業上の意思決定が分散化されているため、リスク及び資本状況を中央で監視する必要性が高まる。したがっ

て、中央与信部門及びリスク部門が、おのずと当行のビジネス・モデルの構成要素となっている。

中央与信部門は、取締役会又は取締役会の与信委員会が下した決定を展開する。中央与信部門はまた、信用評価

が一貫していること、そして貸出金が取締役会の決定した与信方針に従って実行されていることを確認してい

る。また、中央与信部門には、すべての主要な個別コミットメントにおけるリスクを識別し、与信組織の他の分野

に支援及び助言を行う責任がある。

中央リスク管理部門は、当行グループのすべての重要なリスクを識別、測定、分析及び報告する役割を担ってい

る。中央リスク管理部門はまた、リスク及びリスク管理が当行の低いリスク許容度に従っているかを監視してい

る。さらに、中央リスク管理部門は、各事業分野及び子会社における現地のリスク管理が適切な水準に達している

こと、リスクが効果的かつ一貫して評価されていること、並びに当行の上級経営陣にリスク管理の現状に関する

報告書及び分析が継続的に提出されるようにすることに対して責任を有している。

4．資本計画

上述のこれら３つの段階での取組みにもかかわらず、ハンデルスバンケンが深刻な損失を被った場合、極端な

事象の発生後であっても、当行は確実に存続できるだけの資本を保有している。資本計画は、自己資本比率規制に

観点を置いたものに、経済資本の算定及びストレス・テストを合わせた資本状況の評価に基づくものである。ス

トレス・テストは、常に十分な資本を確保しておくために準備し、実行するための対策を識別するためのもので

ある。中央財務部門は、正式なリスク組織とは別に、当行グループが十分な流動性を常に確保することに責任を持

ち、必要に応じて迅速に流動性を高めるための準備を整えている。流動性報告書は、日次で最高財務責任者に対し

て発行され、定期的に当行グループの最高経営責任者及び取締役会に対して発行される。

これら4段階のリスク管理に加えて、内部及び外部監査人がその運用状況を評価する。

ハンデルスバンケンのリスク管理活動は時の流れに耐えるものであるが、その有効性は当行が長期にわたって

競合他社よりも貸倒損失が少ないという事実で示されている。これは主に事業活動及び事業関連リスク管理にお

けるリスク管理によるものと見ることができる。バーゼルⅡ規制に基づいた自己資本比率の算定上、リスク感応

度の重要性が高まったことにより、当行グループのリスク管理及び資本計画に対する要求水準も一層高まってい

る。したがって、これらの部門は近年、当行グループにおいてより重要な役割を果たしている。

当行は、信用リスクに対応する所要自己資本を計算するために設定した内部格付制度の基礎的アプローチにつ

いて承認を得た。2009年に、当行は、所要自己資本を計算するために設定した先進的アプローチの2010年度中の適

用をにらみ、スウェーデン金融監督庁にその承認を申請した。
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信用リスク

信用リスクは、当行の取引相手が契約上の義務を履行することができないために当行が経済的損失に直面する

リスクであると定義されている。

当行の分散型の組織において、支店は、顧客に対する全面的な与信責任を負っている。与信限度額は与信額に応

じて異なるレベルで最終決定されるものの、支店はすべての与信決定に対する責任を負っている。ハンデルスバ

ンケンの顧客選択は選別的で、大規模市場銀行よりもむしろ、質の高い借り手を選択している。より高い取引高を

追求して、又はより高い収益性を達成するために質的要件が軽視されたことはない。信用エクスポージャーに関

して、与信限度額全体の約95％(97％)が返済能力は正常又は正常よりも高い水準で評価されている顧客に対する

ものである。すなわち、当行の10段階の格付基準では、1と5の間である。

当行は、取引銀行となることを目指しており、支店は、顧客と継続的にコンタクトを取っている。そうすること

によって、各顧客への理解を深めるとともに個人又は法人の全体像を継続的に更新することにつながる。また、こ

のコンタクトにより、支店は即座に問題を識別し、その問題に対する措置を講じることが可能になる。このこと

は、多くの場合、当行がより中央集約化された不良債権管理を行うよりも早く、問題が悪化する前に措置を講じる

ことを可能にすることを意味している。支店はまた、与信決定に関する財務上の全責任を負っているため、顧客が

返済困難に陥っている場合に発生する問題に対処することが可能で、貸倒損失も負担することになる。支店は、必

要に応じて、地域本部及び中央部門からの支援を受けることになる。当行の対応方法として、信用リスクに関連す

る取引を行うすべての従業員は、それらのリスクに対する堅実かつ系統立ったアプローチを利用できることを意

味する。当該アプローチは、当行の行風の重要な一部を形成している。

信用リスク格付け

ハンデルスバンケンの内部格付制度は、すべての業務における信用リスクを信頼性及び一貫性をもって測定す

るために使用される。信用リスク格付けは、当行の内部格付制度に基づいて行われ、支店の各取引相手の返済能力

の評価に基づいている。格付けは、財務逼迫リスク及びそれらの逼迫に対する耐久力に基づいて決定されている。

手法及び分類は、当行が長年にわたって適用している格付モデルに基づいて決定されている。

内部格付けは、当行のモデルの中でバーゼルⅡ規定に基づいた自己資本比率(内部格付アプローチ)を算定する

ための最も重要な要素である。格付けは動的なものであり、取引相手の返済能力に変更の兆候がある場合には、再

評価が行われる。当該格付はまた、規制上明記されているとおり、定期的に見直される。当該格付けは、主に与信を
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担当する人物によって割り当てられる。

中央リスク管理部門は、内部格付制度のより詳細な評価を毎年行い、その結果を取締役会に報告している。その

評価には、リスク測定及びリスクの格付けのために適用するモデルの年次の妥当性検証が含まれる。また、リスク

が信頼性をもって首尾一貫して測定されるようにするために、定期検査も行われる。

内部監査部門は、リスクの格付システム及びその適用状況を定期的に検証する。また、当行がリスクを算定、評

価及び定量化し、その手法を検証する方法は、当行の内部格付手法の適用の承認に関連して行われるスウェーデ

ン金融監督庁によるレビューの重要な検証項目である。

信用リスクの測定方法
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当行は、信用リスクを定量化するために、デフォルト確率(以下「PD」という。) 、当行のデフォルト時エクス

ポージャー (以下「EAD」という。) 及び、デフォルト時に当行が失う貸出金の割合 (デフォルト時損失率、以下

「LGD」という。) を算定している。当行は、小規模及び中規模法人並びに個人のPDを、当行自身の損失実績を基礎

として算定している。大規模法人及び銀行(機関に対するエクスポージャー)のPDは、内部と外部両方のデータを

用いて算定される。また、個人及び小規模法人のEAD及びLGDは、損失実績を基礎として算定される。

PD値はパーセントで表され、PD値が0.5％である場合には、統計的には200人の借り手のうちの1人が1年以内に

債務不履行に陥ると予想されることを意味する。多くの場合、エクスポージャーに対する担保が徴求されている

ため、債務不履行は、必ずしも当行が損失を被ることを意味しているわけではない。あるいは、取引相手が将来の

ある時点において、支払いが不可能であることを意味しているわけでもない。

法人及び機関に対するエクスポージャーに関しては、取引相手別に与信組織が設定した内部格付が直接10段階

のリスク区分に転換されている。各リスク区分に対して一定の平均的なPDが算定される。法人に対するエクス

ポージャーに関しては、LGDとして当局の規定する規則によって規定された標準値が適用されている。ここで使用

される標準値は、特定のエクスポージャーに対して提供された担保によって決定されている。

リテール・エクスポージャーのリスク区分もまた、すべての与信顧客に割り当てられた内部格付けに基づいて

いる。当該格付けは、法人エクスポージャーのようにリスク格付けに直接変換されるわけではない。その代わり

に、様々なエクスポージャーが、与信の種類、取引相手の不払記録及び借り手の数等の特定の要因によって数多く

のより小規模なグループに分類される。平均的なデフォルト確率は、小規模グループ毎に算定され、その確率の規

模に基づき、グループ毎に10段階のリスク区分のいずれかに分類される。個人及び小規模事業に対するエクス

ポージャーの算定には、それぞれ異なるモデルが使用される(リテール・エクスポージャーのカテゴリーにおい

ても区分別に分類される)が、原則は同じである。

リテール・エクスポージャーのLGDは、当局の規定ではなく、当行自身の損失実績に基づいて決定される。リ

テール・エクスポージャーの2つの下位区分(不動産エクスポージャー及びその他のエクスポージャー)には、そ

れぞれ異なる値が用いられる。スウェーデンの不動産エクスポージャーについては、適用される値は、当該エクス

ポージャーの不動産価値に対する融資比率(LTV比率)によって決定される。その他のエクスポージャーについて

は、LGD値は担保、商品及び類似する要素によって変動する要因に基づいて決定される。

リスク(PD、EAD、LGD)の測定は、自己資本比率の計算だけでなく、個々の取引における価格リスク並びに経済資

本(以下「EC」という。)及び所要自己資本の算定にも用いられる。通常よりも高いリスクを伴うと判定される新

規与信については、担保の有無にかかわらず却下される。こうした手法を使用することで、当行の過去の(低い)損

失率がリスク計算及び所要自己資本比率に直接影響を与え、それが当行の新たな自己資本比率規制において好ま

しい結果をもたらしている。

法人、機関及びリテール・エクスポージャーに関する数値は、債券及びその他の固定利付証券、並びに貸出金及

びその他のエクスポージャーそれぞれについて、エクスポージャーがどのように分布しているかを示している。

表は、債務不履行になった与信を除いた取引相手毎のエクスポージャーが、どのPDレンジに分布しているかを示

している。また、一定のPDレンジ内において貸出金、固定利付証券及びその他の種類のエクスポージャーの間でエ

クスポージャーがどのように分布しているかが示されている。例えば、その他の商品は、デリバティブ、保証及び

信用コミットメントである。使用されるPD値は、自己資本規制比率の計算に適用される値である。このことは、景

気循環の形態における余裕安全率とPD値における安全調整が存在することを意味する。したがって、PD値が示唆

する損失水準は、慎重を期することにより過大に見積もられている。

担保

ハンデルスバンケンが特定の顧客の信用リスクを評価する場合、まずは借り手の返済能力から評価が行われ

る。当行の与信方針によれば、返済能力が低ければ良質な担保の差入れがあったとしても、それで補われることは
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ない。

但し、借り手が当行に対して返済義務を履行できない場合、当行の損失は担保によって大幅に削減される可能

性がある。したがって、通常、与信は適切に担保されていなければならない。これは、例えば、個人向け住宅ローン

及び不動産会社向け貸出金に適用される。また、証券貸付、ファクタリング、リース及びその他の種類の数多くの

ファイナンスにも適用される。

無担保の与信は、主に個人向けの少額の貸出金や非常に健全な返済能力を有する大企業向けの貸出金の場合に

実行される。後者の場合には、特別な貸付条件が策定されることが多く、借り手の返済能力が悪化するか、又は違

反が認められた場合に、当行に再交渉又は契約を終了する権利が与えられる。

通常、借り手が深刻な返済困難に直面しない限り担保は実行されないため、担保価値の評価は、支払不能となっ

た場合の予想価値に基づいて行われる。特定の資産の価値は、支払不能状況及び強制売却が行われる状況におい

て、大幅に変動する可能性がある。

金融機関に対する貸付の大部分は、リバース・レポにより構成されている。リバース・レポは買戻取引で、当行

はリバース・レポに基づいて利付証券又は株式を特定日に特定価格で売り手に再売却するという契約により利

付証券又は株式を購入する。ハンデルスバンケンは、リバース・レポを担保付貸付とみなしている。

特別な状況において、当行は、貸出債権の信用リスクをヘッジするためにクレジット・デリバティブ又は金融

保証を購入する場合があるが、これは当行の通常の貸付業務の一環ではない。

信用リスクの集中

ハンデルスバンケンの支店は、健全な信用力を有する優良顧客と長期的な関係を築くことに重点をおいてい

る。支店は優良顧客を見出した場合、その顧客が属するセクターに対する当行全体のエクスポージャーの大きさ

に関わらずにこの顧客と取引を行うことができる。したがって、当行は与信枠を付与するに当たって、比較的大き

なエクスポージャーがある個別セクターに対してあらかじめ決められた制限を設けていない。当行は様々な事業

セクター、地域及び個別に大きなエクスポージャーに対して、継続的にリスクの集中を監視し、算定を行ってい

る。リスクの集中は当行の信用リスクに対する経済資本の算定において、また、全体的な自己資本の評価において

実施されるストレス・テストにおいて特定される。これにより、ハンデルスバンケンは、リスクの集中を考慮して

十分な資本を確保することができるようになる。リスクの集中が過剰であると判断される場合には、当行は様々

なリスク軽減策を用いてリスクを軽減する機会及び能力がある。　

住宅ローンに加え、ハンデルスバンケンは不動産セクターに対してかなりの貸付業務を行っている(346十億ク

ローネ。) ここでの不動産セクターとは、信用目的で「不動産会社」として評価されているすべての会社を指す。

他の業界で事業を行っているグループ会社が、不動産管理を行う子会社を所有していて同グループが子会社の事

業を遂行することは一般的であるが、そうした不動産会社もここでは不動産部門に属しているとみなされる。但

し、そうした場合に存在する信用リスクは、不動産関連のリスクのみではない。

不動産貸付の大部分は、借り手の信用力が一貫して非常に高い、国有の不動産会社、地方自治体所有の住宅会

社、住宅協同組合及びその他の住宅関連会社である。住宅以外の不動産事業のカテゴリーにおいては、顧客は健全

な正味営業利益及び堅調なキャッシュ・フローを有している。したがって、不動産部門に対する貸付の大部分は

債務不履行の可能性がかなり低い会社に対するものである。当行の不動産セクターに対するエクスポージャー

は、以降のページの表に明記されている。

信用リスク・エクスポージャー

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

一般顧客への貸出金
1

1,477,183 1,481,475
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うち、リバース・レポ 11,544 4,781

金融機関への貸出金 168,100 164,981

うち、リバース・レポ 64,701 48,870

付与された当座貸越枠の未使用部分 152,560 125,534

信用コミットメント 229,525 246,281

その他のコミットメント 1,971 249

保証、貸出金 20,178 26,907

保証、その他 48,038 51,656

信用状 42,474 56,647

デリバティブ
2

107,155 192,239

財務省証券及びその他の適格証券 105,156 84,781

債券及びその他の利付証券 70,846 81,497

合計 2,423,186 2,512,247

1
この金額のうち、5,728(6,688)百万クローネは、当初認識時に損益計算書を通じて公正価値で評価するものと

して分類されていた貸出金である。

2
正の市場価値の合計を表す。法的に有効なネッティング契約を含むエクスポージャーは、31,269(56,087)百万

クローネである。

地理的分布

2009年 貸出金 オフ・バランスシート・コミットメント

百万スウェーデン・クロー

ネ 一般顧客 金融機関

デリバ

ティブ 投資 保証 その他 合計

スウェーデン 1,036,061112,345 104,933 158,594 33,605 285,111 1,730,649

ノルウェー 176,899 143 426 - 9,086 30,002 216,556

フィンランド 86,880 1,528 468 2,062 9,466 23,068 123,472

デンマーク 55,940 2,417 158 73 3,217 7,671 69,476

英国 63,481 1,711 115 1,936 1,631 14,348 83,222

ドイツ 12,956 526 3 - 7,337 5,953 26,775

ポーランド 3,092 1,037 5 - 986 1,139 6,259

オランダ 6,533 6 - - 116 1,661 8,316

その他諸国 35,341 48,387 1,047 13,337 2,772 57,577 158,461

合計 1,477,183168,100 107,155 176,002 68,216 426,530 2,423,186

一般顧客への貸出金、セクター別 2009年 2008年

百万スウェーデン・クローネ

貸出金(引当金控

除前)

潜在的な貸倒損

失に対する

引当金

貸出金(引当金控

除後)

貸出金(引当金控除

後)

個人 627,463 -664 626,799 574,541
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うち住宅抵当ローン 476,112 -18 476,094 433,881

うちその他の貸出金(不動産抵当付) 82,820 -41 82,779 76,939

うちその他の貸出金(個人) 68,531 -605 67,926 63,721

住宅協同組合 103,431 -15 103,416 92,151

うち住宅ローン 92,793 -4 92,789 85,562

不動産管理 346,524 -538 345,986 342,834

製造 67,740 -2,190 65,550 69,465

リテール 38,694 -444 38,250 40,173

ホテル及びレストラン 7,667 -24 7,643 5,622

海運 16,730 - 16,730 13,385

その他運輸及び通信 39,421 -111 39,310 23,284

建設 13,958 -155 13,803 13,546

電気、ガス及び水道 22,030 -8 22,022 21,439

農業、狩猟業及び林業 4,652 -23 4,629 6,432

その他サービス 18,189 -46 18,143 16,686

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアルファンド等 110,025 -370 109,655 122,673

政府及び地方自治体 21,248 - 21,248 16,638

その他法人貸付 44,783 -310 44,473 123,088

一般顧客への貸出金合計(集合的引当金控除前) 1,482,555 -4,898 1,477,657 1,481,957

集合的引当金 -474 -482

一般顧客への貸出金合計 1,477,183 1,481,475

一般顧客への貸出金の内訳－不動産管理 2009年 2008年

百万スウェーデン・クローネ

貸出金(引当金

控除前)

潜在的な貸倒損

失に対する

引当金

貸出金(引当金控

除後)

貸出金(引当金控除

後)

スウェーデンにおける貸出金

国有不動産会社 6,855 - 6,855 8,451

地方自治体が所有する不動産会社 18,152 - 18,152 18,596

住宅用不動産会社 58,640 -93 58,547 56,982

うち住宅ローン 37,181 -4 37,177 29,946

その他の不動産管理 119,487 -230 119,257 125,068

うち住宅ローン 60,943 -15 60,928 45,023

スウェーデンにおける貸出合計 203,134 -323 202,811 209,097

スウェーデン国外における貸出金

デンマーク 5,786 -20 5,766 5,635

フィンランド 21,518 -2 21,516 22,247

ノルウェー 65,151 -90 65,061 60,352

英国 41,397 -103 41,294 34,332

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

750/881



その他諸国 9,538 - 9,538 11,171

スウェーデン国外における貸出合計 143,390 -215 143,175 133,737

貸出金合計－不動産管理 346,524 -538 345,986 342,834

内訳

－一般顧客への貸出金

－不動産管理

百万スウェーデン・

クローネ 合計

国及び地方自治体が所有する企

業/国及び地方自治体によって保

証されている不動産貸付

集合住宅/

住宅用不動産

その他の

不動産管理

スウェーデン 203,134 35,612 70,566 96,956

ノルウェー 65,151 1 10,596 54,554

フィンランド 21,518 7,699 4,400 9,419

デンマーク 5,786 - 2,348 3,438

英国 41,397 - 12,784 28,613

その他諸国 9,538 - 638 8,900

合計 346,524 43,312 101,332 201,880

内訳－一般顧客への貸出金－不動産管理、リスク区分及び国

百万スウェーデン・クローネ

リスク区分

スウェー

デン ノルウェー

フィン

ランド デンマーク 英国 その他諸国 合計 ％

合計に占める

割合、％

1 15,893 588 893 100 177 581 18,232 5.3 5.3

2 46,918 9,973 4,295 254 1,805 3,950 67,195 19.4 24.7

3 55,696 24,229 9,047 722 13,333 3,529 106,556 30.7 55.4

4 41,699 15,242 2,891 1,962 14,095 807 76,696 22.1 77.5

5 30,486 10,017 3,720 2,248 10,088 429 56,988 16.4 94.0

6 7,767 2,120 481 207 788 145 11,508 3.3 97.3

7 3,145 1,947 126 211 481 13 5,923 1.7 99.0

8 581 152 2 9 0 50 794 0.2 99.2

9 254 308 15 2 0 0 579 0.2 99.4

債務不履行 695 575 48 71 630 34 2,053 0.6 100.0

合計 203,134 65,151 21,518 5,786 41,397 9,538 346,524 100

一般顧客への貸出金、担保

百万スウェーデン・クローネ

2009年 2008年

住宅用不動産
1

790,075 740,023

その他の不動産 159,191 144,275
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政府、地方自治体及び県域自治体 77,824 99,206

保証 16,604 28,126

無担保 319,581 294,229

その他の担保 113,908 175,616

一般顧客への貸出金 1,477,183 1,481,475

1
住宅協同組合の住宅を含む。

デリバティブ契約におけるカウンターパーティ・リスク

(潜在的な将来エクスポージャーに関する標準的な補完を除く)

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

デリバティブ契約に関する正の市場価値総額 107,155 192,204

ネッティングによる相殺 75,886 136,117

相殺後のエクスポージャー 31,269 56,087

担保 13,419 8,665

デリバティブに関する正味信用エクスポージャー 17,850 47,422

カウンターパーティ・リスク

カウンターパーティ・リスクは、当行が取引相手との間で先物、スワップ又はオプション等の商品に関するデ

リバティブ契約を締結する場合に発生する。カウンターパーティ・リスクは、その契約の市場価値によってエク

スポージャーの規模が決まる場合には信用リスクとみなされる。その契約の価値が正の値である場合、取引相手

方の債務不履行は貸出金の場合と同様に当行の損失を意味する。

カウンターパーティ・エクスポージャーの規模は、通常の与信プロセスにおいて与信限度額を設定することに

よって制限されている。当該エクスポージャーの規模は、原資産の価格の変動により著しく変動する可能性があ

る。このエクスポージャーが増加するリスクに備えるため、与信限度額を設定する際には、該当するエクスポー

ジャーの価値に対して補完が行われる。この補完は、標準金額を用いて算定され、契約の種類及び満期までの期間

によって変わる。当該エクスポージャーは日次で計算され、フォローアップされる。デリバティブのカウンター

パーティ・リスクは、ネッティング契約を通じて軽減される。ネッティング契約では、同一取引相手とのすべての

デリバティブ取引において、正の値と負の値が相殺される。ハンデルスバンケンは、すべての取引相手との間で

ネッティング契約を締結することを方針としている。ネッティング契約は、正味エクスポージャーに対して担保

の取決めを設定することで補完されており、これにより、信用リスクはさらに軽減されている。これらの取引に対

する担保は、主に現金であるが、国債も使用される。現金依存度が高いため、担保におけるリスクの集中は限定的

である。

支払リスク

取引における支払リスクは、有価証券の為替換算、支払又は引渡しにおけるコミットメントを履行しているも

のの、同時に取引相手が当行に対するコミットメントを履行したことを確認できない場合に発生する。リスク金

額は、支払取引の金額と同一である。支払リスクは、各顧客の与信限度額には含まれておらず、別の限度額によっ

てカバーされている。通常、支払リスクの限度額は、与信限度額と同時に承認される。ハンデルスバンケンでは、直

物取引における価格変動リスクは、支払リスクとして分類されるが、デリバティブ取引における価値変動リスク

は信用リスクとして分類される。
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ハンデルスバンケンはCLS(Continuous Linked Settlement)の会員であり、CLSは、安定的な為替取引の実現を

目指す世界的な組織である。当行は、CLSの会員であることにより、CLSの会員である取引相手との間で、通貨に対

する支払リスクを伴うことなく、通貨取引を実行することができる。

市場リスク

市場リスクは、金融市場における価格及びボラティリティの変動によって生じる。市場リスクは、金利リスク、

株価リスク、為替リスク及びコモディティ価格リスクに分類される。

ハンデルスバンケンは、その業務において、市場リスクに関連して低い損失許容度を有している。したがって、

リスク・エクスポージャーは限定されており、ポジションは通常顧客に関連する取引の一環として取得されたも

ののみである。リスク・エクスポージャーを管理するために、取締役会は市場リスクの測定手法及び限度額を設

定している。限度額は、最高経営責任者及び最高財務責任者によって当行グループに割り振られる。最高財務責任

者、最高経営責任者及び取締役会は、継続的に市場リスク及び限度額の活用状況に関する報告書を受領している。

当行の業務における市場リスクは、主にハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ、中央財務部門及びハ

ンデルスバンケン・リヴにおいて生じており、それぞれ管理されている。ハンデルスバンケン・リヴにおける市

場リスクは、別のセクションに表示されている。したがって、本セクションの情報は、ハンデルスバンケン・リヴ

を除くリスクについて言及している。

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツは、債券、為替、株式及びコモディティのマーケット・メーカー

となることによって市場リスクを負担している。市場リスクは、他の顧客に関連する取引又は金融市場において

主に顧客との取引によって生じる当行自身のポジションを通じても発生する。中央財務部門の市場リスクは主に

金利リスクで構成されており、金利リスクは当行グループの資金調達及び流動性に関する要件を満たすために行

う借入れに関連して発生する。この資金調達及び流動性の管理のために、国債及び高格付けの社債を含んでいる

流動性ポートフォリオの管理を行っている。これらの証券は、リクスバンク（スウェーデン中央銀行）及び他の

中央銀行に対する担保として適格である。このポートフォリオは、当行グループの日次清算業務における支払い

を確実に行うとともに、当行の流動性準備金の一部を形成している。この流動性ポートフォリオは、起こりうる市

場の流動性に関する混乱に際して、緊急通知を行うことで流動資金に転換することができる。

リスク測定
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当行グループにおいて、市場リスクは複数の方法で測定されている。あらかじめ定義された価格及びボラティ

リティの変動によって生じる価値の変動を表すストレス・テストが主に用いられている。バリュー・アット・リ

スク・モデル(以下「VaR」という。) も用いられている。VaRは、特定の保有期間にわたる一定の信頼度水準にお

いて、市場の変動によりリスク・ポジションに生じるスウェーデン・クローネの損失を示している。VaR手法は、

様々なリスク・カテゴリーを1つの方法で取り扱うことができることを意味するものであり、そうすることに

よって、比較が可能になると同時に、累計して市場リスク合計を算定することができる。

VaRで測定したハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツにおけるリスク

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツに関するVaRは、個別のリスク・カテゴリー毎に99％の信頼度

にて、保有期間を1日として算定される。この計算は過去のシミュレーションに基づいて行われ、対象となるポー

トフォリオにおける過年度の金利及び価格の日次変動を用いて再評価による影響を測定する。使用されたモデル

は、100日目の取引日毎にVaRを超過する損失が発生することを示唆している。

当年度において、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツのトレーディング・ポートフォリオに関する

VaRは、平均38(41)百万クローネであった。VaRは最高72(86)百万クローネと最低13(18)百万クローネの間で変動

した。

VaRはモデルによる仮定に基づいているため、当該モデルの有効性について継続的に検証することが重要であ

る。そのため、VaRはバック・テストを用いて、定期的に評価されている。これらのテストは実際の損失がVaRを超

過した場合の日数を検証している。バック・テストは実際の結果と仮説に基づく結果の双方において実施され

る。後者は、保有期間中にポートフォリオが変動しなかった場合の結果を測定する。

トレーディング・ポートフォリオ、

ハンデルスバンケン・キャピタル・

マーケッツのVaR 合計 株式 債券 通貨

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年

平均 38 41 12 12 32 38 13 11

最高 72 86 40 40 61 85 24 25

最低 13 18 3 3 14 16 4 3

当年度末 32 18 13 10 34 17 11 18

2009年におけるトレーディング・ポートフォリオのVaR及び仮説に基づく結果、ハンデルスバンケン・キャピ

タル・マーケッツ
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2009年には、仮説に基づく結果の方がVaRよりも悪かったケースが2回発生した。これは、99％の信頼度を有する

VaRモデルが2，3回は生じると示唆することと一致する。VaRモデルは、過去に発生したような極端な市場変動に

関連したリスクを常に特定できるわけではない。したがって、計算は定期的なストレス・テストで補完される。

ポートフォリオのテストは、1994年から2009年までの期間の金融市場において発生した事象に基づくシナリオに

対して行われる。必要に応じて、ポートフォリオのテストは極端な仮説に対しても行われる。2009年のテストによ

ると、所与のポジション及び過去の市場における事象を前提に、ポートフォリオは最大で79百万クローネの損失

を被る可能性がある。ストレス・テストにおける最悪の仮説に基づく結果と該当する期間におけるVaRとを比較

すると、ストレス・テストにおける結果は、実際のVaRよりも最大で2倍上回っていた。

トレーディング・ポートフォリオのストレス・テストによる最悪の結果

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ

百万スウェーデン・クローネ

最悪のシナリオに基づく

テストの結果

平均 55 

最高 79 

最低 34 

当年度末 79 

金利リスク

金利リスクは、主としてハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ、中央財務部門及び貸付業務において

生じる。貸付業務における金利リスクは、資金調達期間よりも貸付期間の一部が長期になることにより生じる。当

行は、金利スワップ契約を締結することによって、リスクの大半を排除している。一般に金利リスク・エクスポー

ジャーは、流動性の高い市場に存在する。

当行は、複数の方法を用いて金利リスクを測定している。様々なストレス・シナリオによって補完されるVaR及

びその他のリスク測定は、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツのトレーディング・ポートフォリオで

用いられる。例えば、金利オプションにおけるリスクの一部である非線形金利リスクは、マトリクスであらかじめ

定義されたストレス・シナリオを用いて測定され、限度額が設定される。これは、金利リスクが基礎となる市場金

利及びボラティリティの変動として測定されることを意味している。

その他の部門及び当行グループの累積金利リスクに関しては、金利リスクは、すべての金利が同時に平行移動

した場合の公正価値への影響として測定される。

当年度末現在の当行の金利リスクを、イールド・カーブの1％の上昇又は下落という平行移動があったとして

測定した場合、最悪の結果では、-866(-709)百万クローネであった。

当行グループの資産及び負債に関する金利

調整期間

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内 3－6ヶ月 6－12ヶ月 1－5年 5年超 合計

資産

貸出金 1,142,208 69,591 68,406 185,161 43,246 1,508,611

銀行及びその他の金融機関 202,918 2,015 69 140 208 205,349

債券等 93,619 4,744 3,070 60,236 24,054 185,723

資産合計 1,438,745 76,349 71,544 245,536 67,508 1,899,683
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負債

預金 -522,389 -4,865 -2,348 -7,453 -18,784 -555,839

銀行及びその他の金融機関 -195,729 -11,130 -2,077 -2,102 -3,321 -214,360

発行済証券 -450,719 -49,842 -88,285-373,847-56,979-1,019,674

その他負債 338 -997 -53 -13,063 -11,726 -25,500

負債合計 -1,168,500-66,834 -92,763-396,465-90,810-1,815,373

オフ・バランスシート項目 -140,319 -37,327 54,906 170,302 -6,611 40,951

資産と負債の差額(オフ・バランスシート項目を含む) 129,926 -27,812 33,687 19,374 -29,913 125,261

この表は、取引日基準で報告された2009年12月31日現在の当行グループの金利関連資産及び負債の金利更改期

間を示したものである。無利子資産及び負債は除かれている。

特定の金利リスクは、信用スプレッドの変動に対する感応度を考慮に入れて測定され、限度額が設定される。特

定の金利リスクは、個々の取引相手に関して、異なる格付区分毎に測定され、信用スプレッド(すなわち、現在の

ポートフォリオの金利と満期が同一である国債の金利との差額)における+/-1ベーシス・ポイントの平行移動が

あった場合、市場価値の変動に最悪の結果をもたらすものとして計算される。当年度末における特定の金利リス

ク総額は、約9(13)百万クローネであった。

市場金利の変動に対する感応度を用いて測定されるもう一つのリスクは、純利息収益リスクである。当行は、純

利息収益リスクを、イールド・カーブがすべての通貨について即時に1％平行移動することによる翌年度の純利

息収益への影響と定義している。純利息収益リスクは、満期が到来する(または、翌12ヶ月間に金利が更改される)

すべての利付資産、負債及びデリバティブ商品が、市場金利が1％高い金利局面において更新されると仮定するこ

とによって計算される。当年度末の銀行業務における純利息収益リスクの影響額は、1,393(1,748)百万クローネ

であった。

株価リスク

当行の株価リスクは、主に当行自身の株式ポートフォリオ及びハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツ

において生じている。

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツは、仕組商品のマーケット・メーカーであり、線形及び非線形

双方の株価リスクが発生する。これらの顧客との間の取引に関連して、当行はある程度自己ポジションを保有す

る。この保有の程度は少額であり、当行の取締役会が設定した限度額によって制限されている。当行は、ハンデル

スバンケン・キャピタル・マーケッツの限度額を設定し、株価リスクをマトリクスを用いて測定している。この

手法の利点は、非線形リスクを含む株価リスクを効果的に特定することである。VaR並びにその他のリスク測定手

法及びストレス・シナリオは、株価リスク測定の補完として使用される。

以下の表は、当年度末において基準株価及びボラティリティの仮説による変動があった場合のエクイティ・ポ

ジションにおけるリスクを示したものである。

株価リスク、2009年12月31日

百万スウェーデン・クローネ ボラティリティの変動

-25％ 0％ 25％

株価の変動 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年
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10％ 408 309 442 307 478 304

-10％ -468 -277 -474 -284 -475 -289

ハンデルスバンケンのリクスバンク(スウェーデン中央銀行)に対する週次のネット・ポジション

為替リスク

当行の為替エクスポージャーは、主に国際為替市場における顧客主導の日中取引の結果として生じる。取引は、

ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツで行われる。当行の取締役会は、為替リスクに関してVaR限度額を

設定している。通常の銀行業務においても顧客の支払フローの一環として、ある程度の為替エクスポージャーが

生じている。取締役会は、これらのエクスポージャーに対して、少額のポジション限度額を割り当てることを決定

した。為替リスク影響額は、-27(-36)百万クローネであるが、これはスウェーデン・クローネが5％減価した場合

における当行の収益に対する影響として測定された。個別通貨に対してスウェーデン・クローネが減価した場合

の感応度は、為替リスク総額を上回っていなかった。

コモディティ価格リスク

コモディティ関連商品のエクスポージャーは、国際コモディティ市場における顧客に基づく取引の結果として

発生する。コモディティ価格リスクは、当行の市場リスク全体のごく僅かな部分にすぎない。コモディティ取引

は、ハンデルスバンケン・キャピタル・マーケッツのみで行われている。線形及び非線形コモディティ・リスク

は双方とも、当行がさらされているすべてのコモディティに対するリスクの絶対的な合計として測定されてい

る。当年度末現在、コモディティ価格リスク影響額は、-55(-16)百万クローネで、基礎となるコモディティの20％

の価格変動及びボラティリティの35％の変動に係る最大損失として測定されている。

流動性リスク

流動性リスクは、支払期限が到来した際に、法外な費用又は損失を被らなければ、当行が支払義務を履行するこ

とができないリスクである。

年間を通じて激動的な状況にありながら、当行は継続的にカバード・ボンドを発行し、スウェーデン及び国際

的な市場における長期資金調達へのアクセスを常に保持してきた。ハンデルスバンケンはまた、スウェーデン及

び国際的な資本市場において様々な長期債券を発行した。その発行総額は、263十億クローネであった。窮迫した

市場にありながら、当行の資金調達へのアクセスは良好であった。これは、ハンデルスバンケンの資金調達及び流

動性管理におけるリスクの予測に対する取り組みの結果である。当行が、早期の段階で市場、通貨、資金調達プロ

グラム及び投資家の数という観点から資金調達を多様化したことにより、アクセスが容易になった。これにより、

当行の市場の混乱に対する脆弱性は著しく低減した。2009年に、ハンデルスバンケンは、欧州の銀行の中でも信用

リスクの価格が最も低い銀行の一つとなった。当行はまた、スウェーデンの翌日物コール市場における継続的な
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純出し手であり、スウェーデンのリクスバンク(スウェーデン中央銀行)及びその他の中央銀行に対して大口の預

金を保有している。

2009年に、ハンデルスバンケンは、資金調達業務のために新たな体制の運用を開始した。この目的は、流動性リ

スクの管理を促進し、当行の資金調達の仕組みを最適化することにある。また、中央財務部門は、現在当行の短期

及び長期両面の資金調達に対して全般的に業務執行の責任を負っている。この過程の一環として、流動性の分野

におけるリスクの管理体制の構築及び強化が行われた。例えば、当行が内部金利を設定する際には、流動性リスク

の価格設定が適用されている。

この体制の変更はまた、スウェーデン及び他の国々で導入が予定される新たな流動性に関する規制の遵守を促

すことにもなる。この新たな規制により、銀行の流動性リスクの管理に対する責任が明確化されることが予想さ

れる。今後の規制においては、中央による流動性リスクの健全な監視及び管理体制、並びに様々な種類の業務にお

ける流動性リスクを考慮に入れた内部統制が明示的に要求されることも予想される。当行はすでにこれを実施し

ている。

これらの規制の改正を踏まえ、ハンデルスバンケンは、この分野における流動性管理及びリスク管理体制を整

備し続けている。当行の流動性状況に関する経営陣への報告事項は増えており、より精度の高いストレス・テス

トを開発する作業も開始されている。

流動性は計画的に管理されているため、当行は金融市場から新たに資金の借入れを行わずに、最低12ヶ月間は

対応することができる。当年度中は金融市場においてたびたび大規模な混乱が生じたにもかかわらず、ハンデル

スバンケンの流動性準備金は増加した。この流動性準備金の総額(中央財務部門の流動性ポートフォリオを含む)

は、中央銀行に預けた資産、中央銀行に対する担保として適格な資産及び中央銀行に担保として提供された場合

には緊急通知を行うことで確実に流動資金に転換することができる資産で構成されている。当年度末現在、流動

性準備金は450十億クローネを超えていた。この準備金により、当行が資金調達のために新たな市場へアクセスし

なくても、当行の2年超にわたる流動性要件がカバーされている。

当行は、日次で多額の現金流入及び流出を処理しなければならない。現金流入と流出の差異は、限度額を設ける

ことによって制限されている。予想される現金流入と流出の差異を解消するために、当行は、流動性準備金を維持

し金融市場において借入れを行うことによる流動性計画を策定している。流動性計画は、通貨に関わらず、異なる

満期毎のキャッシュ・フロー分析及び当行が重要なコミットメントを有しているそれぞれの通貨における

キャッシュ・フロー分析に基づくものである。一般的な規定として、流動性の高い通貨は、流動性の低い通貨より

も大規模なエクスポージャーが認められる。ギャップ分析はまた、シナリオ・テストで補完されており、流動性に

対するストレスの影響については、例えば、預金残高の著しい減少、信用コミットメントの利用の増加又は金融市

場において資金調達が不可能となることに関する様々な仮定を用いてシミュレート及び分析される。

流動性創出手法を含むスウェーデン・クローネの流動性ストレス・テスト
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上記のグラフに示されている数値は、特定の仮定に基づくキャッシュ・フローのストレス・テストを示してい

る。例えば、当行が金融市場から資金調達を行えない場合、同時に一般顧客からの預金の10％が消失すると仮定さ

れている。さらに、当行は引続き当行の中核業務、すなわち、家計及び企業に対する定期借入れ及び貸付を実施し、

これらは満期時に更新されると仮定されている。中央財務部門の流動性ポートフォリオを中央銀行に担保として

提供することによって即座に追加的に流動性を確保することができることも考慮に入れられており、当行もまた

他方で即座に活用できる準備金を十分に確保していることも考慮に入れられている。

短期資金調達は、スウェーデン、米国及び欧州のコマーシャル・ペーパー・プログラムによって確保されてい

る。これらのプログラムは、国際的なインターバンク市場における借入れによって補完されている。

長期資金調達は、主にスウェーデン・クローネ建てのカバード・ボンドの発行及び当行の他の資金調達プログ

ラムの利用を通じて確保されている。プログラム取引高の合計は、1,185十億クローネであり、そのうち、683十億

クローネが利用されていない。流動性ポートフォリオ又は満期構造において、あるリスクについて過度の集中が

見られる場合には、中央財務部門は、その集中を分散させる、又は貸借対照表の満期構造を変更するよう促す。例

えば、金融危機の発生前に満期構造上の長期負債の比率は高まっていた。また、金融市場の混乱にもかかわらず、

当行は継続的に証券(主に、コマーシャル・ペーパー、社債及びカバード・ボンド)の発行を行っていた。約263十

億クローネに相当する長期資金調達商品が、当年度中に発行された。この資金調達は、政府保証による支援を受け

ずに行われた。当年度中に増加した資金調達全体に占める社債の割合は、当年度末現在で約33％にのぼる。

市場別短期資金調達(2009年)

残存満期が1年未満の発行済証券及び金融機関からの資金調達に関する、2009年12月31日現在の市場分布。

市場別長期資金調達(2009年)

残存満期が1年超の発行済証券及び金融機関からの資金調達に関する、2009年12月31日現在の市場分布。

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスクは、不適切な内部プロセス又はそれらの不備、人為的ミス、誤ったシステム若しくは

外部事象による損失リスクである。オペレーショナル・リスクの定義には、法的リスクも含まれている。

オペレーショナル・リスクは、ハンデルスバンケンのすべての業務に存在している。日次でのリスクの特定及

び管理に関する責任は、すべての階層において、経営責任の明確かつ重要な一部となっている。当行の作業分散化

は費用対効果を向上させ、結果として、日々の手続及び事象における潜在的な損失リスクに対する警戒につな

がっている。
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オペレーショナル・リスクの責任を担っているそれぞれの管理者とは別に、情報セキュリティー及び物理的セ

キュリティーに関する特別な責任を有している管理者がおり、当行グループの最高経営責任者に直接報告を行っ

ている。

中央リスク管理部門は、オペレーショナル・リスクを特定及び定量化し、これらのリスクを監視し経営陣及び

取締役会に報告するための手法に関する責任を持つ。

当行は、オペレーショナル・リスクの特定、処理及び評価に対する補完措置として、業務上の障害及び損失毎に

別個の報告システムを有している。その報告は検証され、多大な労力をもって業務上の障害及び損失の発生が繰

り返されないようにするための対策が講じられる。

オペレーショナル・リスクの日次の管理に加えて、すべての主要部門、地方銀行及び支店において、オペレー

ショナル・リスクの年次自己評価が実施されている。この評価は、オペレーショナル・リスクを特定し、発生する

可能性のある損失を定量化することを目的としている。この評価に従って、リスクを軽減するための措置が講じ

られ、その措置を適用することとなっている。当行グループのオペレーショナル・リスクの一般的な評価は、年に

二回、地方銀行、主要部門及び支店の幹部によって実施される。これらの評価の結果は、最高財務責任者、当行グ

ループの最高経営責任者及び取締役会に報告されている。

商品、サービス及びITシステムの新規の導入及び大幅な変更に際しては、オペレーショナル・リスクを含むリ

スク分析が実施される。

深刻な混乱に対応するために、当行グループのすべての部署に緊急時における計画及び継続的な計画が設定さ

れている。

ハンデルスバンケンは、オペレーショナル・リスクにおける所要自己資本を算定するために標準アプローチを

使用している。所要自己資本は、標準アプローチに従って、規制で定められた係数を平均営業収益に乗じて計算さ

れる。異なる事業セグメントにおいては、異なる係数が適用される。

ハンデルスバンケン・グループ全体のオペレーショナル・リスクに関する所要自己資本の合計は、2009年度末

現在で3,484(3,292)百万クローネであった。

保険事業におけるリスク

保険事業におけるリスクは、主として、市場リスク及び保険リスクより構成されている。

ハンデルスバンケン・リヴにおけるリスクは、主として市場リスク及び保険リスクである。市場リスクは、資産

運用によって生じる場合もあれば、当社の債務の評価が金利変動に敏感であるという事実によって生じる場合も

ある。資産運用の目標は、契約管理費用を低く抑えながら、保険契約者に対する当社の義務を確実に履行すること

である。資産運用における主な市場リスクは、金利リスク及び株価リスクである。保険リスクは、被保険者の寿命

又は健康状態に左右される、保険契約の結果の不確実性である。

ハンデルスバンケン・リヴの取締役会は、資産運用の枠組みを設定し、許容範囲内の様々な資産区分のエクス

ポージャーをコントロールする投資方針を決定している。ハンデルスバンケン・リヴの市場リスクは、ハンデル

スバンケンの取締役会が規定した金額に対するリスク・エクスポージャーを確認することによって、日次で監視

されている。さらに、当社のソルベンシーに関する状況も監視されている。保険事業は、市場リスク及び保険リス

クについて、保険会社の最高経営責任者、ハンデルスバンケンの中央リスク管理部門、並びに当行最高財務責任

者、当行グループの最高経営責任者及び取締役会に報告する。

保険事業における流動性リスクは、支払期限到来時に当社が支払義務を満たすことができないか、あるいは当

社が妥当な価格で有価証券を売却できないリスクである。当該リスクは、投資資産のほとんどが流動性の高い上

場有価証券に投資されているため、限定的である。

ハンデルスバンケン・リヴにおける市場リスク合計は、99.5％の信頼水準を有するVaRを用いて、保有期間を1

四半期として算定されている。市場リスクの算定は、2009年度に初めて行われるため、2008年度との比較は不可能

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

760/881



である。VaRの測定には、金利リスク及び株価リスクの双方が含まれている。当年度末現在、VaRは977百万クローネ

であった。

ハンデルスバンケン・リヴにおける保険リスクは、以下に関する仮定の不確実性によって生じる。

・予定死亡率

・余命

・疾病又は就業不能の可能性

・事故の可能性

保険契約は、これら4つの要素を複数含んでいる場合がある。スウェーデンにおける余命の伸びは、保険会社の将

来の年金保険債務に影響を与える。ハンデルスバンケン・リヴは、余命の伸びによる将来損失をカバーするため

に、引当金142百万クローネを計上した。引当金の計上額は、保険業界が共同で取りまとめた将来死亡率に関する

仮定を基礎として算定されている。仮に死亡率が仮定よりもおしなべて10％低くなった場合、将来損失の現在価

値は、約50百万クローネとなる。

ハンデルスバンケン・リヴのリスク商品(大部分が死亡時に給付金を支払う)は、毎年、価格設定され、当社は毎

年、単独で保険料を変更している。したがって、不正確な死亡率の仮定は、比較的迅速に訂正できる。健康保険に関

しては、年毎の変動がより大きくなる可能性があり、リスク結果に変動が生じる可能性がある。但し、これらの保

険料も通常、年次で調整されるため、当社は変動を補填することができる。

小規模企業及び個人がハンデルスバンケン・リヴの保険契約者の大部分を占めている。保険リスクに関して

は、リスクが主にスウェーデンに所在するという以外にリスクの集中は存在しない。

経済資本に関するモデル

ハンデルスバンケンの経済資本算定モデルは、当行グループ全体のリスクに対する１つの尺度を提供してい

る。また、当該モデルは、資本が予想外の損失又は価値の下落を補填できる可能性が非常に高いことを示してい

る。

中央リスク管理部門は、当行グループの様々なリスクについて総合的に監視する責任を有している。当行の経

済資本(以下「EC」という。) モデルは、当該監視における重要な手段である。経済資本は、当行グループが、当行

グループのすべてのリスクに関連して、常に十分な資本を保有できるようにするために不可欠な構成要素であ

る。したがって、当行グループの見解では、経済資本は、保険事業におけるリスク及び当行の年金債務におけるリ

スクを含んでいる。

経済資本は、1年間の対象期間にわたって、容認可能なリスク水準及び望ましい格付を反映した信頼水準で計算

される。取締役会は、経済資本の算定を99.97％の信頼水準で行われなければならないと決定している。ECは平均

的な年(収益があり当行の資産価値が増加する年)における結果と99.97％の信頼水準で極端な事象が発生した年

の結果との差額である。

異なるリスク区分間への分散効果は、ECを算定する際に考慮されている。したがって、すべてのリスクに対する

所要自己資本は、個別のリスクに対する経済資本の合計を下回る。これは、リスクの一部が相互に独立しているた

めである。

2009年12月31日現在における分散化を含むAFR及びEC合計
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負の結果を吸収できるバッファーを形成している資本及びその他の財源は、利用可能な財源(以下「AFR」とい

う。) と呼ばれる。AFRは、オン・バランスシート及びオフ・バランスシートのその他の財務的価値の見積り、及び

1年間の対象期間にわたって利用可能なハンデルスバンケンの資本である。

当行グループは、株主の観点からのリスク管理及び資本管理を採用している。経済資本モデルは当行グループ

の全体的な見解を示すものであり、これにより株主から見たリスク及び資本の状態を最適化することができる。

計算結果は、新規取引又は構造上の変更が検討される際に、ますます重要な役割を果たしている。

信用リスクは、当行グループのすべての取引相手及びエクスポージャーに対する債務不履行のシミュレーショ

ン結果を用いて、算定される。

市場リスクは、トレーディング・リスクに加え、銀行業務における金利リスク、保険事業における市場リスク及

び当行独自の株式ポートフォリオにおける価値の減損リスクを含んでいる。

年金債務におけるリスクは、主として、当行の年金債務を引き受けるために存在する価値の減少リスクより構

成されている。年金債務のほとんどはスウェーデンにおけるものであり、年金基金において保証され、職業年金基

金において保険がかけられている。

非金融リスクは、オペレーショナル・リスク、事業リスク、不動産リスク及び保険リスクである。事業リスクは、

問題となっている事業の損益の予想外の変動に関連しており、例えば、需要又は競争環境が予想外に変化し、結果

として取引高の低下及び利鞘の縮小につながってしまうような場合に生じる可能性がある。不動産リスクは当行

が所有している不動産価値の下落のリスクである。

年度末において、ECは60(60)十億クローネであり、このうち信用リスクが全リスクの大部分を占めていた。取締

役会は、AFR/EC比率は最低、120％とすると規定している。年度末におけるAFR/EC比率は、211(177)％であり、当行

がリスク全般に関して十分な資本を準備していることを示している。スウェーデン金融監督庁は、当行の資本評

価全般について、同じ結論に至っている。

報告されたリスク及び資本状態は、リスクの算定に景気変動に対する余裕安全率が含まれているとはいえ、あ

くまでも断片的なものである。当行グループの自己資本比率の最終評価を実施するに当たっては、当行の資本計

画の一環として実行されたストレス・テスト及びシナリオ分析も考慮されなければならない。

資本計画

ハンデルスバンケンの資本計画は、当行グループが常に利用可能な財源及び適正な資本構成を確保することを

目的としている。所要自己資本は、当行グループの予想される発展、規制の運用、ハンデルスバンケンの経済資本

モデル及びストレス・テストの関数である。当行の所要自己資本は毎週、当行の最高財務責任者に報告され、少な

くとも四半期毎に取締役会に報告される。

当行の資本の目標は、Tier 1資本及びECのストレス・テストに基づいて、取締役会が定期的に決定する。取締役

会は、当行の経営に関する関連測定であるバーゼルⅡにおけるTier 1比率を9％から11％の間にしなければなら

ないと規定している。
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当行には、積極的な資本計画の一環として、当行が資本状況を改善する必要がある場合に講じることができる

具体的な対策を盛り込んだ危機管理計画及び行動計画がある。危機管理計画及び行動計画の目的は、早い段階で

潜在的な脅威を特定し、当行グループが必要に応じて迅速に行動する準備をするための警告システムを確保する

ことにある。

長期資本計画は、毎年策定され、当行グループの現在の資本状況、予想される資本業績の予測及び様々なシナリ

オにおける結果についての包括的な概要を提示することを目的として策定されている。これらのシナリオは、予

想される事象とは大幅に異なるように作成されているため、当行グループの低いリスク許容度と調和している。

資本計画にはまた、規制上の見解及び株主の見解の双方を考慮し、極端に不利な事業環境においていかに資本状

況を満足いく水準に維持するかについての提案も含まれている。

資本計画は、短期及び中長期的な予測に分類されている。

資本計画の一部は最大2年後までの短期予測より構成されており、主に既存の業績と所要自己資本の策定に重

点を置いている。当該予測は、資本基盤の規模及び構成を継続的に採用できるようにするために必要である。

資本計画作業は、取引高、リスク及び業績の変動についての継続的な分析を通じて、また所要自己資本及び資本

金額に影響を及ぼす可能性のある事象を監視することによって実行される。短期予測には、当行グループの資本

基盤を構成するすべてのサブ・コンポーネントが含まれている。当該作業にはまた、短期的な視点から自己資本

比率及び資本基盤において予想される変動についての様々な感応度分析を行うことも含まれている。したがっ

て、当行は、例えば市場操作を通じて、必要に応じて資本基盤の規模及び構成を変更する準備を整えることができ

る。

短期分析の結果は、実施される資本運営の基礎を形成しており、定期的に最高財務責任者に報告され、必要に応

じて最高経営責任者及び取締役会に報告される。当該分析は、既存の収益能力が取引高の様々な変動にいかに対

処できるか、及び潜在的に可能な資本運営からどのような影響が生じるかについての近い将来における判断のポ

イントを伴った慎重な基本シナリオに基づくものである。

中長期的な予測より構成される資本計画の一部は、法定自己資本比率に確実に準拠することを目的としてお

り、当行グループのAFRが、経済資本モデルに従って計算されたすべてのリスクに関する妥当な利益率を常にカ

バーできるようにすることを目的としている。その目的は、予想される業績を予測することであり、様々なシナリ

オにおける当行の抵抗力が満足いく水準にあるか否か判断することである。計画期間は最低5年間で、当行グルー

プの事業業績傾向全般を考慮に入れている。

シナリオ及びストレス・テストはまた、この予測作業において継続的に実施される。基本シナリオは、資本予測

の基礎を形成している。当該シナリオは利益、取引高の増加、貸倒損失等財政上の仮定並びに株式市場、不動産市

場及び債券市場の業績に関する今後5年間の予想される業績より取得されている。基本シナリオは、その後、数多

くの景気循環シナリオ及び危機シナリオにおける結果と比較される。ストレス・シナリオは、金融市場における

異なるマクロ経済変数の影響と歴史的関連との分析に従って策定され、ハンデルスバンケンに最も不利な影響を

もたらすと予想されるシナリオを用いて選定される。

内部的な自己資本に関する評価結果は、四半期毎に当行の取締役会に報告される。

2009年度末現在において、バーゼルⅡに基づくTier 1比率は14.2％であり、当行の長期の目標値である9％から

11％を上回っている。金融危機のさなか、健全な資本状況は有利に働き、資金調達コストを低く抑えることに役

立った。12月に、バーゼル委員会は、銀行の自己資本比率規制に関する新たな規定案を公表した。当該規定案は、

2010年上半期に検討される予定である。当行は、金融危機に瀕しても所要自己資本に関する見通しを変えなかっ

た。最新の定義によると、9％から11％の間のTier 1比率は引き続き、ハンデルスバンケンが行う業務に関連する

リスクをカバーするのに十分なマージンをもたらす水準にあると判定されている。
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注記G3　純利息収益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

利息収益

金融機関及び中央銀行 1,655 6,978

一般顧客 49,409 75,272

財務省証券及びその他の適格証券 2,755 3,948

利付証券 4,318 7,024

ヘッジ手段として認識されるデリバティブ -1,824 1,297

その他利息収益 1,361 1,186

利息収益合計 57,674 95,705

うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息収益 6,398 12,350

損益計算書に計上される利息収益 51,276 83,355

利息費用

金融機関及び中央銀行 -2,511 -11,253

一般顧客 -4,661 -16,809

発行済証券 -24,509 -32,374

ヘッジ手段として認識されるデリバティブ 5,693 -3,258

劣後負債 -2,407 -2,677

その他利息費用 -6,329 -8,557

利息費用合計(トレーディング関連項目を含む) -34,724 -74,928

うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息費用 -5,448 -10,796

損益計算書に計上される利息費用 -29,276 -64,132

純利息収益 22,000 19,223

減損貸出金に係る利息収益139(113)百万クローネを含む。償却原価で認識される資産及び売却可能資産に係る利息収益は、

合計43,871(77,029)百万クローネであった。償却原価で認識される負債に係る利息費用は、合計21,526(46,214)百万クローネ

であった。

注記G4　純手数料及びコミッション収益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

仲介 1,862 1,676

ミューチュアル・ファンド及びカストディ 1,567 1,559

助言サービス 196 192

保険 532 520

支払 2,377 2,257

貸出金及び預金 1,109 894
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保証 529 430

その他 494 502

手数料及びコミッション収益合計 8,666 8,030

仲介、ミューチュアル・ファンド及びカストディ -223 -258

支払 -957 -907

その他 -93 -70

手数料及びコミッション費用合計 -1,273 -1,235

純手数料及びコミッション収益 7,393 6,795

注記G5　公正価値で評価される金融項目からの純損益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

売却可能(実現額) 58 171

　うち株式 7 701

　うち利付証券 51 -530

ヘッジ会計

　公正価値ヘッジ -80 -443

　うちヘッジ手段 815 6,303

　うちヘッジ対象 -895 -6,746

　キャッシュフロー・ヘッジの非有効部分 -6 -10

　純投資ヘッジの非有効部分 0 -1

公正価値で測定される商品

　貸出金及び債権 -23 236

　うち銀行間金利の変動によるもの -50 246

　利付証券 23 1,072

　金融負債 158 -158

　うち銀行間金利の変動によるもの 158 -158

償却原価で計上される貸出金及び債権 514 41

償却原価で計上される金融負債 -648 17

アンバンドル型の保険契約に係る損益 -253 -51

トレーディング(トレーディング関連利息を含む) 2,714 2,295

合計 2,457 3,169

　各項目への計上額は、過年度に公表された情報から僅かに調整されているが、それによる純損益の変動はな

い。

売却可能

「売却可能」は、売却可能として分類された金融資産の実現損益を示している。売却可能資産に係る利息は、純

利息収益に計上されている。
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ヘッジ会計

「公正価値ヘッジ」には、ヘッジ対象の一部となっている金融資産及び負債の市場価値の実現及び未実現変動

に係る純損益が含まれる。これらの商品の利息収益及び利息費用は、純利息収益に計上される。

キャッシュフロー・ヘッジに用いられるデリバティブ契約の非有効部分の損益に関する影響は、「キャッシュ

フロー・ヘッジの非有効部分」に計上される。海外ユニットへの純投資ヘッジの非有効部分の損益に関する影響

は、「純投資ヘッジの非有効部分」に計上される。ヘッジ会計に関する詳細な情報は、注記G23に示されている。

公正価値で測定される商品

「公正価値で測定される商品」には、当初認識時に損益を通じて公正価値で評価するものとして分類された商

品の実現及び未実現価値の変動が含まれる。これらの商品に係る利息収益は、純利息収益に計上されている。信用

リスクに係る当初マージンは通常、信用リスクが変化したという客観的な証拠がない限りは、商品の残存期間に

わたる信用リスク・プレミアムを見積るうえでの適切な指標となる。信用リスクの変化を示す客観的な証拠の例

には、支払いの遅延若しくは不払い、破産又は信用格付けの変更がある。

償却原価で計上される貸出金、債権及び金融負債

「償却原価で計上される貸出金及び債権」は、貸出金が繰上償還される場合に生じるキャピタルゲイン/ロス

である。「償却原価で計上される金融負債」には、当行が発行した株式の買戻しによって生じたキャピタルゲイ

ン/ロスが含まれる。

アンバンドル型の保険契約に係る損益

「アンバンドル型の保険契約に係る損益」は、保険契約者に対する負債の金融要素を再評価する際に生じた損

益に相当する。

トレーディング

トレーディングには、トレーディング目的で保有する金融資産及び負債に係る市場価値、及び金利の未実現及

び実現変動が含まれる。

注記G6　保険リスク

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

保険料収入 719 792

支払保険金 -477 -470

未払保険金の変動 -11 -29

その他 -60 -78

合計 171 215

注記G7　その他収益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

賃料収入 35 27

その他営業収益 112 157

合計 147 184
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注記G8　人件費

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

給与及び報酬 -6,660 -6,053

社会保障費 -1,596 -1,511

年金費用
* -520 -140

利益分配財団に対する引当金 -748 -7

その他人件費 -494 -403

合計 -10,018 -8,114

*） 既報告年金費用の構成要素は、正味年金資産の表に示されている。

男女別分布 2009年 2008年

％ 男性 女性 男性 女性

従業員数合計 45 55 46 54

経営陣 62 38 63 37

最高経営責任者及び副社長 82 18 86 14

取締役 75 25 67 33

取締役(子会社を含む) 81 19 79 21

疾病休業率、スウェーデン、2009年 2009年 2008年

％ 男性 女性 合計 男性 女性 合計

29歳以下 1.4 2.8 2.7 1.5 2.5 2.1

30歳から49歳 1.6 3.3 2.5 1.6 3.8 2.8

50歳以上 2.5 6.1 4.5 2.6 6.5 4.6

疾病休業率合計 1.8 4.1 3.1 1.9 4.4 3.3

うち長期休業 0.6 2.1 1.4 0.6 2.4 1.6

疾病休業率は、所定労働時間に対する割合で表示されている。長期休業とは、60日以上の休業期間をいう。

給与及びその他の報酬

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

取締役会、最高経営責任者及び副社長

スウェーデン -101 -91

ノルウェー -7 -7

フィンランド -7 -7

デンマーク -7 -6

英国 -7 -7

ルクセンブルグ -2 -2

米国 -1 -

ロシア -5 -

上海 -1 -2

合計 -138 -122
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その他

スウェーデン -3,947 -3,669

ノルウェー -674 -617

フィンランド -401 -382

デンマーク -610 -453

英国 -421 -412

ルクセンブルグ -104 -87

ドイツ -55 -45

米国 -114 -119

シンガポール -21 -21

香港 -22 -14

ポーランド -43 -45

ロシア -31 -28

その他諸国 -79 -39

合計 -6,522 -5,931

合計 -6,660 -6,053

平均従業員数 2009年 男性 女性 2008年

スウェーデン 7,502 3,376 4,126 7,715

ノルウェー 772 389 383 755

フィンランド 624 243 381 647

デンマーク 750 357 393 615

英国 574 380 194 516

ルクセンブルグ 100 60 40 100

ドイツ 63 38 25 60

米国 80 51 29 87

シンガポール 36 11 25 40

香港 31 18 13 32

ポーランド 86 36 50 100

ロシア 63 19 44 58

その他諸国 140 58 82 108

合計 10,821 5,036 5,785 10,833

上級経営陣の任期及び報酬

上級経営陣に対する報酬に関する方針及び決定プロセスについては、管理報告書のコーポレート・ガバナンス

・レポートを参照のこと。

全般情報
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ハンデルスバンケンの上級経営陣に対する報酬は、固定給、社用車又は類似するもの等の一般的な手当、及び年

金給付の形式で支払われる。上級経営陣には変動報酬は支払われない。また、解雇給付に関する契約も存在しな

い。

最高経営責任者の任期及び報酬

2009年において当行の最高経営責任者であるPär Boman氏は、固定給7.8(7.4)百万クローネ、年金給付

3.9(3.5)百万クローネ及びその他給付0.4(0.4)百万クローネを受領した。したがって、Pär Boman氏の報酬合計

は、12.1(11.3)百万クローネである。

Pär Boman氏の退職年齢は58歳であり、この年齢に達するまで最高経営責任者として在職する予定である。退

職までの期間に、同氏の年金は退職日における給与の65％に達するまで継続的に引当金に未払計上される。2009

年度末現在の未払年金額は、同氏の2009年度の給与の27％分であった。同氏が退職年齢に到達した後は、引当金は

計上されない。最高経営責任者が早期退職した場合、引当金が中止され、未払年金は払込済契約に預託される。他

の企業の取締役を務めたことによる報酬等の外部報酬は、当行に支払われなければならない。2009年度に受領し

た外部報酬はない。

当行のその他すべての従業員と同様に、最高経営責任者及びその他の上級経営陣は、ハンデルスバンケンの利

益分配計画であるオクトゴーネンの１ユニットが割当てられている。2008年度に係る利益の2009年度における分

配はなかった。2007年度に係る利益の2008年度における分配額は、スウェーデンの1ユニットにつき5,819クロー

ネであった。

その他の上級経営陣の任期

当行の副社長の最低年金支給年齢は60歳である。60歳から64歳までの退職年金は、退職日の給与の65％である。

65歳からの退職年金は、年収の10％であり、価格基準額の7.5倍を上限としている。一般的な国家保険制度に基づ

く年金も支払われる。退職日の最終給与の65％にあたる退職年金は、価格基準額の7.5倍を超える給与部分に関し

て支払われる。

最高経営責任者及び副社長に対する年金は、退職年齢に達するまでの期間に毎年、継続的に未払計上され、規定

された退職年齢に達するまで全額未払計上される。当行は、毎年、年金が未払計上されるのと同じ比率で費用を計

上している。未払年金債務は、当行の年金基金又は年金ファンドにおいて権利が確定し保証される。規定の退職年

齢よりも早く退職する場合、未払年金に対する払込済契約が発行される。

その他の上級経営陣及び取締役会メンバーの報酬

当行の従業員ではない取締役会メンバーは、定時株主総会の決議に従った報酬のみを受領している。当該報酬

は、50-51ページ(訳注：原文のページ数である)に記載されている。

当行の従業員である取締役会メンバーは、従業員であるため、報酬及び年金給付を受領する。取締役会のメン

バーに対しては、その他の報酬又は年金給付は支給されない。

副社長であるOlle Lindstrand氏は、報酬及びその他給付として2.6(2.6)百万クローネを受領した。このうち、

0.1(0.1)百万クローネがその他給付である。外部報酬は受領していない。

その他の20(23)名の副社長は、合計75.0(70.7)百万クローネの報酬及びその他給付を受領していた。このうち、

4.9(4.6)百万クローネがその他給付である。当行に対する外部報酬の支払いはなかった。

年金債務

当年度中の未払年金受給権は、最高経営責任者の年金債務を3.9(3.5)百万クローネ、副社長であるOlle

Lindstrand氏の年金債務を0.8(0.8)百万クローネ増加させている。最高経営責任者の年金債務は、81.8(74.3)百
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万クローネであった。当年度中の未払年金受給権は、その他の20(23)名の副社長の年金債務を20.2(22.5)百万ク

ローネ増加させている。

現在及び過去の取締役、最高経営責任者及び副社長に対する当年度中の確定給付年金制度に関する未払年金受

給権及び確定拠出年金制度に関する年金保険料は、当行グループが37.0(40.4)百万クローネ、親会社が

31.8(33.8)百万クローネであった。

年金債務は、当行グループが1,822(1,784)百万クローネで、親会社が1,614(1,576)百万クローネであった。これ

らの債務でカバーされる人数は、当行グループが76(75)人で、このうち32(32)人が年金受給者である。親会社にお

いては、57(57)人で、このうち28(28)人が年金受給者である。これらの債務は、当行の年金基金でカバーされてい

るか、又は当行の年金ファンドで保証されている。

当年度の年金債務及び未払年金受給権に関する情報は、すべてIAS第19号に従って計算されている。

取締役会メンバー及び上級経営陣に対する貸付金

当行又はグループ会社の取締役、最高経営責任者及び副社長に対する貸付金は、当行又はグループ会社におい

て231.7(168.2)百万クローネ、親会社において132.6(112)百万クローネであった。

正味年金資産

以下の年金債務に対する引当金が貸借対照表上に計上されている

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

年金債務 16,007 15,529

制度資産の公正価値 17,945 13,332

年金債務から制度資産を控除した金額 -1,938 2,197

年金数理上の利益(+)/損失(-) -2,442 -6,843

年金計上額 -4,380 -4,646

年金計上額の合計金額がマイナスであるという事実は、貸借対照表に年金資産が計上されていることを意味している。

年金費用

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

当年度中に発生した年金 -509 -437

年金引当金に係る利息 -609 -574

制度資産に係る期待収益 1,129 1,104

年金負債の清算 - 6

数理計算上の利益(+)/損失(-)の償却 -262 48

年金費用、確定給付年金制度 -251 147

早期退職年金費用 -3 -18

年金費用、積立制度 -254 129

年金費用、確定拠出年金制度 -251 -204

雇用主の特別拠出及び年金契約者の税金、その他年金費用 -15 -65

年金費用合計 -520 -140

年金債務及び年金費用の数理計算は、以下の仮定を主要な計算基礎としている。
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2009年 2008年

割引率、％ 3.9 3.9

予想昇給率、％ 3.8 3.8

制度資産に係る期待収益率、％ 6.9 7.0

年金指標、％ 2.1 2.1

所得基準額、％ 2.8 2.8

離職率、％ 2.8 2.8

退職までの予想勤務年数 20.0 20.0

年金債務、制度資産及び年金引当金並びに確定給付年金制度に関する数理計算上の純利益/損失は、以下に示すとおりであ

る。雇用主に対して支払われる積立金は、雇用主の年金費用に関して支払われる積立金のことである。

年金債務

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

期首残高 15,529 14,728

当年度中に発生した年金 509 437

利息費用 609 574

給付金支払額 -611 -594

年金債務の清算 - -6

過年度計上額の利益剰余金への振替 - -3

数理計算上の利益(+)/損失(-) -124 577

外貨換算影響額 95 -184

期末残高 16,007 15,529

制度資産

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

期首残高 13,332 22,059

制度資産の期待収益 1,129 1,104

雇用主の拠出による積立金 161 364

雇用主に対して支払われる積立金 -621 -578

従業員に直接支払われる積立金 -159 -289

数理計算上の利益(+)/損失(-) 4,048 -9,209

外貨換算影響額 55 -119

期末残高 17,945 13,332

制度資産に係る収益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

制度資産の期待収益 1,129 1,104
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数理計算上の利益(+)/損失(-) 4,048 -9,209

実際の収益 5,177 -8,105

年金債務に係る引当金

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

期首残高 -4,646 -4,386

年金費用、確定給付年金制度 251 -147

給付金支払額 169 273

雇用主の拠出による積立金 -161 -364

外貨換算影響額 7 -22

期末残高 -4,380 -4,646

数理計算上の純利益/損失

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

期首残高、数理計算上の利益(+)/損失(-) -6,843 2,945

数理計算上の利益(+)/損失(-)計上額 262 -48

数理計算上の利益(+)/損失(-)、年金引当金の清算 0 0

数理計算上の利益(+)/損失(-)、年金債務 124 -577

数理計算上の利益(+)/損失(-)、制度資産 4,048 -9,209

外貨換算影響額 -33 46

期末残高、数理計算上の利益(+)/損失(-) -2,442 -6,843

制度資産は、主として株式及び利付証券より構成されており、貸借対照表日における市場価値は以下のとおりである。

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

株式及び参加持分 14,741 9,907

利付証券等 3,204 3,425

合計 17,945 13,332

制度資産には、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトの株式が含まれており、貸借対照表日である

2009年12月31日における市場価値は0(402)百万クローネである。スウェーデン、ノルウェー、英国及びドイツにおける年金制

度は確定給付制度によっており、年金額は最終給与額の一定の割合を基礎として算定される。退職後医療保障制度はない。

実績

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年

年金債務 16,00715,52914,728 13,669 13,709

制度資産の公正価値 17,94513,33222,059 23,842 20,147

年金債務から制度資産を控除した金額 -1,938 2,197 -7,331-10,173 -6,438

当期の数理計算上の利益(+)/損失(-)、年金債務 124 -577 -719 431 -1,286

　うち、実績調整によるもの 136 22 -693 462 -1,089
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　うち、数理計算上の仮定の変更によるもの -12 -599 -26 -31 -197

当期の数理計算上の利益(+)/損失(-)、制度資産 4,048 -9,209-2,383 3,126 3,142

　うち、実績調整によるもの 4,048 -9,193-2,383 3,126 3,142

　うち、数理計算上の仮定の変更によるもの 0 -16 0 0 0

将来キャッシュ・フロー

百万スウェーデン・クローネ 2009年実績 2010年予測

予想年金支払額 -611 -559

スウェーデンでは、スウェーデン銀行雇用主協会(以下「BAO」という。) とスウェーデン金融セクター組合、並びにBAOと

SACO(スウェーデン専門職連盟)との年金契約に従って、65歳から退職年金が支給される。年金額は年収の10％、所得基準額の

7.5倍を上限としている。所得基準額の7.5倍から20倍までの給与の部分については、退職年金は65％で、所得基準額の20倍か

ら30倍までの給与の部分については、退職年金は32.5％である。所得基準額の30倍を上回る給与については、退職年金は支給

されない。

注記G9　その他費用

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

不動産及び建物設備 -1,090 -1,028

外部IT費用 -1,339 -1,309

通信費 -421 -414

旅費及びマーケティング費用 -381 -394

購入したサービス -840 -771

備品費 -303 -235

その他管理費用 -345 -537

合計 -4,719 -4,688

うち、オペレーティング・リースに係る費用

　最低リース料 -709 -687

　変動手数料 -13 -82

合計 -722 -769

オペレーティング・リースは主として、事務所及び事務所設備に関する運営のための標準的な契約によるものである。事務

所賃借料には、通常、インフレ率と固定資産税に関連した変動リース料が含まれている。2009年の最大の個別リース契約費用

は、約128(128)百万クローネであった。主要な契約には変動リース料は含まれていない。

監査費用 監査 コンサルティング

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年 2009年 2008年

定時株主総会で選任された監査人

ケーピーエムジーエービー -12 -14 -1 -1
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アーンスト・アンド・ヤング・エー

ビー -2 -2 -1 -1

内部監査 -98 -90

注記G10　貸倒損失

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

個別に評価された貸出金債権に対する特定の引当金

当年度引当金 -3,341 -1,262

過年度の引当金の戻入れ 204 189

合計 -3,137 -1,073

集合的引当金

個別に評価された貸出金債権に対する当年度中の集合的引当金 13 -189

同種の貸出金債権に対する当年度中の集合的引当金 -98 -69

オフ・バランスシート項目に対する当年度の集合的

引当金
-30 -

合計 -115 -258

その他引当金

オフ・バランスシート項目に対する引当金 -16 -95

過年度の引当金の戻入れ 78 -

合計 62 -95

償却

当年度中の実際の貸倒損失 -881 -963

過年度引当金の取崩し 532 495

回収 148 289

合計 -201 -179

担保権実行不動産の価値の変動

当年度中の価値の変動 -1 -

貸倒損失、正味 -3,392 -1,605

減損貸出金等

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

減損貸出金 8,615 5,367

個別に評価された貸出金債権に対する特定の引当金 -4,686 -2,102

小口かつ類似した信用リスクを有する集合的に評価された同種

の貸出金債権グループに対する引当金
-220 -161

個別に評価された貸出金債権に対する集合的引当金 -474 -482
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減損貸出金純額 3,235 2,622

減損貸出金引当率、％ 62.4 51.1

減損貸出金の割合、％ 0.21 0.17

集合的引当金を除いた減損貸出金引当率、％ 56.9 42.2

不良債権であるが減損貸出金ではないもの、百万スウェーデン

・クローネ
1,519 1,709

当年度中に再編された貸出金債権の帳簿価額、再構築前、百万ス

ウェーデン・クローネ
1,479 1,316

当年度中に再編された貸出金債権の帳簿価額、再構築後、百万ス

ウェーデン・クローネ
1,463 1,316

当年度中に正常債権に区分変更された減損貸出金、百万ス

ウェーデン・クローネ 100 127

契約上のキャッシュ・フローを実現できない可能性が高い場合、貸出金債権は減損貸出金として分類される。個別引当金の対

象となるすべての貸出金は、一部担保でカバーされる場合でも、全額が減損貸出金に含まれる。これは、引当金繰入率の算定に

おいて受領した担保は考慮されないことを意味する。不良債権は、利息、元本返済又は当座貸越の支払期限が60日を超過して

いる貸出金のことである。その他の定義については、160ページ（訳注：ハンデルスバンケンの2009年のアニュアルレポート

原文の項目名であり、当該項目は本書には含まれていない。）を参照のこと。

減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2009年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
*

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

個人 1,222 -664 558 541 966

住宅協同組合 90 -15 75 71 85

不動産管理 1,304 -538 766 318 92

製造 2,852 -2,190 662 599 130

リテール 607 -444 163 20 44

ホテル及びレストラン 29 -24 5 2 11

その他運輸及び通信 142 -111 31 20 5

建設 335 -155 180 122 101

電気、ガス及び水道 10 -8 2 0 2

農業、狩猟業及び林業 33 -23 10 7 0

その他サービス 63 -46 17 16 11

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・

ファンド等 1,311 -376 935 71 5

その他法人貸付 617 -313 304 239 67

合計 8,615 -4,907 3,708 2,026 1,519
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減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2008年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
*

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

個人 875 -431 444 422 939

住宅協同組合 38 -20 18 12 68

不動産管理 1,190 -285 905 423 390

製造 557 -401 156 151 50

リテール 359 -199 160 143 92

ホテル及びレストラン 17 -10 7 8 15

その他運輸及び通信 57 -39 18 17 5

建設 118 -46 72 70 54

電気、ガス及び水道 4 0 4 4 26

農業、狩猟業及び林業 37 -15 22 16 -

その他サービス 31 -15 16 15 13

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・

ファンド等 1,359 -332 1,027 27 14

その他法人貸付 725 -470 255 257 43

合計 5,367 -2,263 3,104 1,565 1,709

*）個別に評価された貸出金債権に対する特定の引当金及び集合的に評価された貸出金債権に対する引当金を考慮後の帳簿価額。但し、個別

に評価された貸出金債権に対する集合的引当金を除く。

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2009年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
*

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

スウェーデン 4,810 -3,370 1,440 1,140 866

ノルウェー 829 -408 421 422 276

フィンランド 513 -318 195 71 362

デンマーク 412 -226 186 127 15

英国 772 -244 528 184 0

その他欧州 93 -10 83 82 0

北米 1,186 -331 855 0 0

アジア 0 0 0 0 0

合計 8,615 -4,907 3,708 2,026 1,519

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2008年 減損貸出金
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百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
*

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

スウェーデン 2,192 -1,253 939 793 910

ノルウェー 594 -136 458 457 432

フィンランド 279 -173 106 84 244

デンマーク 365 -183 182 150 36

英国 604 -188 416 78 87

その他欧州 3 0 3 3 0

北米 1,330 -330 1,000 0 0

アジア 0 0 0 0 0

合計 5,367 -2,263 3,104 1,565 1,709

*）個別に評価された貸出金債権に対する特定の引当金及び集合的に評価された貸出金債権に対する引当金を考慮後の帳簿価額。但し、個別

に評価された貸出金債権に対する集合的引当金を除く。

延滞しているが減損していない貸出金債権の分

析、2009年 一般顧客に対する貸出金

百万スウェーデン・クローネ

金融機関

に対する

貸出金 個人 法人 その他 合計

5日から30日までの延滞 - 2,554 1,336 4 3,894

31日から60日までの延滞 - 413 300 0 713

61日から90日までの延滞 - 231 215 0 446

91日から360日までの延滞 - 515 249 0 764

360日超の延滞 - 220 90 0 310

合計 - 3,933 2,190 4 6,127

延滞しているが減損していない貸出金の分析、

2008年 一般顧客に対する貸出金

百万スウェーデン・クローネ

金融機関

に対する

貸出金 個人 法人 その他 合計

5日から30日までの延滞 1 3,630 2,765 1 6,397

31日から60日までの延滞 - 581 617 0 1,198

61日から90日までの延滞 - 278 280 0 558

91日から360日までの延滞 - 480 289 - 769

360日超の延滞 - 181 201 - 382

合計 1 5,150 4,152 1 9,304

注記G11　不動産及び器具備品並びに無形資産の処分損益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年
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器具備品 4 -3

不動産 - 273

合計 4 270

受領した金額と売却した不動産及び器具備品並びに無形資産の帳簿価額の差額をこの欄で報告している。

注記G12　非継続事業

非継続事業からの損益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

収益 776 385

費用 -737 -125

非継続事業からの営業利益 39 260

法人税 -3 -73

非継続事業からの当期利益 36 187

非継続事業からの損益は主として、当年度中に取得したPlastal Groupの事業、並びに当行がSPP(自社ブラン

ド)のために提供した資産運用業務及びその他のサービスの対価としてハンデルスバンケンが受領した2009年第

1四半期までの報酬の純額で構成されている。

2009年7月2日に、Plastal Group及びPlastal Holdingの破産管財人との取決めを通じてPlastalの事業を取得

した。その取決めにより、スウェーデンにおける事業の資産及び負債並びにPlastal AS、Plastal NV及びPlastal

Building ABの株式100％を取得した。その株式は契約日時点で承継及び譲渡され、その資産及び負債は2009年9月

1日に承継及び譲渡された。購入価格合計は、381百万クローネであった。この金額の大半は、当行の破産債権の償

却を通じて当行に払い戻された。取得した事業が当事業年度全体を通じて当行グループの一部となっていた場合

でも、当行グループの収益及び利益は基本的に同額となっていたであろう。

Plastal Groupの事業は、自動車産業のエクステリアに用いるプラスチック・コンポーネントの製造より構成

されている。この取得により、当行は財政的に持続可能な正のキャッシュ・フローをもたらすと考えられる事業

を承継した。取得したPlastal Groupの事業は、スウェーデン、ノルウェー及びベルギーで業務を行っている。当行

は、Plastalの事業を可及的速やかに売却する意向である。

下表は、購入価格を取得した事業の資産及び負債にどのように配分したかを示したものである。取得した事業

の資産の公正価値は、取得時の価格を68百万クローネ上回っている。この金額は、損益計算書の「回収／貸倒損

失」で報告されている。

百万スウェーデン・クローネ

取得時に認識された

価値(IFRS)

取得前のPlastalの

帳簿価額

現金 60 60

無形資産 7 7

不動産及び器具備品 271 271

その他資産 301 301

前払費用及び未収金 14 14

資産合計 653 653
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当期税金負債 2 2

年金負債 32 0

その他負債 97 97

未払費用及び繰延収益 73 73

負債合計 204 172

純資産合計 449 481

注記G13　一株当たり利益

2009年 2008年

当期利益、継続事業、百万スウェーデン・クローネ 10,208 11,944

　うち、転換可能劣後ローンに係る利息費用、税引後 -25 -64

当期利益、非継続事業、百万スウェーデン・クローネ 36 187

　うち、転換可能劣後ローンに係る利息費用、税引後 - -

当期利益、事業全体、百万スウェーデン・クローネ 10,244 12,131

　うち、転換可能劣後ローンに係る利息費用、税引後 -25 -64

発行済株式の平均株式数(百万株) 623.3 623.3

希薄化効果のある株式の平均株式数(百万株) 19.3 8.2

希薄化後発行済株式の平均株式数(百万株) 642.6 631.5

継続事業からの一株当たり利益、スウェーデン・クローネ 16.38 19.16

　希薄化後 15.92 19.02

非継続事業からの一株当たり利益、スウェーデン・クローネ 0.06 0.30

　希薄化後 0.06 0.29

事業合計からの一株当たり利益、スウェーデン・クローネ 16.44 19.46

　希薄化後 15.98 19.31

一株当たり利益は、普通株主に帰属する純利益を当年度中の加重平均発行済普通株式数で除して計算される。

分母からは当行が買い戻した保有自己株式数を控除する。

希薄化後一株当たり利益は、分子に当年度中に支払った転換可能劣後ローンに係る利息費用を足し戻し、分母

に転換に応じた場合に追加される平均株式数の調整を行うことによって計算される。

注記G14　金融資産及び負債の分類

2009年

損益に公正価値で計上され

るもの

百万スウェー

デン・クロー

ネ

トレーディ

ング目的 その他
*

ヘッジ手段と

して特定され

たデリバティ

ブ

満期保有

投資

貸出金及び

顧客に対す

る債権

売却可能金

融資産

その他金融

資産/負債

帳簿価額

合計 公正価値

資産
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現金及び中央

銀行預け金 49,882 49,882 49,882

財務省証券及

びその他の

適格証券 24,771 73,098 5,700 1,587 105,156 105,151

金融機関への

貸出金 168,100 168,100 167,883

一般顧客への

貸出金 5,728 1,471,455 1,477,1831,487,516

ポートフォリ

オ・ヘッジ

における金

利ヘッジ対

象の価値変

動 2,979 2,979 2,979

社債およびそ

の他の利付

証券 20,575 33,436 1,368 15,467 70,846 70,845

株式及び参加

持分 17,076 3,746 4,061 24,883 24,883

関連会社にお

ける持分利

益 93 93 93

顧客が価値変

動リスクを

負う資産 47,666 3,366 51,032 51,032

デリバティブ

商品 90,096 17,059 107,155 107,155

その他資産 61 42,533 42,594 42,594

前払費用及び

未収金 92 1,211 145 5,364 1 6,813 6,813

金融資産合計 152,671164,885 17,059 7,213 1,743,67921,116 93 2,106,7162,116,826

非金融資産 16,127

資産合計 2,122,843

負債

金融機関から

の預り金 239,790 239,790 239,792

一般顧客から

の預金及び

借入金 549,748 549,748 550,750

顧客が価値変

動リスクを

負う負債 47,737 3,366 51,103 51,103

発行済証券 8,846 957,229 966,075 976,813

デリバティブ

商品 88,292 4,809 93,101 93,101

その他トレー

ディング負

債 29,647 29,647 29,647

その他負債 23,175 23,175 23,175

未払費用及び

繰延収益 17,456 17,456 17,456
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劣後負債 59,005 59,005 61,174

金融負債合計 126,785 47,737 4,809 1,849,7692,029,1002,043,011

非金融負債 10,655

負債合計 2,039,755

*）公正価値で測定されるものに分類されるもの

金融資産及び負債に関する公正価値の計算

金融資産及び負債の公正価値に関する情報は、以下のように作成されている。

帳簿価額が公正価値の妥当な近似値となる資産及び負債

支払手段、変動利付債権及び負債、並びに短期債権及び負債に関しては、公正価値は帳簿価額と同額とみなされ

る。満期日又は次の金利確定日が30日以内に到来する債権及び負債は、短期と定義される。

貸付

償却原価で計上される固定利付貸付の公正価値は、同じ満期を有する貸付の最新の市場金利を信用リスク及び

流動性リスクで調整したものを使用して測定される。市場金利が調整されている信用リスク及び流動性リスク・

プレミアムは、測定時に新規貸付に対する平均マージンと同一と仮定される。

財務省証券、その他の適格証券及びその他の利付証券

政府が発行する証券及びスウェーデンの抵当債券は、最新の市場価格を使用して評価される。社債は、同じ満期

の市場金利を信用リスク及び流動性リスクで調整したものを基礎とする評価技法を適用して評価される。その評

価は、最新の市場価格を反映していることを確認するために、定期的に見直される。その見直しは、主に同一又は

類似商品において最近成立した取引と比較することにより実施される。

株式及び参加持分

当行グループのポートフォリオの大半は、活発な市場に上場されている市場価格で評価される株式である。非

上場株式は、評価モデルを適用して公正価値で測定される。モデルの選択は、個別の株式にとって適切と判断され

るものによって決定される。企業の契約書によって株式を処分できる価格が規定されている非上場株式の場合、

そのポートフォリオは事前に決定された処分価格で評価される。例えば、株主総会でその譲渡価格が決議される

場合がある。プライベート・エクイティ・ファンドへの投資を評価する際には、欧州ベンチャー・キャピタル・

アンド・プライベート・エクイティ・アソシエーション（EVCA）で採用されている、同じ業種の比較可能な上場

企業の収益率を基礎とした評価原則を適用する。関連会社への参加持分の場合、公正価値ではなく、持分法に従っ

た帳簿価額で報告される。

資金調達及び発行済証券

活発な市場に上場されている発行済証券は、市場価格で評価される。非上場発行済証券及びその他の資金調達

は、当行グループの最新の資金調達金利で評価される。

デリバティブ

活発な市場で取引されているデリバティブは、市場価格で評価される。他のデリバティブは、市場から得られる

データを主要な基礎とする、一般的に認められている評価技法を適用して評価される。適用される評価技法はす

べて、市場において一般的に認められており、市場における価格付けの際に考慮されるであろうすべてのパラ
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メーターを考慮に入れるものである。その評価技法は、その信頼性を確保するために定期的に検証される。ごく限

られた種類の契約については、市場から直接得られない仮定に部分的に依拠する高度な評価モデルを適用する。

適用される仮定は、評価結果を調整する必要性及び予測の手段を見出すために、実際の結果と対比して定期的に

評価される。

顧客が価値変動リスクを負う資産及び負債

これらの項目は、取引相手が価値変動リスク全体を負うような資産及び負債(例：ユニットリンク保険契約に

おける資産及び負債)に該当する。ミューチュアル・ファンドへの持分は、最新の市場価値で評価される。顧客が

リスクを負う負債の評価は、その負債に対応する資産の評価を反映する。顧客がリスクを負う資産として表示さ

れている貸出金及び債権に関する情報は、その他の貸出金及び債権と同じ方法で入手される。

2008年

損益に公正価値で計上され

るもの

百万スウェー

デン・クロー

ネ

トレーディ

ング目的 その他
*

ヘッジ手段と

して特定され

たデリバティ

ブ

満期保有

投資

貸出金及び

顧客に対す

る債権

売却可能

金融資産

その他金融

資産/負債

帳簿価額

合計 公正価値

資産

現金及び中央

銀行預け金 66,894 66,894 66,894

財務省証券及

びその他の

適格証券 7,992 76,404 385 84,781 84,781

金融機関への

貸出金 164,981 164,981 165,539

一般顧客への

貸出金 6,688 1,474,787 1,481,4751,493,483

ポートフォリ

オ・ヘッジ

における金

利ヘッジ対

象の価値変

動 144 144 144

社債およびそ

の他の利付

証券 30,525 25,598 1,435 23,939 81,497 81,497

株式及び参加

持分 8,253 4,485 2,951 15,689 15,689

関連会社にお

ける持分利

益 84 84 84

顧客が価値変

動リスクを

負う資産 31,552 31,552 31,552

デリバティブ

商品 184,987 7,252 192,239 192,239

その他資産 8 12,929 12,937 12,937

前払費用及び

未収金 244 1,133 12 8,475 10 9,874 9,874

金融資産合計 232,009145,860 7,252 1,447 1,728,21027,285 84 2,142,1472,154,713
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非金融資産 16,637

資産合計 2,158,784

負債

金融機関から

の預り金 41,385 277,728 319,113 320,848

一般顧客から

の預金及び

借入金 543,760 543,760 544,131

顧客が価値変

動リスクを

負う負債 31,654 31,654 31,654

発行済証券 3,162 892,547 895,709 907,549

デリバティブ

商品 166,660 2,980 169,640 169,640

その他トレー

ディング負

債 17,580 17,580 17,580

その他負債 15,951 15,951 15,951

未払費用及び

繰延収益 326 290 19,072 19,688 19,688

劣後負債 61,434 61,434 64,819

金融負債合計 187,728 73,329 2,980 1,810,4922,074,5292,091,860

非金融負債 9,292

負債合計 2,083,821

*）公正価値で測定されるものに分類されるもの

注記G15　金融資産及び負債の公正価値測定

2009年

百万スウェーデン・クローネ 上場価格

市場データに

基づく評価

市場データ

以外のデー

タに一部基

づく評価 合計

資産

財務省証券及びその他の適格証券 99,456 99,456

一般顧客への貸出金 5,728 5,728

社債およびその他の利付証券 59,172 10,306 - 69,478

株式及び参加持分 20,454 2,977 1,452 24,883

顧客が価値変動リスクを負う資産 47,666 47,666

デリバティブ商品 3,279 103,876 - 107,155

公正価値で計上される金融資産合計 230,027 122,887 1,452 354,366

負債

金融機関からの預り金 -

顧客が価値変動リスクを負う負債 46,450 1,287 47,737

発行済証券 8,846 8,846
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デリバティブ商品 2,841 90,260 - 93,101

その他トレーディング負債 29,634 13 29,647

公正価値で計上される金融負債合計 78,925 100,406 - 179,331

2008年

百万スウェーデン・クローネ 上場価格

市場データに

基づく評価

市場データ以

外のデータに

一部基づく評

価 合計

資産

財務省証券及びその他の適格証券 84,781 84,781

一般顧客への貸出金 6,688 6,688

社債およびその他の利付証券 55,513 24,501 48 80,062

株式及び参加持分 10,094 4,182 1,413 15,689

顧客が価値変動リスクを負う資産 31,552 31,552

デリバティブ商品 13,197 178,599 443 192,239

公正価値で計上される金融資産合計 195,137 213,970 1,904 411,011

負債

金融機関からの預り金 227 41,158 41,385

顧客が価値変動リスクを負う負債 29,934 1,720 31,654

発行済証券 972 2,190 3,162

デリバティブ商品 12,518 157,109 13 169,640

その他トレーディング負債 17,399 181 17,580

公正価値で計上される金融負債合計 61,050 202,358 13 263,421

この情報に対応する2008年年次報告書における情報とは異なり、公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象は、ヘッジ対象となる金利リスクに起

因する市場価値でのみ測定されるため、上記の情報には含まれていない。比較数値は調整されている。

上表は、適用される評価技法に従って、公正価値で計上される金融資産及び負債の区分を示したものである。

「上場価格」欄は、活発な市場における市場価格のある商品(レベル1)より構成されている。市場価格が十分な規

則性をもって容易に入手可能である場合、市場は活発であるとみなされる。「市場データに基づく評価」欄は、市

場金利又は関連の深い商品の価格等、その他外部の市場情報を用いて評価される金融商品(レベル2)を示したも

のである。「市場データ以外のデータに一部基づく評価」欄は、一部の重要なインプットが相関又は将来キャッ

シュ・フローに関する仮定等の市場から直接入手できない見積り又は仮定に基づいている評価モデルを使用し

て評価される商品(レベル3)より構成される。

下表は、当事業年度において当行グループが保有する市場データ以外のデータに一部基づいて評価される商品

の調整表である。

市場データ以外のデータに一部基づいて評価さ

れる商品

百万スウェーデン・クローネ

社債及びその

他の利付証券

株式及び

参加持分

デリバティブの

正味

ポジション

合計

2009年

期首現在帳簿価額 48 1,413 430 1,891

新規取得 51 51
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当年度の発行 -4 -4

当年度に満期を迎えたもの 5 5

実現価値変動（損益に計上） -48 -376 -376 -800

未実現価値変動（損益に計上） -139 -139

その他包括利益に計上された価値変動 14 14

レベル1からの振替 350 350

レベル2への振替 84 84

期末現在帳簿価額 - 1,452 - 1,452

注記G16　分類変更された金融資産

2008年7月1日に、当行グループの流動性ポートフォリオの一部を、トレーディング目的保有の区分から売却可

能並びに貸出金及び債権の区分に分類変更した。また、従来売却可能の区分として報告していた特定のポート

フォリオを、貸出金及びその他の債権並びに満期保有目的の区分に分類変更した。より詳細な分類変更に関する

原則は、当行グループの会計方針(注記G1)に記載されている。下表は、この分類変更による報告額への影響を示し

たものである。2008年7月1日の分類変更以来、金融資産の新たな分類変更は行われていない。

貸出金として分類

された保有

売却可能

金融資産

満期保有

投資

百万スウェーデン・クローネ

トレーディング

目的保有から分

類変更

売却可能から

分類変更

トレーディング

目的保有から

分類変更

売却可能から

分類変更

帳簿価額 1,595 18,662 2,745 227

公正価値 1,571 18,555 2,745 227

2008年7月1日の分類変更時における帳簿価額 3,041 19,722 2,578 209

2009年期首現在における帳簿価額 3,073 23,159 2,949 241

2009年期首現在における公正価値 2,953 21,535 2,949 231

2009年に損益計算書に計上された価値変動 5 -123 1 -13

2009年にその他包括利益に計上された価値変動 -125 -896 118 -

2009年に損益計算書に計上されていたであろう価値変動

(分類変更が行われなかった場合) 57 -127 333 -13

2008年にその他包括利益に計上されていたであろう価値

変動(区分変更が行われなかった場合) -117 - -334 -

2009年にその他包括利益に計上されていたであろう価値

変動(分類変更が行われなかった場合) - 1,539 - 8

2008年にその他包括利益に計上されていたであろう価値

変動(分類変更が行われなかった場合) - -1,227 - -9

分類変更以降の償却額及び満期の到来したものの額 -1,731 -3,599 -286 -

2009年の利息収益 39 565 85 7

損益計算書及びその他包括利益に計上された価値変動は、資産の公正価値について認識された変動で構成され

ている。

注記G17　金融機関への貸出金
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百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

　銀行 71,312 54,286

　その他金融機関 14,733 16,687

合計 86,045 70,973

貸出金(外貨建て)

　銀行 30,524 41,273

　その他金融機関 51,540 52,739

合計 82,064 94,012

潜在的な貸倒損失 -9 -4

合計 168,100 164,981

うちリバース・レポ 64,701 48,870

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

金融機関への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 91,567 75,167

金融機関への貸出金(外貨建て) 127,152 131,834

合計 218,719 207,001

うちリバース・レポ 25,601 36,244

残存期間

百万スウェーデン・クローネ
要求払い

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

2009年 60,732 86,535 5,578 11,065 4,190 168,100

2008年 62,831 72,172 11,131 12,857 5,990 164,981

注記G18　一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

　個人 511,315 474,781

　企業(国債局含む) 444,269 456,277

合計 955,584 931,058

貸出金(外貨建て)

　個人 144,332 133,396

　企業(国債局含む) 382,638 419,762

合計 526,970 553,158
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潜在的な貸倒損失 -5,371 -2,741

一般顧客への貸出金合計 1,477,183 1,481,475

うちリバース・レポ 11,544 4,781

うち劣後分 0 1,600

平均取引高、一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

一般顧客への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 939,913 901,987

一般顧客への貸出金(外貨建て) 554,791 478,707

合計 1,494,704 1,380,694

うちリバース・レポ 8,170 13,174

残存期間

百万スウェーデン・クローネ
要求払い

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

2009年 99,577395,972221,032446,043314,5591,477,183

2008年 63,345424,216193,746490,179309,9891,481,475

注記G19　利付証券

2009年 2008年

百万スウェーデン・クローネ 額面価額 公正価値 額面価額 公正価値

政府 99,396 103,677 81,921 84,781

金融機関 17,903 18,260 31,180 31,288

住宅金融専門機関 32,946 34,260 31,140 31,974

その他 19,753 19,799 20,010 18,193

合計 169,998 175,996 164,251 166,236

満期保有目的投資の帳簿価額の調整 6 42

帳簿価額合計 176,002 166,278

担保適格証券 100,773 105,151 79,896 84,781

社債及びその他の利付証券 69,225 70,845 84,355 81,455

利付証券合計 169,998 175,996 164,251 166,236

うち非上場証券 1,800 1,556

うち劣後分 0 59
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残存期間

百万スウェーデン・クローネ
要求払い

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以下

1年超

5年以下
5年超 合計

2009年 12,257 63,21710,446 64,675 25,407 176,002

2008年 11,611 56,35518,283 62,343 17,686 166,278

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

利付証券 125,097 103,752

利付証券、保険事業 20,492 21,388

合計 145,589 125,140

注記G20　株式及び参加持分

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

トレーディング目的保有

　上場 18,446 9,552

　非上場 2,376 3,185

合計 20,822 12,737

売却可能に分類

　上場 3,394 2,290

　非上場 667 662

合計 4,061 2,952

株式及び参加持分合計 24,883 15,689

注記G21　関連会社における持分

関連会社の保有

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

非上場 93 84

株式及び参加持分合計 93 84

関連会社における参加持分

期首現在帳簿価額 84 448

当年度持分利益 26 79

法人税 -7 -24

配当金 -3 0

処分 -7 -417

換算差額 - -2

期末現在帳簿価額 93 84
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関連会社

帳簿価額

百万スウェーデン・

クローネ

企業識別番号 所在地 株式数

参加持

分、％ 2009年 2008年

Bankomatcentralen AB556197-2265ストックホルム 1,100 21.9 O O

BGC Holding AB 556607-0933ストックホルム 25,382 25.4 45 49

BDB Bankernas Depä AB556695-3567ストックホルム 13,000 20.0 7 4

Finansiell ID-teknik BID AB556630-4928ストックホルム 12,735 28.3 12 6

Privatgirot AB 556302-4552ストックホルム - - - 6

Upplysningscentralen UC AB556137-5113ストックホルム 2,429 24.3 29 19

合計 93 84

関連会社の100％に係る

財務情報 2009年 2008年

百万スウェーデン・クローネ 資産 負債 収益

利益/

損失 資産 負債 収益

利益/

損失

Bankomatcentralen AB1 O O O O O O O

BGC Holding AB
* 267 88 672 5 312 119 737 40

BDB Bankernas Depä AB2,558 2,520 76 14 2,451 2,429 152 8

Finansiell ID-teknik BID AB56 18 109 12 31 11 78 9

Privatgirot AB - - - - 50 30 119 1

Upplysningscentralen UC AB
* 212 80 387 39 201 190 320 0

*）当行グループに関する情報である。

注記G22　顧客が価値変動リスクを負う資産

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

ユニットリンク保険資産 41,910 26,908

その他ファンド資産 4,611 1,704

所有していない連結ファンドの持分 4,511 2,940

合計 51,032 31,552

注記G23　デリバティブ商品

想定元本/満期 想定元本 正の市場価値 負の市場価値

百万スウェーデ

ン・クローネ 1年以内

1年超

5年以内 5年超 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年

トレーディング

目的で保有す

る

デリバティブ

金利関連契約

　オプション 195,223136,880 30,218 362,321 202,502 3,886 4,210 2,395 2,664

EDINET提出書類

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト（Ｓｖｅｎｓｋａ　Ｈａｎｄｅｌｓｂａｎｋｅｎ　ＡＢ　（ｐｕｂｌ））(E27561)

有価証券届出書（通常方式）

789/881



FRA/先物 3,063,3781,411,03666,9464,541,3606,684,8093,508 13,031 3,739 13,745

スワップ 1,088,1001,379,244780,3343,247,6784,297,60050,659 82,759 53,630 84,975

その他の商品 16,285 88 173 16,546 78,038 5 220 1 328

通貨関連契約

オプション 138,212 1,794 2,754 142,760 265,039 1,210 4,557 1,326 5,228

先物 953,071 26,849 10,282 990,2021,198,14917,916 54,578 12,964 45,988

スワップ 117,635264,580 45,607 427,822 357,821 7,839 19,552 7,248 9,382

その他の商品 - - - - 15 - 0 - 0

株式関連契約

オプション 43,046 49,594 115 92,755 100,192 2,318 3,105 4,146 2,312

先物 12,644 256 - 12,900 7,970 206 426 128 249

スワップ 19,076 5,976 - 25,052 28,567 661 390 840 150

その他の商品 4,956 - - 4,956 3,670 20 -2 196 46

その他デリバ

ティブ契約 34,031 16,719 27 50,777 47,948 1,868 2,161 1,679 1,593

合計 5,685,6573,293,016936,4569,915,12913,272,32090,096184,98788,292166,660

公正価値ヘッジ

・

デリバティブ

金利関連契約

オプション 530 5,873 30 6,433 4,435 67 13 - -

スワップ 48,775 229,214 48,085 326,074 202,24415,944 6,638 2,853 2,794

その他の商品 - - 248 248 - 0 - - -

通貨関連契約

スワップ 1,489 31,929 1,094 34,512 9,129 358 8 1,169 39

合計 50,794 267,016 49,457 367,267 215,80816,369 6,659 4,022 2,833

想定元本/満期 想定元本 正の市場価値 負の市場価値  

百万スウェーデ

ン・クローネ 1年以内

1年超

5年以内 5年超 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年
 

キャッシュフ

ロー・

ヘッジ・デリ

バティブ

金利関連契約

スワップ 6,240 31,561 4,780 42,581 31,904 682 593 787 147

通貨関連契約

先物 0 1,539 236 1,775 - 8 - 0 -

合計 6,240 33,100 5,016 44,356 31,904 690 593 787 147

合計 5,742,6913,593,132990,92910,326,75213,520,032107,155192,23993,101 169,640

うち清算済み 2,268,0353,259,1731,118 4,177 1,322 4,790
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市場価値の

通貨別内訳

スウェーデン・

クローネ -37,511-36,36386,558 70,618

米ドル 225,563103,97340,776 -78,468

ユーロ 8,192 198,716-71,956154,291

その他 -89,089-74,08737,723 23,199

ヘッジ会計

　公正価値ヘッジ

　ハンデルスバンケンは、固定金利による貸付及び預金の公正価値の変動による損益への望ましくない影響を回

避し、外貨建て借入れに際しての為替エクスポージャーをヘッジするために公正価値ヘッジを使用している。当

初の固定利息期間が3ヶ月の貸付ポートフォリオの金利リスク、及び変動利付貸付ポートフォリオの金利キャッ

プは、公正価値ポートフォリオ・ヘッジを使用してヘッジされる。これらのポートフォリオ・ヘッジに関する

ヘッジ手段は、金利スワップ及び金利オプション(キャップ)である。資産ポートフォリオの公正価値ヘッジにお

いて、ポートフォリオのヘッジ対象リスクに晒されている価値部分は、市場価値で測定される。ポートフォリオの

ヘッジ対象部分に帰属する価値は、貸借対照表に「一般顧客への貸出金」とは別の科目で報告される。

　公正価値ヘッジ手段として利用しているデリバティブの公正価値は、正の価値で16(7)十億クローネ、負の価値

で4(3)十億クローネであった。これらのデリバティブの想定元本は、367(216)十億クローネであった。当年度にお

ける公正価値ヘッジに利用しているデリバティブの公正価値の変動は、815(6,303)百万クローネであった。ヘッ

ジ対象のヘッジ対象リスクに関連する公正価値の変動は、-895(-6,746)百万クローネであった。したがって、当行

グループの公正価値ヘッジが当年度の利益に及ぼす影響額は、-80(-443)百万クローネであった。ヘッジ手段と

ヘッジ対象の両方に係る価値変動は、損益を通じて「公正価値で評価される金融項目からの純損益」で計上され

る。

　キャッシュフロー・ヘッジ

　ハンデルスバンケンは、変動金利による貸付及び資金調達から生じる将来キャッシュ・フローの不確実性に対

処するためにキャッシュフロー・ヘッジを使用している。これらの変動金利は、1ヶ月から6ヶ月間固定される。こ

のような貸出金の満期はこの固定利息期間よりもはるかに長い期間であるが、最長でも15年である。規定される

満期までの将来の利息の支払額をヘッジするために、金利スワップが利用される。再投資又は再調達される予定

の将来キャッシュ・フローについて、金利スワップは、既知の再投資又は再調達金利を保証するために、将来にお

けるそれぞれの実行日に合わせて適用される。その将来キャッシュ・フローは契約により規定されているため、

その発生可能性は非常に高いと判断される。

　キャッシュフロー・ヘッジに利用しているデリバティブの公正価値は、正の価値で690(593)百万クローネ、負の

価値で787(147)百万クローネであった。これらのデリバティブの想定元本は、44(32)十億クローネであった。

キャッシュフロー・ヘッジに利用しているスワップの公正価値の変動は、固定金利と変動金利の差額並びに残存

期間に起因して生じる。デリバティブ契約の価値の変動のうち、ヘッジの有効部分は、資本のヘッジ準備金に計上

される。ヘッジが有効である場合、ヘッジ準備金に計上される価値変動合計は、スワップが失効する際にゼロとな

る。

注記G24　無形資産

2009年

百万スウェーデン・クローネ のれん

商標及び

その他の権利 顧客契約

内部開発

ソフトウェア

合計

2009年

期首取得原価 6,511 3 180 476 7,170

無形資産取得原価追加分 293 - - 120 413

処分及び除却 -12 - - - -12
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外貨換算影響額 -33 - -11 -5 -49

期末取得原価 6,759 3 169 591 7,522

期首償却及び減損累計額 -12 - -3 -98 -113

処分及び除却 12 - - - 12

当年度の償却 - -9 -71 -105

当年度の減損 - - - -25* -25

外貨換算影響額 - - 3 0 3

期末償却及び減損累計額 - -9 -194 -203

期末残存価値 6,759 3 160 397 7,319

*) 当年度の減損は、使用されていないソフトウェアを示しており、減損により耐用年数が0年と査定された。

2008年

百万スウェーデン・クローネ のれん

商標及び

その他の権利 顧客契約

内部開発

ソフトウェア

合計

2008年

期首取得原価 6,032 3 4 294 6,333

無形資産取得原価追加分 218 - 160 172 550

外貨換算影響額 261 - 16 10 287

期末取得原価 6,511 3 180 476 7,170

期首償却及び減損累計額 - - -1 -49 -50

当年度の償却 - -2 -36 -38

当年度の減損 -12 - - -12 -24

外貨換算影響額 - - 0 -1 -1

期末償却及び減損累計額 -12 - -3 -98 -113

期末残存価値 6,499 3 177 378 7,057

償却は見積耐用年数を基礎とする定額法で算定される。これは現在、主に以下の償却率が適用されていることを意味している。

のれん 非償却

商標権 非償却

顧客契約 20年

内部開発ソフトウェア 5年

のれん及び耐用年数を確定できない無形資産に関する減損テスト

のれんの減損テストは、事業年度の末日及び減損テストを必要とする兆候がある場合に行われる。減損テスト

は、のれんの属する資金生成単位の回収可能価額を計算することにより行われる。資金生成単位の回収可能価額

がその帳簿価額を上回る限りは、減損損失の認識は不要である。グループののれんに加えて、取得した特定のブラ

ンド名についても、耐用年数を確定できないものと判断される。これらの資産は、のれんと同様に減損テストの対

象となる。減損テストの際には、以下の資金生成単位にそれぞれの種類の資産が配分されている。
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のれん

耐用年数を確定できない

無形資産

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年 2009年 2008年

支店業務 6,681 6,421 - -

資産運用 10 10 3 3

保険事業 68 68 - -

合計 6,759 6,499 3 3

回収可能価額は、各資金生成単位の耐用年数を計算することによって算定された。耐用年数は、資金生成単位の

見積将来キャッシュ・フロー及び最終価値を割り引くことによって計算される。予測期間は、契約の種類及び期

間並びに業務の性質に基づいて選択される。銀行業務に適用されるキャッシュ・フロー期間は20年であり、保険

事業に適用されるキャッシュ・フロー期間は40年である。伝統的な銀行業務については、最初の5年間のリスク加

重取引高、収益、費用及び貸倒損失についての詳細な予測が行われる。その予測は、過去の傾向及びその傾向に影

響を及ぼすことが予想される将来事象に関する知識を基礎とする合理的で裏付けのある仮定に基づいている。但

し、再構築の影響及びのれんの減損テストの対象となる資金生成単位の構成を変更する手段は、その予測に含ま

れない。

支店業務については、各地域における市況を考慮に入れてキャッシュ・フローの予想成長率を評価している。

適用される予測の手法及び価値の信頼性を確保するために、過年度の予測と各年度の結果の比較を常に行ってい

る。将来のモデルの調整及び仮定は、この比較に基づいている。5年より先の期間については、その予測は長期成長

率に関する仮定に基づいて行われる。通常、キャッシュ・フローは、過去のGDPの推移に裏付けられている成長率

よりも早い割合で成長することは想定されない。当年度の減損テストは、スウェーデン中央銀行の長期インフレ

目標に対応する2％の長期成長率に基づいている。適用される最終価値は、テスト対象となる資金生成単位の予想

純資産価値である。

割引率は、のれんの属する事業の平均要求利益率を反映している。

ハンデルスバンケンの国内市場における伝統的な銀行業務に由来するのれんについて、当行グループは加重平

均資本コストを適用している。加重平均資本コストは、期待資本利益率及び長期負債コストの加重平均である。但

し、状況に応じてその利率は常に見直されている。当年度末に適用される割引率は、3.8(3.8)％(税引前)であっ

た。当年度ののれんの減損テストにおいては、その回収可能価額と帳簿価額の差額は要求水準を満たすものと判

断された。これは、減損の認識をもたらすと評価される主要な仮定における合理的な変更はなかったことを意味

する。

取得した貸借対照表項目及びのれんの報告額の調整

2008年10月20日に、ハンデルスバンケンは、Lokalbanken i Nordsjælland A/Sの株式を取得した。当年度にお

いて、追加の株式を9百万クローネで取得した。さらに、その取得価格には、追加的な取引コストとして、3百万ク

ローネが上乗せされた。取得時に事前に算定された取得した貸借対照表項目は、それぞれの貸借対照表項目を以

下のように再評価することによって調整された。一般顧客への貸出金：-294、株式及び参加持分：-49、引当金：

17。下表は、取得した貸借対照表項目並びに取得価格が取得した資産及び負債にどのように配分されたかを示し

たものである。

百万スウェーデン・クローネ
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取得価格 1,007

取得に直接起因する費用 18

費用合計 1,025

公正価値で報告される資産(内訳は下記のとおり)

識別可能な無形資産 394

　顧客基盤 160

　繰延税金 -40

取得した純資産合計 514

取得したのれん 511

百万スウェーデン・クローネ 取得した貸借対照表項目の確定額

財務省証券及びその他の適格証券 20

金融機関への貸出金 562

一般顧客への貸出金 4,499

社債及びその他の利付証券 45

株式及び参加持分 140

デリバティブ商品 3

無形資産 -

不動産及び器具備品 266

その他資産 889

資産合計 6,424

金融機関からの預り金 996

一般顧客からの預金及び借入金 4,548

発行済証券 229

デリバティブ商品 14

引当金 17

その他負債 226

負債合計 6,030

純資産合計 394

注記G25　不動産及び器具備品

不動産及び器具備品

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

器具備品 624 696

不動産 1,436 1,477
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保険事業における不動産 1,150 1,185

担保権が実行された資産 71 58

合計 3,281 3,416

器具備品

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

期首取得原価 2,009 1,764

新規取得 316 411

企業結合による変動 - 38

処分及び除却 -433 -210

外貨換算影響額 7 6

期末取得価額 1,899 2,009

期首減価償却累計額 -1,313 -1,167

当年度の減価償却 -333 -320

企業結合による変動 - -33

処分及び除却 379 200

外貨換算影響額 -8 7

期末減価償却累計額 -1,275 -1,313

帳簿価額 624 696

器具備品は、2年から10年にわたって定額法で減価償却されている。

不動産

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

期首取得原価 2,069 2,038

新規取得 - -

企業結合に伴う変動 - 260

新規建設及び改築 19 17

処分及び除却 - -275

外貨換算影響額 -16 29

期末取得価額 2,072 2,069

期首減価償却累計額 -592 -601

当年度の減価償却 -45 -43

処分及び除却 - 53

当年度に資本に計上された減損 - -1

外貨換算影響額 1 -

期末減価償却累計額 -636 -592

帳簿価額 1,436 1,477
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事業用設備については、構成要素別に減価償却が適用されている。耐用年数は、20年から100年まで様々である。注記G1の連

結会計方針についても参照のこと。

保険事業における不動産

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

期首取得原価 1,185 1,300

新規取得 - -

再評価 -35 -115

処分及び除却 - -

帳簿価額 1,150 1,185

保険事業における不動産は、割引キャッシュ・フローを用いて貸借対照表日現在の公正価値で測定される。その評価は、外

部の専門的な鑑定士が行っている。不動産が公正価値で計上されていなかった場合、不動産の帳簿価額は1,057(1,069)百万ク

ローネとなる。

担保権が実行された資産

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

不動産 33 33

担保権が実行されたリース資産 38 25

帳簿価額 71 58

担保権が実行された不動産は、非継続事業にも含まれている。注記G12も参照のこと。債権の保護を目的として担保権が実行

された不動産の評価原則については、注記G1に記載されている。担保権実行不動産は、市場の条件が満たされれば、即時に処分

される。

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

スウェーデンの不動産の課税標準額 3,006 2,979

注記G26　その他資産

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

投資銀行の決済業務に係る債権 35,208 7,009

その他 7,386 5,928

合計 42,594 12,937

注記G27　前払費用及び未収金

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

未収利息 5,337 8,692

その他未収金 1,307 1,026
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前払費用 169 156

合計 6,813 9,874

うち、劣後 - -

注記G28　金融機関からの預り金

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

預り金(スウェーデン・クローネ建て)

銀行 60,990 101,987

その他金融機関 49,773 30,366

合計 110,763 132,353

預り金(外貨建て)

銀行 119,755 173,982

その他金融機関 9,272 12,778

合計 129,027 186,760

合計 239,790 319,113

うち、レポ 26,131 7,965

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

金融機関からの預り金(スウェーデン・クローネ建て) 87,979 88,234

金融機関からの預り金(外貨建て) 200,613 261,596

合計 288,592 349,830

うち、レポ 17,224 26,586

残存期間

百万スウェーデン・クローネ
要求払い

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

2009年 86,477129,27813,522 2,225 8,288 239,790

2008年 65,919211,76831,846 3,616 5,964 319,113

注記G29　一般顧客からの預金及び借入金

一般顧客からの預金

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

預金(スウェーデン・クローネ建て)

個人 162,343 140,146

企業(国債局含む) 143,196 132,008

合計 305,539 272,154

預金(外貨建て)
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個人 40,538 36,020

企業(国債局含む) 114,624 109,940

合計 155,162 145,960

一般顧客からの預金合計 460,701 418,114

一般顧客からの借入金

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

借入金(スウェーデン・クローネ建て) 63,208 88,407

借入金(外貨建て) 25,839 37,239

合計 89,047 125,646

うち、レポ 7,585 6,066

一般顧客からの預金及び借入金合計 549,748 543,760

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

一般顧客からの預金

一般顧客からの預金(スウェーデン・クローネ建て) 285,493 245,616

一般顧客からの預金(外貨建て) 170,249 144,656

合計 455,742 390,272

一般顧客からの借入金

借入金(スウェーデン・クローネ建て) 47,892 54,514

借入金(スウェーデン・クローネ建て)、保険事業 27,542 27,144

借入金(外貨建て) 42,536 45,075

合計 117,970 126,733

うち、レポ 3,559 6,223

2008年の「借入金(スウェーデン・クローネ建て)、保険事業」の平均取引高は、公表数値から調整が行われている。

残存期間

百万スウェーデン・クローネ
要求払い

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

預金

2009年 431,49614,758 3,766 1,809 8,872 460,701

2008年 381,56127,444 2,988 748 5,373 418,114

借入金

2009年 5,453 45,94810,367 6,900 20,379 89,047

2008年 5,556 69,55424,454 6,266 19,816 125,646

注記G30　顧客が価値変動リスクを負う負債
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百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

ユニットリンク保険負債 41,939 26,994

その他のファンド負債 4,653 1,720

所有していない連結ファンドの持分 4,511 2,940

合計 51,103 31,654

注記G31　発行済証券

2009年 2008年

百万スウェーデン・クローネ 額面価格 帳簿価額 額面価格 帳簿価額

証書

証書(スウェーデン・クローネ建て) 39,464 47,096 29,296 31,133

うち

償却原価で計上 38,355 38,315 29,241 29,025

トレーディング目的 1,109 8,781 55 2,108

証書(外貨建て) 314,810 314,700 332,081 331,384

うち

償却原価で計上 314,742 314,635 332,020 331,301

トレーディング目的 68 65 61 83

合計 354,274 361,796 361,377 362,517

社債

社債(スウェーデン・クローネ建て) 351,543 370,013 351,455 361,345

うち

償却原価で計上 220,814 226,053 258,941 262,915

公正価値ヘッジ目的 130,729 143,960 92,514 98,430

社債(外貨建て) 233,040 234,266 172,427 171,847

うち

償却原価で計上 157,970 157,959 110,970 108,775

公正価値ヘッジ目的 75,070 76,307 61,457 63,072

合計 584,583 604,279 523,882 533,192

発行済証券合計 938,857 966,075 885,259 895,709

発行済、買戻し及び満期

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

発行済 1,599,706 1,318,425

買戻し 230,669 205,521

満期 1,314,656 1,044,231

発行済証券の平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年
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スウェーデン・クローネ 395,295 379,712

外貨 553,514 411,271

残存期間別帳簿価額

百万スウェーデン・クローネ
要求払い

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

2009年 10,274324,692179,087422,90529,117966,075

2008年 3,599 348,738177,439342,61123,322895,709

注記G32　その他トレーディング負債

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

公正価値で計上されるショートポジション

株式 3,746 1,393

利付証券 25,901 16,187

うち

他の発行者 21,452 14,399

自社発行 4,449 1,788

合計 29,647 17,580

その他トレーディング負債の平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

スウェーデン・クローネ 22,920 35,393

外貨 1,907 3,125

ショートポジションの利付証券の

残存期間

百万スウェーデン・クローネ

要求払い
3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

2009年 - - 1,090 13,068 11,743 25,901

2008年 - 84 1,540 7,004 7,559 16,187

注記G33　保険負債

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

疾病年金に係る負債 290 388

生命年金に係る負債 142 -

その他未払保険金に係る負債 350 465

前払保険料に係る負債 170 12

合計 952 865

当事業年度において、保険事業に適用される死亡率に関する仮定を業界標準に合わせた。これにより、生命年金に係る引当金142百万クロー

ネを追加計上した。

注記G34　税金
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繰延税金資産

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

一般顧客への貸出金 12 62

デリバティブ商品 204 208

不動産及び器具備品 30 28

その他 57 107

合計 303 405

繰延税金負債

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

一般顧客への貸出金
* 6,979 6,103

デリバティブ商品 127 118

無形資産 37 55

不動産及び器具備品 93 96

年金資産 1,174 1,242

税配分準備金 - 273

その他 38 46

合計 8,448 7,933

繰延税金負債純額 8,145 7,528

*) うち、6,975(6,086)百万クローネはリース。

繰延税金の変動、2009年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書

に計上

取得した貸借

対照表項目の

調整
*

資本に

直接計上 期末残高

一般顧客への貸出金 6,041 998 -74 2 6,967

デリバティブ商品 -90 - - 13 -77

無形資産 55 -16 - -2 37

不動産及び器具備品 68 -4 - -1 63

年金資産 1,242 -56 - -12 1,174

税配分準備金 273 -273 - - -

その他 -61 -14 -4 60 -19

合計 7,528 635 -78 60 8,145

繰延税金の変動、2008年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書

に計上

取得した貸借

対照表項目の

調整
*

資本に

直接計上 期末残高

一般顧客への貸出金 5,353 740 -57 5 6,041

株式及び参加持分 272 4 -4 -272 -

デリバティブ商品 -15 - - -75 -90

無形資産 4 7 40 4 55

不動産及び器具備品 109 -43 1 1 68
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リストラクチャリング準備金 -65 65 - - -

年金資産 1,235 4 - 3 1,242

税配分準備金 - 273 - - 273

その他 13 10 -12 -72 -61

合計 6,906 1,060 -32 -406 7,528

*) 2008年のLokalbankenの取得に関する調整である。

損益計算書に計上される税金費用

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

当期税金

当期税金費用 -2,939 -2,368

過年度に関する税金の調整 55 45

繰延税金

一時差異の変動 -635 -1,059

合計 -3,519 -3,382

スウェーデンにおける名目税率、％ 26.3 28.0

乖離

保険事業における異なる税率 0.5 -0.4

スウェーデンの税率の変更 - -3.1

非課税所得/損金不算入費用 0.0 -2.1

過年度に関する税金及びその他 -1.2 -0.3

実効税率、％ 25.6 22.1

注記G35　引当金

百万スウェーデン・クローネ

リストラク

チャリング

準備金

保証契約

に関する

引当金

その他

引当金

合計

2009年

合計

2008年

期首引当金 182 164 33 379 378

当期の引当金繰入 - 47 -1 46 129

取崩し -121 -53 -5 -179 -128

戻入れ - -34 -13 -47 -

期末現在引当金 61 124 14 199 379

2007年にSPPが売却された際に再編準備金に対して引当金が計上された。引当金残高は2010年中に全額決済される予定であ

る。保証契約に対する引当金は、いくつかのオフバランスシート項目に関する引当金より構成され、個別の契約の最高額は、77

百万クローネである。当該契約に対する引当金は、2008年に計上されており、引当金残高は2010年中に全額決済される予定で

ある。保証契約に対するその他の引当金とは、主に当初満期が主に1年から5年の少額契約に関するものである。

注記G36　その他負債

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年
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投資銀行の決済業務に係る負債 11,558 6,371

その他 11,617 9,580

合計 23,175 15,951

注記G37　未払費用及び繰延収益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

未払利息費用 13,820 17,237

その他未払費用 3,477 2,281

繰延収益 159 170

合計 17,456 19,688

注記G38　劣後負債

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 7,347 4,678

劣後ローン(外貨建て) 51,658 56,756

合計 59,005 61,434

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 6,855 1,255

劣後ローン(外貨建て) 54,754 52,045

劣後ローン、内訳

通貨

各通貨別の

当初名目金額 金利、％ 残高発行/転換/最終支払年度

スウェーデン・クローネ建て

その他のスウェーデン・クローネ建て劣後

ローン
6 7,347

合計 7,347

外貨建て

2005/2017
1 ユーロ 700 変動金利 7,217

2005/永久
2 ポンド 500 5.000 5,852

2006/2016
 3 ユーロ 600 4.000 6,386

2006/2016
 4 米ドル 800 変動金利 5,744

2007/永久
5 ユーロ 600 変動金利 6,176

その他の外貨建て劣後ローン
6 20,283

合計 51,658

合計 59,005

1)　3ヶ月物変動金利期限付劣後ローンは、Euriborと連動している。契約条件に従って、2012年10月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償
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還できる。早期償還には、スウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。

2)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2010年11月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、スウェーデ

ン金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はLiborに連動した変動金利に変更される。

3)　固定金利期限付劣後ローン。契約条件に従って、2011年4月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、スウェーデ

ン金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はEuriborに連動した変動金利に変更される。

4)　3ヶ月物変動金利期限付劣後ローンは、Liborと連動している。契約条件に従って、2011年3月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還

できる。早期償還には、スウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。

5)　3ヶ月物変動金利永久劣後ローンは、Euriborと連動している。契約条件に従って、2012年3月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還

できる。早期償還には、スウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。

6)　ここに明示されていないその他の劣後ローンは、期限付又は永久劣後ローンの形態で発行されている。

注記G39　損益計算書への再分類

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

ヘッジ準備金からの再分類 6 10

公正価値評価差額準備金からの再分類 223 20

為替換算調整準備金からの再分類 -6 0

再分類された税金 -151 -72

うち、ヘッジ準備金 -2 -3

うち、公正価値評価差額準備金 -144 -6

うち、為替換算調整準備金 -5 -63

再分類調整合計 72 -42

再分類調整は、過年度にその他包括利益に計上され、当年度に損益計算書へ再分類された収益及び費用より構成される。上

表の負の金額は、損益計算書に収益として計上され、正の金額は損益計算書に損失として計上されている。注記G1の会計方針

は、損益計算書に金額が計上されている項目について記載している。

注記G40　資本変動の内訳

ヘッジ準備金

　キャッシュフロー・ヘッジに利用されているデリバティブ商品の未実現の価値変動は、ヘッジ準備金に報告さ

れている。

ヘッジ準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首ヘッジ準備金 -252 139

当期における未実現損益の価値変動 31 -398

非有効部分の損益の計上額 4 7

期末ヘッジ準備金 -217 -252

公正価値評価差額準備金

　公正価値評価差額準備金は、売却可能の区分に分類されている金融資産の未実現の価値変動より構成されてい

る。
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売却可能商品の内訳(税引後)

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首公正価値評価差額準備金 -3,152 547

当期における売却 162 14

留保分及び新規持分に関する当期の未実現市場価値の変動 2,188 -3,713

期末公正価値評価差額準備金 -802 -3,152

為替換算調整準備金

　為替換算調整準備金は、在外営業活動体の財務報告を連結財務諸表の表示通貨に換算する際の為替レートの変

動による影響額より構成されている。

為替換算調整準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首為替換算調整準備金 1,058 408

支店における為替換算差額の変動 25 407

子会社における為替換算差額の変動 -128 429

関連会社における為替換算差額の変動 - -2

子会社純資産の調達に係る為替換算差額の変動 -4 -184

期末為替換算調整準備金 951 1,058

利益剰余金

　利益剰余金は、当行グループの当期利益を含む利益の累積額より構成されている。この項目には、過年度に法定

準備金としていた引当金も含まれる。利益剰余金からは、当行グループが保有する自己株式の取得原価が控除さ

れる。

自己株式の買戻し

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首現在における自己株式の買戻し - -1,000

当期における株式の買戻し - -

当期における株式の消却 - 1,000

期末現在における自己株式の買戻し - -

　自己株式の買戻しに関する詳細な情報は、「株式及び株主」というセクションで参照することができる。

資本に直接に認識された保険事業の再評価

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

資本に直接に認識された不動産の価値変動 -35 -115

資本に直接に認識された保険負債 35 115

合計 - -

注記G41　差入担保、偶発負債／コミットメント及び偶発資産

　国債及び社債の担保は、主に中央銀行との取引のために差し入れされている。一般顧客への貸出金の形式による

担保は、不動産価値に対する融資比率が市場価値の75％以内である一世帯向け住宅、セカンド・ハウス、多世帯住

居及び住宅協同組合の住宅ローンで実行された貸出金、並びに封鎖勘定内の現金資金の形態による補足的な担保
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より構成されている。差し入れられた資産及びカバード・ボンド、並びにこれらに関連するデリバティブについ

て、それぞれ別個の明細を設けている。会社が破綻した際には、優先権法に従ってスタッドフィポテックのカバー

ド・ボンドの所有者が担保として登記された資産の優先権をもつ。破産決定時に担保として差し入れたすべての

資産が当該優先権法の条件を満たすことができる場合には、これらは、破産財団のその他資産及び負債とは別個

に保持される。この状況において、社債の保有者は、社債の条件に基づいて満期まで契約上の支払いを受けること

となる。

自己の負債のために差し入れた担保

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

国債及び社債 103,858 179,182

一般顧客への貸出金 405,327 388,006

レポ 33,774 14,403

株式 83 -

現金資金 22,926 22,887

証券貸付 10,410 10,637

合計 576,378 615,115

その他差入担保

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

現金資金 176 158

国債及び社債 4,148 3,962

保険契約者を代理して登録された資産 72,518 57,619

証券貸付 3,868 3,185

合計 80,710 64,924

その他差入担保は、貸借対照表上に報告されていない債務に対して差し入れた担保のことである。

受入担保

売戻契約及び証券貸付の一環として、当行グループは、第三者に売却又は再担保として差入可能な担保を受け

入れた。この形態の受入担保の公正価値は、当年度末現在で60,874(45,275)百万クローネであり、このうち第三者

に売却又は再担保として差し入れた担保の価値は、6,439(1,174)百万クローネであった。

偶発負債／コミットメント

偶発負債／コミットメントの合計は、110,799(135,304)百万クローネである。この金額には、当行グループが一

般法廷で提訴しているいくつかの民事訴訟に関連する106(91)百万クローネが含まれている。個別の係争金額は、

最大で25(43)百万クローネである。ハンデルスバンケンは、これらの訴訟は基本的に当行グループに有利な形で

決着すると評価している。係争金額も保険による給付も損益に計上されていない。偶発負債に関するデータは想

定金額で報告されており、予想評価額は当行グループが提訴している民事訴訟に関する「その他」の金額に含ま

れている。
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偶発債務

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

保証、与信 20,178 26,907

保証、その他 48,038 51,656

取消不能信用状 37,335 51,431

自己引受手形 221 800

その他 5,027 4,510

合計 110,799 135,304

偶発資産

当行グループは現在、税務争訟を申し立てている。請求金額合計(利息を除く)は約20百万クローネであり、有利

な判決が下される場合には当行グループの収益が同額分増加することとなる。

注記G42　その他コミットメント

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

クレジット・コミットメント 229,525 246,281

当座貸越枠の未使用分 152,560 125,534

その他コミットメント 1,971 249

合計 384,056 372,064

支払期限の年度毎に配分された契約上取消不能な将来オペレーティ

ング・リース費用

百万スウェーデン・クローネ

2009年 2008年

2010年 672 503

2011年 595 400

2012年 536 282

2013年 291 200

2014年 166 126

2015年 133 97

2016年 121 84

2017年 112 68

2018年 94 52

2019年 87 43

2020年 76 34

2021年以降 108 33

合計 2,991 1,922

オペレーティング・リースは、主として、事務所及び事務所設備に関する運営のための標準的な契約に関するものである。

注記G43　リース
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投資総額及び将来最低リース料の現在価値に関する開示

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

投資総額 54,832 58,024

貸借対照表日における将来最低リース料の現在価値 48,094 51,399

未収金融収益

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

未収金融収益 6,738 6,625

満期別の投資総額及び最低リース料の配分

百万スウェーデン・クローネ
1年以内 1年から5年 5年超 合計

2009年

投資総額の配分 6,974 16,164 31,694 54,832

最低リース料の現在価値の配分 6,954 15,323 25,817 48,094

2008年

投資総額の配分 6,638 16,590 34,796 58,024

最低リース料の現在価値の配分 6,609 15,847 28,943 51,399

当行グループは、ファイナンス・リースの貸手である。すべてのリースは、残存価値が保証されている。最低リース料に対す

る減損貸出金引当金の帳簿価額は、23.3(15.5)百万クローネである。当年度の利益に含まれているリース料の変動部分は、

719(1,603)百万クローネである。この減少は主に、2008年に比べ、2009年の金利が著しく低いことによる。当年度末において、

当行グループには、個別の帳簿価額が1十億クローネを超えていた7つのリース・エクスポージャーがあった。これらのエクス

ポージャーの帳簿価額合計は、20.1十億クローネで、2009年12月31日現在の当行グループの与信残高合計の1.3％に相当する。

個別のエクスポージャーのうち最も高額な帳簿価額は10.0(10.4)十億クローネであった。当該エクスポージャーに関する平

均残存期間は、10.1年であった。これらのエクスポージャーは、通信、運輸及びエネルギーセクターにおけるものである。

注記G44　セグメント報告

セグメント報告、2009年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデ

ン国内にお

ける支店業

務

スウェーデ

ン国外にお

ける支店業

務

キャピタル

・マーケッ

ツ 資産運用 その他

調整及び

消去 継続事業

純利息収益 13,305 7,317 465 134 821 -42 22,000

純手数料及びコミッション収益 3,377 1,533 1,440 1,080 -37 7,393

公正価値で評価される金融項目からの純損

益
512 250

3,055 -267 -1,151 58 2,457

保険リスク 171 171

関連会社の持分利益 26 26

その他収益 76 6 3 9 197 -3 288

収益合計 17,270 9,106 4,963 1,127 -144 13 32,335
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人件費 -3,060 -2,778 -1,849 -522 -2,234 425 -10,018

その他管理費用 -1,032 -1,133 -567 -241 -1,747 1 -4,719

内部的に購入及び売却されたサービス -2,534 -842 85 -159 3,450

償却 -80 -84 -31 -6 -269 -13 -483

費用合計 -6,706 -4,837 -2,362 -928 -800 413 -15,220

貸倒損失控除前利益 10,564 4,269 2,601 199 -944 426 17,115

貸倒損失、正味 -2,325 -1,067 -3,392

不動産及び器具備品並びに無形資産の処分

損益 0 0 - - 4 4

営業利益 8,239 3,202 2,601 199 -940 426 13,727

利益配分 757 294 -851 -200

利益配分後の営業利益 8,996 3,496 1,750 -1 -940 426 13,727

内部収益 -3,733 -5,524 1,142 -682 8,797 -

C/I比率、％ 38.8 53.1 47.6 82.3 - 47.1

C/I比率(利益分配後)、％ 37.2 51.5 57.4 100.1 - 47.1

貸倒実績率、％ 0.24 0.19 0.21

資産 1,163,512544,470289,728 86,384 916,775-878,0262,122,843

負債 1,124,737517,441285,885 80,123 909,595-878,0262,039,755

割当済資本 38,775 27,029 3,843 6,261 7,180 83,088

割当済資本に係る利益率、％ 17.3 9.4 36.7 0.0 12.5

当年度の非金融固定資産への投資 131 65 34 4 502 736

当年度の関連会社への投資 - -

平均従業員数 4,481 2,976 1,041 531 1,792 10,821

地理別セグメント情報、2009年

百万スウェーデン・クローネ

スウェー

デン

デン

マーク

フィン

ランド

ノル

ウェー
英国

その他

諸国

当行

グループ

収益 17,839 2,642 1,994 6,746 1,787 1,327 32,335

資産 1,457,67764,450 95,326 192,314 136,854 176,2222,122,843

その他の情報

非金融資産への投資 646 11 25 20 6 28 736

2009年度現在、事業セグメントは、IFRS第8号「事業セグメント」に準拠して認識されている。これは、セグメン

ト情報がコーポレート・ガバナンスの一環として内部的に採用される方法と類似した方法で表示されているこ

とを意味する。ハンデルスバンケンのセグメントは、スウェーデン国内外における支店業務、キャピタル・マー

ケッツ及び資産運用である。ユニバーサル・バンキング・サービスを提供しているハンデルスバンケンの支店業
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務は、複数の地方銀行に分割されている。これらのうち6行はスウェーデン国内にあり、5行はスウェーデン国外に

ある。各地方銀行は、地方銀行の支店長のもとで業務を行い、独立した収益部門として監視されているが、セグメ

ント数が多くなり過ぎないようにするために、当行は、支店業務をスウェーデン国内とスウェーデン国外の2つの

セグメントに分割した。なぜなら、これらの両セグメントは商品構成及びサービス内容の点で類似の財務的特徴

を有しているためである。キャピタル・マーケッツ・セグメントは、有価証券売買、投資助言サービス等を含む、

ハンデルスバンケンの投資銀行である。資産運用セグメントにおける業務は、資本投資に関連する商品及びサー

ビスを提供している。

セグメントに関する利益/損失は、内部的な利益配分の前と後の両方で報告される。内部的な利益配分は、まず

取引が実行されたセグメントがどのセグメントであるかにかかわらず、当行と顧客との取引によって生じたすべ

ての利益が顧客に対する責任を担っている部門に配分されるが、内部的に実施されたサービスに関する収益及び

費用は、別個の項目である「内部的に購入及び売却されたサービス」に純額で報告される。セグメント間取引は、

主として原価基準で報告される。その他並びに調整及び消去の欄は、特定のセグメントに属さない項目又は当行

グループ・レベルで消去されている項目を示している。その他には、トレジャリー及び中央部門が含まれ、オクト

ゴーネン年金制度の利益分配計画の費用748百万クローネも含まれている。調整及び消去の欄には、換算差額及び

IAS第19号「従業員給付」に従って計算される年金費用に対する調整が含まれており、その合計は213百万クロー

ネである。

セグメントの損益計算書には、主に原価基準に従って、内部利息、コミッション及び内部サービスの提供に対す

る支払等の内部項目が含まれている。各セグメントに関する割当済資本に係る利益率は平均株主資本及び26.3％

の税率に基づいて計算される。当行グループの株主資本利益率は、報告されている法人税を控除後の金額で算定

される。

セグメント報告、2008年

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデ

ン国内にお

ける支店

業務

スウェーデ

ン国外にお

ける支店

業務

キャピタル

・マーケッ

ツ 資産運用 その他

調整及び

消去 継続事業

純利息収益 13,428 5,700 584 379 -835 -33 19,223

純手数料及びコミッション収益 3,275 1,308 1,028 1,087 97 0 6,795

公正価値で評価される金融項目からの純損

益
459 295

1,928 -116 838 -235 3,169

保険リスク 215 215

関連会社の持分利益 79 79

その他収益 50 18 24 28 424 -135 409

収益合計 17,212 7,321 3,564 1,593 603 -403 29,890

人件費 -3,025 -2,325 -1,654 -474 -1,456 820 -8,114

その他管理費用 -1,079 -1,065 -581 -351 -1,614 2 -4,688

内部的に購入及び売却されたサービス -2,249 -675 75 -186 3,035 0

償却 -81 -71 -34 -15 -220 -6 -427

費用合計 -6,434 -4,136 -2,194 -1,026 -255 816 -13,229

貸倒損失控除前利益 10,778 3,185 1,370 567 348 413 16,661

貸倒損失、正味 -834 -771 -1,605
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不動産及び器具備品並びに無形資産の処分

損益 0 -1 - - 271 270

営業利益 9,944 2,413 1,370 567 619 413 15,326

利益配分 559 224 -550 -234 1

利益配分後の営業利益 10,503 2,637 820 333 620 413 15,326

内部収益 -7,827 -9,850 8,391 -746 9,035 997

C/I比率、％ 37.4 56.5 61.6 64.4 42.3 202.5 44.3

C/I比率(利益分配後)、％ 36.2 54.8 72.8 75.5 42.2 202.5 44.3

貸倒実績率、％ 0.09 0.20 0.11

資産 1,078,933846,548630,197 70,711 722,691-1,190,2962,158,784

負債 1,043,061823,428625,423 66,908 715,297-1,190,2962,083,821

割当済資本 35,872 23,120 4,774 3,803 7,394 74,963

割当済資本に係る利益率、％ 20.3 9.5 13.2 6.5 16.0

当年度の非金融固定資産への投資 214 278 31 8 447 978

当年度の関連会社への投資 - -

平均従業員数 4,685 2,781 1,068 550 1,749 10,833

地理別セグメント情報、2008年

百万スウェーデン・クローネ

スウェー

デン

デン

マーク

フィン

ランド

ノル

ウェー 英国

その他

諸国

当行

グループ

収益 17,088 2,073 2,316 8,856 2,026 -2,469 29,890

資産 1,379,75170,489 111,101 164,325 177,132 255,9862,158,784

その他の情報

非金融資産への投資 608 203 76 26 15 50 978

商品分野毎の収益

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

投資銀行 8,736 6,666

銀行預金及び法人貸出金 8,059 8,940

金融会社サービス 1,923 1,895

銀行預金及び個人向け貸出金 3,978 5,275

住宅ローン 5,574 3,030

年金及び保険 638 1,017

キャピタル・マーケッツ 1,519 1,602

貿易金融 625 600

その他の事業 1,283 865
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合計 32,335 29,890

注記G45　約定支払コミットメントの満期分析

　当該満期分析は、表示時間に支払うことになっている約定支払コミットメント(利息支払を含む)の割引前

キャッシュ・フローを示したものである。金融保証及びローン・コミットメントを含む、要求払のコミットメン

トは、0から3ヶ月間の範囲に全額報告されている。

デリバティブについては、金利スワップに関しては純額で、通貨スワップのようにキャッシュ・フローが総額で支払われて

いるか、受領されている商品に関しては総額で報告されている。規制の変更に伴い、比較数値は変更されている。

約定支払コミットメントの満期分析

－契約上の残存満期、

2009年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月超

12ヶ月以内 1年超5年以内 5年超 合計

金融機関からの預り金 216,721 13,722 2,827 9,779 243,049

一般顧客からの預金 447,226 3,834 2,793 8,875 462,728

一般顧客からの借入金 51,582 10,397 6,909 20,379 89,267

発行済証券 341,319 198,712 472,171 33,111 1,045,313

その他トレーディング負債 14,159 11,743 25,902

劣後負債 6,122 6,802 41,093 12,798 66,815

合計 1,062,970 233,467 539,952 96,685 1,933,074

オフ・バランスシート項目

金融保証及び未使用ローン・コミットメント 407,492 407,492

デリバティブ、2009年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月超

12ヶ月以内 1年超5年以内 5年超 合計

デリバティブに係る現金流入合計 816,561 280,416 317,223 49,208 1,463,407

デリバティブに係る現金流出合計 810,512 274,978 301,903 51,942 1,439,336

合計 6,049 5,437 15,319 -2,734 24,071

約定支払コミットメントの満期分析

－契約上の残存満期、

2008年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月超

12ヶ月以内 1年超5年以内 5年超 合計

金融機関からの預り金 282,001 32,376 5,273 8,943 328,593

一般顧客からの預金 409,675 4,254 1,424 5,374 420,727

一般顧客からの借入金 76,377 24,679 6,278 19,816 127,150

発行済証券 366,312 199,323 379,907 26,375 971,917

その他トレーディング負債 84 1,540 7,004 7,560 16,188

劣後負債 4,108 1,767 52,834 15,234 73,943

合計 1,138,557 263,939 452,720 83,302 1,938,518
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オフ・バランスシート項目

金融保証及び未使用ローン・コミットメン

ト 397,533 397,533

デリバティブ、2008年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月以内

3ヶ月超

12ヶ月以内 1年超5年以内 5年超 合計

デリバティブに係る現金流入合計 376,045 119,719 1,068,467 43,066 1,607,297

デリバティブに係る現金流出合計 371,269 115,455 1,055,163 45,410 1,587,297

合計 4,777 4,264 13,304 -2,344 20,001

注記G46　各通貨建て資産及び負債

2009年

百万スウェー

デン・クロー

ネ

スウェーデ

ン・クロー

ネ ユーロ

ノル

ウェー・

クローネ

デンマー

ク・ク

ローネ 英ポンド 米ドル

スイス

フラン 円 香港ドル

シンガ

ポールド

ル

その他の

通貨 合計

資産

金融機関への

貸出金 86,036 12,261 3,850 2,518 5,017 55,395 415 249 11 22 2,326 168,100

一般顧客への

貸出金 951,921170,648173,24249,28061,323 50,406 5,463 2,192 1,618 610 10,4801,477,183

うち企業 440,606133,243108,82523,64648,388 50,207 2,896 1,750 1,601 609 9,764 821,535

うち個人 511,31537,405 64,417 25,63412,935 199 2,567 442 17 1 716 655,648

財務省証券及

びその他の

適格証券 96,183 4,298 3,158 1 0 0 - - 1,483 33 - 105,156

社債及びその

他の利付証

券 45,907 12,421 356 214 173 11,472 - - - - 303 70,846

その他資産(通

貨別内訳な

し) 301,558 301,558

資産合計 1,481,605199,628180,60652,01366,513117,2735,878 2,441 3,112 665 13,1092,122,843

負債

金融機関から

の預り金 110,76340,177 4,572 3,531 14,260 53,163 3,984 149 6,424 22 2,745 239,790

一般顧客から

の預金及び

借入金 368,74746,956 49,885 25,37218,654 23,037 789 113 607 451 15,137 549,748

うち企業 180,35132,261 38,980 13,92814,725 21,948 783 106 584 429 14,916 319,011

うち個人 188,39614,695 10,905 11,444 3,929 1,089 6 7 23 22 221 230,737

発行済証券 417,109256,138 9,742 565 35,643239,6645,509 1,404 250 51 - 966,075
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劣後負債 7,347 30,179 - 123 14,421 5,765 - 1,170 - - - 59,005

その他負債(通

貨別内訳な

し) 308,225 308,225

負債及び資本

合計 1,212,191373,45064,199 29,59182,978321,62910,282 2,836 7,281 524 17,8822,122,843

通貨別その他

資産及び負

債並びにオ

フ・バラン

スシート項

目 173,323-116,154-22,43816,696204,1284,097 262 4,166 -155 4,950

正味外貨ポジ

ション -499 253 -16 231 -228 -307 -133 -3 -14 177 -539

注記G47　関連当事者に関する開示

関連当事者に対する債権及び債務 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年 2009年 2008年

金融機関への貸出金 - - - -

一般顧客への貸出金 276 310 - -

社債及びその他の利付証券 - - - -

その他資産 - - 598 574

合計 276 310 598 574

金融機関からの預り金 - - - -

一般顧客からの預金及び借入金 109 75 279 341

発行済証券 - - - -

劣後負債 - - 651 659

その他負債 - - 125 50

合計 109 75 1,055 1,050

関連当事者－収益及び費用 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年 2009年 2008年

利息収益 3 3 - -

利息費用 0 -8 -77 -21

手数料及びコミッション収益 0 0 4 4

手数料及びコミッション費用 -12 -5 - -

公正価値で評価される金融項目からの純損益 0 - - -

その他収益 - - 19 9

その他費用 -27 -1 -52 -14
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合計 -36 -11 -106 -22

関連会社リスト及び関連会社に対する株主の拠出に関する情報は、注記G21に表示されている。関連会社の事業は、金融市場

関連の様々なサービスより構成されている。当年度においては、グループ会社間で通常の事業取引が行われた。スヴェンスカ

・ハンデルスバンケンPensionsstiftelse、スヴェンスカ・ハンデルスバンケンPersonalstiftelse及びPensionskassan SHB

försäkringsföreningの各社は、「その他関連当事者」グループに含まれている。これらの会社は通常の銀行業務及び会計

業務に関して、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトを利用している。

最高経営責任者、副社長及び取締役会との関連当事者間取引

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

貸出金 251 168

預金 21 21

利息収益 8 5

利息費用 0 1

当行の従業員(取締役会メンバーではない)の近親者の与信条件は、他の従業員と同様である。これは、1.5百万クローネまで

の与信に係る金利が外部顧客に対するものよりも2％低いことを意味している。従業員はこの利益に対して課税される。また、

この利益は、当行にとって雇用主としての支払を形成することになる。1.5百万クローネを超える与信に係る利息は、通常の商

取引の条件に従って算定される。すべての与信が通常の信用評価の対象となる。近親者への与信は通常の商取引の条件に従っ

て付与されており、上表には含まれていない。

例外的に、近親者への与信が上記の補助的な金利で付与される場合には、この補助による利益は従業員の課税所得として報

告される。

上級経営陣の条件及び報奨に関する情報は、注記G8に表示されている。

注記G48　自己資本比率

資本方針

当行は、当行グループの業務に伴うリスクに対応し、法律で定められた最低要件を上回る堅実な資本水準を維

持することを目的としている。健全な資本水準は、金融逼迫状態並びに買収及び取引高の大幅な増加等その他の

事象に対処するために必要となる。

自己資本規制

新しい自己資本比率規制であるバーゼルⅡ(自己資本比率並びに金融機関及び証券会社の大規模エクスポー

ジャーに関する法律(2006年:第1371号)を通じて2007年2月1日にスウェーデンで導入された)に従って、当行は、

少なくとも、信用リスク、市場リスク及びオペレーショナル・リスクに関する所要自己資本合計に対応する資本

基盤を維持しなければならない。当行は、最低要件に従って資本を維持することに加え、自己資本比率の内部評価

を行わなければならない。2009年に採用された最新のハンデルスバンケンの資本方針は、自己資本比率の内部評

価に関するガイドラインを規定している。当行はまた、金融コングロマリット(特別監督)法(2006年:第531号)に

従って、金融コングロマリットレベルでの所要自己資本にも準拠しなければならない。金融コングロマリットの

所要自己資本に関する詳細については、下記を参照のこと。2009年に当行は、当行の資本基盤に関する規制上の最

低水準を満たしている。
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当行の資本基盤及び所要自己資本に関するより詳細な情報については、「ハンデルスバンケンのリスク及び資

本管理－第三の柱に関する情報」というタイトルの文書から入手可能である(www.handelsbanken.se/irengを参

照のこと)。

当銀行グループの資本基盤に関する情報

資本基盤は、Tier 1(基本的項目)資本及びTier 2(補完的項目)資本より構成される。Tier 1資本は、ハンデルス

バンケン・エイ・ビー・プブリクトが親会社となっている銀行グループに属する会社の資本及びTier 1株式発

行による払込資本で構成されている。Tier 2資本は、主に永久及び期限付劣後ローンより構成されている。その

後、資本基盤からの一定の減額が行われる。当該減額は、Tier 1資本、Tier 2資本及び資本基盤全体から行われる。

当銀行グループにおいて、当行グループの子会社は完全に連結されているが、関連会社は完全に連結されている

か、若しくは持分法に従って連結されている。当銀行グループに属さず、自己資本規制が当行グループの他の企業

と同様には適用されない企業は、下表に示されている。

当行のリスク管理においては、リスクの観点から当行グループ及び当銀行グループの双方が一つの単位とみな

されることが重要である。当行グループにおける効果的なリスク管理を可能にするために、当行グループの様々

な会社間で資本の再配分を行うことが必要になる可能性がある。通常、ハンデルスバンケンは、法律で許容されて

いる範囲(例えば、自己資本比率規制及び会社法における制限等）で当行グループ会社間において資本の再配分

を行うことができる。

銀行グループに属していない会社 企業識別番号 所在地

Handelsbanken Liv Försäkring AB (グループ)516401-8284ストックホルム

Handelsbanken Försäkring AB 516401-8326ストックホルム

Svenska Re S.A. RCS Lux B-32053ルクセンブルグ

Handelsbanken Skadeförsäkrings AB 516401-6767ストックホルム

Handelsbanken Renting AB 556043-2766ストックホルム

Flisekompaniet Holding AS 992999136 オスロ

Gryck Invest AB 556759-2505イェーテボリ

Festival AS 993798304 ソンゲ

Plastal Industri AB 556532-8845イェーテボリ

資本基盤

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

Tier 1資本

資本
 1 78,003 70,488

Tier 1資本拠出 14,845 11,579

少数株主持分 282 1

控除項目

　のれん及びその他の無形資産 -7,252 -6,990

　再評価積立金 -130 -137

　繰延税金資産 -303 -405

　内部格付機関に対する特別控除 -443 -903

　保険会社への資本拠出 -233 -233

　証券化ポジション -165 -140

安定化フィルタに従った調整
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　キャッシュフロー・ヘッジ 217 252

　未実現累積利益/損失(株式) -56 -

　未実現累積利益/損失(確定利付証券) 810 2,342

Tier 1資本合計 85,575 75,854

Tier 2資本

永久劣後ローン 18,650 22,916

期限付の劣後ローン 24,424 25,912

追加項目

　未実現累積利益/損失(株式) 56 -

　再評価積立金 130 137

控除項目

　内部格付機関に対する特別控除 -443 -903

　保険会社への資本拠出 -233 -233

　証券化ポジション -165 -140

Tier 2資本合計 42,419 47,689

Tier 1及びTier 2資本合計 127,994 123,543

資本基盤合計からの控除項目

　保険会社への資本拠出 -4,717 -6,317

　年金資産の余剰価値 -1,524 -1,721

自己資本比率目的での資本基盤合計 121,753 115,505

1) Tier 1資本は、取締役会の利益処分案による影響を受けている。

Tier 1資本

当銀行グループにおけるTier 1資本は、主に株式より構成されている。当行グループの保険会社は銀行グルー

プに属していないため、保険会社のもたらす利益はTier 1資本に含まれていない。スウェーデン金融監督庁の了

承の下、特定の永久劣後ローンは、Tier 1資本に含まれる場合がある(複合ローン)。複合ローンは、減額項目控除

後のTier 1資本合計の30％まで含めることができる。金利マージンの増加(ステップアップ)を含む複合ローン

は、減額項目控除後のTier 1資本合計の15％まで含めることができる。2009年度末において、複合ローンは、合計

15.5十億クローネであり、そのうちステップアップ付きの複合ローンは3.2十億クローネであった。Tier 1資本か

ら除外される項目は、主として、のれん及びその他無形資産、並びに売却可能に分類された株式に係る未実現利益

である。繰延税金資産及び不動産の評価増もまたTier 1資本の減額につながっている。売却可能として分類され

る利付証券及びキャッシュフロー・ヘッジの資本への影響に関しては、中立的調整が行われる。

Tier 2資本

Tier 2資本には、劣後ローン、不動産の評価増及び売却可能として分類された株式に係る未実現利益に関する

減額が含まれる。Tier 2資本総額は、Tier 1資本を超過してはならない。さらに、資本基盤に含まれる期限付劣後

ローンの上限は、Tier 1資本合計の50％に制限されている。また、様々な種類の劣後負債は、規制対象の中に含ま

れている。劣後ローン残高の詳細については、注記G38「劣後負債」を参照のこと。
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Tier 1及びTier 2資本からの控除

内部格付に基づくモデルの使用を許可されている機関(以下「IRB機関」という。) は、IRBモデルに基づく予想

貸倒損失が計上された引当金を超過した場合、IRBモデルに基づく予想貸倒損失と潜在的な貸倒損失に対する引

当金の差額を控除しなければならない。また、特定の金融機関においては、関連会社の資本持分又は持分合計がそ

の会社の資本の10％を超過する場合には、資本拠出について控除しなればならない。これらの控除は、半分はTier

1資本から行われ、もう半分はTier 2資本から行われなければならない。

資本基盤合計からの控除

年金資産の認識済剰余金の純額に関して、資本基盤合計からの控除が行われなければならない。但し、当該控除

からは、当行がハンデルスバンケンの年金基金から返還を受ける権利のある年金費用に相当する分を減額しなけ

ればならない。資本基盤合計はまた、2006年6月20日より前に行われた保険会社に対する拠出も減額しなければな

らない。2013年より、これらの拠出の半分はTier 1資本から控除し、もう半分はTier 2資本から控除しなければな

らない。

所要自己資本

ハンデルスバンケンは、リスクの区分及び信用リスクの算定にIRBモデルと呼ばれる内部手法を適用している。

内部格付アプローチには、基礎的アプローチと先進的アプローチの二つの異なるアプローチがある。基礎的アプ

ローチでは、当行は1年以内に顧客が債務不履行に陥る可能性(以下「PD」という。) を判断するために当行独自

の手法を用いるが、一方で、その他のパラメーターは金融監督庁によって設定される。先進的アプローチでは、当

行は、債務不履行時の損失(以下「LGD」という。) 及び債務不履行時のエクスポージャー (以下「EAD」という。)

を算定する際に当行独自の手法を用いる。金融監督庁からの承認を受けて、2009／2010年度末に、ハンデルスバン

ケンは、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク及びフィンランドにおけるリテール・エクスポージャー(個人及

び小規模企業)、並びに子会社(スタッドフィポテック AB、Handelsbanken Finans AB及びRahoitus Oyの各社)に

おけるリテール・エクスポージャーに対して先進的IRB手法を用いた。基礎的IRB手法は、地方銀行業務全体にお

ける法人に対するエクスポージャー、及び機関に対するエクスポージャーに対して用いられた。基礎的IRB手法は

また、地方銀行業務に含まれていないハンデルスバンケンの海外支店における一定の大規模法人に対するエクス

ポージャーに対しても用いられた。

2009年12月31日現在、IRBモデルは、バーゼルⅡに従って算定されたリスク加重資産合計の約91％をカバーして

いた。残りの信用リスク・エクスポージャーに関して、2009年度の所要自己資本はバーゼルⅡの標準規定を用い

て測定された。ハンデルスバンケンは、法人及び機関に対するエクスポージャーに対して先進的IRBモデルを適用

することを決定し、2010年度中にこのモデルの使用を開始する計画を策定した。

このセクションで報告されている数値は、新たな自己資本比率規制であるバーゼルⅡの第一の柱に基づく最低

所要自己資本を参照している。この表における「バーゼルⅡに基づく」とは、移行規定の適用終了後の最低所要

自己資本に基づく数値であることを意味している。2009年12月に、スウェーデン金融監督庁は、今後2年間、すなわ

ち2011年度末までは移行規定を適用することを決定した。

レポは、所要自己資本が非常に低いものの、レポの取引高が常にかなりの変動があることから、IRBモデルに

従った所要自己資本の表に別個に報告されている。所要自己資本が低いのは、レポのエクスポージャーが総額で

報告され、当該エクスポージャーに担保が付されているためである。

内部格付信用リスク
信用リスク保護考慮後の

エクスポージャー(EAD) 平均リスク加重、％ 所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年
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法人 918,506 961,710 42.6 49.1 31,290 37,797

　うち、レポ 14,368 4,209 1.0 0.3 12 1

　うち、その他貸付 904,138 957,501 43.2 49.3 31,278 37,796

リテール 643,585 565,725 9.1 8.8 4,680 3,980

　うち、不動産貸付 555,021 493,137 6.7 6.6 2,984 2,596

　うち、その他 88,564 72,588 23.9 23.8 1,696 1,384

小規模企業 31,435 32,677 42.9 43.8 1,080 1,145

機関 167,270 147,002 10.5 11.6 1,406 1,364

　うち、レポ 90,401 46,524 0.4 0.2 31 6

　うち、その他貸付 76,869 100,478 22.4 16.9 1,375 1,358

その他 13,931 15,649 51.8 46.2 577 578

内部格付合計 1,774,727 1,722,76327.5 32.6 39,033 44,864

当年度において、IRBエクスポージャーに関する平均リスク加重合計は、5％余り低下した。この低下は、リスク

加重の低いエクスポージャーの割合が増加した一方でリスク加重の高いエクスポージャーの割合が減少したこ

ととともに、法人に対するエクスポージャーの平均リスク加重が減少したことによるものであった。当年度にお

ける変動に関する詳細については、2009年の当行の中間報告書及び「リスク及び資本管理－第三の柱に関する情

報」に記載されている所要自己資本に関する特別情報に従った当行の開示を参照のこと。

所要自己資本、標準的手法

百万スウェーデン・クローネ
エクスポージャー金額

(EAD) 所要自己資本

政府及び中央銀行 140,491 33

地方自治体 49,501 1

機関 5,020 130

法人 28,351 2,268

リテール 12,478 749

不動産抵当貸付 11,828 357

延滞貸出金 860 100

その他項目 12,976 652

合計 261,505 4,290

オペレーショナル・リスク

ハンデルスバンケンの所要資本の計算は標準的手法に従っているが、これはその計算が当行の様々な事業セグ

メントの収益に基づいて行われるということである。

市場リスク

市場リスクは、スウェーデン金融監督庁が指示する標準的手法に従って計算される。

所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年
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標準的アプローチによる信用リスク 4,290 7,884

内部格付アプローチによる信用リスク 39,033 44,864

金利リスク 1,308 1,690

株価リスク 30 20

為替リスク - -

コモディティ・リスク 41 12

決済リスク - -

オペレーショナル・リスク 3,484 3,292

バーゼルⅡに基づく所要自己資本合計 48,186 57,762

移行規定に基づく調整 27,102 29,332

バーゼルⅡ移行規定に基づく所要自己資本合計 75,288 87,094

バーゼルⅠに基づくリスク加重資産 1,190,218 1,234,713

バーゼルⅡに基づく所要自己資本(リスク加重資産8％) 95,217 98,777

バーゼルⅡに基づくリスク加重資産 602,330 722,002

自己資本比率分析、％ 2009年 2008年

バーゼルⅠと比較したバーゼルⅡにおける所要自己資本 51 58

移行規定と比較したバーゼルⅡにおける所要自己資本 64 66

バーゼルⅡに基づく資本比率 20.2 16.0

バーゼルⅠに基づく資本比率 10.3 9.5

移行規定に基づく資本比率 12.9 10.6

バーゼルⅡに基づくTier 1自己資本比率 14.2 10.5

バーゼルⅠに基づくTier 1自己資本比率 7.3 6.2

移行規定に基づくTier 1自己資本比率 9.1 7.0

バーゼルⅡの所要自己資本に関連した資本基盤 253 200

バーゼルⅠの所要自己資本に関連した資本基盤 129 119

移行規定に基づく所要自己資本に関連した資本基盤 162 133

金融コングロマリットに関する所要自己資本

金融コングロマリットの一部である機関及び保険会社は、金融コングロマリットの所要自己資本に関して十分

な資本基盤を有していなければならない。金融コングロマリットに関する資本基盤は、集約方式、決済方式及び連

結方式を組み合わせることによって計算されている。これは、銀行グループの資本基盤がハンデルスバンケン・

リヴ AB保険グループに関する資本基盤と合算されていることを意味する。そのため、金融コングロマリットに関

する所要自己資本を計算するために、当銀行グループの所要自己資本に、保険グループに関するソルベンシー要

件が追加されている。

金融コングロマリットの所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年
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控除及び調整後の資本基盤 125,027 117,490

所要自己資本 76,733 88,587

剰余金 48,294 28,903

次へ 
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損益計算書(親会社)

適用されている会計方針及び評価方針は注記G1及びP1に記述されている。

2009年 2008年

(百万スウェーデン

・クローネ)
(百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ)
(百万円)

利息収益 注記P3 31,554 455,009 58,921 849,641 

利息費用 注記P3 -16,970 -244,707 -45,624 -657,898 

純利息収益 14,584 210,301 13,297 191,743 

受取配当金 注記P4 3,096 44,644 1,557 22,452 

手数料及びコミッション収益 注記P5 7,408 106,823 6,963 100,406 

手数料及びコミッション費用 注記P5 -1,413 -20,375 -1,302 -18,775 

純手数料及びコミッション収益 5,995 86,448 5,661 81,632 

金融事業における純損益 注記P6 2,453 35,372 2,304 33,224 

その他営業収益 注記P7 597 8,609 904 13,036 

営業収益合計 26,725 385,375 23,723 342,086 

一般管理費用

人件費 注記P8 -8,938 -128,886 -7,556 -108,958 

その他管理費用 注記P9 -4,450 -64,169 -4,480 -64,602 

不動産及び器具備品並びに無形資産の減価償却

費、償却費及び減損費用

注記P21,

P22 -574 -8,277 -498 -7,181 

貸倒損失控除前費用合計 -13,962 -201,332 -12,534 -180,740 

貸倒損失控除前利益 12,763 184,042 11,189 161,345 

貸倒損失、正味 注記P10 -3,781 -54,522 -1,580 -22,784 

金融資産の減損損失 -30 -433 -

営業利益 8,952 129,088 9,609 138,562 

利益処分 注記P11 4,691 67,644 2,795 40,304 

税引前利益 13,643 196,732 12,404 178,866 

法人税等 注記P29 -2,784 -40,145 -3,097 -44,659 

当期利益 10,859 156,587 9,307 134,207 

貸借対照表(親会社)

適用されている会計方針及び評価方針は注記G1及びP1に示されている。

2009年 2008年

(百万スウェーデン

・クローネ)
(百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ)
(百万円)

資産

現金及び中央銀行預け金 49,681 716,400 64,774 934,041

財務省証券及びその他の適格証券 注記P17 96,701 1,394,428 70,691 1,019,364

金融機関への貸出金 注記P15 414,441 5,976,239 381,874 5,506,623

一般顧客への貸出金 注記P16 723,056 10,426,468 790,613 11,400,639

社債及びその他の利付証券 注記P17 58,089 837,643 73,832 1,064,657
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株式及び参加持分 注記P18 21,167 305,228 10,980 158,332

子会社及び関連会社株式 注記P19 33,458 482,464 33,435 482,133

顧客が価値変動リスクを負う資産 3,376 48,682 1,704 24,572

デリバティブ商品 注記P20 110,177 1,588,752 195,054 2,812,679

無形資産 注記P21 1,782 25,696 1,848 26,648

不動産及び器具備品 注記P22 1,750 25,235 1,785 25,740

当期税金資産 - - 980 14,132

繰延税金資産 注記P29 231 3,331 233 3,360

その他資産 注記P23 41,670 600,881 16,714 241,016

前払費用及び未収金 注記P24 4,691 67,644 7,639 110,154

資産合計 注記P12 1,560,270 22,499,093 1,652,156 23,824,090

負債及び資本

金融機関からの預り金 注記P25 272,712 3,932,507 373,996 5,393,022

一般顧客からの預金及び借入金 注記P26 522,503 7,534,493 505,903 7,295,121

顧客が価値変動リスクを負う負債 3,419 49,302 1,720 24,802

発行済証券等 注記P27 474,205 6,838,036 427,426 6,163,483

デリバティブ商品 注記P20 110,788 1,597,563 183,488 2,645,897

その他トレーディング負債 注記P28 29,647 427,510 17,580 253,504

当期税金負債 369 5,321 - -

繰延税金負債 注記P29 90 1,298 93 1,341

引当金 注記P30 188 2,711 352 5,076

その他負債 注記P31 20,106 289,929 15,786 227,634

未払費用及び繰延収益 注記P32 8,333 120,162 11,438 164,936

劣後負債 注記P33 59,021 851,083 61,306 884,033

負債合計 注記P12 1,501,381 21,649,914 1,599,088 23,058,849

非課税剰余金 注記P34 1,368 19,727 2,490 35,906

株式資本 2,899 41,804 2,899 41,804

法定準備金 2,682 38,674 2,682 38,674

利益剰余金 注記P35 41,081 592,388 35,690 514,650

当期利益 10,859 156,587 9,307 134,207

資本合計 57,521 829,453 50,578 729,335

負債及び資本合計 1,560,270 22,499,093 1,652,156 23,824,090

補足項目

自己負債のために差し入れた担保 注記P36 171,051 2,466,555 226,726 3,269,389

その他差入担保 注記P37 8,124 117,148 6,943 100,118

偶発債務／コミットメント 注記P38 154,338 2,225,554 180,826 2,607,511

その他コミットメント 注記P40 376,563 5,430,038 339,956 4,902,166

持分変動計算書（親会社）

制限資本
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(百万スウェーデン・クローネ)
株式資本

法定

準備金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計

2008年期首資本 2,890 2,682 180 524 190 49,556 56,022

キャッシュフロー・ヘッジの

変動、税引後 注記P35 -763 -763

売却可能金融商品の変動、税引

後 注記P35 -3,698 -3,698

為替換算差額、税引後 注記P35 169 169

資本に直接計上された損益合計 - - -763 -3,698 169 - -4,292

当期利益 9,307 9,307

所有者との取引前の変動合計 - - -763 -3,698 169 9,307 5,015

配当金 -8,417 -8,417

グループ利益分配 -2,239 -2,239

トレーディング勘定で保有され

ている自己株式 13 13

転換可能劣後ローンの転換部分 184 184

消却による株式資本の減少 -22 22 -

株式無償交付 31 -31 -

2008年期末資本 2,899 2,682 -583 -3,174 359 48,395 50,578

制限資本

(百万スウェーデン・クローネ)
株式資本

法定

準備金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計

2009年期首資本 2,899 2,682 -583 -3,174 359 48,395 50,578 

キャッシュフロー・ヘッジの

変動、税引後 注記P35 10 10 

売却可能金融商品の変動、税引

後 注記P35 2,353 2,353 

為替換算差額、税引後 注記P35 51 51 

資本に直接計上された利益合計 - - 10 2,353 51 - 2,414 

当期利益 10,859 10,859 

所有者との取引前の変動合計 - - 10 2,353 51 10,859 13,273 

配当金 -4,364 -4,364 

グループ利益分配 -1,933 -1,933 

トレーディング勘定で保有され

ている自己株式 -33 -33 

2009年期末資本 2,899 2,682 -573 -821 410 52,924 57,521 

1
公正価値ファンドに含まれている。

制限資本

(百万円)
株式資本

法定

準備金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計
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2008年期首資本 41,674 38,674 2,596 7,556 2,740 714,598 807,837

キャッシュフロー・ヘッジの

変動、税引後 注記P35 -11,002 -11,002

売却可能金融商品の変動、税引

後 注記P35 -53,325 -53,325

為替換算差額、税引後 注記P35 2,437 2,437

資本に直接計上された損益合

計 - - -11,002-53,325 2,437 - -61,891

当期利益 134,207 134,207

所有者との取引前の変動合計 - - -11,002-53,325 2,437 134,207 72,316

配当金 -121,373-121,373

グループ利益分配 -32,286 -32,286

トレーディング勘定で保有さ

れている自己株式 187 187

転換可能劣後ローンの転換部

分 2,653 2,653

消却による株式資本の減少 -317 317 -

株式無償交付 447 -447 -

2008年期末資本 41,804 38,674 -8,407 -45,769 5,177 697,856 729,335

制限資本

(百万円)
株式資本

法定

準備金

ヘッジ

準備金
1

公正価値

評価差額

準備金
1

為替換算

調整

準備金
1

利益

剰余金 合計

2009年期首資本 41,804 38,674 -8,407 -45,769 5,177 697,856729,335

キャッシュフロー・ヘッジの

変動、税引後 注記P35 144 144

売却可能金融商品の変動、税引

後 注記P35 33,930 33,930

為替換算差額、税引後 注記P35 735 735

資本に直接計上された利益合

計 - - 144 33,930 735 - 34,810

当期利益 156,587156,587

所有者との取引前の変動合計 - - 144 33,930 735 156,587191,397

配当金 -62,929-62,929

グループ利益分配 -27,874-27,874

トレーディング勘定で保有さ

れている自己株式 -476 -476

2009年期末資本 41,804 38,674 -8,263 -11,839 5,912 763,164829,453

1
公正価値ファンドに含まれている。

キャッシュ・フロー計算書（親会社）

2009年 2008年

(百万スウェーデン

・クローネ
(百万円)

(百万スウェーデン

・クローネ)
(百万円)

営業活動

営業利益 8,952 129,088 9,609 138,562
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うち、受取利息 34,728 500,778 58,113 837,989

うち、支払利息 -21,309 -307,276 -44,994 -648,813

うち、受取配当金 3,096 44,644 1,557 22,452

損益における非現金項目の調整

貸倒損失 3,875 55,878 1,751 25,249

未実現評価差額 3,019 43,534 -2,819 -40,650

減価償却費、償却費及び減損 604 8,710 498 7,181

法人税の支払 -1,439 -20,750 -3,926 -56,613

営業活動による資産及び負債の変動

金融機関への貸出金 -32,568 -469,631 -79,605 -1,147,904

一般顧客への貸出金 63,677 918,222 -88,656 -1,278,420

利付証券及び株式 -14,297 -206,163 60,086 866,440

金融機関からの預り金 -101,283 -1,460,501 66,899 964,684

一般顧客からの預金及び借入金 16,601 239,386 23,416 337,659

発行済証券 46,779 674,553 132,721 1,913,837

デリバティブの正味ポジション 12,117 174,727 -17,050 -245,861

ショートポジション 12,066 173,992 -41,924 -604,544

投資銀行業務の決済における債権及び債務 -26,591 -383,442 8,362 120,580

その他 6,646 95,835 -22,372 -322,604

営業活動からのキャッシュ・フロー -1,842 -26,562 46,990 677,596

投資活動

子会社の取得 -12 -173 -1,013 -14,607

持分変動 -114 -1,644 793 11,435

利付証券の変動 -5,700 -82,194 -1,105 -15,934

不動産及び器具備品の変動 -312 -4,499 137 1,976

無形固定資産の変動 -175 -2,524 -151 -2,177

投資活動からのキャッシュ・フロー -6,313 -91,033 -1,339 -19,308

財務活動

劣後ローンの返済 -3,280 -47,298 -1,346 -19,409

劣後ローンの発行 2,922 42,135 2,556 36,858

劣後転換可能ローンの発行 - - 2,296 33,108

配当金の支払 -4,364 -62,929 -8,416 -121,359

グループ利益分配 558 8,046 2,423 34,940

財務活動からのキャッシュ・フロー -4,164 -60,045 -2,487 -35,863

当期キャッシュ・フロー -12,319 -177,640 43,164 622,425

期首流動資金 64,774 934,041 13,380 192,940

営業活動からのキャッシュ・フロー -1,842 -26,562 46,990 677,596

投資活動からのキャッシュ・フロー -6,313 -91,033 -1,339 -19,308

財務活動からのキャッシュ・フロー -4,164 -60,045 -2,487 -35,863

流動資金の為替換算差額 -2,774 -40,001 8,230 118,677

期末流動資金 49,681 716,400 64,774 934,041

５年間の概要(親会社)
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適用されている会計方針及び評価方針は注記P1に示されている。

損益計算書

(百万スウェーデン・クローネ) 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年

純利息収益 14,584 13,297 10,236 9,134 8,599

受取配当金 3,096 1,557 5,684 3,362 815

純手数料及びコミッション収益 5,995 5,661 6,428 5,831 5,246

金融事業における純損益 2,453 2,304 1,867 2,220 2,582

その他営業収益 597 904 695 812 608

営業収益合計 26,725 23,723 24,910 21,359 17,850

一般管理費用

人件費 -8,938 -7,556 -7,295 -7,186 -6,629

その他管理費用 -4,450 -4,480 -4,174 -3,695 -3,192

不動産及び器具備品並びに無形資産の減

価償却費、償却費及び減損費用 -574 -498 -441 -634 -310

貸倒損失控除前費用合計 -13,962 -12,534 -11,910 -11,515 -10,131

貸倒損失控除前利益 12,763 11,189 13,000 9,844 7,719

貸倒損失、正味 -3,781 -1,580 -64 -200 -160

金融資産の減損損失 -30 - - - -

営業利益 8,952 9,609 12,936 9,644 7,559

利益処分 4,691 2,795 3,976 4,365 4,712

税引前利益 13,643 12,404 16,912 14,009 12,271

法人税等 -2,784 -3,097 -3,265 -3,302 -3,404

当期利益 10,859 9,307 13,647 10,707 8,867

当期配当金 4,988* 4,364 8,416 5,074 4,585

*
取締役会の処分案によるもの

貸借対照表

(百万スウェーデン・クローネ) 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年

資産

一般顧客への貸出金 723,056 790,613 711,626 571,960 495,442

金融機関への貸出金 414,441 381,874 318,859 338,037 312,391

利付証券 154,790 144,523 156,317 191,419 186,088

その他資産 267,983 335,146 172,908 166,776 155,135

資産合計 1,560,270 1,652,156 1,359,710 1,268,192 1,149,056

負債及び資本

一般顧客からの預金及び借入金 522,503 505,903 482,487 412,664 376,947

金融機関からの預り金 272,712 373,996 307,151 353,112 311,876

発行済証券 474,205 427,426 294,705 254,484 217,774

劣後負債 59,021 61,306 52,909 51,672 46,795

その他負債 172,940 230,457 164,952 144,068 144,587

非課税剰余金 1,368 2,490 1,484 1,183 1,397
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資本 57,521 50,578 56,022 51,009 49,680

負債及び資本合計 1,560,270 1,652,156 1,359,710 1,268,192 1,149,056

補足項目

自己の負債のために差し入れた担保 171,051 226,726 119,896 121,978 79,319

その他差入担保 8,124 6,943 21,841 5,397 5,986

偶発債務 154,338 180,826 139,431 136,268 126,703

その他コミットメント 399,999 365,425 356,797 309,852 271,389

次へ 
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注記P1　会計方針

1.準拠表明

親会社の年次報告書は信用機関及び証券会社に係る年次報告法（1995年第1559号）、スウェーデン金融監督庁

が発行した規定及び一般指針、FFFS 2008年第25号、信用機関及び証券会社における年次報告、スウェーデンの財

務報告審議会の勧告RFR第2.2号「事業体に関する会計処理」及びスウェーデン財務報告審議会による意見書に

準拠して作成されている。金融監督庁の一般指針に準拠して、親会社は法定IFRSを採用している。これはEUが採用

する国際財務報告基準及びこれら基準の解釈が、国内法及び指令並びに会計と税との間の関連性の枠組みの範囲

内で可能な限り適用されていることを意味する。

年次報告書の公表及び採択

年次報告書は2010年２月17日の取締役会により公表が承認された。また2010年4月29日の定期株主総会で採択

される。

2. 親会社及び当行グループの会計方針における関連性

親会社の主な会計方針は当行グループの会計方針と一致している。以下は当行グループの会計方針と異なる親

会社の会計方針に限定した記述である。その他については注記G1の会計方針を参照のこと。

3. 会計方針の変更

2009年7月1日に、IAS第27号「連結及び個別財務諸表」が改定され、子会社からの配当金は常に親会社の損益計

算書に配当金として計上することになった。配当後の子会社の回収可能額が親会社における該当株式の報告価値

より小さい場合、当該株式の帳簿価額は回収可能額まで減損される。

これ以外の親会社が当事業年度において採用した会計方針は、すべての重要な点において2008年度に適用され

ていた会計方針と同様である。

将来の基準変更

2010年度において、包括利益計算書に関するIAS第1号の規定が親会社にも全面的に適用される。これは連結勘

定と同様に、通常の損益計算書に加えその他包括利益の構成要素を示す個別の計算書が表示されることを意味し

ている。したがって、親会社の持分変動計算書には所有者との取引のみが含まれることになる。

4.表示

親会社は損益計算書及び貸借対照表について信用機関及び証券会社に係る年次報告法並びにスウェーデン金

融監督庁の規定に準拠した表示モデルを採用している。これは当行グループの表示と比較して主に以下の相違が

あることを意味する。

・　親会社には、その他包括利益に含まれている構成要素の個別報告がない。したがって、損益計算書で報告さ

れていない資本変動のすべてを親会社の持分変動計算書で報告している。

・　仲介及び取引費用は親会社においてコミッション費用として報告されている。

・　受取配当金は親会社の損益計算書において個別の科目で報告されている。

・　親会社が不動産、器具備品及び無形固定資産を処分する際の損益は、その他損益に報告される。

・　親会社ではオフバランスシート項目を貸借対照表上で報告している。

5. 外貨建て資産及び負債

親会社の貸出金で在外営業活動体における純投資をヘッジするものは、当初の換算レートで測定される。
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6. 売却目的保有資産及び非継続事業

非継続事業からの税引後純利益は親会社の損益計算書において個別に認識されない。また売却目的保有資産は

貸借対照表において個別に表示されない。

7. 子会社及び関連会社株式並びに参加持分

子会社及び関連会社株式並びに参加持分は取得原価で測定される。子会社及び関連会社株式からの配当金は収

益として損益計算書の受取配当金に計上される。

8. 金融保証

保証の形式による子会社及び関連会社への金融保証は、親会社にコミットメントが存在し、コミットメントを

決済するための支払いが求められる可能性が高い場合、親会社の貸借対照表に引当金として計上される。

9. リース

親会社は多くのリース契約における賃借人となっている。すべてのリース契約はオペレーティング・リースと

して計上されている。これは、リース費用が発生時に損益計上されることを意味する。

10. 無形資産

親会社において、のれん及び耐用年数を確定出来ないその他の無形資産の取得は、前述の年次報告法の規定に

準拠して償却される。親会社における取得資産の耐用年数は、非常に長期なものと評価される。償却期間は20年と

定められている。

11. 配当金

受取配当金項目は、すべて親会社が子会社及び関連会社からの配当金を含めて受領した配当金で構成されてい

る。

配当予想は、親会社に配当金額を決定する権利があり、財務報告の公表前に決定されている場合に限り認識さ

れる。

12. 年金会計

親会社は確定給付制度の会計に関するIAS第19号の規定を適用していない。その代わり、年金費用は年金債務保

護法の規定及びスウェーデン金融監督庁の規定に準拠して親会社の年金数理計算を基に計算される。これは主に

割引率の設定方法、親会社の年金債務の計算において将来債務の計算に将来の昇給が考慮されていないこと、年

金数理差損益は発生時に全額が認識されることに関して差異があることを意味する。認識された正味年金費用

は、支払給付金及び年金拠出から年金基金からの支給を控除したものとされる。当期の正味年金費用は、親会社の

損益計算書において人件費として報告される。

制度資産の価値が見積り年金債務を超過したことによる超過額は親会社の財務諸表において資産として認識

されない。不足額は負債として認識される。

13. 税金

親会社において、非課税剰余金は貸借対照表において個別項目として認識される。非課税剰余金は貸借対照表

において、繰延税金負債部分と資本部分に分割可能である。グループ利益分配はその分配の経済的実態に従って

計上される。分配が税務目的であると判断された場合には、剰余金の増加/減少の調整（税引後）として計上され
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る。グループ利益分配が配当金と同等とみなされた場合には、受取側では損益計算書における利益処分として計

上され、支払側では利益剰余金の減少として計上される。

注記P2　リスク及び資本管理

ハンデルスバンケン・グループのリスク管理は、注記G2に記載されている。親会社のリスクに関する具体的な

情報については以下に示されている。定義については、注記G2を参照のこと。

信用リスク

信用リスク・エクスポージャー

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

一般顧客への貸出金
1 723,056 790,613

うち、リバース・レポ 11,544 4,781

金融機関への貸出金 414,441 381,874

うち、リバース・レポ 64,701 48,870

付与された当座貸越枠の未使用部分 164,142 125,273

信用コミットメント 210,451 214,434

その他コミットメント 1,970 249

保証、貸出金 67,394 77,290

保証、その他 47,849 50,818

信用状 39,011 52,624

デリバティブ 110,177 195,054

財務省証券及びその他の適格証券 96,701 70,691

債券及びその他の利付証券 58,089 73,832

合計 1,933,281 2,032,752

1
この金額のうち、5,728(6,688)百万クローネは、当初認識時に損益計算書を通じて公正価値で評価するものと

して分類されていた貸出金である。

一般顧客への貸出金、セクター別 2009年 2008年  

百万スウェーデン・クローネ

貸出金(引当金控除

前)

潜在的な貸倒損失

に対する引当金

貸出金(引当金控除

後)

貸出金(引当金控除

後)

個人 137,433 -476 136,957 127,452

住宅協同組合 10,637 -11 10,626 6,571

不動産管理 245,369 -616 244,753 259,529

製造 59,969 -2,202 57,767 65,991

リテール 37,031 -529 36,502 36,334

ホテル及びレストラン 6,877 -48 6,829 4,792
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海運 14,577 -2 14,575 11,099

その他運輸及び通信 14,507 -109 14,398 14,327

建設 11,143 -184 10,959 10,701

電気、ガス及び水道 13,445 -10 13,435 13,180

農業、狩猟業及び林業 3,864 -33 3,831 5,756

その他サービス 14,810 -43 14,767 13,031

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・ファンド等 103,323 -438 102,885 106,415

政府及び地方自治体 17,783 - 17,783 13,654

その他法人貸付 37,806 -354 37,452 102,234

一般顧客への貸出金合計(集合的引当金控除前) 728,574 -5,055 723,519 791,066

集合的引当金 -463 -453

一般顧客への貸出金合計 723,056 790,613

一般顧客への貸出金、担保

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

住宅用不動産
1

148,842 159,105

その他の不動産 130,778 106,631

政府、地方自治体及び県域自治体 45,293 33,643

保証 13,669 28,126

無担保 291,986 281,419

その他の担保 92,488 181,689

合計 723,056 790,613

1
住宅協同組合を含む。

信用の質

法人部門のエクスポージャー区分別のエクスポージャー割合（デフォルトを除く）

リテール部門のエクスポージャー区分別のエクスポージャー割合（デフォルトを除く）
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機関部門のエクスポージャー区分別のエクスポージャー割合（デフォルトを除く）

市場リスク

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

金利リスク -381 -283

純利息収益リスク 1,205 1,411

為替リスク -27 -34

コモディティ価格リスク -55 -16

注記P3　純利息収益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

利息収益

金融機関及び中央銀行 6,110 15,054

一般顧客 25,608 43,338

財務省証券及びその他の適格証券 2,732 3,806

社債及びその他の利付証券 4,318 7,024

ヘッジ手段として認識されるデリバティブ -1,992 1,112

その他利息収益 1,176 937

利息収益合計 37,952 71,271

うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息収益 6,398 12,350

損益計算書に計上される利息収益 31,554 58,921

利息費用
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金融機関及び中央銀行 -2,785 -11,882

一般顧客 -4,524 -16,558

発行済証券 -8,905 -14,674

ヘッジ手段として認識されるデリバティブ 2,394 -2,142

劣後負債 -2,404 -2,675

その他利息費用 -6,195 -8,489

利息費用合計 -22,419 -56,420

うち、公正価値で評価される金融項目からの純損益に計上される利息費用 -5,449 -10,796

損益計算書に計上される利息費用 -16,970 -45,624

純利息収益 14,584 13,297

減損貸出金に係る利息収益137(105)百万クローネを含む。償却原価で計上される資産及び売却可能資産に係る利息収益は、

合計25,220(43,208)百万クローネであった。償却原価で計上される負債に係る利息費用は、合計14,517(33,595)百万クローネ

であった。

注記P4　受取配当金

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

株式及び参加持分からの配当金 557 1,423

関連会社からの配当金 3 0

グループ会社からの配当金 2,536 134

合計 3,096 1,557

注記P5　純手数料及びコミッション収益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

仲介 1,777 1,602

ミューチュアル・ファンド及びカストディ 850 1,007

助言サービス 196 192

支払 2,364 2,247

貸出金及び預金 836 636

保証 525 419

その他 860 860

手数料及びコミッション収益合計 7,408 6,963

仲介、ミューチュアル・ファンド及びカストディ -322 -353

支払 -935 -887

その他 -156 -62

手数料及びコミッション費用合計 -1,413 -1,302

純手数料及びコミッション収益 5,995 5,661
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注記P6　金融事業における純損益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

売却可能(実現額) 65 328

　うち株式 14 858

　うち利付証券 51 -530

ヘッジ会計

　公正価値ヘッジ 55 -249

　うちヘッジ手段 307 1,589

　うちヘッジ対象 -252 -1,838

　キャッシュフロー・ヘッジ非有効部分 -5 -11

公正価値で測定される商品

　貸出金及び債権 -23 237

　うち銀行間金利の変動によるもの -50 246

　利付証券 23 1,072

　金融負債 158 -158

　うち銀行間金利の変動によるもの 158 -158

償却原価で計上される貸出金及び債権 0 -23

償却原価で計上される金融負債 -254 17

トレーディング（トレーディング関連金利を含む） 2,434 1,091

合計 2,453 2,304

注記P7　その他営業収益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

賃料収入 27 27

不動産売却に係るキャピタル・ゲイン - 273

その他営業収益 570 604

合計 597 904

注記P8　人件費

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

給与及び報酬 -6,019 -5,466

社会保障費 -1,447 -1,374

年金費用
＊ -232 -328

利益分配財団に対する引当金 -748 -

その他人件費 -492 -388

合計 -8,938 -7,556

＊年金費用に関する情報については、注記P39に示されている。

給与及びその他の報酬

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年
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取締役、最高経営責任者及び副社長

スウェーデン -83 -73

ノルウェー -3 -4

フィンランド -3 -5

デンマーク -4 -4

英国 -7 -7

合計 -100 -93

その他

スウェーデン -3,622 -3,390

ノルウェー -623 -563

フィンランド -348 -331

デンマーク -588 -412

英国 -417 -408

ルクセンブルグ -29 -20

ドイツ -55 -45

米国 -76 -85

シンガポール -21 -21

香港 -22 -14

ポーランド -42 -45

その他諸国 -76 -39

合計 -5,919 -5,373

合計 -6,019 -5,466

男女別分布、％ 2009年 2008年

男性 女性 男性 女性

取締役 75 25 67 33

最高経営責任者及び副社長 91 9 91 9

スウェーデンにおける傷病休暇取得

率(％)

2009年 2008年

男性 女性 合計 男性 女性 合計

29歳以下 1.4 2.7 2.2 1.4 2.4 2.0

30-49歳 1.6 3.3 2.5 1.6 3.6 2.7

50歳以上 2.5 6.1 4.4 2.8 6.7 4.9

平均傷病休暇取得率 1.8 4.0 3.0 1.9 4.4 3.3

うち長期休暇 0.6 2.1 1.4 0.7 2.4 1.6

親会社の上級経営陣に対する報酬に関する情報については、注記G8に示されている。
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注記P9　その他管理費用

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

不動産及び設備 -1,033 -943

外部IT費用 -1,307 -1,294

通信費 -373 -366

旅費及びマーケティング費用 -321 -315

購入したサービス -833 -794

備品費 -281 -214

その他管理費用 -302 -554

合計 -4,450 -4,480

うち、オペレーティング・リースに係る費用

　最低リース料 -789 -761

　変動リース料 -13 -82

合計 -802 -843

オペレーティング・リースは主として、事務所及び事務所設備に関する運営のための標準的な契約に関するものである。事

務所賃借料には、通常、インフレ率と固定資産税に関連した変動リース料が含まれている。2009年の最大個別リース契約費用

は、約128(128)百万クローネであった。主要な契約には変動リース料は含まれていなかった。

監査費用 監査 コンサルティング

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年 2009年 2008年

定時株主総会で選任された監査人

ケーピーエムジーエービー -8 -10 -1 -1

アーンスト・アンド・ヤング・エー

ビー -2 -2 -1 -1

内部監査 -93 -85

注記P10　貸倒損失

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

個別に評価された貸出金債権に対する特定の引当金

当年度引当金 -3,816 -1,224

過年度の引当金の戻入れ 249 182

合計 -3,567 -1,042

集合的引当金

個別に評価された貸出金債権に対する当年度中の

集合的引当金 -11 -158

同種の貸出金債権に対する当年度中の集合的引当金 - 3
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オフバランスシート項目に対する当年度の集合的

引当金 -30 -

合計 -41 -155

その他引当金

オフバランスシート項目に対する引当金 -16 -95

過年度の引当金の戻入れ 78 -

合計 62 -95

償却

当年度中の実際の貸倒損失 -882 -941

過年度引当金の充当分 553 485

回収 94 168

合計 -235 -288

担保権実行不動産の価値の変動

当年度の価値の変動 - -

貸倒損失、正味 -3,781 -1,580

減損貸出金等

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

減損貸出金 8,922 4,878

個別に評価された貸出金債権に対する特定の引当金 -5,064 -2,041

小口かつ類似した信用リスクを有する集合的に評価された同種

の貸出金債権グループに対する引当金 - 0

個別に評価された貸出金債権に対する引当金 -463 -453

減損貸出金純額 3,395 2,384

減損貸出金引当率、％ 61.9 51.1

減損貸出金割合、％ 0.33 0.22

集合的引当金を除く減損貸出金引当率、％ 56.8 41.8

不良債権であるが減損貸出金ではないもの 952 1,115

当年度中に再編された貸出金債権の帳簿価額（再編前） 1,466 1,293

当年度中に再編された貸出金債権の帳簿価額（再編後） 1,451 1,293

当年度中に正常債権に区分変更された減損貸出金 45 45

契約上のキャッシュ・フローを実現できない可能性が高い場合、貸出金債権は減損貸出金として分類される。個別引当金の

対象となるすべての貸出金は、一部担保でカバーされる場合でも、全額が減損貸出金に含まれる。これは、引当金繰入率の算定

において受領した担保は考慮されないことを意味する。不良債権は、利息、元本返済又は当座貸越の支払い期限が60日を超過

している貸出金のことである。その他の定義については、160ページ（訳注：ハンデルスバンケンの2009年のアニュアルレ

ポート原文の項目名であり、当該項目は本書には含まれていない。）を参照のこと。
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減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2009年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
*

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

個人 833 -476 357 301 434

住宅協同組合 84 -11 73 72 66

不動産管理 1,406 -616 790 311 76

製造 2,843 -2,202 641 576 130

リテール 738 -529 209 23 44

ホテル及びレストラン 81 -48 33 27 11

海運 6 -2 4 4 -

その他運輸及び通信 140 -109 31 19 5

建設 406 -184 222 112 101

電気、ガス及び水道 12 -10 2 - 2

農業、狩猟業及び林業 36 -33 3 0 0

その他サービス 59 -43 16 14 11

持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・

ファンド等 1,449 -444 1,005 71 5

その他法人貸付 829 -357 472 363 67

合計 8,922 -5,064 3,858 1,893 952

減損貸出金及び/又は不良債権、セクター別、

2008年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
*

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

個人 490 -254 236 222 438

住宅協同組合 20 -10 10 10 24

不動産管理 1,143 -260 883 413 341

製造 561 -403 158 152 50

リテール 358 -200 158 141 92

ホテル及びレストラン 17 -10 7 8 15

その他運輸及び通信 56 -39 17 16 5

建設 115 -45 70 68 54

電気、ガス及び水道 17 -6 11 6 0

農業、狩猟業及び林業 21 -13 8 7 13

その他サービス 4 4 4 26
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持株会社、投資会社、保険会社、ミューチュアル・

ファンド等 1,359 -332 1,027 27 14

その他法人貸付 717 -469 248 249 43

合計 4,878 -2,041 2,837 1,323 1,115

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2009年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
*

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

スウェーデン 4,213 -3,090 1,123 837 274

ノルウェー 829 -408 421 421 277

フィンランド 513 -318 195 71 362

デンマーク 1,316 -662 654 297 39

英国 772 -245 527 185 -

その他欧州 93 -10 83 82 -

北米 1,186 -331 855 - -

アジア - - - - -

合計 8,922 -5,064 3,858 1,893 952

減損貸出金及び/又は不良債権、

地理的分布別、2008年 減損貸出金

百万スウェーデン・クローネ 総額 引当金 純額
*

うち不良

債権

不良債権で

あるが減損

貸出金では

ないもの

スウェーデン 1,703 -1,031 672 550 315

ノルウェー 594 -136 458 458 432

フィンランド 279 -173 106 84 244

デンマーク 365 -183 182 150 36

英国 604 -188 416 78 88

その他欧州 3 3 3 0

北米 1,330 -330 1,000 0 0

アジア - - - - -

合計 4,878 -2,041 2,837 1,323 1,115

* 個別に評価された貸出金債権に対する特定の引当金及び集合的に評価された貸出金債権に対する引当金を考慮後の帳簿価額。但し、個別

に評価された貸出金債権に対する集合的引当金を除く。

延滞しているが減損していない貸出金債権の

分析、2009年 一般顧客への貸出金
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百万スウェーデン・クローネ

金融機関

への

貸出金 個人向け 法人向け その他 合計

5日から30日までの延滞 - 103 1,521 - 1,624

31日から60日までの延滞 - 27 396 - 423

61日から90日までの延滞 - 66 176 - 242

91日から360日までの延滞 - 215 239 - 454

360日超の延滞 - 153 103 - 256

合計 - 564 2,435 - 2,999

延滞しているが減損していない貸出金債権の

分析、2008年 一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ

金融機関

への

貸出金 個人向け 法人向け その他 合計

5日から30日までの延滞 - 828 1,926 - 2,754

31日から60日までの延滞 - 164 499 - 663

61日から90日までの延滞 - 139 257 - 396

91日から360日までの延滞 - 185 231 - 416

360日超の延滞 - 114 189 - 303

合計 - 1,430 3,102 - 4,532

注記P11　分配割当額

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

予定償却を超過するのれんの償却 112 116

税金配分準備金 988 -988

グループ利益分配 3,591 3,667

合計 4,691 2,795

注記P12　金融資産及び負債の分類

2009年

損益に公正価値で計上さ

れるもの

百万スウェーデ

ン・クローネ

トレーディ

ング目的 その他
*

ヘッジ手段

として特定

されたデリ

バティブ

満期保有

投資

貸出金及び

顧客に対す

る債権

売却可能金

融資産

その他金融

資産/負債

帳簿価額

合計 公正価値

資産

現金及び中央銀

行預け金 49,681 49,681 49,681

財務省証券及び

その他の適格

証券 24,771 64,646 5,700 1,584 96,701 96,696
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金融機関への貸

出金 414,441 414,441 414,212

一般顧客への貸

出金 5,728 717,328 723,056 723,564

社債及びその他

の利付証券 20,575 20,679 1,368 15,467 58,089 58,088

株式及び参加持

分 17,075 4,092 21,167 21,167

子会社及び関連

会社株式 33,458 33,458 33,458

顧客が価値変動

リスクを負う

資産 1,245 2,131 3,376 3,376

デリバティブ商

品 108,313 1,864 110,177 110,177

その他資産 61 41,609 41,670 41,670

前払費用及び未

収金 92 750 145 3,703 1 4,691 4,691

金融資産合計 170,88793,048 1,864 7,213 1,228,89321,144 33,4581,556,5071,556,780

非金融資産 3,763

資産合計 1,560,270

負債

金融機関からの

預り金 272,712 272,712 272,592

一般顧客からの

預金及び借入

金 522,503 522,503 523,502

顧客が価値変動

リスクを負う

負債 1,288 2,131 3,419 3,419

発行済証券 8,846 465,359 474,205 477,059

デリバティブ商

品 109,081 1,707 110,788 110,788

その他トレー

ディング負債 29,647 29,647 29,647

その他負債 20,106 20,106 20,106

未払費用及び繰

延収益 8,333 8,333 8,333

劣後負債 59,021 59,021 61,189

金融負債合計 147,574 1,288 1,707 1,350,1651,500,7341,506,635

非金融負債 647

負債合計 1,501,381

＊公正価値で測定されるものに分類されるもの

公正価値による測定の原則は注記G14に示されている。子会社及び関連会社株式に関しては、公正価値ではなく取得原価で

表示されている。
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2008年

損益に公正価値で計上され

るもの

百万スウェーデ

ン・クローネ

トレーディ

ング

目的 その他
*

ヘッジ手段

として特定

されたデリ

バティブ

満期保有

投資

貸出金及び

顧客に対す

る債権

売却可能金

融資産

その他金融

資産/負債

帳簿価額

合計 公正価値

資産

現金及び中央銀

行預け金 64,774 64,774 64,774

財務省証券及び

その他の適

格証券 7,992 62,366 333 70,691 70,691

金融機関への貸

出金 381,874 381,874 385,289

一般顧客への貸

出金 6,688 783,925 790,613 792,176

社債及びその他

の利付証券 30,525 17,959 1,435 23,913 73,832 73,832

株式及び参加持

分 8,201 2,779 10,980 10,980

子会社及び関連

会社株式 33,435 33,435 33,435

顧客が価値変動

リスクを負

う資産 1,704 1,704 1,704

デリバティブ商

品 194,046 1,008 195,054 195,054

その他資産 8 16,706 16,714 16,714

前払費用及び未

収金 244 787 12 6,586 10 7,639 7,639

金融資産合計 241,016 89,504 1,008 1,447 1,253,86527,035 33,4351,647,3101,652,288

非金融資産 4,846

資産合計 1,652,156

負債

金融機関からの

預り金 41,385 332,611 373,996 375,466

一般顧客からの

預金及び借入

金 505,903 505,903 506,235

顧客が価値変動

リスクを負う

負債 1,720 1,720 1,720

発行済証券 3,162 424,264 427,426 430,353

デリバティブ商

品 182,496 992 183,488 183,488

その他トレー

ディング負債 17,580 17,580 17,580

その他負債 15,786 15,786 15,786

未払費用及び繰

延収益 326 290 10,822 11,438 11,438
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劣後負債 61,306 61,306 64,692

金融負債合計 203,564 43,395 992 1,350,6921,598,6431,606,758

非金融負債 445

負債合計 1,599,088

＊公正価値で測定されるものに分類されるもの

注記P13　金融資産及び負債の公正価値測定

2009年

百万スウェーデン・クローネ 上場価格

市場データに

基づく

評価

市場データ以

外のデータに

一部基づく評

価 合計

資産

財務省証券及びその他の適格証券 91,001 91,001

一般顧客への貸出金 5,728 5,728

社債及びその他の利付証券 46,415 10,306 - 56,721

株式及び参加持分 17,952 2,977 238 21,167

顧客が価値変動リスクを負う資産 1,245 1,245

デリバティブ商品 3,269 106,908 - 110,177

公正価値で計上される金融資産合計 159,882 125,919 238 286,039

負債

金融機関からの預り金 -

顧客が価値変動リスクを負う負債 1,288 1,288

発行済証券 8,846 8,846

デリバティブ商品 2,805 107,983 - 110,788

その他トレーディング負債 29,634 13 29,647

公正価値で計上される金融負債合計 32,439 118,130 - 150,569

2008年

百万スウェーデン・クローネ 上場価格

市場データに

基づく

評価

市場データ以

外のデータに

一部基づく評

価 合計

資産

財務省証券及びその他の適格証券 70,691 70,691

一般顧客への貸出金 6,688 6,688

社債及びその他の利付証券 47,896 24,501 72,397

株式及び参加持分 6,704 4,182 94 10,980

顧客が価値変動リスクを負う資産 1,704 1,704

デリバティブ商品 12,160 182,451 443 195,054

公正価値で計上される金融資産合計 139,155 217,822 537 357,514
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負債

金融機関からの預り金 227 41,158 41,385

顧客が価値変動リスクを負う負債 1,720 1,720

発行済証券 972 2,190 3,162

デリバティブ商品 12,290 171,185 13 183,488

その他トレーディング負債 17,399 181 17,580

公正価値で計上される金融負債合計 30,888 216,434 13 247,335

2008年の年次報告書の情報とは異なり、公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象は上表には含まれていない。これは、それらの

ヘッジ対象がヘッジされた金利リスクに帰属する市場価格のみで測定されるためである。比較数値は調整されている。適用し

た原則については、注記G15に記載されている。

価値が部分的に市場データ以外のデータに基づいて評

価される商品

百万スウェーデン・クローネ

社債及びその

他の利付証券

株式及び

参加持分

デリバティブ

の正味ポジ

ション

2009年

合計

期首現在帳簿価額 94 430 524

新規取得 123 123

当年度の発行 -4 -4

当年度に満期を迎えたもの 5 5

実現価値変動（損益計算書に計上） 7 -376 -369

未実現価値変動（損益計算書に計上） -139 -139

その他包括利益に計上された価値変動 14 14

レベル2への振替 84 84

期末現在帳簿価額 - 238 - 238

注記P14　分類変更された金融資産

貸出金として分類

された持分

売却可能

金融資産

満期保有

投資

百万スウェーデン・クローネ

トレーディング

目的保有から分

類変更

売却可能から

分類変更

トレーディング

目的保有から分

類変更

売却可能から

分類変更

帳簿価額 1,595 18,662 2,745 227

公正価値 1,571 18,555 2,745 227

2008年7月1日の分類変更時における帳簿価額 3,041 19,722 2,578 209

2009年期首現在における帳簿価額 3,073 23,159 2,949 241

2009年期首現在における公正価値 2,953 21,535 2,949 231

2009年に損益計算書に計上された価値変動 5 -123 1 -13

2009年にその他包括利益に計上された価値変動 -125 -896 118 -

2009年に損益計算書に計上されていたであろう価値変動

(分類変更が行われなかった場合) 57 -127 333 -13
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2008年に損益計算書に計上されていたであろう価値変動

(分類変更が行われなかった場合) -117 - -334 -

2009年にその他包括利益に計上されていたであろう価値

変動(分類変更が行われなかった場合) - 1,539 - 8

2008年にその他包括利益に計上されていたであろう価値

変動(分類変更が行われなかった場合) - -1,227 - -9

分類変更による償却及び満期の割合 -1,731 -3,599 -286 -

利息収益 39 565 85 7

金融資産の区分変更については、注記G16に記載されている。

注記P15　金融機関への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

銀行 71,360 54,281

その他金融機関 190,525 168,899

合計 261,885 223,180

貸出金(外貨建て)

銀行 32,455 43,881

その他金融機関 120,110 114,817

合計 152,565 158,698

潜在的な貸倒損失 -9 -4

合計 414,441 381,874

うちリバース・レポ 64,701 48,870

うち劣後分 8,818 8,818

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

金融機関への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 218,361 183,132

金融機関への貸出金(外貨建て) 194,275 172,424

合計 412,636 355,556

うちリバース・レポ 25,601 36,244

残存満期

百万スウェーデン・クローネ
要求払

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

2009年 67,515236,35942,283 58,943 9,341 414,441

2008年 69,175221,83928,241 54,243 8,376 381,874
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注記P16　一般顧客への貸出金

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

貸出金(スウェーデン・クローネ建て)

個人 47,980 51,354

企業（国債局を含む） 224,153 262,580

合計 272,133 313,934

貸出金(外貨建て)

個人 100,258 87,780

企業（国債局を含む） 356,183 391,389

合計 456,441 479,169

潜在的な貸倒損失 -5,518 -2,490

合計 723,056 790,613

うちリバース・レポ 11,544 4,781

うち劣後分 1,129 2,729

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

一般顧客への貸出金(スウェーデン・クローネ建て) 294,272 314,314

一般顧客への貸出金(外貨建て) 482,137 437,387

合計 776,409 751,701

うちリバース・レポ 8,170 13,174

残存満期

百万スウェーデン・クローネ
要求払

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

2009年 46,910 90,337103,396266,903215,510723,056

2008年 37,394156,232119,228270,467207,292790,613

注記P17　利付証券

2009年 2008年  

百万スウェーデン・クローネ 額面価格 公正価値 額面価格 公正価値

利付証券

政府 91,491 95,223 70,043 70,691

金融機関 17,903 18,260 30,734 30,881

住宅金融専門機関 24,970 25,964 26,432 27,114

その他 15,629 15,337 17,734 15,795

合計 149,993154,784144,943 144,481
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満期保有投資に関する帳簿価額への調整 6 42

帳簿価額合計 154,790 144,523

中央銀行への担保として適格な国債 91,491 95,223 68,018 70,691

中央銀子への担保として適格なその他の商品 1,377 1,473 - -

社債及びその他の利付証券 57,125 58,088 76,925 73,790

利付証券合計 149,993154,784144,943 144,481

うち非上場証券 1,800 1,507

うち劣後 0 -

残存満期

百万スウェーデン・クローネ
要求払

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

2009年 12,25762,478 9,860 50,70819,487154,790

2008年 11,60453,83017,497 56,870 4,722 144,523

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

利付証券 125,088 103,730

注記P18　株式及び参加持分

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

トレーディング目的で保有するもの

上場 15,595 5,804

非上場 1,480 2,397

合計 17,075 8,201

売却可能として分類されたもの

上場 3,393 2,286

非上場 699 493

合計 4,092 2,779

株式及び参加持分合計 21,167 10,980

注記P19　子会社及び関連会社株式

子会社及び関連会社株式

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

関連会社（非上場） 35 35

子会社（非上場） 33,423 33,400

合計 33,458 33,435
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関連会社

帳簿価額

百万スウェーデン・

クローネ

企業識別番号 所在地 株式数
参加持

分、％
2009年 2008年

Bankomatcentralen AB556197-2265ストックホルム 1,100 21.9 0 0

BGC Holding AB 556607-0933ストックホルム 25,382 25.4 4 4

BDB Bankernas Depå AB556695-3567ストックホルム 13,000 20.0 7 7

Finansiell ID-teknik BID AB556630-4928ストックホルム 12,735 28.3 24 24

Privatgirot　AB 556302-4552ストックホルム - - - 0

Upplysningscentralen UC AB556137-5113ストックホルム 2,429 24.3 0 0

合計 35 35

子会社

帳簿価額

百万スウェーデン・

クローネ

企業識別番号 所在地 株式数
参加持

分、％
2009年 2008年

スウェーデンの金融機関

Handelsbanken Finans AB556053-0841ストックホルム 1,550,000 100 145 145

スタッドフィポテック AB 556459-6715ストックホルム 162,000 100 26,870 26,870

合計 27,015 27,015

海外の金融機関

Handelsbanken Markets

Securities, Inc

11-3257438ニューヨーク 1,000 100 23 23

SH 2005 S.A 017277754 ワルシャワ - - - 1

Svenska Handelsbanken S.ARCS Lux B-15992ルクセンブルグ 1,000,000 100 147 147

Ejendomsselskabet af 1. maj

2009 A/S

59173812 ヒレロズ 2,700,000 100 1,025 1,013

ZAO Svenska Handelsbanken1057711005384 モスクワ 1,500,000 100 530 530

合計 1,725 1,714

その他のスウェーデンの会社

AB Handel och Industri556013-5336ストックホルム 100,000 100 48 5

Fritidsvärden AB
* 556192-4803イェーテボリ 1,000 100 0 0

Handelsbanken Renting AB556043-2766ストックホルム 1,000 100 134 134

Förvaltnings AB

Lejontrappan*

556481-1551イェーテボリ 1,000 100 0 0

Handelsbanken Fondbolagsfö

rvaltning AB

556070-0683ストックホルム 10,000 100 1 1
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Handelsbanken Försäkring 

AB 516401-8326

ストックホルム

1,500

100

300 300

Handelsbanken Liv Försä

krings AB

516401-8284ストックホルム 100,000 100 3,688 3,688

Handelsbanken Mezzanine

Management AB

556679-2668ストックホルム 5,000 100 1 1

Handelsbanken Mezzanine Fond

1 KB

969710-3126ストックホルム Proportion100 0 0

Handelsbanken Skadeförsä

krings AB

516401-6767ストックホルム 1,500 100 30 30

合計 4,202 4,159

*
債権の代わりに受取った株式

その他の海外の会社

Ejendomsselskabet af 1.

Januar 2002A/S

38300512 ヘルニング 2,460,000 100 392 392

Forva AS 945812141 オスロ 4,000,000 100 1 1

Rädstuplass 4 ASA 910508423 ベルゲン 40,000 100 0 0

SIL(Nominees)Limited1932320 ロンドン 100 100 - -

Svenska Finans International

BV

0055 97 705ロッテルダム 10,200 100 54 84

Svenska Handelsbanken

Delaware Inc.

13-3153272デラウェア 1,000 100 0 0

Svenska Property Nominees

Limited

2308524 ロンドン 100 100 - -

Svenska Re S.A RCS Lux B-32053ルクセンブルグ 19,999 99.99 35 35

合計 482 512

合計 33,424 33,400

子会社のリストには親会社の直接保有分が含まれている。子会社の直接保有分に関するデータは、要請により当行より入手

可能である。

注記P20　デリバティブ商品

想定元本/満期 想定元本 正の市場価値 負の市場価値

百万スウェーデ

ン・

クローネ 1年以内

1年超

5年以内 5年超 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年

トレーディング

目的で保有す

るデリバティ

ブ

金利関連契約
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　オプション 202,603 148,625 30,278 381,506 214,498 3,952 4,223 2,449 2,918

FRA/先物 3,061,3401,411,03666,9464,539,3226,682,4903,498 13,019 3,733 13,729

スワップ 1,201,3661,691,250839,5323,732,1484,705,78167,435 91,953 70,450 94,064

その他の商品 16,285 103 173 16,561 77,993 5 219 1 327

通貨関連契約

オプション 138,212 1,794 2,754 142,760 265,077 1,210 4,557 1,326 5,228

先物 943,598 26,656 10,282 980,5361,207,62917,829 54,471 12,730 45,817

スワップ 135,866 334,840 47,794 518,500 409,064 9,311 19,527 11,403 16,064

株式関連契約

オプション 43,046 49,594 115 92,755 100,192 2,318 3,105 4,146 2,311

先物 12,644 256 - 12,900 7,748 206 422 128 249

スワップ 19,076 5,976 - 25,052 28,566 661 390 840 150

その他の商品 4,956 - - 4,956 3,670 20 -2 196 46

その他デリバ

ティブ契約 34,031 16,719 27 50,777 47,948 1,868 2,162 1,679 1,593

合計 5,813,0233,686,849997,90110,497,77313,750,656108,313194,046109,081182,496

公正価値ヘッジ

・デリバティ

ブ

金利関連契約

スワップ 7,863 96,648 18,759 123,270 51,058 1,850 965 922 847

その他の商品 - - 248 248 - 0 - - -

通貨関連契約

スワップ - - - - 752 - 34 - -

合計 7,863 96,648 19,007 123,518 51,810 1,850 999 922 847

キャッシュフ

ロー・ヘッジ

・

デリバティブ

金利関連契約

スワップ 1,167 15,483 4,780 21,430 7,846 6 9 785 145

通貨関連契約

スワップ - 1,539 236 1,775 - 8 - - -

合計 1,167 17,022 5,016 23,205 7,846 14 9 785 145

合計 5,822,0533,800,5191,021,92410,644,49613,810,312110,177195,054110,788183,488

うちその他 2,268,0353,259,1731,118 4,177 1,322 4,790

市場価値の

通貨別内訳
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スウェーデン・

クローネ -21,849-15,98589,471 60,335

米ドル 225,82886,352 40,602-78,809

ユーロ -3,799199,696-61,424177,013

その他 -90,003-75,00942,139 24,948

ヘッジ会計

公正価値ヘッジに使用されるデリバティブの公正価値は、正の価値にして、2(1)十億クローネ、負の価値にして1(1)十億ク

ローネであった。これらのデリバティブの想定元本は、124(52)十億クローネであった。公正価値ヘッジとして使用されたデリ

バティブの当年度中の価値の変動は、307(1,589)百万クローネであった。ヘッジされたリスクに関連するヘッジ対象に係る公

正価値の変動は、-252(-1,838)百万クローネであった。したがって、親会社の公正価値ヘッジによる当年度の利益への影響は、

55(-249)百万クローネであった。

キャッシュフロー・ヘッジに使用されるデリバティブの公正価値は、正の価値にして、14(9)百万クローネ、負の価値にして

785(145)百万クローネであった。

親会社のヘッジ会計の原則は、当行グループと同じである。注記G23を参照のこと。

注記P21　無形資産

2009年

百万スウェーデン・クローネ 取得資産

内部開発

ソフトウェア

合計

2009年

期首取得原価 2,402 416 2,818

無形資産取得原価追加分 58 117 175

処分及び除却 -12 - -12

外貨換算影響額 -36 -3 -39

期末取得原価 2,412 530 2,942

期首償却及び減損累計額 -901 -69 -970

処分及び除却 12 - 12

当年度の予定償却 -128 -62 -190

当年度の減損 - -25* -25

外貨換算影響額 12 1 13

期末償却及び減損累計額 -1,005 -155 -1,160

期末残存価値 1,407 375 1,782

*
当年度中の減損は、使用中止となったことにより耐用年数が0年と査定されたソフトウェアを示している。

2008年

百万スウェーデン・クローネ
取得資産

内部開発ソフト

ウェア

合計

2008年

期首取得原価 2,196 255 2,451

無形資産取得原価追加分 - 151 151

外貨換算影響額 206 10 216

期末取得原価 2,402 416 2,818
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期首償却及び減損累計額 -704 -34 -738

当年度の予定償却 -118 -28 -146

当年度の減損 -7 -6 -13

外貨換算影響額 -72 -1 -73

期末償却及び減損累計額 -901 -69 -970

期末残存価値 1,501 347 1,848

償却は見積耐用年数に従って定額法で算定される。これは、現時点で、原則として以下の償却率が適用されることを意味し

ている。

取得資産に係るのれん 20年

内部開発ソフトウェア 5年

注記P22　不動産及び器具備品

不動産及び器具備品

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

器具備品 576 594

不動産 1,169 1,191

担保権が実行された資産 5 -

合計 1,750 1,785

器具備品

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首取得原価 1,746 1,602

新規取得 291 339

企業結合による変動 42 -

処分及び除却 -413 -194

外貨換算影響額 20 -1

期末取得価額 1,686 1,746

期首減価償却累計額 -1,152 -1,057

当年度中の減価償却 -318 -296

企業結合による変動 -36 -

処分及び除却 409 193

外貨換算影響額 -13 8

期末減価償却累計額 -1,110 -1,152

帳簿価額 576 594

器具備品は、2年から10年にわたって定額法で減価償却されている。
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不動産

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首取得原価 1,782 2,038

新規取得 - -

新規建設及び改築 19 17

処分及び除却 - -273

期末取得価額 1,801 1,782

期首減価償却累計額 -591 -601

当年度中の減価償却 -41 -42

処分及び除却 - 53

当年度中に資本に計上された減損 - -1

期末減価償却累計額 -632 -591

帳簿価額 1,169 1,191

事業用設備については、構成要素別に減価償却が適用されている。耐用年数は、20年から100年の間で変動する。注記G1の連

結会計方針についても参照のこと。

担保権が実行された不動産

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

不動産 5 -

帳簿価額 5 -

担保権実行不動産は、非継続事業にも含まれている。注記G12を参照のこと。債権の保護を目的として担保権が実行された不

動産の評価原則については、注記G1に記載されている。担保権実行不動産は、市場の条件が満たされれば、即時に処分される。

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

スウェーデンの不動産の課税標準額 2,167 2,140

注記P23　その他資産

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

投資銀行の決済業務に係る債権 31,605 5,813

その他 10,065 10,901

合計 41,670 16,714

注記P24　前払費用及び未収金

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

未収利息 3,417 6,592

その他未収金 1,137 927

前払費用 137 120
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合計 4,691 7,639

うち、劣後 4 18

注記P25　金融機関からの預り金

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

預り金(スウェーデン・クローネ建て)

銀行 53,724 94,429

その他金融機関 52,301 49,635

合計 106,025 144,064

預り金(外貨建て)

銀行 123,463 177,566

その他金融機関 43,224 52,366

合計 166,687 229,932

合計 272,712 373,996

うち、レポ 26,131 7,813

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

金融機関からの預り金(スウェーデン・クローネ建て) 83,290 80,361

金融機関からの預り金(外貨建て) 234,609 299,489

合計 317,899 379,850

うち、レポ 17,224 26,586

残存満期

百万スウェーデン・クローネ
要求払

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

2009年 99,729156,10213,520 306 3,055 272,712

2008年 97,872241,54732,406 1,588 583 373,996

注記P26　一般顧客からの預金及び借入金

一般顧客からの預金

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

預金(スウェーデン・クローネ建て)

個人 161,549 139,350

企業(国債局を含む) 147,357 136,416

合計 308,906 275,766

預金(外貨建て)

個人 39,606 30,825
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企業(国債局を含む) 114,494 107,605

合計 154,100 138,430

一般顧客からの預金合計 463,006 414,196

一般顧客からの借入金

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

借入金(スウェーデン・クローネ建て) 36,405 58,385

借入金(外貨建て) 23,092 33,322

合計 59,497 91,707

うち、レポ 7,585 6,066

一般顧客からの預金及び借入金合計 522,503 505,903

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

一般顧客からの預金

一般顧客からの預金(スウェーデン・クローネ建て) 289,491 250,035

一般顧客からの預金(外貨建て) 166,886 143,042

合計 456,377 393,077

一般顧客からの借入金

一般顧客からの借入金(スウェーデン・クローネ建て) 45,043 52,164

一般顧客からの借入金(外貨建て) 39,191 41,467

合計 84,234 93,631

うち、レポ 3,559 6,223

残存満期

百万スウェーデン・クローネ
要求払

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

預金

2009年 433,80714,759 3,753 1,810 8,877 463,006

2008年 378,45326,883 2,814 721 5,325 414,196

借入金

2009年 5,454 41,422 9,581 2,583 457 59,497

2008年 5,554 61,74123,178 821 413 91,707

注記P27　発行済証券

2009年 2008年

百万スウェーデン・クローネ 額面金額 帳簿価額 額面金額 帳簿価額

証書

証書(スウェーデン・クローネ建て) 3,668 11,340 6,305 8,324

うち
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償却原価で計上 2,559 2,559 6,250 6,216

トレーディング目的 1,109 8,781 55 2,108

証書(外貨建て) 246,066 246,005 262,483 262,120

うち

償却原価で計上 245,998 245,940 262,422 262,037

トレーディング目的 68 65 61 83

合計 249,734 257,345 268,788 270,444

社債

社債(スウェーデン・クローネ建て) 42,021 39,881 36,778 32,448

うち

償却原価で計上 39,597 37,801 34,354 30,288

公正価値ヘッジ目的 2,424 2,080 2,424 2,160

社債(外貨建て) 177,016 176,979 125,806 124,534

うち

償却原価で計上 156,421 156,412 105,211 103,086

公正価値ヘッジ目的 20,595 20,567 20,595 21,448

合計 219,037 216,860 162,584 156,982

発行済証券合計 468,771 474,205 431,372 427,426

発行、買戻し及び満期

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

発行済 985,933 780,585

買戻し 45,501 27,517

満期 891,133 698,602

発行済証券の平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

スウェーデン・クローネ 38,413 38,048

外貨 439,908 313,931

残存満期、帳簿価額

百万スウェーデン・クローネ
要求払

3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

2009年 10,274224,81583,983138,53116,602474,205

2008年 3,598 220,006107,54596,049 228 427,426

注記P28　その他トレーディング負債

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

公正価値で計上されるショートポジション

株式 3,746 1,393
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利付証券 25,901 16,187

うち

他の発行者 25,901 16,187

自社発行 - -

合計 29,647 17,580

その他トレーディング負債の平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

スウェーデン・クローネ 22,920 35,393

外貨 1,907 3,125

ショートポジションの利付証券の残存

期間

百万スウェーデン・クローネ

要求払
3ヶ月

以内

3ヶ月超

1年以内

1年超

5年以内
5年超 合計

2009年 - - 1,090 13,06811,74325,901

2008年 - 84 1,540 7,004 7,559 16,187

注記P29　税金

繰延税金資産

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

不動産及び器具備品 27 25

デリバティブ商品 204 208

合計 231 233

繰延税金負債

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

不動産及び器具備品 90 93

合計 90 93

繰延税金純額 -141 -140

損益計算書に計上された税金費用

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

当期税金

　当期税金費用 -2,853 -3,144

　過年度に関する税金の調整 64 65

繰延税金

　一時差異の変動 5 -18

合計 -2,784 -3,097

スウェーデンにおける名目税率、％ 26.3 28.0

乖離
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　非課税所得/損金不算入費用 -4.8 -3.3

　過年度に関する税金及びその他 -1.1 0.3

実効税率、％ 20.4 25.0

繰延税金の変動、2009年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書に

計上

資本に直接

計上 期末残高

デリバティブ商品 -208 - 4 -204

不動産及び器具備品 68 -5 - 63

合計 -140 -5 4 -141

繰延税金の変動、2008年

百万スウェーデン・クローネ 期首残高

損益計算書に

計上

資本に直接

計上 期末残高

株式及び参加持分 272 - -272 -

デリバティブ商品 - - -208 -208

株式及び参加持分 110 -46 4 68

デリバティブ商品 -65 65 - -

合計 317 19 -476 -140

当年度中に-927(1,721)百万クローネに相当する税金費用が資本に直接計上された。このうち、-3(278)百万クローネは、ヘッジ準備金の変

動で、-924(1,443)百万クローネは、公正価値評価差額準備金の変動である。

注記P30　引当金

百万スウェーデン・ク

ローネ

再編

準備金

保証契約に

関する引当金
その他引当金

合計

2009年

合計

2008年

期首引当金 182 164 6 352 363

当期の引当金繰入 - 47 2 49 117

取崩し -121 -53 -5 -179 -128

戻入れ - -34 - -34 -

期末引当金 61 124 3 188 352

2007年にSPPが売却された際に再編準備金に対して引当金が計上された。引当金残高は2010年中に全額決済される予定であ

る。保証契約に対する引当金は、いくつかのオフバランスシート項目に対する引当金より構成され、個別の契約の最高額は、77

百万クローネである。当該契約に対する引当金は、2008年に計上されており、引当金残高は2010年中に全額決済される予定で

ある。保証契約に対するその他の引当金とは、主に当初満期が1年から5年の少額契約に関するものである。

注記P31　その他負債

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

投資銀行の決済業務に係る負債 7,170 6,371

その他 12,936 9,415

合計 20,106 15,786
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注記P32　未払費用及び繰延収益

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

未払利息費用 5,040 9,199

その他未払費用 3,166 2,094

繰延収益 127 145

合計 8,333 11,438

注記P33　劣後負債

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 7,347 4,678

劣後ローン(外貨建て) 51,674 56,628

合計 59,021 61,306

平均取引高

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

劣後ローン(スウェーデン・クローネ建て) 6,885 1,255

劣後ローン(外貨建て) 54,705 52,045

劣後ローン、内訳
通貨

各通貨別の

当初名目金額
金利、％ 残高

発行/転換/最終支払年度

スウェーデン・クローネ建て

その他のスウェーデン・クローネ建て劣後

ローン
6 7,347

合計 7,347

外貨建て

2005/2017
1 ユーロ 700 変動金利 7,217

2005/永久
2 英ポンド 500 5.000 5,852

2006/2016
3 ユーロ 600 4.000 6,386

2006/2016
4 米ドル 800 変動金利 5,744

2007/永久
5 ユーロ 600 変動金利 6,176

その他の外貨建て劣後ローン
6

20,299

合計 51,674

合計 59,021

1)　3ヶ月物変動金利期限付劣後ローンは、Euriborと連動している。契約条件に従って、2012年10月より、各利息支払日に当該ローンを

繰上償還できる。早期償還には、スウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。

2)　固定金利永久劣後ローン。契約条件に従って、2010年11月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、ス

ウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はLiborに連動した変動金利に変更される。
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3)　固定金利期限付劣後ローン。契約条件に従って、2011年4月より、各利息支払日に当該ローンを繰上償還できる。早期償還には、ス

ウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。償還の権利を行使するに当たって、金利はEuriborに連動した変動金利に変更される。

4)　3ヶ月物変動金利期限付劣後ローンは、Liborと連動している。契約条件に従って、2011年3月より、各利息支払日に当該ローンを繰上

償還できる。早期償還には、スウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。

5)　3ヶ月物変動金利永久劣後ローンは、Euriborと連動している。契約条件に従って、2012年3月より、各利息支払日に当該ローンを繰上

償還できる。早期償還には、スウェーデン金融監督庁の承認が必要となる。

6)　ここに明示されていないその他の劣後ローンは、期限付又は永久劣後ローンの形態で発行されている。

注記P34　非課税剰余金

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

予定償却を超過したのれんの償却累計額 1,368 1,502

税金配分準備金 - 988

合計 1,368 2,490

注記P35　資本変動の内訳

ヘッジ準備金

キャッシュフロー・ヘッジに使用されるデリバティブ商品に係る価値の未実現変動額は、ヘッジ準備金に計上される。

ヘッジ準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首ヘッジ準備金 -583 180

当期における未実現損益の価値変動 6 -771

非有効部分の損益の計上額 4 8

期末ヘッジ準備金 -573 -583

公正価値評価差額準備金

公正価値評価差額準備金には、売却可能として分類された金融資産の価値の未実現変動額が含まれている。

売却可能商品の内訳(税引後)

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首公正価値評価差額準備金 -3,174 524

当期における売却 160 15

留保分及び新規持分に関する当期の未実現市場価値の変動 2,193 -3,713

期末公正価値評価差額準備金 -821 -3,174

為替換算調整準備金

　為替換算調整準備金には、在外営業活動体の財務報告書を親会社の機能通貨に換算する際に生じる換算レートの変更による

影響が含まれる。
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為替換算調整準備金の変動

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首為替換算調整準備金 359 190

海外支店における為替換算差額の変動 51 169

期末為替換算調整準備金 410 359

利益剰余金

　利益剰余金には、親会社の累積損益(当年度における利益を含む)が含まれている。当該項目には、過年度に計上された法定準

備金が含まれる。親会社が保有している自己株式の取得原価により、資本の中の利益剰余金項目は減少する。

自己株式の買戻し

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首現在における自己株式の買戻し - -1,000

当期における株式の買戻し - -

当期における株式の消却 - 1,000

期末現在における自己株式の買戻し - -

　自己株式の買戻しに関する詳細については、株式及び株主に関するセクションに記載されている。

注記P36　自己の負債のために差し入れた担保

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

国債及び社債 103,858 179,182

レポ 33,774 14,020

株式 83 -

現金 22,926 22,887

証券貸付 10,410 10,637

合計 171,051 226,726

注記P37　その他差入担保

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

現金 176 158

国債及び社債 4,080 3,600

証券貸付 3,868 3,185

合計 8,124 6,943

この表は、貸借対照表上に計上されない債務に対して差し入れた担保を示している。

受取った担保

売戻契約及び証券貸付の構成要素として、当行グループは、第三者に売却又は再担保として差し入れることの

できる担保を受領している。この種の受取った担保の公正価値は、当事業年度末現在において、60,874(99,609)百

万クローネで、第三者に売却又は再担保として差し入れられた資産の価値は、6,439(54,968)百万クローネであっ
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た。

注記P38　偶発債務/コミットメント及び偶発資産

偶発債務/コミットメント

偶発債務/コミットメントは、合計154,338(180,826)百万クローネである。当該金額には、当行グループが提訴しているいく

つかの民事訴訟に関連する81(91)百万クローネが含まれている。係争中の個々の訴訟の最高額は、25(43)百万クローネであ

る。ハンデルスバンケンは、訴訟が当行グループに有利に決着すると評価している。係争額又は保険で賄われる可能性のある

金額は、収益として計上されていない。コミットメントに関するデータは、名目金額で報告されており、親会社が提訴している

民事訴訟に関連する予想金額は、「その他」に含められている。

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

保証、与信 67,394 77,290

保証、その他 47,849 50,818

取消不能信用状 37,335 51,429

支払承諾 221 800

その他 1,539 489

合計 154,338 180,826

偶発資産

親会社は現在、税金問題で係争中である。申し立て金額は、合計約20百万クローネ(利息を除く)で、有利な判決が下された場

合、当行グループの収益も同じ金額だけ増加する。

注記P39　年金債務

年金債務、制度資産及び年金契約に関する引当金は、年金債務保護法及びスウェーデン金融監督庁の規定に従って算定され

ている。これらは以下のとおり策定されている。上述の法律に基づく債務は、全額、年金財団の資産でカバーされており、貸借

対照表には計上されていない。

当行の年金基金(Pensionskassan SHB、Försäkringsförening)における年金債務は、2,782(2,737)百万クローネであり、

当該資産の市場価値は、7,312(5,909)百万クローネである。したがって、Pensionskassan SHB、Försäkringsföreningにおけ

る余剰金は、4,530(3,172)百万クローネである。年金基金の余剰金は親会社の年金債務をカバーするために利用できるため、

年金財団における不足額は、2008年の貸借対照表上に負債として計上されていない。

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

制度資産の公正価値 18,268 12,646

年金債務 16,636 14,485

余剰金/不足額 1,632 -1,839

当期に計上された年金費用の内訳

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

年金支払額 -469 -511

年金保険料支払額 -359 -319
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給与税 -2 -66

年金財団から支払われた資金 598 568

損益に計上された年金費用 -232 -328

確定給付年金制度の翌年度の支払予定額は、429百万クローネである。

制度資産

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首残高 12,646 22,475

利益 6,220 -9,261

年金財団から支払われた資金 -598 -568

期末残高 18,268 12,646

特別に分離した資産に係る利益割合 49% -41%

当該制度資産の公正価値8,252百万クローネは、当行の利益分配制度オクトゴーネン内のコミットメントである。

年金債務

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

期首残高 14,485 17,935

保険数理上の年金費用 424 445

利息費用 306 326

指数化 174 213

早期退職 140 280

年金支払額 -469 -511

仮定の変動 -754
*

-788
**

条件付債務の価値の変動 2,488 -3,663

資本価値におけるその他の増加 -158 248

期末残高 16,636 14,485

*
スウェーデン金融監督庁の通達に従った変更後の割引率による影響。

**新死亡率仮定(DUS06)への移行による偶発的な影響及びスウェーデン金融監督庁が規定した割引率による偶発的な影響。

当該制度資産は、主として株式及び利付証券により構成されており、貸借対照表日の市場価値は以下のとおりである。

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

株式及び参加持分 16,910 11,528

利付証券等 1,358 1,118

合計 18,268 12,646

スウェーデンでは、スウェーデン銀行雇用主協会(以下「BAO」という。) とスウェーデン金融部門組合との間の、及びBAOと

SACO (スウェーデン専門職連盟) との間の年金契約に従って、65歳から退職年金が支給される。年金額は年収の10％、所得基
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準額の7.5倍を上限としている。所得基準額の7.5倍から20倍までの給与の部分については、退職年金は65％で、所得基準額の

20倍から30倍までの給与の部分については、退職年金は年収の年収の32.5％である。所得基準額の30倍を上回る給与の部分に

ついては、退職年金は支給されない。

年金債務には、当行の利益分配制度オクトゴーネンの中のコミットメントが含まれている。当行グループにおいては、当該

コミットメントは非確定給付年金制度とみなされている。当該コミットメントの一部6,228(3,761)百万クローネは条件付コ

ミットメントである。

親会社の年金債務は、スウェーデン金融監督庁が規定した仮定(FFFS2007-31)を用いて算定されている。

注記P40　その他コミットメント

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

信用コミットメント 210,451 214,434

当座貸越枠の未使用分 164,142 125,273

その他コミットメント 1,970 249

合計 376,563 339,956

支払期限の年度毎に配分された契約上取消不能な将来オペレーティ

ング・リース費用

百万スウェーデン・クローネ

2009年 2008年

2010年 663 492

2011年 582 379

2012年 522 264

2013年 282 188

2014年 157 117

2015年 124 88

2016年 112 75

2017年 103 59

2018年 85 43

2019年 77 33

2020年 66 25

2021年以降 86 24

合計 2,859 1,787

オペレーティング・リースは、主として、事務所及び事務所設備に関する運営のための標準的な契約に関するものである。

注記P41　約定支払コミットメントの満期分析

当該満期分析は、表示時間に支払うことになっている約定支払コミットメント(利息支払を含む)の割引前キャッシュ・フ

ローを示したものである。金融保証及びローン・コミットメントを含む、要求払のコミットメントは、0から3ヶ月間の範囲に

全額報告されている。デリバティブについては、金利スワップに関しては純額で、通貨スワップのようにキャッシュ・フロー

が総額で支払われているか、受領されている商品に関しては総額で報告されている。

約定支払コミットメントの満期分析‐契約上の残存満期
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2009年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月

以内

3ヶ月超

12ヶ月

以内

1年超

5年以内 5年超 合計

金融機関からの預り金 256,71213,668 700 4,344 275,424

一般顧客からの預金 449,538 3,821 2,794 8,880 465,033

一般顧客からの借入金 47,057 9,611 2,592 457 59,717

発行済証券 236,93887,611148,445 17,375 490,369

その他トレーディング負債 1,091 13,068 11,743 25,902

劣後負債 6,122 6,802 41,093 12,798 66,815

合計 996,367122,604208,692 55,5971,383,260

オフバランスシート項目

金融保証及び未使用ローン・コミットメント 399,999 399,999

デリバティブ

2009年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月

以内

3ヶ月超

12ヶ月

以内

1年超

5年以内 5年超 合計

デリバティブに係る現金流入合計 798,006277,676317,223 49,2081,442,112

デリバティブに係る現金流出合計 791,972272,251301,903 51,9421,418,068

合計 6,033 5,425 15,319 -2,734 24,044

約定支払コミットメントの満期分析‐契約上の残存満期

2008年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月

以内

3ヶ月超

12ヶ月

以内

1年超

5年以内 5年超 合計

金融機関からの預り金 343,54132,936 3,245 3,562 383,284

一般顧客からの預金 406,0054,080 1,397 5,326 416,808

一般顧客からの借入金 68,56323,403 833 413 93,212

発行済証券 231,145114,031101,650 342 447,168

その他トレーディング負債 84 1,540 7,004 7,560 16,188

劣後負債 4,108 1,767 52,834 15,234 73,943

合計 1,053,446177,757166,963 32,4371,430,603

オフバランスシート項目

金融保証及び未使用ローン・コミットメント 365,425 365,425

デリバティブ
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2008年

百万スウェーデン・クローネ 3ヶ月

以内

3ヶ月超

12ヶ月

以内

1年超

5年以内 5年超 合計

デリバティブに係る現金流入合計 362,768119,1721,068,46743,0661,593,474

デリバティブに係る現金流出合計 358,348114,9481,055,16345,4101,573,870

合計 4,420 4,224 13,304 -2,344 19,604

注記P42　各通貨建て資産及び負債

百万スウェーデン・クローネ

スウェーデ

ン・クロー

ネ ユーロ

ノルウェー

・クローネ

デンマーク・

クローネ 英ポンド 米ドル

資産

金融機関への貸出金 261,885 83,398 3,822 2,516 5,014 54,982

一般顧客への貸出金 268,633 157,872 120,652 47,233 59,859 49,499

うち、企業 220,653 123,222 96,204 22,324 47,397 49,312

うち、個人 47,980 34,650 24,448 24,909 12,462 187

財務省証券及びその他の適格証券 87,860 4,166 3,158 1 0 0

社債及びその他の利付証券 33,192 12,421 356 172 173 11,472

その他資産(通貨別内訳なし) 267,983

資産合計 919,553 257,857 127,988 49,922 65,046 115,953

負債

金融機関からの預り金 106,025 52,733 6,001 4,634 18,716 67,475

一般顧客からの預金及び

借入金 345,311 45,256 49,757 25,351 18,050 22,309

うち、企業 171,472 31,389 38,950 13,918 14,571 21,514

うち、個人 173,839 13,867 10,807 11,433 3,479 795

発行済証券 51,221 176,798 9,742 565 26,296 205,607

劣後負債 7,347 30,193 - 139 14,421 5,751

その他項目(通貨別内訳なし) 231,829

負債及び資本合計 741,733 304,980 65,500 30,689 77,483 301,142

通貨別その他資産及び負債並びにオフバランスシート項

目 46,624 -62,235 -19,249 12,668 184,960

正味外貨ポジション -499 253 -16 231 -229

百万スウェーデン・クローネ
スイス・

フラン 日本円 香港ドル

シンガポー

ル・ドル

その他の

通貨 合計

資産

金融機関への貸出金 415 243 11 21 2,134 414,441

一般顧客への貸出金 5,463 2,165 1,617 610 9,453 723,056

うち、企業 2,895 1,740 1,600 609 8,862 574,818
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うち、個人 2,568 425 17 1 591 148,238

財務省証券及びその他の適格証券 - - 1,483 33 - 96,701

社債及びその他の利付証券 - - - - 303 58,089

その他資産(通貨別内訳なし) 267,983

資産合計 5,878 2,408 3,111 664 11,890 1,560,270

負債

金融機関からの預り金 5,229 195 8,431 29 3,244 272,712

一般顧客からの預金及び

借入金 789 107 598 441 14,534 522,503

うち、企業 783 102 584 428 14,432 308,143

うち、個人 6 5 14 13 102 214,360

発行済証券 2,271 1,404 250 51 - 474,205

劣後負債 - 1,170 - - - 59,021

その他項目(通貨別内訳なし) 231,829

負債及び資本合計 8,289 2,876 9,279 521 17,778 1,560,270

通貨別その他資産及び負債並びにオフバランスシート項

目 2,104 335 6,165 -157 6,064

正味外貨ポジション -307 -133 -3 -14 176 -541

注記P43　関連当事者に関する開示

関連当事者に対する債権及び債務 子会社 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年

金融機関への貸出金 - - - - - -

一般顧客への貸出金 248,468219,230 276 310 - -

社債及びその他の利付証券 - - - - - -

デリバティブ - 3,588 - - - -

その他資産 3,971 6,609 - - 598 574

合計 252,439229,427 276 310 598 574

金融機関からの預り金 - - - - - -

一般顧客からの預金及び借入金 56,800 82,718 109 75 279 341

発行済証券 - - - - - -

デリバティブ 15,042 14,162 - - - -

劣後負債 - - - - 651 659

その他負債 4,327 3,334 - - 125 50

合計 76,169100,214 109 75 1,055 1,050

偶発債務 36,308 14,817 - - - -
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デリバティブ、想定元本 -14,628-13,260 - - - -

関連当事者－収益及び費用 子会社 関連会社 その他関連当事者

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年

利息収益 4,487 8,142 3 3 - -

利息費用 -670 -2,217 0 -8 -77 -21

手数料及びコミッション収益 460 470 0 0 4 4

手数料及びコミッション費用 -87 -50 -6 -5 - -

公正価値で評価される金融項目から

の純損益 0 0 0 - - -

その他収益 511 472 - - 19 9

その他費用 -232 -224 -27 -1 -52 -14

合計 4,469 6,593 -30 -11 -106 -22

最高経営責任者、副社長及び取締役会との関連当事者取引

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

貸出金 150 109

預金 20 19

利息収益 4 3

利息費用 0 1

上級経営陣に対する報酬及び条件に関する情報については、注記G8に記載されている。関連当事者に対する貸出金に関する

条件については、注記G47に記載されている。

当年度において、親会社と子会社の間で通常の事業取引が行われた。子会社及び関連会社の内訳は注記P19に含まれている。

関連会社の事業は、金融市場関連の様々な種類のサービスにより構成される。以下のスヴェンスカ・ハンデルスバンケン

Pensionsstiftelse、スヴェンスカ・ハンデルスバンケンPersonalstiftelse及びPensionskassan SHB försäkringsfö

reningの各社はその他の関連当事者グループに含まれている。これらの会社は通常の銀行業務及び会計業務に関して、ハンデ

ルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトを利用している。株主による当行グループ及び関連会社への利益分配に関する開示

については、注記P18に示されている。当行グループが行った拠出及び受取った拠出金に関する開示については、注記P11及び

親会社の持分変動計算書に示されている。

注記P44　自己資本比率

資本基盤

百万スウェーデン・クローネ
2009年 2008年

Tier 1資本

資本
1 52,533 46,213

Tier 1資本拠出 12,745 8,620

少数株主持分 0 0

控除項目

　のれん及びその他の無形資産 -414 -346
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　再評価積立金 -130 -137

　繰延税金資産 -231 -233

　内部格付機関に対する特別控除 -191 -769

　保険会社への資本拠出 -8 -8

　証券化ポジション -165 -140

安定化フィルタに従った調整

　キャッシュフロー・ヘッジ 573 583

　未実現累積利益/損失(株式) -36 -

　未実現累積利益/損失(確定利付証券) 810 2,342

Tier 1資本合計 65,486 56,125

Tier 2資本

永久劣後ローン 20,752 25,876

期限付劣後ローン 24,439 25,785

追加項目

　未実現累積利益/損失(株式) 36 -

　再評価積立金 130 137

控除項目

　内部格付機関に対する特別控除 -191 -769

　保険会社への資本拠出 -8 -8

　証券化ポジション -165 -140

Tier 2資本合計 44,993 50,881

Tier 1及びTier 2資本合計 110,479 107,006

資本基盤合計からの控除項目

　保険会社への資本拠出 -50 -1,650

自己資本比率目的での資本基盤合計 110,429 105,356

1
Tier 1資本は、取締役会の利益処分案による影響を受けている。

資本基盤項目及びサブ項目に関する条件及び規制に関する情報については、注記G48を参照のこと。

資本をカバーするための標準的アプローチ

百万スウェーデン・クローネ EAD 資本要件

政府及び中央銀行 139,849 33

地方自治体 39,248 1

諸機関 271,625 281

法人 28,352 2,268

リテール 9,983 599

不動産抵当貸付 11,359 342

延滞項目 733 85
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その他の項目 6,316 330

標準的アプローチ合計 507,465 3,939

所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年

標準的アプローチによる信用リスク 3,939 6,597

内部格付アプローチによる信用リスク 35,785 41,154

金利リスク 1,308 1,690

株価リスク 30 20

為替リスク - -

コモディティ・リスク 41 12

決済リスク - -

オペレーショナル・リスク 2,679 2,419

バーゼルⅡに基づく所要自己資本合計 43,782 51,892

移行規定に基づく調整 7,133 7,296

バーゼルⅡの移行規定に基づく所要自己資本合計 50,915 59,188

バーゼルⅠに基づくリスク加重資産 801,530 843,411

バーゼルⅠの基づく資本要件(リスク加重資産の8％) 64,122 67,473

バーゼルⅡに基づくリスク加重資産 547,276 648,650

自己資本比率分析、％ 2009年 2008年

バーゼルⅠと比較したバーゼルⅡにおける資本要件 68 77

移行規定と比較したバーゼルⅡにおける資本要件 86 88

バーゼルⅡに基づく自己資本比率 20.2 16.2

バーゼルⅠに基づく自己資本比率 13.9 12.7

移行規定に基づく自己資本比率 17.4 14.2

バーゼルⅡに基づくTier 1 自己資本比率 12.0 8.7

バーゼルⅠに基づくTier 1 自己資本比率 8.2 6.8

移行規定に基づくTier 1 自己資本比率 10.3 7.6

バーゼルⅡ所要自己資本に関連した資本基盤 252 203

バーゼルⅠ所要自己資本に関連した資本基盤 173 159

移行規定に基づく所要自己資本に関連した資本基盤 217 178

内部格付信用リスク
信用リスク保護考慮後の

エクスポージャー(EAD)
平均リスク加重、％ 所要自己資本

百万スウェーデン・クローネ 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年

法人 725,993 789,061 47.7 53.7 27,720 33,912

　うち、レポ及び有価証券貸付 14,368 4,209 1.0 0.3 12 1
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　うち、その他貸付 711,625 784,852 48.7 54.0 27,708 33,911

リテール 155,408 122,232 18.5 18.9 2,297 1,846

　うち、不動産貸付 77,895 57,506 16.3 17.4 1,016 801

　うち、その他 77,513 64,726 20.7 20.2 1,281 1,045

小規模企業 25,024 26,119 46.1 47.8 923 998

機関 166,821 146,213 10.4 11.4 1,392 1,335

　うち、レポ及び有価証券貸付 90,401 46,524 0.4 0.2 31 6

　うち、その他貸付 76,420 99,689 22.3 16.7 1,361 1,329

その他 47,109 43,974 91.6 87.1 3,453 3,063

内部格付合計 1,120,3551,127,59939.9 45.6 35,785 41,154

利益処分案及び取締役会からの声明

ハンデルスバンケンの貸借対照表に従って、合計51,940百万クローネの利益が年次株主総会で処分される。

取締役会の利益処分案は以下のとおりである。

株主へ支払った一株当たり配当金、8.00クローネ(2008年は7.00クローネ) 4,988

繰越残高 46,952

合計割当額 51,940

当行の配当案の金額を評価する際に、事業内容、範囲、連結の必要性及びリスク負担が考慮されている。

当社は、上記の利益処分案が慎重に策定され、継続企業としての事業に良く適合するものであると評価する。

公正価値で計上される資産及び負債の価値の未実現変動は、株主持分に正味1,445百万クローネの影響を及ぼ

した。

当年度末現在における当行グループの資本基盤は、法定所要自己資本を46,466百万クローネ上回っていた。当

行の余剰金は59,514百万クローネであった。

我々は、当該連結決算書が、欧州議会の規制(EC)第1606/2002号及び2002年7月19日の国際会計基準の適用に関

する欧州議会委員会で示されている国際財務報告基準に従って作成され、当行の年次決算書が株式会社の健全な

会計慣行に従って作成され、年次決算書及び連結決算書が当行グループ及び当行の財政状態及び業績の公正な表

示を示しており、法定管理報告書が当行及び当行グループの事業、財政状態及び業績の公正な外観を示し、当行及

び他の会社がさらされている重要なリスク及び不確実性について記載していることをここに宣言する。

ストックホルム、2010年2月17日

アンダース・ニュレン
ハンス・ラーション

取締役会長
フレデリック・ランドバーグ

ジョン・フレデリック・バクサース ウルリカ・ボエティウス トミー・ビュルンド

ヨーラン・エネルフェルト ローン・フォンス・シュローダー ヤン・ヨハンソン

スヴェルカー・マーティン・ロフ ベンテ・ラッセ

パール・ボーマン

社長及びグループ最高経営責任者
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第２【有価証券の様式】

　該当事項なし。

第３【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

　該当事項なし。
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（翻訳）

監査報告書

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトの年次株主総会御中

企業識別番号502007-7862号

年次財務諸表及び連結財務諸表における報告

私たちは、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトの2012年度の年次財務諸表及び連結

財務諸表について監査を行った。

取締役及び最高経営責任者の年次財務諸表及び連結財務諸表における責任

取締役会及び最高経営責任者の責任は、信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法に準拠して年次

財務諸表を作成し適正に表示すること並びに、EUが採択した国際財務報告基準及び信用機関及び証券会社に係る

スウェーデン年次報告法に準拠して連結財務諸表を適正に表示することにある。かかる責任には、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない年次財務諸表及び連結財務諸表を作成するために取締役会及び最高経営責任者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私たちの責任は、私たちの監査に基づいて年次財務諸表、連結財務諸表について意見を表明することにある。私

たちは、国際監査基準及びスウェーデンにおいて一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して監査を行っ

た。当該監査基準は、年次財務諸表及び連結財務諸表に重要な虚偽記載がないかどうかについての合理的な保証

を得るために、私たちが倫理規定を遵守して監査を計画し、実施することを要求している。当年度において、当行

の内部監査部門は継続的に内部統制及び勘定の検査を実施し、私たちはこれについて作成された報告書を受領し

ている。監査においては、年次財務諸表および連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための

手続きが実施される。監査手続きは、私たちの判断により、不正又は誤謬による年次財務諸表及び連結財務諸表の

重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて選択される。財務諸表監査の目的は内部統制の有効性について意見表明

するためのものではないが、私たちは、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、年次財務諸表及び連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、取締役

会及び最高経営責任者が採用した会計方針の妥当性並びに、年次財務諸表及び連結財務諸表を作成する際に取締

役会及び最高経営責任者が行った会計上の重要な見積りの合理性の評価も含め、年次財務諸表及び連結財務諸表

全体としての表示を評価することが含まれる。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。

監査意見

私たちは、年次財務諸表は信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法に準拠して作成されているほ

か、親会社の2012年12月31日現在の財政状態並びに同日に終了した事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況が信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法に準拠してすべての重要な点において適正に表

示されているものと認める。連結財務諸表は信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法に準拠して作

成されているほか、当行グループの2012年12月31日現在の財政状態並びに同日に終了した事業年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況は、EUが採択した国際会計基準IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデ

ン年次報告法に準拠してすべての重要な点において適正に表示されているものと認める。コーポレート・ガバナ

ンス報告書が作成されているが、取締役会報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書は年次財務諸表及び連結

財務諸表のその他の部分と一致している。

　したがって、私たちは、年次株主総会に対して親会社及び当行グループの損益計算書及び貸借対照表の承認を勧

告する。

　

その他の法令及び規制要件に係る報告

年次財務諸表及び連結財務諸表の監査に加え、私たちは2012年度の当行の利益処分案及びスヴェンスカ・ハン

デルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトの取締役会及び最高経営責任者による運営を監査した。
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取締役会及び最高経営責任者の責任

当行の利益処分の提案は取締役会に責任がある。また、取締役会及び最高経営責任者は会社法、銀行・金融業法

に基づく運営責任がある。

監査人の責任

私たちの責任は、私たちが実施した監査に基づいて、当行の利益処分案及び運営に対する合理的な保証意見を

表明することにある。私たちはスウェーデンにおいて一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して監査を実

施した。

取締役会による当行の利益処分案に対する監査意見の基礎として、私たちは、利益処分案が会社法に準拠して

いるかどうかを評価するために取締役会の陳述書及び選択された裏付証拠を検証した。

　年次財務諸表及び連結財務諸表の私たちによる監査に加えた、責任解除に関する私たちの意見の基礎として、私

たちは取締役会のいずれかのメンバー又は最高経営責任者が当行に対する義務を負っているかどうかを決定す

るために、当行の重要な決定、講じられた措置及び当行の状況を検証した。また私たちは、取締役会のいずれかの

メンバー又は最高経営責任者が、会社法、銀行・金融業法、信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告

法、又は定款に違反した行為を行っているかどうかについても検証した。

私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。

監査意見

私たちは、年次株主総会に対して、取締役会報告書に記載されている提案に従った利益処分、及び当事業年度に

ついて取締役会のメンバー及び最高経営責任者の責任解除を勧告する。

ストックホルム、2013年２月14日

ケーピーエムジーエービー アーンスト・アンド・ヤング・エービー

ステファン・ホルムストローム エリック・アストローム

公認会計士 公認会計士

次へ 
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Svenska Handelsbanken AB (publ), org. nr 502007-7862

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen fö
r Svenska Handelsbanken AB (publ) för år 2012. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att uppr
ätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt lagen om å
rsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och en
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och enligt lagen
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nö
dvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att å
rsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. Bankens interna revisionsavdelning har under året löpande
granskat den interna kontrollen och räkenskaperna. Rapporter häröver har
tillställts oss.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om
belopp och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i å
rsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar å
rsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har anv
änts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den ö
vergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Svenska Handelsbanken AB (publ) för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträ
ffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen och
lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat vä
sentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersä
ttningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i
strid med aktiebolagslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamå
lsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i fö
rvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamå
lsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella st
ällning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och vä
rdepappersbolag.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om å
rsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla vä
sentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits
av EU, och enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och vä
rdepappersbolag. En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Fö
rvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med å
rsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Stockholm den 14 februari 2013

KPMG AB                         Ernst & Young AB

Stefan Holmström             Erik Åström
Auktoriserad revisor          Auktoriserad revisor

（※）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
その原本は本有価証券届出書提出会社が別途保管しております。
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（翻訳）

監査報告書

スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトの年次株主総会御中

企業識別番号502007-7862号

年次財務諸表及び連結財務諸表における報告

私たちは、スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトの2011年度の年次財務諸表及び連結

財務諸表について監査を行った。

取締役及び最高経営責任者の年次財務諸表及び連結財務諸表における責任

取締役会及び最高経営責任者の責任は、信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法に準拠して年次

財務諸表を作成し適正に表示すること並びに、EUが採択した国際財務報告基準及び信用機関及び証券会社に係る

スウェーデン年次報告法に準拠して連結財務諸表を適正に表示することにある。かかる責任には、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない年次財務諸表及び連結財務諸表を作成するために取締役会及び最高経営責任者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私たちの責任は、私たちの監査に基づいて年次財務諸表、連結財務諸表について意見を表明することにある。私

たちは、国際監査基準及びスウェーデンにおいて一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して監査を行っ

た。当該監査基準は、年次財務諸表及び連結財務諸表に重要な虚偽記載がないかどうかについての合理的な保証

を得るために、私たちが倫理規定を遵守して監査を計画し、実施することを要求している。当年度において、当行

の内部監査部門は継続的に内部統制及び勘定の検査を実施し、私たちはこれについて作成された報告書を受領し

ている。監査においては、年次財務諸表および連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための

手続きが実施される。監査手続きは、私たちの判断により、不正又は誤謬による年次財務諸表及び連結財務諸表の

重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて選択される。財務諸表監査の目的は内部統制の有効性について意見表明

するためのものではないが、私たちは、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、年次財務諸表及び連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、取締役

会及び最高経営責任者が採用した会計方針の妥当性並びに、年次財務諸表及び連結財務諸表を作成する際に取締

役会及び最高経営責任者が行った会計上の重要な見積りの合理性の評価も含め、年次財務諸表及び連結財務諸表

全体としての表示を評価することが含まれる。

私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

私たちは、年次財務諸表は信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法に準拠して作成されているほ

か、親会社の2011年12月31日現在の財政状態並びに同日に終了した事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況が信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法に準拠してすべての重要な点において適正に表

示されているものと認める。連結財務諸表は信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告法に準拠して作

成されているほか、当行グループの2011年12月31日現在の財政状態並びに同日に終了した事業年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況は、EUが採択した国際会計基準IFRS並びに信用機関及び証券会社に係るスウェーデ

ン年次報告法に準拠してすべての重要な点において適正に表示されているものと認める。コーポレート・ガバナ

ンス報告書が作成されているが、取締役会報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書は年次財務諸表及び連結

財務諸表のその他の部分と一致している。

　したがって、私たちは、年次株主総会に対して親会社及び当行グループの損益計算書及び貸借対照表の承認を勧

告する。

　

その他の法令及び規制要件に係る報告

年次財務諸表及び連結財務諸表の監査に加え、私たちは2011年度の当行の利益処分案及びスヴェンスカ・ハン

デルスバンケン・エイ・ビー・プブリクトの取締役会及び最高経営責任者による運営を監査した。
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取締役会及び最高経営責任者の責任

当行の利益処分の提案は取締役会に責任がある。また、取締役会及び最高経営責任者は会社法、銀行・金融業法

に基づく運営責任がある。

監査人の責任

私たちの責任は、私たちが実施した監査に基づいて、当行の利益処分案及び運営に対する合理的な保証意見を

表明することにある。私たちはスウェーデンにおいて一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して監査を実

施した。

取締役会による当行の利益処分案に対する監査意見の基礎として、私たちは、利益処分案が会社法に準拠して

いるかどうかを評価するために取締役会の陳述書及び選択された裏付証拠を検証した。

　年次財務諸表及び連結財務諸表の私たちによる監査に加えた、責任解除に関する私たちの意見の基礎として、私

たちは取締役会のいずれかのメンバー又は最高経営責任者が当行に対する義務を負っているかどうかを決定す

るために、当行の重要な決定、講じられた措置及び当行の状況を検証した。また私たちは、取締役会のいずれかの

メンバー又は最高経営責任者が、会社法、銀行・金融業法、信用機関及び証券会社に係るスウェーデン年次報告

法、又は定款に違反した行為を行っているかどうかについても検証した。

私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。

監査意見

私たちは、年次株主総会に対して、取締役会報告書に記載されている提案に従った利益処分、及び当事業年度に

ついて取締役会のメンバー及び最高経営責任者の責任解除を勧告する。

ストックホルム、2012年２月17日

ケーピーエムジーエービー アーンスト・アンド・ヤング・エービー

ステファン・ホルムストローム エリック・アストローム

公認会計士 公認会計士
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Svenska Handelsbanken AB (publ)

Org nr 502007-7862

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Svenska Handelsbanken AB (publ) för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt
internationella redovisningsstandarder, såsom de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. Bankens interna revisionsavdelning har under året löpande granskat den interna kontrollen och räkenskaperna.
Rapporter häröver har avgivits till oss. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedö
ma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar å
rsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamå
lsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i å
rsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, har
koncernredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla vä
sentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess resultat och kassaflöden
enligt internationella redovisningsstandarder, såsom de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och vä
rdepappersbolag. En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med å
rsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Svenska Handelsbanken AB (publ) för år
2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkstä
llande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om fö
rvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
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Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat v
äsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat
i strid med aktiebolagslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstä
llande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 17 februari 2012

KPMG AB Ernst & Young AB

Stefan Holmström

Auktoriserad revisor

Erik Åström

Auktoriserad revisor

（※）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。

その原本は本有価証券届出書提出会社が別途保管しております。
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